
 

まとめ資料比較表〔技術的能力 1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2019.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
島根２号炉は，化学消防自動車，小型動力ポンプ付水槽車及び泡消火薬剤容器又は小型動力ポンプ付水槽車，化学消防自動車，小型放水砲による泡消火を実施。
柏崎6/7は，化学消防自動車単独又は化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び大型化学高所放水車による泡消火を実施。
東海第二は，化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び泡消火薬剤容器（消防車用）による泡消火を実施

② 島根２号炉は，大型送水ポンプ車にて泡消火薬剤容器から泡消火薬剤を吸引，混合する

③ 島根２号炉は，輪谷湾へのシルトフェンス設置に小型船舶を使用

④
島根２号炉は，初期対応における延焼防止処置に対して化学消防自動車，小型動力ポンプ付水槽車，小型放水砲及び泡消火薬剤容器による泡消火を実施。
柏崎6/7は，化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び大型化学高所放水車による泡消火を実施

⑤
島根２号炉は，泡消火薬剤容器内に泡消火薬剤を保管
柏崎6/7は，泡原液備蓄車のタンクに泡消火薬剤を保管

⑥ 島根２号炉は，放水砲による放水開始前に放射性物質吸着材の設置による海洋拡散抑制対策を行うため，放射性物質吸着材は重大事故等対処設備として位置付けている

⑦
島根２号炉は，緊急時対策本部が大気への拡散抑制の着手を判断し，緊急時対策要員を指揮。
柏崎6/7は，当直副長が大気への拡散抑制の着手を判断し，当直長からの依頼を受けて，緊急時対策本部が緊急時対策要員を指揮

⑧ 設備構成，対応する要員の相違，また，それに起因する所要時間の相違

⑨ 島根２号炉は，燃料プール内燃料体等の著しい損傷時も大気への放射性物質の拡散抑制を実施するため，海洋への放射性物質の拡散抑制を実施

⑩ 島根２号炉は，設置箇所すべてに放水した海水が流れ込むため優先順位はなし

⑪ シルトフェンスの設置箇所の相違による手順概要の相違

⑫ 島根２号炉は，延焼防止処置の初期対応を行う要員以外が初期対応に使用する車両を移動させる想定はない

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.12.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

a． 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は使用

済燃料プール内燃料体等の著しい損傷時の対応手段及

び設備 

(a) 大気への放射性物質の拡散抑制 

(b) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

b． 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災時の対応手段及び設備 

c． 重大事故等対処設備と自主対策設備 

(a) 大気及び海洋への放射性物質の拡散抑制 

(b) 航空機燃料火災への泡消火 

d． 手順等 

1.12.2 重大事故等時の手順 

1.12.2.1 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は使

用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷時の手順等 

(1) 大気への放射性物質の拡散抑制 

a． 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放水砲によ

る大気への放射性物質の拡散抑制 

b． ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい

箇所の絞り込み 

(2) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

a． 放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

b． 汚濁防止膜による海洋への放射性物質の拡散抑制 

c． 重大事故等時の対応手段の選択 

 

1.12.2.2 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災時の手順 

(1) 初期対応における延焼防止処置 

a． 化学消防自動車単独又は高所放水車等による泡消火 

 

 

 

1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

 

＜目次＞ 

 

1.12.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は使用

済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷時の対応手段及

び設備 

(a) 大気への放射性物質の拡散抑制 

(b) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

ｂ．原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災時の対応手段及び設備 

ｃ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

(a) 大気及び海洋への放射性物質の拡散抑制 

(b) 航空機燃料火災への泡消火 

ｄ．手順等 

1.12.2 重大事故等時の手順 

1.12.2.1 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は使

用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷時の手順等 

(1) 大気への放射性物質の拡散抑制 

ａ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による

大気への放射性物質の拡散抑制 

ｂ．ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい

箇所の絞り込み 

(2) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

ｂ．放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

ａ．汚濁防止膜による海洋への放射性物質の拡散抑制 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

 

1.12.2.2 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災時の手順 

(1) 初期対応における延焼防止処置 

ａ．化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び泡消火薬

剤容器（消防車用）による泡消火 

 

 

1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.12.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料

プール内燃料体等の著しい損傷時の対応手段及び設備 

 

(a)大気への放射性物質の拡散抑制 

(b)海洋への放射性物質の拡散抑制 

ｂ．原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災時の対応手段及び設備 

ｃ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

(a)大気及び海洋への放射性物質の拡散抑制 

(b)航空機燃料火災への泡消火 

ｄ．手順等 

1.12.2 重大事故等時の手順 

1.12.2.1 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃

料プール内燃料体等の著しい損傷時の手順 

(1) 大気への放射性物質の拡散抑制 

ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質

の拡散抑制 

ｂ．ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい

箇所の絞り込み 

(2) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

ａ．放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

ｂ．シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

 

1.12.2.2 原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災時の手順 

(1) 初期対応における延焼防止処置 

ａ．化学消防自動車等による泡消火 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，化学消

防自動車，小型動力ポン
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(2) 航空機燃料火災への対応 

a． 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原

液搬送車及び泡混合装置による航空機燃料火災への泡

消火 

b． 重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

 

 

1.12.2.3 その他の手順項目にて考慮する手順 

 

添付資料 1.12.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.12.2 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放

水砲による大気への放射性物質の拡散抑制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 航空機燃料火災への泡消火 

ａ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡消火薬

剤容器（大型ポンプ用）及び泡混合器による航空機燃料

火災への泡消火 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

 

 

1.12.2.3 その他の手順項目にて考慮する手順 

 

添付資料1.12.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.12.2 自主対策設備仕様 

 

 

 

 

 

添付資料1.12.3 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水

砲による大気への放射性物質の拡散抑制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 航空機燃料火災への対応 

ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への

泡消火 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

 

 

1.12.2.3 その他の手順項目にて考慮する手順 

 

添付資料 1.12.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.12.2 自主対策設備仕様 

 

 

 

 

 

添付資料 1.12.3 大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放

射性物質の拡散抑制 

プ付水槽車及び泡消火

薬剤容器又は小型動力

ポンプ付水槽車，化学消

防自動車，小型放水砲に

よる泡消火を実施。 

柏崎 6/7は，化学消防

自動車単独又は化学消

防自動車，水槽付消防ポ

ンプ自動車及び大型化

学高所放水車による泡

消火を実施。 

東海第二は，化学消防

自動車，水槽付消防ポン

プ自動車及び泡消火薬

剤容器（消防車用）によ

る泡消火を実施（以下，

①の相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，大型送

水ポンプ車にて泡消火

薬剤容器から泡消火薬

剤を吸引，混合する 

（以下，②の相違） 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，自主対

策設備の設備仕様を記

載 
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添付資料 1.12.3 放射性物質拡散抑制手順の作業時間について 

添付資料 1.12.4 放水砲の設置場所及び使用方法等について 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.12.5 放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の

拡散抑制 

【放射性物質吸着材の運搬，設置】 

添付資料 1.12.6 汚濁防止膜による海洋への放射性物質の拡散抑

制 

【汚濁防止膜の運搬，設置】 

添付資料 1.12.7 初期対応における延焼防止処置 

【大型化学高所放水車の配置，泡消火】 

 

 

 

 

 

添付資料 1.12.8 航空機燃料火災への対応 

【大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水

砲による泡消火】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料1.12.4 放射性物質拡散抑制手順の作業時間について 

添付資料1.12.5 放水砲の設置位置及び使用方法等について 

添付資料1.12.6 ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物

質漏えい箇所の絞り込み 

 

 

 

 

 

添付資料1.12.8 放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の

拡散抑制 

 

添付資料1.12.7 汚濁防止膜による海洋への放射性物質の拡散抑

制 

 

添付資料1.12.9 化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び

泡消火薬剤容器（消防車用）による延焼防止処

置 

 

 

 

 

添付資料1.12.10 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）及び泡混合器

による航空機燃料火災への泡消火 

 

添付資料1.12.11 放水設備における泡消火薬剤の設定根拠につ

いて 

 

 

 

 

添付資料1.12.12 消火設備の消火性能について 

 

 

 

 

 

添付資料 1.12.4 放射性物質拡散抑制手順の作業時間について 

添付資料 1.12.5 放水砲の設置場所及び使用方法等について 

添付資料 1.12.6 ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物

質漏えい箇所の絞り込み 

 

 

 

 

 

添付資料 1.12.7 放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の

拡散抑制 

【放射性物質吸着材の運搬，設置】 

添付資料 1.12.8 シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡

散抑制 

【シルトフェンスの運搬，設置】 

添付資料 1.12.9 初期対応における延焼防止処置 

【化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽

車の配置，泡消火】 

添付資料 1.12.10 初期対応における延焼防止処置 

【小型動力ポンプ付水槽車，化学消防自動車及

び小型放水砲の配置，泡消火】 

 

添付資料 1.12.11 航空機燃料火災への泡消火  

【大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火】 

 

 

添付資料1.12.12 放水設備における泡消火薬剤の設定根拠につ

いて 

 

 

 

 

添付資料1.12.13 消火設備の消火性能について 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ガンマ

カメラ又はサーモカメ

ラによる放射性物質の

漏えい箇所の絞り込み

について説明 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，泡消火

薬剤量の設定根拠につ

いて記載 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，航空機

燃料火災に使用する消

火設備の消火性能につ

いて説明 
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添付資料1.12.13 手順のリンク先について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料1.12.14 手順のリンク先について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手順の

リンク先を記載 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2019.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場

合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必

要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が

適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な手

順等」とは、以下に規定する措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷に至った場合において、放水設

備により、工場等外への放射性物質の拡散を抑制するた

めに必要な手順等を整備すること。 

ｂ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順等を整備する

こと。 

 

 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料

プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発電所

外への放射性物質の拡散を抑制するための設備を整備してお

り，ここでは，この設備を活用した手順等について説明する。 

 

 

1.12.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発

電所外へ放射性物質が拡散するおそれがある。発電所外へ放

射性物質の拡散を抑制するための対応手段と重大事故等対処

設備を選定する。 

また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災が発生した場合において，消火対応するための対応手

段と重大事故等対処設備を選定する。 

 

1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

 

【要求事項】 

１ 発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至

った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制す

るために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備

される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な

手順等」とは、以下に規定する措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷に至った場合において、放水設

備により、工場等外への放射性物質の拡散を抑制するた

めに必要な手順等を整備すること。 

ｂ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順等を整備する

こと。 

 

 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料

プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備を整備してお

り，ここでは，この設備を活用した手順等について説明する。 

 

 

1.12.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，

発電所外へ放射性物質が拡散するおそれがある。発電所外へ

放射性物質の拡散を抑制するための対応手段と重大事故等対

処設備を選定する。 

また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災が発生した場合において，消火対応するための対応手

段と重大事故等対処設備を選定する。 

 

1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場

合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必

要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が

適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な手

順等」とは、以下に規定する措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷に至った場合において、放水設

備により、工場等外への放射性物質の拡散を抑制するた

めに必要な手順等を整備すること。 

ｂ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順等を整備する

こと。 

 

 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール

内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発電所外への

放射性物質の拡散を抑制するための対処設備を整備しており，

ここでは，この対処設備を活用した手順等について説明する。 

 

 

1.12.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プー

ル内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，発電所外

へ放射性物質が拡散するおそれがある。発電所外へ放射性物

質の拡散を抑制するための対応手段と重大事故等対処設備を

選定する。 

また，原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災が発生した場合において，消火対応するための対応手

段と重大事故等対処設備を選定する。 
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重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための

対応手段と自主対策設備※１を選定する。 

 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たす

ことや全てのプラント状況において

使用することは困難であるが，プラン

ト状況によっては，事故対応に有効な

設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

（以下，「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規

則第五十五条及び技術基準規則第七十条（以下「基準規則」

という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを

確認するとともに，重大事故等対処設備，設計基準事故対処

設備及び自主対策設備との関係を明確にする。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段

とその対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備

を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設

備と整備する手順についての関係を第 1.12.1表に整理する。 

 

 

a. 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は使用

済燃料プール内燃料体等の著しい損傷時の対応手段及び

設備 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のおそれが

ある場合，又は使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷

のおそれがある場合は，大気への放射性物質の拡散抑制，

放射性物質を含む汚染水が発生する場合は，海洋への放射

性物質の拡散抑制を図る。 

 

(a) 大気への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損又は使用済

燃料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合は，放

水設備により，大気への放射性物質の拡散抑制を行う手

段がある。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段と自主対策設備※を選定する。 

 

※ 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たす

ことや全てのプラント状況において使

用することは困難であるが，プラント状

況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

（以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則

第五十五条及び技術基準規則第七十条（以下「基準規則」と

いう。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確

認するとともに，重大事故等対処設備及び自主対策設備との

関係を明確にする。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段

とその対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備

を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設

備と整備する手順についての関係を第1.12－1表に整理する。 

 

 

ａ．炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は使用

済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷時の対応手段及

び設備 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のおそれが

ある場合，又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損

傷のおそれがある場合は，大気への放射性物質の拡散抑制，

放射性物質を含む汚染水が発生する場合は，海洋への放射

性物質の拡散抑制を図る。 

 

(a) 大気への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損又は使用済

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合は，

原子炉建屋放水設備により，大気への放射性物質の拡散

抑制を行う手段がある。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段及び自主対策設備※1を選定する。 

 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満

たすことやすべてのプラント状況に

おいて使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に

有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，「技術的能力審査基

準」（以下「審査基準」という。）だけでなく，「設置許可基準

規則」第五十五条及び「技術基準規則」第七十条（以下「基

準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されてい

ることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確に

する。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段

とその対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備

を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設

備と整備する手順についての関係を第 1.12－1 表に整理す

る。 

 

ａ．炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃料

プール内燃料体等の著しい損傷時の対応手段及び設備 

 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のおそれが

ある場合又は燃料プール内燃料体等の著しい損傷のおそれ

がある場合は，大気への放射性物質の拡散抑制，放射性物

質を含む汚染水が発生する場合は，海洋への放射性物質の

拡散抑制を図る。 

 

(a) 大気への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損又は燃料プ

ール内燃料体等の著しい損傷に至った場合は，原子炉建

物放水設備により，大気への放射性物質の拡散抑制を行

う手段がある。 
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大気への放射性物質の拡散抑制に使用する設備（原子

炉建屋放水設備）は以下のとおり。 

・大容量送水車（原子炉建屋放水設備用） 

・ホース 

・放水砲 

 

 

 

・燃料補給設備 

・ガンマカメラ 

・サーモカメラ 

 

(b) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損又は使用済

燃料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合におい

て，原子炉建屋への放水により放射性物質を含む汚染水

が発生する場合は，海洋への放射性物質の拡散抑制を行

う手段がある。 

海洋への放射性物質の拡散抑制に使用する設備（海洋

拡散抑制設備）は以下のとおり。 

・放射性物質吸着材 

・汚濁防止膜 

・小型船舶（汚濁防止膜設置用） 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.12.1） 

 

b． 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災時の対応手段及び設備 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災が発生した場合，初期対応における延焼防止処置によ

り，火災に対応する手段がある。 

初期対応における延焼防止処置に使用する設備は以下の

とおり。 

・化学消防自動車 

・水槽付消防ポンプ自動車 

 

大気への放射性物質の拡散抑制に使用する設備（原子

炉建屋放水設備）は以下のとおり。 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

・ホース 

・放水砲 

・ＳＡ用海水ピット取水塔 

・海水引込み管 

・ＳＡ用海水ピット 

・燃料給油設備 

・ガンマカメラ 

・サーモカメラ 

 

(b) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損又は使用済

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合にお

いて，原子炉建屋への放水により放射性物質を含む汚染

水が発生する場合は，海洋への放射性物質の拡散抑制を

行う手段がある。 

海洋への放射性物質の拡散抑制に使用する設備（海洋

拡散抑制設備）は以下のとおり。 

・放射性物質吸着材 

・汚濁防止膜 

 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求

される設備が全て網羅されている。 

 

 

ｂ．原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災時の対応手段及び設備 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災が発生した場合，初期対応における延焼防止処置により，

火災に対応する手段がある。 

初期対応における延焼防止処置に使用する設備は以下の

とおり。 

・化学消防自動車 

・水槽付消防ポンプ自動車 

 

大気への放射性物質の拡散抑制に使用する設備（原子

炉建物放水設備）は以下のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

・ホース 

・放水砲 

・取水口 

・取水管 

・取水槽 

・燃料補給設備 

・ガンマカメラ 

・サーモカメラ 

 

(b) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損又は燃料プ

ール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，原

子炉建物への放水により放射性物質を含む汚染水が発生

する場合は，海洋への放射性物質の拡散抑制を行う手段

がある。 

海洋への放射性物質の拡散抑制に使用する設備（海洋

拡散抑制設備）は以下のとおり。 

・放射性物質吸着材 

・シルトフェンス 

・小型船舶 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.12.1） 

 

ｂ．原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災時の対応手段及び設備 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災が発生した場合，初期対応における延焼防止処置により，

火災に対応する手段がある。 

初期対応における延焼防止処置に使用する設備は以下の

とおり。 

・化学消防自動車 

・小型動力ポンプ付水槽車 

・小型放水砲 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手順で

使用する水源を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，輪谷湾

へのシルトフェンスの

設置に小型船舶を使用 

（以下，③の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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・泡消火薬剤備蓄車 

・大型化学高所放水車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災が発生した場合，航空機燃料火災の泡消火により火災に

対応する手段がある。 

航空機燃料火災への泡消火に使用する設備は以下のとお

り。 

・大容量送水車（原子炉建屋放水設備用） 

・ホース 

・放水砲 

・泡原液搬送車 

・泡原液混合装置 

 

・泡消火薬剤容器（消防車用） 

・消火栓（原水タンク） 

 

 

・防火水槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災が発生した場合，航空機燃料火災への泡消火により火災

に対応する手段がある。 

航空機燃料火災への泡消火に使用する設備は以下のとお

り。 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

・ホース 

・放水砲 

・泡消火薬剤容器（大型ポンプ用） 

・泡混合器 

 

・泡消火薬剤容器 

・消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽） 

・ろ過水タンク 

・補助消火水槽 

・純水タンク  

・取水口  

・取水管  

・取水槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災が発生した場合，航空機燃料火災への泡消火により，火

災に対応する手段がある。 

航空機燃料火災への泡消火に使用する設備は以下のとお

り。 

・大型送水ポンプ車 

・ホース 

・放水砲 

・泡消火薬剤容器 

 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，初期対

応における延焼防止処

置に対して化学消防自

動車，小型動力ポンプ付

水槽車，小型放水砲及び

泡消火薬剤容器による

泡消火を実施。 

柏崎 6/7は，化学消防

自動車，水槽付消防ポン

プ自動車及び大型化学

高所放水車による泡消

火を実施 

（以下，④の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，泡消火

薬剤容器内に泡消火薬

剤を保管。柏崎 6/7は泡

薬剤備蓄車のタンクに

泡消火薬剤を保管 

（以下，⑤の相違） 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手順で

使用する水源を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 
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・燃料補給設備 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求

される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.12.1） 

 

c． 重大事故等対処設備と自主対策設備 

(a) 大気及び海洋への放射性物質の拡散抑制 

審査基準及び基準規則に要求される，大気への放射性

物質の拡散抑制に使用する設備のうち，大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用），ホース，放水砲及び燃料補

給設備は，いずれも重大事故等対処設備と位置づける。 

海洋への放射性物質の拡散抑制に使用する設備のう

ち，放射性物質吸着材，汚濁防止膜及び小型船舶（汚濁

防止膜設置用）は重大事故等対処設備と位置づける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の重大事故等対処設備により発電所外への放射

性物質の拡散抑制が可能であることから，以下の設備は

自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を

示す。 

・ガンマカメラ 

・サーモカメラ 

 

これらの設備については，大気への放射性物質の拡散

を直接抑制する手段ではないが，原子炉建屋放水設備に

より原子炉建屋に向けて放水する際に，原子炉建屋から

漏えいする放射性物質や熱を検出する手段として有効

・ＳＡ用海水ピット取水塔 

・海水引込み管 

・ＳＡ用海水ピット 

・燃料給油設備 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求さ

れる設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.12.1） 

 

ｃ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

(a) 大気及び海洋への放射性物質の拡散抑制 

審査基準及び基準規則に要求される，大気への放射性

物質の拡散抑制に使用する設備のうち，可搬型代替注水

大型ポンプ（放水用），ホース，放水砲及び燃料給油設

備は，いずれも重大事故等対処設備と位置付ける。 

海洋への放射性物質の拡散抑制に使用する設備のう

ち，汚濁防止膜は重大事故等対処設備と位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の重大事故等対処設備により発電所外への放射性

物質の拡散抑制が可能であることから，以下の設備は自

主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示

す。 

・ガンマカメラ 

・サーモカメラ 

 

これらの設備については，大気への放射性物質の拡散

を直接抑制する手段ではないが，原子炉建屋放水設備に

より原子炉建屋に向けて放水する際に，原子炉建屋から

漏えいする放射性物質や熱を検出する手段として有効で

・取水口 

・取水管 

・取水槽 

・燃料補給設備 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求

される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.12.1） 

 

ｃ．重大事故等対処設備と自主対策設備 

(a) 大気及び海洋への放射性物質の拡散抑制 

審査基準及び基準規則に要求される，大気への放射性

物質の拡散抑制に使用する設備のうち，大型送水ポンプ

車，ホース，放水砲及び燃料補給設備は，いずれも重大

事故等対処設備として位置付ける。 

海洋への放射性物質の拡散抑制に使用する設備のう

ち，放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は

重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の重大事故等対処設備により発電所外への放射性

物質の拡散抑制が可能であることから，以下の設備は自

主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

 

・ガンマカメラ 

・サーモカメラ 

 

これらの設備については，大気への放射性物質の拡散

を直接抑制する手段ではないが，原子炉建物放水設備に

より原子炉建物に向けて放水する際に，原子炉建物から

漏えいする放射性物質や熱を検出する手段として有効で

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手順で

使用する水源を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，放水砲

による放水開始前に放

射性物質吸着材の設置

による海洋拡散抑制対

策を行うため，放射性物

質吸着材は重大事故等

対処設備として位置付

けている 

（以下，⑥の相違） 
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である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 航空機燃料火災への泡消火 

基準規則に要求される，航空機燃料火災への泡消火に

使用する設備のうち，大容量送水車（原子炉建屋放水設

備用），ホース，放水砲，泡原液搬送車，泡原液混合装

置及び燃料補給設備は，重大事故等対処設備と位置づけ

る。 

 

以上の重大事故等対処設備により航空機燃料火災へ

の泡消火が可能であることから，以下の設備は自主対策

設備として位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・化学消防自動車 

・水槽付消防ポンプ自動車 

 

・泡消火薬剤備蓄車 

・大型化学高所放水車 

 

 

 

 

 

これらの設備については，航空機燃料火災への対応手

段として放水量が少ないため，同等の放水効果は得られ

にくいが，早期に消火活動が可能であり，航空機燃料の

飛散によるアクセスルート及び建屋への延焼拡大防止

の手段として有効である。 

ある。 

 

・放射性物質吸着材 

 

放射性物質吸着材を設置するためには，地震発生後の

アクセスルートの液状化による影響（一部のアクセスル

ートで車両通行不可）を踏まえると最短でも，作業開始

を判断してから 15時間程度要することになるが，放射性

物質の吸着効果が期待され，海洋への放射性物質の拡散

抑制及び放出量の低減を図る手段として有効である。 

なお，アクセスルートに液状化の影響が無い場合は，

作業開始を判断してから約 6.5時間と想定する。 

 

 (b) 航空機燃料火災への泡消火 

基準規則に要求される，航空機燃料火災への泡消火に

使用する設備のうち，可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用），ホース，放水砲，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用），

泡混合器及び燃料給油設備は，重大事故等対処設備と位

置付ける。 

 

以上の重大事故等対処設備により航空機燃料火災への

泡消火が可能であることから，以下の設備は自主対策設

備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。 

・化学消防自動車 

・水槽付消防ポンプ自動車 

 

・泡消火薬剤容器（消防車用） 

 

 

 

 

 

 

これらの設備については，航空機燃料火災への対応手

段として放水量が少ないため，同等の放水効果は得られ

にくいが，早期に消火活動が可能であり，航空機燃料の

飛散によるアクセスルート及び建屋への延焼拡大防止の

手段として有効である。 

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 航空機燃料火災への泡消火 

基準規則に要求される，航空機燃料火災への泡消火に

使用する設備のうち，大型送水ポンプ車，ホース，放水

砲，泡消火薬剤容器及び燃料補給設備は，重大事故等対

処設備として位置付ける。 

 

 

以上の重大事故等対処設備により航空機燃料火災への

泡消火が可能であることから，以下の設備は自主対策設

備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・化学消防自動車 

・小型動力ポンプ付水槽車 

・小型放水砲 

・泡消火薬剤容器 

 

・消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽） 

・ろ過水タンク 

・補助消火水槽 

・純水タンク  

 

これらの設備については，航空機燃料火災への対応手

段として放水量が少ないため，同等の放水効果は得られ

にくいが，早期に消火活動が可能であり，航空機燃料の

飛散によるアクセスルート及び建物への延焼拡大防止の

手段として有効である。 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④，⑤の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手順で

使用する水源を記載 
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d． 手順等 

上記のａ．，b .及び c .により選定した対応手段に係る

手順を整備する。これらの手順は，緊急時対策要員の対応

として，多様なハザード対応手順に定める（第 1.12.1 表）。 

 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても

整理する（第 1.12.2表）。 

 

 

 

1.12.2 重大事故等時の手順 

1.12.2.1 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は使

用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷時の手順等 

(1) 大気への放射性物質の拡散抑制 

a．大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放水砲による大

気への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器の破損を防止するため，格納容器スプレイによる原子

炉格納容器内の除熱や格納容器圧力逃がし装置及び代替循

環冷却による原子炉格納容器の減圧及び除熱させる手段が

ある。 

また，使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより

使用済燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料プー

ル注水設備で注水しても水位が維持できない場合は，燃料

プールスプレイにより燃料損傷を緩和する手段がある。 

 

しかし，これらの機能が喪失し，原子炉建屋から直接放

射性物質が拡散する場合を想定し，大容量送水車（原子炉

建屋放水設備用），放水砲により原子炉建屋に海水を放水

し，大気への放射性物質の拡散を抑制する手順を整備する。 

 

・消火栓（原水タンク） 

・防火水槽 

 

これらの設備については，耐震ＳクラスではなくＳＳ

機能維持を担保できないが，初期対応における延焼防止

処置の水源として使用する手段としては有効である。 

 

ｄ．手順等 

上記のａ．，ｂ．及びｃ．により選定した対応手段に係

る手順を整備する。これらの手順は，重大事故等対応要員

の対応として，「重大事故等対策要領」に，自衛消防隊の

対応として，「防火管理要領」に定める（第1.12－1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても

整理する（第1.12－2表）。 

 

 

 

1.12.2 重大事故等時の手順 

1.12.2.1 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は使

用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷時の手順等 

(1) 大気への放射性物質の拡散抑制 

ａ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による

大気への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器の破損を防止するため，格納容器スプレイによる原子

炉格納容器内の除熱や格納容器圧力逃がし装置及び代替循

環冷却による原子炉格納容器内の減圧及び除熱させる手段

がある。 

また，使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより

使用済燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料プー

ル注水設備で注水しても水位が維持できない場合は，使用

済燃料プールスプレイにより燃料損傷を緩和する手段があ

る。 

しかし，これらの機能が喪失し，原子炉建屋から直接放

射性物質が拡散する場合を想定し，可搬型代替注水大型ポ

ンプ（放水用），放水砲により原子炉建屋に海水を放水し，

大気への放射性物質の拡散を抑制する手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．手順等 

上記のａ．，ｂ．及びｃ．により選定した対応手段に係

る手順を整備する。これらの手順は，緊急時対策要員の

対応として，原子力災害対策手順書に定める（第 1.12－

1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器について

も整備する（第 1.12－2表）。 

 

 

 

1.12.2 重大事故等時の手順 

1.12.2.1 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は燃

料プール内燃料体等の著しい損傷時の手順 

(1) 大気への放射性物質の拡散抑制 

ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質

の拡散抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納

容器の破損を防止するため，格納容器スプレイによる原子

炉格納容器内の除熱や格納容器フィルタベント系及び残留

熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱させ

る手段がある。 

また，燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プ

ールの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備で注水し

ても水位が維持できない場合は，燃料プールスプレイによ

り燃料破損を緩和する手段がある。 

 

しかし，これらの機能が喪失し，原子炉建物から直接放

射性物質が拡散する場合を想定し，大型送水ポンプ車及び

放水砲により原子炉建物に海水を放水し，大気への放射性

物質の拡散を抑制する手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，緊急時

対策要員が対応する手

段に係る手順を原子力

災害対策手順書に記載 
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（a）手順着手の判断基準 

以下のいずれかが該当する場合とする。 

・炉心損傷を判断した場合※1 において，あらゆる注

水手段を講じても発電用原子炉への注水が確認で

きない場合 

・使用済燃料プール水位が低下した場合において，あ

らゆる注水手段を講じても水位低下が継続する場

合 

・大型航空機の衝突等，原子炉建屋の外観で大きな損

傷を確認した場合 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉格

納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当

のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，又は格納

容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認し

た場合。 

 

（b）操作手順 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲によ

る大気への放射性物質の拡散を抑制する手順の概要は

以下のとおり。手順の概略図を第 1.12.1図に，タイム

チャートを第 1.12.2図に，ホース敷設ルート及び放水

砲の設置位置を第 1.12.3図 に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長

を経由して，大容量送水車（原子炉建屋放水設備

用），放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制

の準備を緊急時対策本部に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかが該当する場合とする。 

・炉心損傷を判断した場合※において，あらゆる注水手段

を講じても発電用原子炉への注水が確認できない場合 

 

・使用済燃料プール水位が低下した場合において，あら

ゆる注水手段を講じても水位低下が継続する場合 

 

・大型航空機の衝突等，原子炉建屋の外観で大きな損傷

を確認した場合 

 

※ 格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又は

サプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率が，

設計基準事故相当のガンマ線線量率の10 倍以上と

なった場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタが使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃以上

を確認した場合。 

 

 (b) 操作手順 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲による

大気への放射性物質の拡散を抑制する手順の概要は以下

のとおり。手順の概要図を第1.12－1図に，タイムチャー

トを第1.12－2図に，ホース敷設ルート及び放水砲の設置

位置を第1.12－3図に示す。 

 

① 災害対策本部長代理は，発電長と連携を密にし，手

順着手の判断基準に基づき，可搬型代替注水大型ポ

ンプ（放水用），放水砲による大気への放射性物質

の拡散抑制の準備開始を重大事故等対応要員に指

示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかが該当する場合とする。 

・炉心損傷を判断した場合※１において，あらゆる注

水手段を講じても発電用原子炉への注水が確認で

きない場合 

・燃料プール水位が低下した場合において，あらゆ

る注水手段を講じても水位低下が継続する場合 

 

・大型航空機の衝突など，原子炉建物の外観で大き

な損傷を確認した場合 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準

事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

 

(b) 操作手順 

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物

質の拡散を抑制する手順の概要は以下のとおり。手順の

概要図を第 1.12－1図に，タイムチャートを第 1.12－2

図に，ホース敷設ルート及び放水砲の設置位置を第 1.12

－3図に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

緊急時対策要員に大型送水ポンプ車及び放水砲によ

る大気への放射性物質の拡散抑制の準備開始を指示

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10 倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10 倍

を含めて炉心損傷と判

断するため，「以上」と

している 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急時

対策本部が大気への拡

散抑制の着手を判断し，

緊急時対策要員を指揮。 

柏崎 6/7は，当直副長

が大気への拡散抑制の

着手を判断し，当直長か

らの依頼を受けて，緊急

時対策本部が緊急時対

策要員を指揮 
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②緊急時対策本部は，大容量送水車（原子炉建屋放水

設備用），放水砲による大気への放射性物質の拡散

抑制の準備開始を緊急時対策要員に指示する。 

③緊急時対策要員は，大容量送水車（原子炉建屋放水

設備用）を海水取水箇所周辺に設置する。 

④緊急時対策要員は，ホースを取水ポンプに接続後，

取水ポンプを取水箇所へ設置し，大容量送水車（原

子炉建屋放水設備用）吸込口にホースを接続する。 

⑤ 緊急時対策要員は，放水砲を設置し，ホースの運

搬，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）から放

水砲までのホース敷設を行い，放水砲にホースを接

続する。 

⑥ 緊急時対策要員は，大容量送水車（原子炉建屋放

水設備用）取水ポンプを起動し，水張りを行う。 

 

 

 

⑦ 緊急時対策要員は，放水砲噴射ノズルを原子炉建

屋の破損口等の放射性物質放出箇所に向けて調整

し，準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

 

⑧ 当直副長は，手順着手を判断した時の状況が継続

しており，以下の状況であると判断した場合は，当

直長を経由して，大容量送水車（原子炉建屋放水設

備用），放水砲による大気への放射性物質の拡散抑

制実施を緊急時対策本部に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉格納容器へあらゆる注水手段を講じても注

水できず，原子炉格納容器の破損のおそれがある

と判断した場合 

 

 

 

 

 

② 重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）を海水取水箇所周辺に設置する。 

③ 重大事故等対応要員は，ホースを水中ポンプに接続

後，水中ポンプを取水箇所へ設置し，可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）吸込口にホースを接続する。 

④ 重大事故等対応要員は，放水砲を設置し，ホースの

運搬，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）から放

水砲までのホース敷設を行い，放水砲にホースを接

続する。 

⑤ 重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）を起動し，ホースの水張り及び空気抜き

を行った後に，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）

を待機状態（アイドリング状態）にする。 

 

⑥ 重大事故等対応要員は，放水砲の噴射ノズルを原子

炉建屋の破損口等の放射性物質放出箇所に向けて

調整し，準備完了を災害対策本部長代理に報告す

る。 

⑦ 災害対策本部長代理は，発電長と連携を密にし，手

順着手を判断した時の状況が継続しており，以下の

いずれかの状況が該当し，放水により発生する汚染

水が直接海洋に流出する経路となる4箇所への汚濁

防止膜1重設置による放射性物質の拡散抑制措置が

完了されている場合は，可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用），放水砲による大気への放射性物質の拡

散抑制実施を重大事故等対応要員に指示する。ただ

し，プラント状況により，大量の大気への放射性物

質の拡散を回避する必要が生じた場合は，汚濁防止

膜の設置作業と並行して放水砲による放水を開始

するよう重大事故等対応要員に指示する。 

・原子炉格納容器へあらゆる注水手段を講じても注

水できず，原子炉格納容器の破損のおそれがある

と判断した場合 

 

 

 

 

 

②緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を海水取水箇

所周辺に設置する。 

③緊急時対策要員は，ホースを大型送水ポンプ車の水

中ポンプに接続後，水中ポンプを取水箇所へ設置し，

大型送水ポンプ車の吸込口にホースを接続する。 

④緊急時対策要員は，放水砲を設置し，ホースの運搬，

大型送水ポンプ車から放水砲までのホース敷設を行

い，放水砲にホースを接続する。 

 

⑤緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の水中ポンプ

を起動し，水張りを行う。 

 

 

 

⑥緊急時対策要員は，放水砲噴射ノズルを原子炉建物

の破損口等の放射性物質放出箇所に向けて調整し，

準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

 

⑦緊急時対策本部は，手順着手を判断した時の状況が

継続しており，以下のいずれかの状況が該当し，放

射性物質吸着材の設置が完了されている場合は，大

型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物

質の拡散抑制実施を緊急時対策要員に指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉格納容器へあらゆる注水手段を講じても注

水できず，原子炉格納容器の破損のおそれがある

と判断した場合 

（以下，⑦の相違） 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，ホー

スの空気抜き作業が不

要 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，放射性

物質吸着材の設置作業

完了後に大型送水ポン

プ車及び放水砲による

大気への放射性物質の

拡散抑制を実施する 
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・原子炉格納容器からの異常漏えいにより，格納容

器圧力逃がし装置で原子炉格納容器の減圧及び除

熱をしているものの，原子炉建屋内の水素濃度が

低下しないことにより原子炉建屋トップベントを

開放する場合 

 

 

 

 

・燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プー

ルスプレイができない場合 

・プラントの異常により，モニタリング・ポストの

指示がオーダーレベルで上昇した場合 

⑨ 緊急時対策本部は，大容量送水車（原子炉建屋放

水設備用），放水砲による大気への放射性物質の拡

散抑制の実施を緊急時対策要員に指示する。 

⑩ 緊急時対策要員は，大容量送水車（原子炉建屋放

水設備用）の送水ポンプを起動し，放水砲により

原子炉建屋の破損口等の放射性物質放出箇所へ海

水の放水を開始し，緊急時対策本部に報告する。 

⑪ 緊急時対策本部は，大容量送水車（原子炉建屋放

水設備用），放水砲による大気への放射性物質の拡

散抑制開始について，当直長を経由して当直副長

に報告する。 

⑫ 緊急時対策要員は，大容量送水車（原子炉建屋放

水設備用）の運転状態を継続監視し，定格負荷運

転時における給油間隔を目安に燃料の給油を実施

する。（燃料を給油しない場合，大容量送水車（原

子炉建屋放水設備用）は約２時間の運転が可能） 

 

 

（c）操作の成立性 

上記(b)の現場対応は準備段階では緊急時対策要員 8

名（水張りは 5名）にて実施し，所要時間は，複数ある

ホース敷設ルートのうち，設置距離が短くなる 7 号炉

南側からのルートを優先的に選択することで，手順着手

から約 130分（７号炉の場合，６号炉の場合は約 160分）

で大気への放射性物質の拡散抑制の準備を完了するこ

・原子炉建屋水素濃度が2.0vol％に到達した場合，

原子炉格納容器内の水素排出のため格納容器圧

力逃がし装置を使用した格納容器ベントによる

水素排出ができず，原子炉建屋水素濃度の上昇が

継続することにより，ブローアウトパネル強制開

放装置の操作にて原子炉建屋外側ブローアウト

パネル（ブローアウトパネル閉止装置使用後にお

いては，ブローアウトパネル閉止装置のパネル

部）を開放する場合 

・代替燃料プール注水系による使用済燃料プールス

プレイができない場合 

・プラントの異常により，モニタリング・ポストの

指示がオーダーレベルで上昇した場合 

 

 

 

⑧ 重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）を操作（昇圧）し，放水砲により原子炉

建屋破損口等の放射性物質放出箇所へ海水の放水

を開始し，災害対策本部長代理に報告する。 

⑨ 災害対策本部長代理は，可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用），放水砲による大気への放射性物質の拡

散抑制開始について，発電長に報告する。 

 

⑩ 重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）の運転状態を継続監視し，定格負荷運転

時における給油間隔を目安に燃料の給油を実施す

る（燃料を給油しない場合，可搬型代替注水大型ポ

ンプ（放水用）は約3.5時間の運転が可能）。 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記(b)の現場対応は，準備段階では重大事故等対応要

員8名（可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の起動，ホ

ースの水張り及び空気抜きは4名）にて実施し，所要時間

は，複数あるホース敷設ルートのうち，設置距離が短く

なる廃棄物処理建屋南側から原子炉建屋南側エリアへの

ルートを選択した場合は，手順着手から145分で大気への

・原子炉格納容器からの異常漏えいにより，格納容

器フィルタベント系で原子炉格納容器の減圧及び

除熱をしているものの，原子炉建物内の水素濃度

が低下しないことにより，原子炉建物燃料取替階

ブローアウトパネル強制開放装置の操作にて原子

炉建物燃料取替階ブローアウトパネル（原子炉建

物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置使用後

においては，原子炉建物燃料取替階ブローアウト

パネル閉止装置）を開放する場合 

・燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

による燃料プールスプレイができない場合 

・プラントの異常により，モニタリング・ポストの

指示がオーダーレベルで上昇した場合 

 

 

 

⑧緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の送水ポンプ

を起動し，放水砲により原子炉建物の破損口等の放

射性物質放出箇所へ海水の放水を開始し，緊急時対

策本部に報告する。 

⑨緊急時対策本部は，大型送水ポンプ車及び放水砲に

よる大気への放射性物質の拡散抑制開始について当

直長に報告する。 

 

⑩緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の運転状態を

継続監視し，定格負荷運転時における給油間隔を目

安に燃料の給油を実施する。（燃料を給油しない場

合，大型送水ポンプ車は約３時間の運転が可能） 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12名にて実施し，想定

時間は，複数あるホース敷設ルートのうち，人力で設置

する作業がない原子炉建物西側連絡ルートを優先的に選

択することで，作業開始を判断してから大気への放射性

物質の拡散抑制の準備完了まで４時間 30 分以内で可能

である。（ホースを人力で設置する排気筒南側連絡ルート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備構成の相違によ

る運転時間の相違 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備構成，対応する要

員の相違，また，それに

起因する所要時間の相

違（以下，⑧の相違） 
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ととしている。（ホース敷設距離が長くなる５号炉北側

からのルートでホースを敷設した場合は，約 190 分で

大気への放射性物質の拡散抑制の準備を完了すること

としている。） 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，

照明，通信連絡設備を整備する。作業環境の周囲温度は

外気温と同程度である。ホース等の取付けについては速

やかに作業ができるように大容量送水車（原子炉建屋放

水設備用）の保管場所に使用工具及びホースを配備す

る。 

 

 

緊急時対策本部からの指示を受けて，大気への放射性

物質の拡散抑制を開始する。緊急時対策要員５名にて実

施し，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲

による大気への放射性物質の拡散抑制の実施指示から

10 分で放水することが可能である。 

放水砲は可搬型設備のため，任意に設置場所を設定す

ることが可能であり，風向き等の天候状況及びアクセス

状況に応じて，最も効果的な方角から原子炉建屋の破損

口等，放射性物質の放出箇所に向けて放水する 

なお，原子炉建屋への放水に当たっては，原子炉建屋

から漏えいする放射性物質や熱を検出する手段として，

必要に応じてガンマカメラ又はサーモカメラを活用す

る。原子炉建屋の破損個所や放射性物質の放出箇所が確

認できない場合は，原子炉建屋の中心に向けて放水す

る。 

放水砲による放水は，噴射ノズルを調整することで放

水形状を直線状又は噴霧状に調整でき，放水形状は，直

線状とするとより遠くまで放水できるが，噴霧状とする

と直線状よりも放射性物質の拡散抑制効果が期待でき

ることから，なるべく噴霧状を使用する。 

また，直線状で放射する場合も到達点では，噴霧状に

なっているため放射性物質の拡散抑制効果がある。 

なお，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水

砲の準備にあたり，プラント状況や周辺の現場状況，ホ

ースの敷設時間等を考慮し，複数あるホース敷設ルート

から全対応の作業時間が短くなるよう適切なルートを

放射性物質の拡散抑制の準備を完了することとしている

（ホース敷設距離が長くなる敷地南側の防潮堤沿いのル

ートでホースを敷設した場合は，210分で大気への放射性

物質の拡散抑制の準備を完了することとしている）。 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，

可搬型照明，通信連絡設備を整備する。作業環境の周囲

温度は外気温と同程度である。ホース等の取付けについ

ては速やかに作業ができるように可搬型代替注水大型ポ

ンプ（放水用）の保管場所に使用工具及びホースを配備

する。 

 

 

災害対策本部長代理からの指示を受けて，大気への放

射性物質の拡散抑制を開始する。重大事故等対応要員 4

名にて実施し，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），

放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制の実施指示

から 5分で放水することが可能である。 

放水砲は可搬型設備のため，任意に設置場所を設定す

ることが可能であり，風向き等の天候状況及びアクセス

状況に応じて，最も効果的な方角から原子炉建屋の破損

口等，放射性物質の放出箇所に向けて放水する。なお，

原子炉建屋への放水に当たっては，原子炉建屋から漏え

いする放射性物質や熱を検出する手段として，必要に応

じてガンマカメラ又はサーモカメラを活用する。原子炉

建屋の破損箇所や放射性物質の放出箇所が確認できない

場合は，原子炉建屋の中心に向けて放水する。 

 

放水砲による放水は，噴射ノズルを調整することで放

水形状を直線状又は噴霧状に調整でき，放水形状は，直

線状とするとより遠くまで放水できるが，噴霧状とする

と直線状よりも放射性物質の拡散抑制効果が期待できる

ことから，なるべく噴霧状を使用する。 

また，直線状で放射する場合も到達点では，噴霧状に

なっているため放射性物質の拡散抑制効果がある。 

なお，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲

の準備にあたり，プラント状況や周辺の現場状況，ホー

スの敷設時間等を考慮し，複数あるホース敷設ルートか

ら全対応の作業時間が短くなるよう適切なルートを選択

でホースを敷設した場合は，４時間 30分以内で大気への

放射性物質の拡散抑制の準備を完了することとしてい

る。） 

 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。作業環境の周辺

温度は外気温と同程度である。大型送水ポンプ車からの

ホース接続は，速やかに作業ができるように大型送水ポ

ンプ車の保管場所に使用工具及びホースを配備する。ま

た，車両の作業用照明，ヘッドライド及び懐中電灯を用

いることで，暗闇における作業性についても確保してい

る。 

緊急時対策本部からの指示を受けて，大気への放射性

物質の拡散抑制を開始する。緊急時対策要員５名にて実

施し，大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射

性物質の拡散抑制の実施指示から 10 分以内で放水する

ことが可能である。 

放水砲は可搬型設備のため，任意に設置場所を設定す

ることが可能であり，風向き等の天候状況及びアクセス

状況に応じて，最も効果的な方角から原子炉建物の破損

口等の放射性物質の放出箇所に向けて放水する。 

なお，原子炉建物への放水に当たっては，原子炉建物

から漏えいする放射性物質や熱を検出する手段として，

必要に応じてガンマカメラ又はサーモカメラを活用す

る。原子炉建物の破損箇所や放射性物質の放出箇所が確

認できない場合は，原子炉建物の中心に向けて放水する。 

 

放水砲による放水は，噴射ノズルを調整することで放

水形状を直線状又は噴霧状に調整でき，放水形状は，直

線状とするとより遠くまで放水できるが，噴霧状とする

と，直線状よりも放射性物質の拡散抑制効果が期待でき

ることから，なるべく噴霧状を使用する。 

また，直線状で放水する場合も到達点では，噴霧状に

なっているため放射性物質の拡散抑制効果がある。 

なお，大型送水ポンプ車及び放水砲の準備にあたり，

プラント状況や周辺の現場状況，ホースの敷設時間など

を考慮し，複数あるホース敷設ルートから全対応の作業

時間が短くなるよう適切なルートを選択する。 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，複数号炉

が対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

設備構成の相違によ

る時間の相違 
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選択する。 

（添付資料 1.12.2，1.12.3，1.12.4） 

 

b. ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏え

い箇所の絞り込み 

原子炉建屋放水設備により原子炉建屋に向けて放水する

際に，原子炉建屋から放出される放射性物質の漏えい箇所

を把握し，大気への放射性物質の拡散抑制をより効果的な

ものとするため，ガンマカメラ又はサーモカメラにより放

射性物質や熱を検出し，放射性物質漏えい箇所を絞り込む

手順を整備する。 

 

（a）手順着手の判断基準 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲による

大気への放射性物質の拡散抑制を行う手順の着手を判断

した場合において，放射性物質の漏えい箇所が原子炉建

屋外観上で判断できない場合。 

 

（b）操作手順 

ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質の漏

えい箇所を特定する手順の概要は以下のとおり。また，

手順の概要図を第 1.12.4図，タイムチャートを第 1.12.5 

図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

緊急時対策要員へガンマカメラ又はサーモカメラに

よる放射性物質の漏えい箇所を絞り込む作業の開始

を指示する。 

②緊急時対策要員は，ガンマカメラ又はサーモカメラ

を原子炉建屋が視認できる場所に運搬する。 

③緊急時対策要員は，ガンマカメラ又はサーモカメラ

により放射性物質の漏えい箇所を絞り込む。 

 

(c)操作の成立性 

ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏え

い箇所の特定は，緊急時対策要員 2名の体制である。 

 

 

作業は，緊急時対策本部の指示に従い対応することと

する。 

（添付資料1.12.3，1.12.4，1.12.5） 

 

ｂ．ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい

箇所の絞り込み 

原子炉建屋放水設備により原子炉建屋に向けて放水する

際に，原子炉建屋から放出される放射性物質の漏えい箇所

を把握し，大気への放射性物質の拡散抑制をより効果的な

ものとするため，ガンマカメラ又はサーモカメラにより放

射性物質や熱を検出し，放射性物質漏えい箇所を絞り込む

手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲による

大気への放射性物質の拡散抑制を行う手順の着手を判断

した場合において，放射性物質の漏えい箇所が原子炉建

屋外観上で判断できない場合。 

 

(b) 操作手順 

ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質の漏

えい箇所を特定する手順の概要は以下のとおり。また，

手順の概要図を第1.12－4図に，タイムチャートを第1.12

－2図に示す。 

① 災害対策本部長代理は，手順着手の判断基準に基づ

き，重大事故等対応要員へガンマカメラ又はサーモ

カメラによる放射性物質の漏えい箇所を絞り込む

作業の開始を指示する。 

② 重大事故等対応要員は，ガンマカメラ又はサーモカ

メラを原子炉建屋が視認できる場所に運搬する。 

③ 重大事故等対応要員は，ガンマカメラ又はサーモカ

メラにより放射性物質の漏えい箇所を絞り込む。 

 

(c) 操作の成立性 

ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏え

い箇所の特定は，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）

及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制にて放

水砲設置に携わる重大事故等対応要員 2名が実施する。 

作業は，災害対策本部長代理の指示に従い対応するこ

 

（添付資料1.12.3，1.12.4，1.12.5） 

 

ｂ. ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏え

い箇所の絞り込み 

原子炉建物放水設備により原子炉建物に向けて放水する

際に，原子炉建物から放出される放射性物質の漏えい箇所

を把握し，大気への放射性物質の拡散抑制をより効果的な

ものとするため，ガンマカメラ又はサーモカメラにより放

射性物質や熱を検出し，放射性物質漏えい箇所を絞り込む

手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物

質の拡散抑制を行う手順の着手を判断した場合におい

て，放射性物質の漏えい箇所が原子炉建物外観上で判断

できない場合。 

 

(b) 操作手順 

ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質の漏

えい箇所を特定する手順の概要は以下のとおり。また，

手順の概要図を第 1.12－4図，タイムチャートを第 1.12

－5図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

緊急時対策要員へガンマカメラ又はサーモカメラに

よる放射性物質の漏えい箇所を絞り込む作業の開始

を指示する。 

②緊急時対策要員は，ガンマカメラ又はサーモカメラ

を原子炉建物が視認できる場所に運搬する。 

③緊急時対策要員は，ガンマカメラ又はサーモカメラ

により放射性物質の漏えい箇所を絞り込む。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員２名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してからガンマカメラ又はサー

モカメラによる放射性物質漏えい箇所の絞り込み作業開

始まで１時間以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

 

1.12-17



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2019.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

しており，ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性

物質漏えい箇所の絞り込み手順着手から約 60 分で絞り

込み作業を開始することとしている。 

 

 

 

 

 

 

(2) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

a． 放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場

合は，原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合を想

定し，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲によ

り原子炉建屋に海水を放水する場合は，放射性物質を含む

汚染水が発生する。 

 

 

 

 

 

 

防潮堤内側の合計 6 箇所に放射性物質吸着材を設置する

ことにより，海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順を

整備する。 

 

 

 

設置に当たっては，放水した汚染水が流れ込む 6 号及び

7号炉近傍の構内雨水排水路の集水桝 2箇所を優先する。 

 

 

 

 

（a）手順着手の判断基準 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲による

大気への放射性物質の拡散抑制を行う手順着手の判断を

した場合。 

ととしており，ガンマカメラ又はサーモカメラによる放

射性物質漏えい箇所の絞り込み手順着手から35 分で絞

り込み作業を開始することとしている。 

 

 

 

 

（添付資料1.12.6） 

 

(2) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

ｂ．放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場

合，又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至

った場合は，原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場

合を想定し，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水

砲により原子炉建屋に海水を放水する場合は，放射性物質

を含む汚染水が発生する。 

 

 

 

 

 

防潮堤内側の合計10箇所に放射性物質吸着材を設置する

ことにより，海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順を

整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲による

大気への放射性物質の拡散抑制を行う手順の着手を判断

した場合（汚濁防止膜による海洋への放射性物質の拡散

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。また，ヘッドライト

及び懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性につ

いても確保している。 

（添付資料 1.12.6） 

 

(2) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

ａ．放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場

合，又は燃料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合

は，原子炉建物から直接放射性物質が拡散する場合を想定

し，大型送水ポンプ車及び放水砲により原子炉建物に海水

を放水する場合は，放射性物質を含む汚染水が発生する。 

 

 

 

 

 

 

防波壁内側の合計３箇所に放射性物質吸着材を設置する

ことにより，海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順を

整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物

質の拡散抑制を行う手順着手の判断をした場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，燃料プ

ール内燃料体等の著し

い損傷時も大気への放

射性物質の拡散抑制を

実施するため，海洋への

放射性物質の拡散抑制

を実施（以下，⑨の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

放射性物質吸着材の

設置箇所及び設置箇所

数の相違 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，設置箇

所すべてに放水した海

水が流れ込むため，優先

順位なし（以下，⑩の相

違） 

 

 

・設備の相違 
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（b）操作手順 

放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散を

抑制する手順の概要は以下のとおり。また，放射性物質

吸着材の設置位置図を第 1.12.6 図 に，タイムチャート

を第 1.12.7図に示す。 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊

急時対策要員へ放射性物質吸着材の設置開始を指示

する。 

② 緊急時対策要員は，放射性物質吸着材を，設置位置近

傍まで運搬する。 

③ 緊急時対策要員は，放射性物質吸着材を設置する。 

（6 号及び 7 号炉に放水した汚染水が流れ込む 6 号及

び 7 号炉近傍の構内雨水排水路の集水桝 2箇所を優

先的に設置する。） 

 

（c）操作の成立性 

放射性物質吸着材の設置は，緊急時対策要員 4 名の体

制である。 

設置作業は，緊急時対策本部の指示に従い対応するこ

ととしており，放射性物質吸着材を放射性物質拡散抑制

の手順着手から約 180 分で設置することとしている。（6

号及び 7 号炉に放水した汚染水が流れ込む 6 号及び 7 号

炉近傍の構内雨水排水路の集水桝 2 箇所へ放射性物質吸

着材を約 100分で設置することとしている。） 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，

照明，通信連絡設備を整備する。 

 

 

（添付資料 1.12.5） 

 

b． 汚濁防止膜による海洋への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場

合において，原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場

合を想定し，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水

砲により原子炉建屋に海水を放水する場合は，放射性物質

を含む汚染水が発生する。 

抑制措置が完了した後に実施する）。 

 

(b) 操作手順 

放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑

制を行う手順の概要は以下のとおり。また，放射性物質

吸着材の設置位置図を第1.12－7図に，タイムチャートを

第1.12－2図に示す。 

① 災害対策本部長代理は，手順着手の判断基準に基づ

き，重大事故等対応要員へ放射性物質吸着材の設置

開始を指示する。 

② 重大事故等対応要員は，放射性物質吸着材を，設置

箇所近傍まで運搬する。 

③ 重大事故等対応要員は，放射性物質吸着材を設置す

る。 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

放射性物質吸着材の設置は，重大事故等対応要員9名の

体制である。 

設置作業は，災害対策本部長代理の指示に従い対応す

ることとしており，放射性物質吸着材を放射性物質拡散

抑制の手順着手から約21時間で設置することとしてい

る。 

 

 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，

可搬型照明，通信連絡設備を整備する。 

 

 

（添付資料1.12.8） 

 

ａ．汚濁防止膜による海洋への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場

合，又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至

った場合において，原子炉建屋から直接放射性物質が拡散

する場合を想定し，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），

放水砲により原子炉建屋に海水を放水する場合は，放射性

 

 

(b) 操作手順 

放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散を

抑制する手順の概要は以下のとおり。放射性物質吸着材

の設置位置図を第 1.12－6 図に，タイムチャートを第

1.12－7図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

緊急時対策要員へ放射性物質吸着材の設置開始を指

示する。 

②緊急時対策要員は，放射性物質吸着材を，設置位置

近傍まで運搬する。 

③緊急時対策要員は，放射性物質吸着材を設置する。 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員５名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから放射性物質吸着材設置

完了まで４時間 20分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。また，車両の作業用

照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇

における作業性についても確保している。 

（添付資料 1.12.7） 

 

ｂ．シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プ

ール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，原子

炉建物から直接放射性物質が拡散する場合を想定し，大型

送水ポンプ車及び放水砲により原子炉建物に海水を放水す

る場合は，放射性物質を含む汚染水が発生する。 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 
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放射性物質を含む汚染水は構内排水路を通って放水口か

ら海へ流れ込むため，汚濁防止膜を設置することで，海洋

への放射性物質の拡散を抑制する手順を整備する。 

 

 

小型船舶（汚濁防止膜設置用）を用いて，取水口 3 箇所，

放水口 1 箇所の合計 4 箇所に汚濁防止膜を設置する。設置

に当たっては，放水した汚染水が海洋に流れ込むルートに

ある放水口１箇所を優先する。 

 

 

 

 

（a）手順着手の判断基準 

放射性物質吸着材の設置作業が完了した後において，

汚濁防止膜の設置が可能な状況（大津波警報，津波警報

が出ていない又は解除された等）である場合。 

 

（b）操作手順 

汚濁防止膜による海洋への放射性物質の拡散を抑制す

る手順の概要は以下のとおり。また，汚濁防止膜の設置

位置図を第 1.12.8図 に，タイムチャートを第 1.12.9図 

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物質を含む汚染水が発生する。 

放射性物質を含む汚染水は原子炉建屋周辺を取り囲む地

上部の一般排水路で集水され，地下埋設の一般排水路を通

って雨水排水路集水桝又は放水路から海へ流れ込むため，

汚濁防止膜を設置することで，海洋への放射性物質の拡散

を抑制する手順を整備する。 

汚濁防止膜は，防潮堤に囲まれた発電所敷地内から海洋

に接続する全ての排水経路である雨水排水路集水桝－１～

９及び放水路－Ａ～Ｃの計12箇所に設置する。設置に当た

っては，原子炉建屋に放水することで発生する汚染水が，

放水範囲の周囲にある一般排水路を経由して直接流れ込む

雨水排水路集水桝－８及び放水路－Ａ～Ｃの4箇所を優先

する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲によ

る大気への放射性物質の拡散抑制を行う手順の着手を判

断した場合。 

 

(b) 操作手順 

汚濁防止膜による海洋への放射性物質の拡散を抑制す

る手順の概要は以下のとおり。また，汚濁防止膜の設置

位置図を第1.12－5図に，タイムチャートを第1.12－2図

に，汚濁防止膜設置手順の概要図を第1.12－6図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質を含む汚染水は雨水排水路及び２号炉放水接

合槽から海へ流れ込むため，シルトフェンスを設置するこ

とで，海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順を整備す

る。 

 

人力にて２号炉放水接合槽に，小型船舶を用いて輪谷湾

にシルトフェンスを設置する。 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

放射性物質吸着材の設置作業が完了した後において，

シルトフェンスの設置が可能な状況（大津波警報，津波

警報が出ていない又は解除された等）である場合。 

 

(b) 操作手順 

シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散を抑

制する手順の概要は以下のとおり。シルトフェンスの設

置位置図を第 1.12－8 図に，小型船舶の保管場所及び運

搬ルートを第 1.12-9 図に，タイムチャートを第 1.12－

10図に示す。 

 

 

 

 

＜２号炉放水接合槽に設置する場合＞ 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

緊急時対策要員へシルトフェンスの設置開始を指示

する。 

②緊急時対策要員は，シルトフェンスと付属資機材を

設置位置近傍に運搬する。 

③緊急時対策要員は，シルトフェンスに固定用ロープ

を設置する。併せて，シルトフェンス両端部を所定

の箇所に固定する。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

海洋への流出経路の

相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，本文中

で設置手順の概要を説

明 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

シルトフェンスの設

置箇所の相違による手

順概要の相違 

（以下，⑪の相違） 
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① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊

急時対策要員へ汚濁防止膜の設置開始を指示する。 

 

② 緊急時対策要員は，汚濁防止膜と付属資機材及び海上

作業に必要な小型船舶（汚濁防止膜設置用）を設置位

置背面に運搬する。 

 

③ 緊急時対策要員は，汚濁防止膜をシャックル及び接続

ロープ等で必要本数を連結させる。 

 

 

④ 緊急時対策要員は，汚濁防止膜の両端部に固定用ロー

プを取り付け，連結させた汚濁防止膜を順次，護岸か

ら海面に投入し，片方の固定用ロープを護岸沿いに引

き，汚濁防止膜を所定の位置に配置する。 

 

 

 

 

 

⑤ その際，緊急時対策要員は，小型船舶（汚濁防止膜設

置用）を使用し，汚濁防止膜が水面上で支障物等に絡

まないよう調整する。 

⑥ 緊急時対策要員は，汚濁防止膜配置後，両端部の固定

用ロープを護岸の所定の箇所へ固定する。 

⑦ 緊急時対策要員は，小型船舶（汚濁防止膜設置）を使

用し，汚濁防止膜のカーテン部を結束していたロープ

を切断し，カーテン部を開放する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 災害対策本部長代理は，手順着手の判断基準に基づ

き，重大事故等対応要員へ汚濁防止膜設置開始を指

示する。 

② 重大事故等対応要員は，汚濁防止膜及び付属資機材

を設置位置近傍に運搬する。 

 

 

 

 

 

 

③ 重大事故等対応要員は，汚濁防止膜の両端部に固定

用ロープを取り付け，他端を所定の箇所に固定す

る。合わせて，汚濁防止膜のフロート部を設置位置

上部のグレーチング等にロープで固縛し，雨水排水

路集水桝等内に吊り下げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 重大事故等対応要員は，汚濁防止膜のカーテン部を

結束していたロープを外し，カーテン部を開放す

る。 

⑤ 重大事故等対応要員は，汚濁防止膜両端部の固定用

④緊急時対策要員は，シルトフェンスのカーテン部を

結束していたロープを解き，カーテン部を開放する。 

⑤緊急時対策要員は，固定用ロープを使用してシルト

フェンスを水面まで降ろしていく。 

⑥緊急時対策要員は，同作業完了後，緊急時対策本部

の指示に基づき，同様の手順により２重目のシルト

フェンスを設置する。 

 

＜輪谷湾に設置する場合＞ 

⑦緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

緊急時対策要員へシルトフェンスの設置開始を指示

する。 

⑧緊急時対策要員は，シルトフェンス，付属資機材及

び海上作業に必要な小型船舶を設置位置近傍に運搬

する。 

 

⑨緊急時対策要員は，シルトフェンスに固定用ロープ

を取り付ける。 

 

 

⑩緊急時対策要員は，小型船舶で対岸まで固定用ロー

プを曳航し，対岸の所定の箇所に固定用ロープを取

りつけ後，元の位置に引き返し固定用ロープを所定

の箇所に取り付ける。 

 

⑪緊急時対策要員は，連結させたシルトフェンスを順

次，荷揚場護岸から海面に投入し，シルトフェンス

が所定の位置に配置するまで固定用ロープを引っ張

る。 

⑫その際，緊急時対策要員は，小型船舶を使用し，シ

ルトフェンスが水面上で支障物等に絡まないよう調

整する。 

⑬緊急時対策要員は，シルトフェンス配置後，両端部

の固定用ワイヤーを護岸の所定の箇所へ固定する。 

⑭緊急時対策要員は，小型船舶を使用し，シルトフェ

ンスのカーテン部を結束していたロープを切断し，

カーテン部を開放する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑪の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑪の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑪の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 
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⑧ 緊急時対策要員は，同作業完了後，引き続き，同様の

手順により 2重目の汚濁防止膜を設置する。 

 

 

（c）操作の成立性 

汚濁防止膜の設置は，北放水口への 1 重目の汚濁防止

膜の設置を緊急時対策要員 6 名で実施する。 

 

 

その後の汚濁防止膜の設置については，積込み・運搬

を緊急時対策要員 6 名，設置を緊急時対策要員 7名，合

計 13名で実施する。 

 

 

汚濁防止膜の設置作業は，北放水口（1 箇所）の設置

を約 190 分以内，その後の取水口（3 箇所）への設置を

約 24時間で行うことにしている。 

 

 

 

 

それぞれ 1 重目の汚濁防止膜の設置完了後，緊急時対

策本部の指示により，2 重目の汚濁防止膜を設置する。 

 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，

照明，通信連絡設備を整備する。 

 

 

さらに，積み込み，運搬等にユニック車を使用するこ

とで重量物である汚濁防止膜を効率的に運搬でき，また，

海上作業では小型船舶（汚濁防止膜設置用）を使用する

ことで汚濁防止膜の展開作業が容易となり，作業安全を

確保するとともに作業時間の短縮を図る。 

（添付資料 1.12.6） 

ロープを保持しながらフロート部を固縛していた

ロープを解き，その後，固定用ロープを繰り出すこ

とにより雨水排水路集水桝等の所定の箇所へ設置

する。 

⑥ 重大事故等対応要員は，同作業完了後，引き続き，

同様の手順により2重目の汚濁防止膜を設置する。 

 

 

 (c) 操作の成立性 

汚濁防止膜の設置は，12箇所における現場対応のうち，

優先的に設置する 4 箇所（雨水排水路集水桝－８及び放

水路－Ａ～Ｃ）への 1 重目については，重大事故等対応

要員 5名で実施する。 

その後の汚濁防止膜の設置については，可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用），放水砲による大気への放射性

物質の拡散抑制の現場対応にて，放水砲設置，ホース敷

設準備及びホース敷設を終えた重大事故等対応要員4名

が合流し，合計9名で実施する。 

汚濁防止膜の設置作業は，優先的に設置する4箇所（雨

水排水路集水桝－８及び放水路－Ａ～Ｃ）への1重目の設

置を手順着手から140分で行うこととしている。優先的に

設置する4箇所への1重目の汚濁防止膜の設置完了後，災

害対策本部長代理の指示により，優先的に設置する4箇所

への2重目の汚濁防止膜の設置，及び残る8箇所への汚濁

防止膜の設置を6時間以内に行うこととしている。 

 

 

 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，

可搬型照明，通信連絡設備を整備する。また，複数の汚

濁防止膜を効率的に運搬できるよう車両を配備すること

で作業安全を確保するとともに作業時間の短縮を図る。 

 

 

 

 

 

（添付資料1.12.7） 

 

 

 

 

⑮緊急時対策要員は，同作業完了後，緊急時対策本部

の指示に基づき，同様の手順により２重目のシルト

フェンスを設置する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作のうち２号炉放水接合槽への１重目のシル

トフェンスの設置については，緊急時対策要員７名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから設置完了

まで３時間以内で可能である。 

 

 

 

 

 

輪谷湾への１重目のシルトフェンスの設置について

は，緊急時対策要員７名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから設置完了まで 24 時間以内で可能で

ある。 

 

 

 

それぞれ１重目のシルトフェンスの設置完了後，緊急

時対策本部の指示により，２重目のシルトフェンスを設

置する。 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。また，車両の作業用

照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，暗闇

における作業性についても確保している。 

さらに，積み込み，運搬等にユニック車等を使用する

ことで重量物であるシルトフェンス等を効率的に運搬で

き，また，海上作業では小型船舶を使用することでシル

トフェンスの展開作業が容易となり，作業安全を確保す

るとともに作業時間の短縮を図る。 

（添付資料 1.12.8） 

【東海第二】 

⑪の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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c． 重大事故等時の対応手段の選択 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場

合において，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水

砲により原子炉建屋に海水を放水することで放射性物質を

含む汚染水が発生するため，放射性物質吸着材の設置によ

る汚染水の海洋への拡散抑制を開始する。 

海洋への放射性物質の拡散抑制手順の流れを第 1.12.10

図に示す。 

 

 

 

 

放射性物質吸着材は，6 号及び 7 号炉に放水した汚染水

が流れ込む 6 号及び 7 号炉近傍の構内雨水排水路の集水桝

2 箇所を優先的に設置し，最終的に合計 6 箇所設置するこ

とで，海洋への放射性物質の拡散抑制を行う。 

 

 

その後，汚濁防止膜を設置するが，汚濁防止膜の設置が

困難な状況（大津波警報，津波警報が出ている状況等）で

ある場合，汚濁防止膜の設置が可能な状況なり次第，汚濁

防止膜の設置を開始する。 

また，放射性物質吸着材の設置作業と汚濁防止膜の設置

作業を異なる要員で対応出来る場合，並行して作業を実施

することが可能である。 

 

1.12.2.2 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災時の手順 

(1) 初期対応における延焼防止処置 

a． 化学消防自動車単独又は大型化学高所放水車等による泡

消火 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災が発生した場合において，化学消防自動車単独，又は，

化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び大型化学高

所放水車により初期対応における泡消火行う手順を整備す

る。使用可能な淡水源がある場合は，防火水槽や消火栓（淡

水タンク），使用可能な淡水がなければ海水を使用する。 

 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場

合において，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水

砲により原子炉建屋に海水を放水することで放射性物質を

含む汚染水が発生するため，汚濁防止膜の設置による汚染

水の海洋への拡散抑制を開始する。 

海洋への放射性物質の拡散抑制の手順の流れを第1.12－

8図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚濁防止膜は，原子炉建屋に放水した汚染水が流れ込む

雨水排水路集水桝－８及び放水路－Ａ～Ｃの4箇所を優先

的に設置し，最終的に合計12箇所に設置することで，海洋

への放射性物質の拡散抑制を行う。 

その後，放射性物質吸着材を設置することで，更なる海

洋への放射性物質の拡散抑制を行う。 

 

 

1.12.2.2 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災時の手順 

(1) 初期対応における延焼防止処置 

ａ．化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び泡消火薬

剤容器（消防車用）による泡消火 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災が発生した場合において，化学消防自動車，水槽付消防

ポンプ自動車及び泡消火薬剤容器（消防車用）により初期

対応における泡消火を行う手順を整備する。水源は，消火

栓（原水タンク）又は防火水槽を使用する。 

 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プー

ル内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，大型送水

ポンプ車及び放水砲により原子炉建物に海水を放水すること

で放射性物質を含む汚染水が発生するため，放射性物質吸着

材の設置による汚染水の海洋への拡散抑制を開始する。 

海洋への放射性物質の拡散抑制手順の流れを第 1.12－11

図に示す。 

 

 

 

 

放射性物質吸着材は，放水した汚染水が流れ込む雨水排水

路集水桝３箇所に設置することで，海洋への放射性物質の拡

散抑制を行う。 

 

 

 

その後，シルトフェンスを設置するが，シルトフェンスの

設置が困難な状況（大津波警報，津波警報が出ている状況等）

である場合，シルトフェンスの設置が可能な状況となり次第，

シルトフェンスの設置を開始する。 

また，放射性物質吸着材の設置作業とシルトフェンスの設

置作業を異なる要員で対応できる場合，並行して作業を実施

することが可能である。 

 

1.12.2.2 原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災時の手順 

(1) 初期対応における延焼防止処置 

ａ．化学消防自動車等による泡消火 

 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災が発生した場合において，化学消防自動車及び小型動力

ポンプ付水槽車，又は，小型動力ポンプ付水槽車，化学消

防自動車及び小型放水砲により初期対応における泡消火を

行う手順を整備する。使用可能な淡水源がある場合は，消

火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽），ろ過水タンク，補助

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，放射性

物質吸着材及びシルト

フェンスを重大事故等

対処設備として位置付

けている 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

放射性物質吸着材の

設置箇所及び設置箇所

数の相違 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 
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（a）手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

 

（b）操作手順 

化学消防自動車単独又は大型化学高所放水車等による

泡消火を行う手順の概要は以下のとおり。 

 

また，航空機燃料火災への対応の概要図を第 1.12.11

図に，タイムチャートを第 1.12.12 図に，水利の配置図

を第 1.12.13図示す。 

 

① 自衛消防隊の消防隊長は，発電所敷地内において航空

機衝突による火災を確認した場合，現場の火災状況及

び安全距離を確保した後，初期消火に必要な設備の準

備を開始する。 

・周辺の状況（けが人の有無，モニタリングの状況） 

・消火の水源に，防火水槽や消火栓（淡水タンク）を

使用する場合は，水量が確保され使用できることを

確認 

 

・化学消防自動車単独による泡消火又は大型化学高所

放水車による泡消火の実施判断は，現場火災状況を

基に自衛消防隊の消防隊長が自衛消防隊へ指示 

 

② 自衛消防隊の消防隊長は，現場火災状況を緊急時対策

本部へ報告する。 

・周辺の状況（けが人の有無，モニタリングの実施結

果） 

・消火の水源 

・化学消防自動車単独による泡消火又は大型化学高所

放水車による泡消火の実施判断の結果 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

 

(b) 操作手順 

化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び泡消火

薬剤容器（消防車用）による泡消火を行う手順の概要は

以下のとおり。 

また，初期対応における延焼防止処置の概要図を第

1.12－9図に，タイムチャートを第1.12－10図に，水利の

配置図を第1.12－11図に示す。 

 

①自衛消防隊の現場指揮者は，発電所敷地内において

航空機衝突による火災を確認した場合，現場の火災

状況及び安全を確保した後，初期消火に必要な設備

の準備を開始する。 

・周辺の状況（けが人の有無，モニタリングの状況） 

・消火の水源である防火水槽や消火栓（原水タンク）

に，水量が確保され使用できることを確認 

 

 

 

 

 

 

②自衛消防隊の現場指揮者は，現場火災状況を災害対

策本部長代理へ報告する。 

・周辺の状況（けが人の有無，モニタリング実施結果） 

 

・消火の水源 

 

 

 

 

 

消火水槽，純水タンク，使用可能な淡水が無ければ海水を

使用する。 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

 

(b) 操作手順 

化学消防自動車等による泡消火を行う手順の概要は以

下のとおり。 

 

航空機燃料火災への対応の概要図を第 1.12－12図に，

タイムチャートを第 1.12－13 図に，水利の配置図を第

1.12－14図に示す。 

 

①自衛消防隊の自衛消防隊長は，発電所敷地内におい

て航空機衝突による火災を確認した場合，現場の火

災状況及び安全距離を確保した後，初期消火に必要

な設備の準備を開始する。 

・周辺の状況（けが人の有無，モニタリングの状況） 

・消火の水源に，消火栓（ろ過水タンク，補助消火水

槽），ろ過水タンク，補助消火水槽，純水タンクを

使用する場合は，水量が確保され使用できることを

併せて確認する。 

・化学消防自動車等による泡消火の実施判断は現場火

災状況を基に自衛消防隊の自衛消防隊長が自衛消

防隊へ指示する。 

 

②自衛消防隊の自衛消防隊長は，現場火災状況を緊急

時対策本部へ報告する。 

・周辺の状況（けが人の有無，モニタリングの状況） 

 

・消火の水源 

・化学消防自動車等による泡消火の実施判断の結果 

 

 

 

 

島根２号炉は，初期対

応の設備で淡水及び海

水の使用を想定 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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③ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大型化学高所放

水車，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）による

泡消火の開始及び必要により淡水貯水池から防火水

槽への送水を指示する。 

 

 

 

 

 

④ 緊急時対策要員は，自衛消防隊が使用する大型化学高

所放水車及び泡原液搬送車を現場まで運転する。 

 

 

⑤ 自衛消防隊は，緊急時対策要員から大型化学高所放水

車及び泡原液搬送車を引き取る。 

 

 

 

 

＜化学消防自動車単独での泡消火を選択した場合＞ 

 

 

 

⑥ 自衛消防隊は，水源近傍に化学消防自動車を設置し，

水利を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 自衛消防隊は，初期消火活動場所へホースを敷設，接

続及び準備作業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③自衛消防隊は，水源近傍に水槽付消防ポンプ自動車

を設置し，水利を確保する。 

 

 

④自衛消防隊は，初期消火活動場所へ化学消防自動車

を設置し，水槽付消防ポンプ自動車から化学消防自

動車へのホース敷設，接続及び準備作業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜化学消防自動車等による泡消火（小型放水砲を使用

しない場合）＞ 

 

 

③自衛消防隊は，水源近傍に化学消防自動車を設置し，

水利を確保する。 

 

 

④自衛消防隊は，火災発生場所と使用する水源の場所

が遠い場合，水源近傍に小型動力ポンプ付水槽車を，

水源と火災発生場所の中間位置付近に化学消防自動

車を設置し，水利を確保するとともに，小型動力ポ

ンプ付水槽車から化学消防自動車までのホース敷

設，接続及び準備作業を行う。 

⑤自衛消防隊は，化学消防自動車から初期消火活動場

所までのホース敷設，接続及び準備作業を行う。 

 

⑥自衛消防隊は，火災発生場所と使用する水源の場所

が遠い場合，小型動力ポンプ付水槽車より取水し，

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，延焼防

止処置の初期対応を行

う要員以外が初期対応

に使用する車両を移動

させる想定はない 

（以下，⑫の相違） 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑫の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，異なる

対応を実施する要員間

で車両の引き継ぎを実

施しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 
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⑧ 自衛消防隊は，消火用水と泡消火薬剤を混合させて，

化学消防自動車による泡消火を開始する。 

 

 

 

 

⑨ 自衛消防隊は，適宜，泡消火薬剤備蓄車から，泡原液

の補給を実施する。 

 

＜大型化学高所放水車等による泡消火を選択した場合＞ 

 

 

⑩ 自衛消防隊は，水源近傍に化学消防自動車及び水槽付

消防ポンプ自動車を設置し，水利を確保する。 

 

 

 

 

⑪ 自衛消防隊は，初期消火活動場所へホースを敷設する

とともに大型化学高所放水車の中継口へホースを接

続する。 

⑫ 自衛消防隊は，化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ

自動車から取水し，大型化学高所放水車へ送水を開始

する。 

⑬ 自衛消防隊は，大型化学高所放水車による泡消火を実

施する。現場状況により化学消防自動車からも泡消火

又は延焼防止を実施する。（必要に応じて，緊急時対

策要員を活用する。） 

⑭ 自衛消防隊は，適宜，泡消火薬剤備蓄車から，泡原液

の補給を実施する。（泡原液搬送車を接続することも

可能である。） 

 

 

（c）操作の成立性 

上記の現場対応は，自衛消防隊 6 名及び緊急時対策要

員 2 名の合計 8 名で対応する。化学消防自動車単独での

 

 

⑤自衛消防隊は，消火用水と泡消火薬剤を混合させ

て，化学消防自動車による泡消火を開始する。 

 

 

 

 

⑥自衛消防隊は，適宜，泡消火薬剤容器（消防車用）

を運搬して泡消火薬剤の補給を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料1.12.9，1.12.12） 

 

(c) 操作の成立性 

上記の現場対応は，自衛消防隊9名で対応する。化学消

防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び泡消火薬剤容器

化学消防自動車へ送水を開始する。 

 

⑦自衛消防隊は，消火用水と泡消火薬剤を混合させて，

化学消防自動車による泡消火を開始する。現場状況

により，小型動力ポンプ付水槽車による泡消火又は

延焼防止を実施する。（必要に応じて，緊急時対策要

員を活用する。） 

 

⑧自衛消防隊は，適宜，泡消火薬剤の補給を実施する。 

 

 

＜化学消防自動車等による泡消火（小型放水砲を使用

する場合）＞ 

 

⑨自衛消防隊は，水源近傍に化学消防自動車を設置し，

水利を確保する。 

また，火災発生場所と使用する水源の場所が遠い場

合，水源近傍に小型動力ポンプ付水槽車を，水源と

火災発生場所の中間位置付近に化学消防自動車を設

置し，水利を確保する。 

⑩自衛消防隊は，初期消火活動場所へホースを敷設す

るとともに小型放水砲へホースを接続する。 

 

⑪自衛消防隊は，化学消防自動車及び小型動力ポンプ

付水槽車より取水し，小型放水砲へ送水を開始する。 

 

⑫自衛消防隊は，小型放水砲による泡消火を実施する。

現場状況により，化学消防自動車による泡消火又は

延焼防止を実施する。（必要に応じて，緊急時対策要

員を活用する。） 

⑬自衛消防隊は，適宜，泡消火薬剤の補給を実施する。 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，自衛消防隊７名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してから初期消火開始まで，化学消

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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泡消火を選択した場合，初期消火開始まで手順着手から

約 35分，大型化学高所放水車等による泡消火を選択した

場合，初期消火開始まで手順着手から 55分で対応するこ

ととしている（緊急時対策要員２名は，大型化学高所放

水車，泡原液搬送車を運転し，自衛消防隊への引き渡し

後，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡

原液搬送車及び泡原液混合装置による航空機燃料火災へ

の泡消火に向けた準備にとりかかる。） 

 

なお，大型化学高所放水車のテーブルは 360°旋回す

ることが可能なため，火災現場の状況に応じて，最も効

果的な方角から泡消火を実施する。 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，

照明，通信連絡設備等を整備する。 

 

 

 

 

（添付資料1.12.7） 

 

 

(2) 航空機燃料火災への対応 

a． 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原液

搬送車及び泡原液混合装置による航空機燃料火災への泡

消火 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災が発生した場合は，大容量送水車（原子炉建屋放水設備

用），放水砲，泡原液搬送車及び泡原液混合装置により，海

水を水源とした航空機燃料火災への泡消火を行う手順を整

備する。 

 

（a）手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

 

（b）操作手順 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原

液搬送車及び泡原液混合装置による泡消火手順の概要は

以下のとおり。また，航空機燃料火災への対応の概要図

（消防車用）による初期消火開始まで手順着手から20分

で対応することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，

可搬型照明，通信連絡設備を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 航空機燃料火災への泡消火 

ａ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡消火薬

剤容器（大型ポンプ用）及び泡混合器による航空機燃料

火災への泡消火 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災が発生した場合は，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），

放水砲，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）及び泡混合器に

より，海水を水源とした航空機燃料火災への泡消火を行う

手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

 

(b) 操作手順 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡消

火薬剤容器（大型ポンプ用）及び泡混合器による泡消火

手順の概要は以下のとおり。また，航空機燃料火災への

防自動車等による泡消火（小型放水砲を使用しない場合）

を選択した場合は１時間 10分以内，化学消防自動車等に

よる泡消火（小型放水砲を使用する場合）を選択した場

合は１時間 40分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

なお，小型放水砲は可搬型設備のため，任意に設置場

所を設定することが可能なため，火災現場の状況に応じ

て，最も効果的な方角から泡消火を実施する。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。ホース接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に操作が可能である。また，車両の

作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

（添付資料1.12.9，1.12.10,1.12.13） 

 

 

(2) 航空機燃料火災への対応 

ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への

泡消火 

 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災が発生した場合は，大型送水ポンプ車及び放水砲により，

海水を水源とした航空機燃料火災への泡消火を行う手順を

整備する。 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

 

(b) 操作手順 

大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火手順の概要

は以下のとおり。また，航空機燃料火災への対応の概要

図を第 1.12－12 図に，タイムチャートを第 1.12－13 図

⑧の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑫の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 
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を第 1.12.11 図に，タイムチャートを第 1.12.12 図に，

水利の配置及び大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

及び放水砲による泡消火に関するホース敷設ルートを第

1.12.13 図に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊

急時対策要員へ大容量送水車（原子炉建屋放水設備

用），放水砲，泡原液搬送車及び泡原液混合装置の設置

開始を指示する。 

 

 

②緊急時対策要員は，大容量送水車（原子炉建屋放水設

備用）を取水箇所周辺に設置する。 

③緊急時対策要員は，ホースを取水ポンプに接続後，取

水ポンプを取水箇所へ設置し，大容量送水車（原子炉

建屋放水設備用）吸込口にホースを接続する。 

 

 

 

 

④緊急時対策要員は，放水砲を設置し，ホースの運搬，

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），泡原液搬送車，

泡原液混合装置から放水砲までホースを敷設し，放水

砲にホースを接続する。 

⑤緊急時対策要員は，放水砲にホースを接続後，放水砲

噴射ノズルを火災発生箇所に向けて調整する。 

 

⑥緊急時対策要員は，大容量送水車（原子炉建屋放水設

備用）送水ポンプを起動し，放水砲による消火を開始

する。 

 

⑦緊急時対策要員は，泡原液搬送車の弁操作を行い，泡

消火を開始する。 

 

⑧緊急時対策要員は，大容量送水車（原子炉建屋放水設

備用）の運転状態を継続監視し，定格負荷運転時にお

ける給油間隔を目安に燃料の給油（燃料を給油しない

場合，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）は約 2

対応の概要図を第1.12－12図に，タイムチャートを第

1.12－10図に，水利の配置及び可搬型代替注水大型ポン

プ（放水用），放水砲，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）

及び泡混合器による泡消火に関するホース敷設ルートの

例を第1.12－13図に示す。 

① 災害対策本部長代理は，手順着手の判断基準に基づ

き，重大事故等対応要員へ可搬型代替注水大型ポン

プ（放水用），放水砲，泡消火薬剤容器（大型ポン

プ用）及び泡混合器の設置開始を指示する。 

 

 

② 重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）を取水箇所周辺に設置する。 

③ 重大事故等対応要員は，ホースを水中ポンプに接続

後，水中ポンプを取水箇所へ設置し，可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）吸込口にホースを接続する。 

 

 

 

 

④ 重大事故等対応要員は，放水砲を設置し，ホースの

運搬，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），泡消

火薬剤容器（大型ポンプ用），泡混合器から放水砲

までホースを敷設し，放水砲にホースを接続する。 

⑤ 重大事故等対応要員は，放水砲にホースを接続後，

放水砲の噴射ノズルを火災発生箇所に向けて調整

する。 

⑥ 重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）を起動し，放水砲による消火を開始する。 

 

 

⑦ 重大事故等対応要員は，泡混合器を起動し，泡消火

を開始する。 

 

⑧ 重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）の運転状態を継続監視し，定格負荷運転

時における給油間隔を目安に燃料の給油（燃料を給

油しない場合，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）

に，水源の配置，大型送水ポンプ車及び放水砲による泡

消火に関するホース敷設ルートの例を第 1.12－15 図に

示す。 

 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

緊急時対策要員へ大型送水ポンプ車及び放水砲によ

る泡消火の準備開始を指示する。 

 

 

 

②緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を取水箇所周

辺に設置する。 

③緊急時対策要員は，ホースを大型送水ポンプ車の水

中ポンプに接続後，水中ポンプを取水箇所へ設置し，

大型送水ポンプ車の吸込口にホースを接続する。 

④緊急時対策要員は，泡消火薬剤容器を大型送水ポン

プ車近傍に設置し，大型送水ポンプ車と接続する。 

 

 

⑤緊急時対策要員は，放水砲を設置し，ホースの運搬，

大型送水ポンプ車から放水砲までホース敷設を行

い，放水砲にホースを接続する。 

 

⑥緊急時対策要員は，放水砲にホースを接続後，放水

砲噴射ノズルを火災発生箇所に向けて調整する。 

 

⑦緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の起動及び泡

消火薬剤の注入を開始し，放水砲による泡消火を開

始する。 

 

 

 

 

⑧緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の運転状態を

継続監視し，定格負荷運転時における給油間隔を目

安に燃料の給油（燃料を給油しない場合，大型送水

ポンプ車は約３時間の運転が可能）を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 
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時間の運転が可能）を実施する。 

 

 

 

（c）操作の成立性 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原

液搬送車及び泡原液混合装置による泡消火は，準備段階

では現場にて8名で実施する。手順着手から約130分（7

号炉の場合，6号炉の場合は約160分）で準備を完了する

こととしている。（ホース敷設距離が長くなる5号炉北側

からのルートでホースを敷設した場合は，約190分で対応

することとしている。） 

 

 

放水段階では緊急時対策要員5 名にて実施する。1％濃

縮用泡消火剤を4，000Ｌ配備し，放水開始から約25分の

泡消火が可能である。 

泡消火剤は，放水流量（15,000Ｌ/min）の 1％濃度で

自動注入となる。 

 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，

照明，通信連絡設備を整備する。ホース等の取付けにつ

いては，速やかに作業ができるように大容量送水車（原

子炉建屋放水設備用）の保管場所に使用工具及びホース

を配備する。 

 

 

（添付資料 1.12.8） 

 

b. 重大事故等時の対応手段の選択 

航空機燃料火災への対応は，各消火手段に対して異なる要

員で対応することから，準備完了したものから泡消火を開始

する。 

 

 

 

化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び泡消火薬剤

備蓄車又は大型化学高所放水車は，大容量送水車（原子炉建

は約3.5時間の運転が可能）を実施する。 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡消

火薬剤容器（大型ポンプ用）及び泡混合器による泡消火

は，準備段階では現場にて8 名で実施する。所要時間は，

複数あるホース敷設ルートのうち，設置距離が短くなる

廃棄物処理建屋南側から原子炉建屋南側エリアへのルー

トを選択した場合は，手順着手から145分で準備を完了す

ることとしている（ホース敷設距離が長くなる敷地南側

の防潮堤沿いのルートでホースを敷設した場合は，210

分で対応することとしている）。 

放水段階では，重大事故等対応要員 5名にて実施する。

1％濃縮用泡消火薬剤を 5m３配備し，泡消火開始から約 20

分の泡消火が可能である。 

泡消火薬剤は，放水流量（約1,338m３／h）の1％濃度で

自動注入となる。 

 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，

可搬型照明，通信連絡設備を整備する。ホース等の取付

けについては，速やかに作業ができるように可搬型代替

注水大型ポンプ（放水用）の保管場所に使用工具及びホ

ースを配備する。 

 

 

（添付資料1.12.5，1.12.10，1.12.11，1.12.12） 

 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

航空機燃料火災への対応は，各消火手段に対して異なる

要員で対応することから，準備完了したものから泡消火を

開始する。 

 

 

 

化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び泡消火薬

剤容器（消防車用）は，可搬型代替注水大型ポンプ（放水

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから大型送水ポンプ車及び

放水砲による泡消火開始まで５時間 10分以内で可能で

ある。 

 

 

 

 

 

放水段階では緊急時対策要員５名にて実施する。１％

水成膜泡消火薬剤を5,000L配備し，放水開始から約22分

の泡消火が可能である。 

泡消火薬剤は，放水流量（22,000L/min）の１％濃度で

自動注入となる。 

 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護

服，照明及び通信連絡設備を整備する。大型送水ポンプ

車からのホース接続は，速やかに作業ができるように大

型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホースを配備

する。また，車両の作業用照明，ヘッドライド及び懐中

電灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

（添付資料1.12.11，1.12.12，1.12.13） 

 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

航空機燃料火災への対応は，各消火手段に対して異なる緊

急時対策要員で対応することから，準備完了したものから泡

消火を開始する。 

 

 

 

化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車又は小型動力

ポンプ付水槽車，化学消防自動車及び小型放水砲は，大型送

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備構成の相違によ

る運転時間の相違 

 

 

・体制及び設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備構成の相違によ

る泡消火薬剤の配備数，

放水流量の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，緊急事

対策要員が航空機燃料

火災への対応を行う 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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屋放水設備用），泡原液搬送車，泡原液混合装置及び放水砲

による泡消火を開始するまでのアクセスルートを確保する

ための泡消火，要員の安全確保のための泡消火，航空機燃料

の飛散による延焼拡大防止のための広範囲の泡消火を行う。 

 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），泡原液搬送車，

泡原液混合装置及び放水砲による泡消火は，航空機燃料火

災を約 900m3/h の流量で消火する。 

 

 

 

初期対応において，アクセスルートを確保するための泡

消火，要員の安全確保のための泡消火，航空機燃料の飛散

による延焼拡大防止のための消火活動については，大型化

学高所放水車より車両移動が容易で，機動性が高い化学消

防自動車を優先する。 

 

 

建屋等高所への消火活動を行える場合，大型化学高所放

水車による泡消火を行う。 

 

使用する水源について，化学消防自動車，水槽付消防ポ

ンプ自動車又は大型化学高所放水車は，防火水槽，消火栓

（淡水タンク）のうち，準備時間が短く，大容量である防

火水槽を優先する。防火水槽，消火栓（淡水タンク）が使

用できなければ海水を使用する。 

 

 

 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），泡原液搬送車，

泡原液混合装置及び放水砲による泡消火の水源は，大流量

の放水であるため海水を使用する。 

 

1.12.2.3 その他の手順項目にて考慮する手順 

原子炉建屋トップベントに関する手順は「1.10 水素爆発によ

る原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順

は「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備

用），泡消火薬剤容器（大型ポンプ用），泡混合器及び放

水砲による泡消火を開始するまでのアクセスルートを確保

するための泡消火，要員の安全確保のための泡消火，航空

機燃料の飛散による延焼拡大防止のための広範囲の泡消火

を行う。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），泡消火薬剤容器

（大型ポンプ用），泡混合器及び放水砲による泡消火は，

航空機燃料火災を約1,338 m３／hの流量で消火する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用する水源について，化学消防自動車，水槽付消防ポ

ンプ自動車は，防火水槽，消火栓（原水タンク）のうち，

準備時間が短い消火栓（原水タンク）を優先する。 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），泡消火薬剤容器

（大型ポンプ用），泡混合器及び放水砲による泡消火の水

源は，大流量の放水であるため海水を使用する。 

 

1.12.2.3 その他の手順項目にて考慮する手順 

原子炉建屋からの水素の排出に関する手順は，「1.10 水素爆

発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整

備する。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順

水ポンプ車及び放水砲による泡消火を開始するまでの移動経

路を確保するための泡消火，要員の安全確保のための泡消火，

航空機燃料の飛散による延焼拡大防止のための広範囲の泡消

火を行う。 

 

大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火は，航空機燃料

火災を約 1,320 m3/hの流量で消火する。 

 

 

 

 

初期対応において，移動経路を確保するための泡消火，要

員の安全確保のための泡消火，航空機燃料の飛散による延焼

拡大防止のための消火活動については，小型動力ポンプ付水

槽車，化学消防自動車及び小型放水砲より準備作業が容易で，

機動性が高い化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車を

優先する。 

 

建物等高所への消火活動を行う必要がある場合，小型動力

ポンプ付水槽車，化学消防自動車及び小型放水砲による泡消

火を行う。 

使用する水源について，化学消防自動車及び小型動力ポン

プ付水槽車又は小型動力ポンプ付水槽車，化学消防自動車及

び小型放水砲は，消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽），ろ

過水タンク，補助消火水槽及び純水タンクのうち準備時間が

短い水源である消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽）を優

先する。消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽），ろ過水タン

ク，補助消火水槽及び純水タンクが使用できなければ海水を

使用する。 

大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火の水源は，大流

量の放水であるため海水を使用する。 

 

 

1.12.2.3 その他の手順項目にて考慮する手順 

原子炉建物からの水素の排出に関する手順については，「1.10 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」

に整備する。 

燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順につい

①，②の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備構成の相違によ

る泡消火薬剤の配備数，

放水流量の相違 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備構成の相違によ

る水利の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 
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する。 

 

大容量送水車等の車両への燃料補給に関する手順は「1.14 電

源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

 

は，「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整

備する。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）等の車両への燃料補給

に関する手順は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備

する。 

 

ては，「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」に整

備する。 

大型送水ポンプ車への燃料補給手順については，「1.14 電源

の確保に関する手順等」に整備する。 

 

操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順について

は，「1.15 事故時の計装に関する手順等」に整備する。 

原子炉建物周辺の線量を確認する手順に関する手順について

は，「1.17 監視測定等に関する手順等」に整備する。 
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第 1.12.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順 

対応手段，対応設備，手順書一覧 

 

 

第1.12－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／2） 

 

 

第 1.12－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧 
  

 

 

・運用及び設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

処設備の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①，②，⑤の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の原子炉

建物周辺における航空

機衝突による航空機燃

料火災については対応

手段，対処設備，手順書

一覧にて記載 

東海第二の原子炉建

物周辺における航空機

衝突による航空機燃料

火災については対応手

段，対処設備，手順書一

覧（2／2）にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（2／2） 

 

 

  

・設備の相違 

【東海第二】 

対応手段における対

処設備の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は原子炉

建物周辺における航空

機衝突による航空機燃

料火災については対応

手段，対処設備，手順書

一覧にて記載 
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第 1.12.2 表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1/3） 

第 1.12－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1／4） 

第 1.12－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(１／４） 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 
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監視計器一覧（2／4） 

 

 

監視計器一覧(２／４） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 
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監視計器一覧（2/3） 

 

 

 

監視計器一覧（3／4） 

 

 

 

監視計器一覧(３／４） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】  

対応手段における監

視計器の相違 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のシルト

フェンスによる海洋へ

の放射性物質の拡散抑

制については監視計器

一覧(４／４）にて記載 
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監視計器一覧（3/3） 

 

 

 

監視計器一覧（4／4） 

 

 

 

監視計器一覧(４／４） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における監

視計器の相違 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のシルト

フェンスによる海洋へ

の放射性物質の拡散抑

制については監視計器

一覧(４／４）にて記載 
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・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

設計方針の相違によ

る系統構成の相違 
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第 1.12－2図 発電所外への放射性物質の拡散抑制 

タイムチャート

 

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 
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第 1.12.4 図 ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質の

漏えい箇所の絞り込み手順の概略図 

 

 

 

 

第 1.12－4図 ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質

の漏えい箇所の絞り込み手順の概要図 

 

 

 

 

第 1.12－4図 ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質 

漏えい箇所の絞り込み手順の概要図 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設計方針の相違によ

る系統構成の相違 
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・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，第 1.12

－2図に記載 
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・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，第 1.12

－2図に記載 
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第 1.12－6図 汚濁防止膜設置手順の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，

1.12.2.1(2)b.で設置手

順の概要を説明 
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・記載表現の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，小型船

舶の保管場所及び運搬

ルートを記載
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・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違

・記載表現の相違

【東海第二】 

 東海第二は，第 1.12

－2図に記載 
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②，③の作業は，異なる要員で対応できる場合は，並行して実施することが可能。 

 

 

第 1.12.10 図 海洋への放射性物質の拡散抑制手順の流れ 

 

 

 

 

 

 

第 1.12－8図 海洋への放射性物質の拡散抑制手順の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.12－11図 海洋への放射性物質の拡散抑制手順の流れ 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

・設備，体制及び運用の

相違 

【東海第二】 

⑥の相違 
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第 1.12.11 図 航空機燃料火災への対応の概要図 

第 1.12－9図 初期対応における延焼防止処置概要図 

第 1.12－12図 航空機燃料火災への泡消火概要図 

 

化学消防自動車等による泡消火（小型放水砲を使用しない場合） 

化学消防自動車等による泡消火（小型放水砲を使用する場合） 

大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火 

第 1.12－12図 航空機燃料火災への対応の概要図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①，②の相違
小型動力ポンプ付水槽車 

化学消防自動車 

消火栓等の水利 

防波壁 

 海水 

海水も使用可能 

小型動力ポンプ付水槽車 

消火栓等の水利 

化学消防自動車 

小型放水砲 

泡消火薬剤 

防波壁 

 
海水 

海水も使用可能 

放水砲 

防波壁 

海水 

泡消火薬剤 

大型送水ポンプ車 

※：化学消防自動車は泡消火薬剤を貯蔵するタンク

があるが，化学消防自動車使用時に適宜タンク

内へ泡消火薬剤容器の泡消火薬剤の補給も可能 

1.12-50



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備，体制及び運用の

相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①，⑧の相違 

 

 

化
学

消
防

自
動

車
等

に
よ

る
泡

消
火

（
小

型
放

水
砲

を
使

用
し

な
い

場
合

）
 

 

 

化
学

消
防

自
動

車
等

に
よ

る
泡

消
火

（
小

型
放

水
砲

を
使

用
す

る
場

合
）

 

手
順
の
項
目

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認
（
化
学
消
防
自
動
車
，
小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
水
槽
車
，
泡
消
火
薬
剤
運
搬
車
）

第
４
保
管
エ
リ
ア
か
ら
現
場
へ
の
車
両
移
動

送
水
準
備
（
ホ
ー
ス
敷
設
）

ポ
ン
プ
起
動
，
放
水
開
始

化
学
消
防
自
動
車
に
よ
る
初
期
消
火
活
動
及
び
延
焼
防
止
（
機
関
操
作
）

（
適
宜
，
化
学
消
防
自
動
車
へ
泡
消
火
薬
剤
を
補
給
）

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

化
学
消
防
自
動
車
等
に
よ
る
泡
消
火

（
小
型
放
水
砲
を
使
用
し
な
い
場
合
）

3
2
0

3
4
0

自
衛
消
防
隊

7

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

3
0
0

2
4
0

2
6
0

2
8
0

2
0
0

2
2
0

初
期
消
火
開
始

１
時
間
1
0
分

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
及
び
放
水
砲
に
よ
る
泡
消
火
開
始

５
時
間
1
0
分

手
順
の
項
目

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認
（
化
学
消
防
自
動
車
，
小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
水
槽
車
，
泡
消
火
薬
剤
運
搬
車
）

第
４
保
管
エ
リ
ア
か
ら
現
場
へ
の
車
両
移
動

送
水
準
備
（
ホ
ー
ス
敷
設
，
泡
消
火
薬
剤
容
器
と
小
型
放
水
砲
の
接
続
）

化
学
消
防
自
動
車
の
起
動
，
放
水
開
始

小
型
放
水
砲
に
よ
る
初
期
消
火
活
動
及
び
延
焼
防
止
（
機
関
操
作
）

（
適
宜
，
小
型
放
水
砲
へ
泡
消
火
薬
剤
を
補
給
）

経
過
時
間
（
分
）

化
学
消
防
自
動
車
等
に
よ
る
泡
消
火

（
小
型
放
水
砲
を
使
用
す
る
場
合
）

自
衛
消
防
隊

7

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

要
員
(
数
)

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

3
2
0

3
4
0

1
0
0

1
2
0

2
8
0

3
0
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

2
6
0

初
期
消
火
開
始

１
時
間

4
0
分

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
及
び
放
水
砲
に
よ
る
泡
消
火
開
始

５
時
間
1
0
分

第
1.

12
.1
2 
図
 航

空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
時
の
手
順
 タ

イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

第
1.
12
－
10

図
 
初
期
対
応
に
お

け
る
延
焼
防
止
処
置
及
び
航

空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火

タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
 

第
1.
12
－
13

図
 
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
時
の
手
順
 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（

１
／
２
）
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・設備，体制及び運用の

相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①，⑧の相違

手
順

の
項

目

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認
（
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
）

送
水
準
備
（
車
両
運
搬
，
水
中
ポ
ン
プ
設
置
）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
起
動
，
送
水
開
始

泡
消
火
開
始
（
流
量
調
整
・
監
視
）

（
要
員

12
名
の

う
ち

５
名

で
泡

消
火

実
施

）

移
動
（
緊
急
時
対
策
所
か
ら
第
４
保
管
エ
リ
ア
ま
で
の
移
動
）

車
両
健
全
性
確
認
（
ホ
ー
ス
展
張
車
，
泡
消
火
薬
剤
運
搬
車
）

取
水
槽
閉
止
板
開
放

放
水
砲
の
設
置

送
水
準
備
（
ホ
ー
ス
敷
設
）

泡
消
火
薬
剤
の
設
置

放
水
開
始

泡
消
火
開
始
（
監
視
）

（
要
員

12
名
の

う
ち

５
名

で
泡

消
火

実
施

）

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
の
運
搬
，

水
中
ポ
ン
プ
設
置
，
送
水
操
作

等 【
取
水
箇
所
及
び
２
号
炉
原
子

炉
建
物
周
辺
作
業
】

２
号
炉
取
水
槽
の
閉
止
板
開

放
，
放
水
砲
の
設
置
，
ホ
ー
ス

敷
設
，
泡
消
火
薬
剤
の
設
置
，

放
水
操
作
等

6

要
員

(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

放
水

砲
に

よ
る

消
火

活
動

6

緊
急

時
対

策
要

員

緊
急

時
対

策
要

員

備
考

経
過

時
間

（
分

）

10
0

12
0

14
0

32
0

34
0

16
0

18
0

20
0

28
0

30
0

80
60

40
20

26
0

22
0

24
0

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

及
び

放
水

砲
に

よ
る

泡
消

火
開

始

５
時

間
1
0分

第
1.
12
－
13

図
 
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災
時
の
手
順
 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
（

２
／
２
）
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第
1.
12
－
11

図
 

水
利
の
配
置
図
（
初
期
対
応
に
お
け
る
延
焼
防
止
処
置
）
 

第
1.
12
－
14

図
 
水
利
の
配
置
図
（
初
期
対
応
に
お
け
る
延
焼
防
止
処
置
）
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第
1.
12
.1
3 
図
 水

利
の
配
置

及
び
大
容
量
送
水
車
（
原
子
炉
建
屋
放
水
設
備
用
）
及
び
放
水
砲
に
よ
る
泡
消
火
 ホ

ー
ス
敷
設
ル
ー
ト
図
 

第
1.
12
－
13

図
 
航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火
に
関
す
る
ホ
ー
ス

敷
設
ル
ー
ト
図
(例

)
 

第
1.
12
－
15

図
 

水
源
の
配
置
及
び
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
及
び
放
水
砲
に
よ
る
泡
消
火
に

関
す
る
ホ
ー
ス
敷
設
ル
ー
ト
図
（
例
）
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添付資料 1.12.1 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1/2） 

 

 

添付資料 1.12.1 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1／3） 

 

 

添付資料 1.12.1 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／３） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2/2） 

：重大事故等対処設備 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2／3） 

 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／３） 

：重大事故等対処設備 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②，④の相違 

【東海第二】 

②，③，⑥の相違 

 

重大事故等対処設備 自主対策 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
備考 手段 機器名称 

大
気
へ
の
放
射
性
物
質 

の
拡
散
抑
制 

可搬型代替注水 

大型ポンプ（放水用） 
新設 

①
②
④
⑤
⑦
⑧ 

－ 

大
気
へ
の
放
射
性
物
質 

の
拡
散
抑
制 

ガンマカメラ 

ホース 新設 

放水砲 新設 

サーモカメラ 

燃料給油設備 新設 

海
洋
へ
の
放
射
性
物
質 

の
拡
散
抑
制 

汚濁防止膜 新設 

①
③
④
⑨ 

－ 

海
洋
へ
の
放
射
性
物
質 

の
拡
散
抑
制 

放射性物質吸着材 

－ － － － － 

初
期
対
応
に
お
け
る 

延
焼
防
止
処
置 

化学消防自動車 

水槽付消防ポンプ自動車 

泡消火薬剤容器 

（消防車用） 

消火栓（原水タンク） 

防火水槽 

航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火 

可搬型代替注水 

大型ポンプ（放水用） 
新設 

①
④
⑥
⑦
⑧ 

－ － － 

ホース 新設 

放水砲 新設 

泡消火薬剤容器 

（大型ポンプ用） 
新設 

泡混合器 新設 

燃料給油設備 新設 

 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応番号 
機能 機器名称 

常設 

可搬 

必要時間内に 

使用可能か 

対応可能な人数

で使用可能か 
備考 

大
気
へ
の
放
射
性
物

質
の
拡
散
抑
制 

大型送水ポンプ車 新設 ① 

② 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

大
気
へ
の
放
射
性
物

質
の
拡
散
抑
制 

ガンマカメラ 

サーモカメラ 
可搬 ― ― 

自主対策とする

理由は本文参照 

ホース 新設 

放水砲 新設 

燃料補給設備 新設 

海
洋
へ
の
放
射
性
物
質
の 

拡
散
抑
制 

放射性物質吸着材 新設 

① 

③ 

④ 

⑨ 

― ― ― ― ― ― シルトフェンス 新設 

小型船舶 新設 

― ― ― ― 

初
期
対
応
に
お
け
る 

延
焼
防
止
処
置 

化学消防自動車 可搬 

１時間 

10 分 
７名 

自主対策とする

理由は本文参照 

小型動力ポンプ付

水槽車 
可搬 

小型放水砲 可搬 

泡消火薬剤容器 可搬 

航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火 

大型送水ポンプ車 新設 

① 

④ 

⑥ 

― ― ― ― ― ― 

ホース 新設 

放水砲 新設 

泡消火薬剤容器 新設 

燃料補給設備 新設 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3／3） 

 

 

 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／３） 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，技術的

能力審査基準における

適合方針を記載 
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 添付資料 1.12.2 

 

 

 

 

 

添付資料 1.12.2 

 

 

 

自主対策設備仕様 

 

 

※１：公称値を示す 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，自主対

策設備の設備仕様を記

載 

 

機器名称 
常設 

／可搬 
耐震性 容量 揚程 個数 

ガンマカメラ 可搬 － － － １台 

サーモカメラ 可搬 － － － １台 

化学消防自動車 可搬 － 168m3/h 85m ２台 

小型動力ポンプ付水槽車 可搬 － 168m3/h 85m ２台 

小型放水砲 可搬 － － － ２台 

泡消火薬剤容器 可搬 － 1,000L／個 － ６個 

消火栓（ろ過水タンク，

補助消火水槽） 
常設 － 

約 3,000m3※１ 

（１号ろ過水タンク） 
－ １基 

約 3,000m3※１ 

（２号ろ過水タンク） 
－ １基 

約 2,500m3※１ 

（非常用ろ過水タンク） 
－ １基 

約 200m3※１／基 

（補助消火水槽） 
－ ２基 

１号ろ過水タンク 常設 － 約 3,000m3※１ － １基 

２号ろ過水タンク 常設 － 約 3,000m3※１ － １基 

非常用ろ過水タンク 常設 － 約 2,500m3※１ － １基 

補助消火水槽 常設 Ｃクラス 約 200m3※１/基 － ２基 

純水タンク 常設 Ｃクラス 約 600m3※１/基 － ２基 

 

自
主
対
策
設
備
仕
様
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添付資料1.12.2 

 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放水砲による 

大気への放射性物質の拡散抑制 

 

1．操作概要 

放射性物質放出箇所（原子炉建屋の破損口）付近に放水砲を

配置するとともに，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）を

海水の取水箇所周辺に配備し，取水ポンプにホースを取り付け

海水取水箇所へ設置する。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）から放水砲まで送水

するためのホース等を敷設し，接続の上，ホースの水張りを行

う。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）送水ポンプを起動し，

放水砲操作により放射性物質放出箇所へ海水をスプレイする。 

 

 

 

 

2．作業場所 

屋外（原子炉建屋周辺，取水箇所（護岸，海水取水ピット）

周辺） 

 

3．必要要員数及び操作時間 

 

 

 

必要要員数        ：準備8 名，拡散抑制時5 名（緊

急時対策要員） 

 

有効性評価で想定する時間 ：要求はない。 

所要時間目安       ：約130 分（ホース350m を敷設

した場合の時間であり，敷設長

さにより変わる） 

（実績時間：約120 分，ただし緊

急取水口蓋の開放時間は含まな

い） 

 

添付資料 1.12.3 

 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による 

大気への放射性物質の拡散抑制 

 

1. 操作概要 

放射性物質放出箇所（原子炉建屋の破損口）付近に放水砲を配

置するとともに，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）を海水取

水箇所（ＳＡ用海水ピット）周辺に配備し，水中ポンプにホース

を取り付け海水取水箇所へ設置する。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）から放水砲まで送水する

ためのホース等を設置し，接続する。放水砲の噴射ノズルを放射

性物質放出箇所に向けて調整した後，可搬型代替注水大型ポンプ

（放水用）を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行った後に

，放水操作により放射性物質放出箇所へ海水をスプレイする。 

 

 

 

 

2. 作業場所 

屋外（原子炉建屋周辺，取水箇所（ＳＡ用海水ピット）周辺） 

 

 

3. 必要要員数及び操作時間 

 

 

 

必要要員数     ：準備 8名（重大事故等対応要員）， 

拡散抑制時 4 名（重大事故等対応要

員） 

有効性評価で想定する時間：要求はない 

所要時間目安※      ：145 分（ホース約 200m を敷設

した場合の時間であり，敷設長

さにより変わる） 

※所要時間目安は，模擬により

算定した時間 

 

添付資料 1.12.3 

 

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の 

拡散抑制 

 

1. 操作概要 

放射性物質放出箇所（原子炉建物の破損口）付近に放水砲を

配置するとともに，大型送水ポンプ車を海水の取水箇所周辺に

配備し，水中ポンプにホースを取り付け非常用取水箇所へ設置

する。 

大型送水ポンプ車から放水砲まで送水するためのホース等

を敷設し，接続の上，ホースの水張りを行う。  

 

放水砲の噴射ノズルを放射性物質放出箇所に向けて調整し

た後，大型送水ポンプ車の送水ポンプを起動し，放水砲操作に

より放射性物質放出箇所へ海水をスプレイする。 

 

 

 

2. 作業場所 

屋外（原子炉建物周辺，取水箇所（非常用取水設備（取水口，

取水管，取水槽）周辺）） 

 

3. 必要要員数及び想定時間 

海を水源とした大型送水ポンプ車及び放水砲による大気へ

の放射性物質の拡散抑制に必要な要員数，想定時間は以下のと

おり。 

必要要員数          ：12名，拡散抑制時５名（緊

急時対策要員） 

 

有効性評価で想定する時間   ：要求はない。 

想定時間           ：４時間 30 分以内（所要

時間目安※１：３時間 49

分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定し

た時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉ではホー

スの空気抜き作業は必

要ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違 
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4．操作の成立性について 

作業環境： 車両の作業用照明・ヘッドライト・懐中電灯・Ｌ

ＥＤ多機能ライトにより，夜間における作業性を

確保している。 

移動経路： 車両のヘッドライト・作業用照明のほか，懐中電

灯・ＬＥＤ多機能ライトを携帯しており，夜間に

おいても接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

作業性： 大容量送水車(原子炉建屋放水設備用)からのホース

の接続は，専用の結合金具を使用して容易に接続可

能である。 

作業エリア周辺には，作業に支障となる設備はなく，

十分な作業スペースを確保している 

取水ポンプの設置は，ユニック車により吊り下ろす

ため容易に設置可能である。 

連絡手段： 通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）により，緊急

時対策本部と連絡可能である。 

4. 操作の成立性について

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライ

トにより，夜間における作業性を確保している。

また，放射性物質が放出される可能性があること

から，操作は放射線防護具（全面マスク，個人線

量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備又は携行して作

業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及びＬＥ

Ｄライトを携帯しており，夜間においても接近可

能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない

。 

作 業 性：可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）からのホー

ス接続は，専用の結合金具を使用して容易に接続

可能である。 

作業エリア周辺には，作業に支障となる設備はな

く，十分な作業スペースを確保している。 

水中ポンプの設置は，クレーン装置により吊り降

ろすため容易に設置可能である。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型及び携帯型），無線連絡設備

（固定型及び携帯型），電力保安通信用電話設備（

固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング

）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策所

及び中央制御室との連絡が可能である。 

4. 操作の成立性について

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯

により，夜間における作業性を確保している。

また，放射性物質が放出される可能性があるこ

とから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又

は携行して作業を行う。温度についても，作業

は屋外のため支障はない。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び

懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近

可能である。また，現場への移動は，地震等に

よる重大事故等が発生した場合でも安全に移

動できる経路を移動する。 

作業性  ：大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用

の結合金具での接続であり，容易に接続可能で

ある。 

作業エリア周辺には，作業に支障となる設備は

なく，十分な作業スペースを確保している。 

水中ポンプの設置は，ユニック車により吊り下

ろすため容易に設置可能である。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設

備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設

備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）の

うち，使用可能な設備により緊急時対策本部と

の連絡が可能である。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

使用する資機材の相

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

使用する資機材の相

違 

・体制及び運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，大気へ

の放射性物質の拡散抑

制に係る作業を緊急時

対策本部の指揮により

実施するため，緊急時対

策本部と連絡をとる 
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大型送水ポンプ車    大型送水ポンプ車 水中ポンプ   

 

 

 

 

 

 

 

水中ポンプ用ホース 
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      放水砲による放水の状況 

 

  

 

 

 

 

 

 

水中ポンプ設置の状況       配管エルボ 
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添付資料1.12.3 

放射性物質拡散抑制手順の作業時間について 

「１．12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手

順等」のうち，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放

水砲による大気への放射性物質の拡散抑制手順については，ホ

ース敷設時間により，短いケースで約130 分，長いケースで約

190 分での対応を想定している。この想定は，設備の配備や訓

練の実績を踏まえた時間であるが，以下にその詳細を説明する。 

（1）全体の作業時間について 

第1図に大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放水砲

による大気への放射性物質の拡散抑制のタイムチャートを示

す。 

第1 図 大気への放射性物質の拡散抑制 タイムチャート 

（130 分ケース） 

第1図に示した作業について，作業実績と実績を踏まえた想

定時間は第1 表のとおりである。 

添付資料 1.12.4 

放射性物質拡散抑制手順の作業時間について 

1. はじめに

「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順

等」のうち，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲に

よる大気への放射性物質の拡散抑制手順については，ホース敷設

時間により，短いケースで 145 分，長いケースで 210 分での対応

を想定している。 

以下にその詳細を説明する。 

(1) 全体の作業時間について

第 1図に可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲

による大気への放射性物質の拡散抑制のタイムチャートを示

す。 

第 1図 大気への放射性物質の拡散抑制 タイムチャート 

（145分ケース） 

第 1図に示す作業の想定時間は第 1表のとおりである。 

添付資料 1.12.4 

放射性物質拡散抑制手順の作業時間について 

「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

手順等」のうち，大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への

放射性物質の拡散抑制手順については，ホース敷設ルートによ

り，排気筒南側法面ルートで４時間 30 分以内，原子炉建物西

側連絡道路ルートで４時間 30分以内での対応を想定している。

この想定は，設備の配備や訓練の実績を踏まえた時間である

が，以下にその詳細を説明する。 

(1) 全体の作業時間について

第１図に大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放

射性物質の拡散抑制のタイムチャートを示す。 

第１図 大気への放射性物質の拡散抑制 タイムチャート 

（排気筒南側法面ルート） 

第１図に示した作業について，作業実績と実績を踏まえた

想定時間は第１表のとおりである。 

・運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違

備考

手順の項目 要員(数)

移動（緊急時対策所から第４保管エリアまでの移動）

車両健全性確認（大型送水ポンプ車）

大型送水ポンプ車起動，送水開始

拡散抑制開始（流量調整・監視）

（要員12名のうち５名で大気への拡散抑制を実施）

移動（緊急時対策所から第４保管エリアまでの移動）

車両健全性確認（ホース展張車）

取水槽閉止板開放

放水砲の設置

送水準備（ホース敷設）

放水開始

拡散抑制開始（監視）

（要員12名のうち５名で大気への拡散抑制を実施）

大型送水ポンプ車及び放水砲による
大気への放射性物質の拡散抑制

6

6

必要な要員と作業項目

緊急時対策要員

緊急時対策要員

180 210 240 270

経過時間（分）

30 60 90 120 150

【取水箇所及び２号炉原子
炉建物周辺作業】
２号炉取水槽の閉止板開
放，放水砲の設置，ホース
敷設，放水操作等

【取水箇所周辺作業】
大型送水ポンプ車の運搬，
水中ポンプ設置，送水操作
等

送水準備（車両運搬，水中ポンプ設置）

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制

４時間30分
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第 1 表 個別作業の概要及び訓練の実績と実績を踏まえた

想定時間 

（ホース敷設時間を 3セットとした場合） 

 

 

 

 

 

第 1表 個別作業の概要及び想定時間 

 

（ホース敷設距離を最短ルートである 200m※とした場合） 

 

 

 

第１表 個別作業の概要及び訓練の実績と実績を踏まえた 

想定時間 

（排気筒南側法面ルートとした場合） 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違 
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訓練実績を踏まえ，作業時間を想定しているが，第１表に

示したとおり，6 名で作業を行う①～④の作業の合計約 120 分

と想定している。これらの訓練実績は，以下のような作業時間

短縮の工夫をした上での実績値である。 

＜主な工夫＞ 

・大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）のホース敷設が迅

速に行えるよう，あらかじめ運搬車両に積載すること。

・大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）のホースや取水ポ

ンプの設置方法について，効率的な設置ができるようメー

カーの指導に従い要員を配置。

・必要最少限の人員による効率的な役割分担を手順書化し，

各車両に配備。

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放水砲による

大気への放射性物質の拡散抑制手順については，敷設するホ

ースの長さにより作業時間が約130 分～約190 分となる。 

この点について以下に説明する。 

第 2図 水中ポンプ設置のタイムチャート 

以上のとおり作業時間を想定しており，第 1 表に示す①～⑧

作業（④，⑤は除く※）の合計 145分と想定している。 

※ ④と⑤の作業は，第 1 図のとおり，②と③の作業と並行

で実施するため合計時間に影響しない。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による大

気への放射性物質の拡散抑制手順については，敷設するホー

スの長さにより作業時間が 145分～210分となる。

この点について以下に説明する。

訓練実績を踏まえ，作業時間を想定しているが，第１表に示

す①②③⑦作業（④⑤⑥は除く※。）の合計 270 分（４時間 30

分）と想定している。これらの訓練実績は，以下のような作業

時間短縮の工夫をした上での実績値である。 

※④⑤⑥の作業は，第 1図のとおり，③の作業と並行で実施

するため合計時間に影響しない。 

＜主な工夫＞ 

・大型送水ポンプ車のホース敷設が迅速に行えるよう，使用

するホースをあらかじめ運搬車両に積載すること。 

・大型送水ポンプ車のホースや水中ポンプの設置方法などに

ついて，効率的な設置ができるようメーカの指導に従い要

員を配置。 

・必要最少限の人員による効率的な役割分担を手順書化し各

車両に配備。 

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質

の拡散抑制手順については，ホース敷設ルートに関係なく作

業時間が４時間 30分となる。 

この点について以下に説明する。 

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】

⑧の相違
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ホースは運搬車両１台につき，350m 分（50m×7 セット）

積載することが出来，350m の敷設に約25 分の作業時間を想

定している。 

防潮堤内の海水取水箇所から6 号又は7 号炉の原子炉建屋

周辺の放水砲設置箇所までのホース敷設距離は，北廻り，南

廻りのそれぞれ2 ルートを想定すると約250～950m であり，

ホース敷設に要する時間はホース敷設ルートにより1 セット

必要な場合（350ｍ以内）から3 セット必要な場合（700ｍ以

上）がある。（第2 図） 

ホース敷設ルートは，その時の現場の状況で敷設に支障

がない場合は，敷設時間が短くなるルートを選択する（南側

ルートを選択）こととしており，実際に要する時間としては

約 130 分（7 号炉への敷設の場合）若しくは約 160 分（6 号

炉への敷設の場合）が基本ケースとなる。 

ホースはホース展張車（放水用）1 台につき，600m 分積載す

ることができる。可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放

水砲による大気への放射性物質の拡散抑制では，このホースを

2条引きにして敷設することから，ホース展張車（放水用）1台

分で 300mのホース敷設ができる。 

ホース展張車（放水用）は 2 台使用できるため，ホース敷設

距離が 600m 以内の場合はホース敷設のみで作業を完了させる

ことができるが，ホース敷設距離が 600m を超える場合は，保管

場所でホースコンテナを積替える作業が発生する。ホースコン

テナ積替えに要する時間は，25分と想定している。

ホース敷設に要する時間は，今までの訓練実績より，100m分

の敷設に 5分の作業時間を想定している。 

防潮堤内の海水取水箇所から原子炉建屋周辺の放水砲設置位

置までのホース敷設距離は，複数ルートを想定（第 3 図参照）

すると約 200m～約 1,000m であり，ホース敷設に要する時間は

10 分（200m 以内）から 50 分＋25 分＝75 分（1,000m 以内）と

なる。 

ホース敷設ルートは，そのときの現場の状況で敷設に支障が

ない場合は，敷設時間が短くなるルートを選択することとして

おり，実際に要する時間としては 145分が基本ケースとなる。 

防波壁内の海水取水箇所から原子炉建物周辺の放水砲設

置箇所までのホース敷設ルートは，原子炉建物西側連絡道路

ルート，排気筒南側法面ルートの２ルートを想定している。

（第２図） 

排気筒南側法面ルートは一部ホース（排気筒近傍）を人力

で敷設する必要があり，ホースの敷設に 130分の作業時間を

想定している。原子炉建物西側連絡道路ルートはすべてのホ

ースを展張車で設置ができ，ホースの敷設に 80 分の作業時

間を想定している。 

ホース敷設ルートは，そのときの現場の状況で敷設に支障

がない場合は，ホース敷設に人力で設置する作業がないルー

トを選択する（原子炉建物西側連絡道路ルートを選択）こと

としており，想定時間は４時間 30分となる。 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，ホース

敷設ルートに関係なく，

運搬車両積載分のホー

スで対応可能

・運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，ホース

敷設ルートの一部を人

力によりホースを敷設 

・運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，選択す

るホース敷設ルートに

係らず，想定時間が同じ

であることから，ホース

敷設に人力作業がない

ホース敷設ルートを優

先する 
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第 2 図 海水取水場所と放水砲設置箇所間のホース敷設ル

ート 

具体的には、ホース敷設距離が長い場合（700m より長くな

る場合），全体の作業時間は約 190 分となる。（第 3 図） 

第 3 図 タイムチャート（ホース敷設距離が 700ｍより長くなるケ

ース） 

第 3図 海水取水箇所と放水砲設置位置間のホース敷設ルート 

ホース敷設距離が長い場合（約 1,000m の場合），全体の作

業時間は 210分となる。（第 4図） 

第 4図 タイムチャート（ホース敷設距離が約 1,000mのケース） 

第２図 海水取水場所と放水砲設置箇所間のホース敷設ルート 

具体的には，ホース敷設を人力で設置する作業がない場

合，全体の作業時間は４時間 30分となる。（第３図） 

第３図 タイムチャート（原子炉建物西側連絡道路ルート） 

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違

手順の項目

移動（緊急時対策所から第４保管エリアまでの移動）

車両健全性確認（大型送水ポンプ車）

送水準備（車両運搬，水中ポンプ設置）

大型送水ポンプ車起動，送水開始

拡散抑制開始（流量調整・監視）

（要員12名のうち５名で大気への拡散抑制を実施）

移動（緊急時対策所から第４保管エリアまでの移動）

車両健全性確認（ホース展張車）

取水槽閉止板開放

放水砲の設置

送水準備（ホース敷設）

放水開始

拡散抑制開始（監視）

（要員12名のうち５名で大気への拡散抑制を実施）

120 150 180 210 240

【取水箇所周辺作業】
大型送水ポンプ車の運搬，
水中ポンプ設置，送水操作
等

【取水箇所及び２号炉原子
炉建物周辺作業】
２号炉取水槽の閉止板開
放，放水砲の設置，ホース
敷設，放水操作等

備考

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

大型送水ポンプ車及び放水砲による
大気への放射性物質の拡散抑制

6

6

27030 60

緊急時対策要員

緊急時対策要員

90

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制

４時間30分
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(2) 今後の作業時間短縮に向けた取り組みについて

現在は本作業にかかる時間を約 130 分（7 号炉への敷設の場

合）若しくは約 160 分（6 号炉への敷設の場合）としているが， 

・訓練の習熟による作業時間の短縮

・取水ポンプの現場での実証（淡水貯水池での訓練を繰り返し

ているが，淡水貯水池の周辺は斜面になっており，設置に当

たりクレーンの操作が難しい。難しい環境での訓練実績から

訓練想定時間を設定しており，実際の海水取水ポイントへの

取水ポンプ設置作業では，クレーンによる取水ポンプの吊降

し等の作業において若干の時間短縮が期待できる。） 

・海水取水箇所に設置された蓋の開放作業（約 10 分を想定）

の工具使用による短縮 

・関連付随作業における必要資機材の運搬方法の改善（ユニッ

ク車による運搬から専用治具の使用による迅速性の確保）

等，訓練や運用の改善を今後も行うことで作業時間全体の短

縮に向けた取り組みを行っていく。 

(3) 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放水砲による拡

散抑制の作業時間と成立性について 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放水砲による大

気への放射性物質の拡散を抑制する手順は，有効性評価で想定

する作業がないことから有効性評価への影響はない。 

また，技術的能力「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するための手順等」の準備手順着手の判断基準として，「炉心

損傷開始を判断した場合※において，あらゆる注水手段を講じて

も原子炉への注水が確認できない場合。」としていることから，

放射性物質拡散抑制開始に余裕をもって準備に着手する手順と

している。 

(2) 今後の作業時間短縮に向けた取り組みについて

現在は本作業にかかる時間を 145分としているが，今後も

・実設備での訓練の習熟による作業時間の短縮

・水中ポンプの現場での実証（東海港で類似のポンプを利用

した訓練を繰り返しているが，ＳＡ用海水ピットへの設置

を想定した場合，水中ポンプ投入箇所の全周に要員を配置

できることから，作業効率が上がり，時間短縮が期待でき

る）。 

・ホース接続工具の見直し（汎用工具から専用工具へ見直し）

によるホース接続時間の短縮。 

など，訓練や運用の改善を今後も行うことで作業時間全体の

短縮に向けた取り組みを行っていく。 

(3) 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による大

気への放射性物質の拡散抑制の作業時間と成立性について

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲による大

気への放射性物質拡散抑制の手順は，有効性評価で想定する

作業がないことから有効性評価への影響はない。 

また，「技術的能力 1.12 発電所外への放射性物質の拡散

を抑制するための手順等」の手順着手の判断基準として，「炉

心損傷を判断※した場合において，あらゆる注水手段を講じて

も発電用原子炉への注水が確認できない場合」としているこ

とから，放射性物質拡散抑制開始に余裕をもって準備に着手

する手順としている。 

(2) 今後の作業時間短縮に向けた取り組みについて

現在は本作業にかかる時間を４時間 30 分以内としている

が， 

・ 訓練の習熟による作業時間の短縮。

・ 水中ポンプの現場での実証。（新たに海水取水箇所となる

エリアについて十分な作業スペースが確保できるよう工

夫することにより，若干の時間短縮が期待できる。） 

など，訓練や運用の改善を今後も行うことで作業時間全体

の短縮に向けた取り組みを行っていく。 

(3) 大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質

の拡散抑制の作業時間と成立性について

大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物質

の拡散を抑制する手順は，有効性評価で想定する作業がない

ことから有効性評価への影響はない。 

また，技術的能力「1.12 発電所外への放射性物質の拡散

を抑制するための手順等」の準備手順着手の判断基準とし

て，「炉心損傷開始を判断した場合※において，あらゆる注水

手段を講じても原子炉への注水が確認できない場合。」とし

ていることから，放射性物質の拡散抑制開始に余裕をもって

準備に着手する手順としている。 

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

水中ポンプの設置箇

所の相違による取り組

みの相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設計方針の相違によ

る取り組みの相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設計方針の相違によ

る取り組みの相違 

・設備の相違

【東海第二】 

設計方針の相違によ

る取り組みの相違 
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※格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した

場合。 

※ 格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又はサプレ

ッション・チェンバ内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の 10 倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。

※:格納容器雰囲気放射線モニタ(CAMS)で原子炉格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10

倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ(CAMS)が

使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認

した場合。 

・運用の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍を

超過した場合を炉心損

傷の判断としているが，

東海第二では 10 倍を含

めて炉心損傷と判断す

るため，「以上」として

いる 
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添付資料 1.12.4 

放水砲の設置場所及び使用方法等について 

1. 放水砲による具体的なプラント事故対応

(1) 放水砲による放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災の消

火活動の具体的な対応例

①放水砲の使用の判断

次のいずれかに該当する場合又はそのおそれがある場合

は，放水砲を使用する。 

・原子炉格納容器へあらゆる注水手段を講じても注水で

きず，原子炉格納容器の破損のおそれがあると判断し

た場合

・原子炉格納容器からの異常な漏えいにより，格納容器

圧力逃がし装置で原子炉格納容器の減圧及び除熱をし

ているものの，原子炉建屋内の水素濃度が低下しない

ことにより原子炉建屋トップベントを開放する場合

・燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールス

プレイが出来ない場合 

・プラントの異常により，モニタリング・ポストの指示

がオーダーレベルで上昇した場合

・航空機燃料火災が発生した場合。

添付資料 1.12.5 

放水砲の設置位置及び使用方法等について 

1. 放水砲による具体的なプラント事故対応

(1) 放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料

火災への消火活動の具体的な対応例

ａ．放水砲の使用の判断 

次のいずれかに該当する場合又はそのおそれがある場合

は，放水砲を使用する。 

・原子炉格納容器への注水及びスプレイが，低圧代替注

水系格納容器スプレイ流量又は低圧代替注水系格納容

器下部注水流量により確認できず，ドライウェル圧力

又はサプレッション・チェンバ圧力の上昇が確認され，

原子炉格納容器の破損のおそれがあると判断した場合 

・原子炉建屋水素濃度が 2.0vol％に到達した場合，原子

炉格納容器内の水素排出のため格納容器圧力逃がし装

置を使用した格納容器ベントによる水素排出ができ

ず，原子炉建屋水素濃度の上昇が継続することにより，

ブローアウトパネル強制開放装置の操作にて原子炉建

屋外側ブローアウトパネル（ブローアウトパネル閉止

装置使用後については，ブローアウトパネル閉止装置

のパネル部）を開放する場合 

・代替燃料プール注水系による使用済燃料プールスプレ

イができない場合

・プラントの異常によるモニタリング・ポスト等の指示

値の有意な変動※の確認により，原子炉格納容器及び原

子炉建屋の破損があると判断した場合 

・航空機燃料火災が発生した場合

※ 「技術的能力 1.18 緊急時対策所の居住性等に関す

る手順等」における緊急時対策所の加圧操作着手の

判断基準のうち，「緊急時対策所付近に設置する可搬

型モニタリング・ポストが重大事故により指示値が

20mSv／hとなった場合」と同等又はそれを上回る状

況を想定する。 

添付資料 1.12.5 

放水砲の設置場所及び使用方法等について 

1. 放水砲による具体的なプラント事故対応

(1) 放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料

火災の消火活動の具体的な対応例 

① 放水砲の使用の判断

次のいずれかに該当する場合又はそのおそれがある場

合は，放水砲を使用する。 

・原子炉格納容器へあらゆる注水手段を講じても注水で

きず，原子炉格納容器の破損のおそれがあると判断し

た場合

・原子炉格納容器からの異常漏えいにより，格納容器フ

ィルタベント系で原子炉格納容器の減圧及び除熱を

しているものの，原子炉建物内の水素濃度が低下しな

いことにより，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル強制開放装置の操作にて原子炉建物燃料取替階

ブローアウトパネル（原子炉建物燃料取替階ブローア

ウトパネル閉止装置使用後においては，原子炉建物燃

料取替階ブローアウトパネル閉止装置）を開放する場

合 

・燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールスプレイができない場合 

・プラントの異常により，モニタリング・ポストの指示

がオーダーレベルで上昇した場合

・航空機燃料火災が発生した場合

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は放水砲

使用の判断に用いる監

視計器は第 1.12-2 表に

記載 
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②放水砲の設置位置の判断

放水砲の設置位置として，放射性物質の拡散抑制の場合は

あらかじめ設置位置候補を複数想定しているが，現場からの

情報（風向き，損傷位置（高さ，方位））等を勘案し，適切な

位置からの放水を緊急時対策要員へ指示する。 

また，消火活動の場合は，火災の状況（アクセスルート含

む）等を勘案し，設置位置を確保した上で，適切な位置から

放水する。 

③放水砲の設置位置と原子炉建屋（原子炉格納容器又は使用

済燃料プール）への放水可能性

前述のとおり，放水砲は状況に応じて適切な場所に設置す

る。原子炉建屋から約 86mの範囲内に放水砲を仰角 50°以上

(泡消火放水の場合は，原子炉建屋から約 73mの範囲内に放水

砲を仰角 55°以上)で設置すれば，原子炉建屋トップ（屋根

トラス）まで放水することができることから，原子炉格納容

器又は使用済燃料プールへの放水は十分に可能である。 

また，海水取水箇所については複数箇所を想定するととも

に，ホースの敷設ルートについても，その時の被害状況や火

災の状況を勘案して柔軟な対応ができるよう複数のアクセス

ルートを確保し，複数のアクセスルートを想定した手順及び

設備構成とする。 

なお，放射性物質の拡散抑制の場合は，放射性物質を含む

汚染水が雨水排水の流路等を通って海へ流れることを想定

し，放射性物質吸着材及び汚濁防止膜を設置することにより

汚染水の海洋への放射性物質の拡散抑制を行う。 

ｂ．放水砲の設置位置の判断 

放水砲の設置位置として，大気への放射性物質の拡散抑

制の場合はあらかじめ設置位置候補を複数想定している

が，現場からの情報（風向き，損傷位置（高さ，方位））等

を勘案し，災害対策本部長代理が総合的に判断して，適切

な位置からの放水を重大事故等対応要員へ指示する。 

また，消火活動の場合は，火災の状況（アクセスルート

含む）等を勘案し，設置位置を確保した上で，適切な位置

から放水する。 

ｃ．放水砲の設置位置と原子炉建屋（原子炉格納容器又は使

用済燃料プール）への放水可能性 

前述のとおり，放水砲は状況に応じて適切な場所に設置

する。原子炉建屋中心から約 80m の範囲内に放水砲を仰角

65°（泡消火放水の場合は，原子炉建屋中心から約 50m の

範囲内に放水砲を仰角 75°）で設置すれば，原子炉建屋ト

ップ（屋根トラス）まで放水することができることから，

原子炉格納容器又は使用済燃料プールへの放水は十分に可

能である。 

また，海水取水箇所については複数箇所を想定するとと

もに，ホースの敷設ルートについても，その時の被害状況

や火災の状況を勘案して柔軟な対応ができるよう複数の敷

設ルートを確保し，複数のアクセスルートを想定した手順

及び設備構成とする。 

なお，大気への放射性物質の拡散抑制の場合は，放射性

物質を含む汚染水が一般排水路を通って雨水排水路集水桝

から海へ流れることを想定し，汚濁防止膜を設置すること

により海洋への放射性物質の拡散抑制を行う。 

② 放水砲の設置位置の判断

放水砲の設置位置として，放射性物質の拡散抑制の場合

はあらかじめ設置位置候補を複数想定しているが，現場か

らの情報（風向き，損傷位置（高さ，方位））等を勘案し，

緊急時対策本部が総合的に判断して，適切な位置からの放

水を緊急時対策要員へ指示する。 

また，消火活動の場合は，火災の状況（アクセスルート

含む。）等を勘案し，設置位置を確保したうえで，適切な

位置から放水する。 

③ 放水砲の設置位置と原子炉建物（原子炉格納容器又は燃

料プール）への放水可能性

前述のとおり，放水砲は状況に応じて適切な場所に設置す

る。原子炉建物中心から約 99mの範囲内に放水砲を仰角 55°

以上（泡消火放水の場合は，原子炉建物中心から約 61mの範

囲内に放水砲を仰角 65°以上）で設置すれば，原子炉建物４

階（燃料取替階）屋上（屋根トラス）まで放水することがで

きることから，原子炉格納容器又は燃料プールへの放水は十

分に可能である。 

また，海水取水箇所については複数箇所を想定するととも

に，ホースの敷設ルートについても，そのときの被害状況や

火災の状況を勘案して柔軟な対応ができるよう複数のアク

セスルートを確保し，複数のアクセスルートを想定した手順

及び設備構成とする。 

なお，大気への放射性物質の拡散抑制の場合は，放射性物

質を含む汚染水が雨水排水の流路等を通って海へ流れるこ

とを想定し，放射性物質吸着材及びシルトフェンスを設置す

ることにより汚染水の海洋への放射性物質の拡散抑制を行

う。 

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，大気へ

の放射性物質の拡散抑

制に関する判断を緊急

時対策本部が行う 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

設計方針の相違によ

る射程及び仰角の相違 

・設備の相違

【東海第二】

⑥の相違
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2. 放水砲の設置位置について

(1) 海水放水（放射性物質拡散抑制）の場合

第 1 図 射程と射高の関係（海水放水（放射性物質拡散抑制）の

場合） 

2. 放水砲の設置位置について

(1) 海水放水（放射性物質拡散抑制）の場合

第 2図 射程と射高の関係（海水放水，放水砲設置位置Ａから 

の場合） 

2. 放水砲の設置位置について

(1) 海水放水（放射性物質拡散抑制）の場合

第１図 射程と射高の関係（海水放水（放射性物質拡散抑制） 

の場合） 
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第 3図 射程と射高の関係（海水放水，放水砲設置位置Ｂから 

の場合） 
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第 4図 射程と射高の関係（海水放水，放水砲設置位置Ｃから 

の場合） 
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第 5図 射程と射高の関係（海水放水，放水砲設置位置Ｄから 

の場合） 
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(2)泡消火放水（大規模火災）の場合

第 2 図 射程と射高の関係（泡消火放水（大規模火災）の場合） 

(2) 泡消火放水（航空機燃料火災）の場合

第 7図 射程と射高の関係（泡消火放水，放水砲設置位置Ｅから

の場合） 

(2)泡消火放水（航空機燃料火災）の場合

第２図 射程と射高の関係（泡消火放水（航空機燃料火災）の場

合） 
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第 8図 射程と射高の関係（泡消火放水，放水砲設置位置Ｆから

の場合） 
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第 9図 射程と射高の関係（泡消火放水，放水砲設置位置Ｇから

の場合） 
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第 1図 放水砲設置位置（海水放水の場合） 

第 6図 放水砲設置位置（泡消火放水の場合） 

第
３
図
 
放
水
砲
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3.  放水砲の放射方法について 

 

 

 

 

放射性プルーム放出時には，放水砲により放水した水により，

放射性プルームに含まれる微粒子状の放射性物質が除去される

ことが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

放水砲の放射方法としては，直状放射から噴霧放射への切替

えが可能であり，噴霧放射は直状放射に比べ射程距離が短くな

るものの，より細かい水滴径が期待できるため，高い放射性物

質の除去効果が期待できる。 

 

したがって，プルーム放出時の放水砲の放射方法としては，

以下のとおりとする。 

・原子炉建屋（原子炉格納容器又は使用済燃料プール）の

破損箇所が確認できる場合，原子炉建屋の破損箇所に向

けて放水し，噴射ノズルを調整することにより噴霧放射

で損壊箇所を最大限覆うことができるように放射する。 

 

・原子炉建屋（原子炉格納容器又は使用済燃料プール）の

破損箇所や放射性物質の放出箇所が確認できない場合，

原子炉建屋の中央に向けて放水する。 

 

なお，直状放射でしか届かない場合においても，到達点では

霧状になっていることから（第 4 図参照），放射性物質の除去

に期待できる。 

 

3. 放水砲の放射方法について 

放水砲の放射方法としては，噴射ノズルを調整することで直

状放射と噴霧放射の切替えが可能であり，直状放射はより遠く

まで放水できるが，噴霧放射は直状放射よりも，より細かい水

滴径が期待できる。 

放射性プルーム放出時には，放水砲により放水した水により，

放射性プルームに含まれる微粒子状の放射性物質が除去される

ことが期待できるが，微粒子状の放射性物質の粒子径は，0.1μm

～0.5μmと考えられ，この粒子径の微粒子の水滴による除去機

構は，水滴と微粒子の慣性衝突作用（水滴径 0.3mmφ 前後で最

も衝突作用が大きくなる）によるものであり，噴霧放射を活用

することで，その衝突作用に期待できる。また，水滴と微粒子

の相対速度を大きくし，水の流量を大きくすることで，除去効

果の増大が期待できる。 

 

 

 

 

 

したがって，プルーム放出時の放水砲の放射方法としては，

以下のとおりとする。 

(1) 原子炉建屋（原子炉格納容器又は使用済燃料プール）の破

損箇所が確認できる場合 

原子炉建屋損壊部に向けて放水し，噴射ノズルを調整

することにより噴霧放射で損壊箇所を最大限覆うこと

ができるように放射する。 

(2) 原子炉建屋（原子炉格納容器又は使用済燃料プール）の破

損箇所が不明な場合 

原子炉建屋の中央に向けて放水する。 

 

なお，直状放射でしか届かない場合においても，到達点で

は霧状になっていることから（第 10 図参照），放射性物質の

除去に期待できる。 

 

3. 放水砲の放射方法について 

 

 

 

 

放射性プルーム放出時には，放水砲で放水した水により，放

射性プルームに含まれる微粒子状の放射性物質が除去される

ことが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

放水砲の放射方法としては，直状放射から噴霧放射への切り

替えが可能であり，噴霧放射は直状放射に比べ射程距離が短く

なるものの，より細かい水滴径が期待できるため，高い放射性

物質の除去効果が期待できる。 

 

したがって，プルーム放出時の放水砲の放射方法としては，

以下のとおりとする。 

・ 原子炉建物（原子炉格納容器又は燃料プール）の破損箇

所が確認できる場合，原子炉建物破損箇所に向けて放水

し，噴射ノズルを調整することにより噴霧放射で破損箇

所を最大限覆うことができるように放射する。 

 

・ 原子炉建物（原子炉格納容器又は燃料プール）の破損箇

所や放射性物質の放出箇所が確認できない場合，原子炉

建物の中央に向けて放水する。 

 

なお，直状放射でしか届かない場合においても，到達点では

霧状になっていることから（第４図参照），放射性物質の除去

に期待できる。 
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第 4 図 直状放射による放水 

 

 

 

  

全景                         到達点での状態 

 

第 10図 直状放射による放水（放水訓練） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

第４図 直状放射による放水 
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 添付資料 1.12.6 

 

ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい箇所 

の絞り込み 

 

1. 操作概要 

重大事故等により，原子炉建屋放水設備により原子炉建屋に

向けて放水する際に，原子炉建屋から放出される放射性物質の

漏えい箇所を把握し，大気への放射性物質の拡散抑制をより効

果的なものとするため，ガンマカメラ又はサーモカメラにより

放射性物質や熱を検出し，放射性物質漏えい箇所を絞り込みを

行う。 

 

2. 作業場所 

屋外（原子炉建屋周辺） 

 

3. 必要要員数及び操作時間 

 

 

必要要員数       ：2名（重大事故等対応要員） 

有効性評価で想定する時間：要求はない 

所要時間目安※      ：30分（手順着手から 65分） 

 

※所要時間目安は，模擬により

算定した時間 

 

4. 操作の成立性について 

作業環境：ヘッドライト及びＬＥＤライトにより，夜間にお

ける作業性を確保している。 

また，放射性物質が放出される可能性があること

から，操作は放射線防護具（全面マスク，個人線

量計，綿手袋及びゴム手袋）を装備又は携行して

作業を行う。 

 

 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及びＬＥ

Ｄライトを携帯しており，夜間においても接近可

能である。 

添付資料1.12.6 

 

ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい箇所 

の絞り込み 

 

1. 操作概要 

原子炉建物放水設備により原子炉建物に向けて放水する際

に，原子炉建物から放出される放射性物質の漏えい箇所を把握

し，大気への放射性物質の拡散抑制をより効果的なものとする

ため，ガンマカメラ又はサーモカメラにより放射性物質や熱を

検出し，放射性物質漏えい箇所の絞り込みを行う。 

 

 

2. 作業場所 

屋外（原子炉建物周辺） 

 

3. 必要要員数及び想定時間 

ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい箇

所の絞り込みに必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：２名（緊急時対策要員） 

 

想定時間 ：１時間以内（所要時間目

安※１：45分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

 

4. 操作の成立性について 

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯

により，夜間における作業性を確保している。

また，放射性物質が放出される可能性があるこ

とから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又

は携行して作業を行う。温度についても，作業

は屋外のため支障はない。 

 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び

懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近

可能である。 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ガンマ

カメラ又はサーモカメ

ラによる放射性物質の

漏えい箇所の絞り込み

について説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 
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 また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 

 

 

作 業 性：ガンマカメラ又はサーモカメラの設置は，市販

の三脚を利用して原子炉建屋が見通せる箇所に

設置するだけの作業であり，容易に実施可能であ

る。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十

分な作業スペースを確保している。 

 

連絡手段：衛星電話設備（固定型及び携帯型），無線連絡設備

（固定型及び携帯型），電力保安通信用電話設備

（固定電話機及びＰＨＳ端末），送受話器（ページ

ング）のうち，使用可能な設備により，緊急時対

策所及び中央制御室との連絡が可能である。 

 

また，現場への移動は，地震等による重大事故等

が発生した場合でも安全に移動できる経路を移

動する。 

 

作業性  ：ガンマカメラ又はサーモカメラの設置は，市販

の三脚を利用して原子炉建物が見通せる箇所

に設置するだけの作業であり，容易に実施可能

である。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，

十分な作業スペースを確保している。 

 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備

（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，

所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，

使用可能な設備により緊急時対策本部との連絡

が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，大気へ

の放射性物質の拡散抑

制に係る作業を緊急時

対策本部の指揮により

実施するため，緊急時対

策本部と連絡をとる 
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添付資料 1.12.5 

放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

【放射性物質吸着材の運搬，設置】 

1. 操作概要

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損，又は使用済燃

料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，大気

への放射性物質の拡散抑制を行う際，防潮堤の内側で放射性物

質吸着材を設置する。放射性物質吸着材は，放水した汚染水が

流れ込む 6 号及び 7 号炉近傍の構内雨水排水路の集水桝 2 箇

所を優先的に設置し，最終的に合計 6 箇所設置する。 

2. 作業場所

屋外（放射性物質吸着材保管場所及び設置箇所（6 箇所））

3. 必要要員数及び操作時間

必要要員数 ：4 名（緊急時対策要員） 

所要時間目安 ：約 180 分 

4. 操作の成立性について

作業環境：保管場所，運搬ルート，作業エリア周辺には，作

業を行う上で支障となる設備はない。また，作業

が夜間となった場合でも作業員はヘッドライトを

装着しており，更に可搬型の照明設備を準備して

いるため運搬作業や展開作業に支障を与えること

はない。 

添付資料 1.12.8 

放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

1. 操作概要

重大事故等により，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損に至った場合，又は使用済燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷に至った場合において，大気への放射性物質の拡散抑制

を行う際，放射性物質を含む汚染水が流出する雨水排水路集水

桝－１～１０（計 10箇所）に，放射性物質吸着材を設置する。 

2. 作業場所

屋外（放射性物質吸着材保管場所及び雨水排水路集水桝－１

～１０） 

3. 必要要員数及び操作時間

必要要員数       ：9名（重大事故等対応要員） 

有効性評価で想定する時間：要求はない 

所要時間目安※ ：15時間（手順着手から 21時間） 

※所要時間目安は，模擬により

算定した時間

4. 操作の成立性について

作業環境：ヘッドライト及びＬＥＤライトにより，夜間にお

ける作業性を確保している。 

また，放射性物質が放出される可能性があること

から，操作は放射線防護具（全面マスク，個人線

量計，綿手袋及びゴム手袋）を装備又は携行して

作業を行う。 

添付資料 1.12.7 

放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制 

【放射性物質吸着材の運搬，設置】 

1. 操作概要

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プー

ル内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，大気への放

射性物質の拡散抑制を行う際，雨水排水路集水桝に放射性物質

吸着材を設置する。 

2. 作業場所

屋外（放射性物質吸着材保管場所及び設置箇所（３箇所））

3. 必要要員数及び想定時間

放射性物質吸着材による海洋への放射性物質の拡散抑制に

必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：５名（緊急時対策要員） 

想定時間 ：４時間 20 分以内（所要時間目安※１：３

時間 50分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

4. 操作の成立性について

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯

により，夜間における作業性を確保している。

また，放射性物質が放出される可能性があるこ

とから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又

は携行して作業を行う。温度についても，作業

は屋外のため支障はない。 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

放射性物質吸着材の

設置箇所及び設置箇所

数の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

放射性物質吸着材の

設置箇所及び設置箇所

数の相違 

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】

⑧の相違
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移動経路：事故環境下において，放射性物質吸着材保管場所

から運搬する際，設置箇所までのアクセスルート

上に作業に支障となる事象の有無を緊急時対策本

部に確認し，最短の移動経路で運搬作業を行う。

また，設置作業において夜間でもヘッドライト，

可搬型照明設備を準備しており，作業に支障はな

い。 

作 業 性：放射性物質吸着材の積み込み，運搬，積み降ろし

作業にはユニック車を使用することで重量物であ

る放射性物質吸着材を効率的に運搬できる。 

放射性物質吸着材の設置は，ユニック車により集

水桝に吊り下ろすため容易に設置可能である。 

連絡手段：通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）により，緊急

時対策本部との連絡は可能である。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及びＬＥ

Ｄライトを携帯しており，夜間においても接近可

能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

万一，地震発生後に地下埋設構造物の浮き上がり

等により，車両による運搬が困難となる場合は，

構造物を乗り越えるための作業台を設置すること

で人力による運搬が可能である。 

作 業 性：重量物である放射性物質吸着材を効率的に運搬

できるよう車両を配備する。 

放射性物質吸着材の設置は，20kg 程度の放射性

物質吸着材を網目状の袋に詰めたものを，人力で

雨水排水路集水桝に投入するため容易に設置可

能。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十

分な作業スペースを確保している。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型及び携帯型），無線連絡設備

（固定型及び携帯型），電力保安通信用電話設備

（固定電話機及びＰＨＳ端末），送受話器（ページ

ング）のうち，使用可能な設備により，緊急時対

策所及び中央制御室との連絡が可能である。 

第 1図 放射性物質吸着材 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト，懐

中電灯を携帯しており，夜間においても接近可

能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

作業性  ：放射性物質吸着材の運搬作業にはユニック車を

使用することで重量物である放射性物質吸着

材を効率的に運搬できる。放射性物質吸着材の

設置は，ユニック車により雨水排水路集水桝に

メッシュボックスを吊りおろし及び人力によ

り放射性物質吸着材を投入するため容易に設

置可能である。作業エリア周辺には，支障とな

る設備はなく，十分な作業スペースを確保して

いる。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備

（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，

所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，

使用可能な設備により緊急時対策本部との連絡

が可能である。 

第 1図 放射性物質吸着材 外観写真 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，構造物

を乗り越えるための作

業台を設置しない 

・体制及び運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，海洋へ

の放射性物質の拡散抑

制に係る作業を緊急時

対策本部の指揮により

実施するため，緊急時対

策本部と連絡をとる 
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添付資料 1.12.6 

汚濁防止膜による海洋への放射性物質の拡散抑制 

【汚濁防止膜の運搬，設置】 

1. 作業概要

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損，又は使用済燃

料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，大気

への放射性物質の拡散抑制を行う際，放射性物質を含む汚染水

が流れ込む北放水口及び取水口（3 箇所）に汚濁防止膜を設置

する。引き続き，同箇所に 2 重目の汚濁防止膜を設置する。 

2. 作業場所

屋外（北放水口，取水口，汚濁防止膜保管場所）

3. 必要要員数及び操作時間

（1） 北放水口への設置

必要要員数 ：6 名（緊急時対策要員） 

所要時間目安 ：約 190 分（北放水口 1 重目

のみ） 

（2） 取水口への設置

必要要員数 ：13 名（緊急時対策要員及び

参集要員） 

所要時間目安 ：約 24 時間（取水口（3 箇

所）1 重目のみ） 

添付資料 1.12.7 

汚濁防止膜による海洋への放射性物質の拡散抑制 

1. 操作概要

重大事故等により，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損に至った場合，又は使用済燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷に至った場合において，大気への放射性物質の拡散抑制

を行う際，放射性物質を含む汚染水が流出する雨水排水路集水

桝－１～９及び放水路－Ａ～Ｃ（計 12箇所）に，汚濁防止膜を

2 重に設置する（放水した汚染水が直接流れ込む雨水排水路集

水桝－８及び放水路－Ａ～Ｃの 4 箇所に 1 重目を優先して設置

する）。 

2. 作業場所

屋外（汚濁防止膜保管場所，雨水排水路集水桝－１～９及び

放水路－Ａ～Ｃ） 

3. 必要要員数及び操作時間

(1) 雨水排水路集水桝－８

必要要員数 ：5名（重大事故等対応要員） 

有効性評価で想定する時間：要求はない 

所要時間目安※ ：45分（1 重目） 

※所要時間目安は，模擬により

算定した時間

(2) 放水路－Ａ～Ｃ

必要要員数 ：5名（重大事故等対応要員） 

有効性評価で想定する時間：要求はない 

所要時間目安※ ：55分（1重目，手順着手から 140

分） 

※所要時間目安は，模擬により

算定した時間 

添付資料 1.12.8 

シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制

【シルトフェンスの運搬，設置】 

1. 操作概要

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プー

ル内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，大気への放

射性物質の拡散抑制を行う際，放射性物質を含む汚染水が流れ

込む２号炉放水接合槽及び輪谷湾にシルトフェンスを設置す

る。また，緊急時対策本部の指示により，同箇所に２重目のシ

ルトフェンスを設置する。

2. 作業場所

屋外（シルトフェンス保管場所，２号炉放水接合槽，輪谷湾） 

3. 必要要員数及び想定時間

シルトフェンスによる海洋への放射性物質の拡散抑制に必

要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

(1) ２号炉放水接合槽への設置

必要要員数 ：７名（緊急時対策要員） 

想定時間 ：３時間以内（１重目のみ）（所要時間

目安※１：２時間 32分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間

(2) 輪谷湾への設置

必要要員数 ：７名（緊急時対策要員） 

想定時間 ：24 時間以内（１重目のみ）（所要時間

目安※2：手順着手から 10時間） 

※２：所要時間目安は，模擬により算定した時間

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑩の相違

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】

⑧の相違
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4. 操作の成立性について

作業環境：保管場所，運搬ルート，作業エリア周辺には，作

業を行う上で支障となる設備はない。また，作業

が夜間となった場合でも作業員はヘッドライトを

装着しており，更に可搬型の照明設備を準備して

いるため運搬作業や展開作業に支障を与えること

はない。 

移動経路：事故環境下において，汚濁防止膜保管場所から運

搬する際，設置箇所までのアクセスルート上に作

業に支障となる事象の有無を緊急時対策本部に確

認し，最短の移動経路で運搬作業を行う。また，

設置作業において夜間でもヘッドライト，可搬型

照明設備を準備しており，作業に支障はない。 

作 業 性：汚濁防止膜の積み込み，運搬，積み降ろし作業に

はユニック車を使用することで重量物である汚濁

防止膜を効率的に運搬できる。 

汚濁防止膜の組み立ては，接続金具及び紐を使用

する作業であり，容易に連結することが可能であ

る。また，汚濁防止膜設置も陸上から人力による

牽引が可能であり，展開についても小型船舶（汚

濁防止膜設置用）を使用し展開する容易な作業で

ある。 

(3) 雨水排水路集水桝－１～７,９（2 重），雨水排水路集水桝

－８（2重目），放水路－Ａ～Ｃ（2重目） 

必要要員数 ：9名（重大事故等対応要員） 

有効性評価で想定する時間：要求はない 

所要時間目安※ ：220分（手順着手から 360分（6

時間）） 

※所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

4. 操作の成立性について

作業環境：ヘッドライト及びＬＥＤライトにより，夜間にお

ける作業性を確保している。 

また，放射性物質が放出される可能性があること

から，操作は放射線防護具（全面マスク，個人線

量計，綿手袋及びゴム手袋）を装備又は携行して

作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及びＬＥ

Ｄライトを携帯しており，夜間においても接近可

能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

万一，地震発生後に地下埋設構造物の浮き上がり

等により，車両による運搬が困難となる場合は，

構造物を乗り越えるための作業台を設置すること

で人力による運搬が可能である。 

作 業 性：複数の汚濁防止膜を効率的に運搬できるよう車

両を配備する。 

汚濁防止膜の設置準備は，カーテン部を結束して

いるロープを外し，両端に固定用ロープを接続す

るだけの作業であり，容易に準備可能である。ま

た，汚濁防止膜設置も陸上から人力による作業で

展開する容易な作業である。 

4. 操作の成立性について

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電

灯により，夜間における作業性を確保してい

る。また，放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，

個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）

を装備又は携行して作業を行う。温度につい

ても，作業は屋外のため支障はない。 

移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及

び懐中電灯を携帯しており，夜間においても

接近可能である。また，現場への移動は，地

震等による重大事故等が発生した場合でも安

全に移動できる経路を移動する。 

作業性  ：シルトフェンスの運搬作業にはユニック車を

使用することで重量物であるシルトフェンス

を効率的に運搬できる。 

シルトフェンス設置は陸上から人力による牽

引が可能であり，展開についても小型船舶を

使用し展開する容易な作業である。 

・体制及び運用の相違

【東海第二】 

⑧の相違

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，構造物

を乗り越えるための作

業台を設置しない 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

設計方針の相違によ

るシルトフェンス作業

性の相違 
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連絡手段：通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）により，緊急

時対策本部との連絡は可能である。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十

分な作業スペースを確保している。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型及び携帯型），無線連絡設備

（固定型及び携帯型），電力保安通信用電話設備

（固定電話機及びＰＨＳ端末），送受話器（ページ

ング）のうち，使用可能な設備により，緊急時対

策所及び中央制御室との連絡が可能である。 

梱包状態（例）  展開状態（例） 

第 1図 汚濁防止膜の状態例 

作業エリア周辺には，支障となる設備はな

く，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備

（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，

所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，

使用可能な設備により緊急時対策本部との連絡

が可能である。 

第 1図 シルトフェンス 外観写真 

・体制及び運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，海洋へ

の放射性物質の拡散抑

制に係る作業を緊急時

対策本部の指揮により

実施するため，緊急時対

策本部と連絡をとる 
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添付資料 1.12.7 

 

初期対応における延焼防止処置 

【大型化学高所放水車の配置，泡消火】 

 

 

1. 作業概要 

航空機燃料火災状況を確認し,安全を確保した場所に大型化

学高所放水車を配置するとともに，化学消防自動車等により外

部水源（防火水槽，消火栓又は海）から大型化学高所放水車に

送水する。続いて大型化学高所放水車ポンプを起動し，泡消火

による初期対応（延焼防止）を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 作業場所 

屋外（原子炉建屋周辺，取水箇所（護岸，海水取水ピット，

防火水槽）周辺） 

 

3. 必要要員数及び操作時間 

 

 

 

必要要員数：8 名（自衛消防隊 6 名，緊急時対策要員 2 名） 

（緊急時対策要員 2 名は，大型化学高所放水車，

泡原液搬送車を運転し，自衛消防隊への引き渡

し後，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），

放水砲，泡原液搬送車及び泡原液混合装置によ

る航空機燃料火災への泡消火に向けた準備にと

りかかる。） 

 

所要時間目安：約 55 分 

 

 

 

 

添付資料 1.12.9 

 

化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び泡消火薬剤容器（消

防車用）による延焼防止処置 

 

 

1. 操作概要 

航空機燃料火災状況を確認し，安全距離を確保した場所に化

学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車及び泡消火薬剤容器（消

防車用）を配置し，取水箇所（消火栓（原水タンク）又は防火

水槽）から吸水する。続いて化学消防自動車及び水槽付消防ポ

ンプ自動車を起動し，初期対応における延焼防止処置を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

2. 作業場所 

屋外（原子炉建屋周辺，取水箇所（消火栓（原水タンク）又

は防火水槽）周辺） 

 

 

3. 必要要員数及び操作時間 

 

 

必要要員数       ：9名（自衛消防隊） 

 

 

 

 

 

 

 

所要時間目安      ：20分 

 

 

 

 

添付資料 1.12.9 

 

初期対応における延焼防止処置 

【化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車の配置， 

泡消火】 

 

1. 操作概要 

航空機燃料火災状況を確認し，安全距離を確保した場所に化

学消防自動車を配置する。続いて化学消防自動車のポンプを起

動し，外部水源（消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽），ろ

過水タンク，補助消火水槽，純水タンク）から取水し，泡消火

による初期対応（延焼防止）を実施する。 

火災発生場所と使用する水源の場所が遠い場合，水源近傍に

小型動力ポンプ付水槽車を，水源と火災発生場所の中間位置付

近に化学消防自動車を設置するとともに，小型動力ポンプ付水

槽車により外部水源から化学消防自動車に送水する。続いて化

学消防自動車のポンプを起動し，泡消火による初期対応（延焼

防止）を実施する。 

 

2. 作業場所 

屋外（原子炉建物周辺，取水箇所（消火栓（ろ過水タンク，

補助消火水槽），ろ過水タンク，補助消火水槽，純水

タンク，放水槽）周辺） 

 

3. 必要要員数及び想定時間 

化学消防自動車等による初期対応における延焼防止処置に

必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数   ：７名（自衛消防隊） 

 

 

 

 

 

 

 

想定時間    ：１時間 10 分以内（所要時間目安※１：53

分） 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第２】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑫の相違 

1.12-89



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

4. 操作の成立性について

作業環境： 車両の作業用照明・ヘッドライト・懐中電灯によ

り，夜間における作業性を確保している。 

移動経路： 車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト・懐中

電灯を携帯しており，夜間においても接近可能で

ある。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

作 業 性： 消防車からのホースの接続は，汎用の結合金具で

あり，容易に操作可能である。作業エリア周辺に

は，支障となる設備はなく，十分な作業スペース

を確保している。 

連絡手段： 通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）により，緊急

時対策本部と連絡をとる。 

4. 操作の成立性について

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライ

トにより，夜間における作業性を確保している。

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及びＬＥ

Ｄライトを携帯しており，夜間においても接近可

能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

作 業 性：消防車からのホースの接続は，汎用の結合金具

（オス・メス）であり，容易に操作可能である。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十

分な作業スペースを確保している。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型及び携帯型），無線連絡設備

（固定型及び携帯型），電力保安通信用電話設備

（固定電話機及びＰＨＳ端末），送受話器（ページ

ング）のうち，使用可能な設備により，緊急時対

策所及び中央制御室との連絡が可能である。 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定

した時間 

4. 操作の成立性について

作業環境：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯に

より，夜間における作業性を確保している。また，

放射性物質が放出される可能性があることから，

操作は防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，

ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行して作業

を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐

中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能

である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

作業性 ：消防車からのホースの接続は，汎用の結合金具で

あり，容易に操作可能である。作業エリア周辺に

は，支障となる設備はなく，十分な作業スペース

を確保している。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備

（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，所

内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，使用

可能な設備により緊急時対策本部との連絡が可能

である。 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，汚染の

可能性を考慮し，防護具

を携行することを記載 

・体制及び運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，初期対

応における延焼防止処

置に係る作業を緊急時

対策本部の指揮により

実施するため，緊急時対

策本部と連絡をとる 
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第 1図 化学消防自動車 

第 2図 射程と射高の関係 

第１図 化学消防自動車等による泡消火（小型放水砲を使用しな

い場合） 

第２図 射程と射高の関係 
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添付資料1.12.10 

初期対応における延焼防止処置 

【小型動力ポンプ付水槽車，化学消防自動車及び小型放水砲の配

置，泡消火】 

1. 操作概要

航空機燃料火災状況を確認し，安全距離を確保した場所に小

型放水砲を配置するとともに，化学消防自動車により外部水源

（消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽），ろ過水タンク，補助

消火水槽，純水タンク）から小型放水砲に送水し，泡消火によ

る初期対応（延焼防止）を実施する。火災発生場所と使用する

水源の場所が遠い場合，水源近傍に小型動力ポンプ付水槽車を，

水源と火災発生場所の中間位置付近に化学消防自動車を設置

し，化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車から小型放水

砲に送水する。 

2. 作業場所

屋外（原子炉建物周辺，取水箇所（消火栓（ろ過水タンク，

補助消火水槽），ろ過水タンク，補助消火水槽，純水タンク，

放水槽）周辺） 

3. 必要要員数及び想定時間

小型放水砲等による初期対応における延焼防止処置に必要

な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数   ：７名（自衛消防隊） 

想定時間 ：１時間40分以内（所要時間目安※１：１時

間19分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定

した時間 

4. 操作の成立性について

作業環境 ：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯

により，夜間における作業性を確保している。

また，放射性物質が放出される可能性があるこ

とから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又

は携行して作業を行う。 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違
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移動経路 ：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び

懐中電灯を携帯しており，夜間においても接近

可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

作業性  ：消防車からのホースの接続は，汎用の結合金具

であり，容易に操作可能である。作業エリア周

辺には，支障となる設備はなく，十分な作業ス

ペースを確保している。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設

備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設

備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）の

うち，使用可能な設備により緊急時対策本部と

の連絡が可能である。 

小型放水砲 小型放水砲による放水状況 

第１図 化学消防自動車等による泡消火（小型放水砲を使用する

場合） 

第２図 射程と射高の関係 
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添付資料 1.12.8 

航空機燃料火災への泡消火 

【大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲による泡消火】 

1. 作業概要

原子炉建屋の破損口等，航空機燃料火災に対する泡消火を行え

る場所に放水砲を配置するとともに，大容量送水車（原子炉建屋

放水設備用）を海水の取水箇所周辺に配備し，取水ポンプにホー

スを取り付け海水取水箇所へ設置する。

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），泡原液搬送車，泡原

液混合装置から放水砲まで送水するためのホース等を敷設，接続

の上，ホースの水張りを行う。 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）の送水ポンプを起動し，

放水砲操作により火災発生箇所へ向けて消火を開始する。さらに

泡原液搬送車の弁操作を行い，泡消火を開始する。 

2. 作業場所

屋外（原子炉建屋周辺，海水取水箇所（護岸，海水取水ピッ

ト）周辺）

3. 必要要員数及び操作時間

必要要員数 ：準備 8 名，泡消火時 5 名（緊急時対策要員） 

所要時間目安 ：約 130 分（ホース 350m を敷設した場合の時

間であり，敷設長さにより変わる） 

（実績時間約 115 分，ただし実績のない緊急取

水口蓋の開放時間は含まない） 

4. 操作の成立性について

作業環境： 車両の作業用照明・ヘッドライト・懐中電灯・LED

多機能ライトにより，夜間における作業性を確保

している。 

添付資料 1.12.10 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡消火薬剤容器（大

型ポンプ用）及び泡混合器による航空機燃料火災への泡消火 

1. 操作概要

航空機燃料火災に対する泡消火を行える場所に放水砲を配置

するとともに，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）を海水取

水箇所（ＳＡ用海水ピット）周辺に配備し，水中ポンプにホー

スを取り付け海水取水箇所へ設置する。

放水砲，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）及び泡混合器を設

置し，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）から泡混合器，泡

消火薬剤容器（大型ポンプ用）及び放水砲まで送水するための

ホース等を設置及び接続する。

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）を起動し，ホースの水

張り及び空気抜きを行った後に泡混合器を起動し，放水砲操作

により火災発生場所へ向けて泡消火を開始する。 

2. 作業場所

屋外（原子炉建屋周辺，海水取水箇所（ＳＡ用海水ピット）

周辺） 

3. 必要要員数及び操作時間

必要要員数       ：8名（重大事故等対応要員） 

有効性評価で想定する時間：要求はない 

所要時間目安※ ：145分（ホース約 200mを敷設し

た場合の時間であり，敷設長さに

よって変わる） 

※所要時間目安は，模擬により算

定した時間 

4. 操作の成立性について

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライ

トにより，夜間における作業性を確保している。

添付資料1.12.11 

航空機燃料火災への泡消火 

【大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火】 

1. 操作概要

原子炉建物の破損口等，航空機燃料火災に対する泡消火を行

える場所付近に，放水砲を配置するとともに，大型送水ポンプ

車を外部水源（海水）の取水箇所周辺に配備し，水中ポンプに

ホースを取り付け海水取水箇所へ設置する。

大型送水ポンプ車，泡消火薬剤容器から放水砲まで送水する

ためのホース等を敷設し，接続の上，ホースの水張りを行う。 

大型送水ポンプ車の送水ポンプを起動し，放水砲操作により

火災発生箇所へ向けて消火を開始する。さらに大型送水ポンプ

車にて泡消火薬剤の注入操作を行い，泡消火を開始する。 

2. 作業場所

屋外（原子炉建物周辺，取水箇所（非常用取水設備（取水口，

取水管，取水槽 ）周辺 ）周辺）

3. 必要要員数及び想定時間

大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火に必要な要員数，

想定時間は以下のとおり。 

必要要員数  ：12名，泡消火時５名（緊急時対策要員） 

想定時間 ：５時間10分以内（所要時間目安※１：４時間

19分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定

した時間 

4. 操作の成立性について

作業環境：車両の作業用照明・ヘッドライト及び懐中電灯に

より，夜間における作業性を確保している。また，

放射性物質が放出される可能性があることから，

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

②の相違

・体制及び運用の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑧の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

使用する資機材の相
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移動経路： 車両のヘッドライト・作業用照明のほか，懐中電

灯・LED 多機能ライトを携帯しており，夜間にお

いても接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

作 業 性： 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）からのホ

ースの接続は，専用の結合金具を使用して容易に

接続可能である。 

作業エリア周辺には，作業に支障となる設備はな

く，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段： 通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電話設

備，衛星電話設備，無線連絡設備）により，緊急

時対策本部と連絡をとる。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及びＬＥ

Ｄライトを携帯しており，夜間においても接近可

能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

作 業 性：可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）からのホ

ースの接続は，専用の結合金具を使用して容易に

接続可能である。 

作業エリア周辺には，作業に支障となる設備はな

く，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型及び携帯型），無線連絡設備

（固定型及び携帯型），電力保安通信用電話設備

（固定電話機及びＰＨＳ端末），送受話器（ページ

ング）のうち，使用可能な設備により，緊急時対

策所及び中央制御室との連絡が可能である。 

操作は汚染の可能性を考慮し防護具 （全面マス

ク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）

を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトのほか，ヘッドライト及び懐

中電灯を携帯しており，夜間においても接近可能

である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

作業性 ：大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の

結合金具での接続であり，容易に接続可能であ

る。 

作業エリア周辺には，作業に支障となる設備はな

く，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備

（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備，

所内通信連絡設備（警報装置を含む。）のうち，

使用可能な設備により緊急時対策本部との連絡

が可能である。 

違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

使用する資機材の相

違 

・体制及び運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，航空機

燃料火災への泡消火に

係る作業を緊急時対策

本部の指揮により実施

するため，緊急時対策本

部と連絡をとる 
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添付資料 1.12.11 

放水設備における泡消火薬剤の設定根拠について 

泡消火薬剤の容量については，空港に配備されるべき防災レベ

ル等について記載されている国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）発行

の空港業務マニュアル（第 1 部）（以下，「空港業務マニュアル」

という。）を基に設定する。 

空港業務マニュアルでは離発着機の大きさにより空港カテゴリ

ーが定められており，航空機燃料火災への対応としては，空港業

務マニュアルで最大となるカテゴリー10を適用する。また，使用

する泡消火薬剤は 1％水成膜泡消火薬剤であり，空港業務マニュ

アルでは性能レベルＢに該当する。

空港カテゴリー10かつ性能レベルＢの泡消火薬剤に要求される

混合泡溶液の放射量は 11,200L／min（672m３／h）であり，発泡の

ために必要な水の量は 32,300L（32.3m３）と定められている。 

以上より，必要な泡消火薬剤の量は 32,300L × 1％ ＝ 323L

（0.323m３）である。消火活動時間としては，（32,300＋323）L ÷ 

11,200L／min ≒ 3minとなる。 

また，空港業務マニュアルでは 2倍の泡消火薬剤の量 323L × 2 

＝ 646L（0.646m３）を保有することが規定されている。 

なお，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災においては，燃料の漏えいが拡大する可能性があることから，

泡消火薬剤の保有量は上記の規定量に余裕を考慮し，放射量

11,200L／min（672m３／h）を上回る 22,300L／min（1,338m３／h）

で約 20分間放射できる量（5m３）を保有している。 

以下に，空港業務マニュアルの規定に対する放水設備の仕様を

示す。 

添付資料1.12.12 

放水設備における泡消火薬剤の設定根拠について 

泡消火薬剤の容量は空港に配備されるべき防災レベル等につ

いて記載されている，国際民間航空機関（ICAO）発行の空港業務

マニュアル（第１部）（以下，「空港業務マニュアル」という。）

を基に設定する。 

設定に当たっては，空港業務マニュアルで離発着機の大きさに

より空港カテゴリーが定められており，最大であるカテゴリー10

を適用する。また，保有している泡消火薬剤は，１％水成膜泡消

火薬剤であり，空港業務マニュアルでは性能レベルＢ に該当す

る。空港カテゴリー10かつ性能レベルＢの泡消火薬剤に要求され

る混合溶液の放射量は 672m3/h であり，発泡に必要な水の量は

32.3m3である。必要な泡消火薬剤は32.3m3×１％＝323Lに対して，

空港業務マニュアルでは２倍の量 323L×2＝646Lを保有すること

が規定されている。 

以上より，必要保有量 646L に対して，5,000L を泡消火薬剤の

容量として設定した。 

なお，航空機衝突による航空機燃料火災に対応するため，泡消

火薬剤を１％混合しながら 1,320m3/h で泡消火を実施することか

ら，5,000Lの泡消火薬剤で約 22分間泡消火が可能である。 

以下に，空港業務マニュアルの規定に対する放水設備の仕様を

示す。 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，泡消火

薬剤の設定根拠につい

て記載 

・設備の相違

【東海第二】 

設備構成の相違によ

る流量及び泡消火時間

の相違 
空港業務マニュアルの規定 放水設備の仕様 

水の量 
32,300L 

（32.3m3） 
海を水源とする 

混合泡溶液の放射量 
11,200L/min 

（672m3/h） 

約 1,320m3/h 

(放水砲放出量) 

泡消火薬剤の量 646L（0.646m3） 5,000ℓ（5.0m3） 

消火活動時間 
約３分×２分 

（672m3/h において） 

約 22 分 

（約 1,320m3/hにおいて） 
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添付資料 1.12.12 

消火設備の消火性能について 

1. 化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ自動車

(1) 消火設備概要

化学消防自動車は，消防法に基づく動力消防ポンプ（Ａ－

１級）であり，水源から消火用水を吸い込み，消火用水を放

水する消火設備である。車両に水槽及び泡消火薬剤槽を有し

ており，泡消火が可能である。また，車両として移動できる

ことから機動性が高い。第 1 図に化学消防自動車の外観を示

す。 

射程距離は，約 42m（1.0MPa－670L／min（1.0MPa－40.2m３

／h）；放水銃使用時）の能力を有しており，火災に対して離

れた位置から消火活動が可能である。第 2 図に射程と射高の

関係，第 3図に射程と圧力及び流量の関係を示す。 

化学消防自動車から水源までのホース展張距離が長くな

り，筒先からの放水圧力の確保が困難な場合（消防ホース 15

本を超える場合※）には，水源付近に水槽付消防ポンプ自動車

を配置し，化学消防自動車へ送水する。 

※ T.P.＋8mと敷地内で最も高い T.P.＋25mとの高低差

を考慮しても化学消防自動車 1 台で消防ホース 15 本

までの放水が可能 

第 1図 化学消防自動車 

添付資料 1.12.13 

消火設備の消火性能について 

1. 化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車

(1) 消火設備の概要

化学消防自動車は，消防法に基づく動力消防ポンプ（Ａ－

１級）であり，水源から消火用水を吸い込み，消火用水を放

水する消火設備である。車両に水槽及び泡消火薬剤槽を有し

ており，泡消火が可能である。また，車両として移動できる

ことから機動性が高い。第１図に化学消防自動車の外観を示

す。 

射程距離は，約 17m（0.35MPa－400L／min）の能力を有し

ており，火災に対して離れた位置から消火活動が可能であ

る。第２図に射程と射高の関係を示す。 

水源は，消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽），ろ過水

タンク，補助消火水槽，純水タンク等となるが，ホース等の

圧損による消火性能の低下がある場合には，小型動力ポンプ

付水槽車と直列に接続することで，ホース等の圧損分の圧力

を補い，消火に必要な消火性能を確保することができる。 

第１図 化学消防自動車 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，消火設

備の性能について記載 

・設備の相違

【東海第二】 

設備構成の相違によ

る射程距離の相違 
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第2図 射程と射高の関係 

第3図 射程と圧力及び流量の関係 

第２図 射程と射高の関係 
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(2) 消火性能

消火用水を放出する際に消火用水と泡消火薬剤を混合する

ことにより，泡消火用水として放水することが可能であり，

油火災に対応することができる。 

化学消防自動車は，大型航空機衝突時に想定される航空機

燃料の飛散による路面火災に加え，衝突時に想定される飛散

物による一定の範囲内にある油タンク，変圧器，車両等の火

災についても消火活動を実施することができる。 

なお，化学消防自動車によって約 1 時間（1.0MPa－670L／

min（1.0MPa－40.2m３／h）；放水銃使用時）の消火活動を実施

する場合，泡消火薬剤は約 1.2m３ ※１必要となる。 

化学消防自動車（Ａ－１級）は泡消火薬剤を貯蔵するタン

クの容量が 0.3m３あるが，これとは別に 1.2m３を泡消火薬剤

容器（消防車用）60個※２にて保管し，化学消防自動車使用時

に適宜タンク内へ泡消火薬剤容器（消防車用）の泡消火薬剤

を補給することによって，約 1時間の消火活動が可能となる。 

※1 化学消防自動車で使用する泡消火薬剤は 3％たん白

泡消火薬剤 

※2 泡消火薬剤容器（消防車用）１個の容量は 20L（0.02m

３） 

(2） 消火性能

消火用水を放出する際に消火用水と泡消火薬剤を混合す

ることにより，泡消火用水として放水することが可能であ

り，油火災に対応することができる。 

化学消防自動車を用いた消火活動は大型航空機衝突時に

想定される航空機燃料の飛散による路面火災に加え，衝突時

に想定される飛散物による一定の範囲内にある油タンク，変

圧器，車両等の火災についても消火活動を実施することがで

きる。 

なお，化学消防自動車によって約１時間（0.35MPa－400L

／min）の消火活動を実施する場合，泡消火薬剤は約 720L ※

１必要となる。 

化学消防自動車（Ａ－１級）は泡消火薬剤を貯蔵するタン

クの容量が 500Lあるが，これとは別に 2,000Lを泡消火薬剤

容器２個※２にて保管し，化学消防自動車使用時に適宜タンク

内へ泡消火薬剤容器の泡消火薬剤を補給することによって，

約３時間の消火活動が可能となる。 

※１：化学消防自動車で使用する泡消火薬剤は 3％たん

白泡消火薬剤 

※２：泡消火薬剤容器１個の容量は 1,000L

２. 化学消防自動車，小型動力ポンプ付水槽車及び小型放水砲

(1） 消火設備の概要

化学消防自動車は，消防法に基づく動力消防ポンプ（Ａ－

１級）であり，水源から消火用水を吸い込み，消火用水を消

火活動場所に設置した小型放水砲まで送水する消火設備で

ある。小型放水砲は，化学消防自動車の送水先のホース先端

に設置し，高所かつ数十メートル離れた地点へ放水可能な消

火設備である。小型放水砲内で消火用水と泡消火薬剤を混合

させることにより泡消火が可能である。また，車両移動でき

ることから機動性が高い。第３図に小型放水砲の外観を示

す。 

射程及び射高距離は，射程約 42ｍ，射高約 32ｍ（0.7MPa

－1,900L/min）の能力を有しており，火災に対して高所かつ

・設備の相違

【東海第二】 

設備構成の相違によ

るポンプ性能，タンク容

量の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

設備の相違による泡

消火薬剤容器容量の相

違 

・設備の相違

【東海第二】

①の相違
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離れた距離から消火活動が可能である。第４図に射程と射高

の関係を示す。 

水源は，消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽），ろ過水

タンク，補助消火水槽，純水タンク等となるが，ホース等の

圧損による消火性能の低下がある場合には，小型動力ポンプ

付水槽車と化学消防自動車を直列に接続することで，ホース

等の圧損分の圧力を補い，消火に必要な消火性能を確保する

ことができる。 

第３図 小型放水砲 

第４図 射程と射高の関係 

(2) 消火性能

消火用水を放出する際に消火用水と泡消火薬剤を混合す

ることにより，泡消火用水として放水することが可能であ

り，油火災に対応することができる。 

小型放水砲は，射程，射高の能力が高いことから高所への

消火活動を実施することができ，大型航空機衝突時に想定さ

れる航空機燃料の飛散による建物火災等に対応することが

できる。 
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2. 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲

(1) 消火設備概要

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，大容量の動力ポ

ンプであり，車両に搭載された水中ポンプを水源に投入し，

消火用水を消火活動場所に設置された放水砲まで送水する消

火設備である。放水砲は，可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用）の送水先のホース先端に設置し，高所かつ数十メートル

離れた地点へ放水可能な消火設備である。可搬型代替注水大

型ポンプ（放水用）へ泡消火薬剤を接続することにより泡消

火が可能である。また，車両として移動できることから機動

性が高い。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲について，外

観図を第 4 図に，射程と射高の関係を第 5 図に示す。射程及

び射高距離は，敷地内で最も高い原子炉建屋（トップ T.P.－

グランド T.P.（放水砲設置位置）＝T.P.＋63.855m－T.P.＋

8.0m＝55.855m）に対して，射程約 50m，射高（原子炉建屋ト

ップ）約 56m 以上（1.0MPa－1,338m３／h）の能力を有してお

り，火災に対して高所かつ離れた距離からの消火活動が可能

である。放水砲は任意に設置場所を設定することが可能であ

り，風向き等の天候状況及びアクセス状況に応じて，最も効

果的な方角から放水を実施する。 

水源は，海水取水箇所となるが，車両が直接水源に寄り付

かなくとも車両搭載の水中ポンプのみを水源場所まで移動す

ることが可能である。 

第 4図 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲 

３． 大型送水ポンプ車，放水砲 

(1) 消火設備の概要

大型送水ポンプ車は，大容量の動力ポンプであり，車両に

搭載された水中ポンプを水源に沈め，消火用水を消火活動場

所に設置された放水砲まで送水する消火設備である。放水砲

は，大型送水ポンプ車の送水先のホース先端に設置し，高所

かつ数十メートル離れた地点へ放水可能な消火設備である。

大型送水ポンプ車内部で消火用水と泡消火薬剤を混合する

ことにより泡消火が可能である。また，車両移動できること

から機動性が高い。 

大型送水ポンプ車，放水砲について，外観図を第５図に，

射程と射高の関係を第６図に示す。射程及び射高距離は，射

程約 61ｍ，射高（原子炉建物４階（燃料取替階）屋上）約

49ｍ以上（0.8MPa－22,000L/min）の能力を有しており，火

炎に対して高所かつ離れた距離から消火活動が可能である。

放水砲は可搬型設備のため，任意に設置場所を設定すること

が可能であり，風向き等の天候状況及びアクセス状況に応じ

て，最も効果的な方角から放水する。 

水源は，海水となるが，車両が直接，水源に寄り付かなく

とも車両搭載の水中ポンプのみを水源場所まで移動するこ

とが可能であり，海水を消火用水として使用することができ

る。 

第５図 大型送水ポンプ車，放水砲 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

設備構成の相違によ

るポンプ性能，射高，射

程の相違 
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第 5図 射程と射高の関係※（泡消火放水（航空機燃料火災）の場

合） 

※ 本曲線は，実放射計測のデータから割り出した理論値（平

均値）であり，射程は無風時を想定している。 

(2) 消火性能

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）は，消火用水を放水

砲へ送水する際，泡混合器を介して泡消火薬剤容器（大型ポ

ンプ用）を接続することにより，泡消火用水として放水する

ことが可能であり，油火災に対応することができる。泡消火

薬剤容器（大型ポンプ用）は泡消火薬剤運搬車にて泡混合器

へ供給する。 

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）1個で 1％水成膜泡消火薬

剤を 1m３貯蔵することができ，泡消火薬剤容器（大型ポンプ

用）5個を使用することにより，約 20 分間の消火活動が可能

である。 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲を用いた消火

活動は，大型航空機衝突時に想定される航空機燃料の飛散に

よる建屋火災等について，射程，射高の能力が高いことから

原子炉建屋トップへの消火活動を実施することができる。 

第６図 射程と射高の関係※（泡消火放水） 

※：本曲線は，実放射計測のデータから割り出した理論値であ

り，射程は無風時を想定している。（帝国繊維株式会社） 

(2) 消火性能

消火用水を放水砲へ送水する際，消火用水と泡消火薬剤を

大型送水ポンプ車内部にて混合することにより，泡消火用水

として放水することが可能であり，油火災に対応することが

できる。 

泡消火薬剤容器１個で１％水成膜泡消火薬剤を 1,000L 貯

蔵することができ，泡消火薬剤容器５個を使用することによ

り，約 22分間の消火活動が可能である。 

大型送水ポンプ車及び放水砲を用いた消火活動は，大型航

空機衝突時に想定される航空機燃料の飛散による建物火災

等について，射程，射高の能力が高いことから原子炉建物４

階（燃料取替階）屋上への消火活動を実施することができる。 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

設備構成の相違によ

る泡消火時間の相違 
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添付資料 1.12.13 

 

手順のリンク先について 

 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等につい

て，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

 

1. 1.12.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

・原子炉建屋からの水素の排出に関する手順 

＜リンク先＞1.10.2.2(3)a．ブローアウトパネル強制開放装

置による原子炉建屋外側ブロ

ーアウトパネル開放 

 

1.10.2.2(3)b．ブローアウトパネル閉止装置のパ

ネル部開放 

 

・使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手

順 

＜リンク先＞1.11.2.2(1) 使用済燃料プールスプレイ 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）等の車両への燃料補

給に関する手順 

＜リンク先＞1.14.2.6(1) 燃料給油設備による給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.12.14 

 

手順のリンク先について 

 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等に

ついて，手順のリンク先を以下に取りまとめる。 

 

1. 1.12.2.3 その他の手順項目にて考慮する手順 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルに関する手順 

＜リンク先＞ 1.10.2.2(2)a．原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル強制開放装置に

よる原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル開放 

1.10.2.2(2)b．原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル閉止装置の開放 

 

・燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の対応手順 

 

＜リンク先＞ 1.11.2.2(1) 燃料プールスプレイ 

・大型送水ポンプ車への燃料補給に関する手順 

 

＜リンク先＞ 1.14.2.5(1) ガスタービン発電機用軽油タ

ンク又は非常用ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンク等からタ

ンクローリへの補給 

1.14.2.5(2) タンクローリから各機器等へ

の給油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，手順の

リンク先を記載 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，島根２号

炉と同様な設備として，

原子炉建屋トップベン

ト設備を設置している 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料を

補給する設備にガスタ

ービン発電機用軽油タ

ンク及び非常用ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク等の２種類を設置

しており，それぞれ可搬

型設備へ給油すること

が可能。東海第二は可搬

型設備専用のタンク及

びガスタービン発電機

と非常用ディーゼル発

電機兼用のタンクを設

置。東海第二は，本手順

でタンクローリへの補

1.12-103



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

・操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順 

＜リンク先＞1.15.2.1(1) 計器の故障 

1.15.2.1(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超

えた場合 

1.15.2.2(1)a．所内常設直流電源設備又は常設代

替直流電源設備からの給電 

 

1.15.2.2(1)b．常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電 

 

1.15.2.2(1)c．可搬型代替直流電源設備からの給

電 

1.15.2.2(1)d．可搬型計測器によるパラメータ計

測又は監視 

 

 

・原子炉建屋周辺の線量を確認する手順 

＜リンク先＞1.17.2.1(1) モニタリング・ポストによる放

射線量の測定 

1.17.2.1(2) 可搬型モニタリング・ポストによ

る放射線量の測定及び代替測定 

 

1.17.2.1(3) 放射能観測車による空気中の放射

性物質の濃度の測定 

1.17.2.1(4) 可搬型放射能測定装置による空気

中の放射性物質の濃度の代替測定 

 

1.17.2.1(5) 可搬型放射能測定装置等による放

射性物質の濃度及び放射線量の測

定 

 

 

・操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順 

＜リンク先＞ 1.15.2.1(1) 計器の故障 

1.15.2.1(2) 計器の計測範囲（把握能力）を

超えた場合 

1.15.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備

又は常設代替直流電源設備

からの給電 

1.15.2.2(1)ｂ．常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から

の給電 

1.15.2.2(1)ｃ．可搬型直流電源設備又は直流

給電車からの給電 

1.15.2.2(1)ｄ．可搬型計測器によるパラメー

タ計測又は監視 

 

 

・原子炉建物周辺の線量を確認する手順 

＜リンク先＞ 1.17.2.1(1) モニタリング・ポストによる放

射線量の測定 

1.17.2.1(2) 可搬式モニタリング・ポストに

よる放射線量の測定及び代替

測定 

1.17.2.1(3) 放射能観測車による空気中の

放射性物質の濃度の測定 

1.17.2.1(4) 放射能測定装置による空気中

の放射性物質の濃度の代替測

定 

1.17.2.1(5) 放射能測定装置等による放射

性物質の濃度及び放射線量の

測定 

給を含む手順として整

理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，自主対

策設備として，直流給電

車を整備 
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実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
水源の位置付けによる相違（【重大事故等対処設備】柏崎6/7：復水貯蔵槽，東海第二：代替淡水貯槽及び西側淡水貯水設備，島根２号炉：低圧原子炉代替注水槽，【代替淡水源
（措置）】柏崎6/7：防火水槽，淡水貯水池，東海第二：対象設備なし，島根２号炉：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），【自主対策設備】柏崎6/7：ろ過水タンク，淡
水タンク，東海第二：復水貯蔵タンク，淡水タンク，島根２号炉：復水貯蔵タンク，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２），淡水タンク，補助消火水槽）

② 島根２号炉は，常設のホースを使用せず可搬ホースにて送水を実施

③ 島根２号炉は，低圧原子炉代替注水槽から可搬型設備を用いた注水手順はない

④ 島根２号炉は，自主対策として復水貯蔵タンクへの補給手段を整備

⑤ 島根２号炉は，長期的な冷却の観点から低圧原子炉代替注水槽からサプレッション・チェンバへの切替え手順を整備

⑥ 島根２号炉は，ドライウェル主フランジ部からの水素ガス漏えい抑制の更なる対策の位置付け（自主対策設備）としているため，可搬型のみとしている

⑦ 島根２号炉は，燃料プールへの注水／スプレイに重大事故等対処設備の水源を使用しないため，手順なし

⑧ 島根２号炉は，純水タンクを水源とした可搬型設備による原子炉等への注水手順を整備

⑨ 島根２号炉は，海を水源とした対応手段で海水取水及び送水に中継車として大量送水車を使用

⑩ 東海第二は，ディーゼル駆動による冷却水確保の手順を整備

⑪ 東海第二は，ディーゼル発電機の海水冷却として可搬ポンプによる海水での代替冷却手段を整備

⑫ 東海第二は，燃料プールの冷却のため，可搬ポンプを使用した海水での冷却水確保手段を整備

⑬ 島根２号炉は，常設系統の一部に仮設電源から給電し使用する補給手段はなく，可搬型設備にて対応

⑭
島根２号炉は，大量送水車の水中ポンプを１台ずつ輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）に投入することで両方の淡水が利用可能な手順としていることから，代替淡水源間
の補給手順を整備していない

⑮ 島根２号炉は，水源からの送水中に淡水から海水に切り替える手順を整備

⑯ 東海第二は，代替淡水源（措置）の位置付けなし

⑰ 島根２号炉は，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の注水手段としてサプレション・チェンバを水源とした高圧原子炉代替注水系を整備

⑱ 設備構成，対応する要員及び所要時間の相違

⑲
島根２号炉は，低圧炉心スプレイ系が設置されており，重大事故等時の対応において復旧することを想定。
また，設計基準拡張設備として整備

⑳ 島根２号炉は，流量バランスの管理性を考慮し，同時注水は実施しない

㉑ 島根２号炉は，五十一条の重大事故等対処設備として，ペデスタル代替注水系（常設）を新規で設置したことから，復水輸送系を自主対策設備として整備

㉒ 島根２号炉は，復水輸送系によるスプレイに時間を要する作業がないことから，消火系よりも優先順位が先である

㉓ 島根２号炉は，四十九条の重大事故等対処設備として，格納容器代替スプレイ系（常設）を新規で設置したことから，復水輸送系を自主対策設備として整備

㉔

島根２号炉は，損傷炉心の冷却が未達成の場合にペデスタル内への初期水張りを行うこととし，原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容
器の破損を判断した場合は，ペデスタル内への注水操作を実施する。東海第二は，通常運転時からペデスタルに水を確保しており，炉心損傷を判断した場合はペデスタルへの水位
確保操作，原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合はペデスタルへの注水操作を行うこととしていることから，
運用が異なる

㉕ 島根２号炉は，四十七条の重大事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水系（常設）を新規で設置したことから，復水輸送系を自主対策設備として整備

㉖ 消火ポンプ駆動方式による相違（柏崎6/7及び東海第二はディーゼル駆動，島根２号炉は電動駆動）

㉗ 島根２号炉は，大量送水車付きの圧力計ではなく，可搬の圧力計を使用

㉘ 島根２号炉は，他号炉とは共用しない

㉙ 柏崎6/7は，型式の異なるバックアップ用の可搬型設備での注水手段を整備

㉚ 柏崎6/7は，複数の可搬型設備を連結して使用する手段を整備

㉛ 島根２号炉は，可搬の原子炉補機代替冷却系を四十八条の重大事故等対処設備としているが，東海第二は，常設の緊急用海水系重大事故等対処設備としている

㉜ 柏崎6/7は，自主対策設備による手段を複数整備

㉝
島根２号炉の中央制御室は，島根１号炉と共用であり，複数号炉の同時被災時において，情報の混乱や指揮命令が遅れることのないよう当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実
施

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.13.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．水源を利用した対応手段と設備 

(b) サプレッション・チェンバを水源とした対応手段と設

備 

 

 

(a) 復水貯蔵槽を水源とした対応手段と設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) ろ過水タンクを水源とした対応手段と設備 

 

(d) 防火水槽を水源とした対応手段と設備 

 

 

(f) 淡水貯水池を水源とした対応手段（あらかじめ敷設し

てあるホースが使用できない場合）と設備 

 

(e) 淡水貯水池を水源とした対応手段（あらかじめ敷設し

てあるホースが使用できる場合）と設備 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.13.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．水源を利用した対応手段と設備 

(b) サプレッション・チェンバを水源とした対応手段と設

備 

 

 

(d) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備 

 

 

 

(a) 代替淡水貯槽を水源とした対応手段と設備（常設低圧

代替注水系ポンプを使用する場合） 

 

 

 

 

 

(c) ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした対応

手段と設備 

 

 

 

(e) 西側淡水貯水設備を水源とした対応手段と設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 代替淡水貯槽を水源とした対応手段と設備（可搬型代

替注水大型ポンプを使用する場合） 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.13.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方  

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．水源を利用した対応手段と設備 

(a) サプレッション・チェンバを水源とした対応手段と設

備 

 

 

(b) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備 

 

 

 

(c) 低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手段と設備  

 

 

 

(d) 補助消火水槽を水源とした対応手段と設備 

 

 

(e) ろ過水タンクを水源とした対応手段と設備 

 

 

 

 

(f) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した対応手段と設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

水源の位置付けによ

る相違（以下，①の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，常設の

ホースを使用せず可搬

ホースにて送水を実施

（以下，②の相違） 

 

・運用の相違 

【東海第二】 
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(g) 海を水源とした対応手段と設備 

(h) ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした対応手段と設

備 

(i) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

ｂ．水源へ水を補給するための対応手段と設備 

(a) 復水貯蔵槽へ水を補給するための対応手段と設備 

 

(b) 防火水槽へ水を補給するための対応手段と設備 

 

 

(c) 淡水タンクへ水を補給するための対応手段と設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) 淡水タンクを水源とした対応手段と設備 

 

 

 

 

 

(h) 海を水源とした対応手段と設備 

(i) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備 

 

(j) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

ｂ．水源へ水を補給するための対応手段と設備 

(a) 代替淡水貯槽へ水を補給するための対応手段と設備 

 

(b) 西側淡水貯水設備へ水を補給するための対応手段と設

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) 純水タンクを水源とした対応手段と設備 

 

 

 

 

 

(h) 海を水源とした対応手段と設備 

(i) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備 

 

(j) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

 

ｂ．水源へ水を補給するための対応手段と設備 

(a) 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手段

と設備 

(b) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補

給するための対応手段と設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手段と設備 

 

 

 

 

島根２号炉は，低圧原

子炉代替注水槽から可

搬型設備を用いた注水

手順はない（以下，③の

相違） 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，純水タ

ンクを水源とした可搬

型設備による原子炉等

への注水手順を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，淡水補

給の実効性を考慮し，淡

水タンク（自主対策設

備）への補給より重大事

故等対処設備の水源で

ある低圧原子炉代替注

水槽への補給又は原子

炉等への直接注水を選

択  

・運用及び設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，自主対

策として復水貯蔵タン

クへの補給手段を整備
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(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．水源の切替え 

(a) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の水源の切替

え 

(b) 淡水から海水への切替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｄ．手順等 

1.13.2 重大事故等発生時の手順 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(2) サプレッション・チェンバを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器

内の除熱 

ｄ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器

及び原子炉格納容器内の除熱 

 

(1) 復水貯蔵槽を水源とした対応手順 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵槽を水源

とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵槽を水源

 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．水源の切替え 

(a) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の

切替え 

(b) 淡水から海水への切替え 

 

 

 

 

 

(c) 外部水源から内部水源への切替え 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｄ．手順等 

1.13.2 重大事故等時の手順 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(2) サプレッション・チェンバを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器

内の除熱 

ｄ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器

への注水及び原子炉格納容器内の除熱 

 

(4) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを

水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを

 

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．水源の切替え 

(a) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の

切替え 

(b) 淡水から海水への切替え 

(c) 海水から淡水への切替え 

 

 

 

 

(d) 外部水源から内部水源への切替え 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｄ．手順等 

1.13.2 重大事故等時の手順 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(1) サプレッション・チェンバを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器

内の除熱 

ｄ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器

への注水及び原子炉格納容器内の除熱 

 

(2) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを

水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを

（以下，④の相違） 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，海水注

水実施後，淡水に切り替

える手順を整備 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，長期的

な冷却の観点から低圧

原子炉代替注水槽から

サプレッション・チェン

バへの水源切替え手順

を整備（以下，⑤の相違） 

・記載方針の相違  

【東海第二】  

 島根２号炉は，ＤＣＨ

シナリオにおける，外部

水源から内部水源によ

る切替えを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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とした原子炉圧力容器への注水 

ｃ．復水貯蔵槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．復水貯蔵槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

 

ｅ．復水貯蔵槽を水源とした原子炉ウェルへの注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注

水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 代替淡水貯槽を水源とした対応手順（常設低圧代替注水系

ポンプを使用する場合） 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の代替淡水貯槽を水

源とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

 

ｃ．代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

 

ｄ．代替淡水貯槽を水源とした原子炉ウェルへの注水 

 

 

ｅ．代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの注水／

スプレイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注

水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手順 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の低圧原子炉代替注

水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の

冷却 

ｃ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器下部

への注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 補助消火水槽を水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の補助消火水槽を水

源とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｃ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ドライ

ウェル主フランジ部か

らの水素ガス漏えい抑

制の更なる対策の位置

付け（自主対策設備）と

しているため，可搬型の

みとしている（以下，⑥

の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，燃料プ

ールへの注水／スプレ

イに重大事故等対処設

備の水源を使用しない

ため，手順なし（以下，

⑦の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 
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(3) ろ過水タンクを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水

源とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

 

ｃ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

 

ｄ．ろ過水タンクを水源とした使用済燃料プールへの注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 防火水槽を水源とした対応手順 

ａ．防火水槽を水源とした可搬型代替注水ポンプ（A-1級又

は A-2級）による送水（淡水／海水） 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の防火水槽を水源と

した原子炉圧力容器への注水 

ｃ．防火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．防火水槽を水源としたフィルタ装置への補給 

ｅ．防火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｆ．防火水槽を水源とした原子炉ウェルへの注水 

ｇ．防火水槽を水源とした使用済燃料プールへの注水／スプ

レイ 

 

(6) 淡水貯水池を水源とした対応手順（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できない場合） 

 

 

(3) ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水貯蔵タンク

又は多目的タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした原子炉

格納容器内の冷却 

ｃ．ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした原子炉

格納容器下部への注水 

ｄ．ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした使用済

燃料プールへの注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 西側淡水貯水設備を水源とした対応手順 

 

ｄ．補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水 

 

(5) ろ過水タンクを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水

源とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

 

ｃ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

 

ｄ．ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水 

 

ｅ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水 

ｆ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水

源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水 

ｇ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納

容器内の冷却 

ｈ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による第１ベント

フィルタスクラバ容器への補給 

ｉ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納

容器下部への注水 

ｊ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉ウェ

ルへの注水 

ｋ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による燃料プール

への注水／スプレイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした

対応手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ろ過水

タンクを水源とした可

搬型設備による原子炉

等への注水手順を整備 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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ａ．淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ（A-1級

又は A-2級）による送水（あらかじめ敷設してあるホー

スが使用できない場合） 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の淡水貯水池を水源

とした原子炉圧力容器への注水（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できない場合） 

ｃ．淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却（あら

かじめ敷設してあるホースが使用できない場合） 

ｄ．淡水貯水池を水源としたフィルタ装置への補給（あらか

じめ敷設してあるホースが使用できない場合） 

ｅ．淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器下部への注水（あ

らかじめ敷設してあるホースが使用できない場合） 

ｆ．淡水貯水池を水源とした原子炉ウェルへの注水（あらか

じめ敷設してあるホースが使用できない場合） 

ｇ．淡水貯水池を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプ

レイ（あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場

合） 

 

(5) 淡水貯水池を水源とした対応手順（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できる場合） 

 

ａ．淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ（A-1級

又は A-2級）による送水（あらかじめ敷設してあるホー

スが使用できる場合） 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の淡水貯水池を水源

とした原子炉圧力容器への注水（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できる場合） 

 

ｃ．淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却（あら

かじめ敷設してあるホースが使用できる場合） 

 

ｄ．淡水貯水池を水源としたフィルタ装置への補給（あらか

じめ敷設してあるホースが使用できる場合） 

 

ｅ．淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器下部への注水（あ

らかじめ敷設してあるホースが使用できる場合） 

 

ｆ．淡水貯水池を水源とした原子炉ウェルへの注水（あらか

ａ．西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポン

プによる送水（淡水／海水） 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の西側淡水貯水設備

を水源とした原子炉圧力容器への注水 

 

ｃ．西側淡水貯水設備を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

 

ｄ．西側淡水貯水設備を水源としたフィルタ装置スクラビン

グ水補給 

ｅ．西側淡水貯水設備を水源とした原子炉格納容器下部への

注水 

ｆ．西側淡水貯水設備を水源とした原子炉ウェルへの注水 

 

ｇ．西側淡水貯水設備を水源とした使用済燃料プールへの注

水／スプレイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た大量送水車による送水（淡水／海水） 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水 

ｃ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た第１ベントフィルタスクラバ容器への補給 

ｅ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た原子炉格納容器下部への注水 

ｆ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た原子炉ウェルへの注水 

ｇ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た燃料プールへの注水／スプレイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 
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じめ敷設してあるホースが使用できる場合） 

 

ｇ．淡水貯水池を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプ

レイ（あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) 海を水源とした対応手順 

ａ．海を水源とした大容量送水車（海水取水用）及び可搬型

代替注水ポンプ（A-1 級又は A-2級）による送水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 代替淡水貯槽を水源とした対応手順（可搬型代替注水大型

ポンプを使用する場合） 

ａ．代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポンプに

よる送水（淡水／海水） 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の代替淡水貯槽を水

源とした原子炉圧力容器への注水 

ｃ．代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．代替淡水貯槽を水源としたフィルタ装置スクラビング水

補給 

ｅ．代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｆ．代替淡水貯槽を水源とした原子炉ウェルへの注水 

ｇ．代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの注水／

スプレイ 

 

(7) 淡水タンクを水源とした対応手順 

ａ．淡水タンクを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は

可搬型代替注水大型ポンプによる送水 

 

 

ｂ．淡水タンクを水源としたフィルタ装置スクラビング水補

給 

 

 

 

 

(8) 海を水源とした対応手順 

ａ．海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる送水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 純水タンクを水源とした対応手順 

ａ．純水タンクを水源とした大量送水車による送水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源

とした原子炉圧力容器への注水 

ｃ．純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容

器への補給 

ｅ．純水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｆ．純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水 

ｇ．純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ 

 

(8) 海を水源とした対応手順 

ａ．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大

量送水車（２台）による送水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，純水タ

ンクを水源とした可搬

型設備による原子炉等

への注水手順を整備 

（以下，⑧の相違） 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，海を水

源とした対応手段で海

水取水及び送水に中継

車として大量送水車を

使用（以下，⑨の相違） 
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ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原

子炉圧力容器への注水 

ｃ．海を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．海を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｅ．海を水源とした原子炉ウェルへの注水 

ｆ．海を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプレイ 

 

 

ｇ．海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ｈ．海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制 

ｉ．海を水源とした航空機燃料火災への泡消火 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした対応手順 

ａ．ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器

へのほう酸水注入 

 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1) 復水貯蔵槽へ水を補給するための対応手順 

ａ．可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による復水貯蔵槽への

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原

子炉圧力容器への注水 

ｃ．海を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．海を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｅ．海を水源とした原子炉ウェルへの注水 

ｆ．海を水源とした使用済燃料プールへの注水／スプレイ 

ｇ．海を水源とした残留熱除去系海水系による冷却水の確保 

 

ｈ．海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ｉ．海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制 

ｊ．海を水源とした航空機燃料火災への泡消火 

 

 

 

ｋ．海を水源とした２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水

系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系によ

る冷却水の確保 

 

 

 

ｌ．海を水源とした２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水

系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への

代替送水 

 

 

 

 

ｍ．海を水源とした代替燃料プール冷却系による使用済燃料

プールの除熱 

 

 

(9) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

ａ．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入 

 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1) 代替淡水貯槽へ水を補給するための対応手順 

ａ．可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原

子炉圧力容器への注水 

ｃ．海を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．海を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｅ．海を水源とした原子炉ウェルへの注水 

ｆ．海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ 

ｇ．海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）による冷却水の確保 

ｈ．海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ｉ．海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制 

ｊ．海を水源とした航空機燃料火災への泡消火 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

ａ．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入 

 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1) 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手順 

ａ．大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）による

海を水源とした冷却水

の確保手順を整備 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，ディーゼ

ル駆動による冷却水確

保の手順を整備（以下，

⑩の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，ディーゼ

ル発電機の海水冷却と

して可搬ポンプによる

海水での代替冷却手段

を整備（以下，⑪の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，燃料プー

ルの冷却のため，可搬ポ

ンプを使用した海水で

の冷却水確保手段を整

備（以下，⑫の相違） 
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補給（淡水／海水） 

ｂ．純水補給水系（仮設発電機使用）による復水貯蔵槽への

補給 

 

 

 

 

 

 

(2) 防火水槽へ水を補給するための対応手順 

 

 

ａ．淡水貯水池から防火水槽への補給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．淡水タンクから防火水槽への補給 

 

ｃ．海から防火水槽への補給 

 

(3) 淡水タンクへ水を補給するための対応手順 

ａ．淡水貯水池から淡水タンクへの補給 

 

 

 

 

 

 

 

 

プによる代替淡水貯槽への補給（淡水／海水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 西側淡水貯水設備へ水を補給するための対応手順 

 

 

ａ．可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への

補給（淡水／海水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

／海水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給す

るための対応手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯

水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への

補給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，常設系

統の一部に仮設電源か

ら給電し使用する補給

手段はなく，可搬型設備

にて対応（以下，⑬の相

違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・運用の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，大量送

水車の水中ポンプを１

台ずつ輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西

２）に投入することで両

方の淡水が利用可能な

手順としていることか

ら，代替淡水源間の補給

手順を整備していない 

（以下，⑭の相違） 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，淡水補

給の実効性を考慮し，淡

水タンク（自主対策設

備）への補給より重大事

故等対処設備の水源で

ある低圧原子炉代替注

水槽への補給又は原子

炉等への直接注水を選
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1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の水源切替え 

 

ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

 

ｂ．高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への注水 

 

 

(2) 淡水から海水への切替え 

 

 

 

 

 

 

ａ．防火水槽を水源とした可搬型代替注水ポンプ（A-1級又

は A-2級）による送水中の場合 

ｂ．淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ（A-1級

又は A-2級）による送水中の場合（あらかじめ敷設して

あるホースが使用できる場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替

え 

ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の

水源の切替え 

ｂ．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の

水源の切替え 

 

 (2) 淡水から海水への切替え 

ａ．代替淡水貯槽へ補給する水源の切替え 

 

 

 

 

 

ｂ．西側淡水貯水設備へ補給する水源の切替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 外部水源から内部水源への切替え 

 

(3) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順 

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯

蔵タンクへの補給 

ｂ．淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給 

ｃ．海から復水貯蔵タンクへの補給 

 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え 

 

ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の

水源切替え 

ｂ．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の

水源切替え 

 

(2) 淡水から海水への切替え 

ａ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中の場合 

 

 

 

 

 

ｂ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た大量送水車による送水中の場合 

 

 

 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした送水中の場合 

 

 

(3) 海水から淡水への切替え 

 

 

 

 

 

 

(4) 外部水源から内部水源への切替え 

択 

・運用及び設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，水源か

らの送水中に淡水から

海水に切り替える手順

を整備（以下，⑮の相違） 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑮の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，海水注

水後，淡水に切り替える

ことが可能な場合は，海

水から淡水に切替えを

実施 

・運用の相違 
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1.13.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

1.13.2.5 重大事故等発生時の対応手段の選択 

(1) 水源を利用した対応手段 

 

 

 

 

(2) 水源へ水を補給するための対応手段 

ａ．復水貯蔵槽への補給 

ｂ．防火水槽への補給 

ｃ．淡水タンクへの補給 

 

 

 

添付資料 1.13.1  審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.13.2  対応手段として選定した設備の電源構成図 

 

 

 

 

 

添付資料 1.13.3  重大事故対策の成立性 

         1.防火水槽を水源とした可搬型代替注水ポン

プ（A-1 級又は A-2級）による送水 

         2.淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ（A-1

級又は A-2級）への送水 

         3.淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポ

ンプ（A-1 級又は A-2 級）による送水（あ

らかじめ敷設してあるホースが使用できる

場合） 

ａ．外部水源（代替淡水貯槽）から内部水源（サプレッショ

ン・チェンバ）への切替え 

 

 

 

 

 

 

1.13.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

1.13.2.5 重大事故等時の対応手段の選択 

(1) 水源を利用した対応手段 

ａ．送水に利用する水源の優先順位 

 

 

 

(2) 水源へ水を補給するための対応手段 

ａ．補給に利用する水源の優先順位 

 

 

 

 

 

添付資料 1.13.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.13.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.13.3 自主対策設備仕様 

 

 

 

 

添付資料 1.13.4 重大事故対策の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプ

レッション・チェンバ）への切替え 

ｂ．外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え 

 

 

 

 

1.13.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

1.13.2.5 重大事故等時の対応手段の選択 

(1) 水源を利用した対応手段 

ａ．送水に利用する水源の優先順位 

 

 

 

(2) 水源へ水を補給するための対応手段 

ａ．補給に利用する水源の優先順位 

 

 

 

 

 

添付資料 1.13.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.13.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.13.3 自主対策設備仕様 

 

 

 

 

添付資料 1.13.4 重大事故対策の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

・記載方針の相違  

【東海第二】  

 島根２号炉は，ＤＣＨ

シナリオにおける，外部

水源から内部水源によ

る切替えを記載 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，水源の

優先順位を記載 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，可搬型

設備を用いた補給に利

用する水源の優先順位

を記載 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，自主対

策設備について設備仕

様を記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 
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         4.淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポ

ンプ（A-1 級又は A-2 級）による送水（あ

らかじめ敷設してあるホースが使用できな

い場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         5.海から大容量送水車（海水取水用）による

可搬型代替注水ポンプ（A-1級又は A-2級）

への送水 

         6.海を水源とした大容量送水車（海水取水用）

及び可搬型代替注水ポンプ（A-1級又は A-2

級）による送水 

 

7.可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）による復

水貯蔵槽への補給 

 

8.純水補給水系（仮設発電機使用）による復

水貯蔵槽への補給 

 

9.淡水貯水池から防火水槽への補給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替

注水中型ポンプによる送水 

 

 

2．代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水

大型ポンプによる送水 

 

3．淡水タンクを水源とした可搬型代替注水中

型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプに

よる送水 

 

 

 

4．海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプ

による送水 

 

 

 

 

 

5．可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替

注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補

給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ろ過水タンクを水源とした大量送水車に

よる送水 

 

2. 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

を水源とした大量送水車による送水 

 

 

 

 

 

3. 純水タンクを水源とした大量送水車によ

る送水 

 

 

 

 

4. 海を水源とした大量送水車又は大型送水

ポンプ車による大量送水車への送水 

 

5. 海を水源とした大量送水車及び大型送水

ポンプ車並びに大量送水車（２台）による

送水 

 

6. 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽

への補給 

 

 

 

 

 

 

 

7. 大量送水車による輪谷貯水槽（東１）又は

輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，純水タ

ンクを水源とした可搬

型設備による送水手順

を整備 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，淡水タ

ンク以外の淡水源から

代替淡水源（措置）への

補給手段を整備 
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10.可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による防

火水槽への海水補給 

 

11.大容量送水車（海水取水用）による防火水

槽への海水補給 

12.代替原子炉補機冷却海水ポンプによる防

火水槽への海水補給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.淡水貯水池（あらかじめ敷設してあるホー

スが使用できる場合）から海を水源とした

可搬型代替注水ポンプ（A-1級又は A-2級）

への送水切替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.13.4  淡水貯水池から海への水源切替えの判断基準

 

6．可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水

貯水設備への補給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油

準備・給油作業における放射線量等の影響

について 

 

 

 

 

8．取水源からの取水時の異物管理について 

 

 

 

 

 

 

8. 大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給 

 

9. 大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は

輪谷貯水槽（西２）への海水補給 

 

 

 

 

 

10. 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレ

イ系の水源切替え 

 

 

 

11. 低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の

切替え 

 

12.輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）

へ補給する水源の切替え 

 

 

 

 

13. 水源の補給準備・補給作業及び燃料の給

油準備・給油作業における放射線量等の

影響について 

 

 

 

 

14. 取水源からの取水時の異物管理について 

 

 

 

 

添付資料 1.13.5 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）か

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，大型送

水ポンプ車を使用する

手段を整備 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，第一水

源から第二水源へ切り

替える手段を記載 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑮の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑮の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，水源の

補給準備・補給作業及び

燃料の給油準備・給油作

業における放射線量等

の影響について記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，取水時

の異物管理について記

載 

・運用の相違 
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について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.13.5  解釈一覧 

1.操作手順の解釈一覧 

2.各号炉の番号及び弁名称一覧 

 

 

 

添付資料 1.13.5 水源から必要な箇所への給水経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.13.6 解釈一覧 

 

 

 

添付資料 1.13.7 手順のリンク先について 

 

ら海への水源の切替えの判断基準について 

 

添付資料 1.13.6 水源から必要な箇所への給水経路 

 

 

 

添付資料 1.13.7 送水ヘッダと接続口を誤接続及び誤操作した場

合の検知について 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.13.8 送水ヘッダを用いた注水手段に係る中央制御室

との連携の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1.13.9 解釈一覧 

1. 操作手順の解釈一覧 

2. 弁番号及び弁名称一覧 

 

添付資料 1.13.10 手順のリンク先について 

【東海第二】 

⑮の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，給水経

路を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

等への注水手順におい

て，送水ヘッダを用いる

ることから，送水ヘッダ

から接続口間のホース

の誤接続及び隔離弁の

誤開放した場合の検知

について記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

等への注水に送水ヘッ

ダを使用し，原子炉建物

の外側に設置した隔離

弁を操作することで注

水を実施することから，

中央制御室と現場の連

携の成立性について記

載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，解釈一

覧の見出し項目を記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，手順の

リンク先を添付資料に

記載 
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1.13重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故の収束に必要な

水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を

有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及

び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な手順等が適切に整備

されているか、又は整備される方針が適切に示されているこ

と。 

 

【解釈】 

１ 「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等

の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保する

ことに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を

供給するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等

をいう。 

 ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を

供給できる手順等を整備すること。 

 ｂ）複数の代替淡水源(貯水槽、ダム又は貯水池等)が確保さ

れていること。 

 ｃ）海を水源として利用できること。 

 ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

 ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこ

と。 

 ｆ）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順

等を定めること。 

設計基準事故の収束に必要な水源は，サプレッション・チェン

バ及び復水貯蔵槽である。重大事故等時において，設計基準事故

の収束に必要な水源とは別に重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を有する水源を確保することに加えて，設計基準事故対

処設備及び重大事故等対処設備に対して，重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を供給するために必要な対処設備を整備し

ており，ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について

説明する。 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故の収束に必要な

水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を

有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及

び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な手順等が適切に整備

されているか、又は整備される方針が適切に示されているこ

と。 

 

【解釈】 

１ 「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等

の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保する

ことに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を

供給するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等

をいう。 

 ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を

供給できる手順等を整備すること。 

 ｂ）複数の代替淡水源(貯水槽、ダム又は貯水池等)が確保さ

れていること。 

 ｃ）海を水源として利用できること。 

 ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

 ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこ

と。 

 ｆ）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順

等を定めること。 

設計基準事故の収束に必要な水源は，サプレッション・チェン

バである。重大事故等時において，設計基準事故の収束に必要な

水源とは別に，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有

する水源を確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重

大事故等対処設備に対して，重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を供給するために必要な対処設備を整備する。ここでは，

これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 

 

1.13重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故の収束に必要な

水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を

有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及

び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な手順等が適切に整備

されているか、又は整備される方針が適切に示されているこ

と。 

 

【解釈】 

１ 「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等

の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保する

ことに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を

供給するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等

をいう。 

 ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を

供給できる手順等を整備すること。 

 ｂ）複数の代替淡水源(貯水槽、ダム又は貯水池等)が確保さ

れていること。 

 ｃ）海を水源として利用できること。 

 ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

 ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこ

と。 

 ｆ）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順

等を定めること。 

設計基準事故の収束に必要な水源は，サプレッション・チェン

バ及び復水貯蔵タンクである。重大事故等時において，設計基準

事故の収束に必要な水源とは別に重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，設計基準事

故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を供給するために必要な対処設備を整

備する。ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について

説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，柏崎

6/7と同様，設計基準事

故の収束に必要な水源

としてサプレッショ

ン・チェンバ及び復水貯

蔵タンクを整備 
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1.13.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉圧力容器への注水が必要な場合に，設計基準事故の

収束に必要な水源として，サプレッション・チェンバ及び復

水貯蔵槽を設置する。 

原子炉格納容器内の冷却が必要な場合に，設計基準事故の

収束に必要な水源として，サプレッション・チェンバを設置

する。 

これらの設計基準事故の収束に必要な水源が枯渇又は破損

した場合は，その機能を代替するために，各水源が有する機

能，相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」

という。）上で，想定する故障に対応できる手段と重大事故等

対処設備を選定する（第 1.13.1図）。 

また，原子炉圧力容器へのほう酸水注入，フィルタ装置へ

の補給，代替循環冷却系による除熱，原子炉格納容器下部へ

の注水，原子炉ウェルへの注水及び使用済燃料プールへの注

水/スプレイが必要な場合の対応手段と重大事故等対処設備

を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段と自主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満

たしていないためすべてのプラント

状況で使用することは困難である

が，プラント状況によっては，事故

対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

（以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則

第五十六条及び技術基準規則第七十一条（以下「基準規則」

という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを

確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉圧力容器への注水が必要な場合に，設計基準事故の

収束に必要な水源として，サプレッション・チェンバを設置

する。 

原子炉格納容器内の冷却が必要な場合に，設計基準事故の

収束に必要な水源として，サプレッション・チェンバを設置

する。 

設計基準事故の収束に必要な水源が枯渇又は破損した場合

は，その機能を代替するために，各水源が有する機能，相互

関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）

上で，想定する故障に対応できる手段と重大事故等対処設備

を選定する（第 1.13－1図）。 

また，原子炉圧力容器へのほう酸水注入，フィルタ装置ス

クラビング水補給，代替循環冷却系による除熱，原子炉格納

容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使用済燃料プ

ールへの注水／スプレイが必要な場合の対応手段と重大事故

等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段と自主対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たす

ことや全てのプラント状況において使

用することは困難であるが，プラント

状況によっては，事故対応に有効な設

備 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

（以下「審査基準」という。）だけでなく，設置許可基準規

則第五十六条及び技術基準規則第七十一条（以下「基準規則」

という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていること

を確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。 

（添付資料 1.13.1，1.13.2，1.13.3） 

なお，重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に高圧注水系による原子炉圧力容器への注水が出来

た場合，冷温停止に向けて低圧注水系準備が出来次第，逃が

し安全弁による発電用原子炉の減圧を実施し，低圧注水系に

よる原子炉圧力容器への注水に切り替える。 

 

1.13.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉圧力容器への注水が必要な場合に，設計基準事故の

収束に必要な水源として，サプレッション・チェンバ及び復

水貯蔵タンクを設置する。 

原子炉格納容器内の冷却が必要な場合に，設計基準事故の

収束に必要な水源として，サプレッション・チェンバを設置

する。 

設計基準事故の収束に必要な水源が枯渇又は破損した場合

は，その機能を代替するために，各水源が有する機能，相互

関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）

上で，想定する故障に対応できる手段と重大事故等対処設備

を選定する（第 1.13－1図）。 

また，原子炉圧力容器へのほう酸水注入，第１ベントフィ

ルタスクラバ容器への補給，残留熱代替除去系による減圧及

び除熱，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注

水及び燃料プールへの注水／スプレイが必要な場合の対応手

段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段と自主対策設備※1を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満

たすことやすべてのプラント状況に

おいて使用することは困難である

が，プラント状況によっては，事故

対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，「技術的能力審査基

準」（以下「審査基準」という。）だけでなく，「設置許可基準

規則」第五十六条及び「技術基準規則」第七十一条（以下「基

準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されてい

ることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確に

する。  

なお，重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に高圧注水系による原子炉圧力容器への注水ができ

た場合，冷温停止に向けて低圧注水系を準備する。その後，

高圧注水系が機能維持できなくなった場合は，逃がし安全弁

による発電用原子炉の減圧を実施し，低圧注水系による原子

炉圧力容器への注水に切り替える。 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，柏崎

6/7と同様，設計基準事

故の収束に必要な水源

としてサプレッショ

ン・チェンバ及び復水貯

蔵タンクを整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，高圧注

水系が機能維持できな
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，サプレッション・チェンバ

及び復水貯蔵槽の故障を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

これらの水源に要求される機能の喪失原因から選定した対

応手段と審査基準及び基準規則からの要求により選定した対

応手段並びにその対応に使用する重大事故等対処設備と自主

対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に

使用する重大事故等対処設備，自主対策設備及び整備する手

順についての関係を第 1.13.1表に整理する。 

 

ａ．水源を利用した対応手段と設備 

(b) サプレッション・チェンバを水源とした対応手段と設

備 

     重大事故等の収束に必要となる水源としてサプレッシ

ョン・チェンバを利用する。 

     重大事故等時において，復水貯蔵槽を水源として利用

できない場合は，サプレッション・チェンバを水源とし

た原子炉圧力容器への注水，原子炉圧力容器及び原子炉

格納容器内の除熱を行う手段がある。 

 

 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に高圧注水系に

よる原子炉圧力容器への注水ができない場合は，低圧注水系

準備が出来次第，逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧を

実施し，常設設備を使用した低圧注水系による原子炉圧力容

器への注水を行う。また，常設設備を使用した低圧注水系に

よる原子炉圧力容器への注水ができない場合は，可搬設備を

使用した低圧注水系による原子炉圧力容器への注水を行う。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，サプレッション・チェンバ

の故障を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故の収束に必要な水源に要求される機能の喪失

原因から選定した対応手段と審査基準及び基準規則からの要

求により選定した対応手段並びにその対応に使用する重大事

故等対処設備と自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に

使用する重大事故等対処設備，自主対策設備及び整備する手

順についての関係を第 1.13－1表に整理する。 

 

ａ．水源を利用した対応手段と設備 

(b) サプレッション・チェンバを水源とした対応手段と設

備 

重大事故等の収束に必要となる水源としてサプレッシ

ョン・チェンバを利用する。 

重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリ

高圧時にサプレッション・チェンバを水源とした原子炉

圧力容器への注水を行う手段がある。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に代替淡水

貯槽（常設低圧代替注水系ポンプを使用する場合）を水

源として利用できない場合は，サプレッション・チェン

バを水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉圧力容

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に高圧注水系に

よる原子炉圧力容器への注水ができない場合は，低圧注水系

準備ができ次第，逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧を

実施し，常設設備を使用した低圧注水系による原子炉圧力容

器への注水を行う。また，常設設備を使用した低圧注水系に

よる原子炉圧力容器への注水ができない場合は，可搬型設備

を使用した低圧注水系による原子炉圧力容器への注水を行

う。 

 (2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，サプレッション・チェンバ

及び復水貯蔵タンクの故障を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故の収束に必要な水源に要求される機能の喪失

原因から選定した対応手段と審査基準及び基準規則からの要

求により選定した対応手段並びにその対応に使用する重大事

故等対処設備と自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に

使用する重大事故等対処設備，自主対策設備及び整備する手

順についての関係を第 1.13－1表に整理する。 

 

ａ．水源を利用した対応手段と設備 

(a) サプレッション・チェンバを水源とした対応手段と設

備 

重大事故等の収束に必要となる水源としてサプレッシ

ョン・チェンバを利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバを

水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内

の冷却及び原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行う手段

がある。 

 

 

 

くなる場合に，低圧注水

系に切り替える 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

の減圧，原子炉圧力容器

への切替えの手順を記

載 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，柏崎

6/7と同様，設計基準事

故の収束に必要な水源

としてサプレッショ

ン・チェンバ及び復水貯

蔵タンクを整備 
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     これらの対応手段及び設備は，「1.2 原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過

圧破損を防止するための手順等」にて選定する対応手段

及び設備と同様である。 

 

 

 

 

 

 

     原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，サプレ

ッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注

水で使用する設備は以下のとおり。 

     ・原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却系ポンプ） 

 

 

 

     ・高圧炉心注水系（高圧炉心注水系ポンプ） 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，サプレ

ッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注

水で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（残留熱除去系ポンプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容

器への注水及び原子炉格納容器内の除熱を行う手段があ

る。 

これらの対応手段及び設備は，「1.2 原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等」，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格

納容器内の冷却等のための手順等」，「1.7 原子炉格納

容器の過圧破損を防止するための手順等」及び「1.8 原

子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」

にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，サプレ

ッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注

水で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却系ポンプ） 

・高圧代替注水系（常設高圧代替注水系ポンプ） 

 

 

・高圧炉心スプレイ系（高圧炉心スプレイ系ポンプ） 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，サプレ

ッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注

水で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（残留熱除去系ポンプ） 

・低圧炉心スプレイ系（低圧炉心スプレイ系ポンプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容

 

 

これらの対応手段及び設備は，「1.2 原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過

圧破損を防止するための手順等」及び「1.8 原子炉格納

容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて選定

する対応手段及び設備と同様である。 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，サプレ

ッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注

水で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却ポンプ） 

・高圧原子炉代替注水系（高圧原子炉代替注水ポンプ） 

 

 

・高圧炉心スプレイ系（高圧炉心スプレイ・ポンプ） 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，サプレ

ッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注

水で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（残留熱除去ポンプ） 

・低圧炉心スプレイ系（低圧炉心スプレイ・ポンプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系を四十八条

の自主対策設備として

使用する 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，復水貯蔵

槽を水源として使用 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備構成の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，低圧炉

心スプレイ系が設置さ

れており，重大事故等時

の対応において復旧す

ることを想定。 

また，設計基準拡張設

備として整備 
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器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（残留熱除去系ポンプ） 

 

     サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容

器及び原子炉格納容器内の除熱で使用する設備は以下の

とおり。 

・代替循環冷却系（復水移送ポンプ） 

 

(a) 復水貯蔵槽を水源とした対応手段と設備 

     重大事故等の収束に必要となる水源として復水貯蔵槽

を利用する。 

     重大事故等時において，サプレッション・チェンバを

水源として利用できない場合は，復水貯蔵槽を水源とし

た原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，

原子炉格納容器下部への注水及び原子炉ウェルへの注水

を行う手段がある。 

 

 

 

 

 

     これらの対応手段及び設備は，「1.2 原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部

の溶融炉心を冷却するための手順等」及び「1.10 水素爆

発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」

にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

     原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，復水貯

蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設

備は以下のとおり。 

     ・高圧代替注水系（高圧代替注水系ポンプ） 

 

 

 

 

 

器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（残留熱除去系ポンプ） 

 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容

器への注水及び原子炉格納容器内の除熱で使用する設備

は以下のとおり。 

・代替循環冷却系（代替循環冷却系ポンプ） 

 

(d) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として復水貯蔵タ

ンクを利用する。 

重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリ

高圧時にサプレッション・チェンバを水源として利用で

きない場合は，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力

容器への注水を行う手段がある。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に代替淡水

貯槽（常設低圧代替注水系ポンプを使用する場合）及び

サプレッション・チェンバを水源として利用できない場

合は，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への

注水，原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器下部

への注水を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.2 原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等」，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格

納容器内の冷却等のための手順等」及び「1.8 原子炉格

納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて選

定する対応手段及び設備と同様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，復水貯

蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用す

る設備は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（残留熱除去ポンプ） 

 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容

器への注水及び原子炉格納容器内の除熱で使用する設備

は以下のとおり。 

・残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

 

(b) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として復水貯蔵タ

ンクを利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバを

水源として利用できない場合は，復水貯蔵タンクを水源

とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷

却及び原子炉格納容器下部への注水を行う手段がある。 

 

 

 

 

 

 

これらの対応手段及び設備は，「1.2 原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて選定する

対応手段及び設備と同様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，復水貯

蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用す

る設備は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，高圧原

子炉代替注水系の水源

としてサプレッショ

ン・チェンバを使用 
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     ・原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却系ポンプ） 

     ・高圧炉心注水系（高圧炉心注水系ポンプ） 

 

     ・制御棒駆動水系（制御棒駆動水ポンプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，復水貯

蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設

備は以下のとおり。 

     ・低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） 

 

     復水貯蔵槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使

用する設備は以下のとおり。 

     ・代替格納容器スプレイ冷却系（常設）（復水移送ポン

プ） 

     復水貯水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水

で使用する設備は以下のとおり。 

     ・格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ） 

 

     復水貯蔵槽を水源とした原子炉ウェルへの注水で使用

する設備は以下のとおり。 

・サプレッションプール浄化系（サプレッションプー

ル浄化系ポンプ） 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

・制御棒駆動水圧系（制御棒駆動水ポンプ） 

・原子炉圧力容器 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレー

ナ 

・高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ・スパー

ジャ 

・補給水系配管・弁 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

・所内常設直流電源設備 

・非常用交流電源設備 

・燃料給油設備 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，復水貯

蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用す

る設備は以下のとおり。 

・補給水系（復水移送ポンプ） 

 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却

で使用する設備は以下のとおり。 

・補給水系（復水移送ポンプ） 

 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への

注水で使用する設備は以下のとおり。 

・補給水系（復水移送ポンプ） 

 

 

 

 

 

(a) 代替淡水貯槽を水源とした対応手段と設備（常設低圧

代替注水系ポンプを使用する場合） 

 

重大事故等の収束に必要となる水源として代替淡水貯

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

・高圧炉心スプレイ・ポンプ 

 

・制御棒駆動水圧系（制御棒駆動水圧ポンプ） 

・原子炉圧力容器 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレ

ーナ 

・高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパ

ージャ 

・原子炉浄化系 配管 

 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・非常用交流電源設備 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，復水貯

蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用す

る設備は以下のとおり。 

・復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却

で使用する設備は以下のとおり。 

・復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への

注水で使用する設備は以下のとおり。 

・復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

 

 

 

 

 

(c) 低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手段と設備 

 

 

重大事故等の収束に必要となる水源として低圧原子炉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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槽を利用する。 

重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリ

高圧時にサプレッション・チェンバを水源として利用で

きない場合は，逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧

を実施し，代替淡水貯槽を水源として常設低圧代替注水

系ポンプを用いた原子炉圧力容器への注水，原子炉格納

容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウ

ェルへの注水及び使用済燃料プールへの注水／スプレイ

を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順

等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の

損傷を防止するための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対応手段及

び設備と同様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，代替淡

水貯槽を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

・低圧代替注水系（常設）（常設低圧代替注水系ポン

プ） 

 

代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却で

使用する設備は以下のとおり。 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設）（常設低圧代

替注水系ポンプ） 

 

代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器下部への注

水で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器下部注水系（常設）（常設低圧代替注水系

ポンプ） 

代替淡水貯槽を水源とした原子炉ウェルへの注水で使

用する設備は以下のとおり。 

・格納容器頂部注水系（常設）（常設低圧代替注水系

ポンプ） 

代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの注水

代替注水槽を利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバを

水源として利用できない場合は，低圧原子炉代替注水槽

を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器

内の冷却及び原子炉格納容器下部への注水を行う手段が

ある。 

 

 

 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」

及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様であ

る。 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，低圧原

子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水で

使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水

ポンプ） 

 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内

の冷却で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（常設）（低圧原子炉代替注

水ポンプ） 

 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器下

部への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・ペデスタル代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水

ポンプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥，⑦の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥，⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

 

・設備の相違 
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／スプレイで使用する設備は以下のとおり。 

・代替燃料プール注水系（常設低圧代替注水系ポンプ） 

 

なお，上記代替淡水貯槽を水源とした対応手段は，淡

水だけでなく海水を代替淡水貯槽へ供給することによ

り，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を補給

することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 補助消火水槽を水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として補助消火水

槽を利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ及

び低圧原子炉代替注水槽を水源として利用できない場合

は，補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水，

原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水

及び燃料プールへの注水を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，

「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための

手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，補助消

火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

・消火系（補助消火ポンプ） 

 

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却で

使用する設備は以下のとおり。 

・消火系（補助消火ポンプ） 

 

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注

水で使用する設備は以下のとおり。 

・消火系（補助消火ポンプ） 

 

補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水で使用

【東海第二】 

⑦の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 重大事故等対処設備

の水源に海水を供給し，

十分に保有水量が確保

できる旨を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 
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(c) ろ過水タンクを水源とした対応手段と設備 

 

     重大事故等の収束に必要となる水源としてろ過水タン

クを利用する。 

     重大事故等時において，復水貯蔵槽及びサプレッショ

ン・チェンバを水源として利用できない場合は，ろ過水

タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格

納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水及び使用

済燃料プールへの注水を行う手段がある。 

 

 

     これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，

「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための

手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

 

     原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，ろ過水

タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

     ・消火系（ディーゼル駆動消火ポンプ） 

 

     ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で

使用する設備は以下のとおり。 

     ・消火系（ディーゼル駆動消火ポンプ） 

 

     ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注

水で使用する設備は以下のとおり。 

 

     ・消火系（ディーゼル駆動消火ポンプ） 

 

     ろ過水タンクを水源とした使用済燃料プールへの注水

で使用する設備は以下のとおり。 

      ・消火系（ディーゼル駆動消火ポンプ） 

 

 

 

(c) ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした対応

手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源としてろ過水貯蔵

タンク又は多目的タンクを利用する。 

重大事故等時において，代替淡水貯槽（常設低圧代替

注水系ポンプを使用する場合）及びサプレッション・チ

ェンバを水源として利用できない場合は，ろ過水貯蔵タ

ンク又は多目的タンクを水源とした原子炉圧力容器への

注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部へ

の注水及び使用済燃料プールへの注水を行う手段があ

る。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順

等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様で

ある。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，ろ過水

貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした原子炉圧力容

器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・消火系（ディーゼル駆動消火ポンプ） 

 

ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした原子

炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。 

・消火系（ディーゼル駆動消火ポンプ） 

 

ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした原子

炉格納容器下部への注水で使用する設備は以下のとお

り。 

・消火系（ディーゼル駆動消火ポンプ） 

 

ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした使用

済燃料プールへの注水で使用する設備は以下のとおり。 

・消火系（ディーゼル駆動消火ポンプ） 

する設備は以下のとおり。 

・消火系（補助消火ポンプ） 

 

(e) ろ過水タンクを水源とした対応手段と設備 

 

重大事故等の収束に必要となる水源としてろ過水タン

クを利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ及

び低圧原子炉代替注水槽を水源として利用できない場合

は，ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水，

原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水

及び燃料プールへの注水を行う手段がある。 

 

 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，

「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための

手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，ろ過水

タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

・消火系（消火ポンプ） 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で

使用する設備は以下のとおり。 

・消火系（消火ポンプ） 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注

水で使用する設備は以下のとおり。 

 

・消火系（消火ポンプ） 

 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水で使用

する設備は以下のとおり。 

・消火系（消火ポンプ） 
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また，重大事故等時において，サプレッション・チェ

ンバ，低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２）を水源として利用できない場合※１は

ろ過水タンクを水源として大量送水車を用いた原子炉圧

力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベント

フィルタスクラバ容器への補給，原子炉格納容器下部へ

の注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水

／スプレイを行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，

「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順

等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷

を防止するための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための手順等」にて選定する対応手段及び設

備と同様である。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，

土石流の発生により水源として使用できない場合

を含む。 

 

ろ過水タンクを水源とした各接続口までの送水で使用

する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

・燃料補給設備 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，ろ過水

タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等） 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で

使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホ

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，自主の

淡水源であるろ過水タ

ンクを水源とした，可搬

型設備による手順を整

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 
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(d) 防火水槽を水源とした対応手段と設備 

     重大事故等の収束に必要となる水源として防火水槽を

利用する。 

     重大事故等時において，復水貯蔵槽及びサプレッショ

ン・チェンバを水源として利用できない場合は，防火水

槽を水源として可搬型代替注水ポンプ（A-1 級又は A-2

級）を用いた原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器

内の冷却，フィルタ装置への補給，原子炉格納容器下部

への注水，原子炉ウェルへの注水及び使用済燃料プール

への注水/スプレイを行う手段がある。 

     これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順」，

「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ース・接続口等） 

 

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラ

バ容器への補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注

水で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等） 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水で使

用する設備は以下のとおり。 

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接

続口等） 

 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプ

レイで使用する設備は以下のとおり。 

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続

口等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷

を防止するための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための手順等」にて選定する対応手段及び設

備と同様である。 

     防火水槽を水源とした各接続口までの送水で使用する

設備は以下のとおり。 

     ・可搬型代替注水ポンプ（A-1級又は A-2級） 

     ・ホース・接続口 

     ・燃料補給設備 

 

     原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，防火水

槽を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備

は以下のとおり。 

     ・低圧代替注水系（可搬型）（可搬型代替注水ポンプ（A-2

級），ホース・接続口等） 

 

     防火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用

する設備は以下のとおり。 

 

     ・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）（可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口等） 

 

     防火水槽を水源としたフィルタ装置への補給で使用す

る設備は以下のとおり。 

 

     ・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

     ・ホース・接続口 

 

     防火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水で

使用する設備は以下のとおり。 

     ・格納容器下部注水系（可搬型）（可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級），ホース・接続口等） 

 

     防火水槽を水源とした原子炉ウェルへの注水で使用す

る設備は以下のとおり。 

 

     ・格納容器頂部注水系（可搬型代替注水ポンプ（A-2
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級），ホース・接続口等） 

 

     防火水槽を水源とした使用済燃料プールへの注水/ス

プレイで使用する設備は以下のとおり。 

 

     ・燃料プール代替注水系（可搬型代替注水ポンプ（A-1

級），可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接

続口等） 

 

     なお，上記防火水槽を水源とした対応手段は，淡水だ

けでなく海水を防火水槽へ供給することにより，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を供給することが

可能である。ただし，フィルタ装置への補給は防火水槽

を水源とした淡水のみを利用する。 

 

(f) 淡水貯水池を水源とした対応手段（あらかじめ敷設し

てあるホースが使用できない場合）と設備 

 

     重大事故等の収束に必要となる水源として淡水貯水池

を利用する。 

     重大事故等時において，復水貯蔵槽及びサプレッショ

ン・チェンバを水源として利用できず，淡水貯水池から

防火水槽の間にあらかじめ敷設してあるホースが使用で

きない場合に，淡水貯水池から直接可搬型代替注水ポン

プ（A-1 級又は A-2 級）を用いた原子炉圧力容器への注

水，原子炉格納容器内の冷却，フィルタ装置への補給，

原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及

び使用済燃料プールへの注水/スプレイを行う手段があ

る。 

     これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，

「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順

等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷

を防止するための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための手順等」にて選定する対応手段及び設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 西側淡水貯水設備を水源とした対応手段と設備 

 

 

重大事故等の収束に必要となる水源として西側淡水貯

水設備を利用する。 

重大事故等時において，代替淡水貯槽（常設低圧代替

注水系ポンプを使用する場合）及びサプレッション・チ

ェンバを水源として利用できない場合は，西側淡水貯水

設備を水源として可搬型代替注水中型ポンプを用いた原

子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，フィ

ルタ装置スクラビング水補給，原子炉格納容器下部への

注水，原子炉ウェルへの注水及び使用済燃料プールへの

注水／スプレイを行う手段がある。 

 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手

順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を

冷却するための手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉

建屋等の損傷を防止するための手順等」及び「1.11 使用

済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した対応手段と設備 

 

重大事故等の収束に必要となる水源として輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ及

び低圧原子炉代替注水槽を水源として利用できない場合

は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

として大量送水車を用いた原子炉圧力容器への注水，原

子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラバ容

器への補給，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェ

ルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手

段がある。 

 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，

「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順

等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷

を防止するための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための手順等」にて選定する対応手段及び設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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備と同様である。 

淡水貯水池を水源とした各接続口までの送水（あらか

じめ敷設してあるホースが使用できない場合）で使用す

る設備は以下のとおり。 

     ・可搬型代替注水ポンプ（A-1級又は A-2級） 

     ・ホース・接続口 

 

 

 

 

 

     ・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

     原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，淡水貯

水池を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設

備は以下のとおり。 

     ・低圧代替注水系（可搬型）（可搬型代替注水ポンプ（A-2

級），ホース・接続口等） 

 

     淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使

用する設備は以下のとおり。 

 

     ・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）（可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口等） 

 

     淡水貯水池を水源としたフィルタ装置への補給で使用

する設備は以下のとおり。 

 

     ・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

     ・ホース・接続口 

 

応手段及び設備と同様である。 

西側淡水貯水設備を水源とした各接続口までの送水で

使用する設備は以下のとおり。 

 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・ホース・接続口 

・低圧代替注水系配管・弁 

・格納容器圧力逃がし装置配管・弁 

 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，西側淡

水貯水設備を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用

する設備は以下のとおり。 

・低圧代替注水系（可搬型）（可搬型代替注水中型ポ

ンプ，ホース・接続口等） 

 

西側淡水貯水設備を水源とした原子炉格納容器内の冷

却で使用する設備は以下のとおり。 

 

・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）（可搬型代

替注水中型ポンプ，ホース・接続口等） 

 

西側淡水貯水設備を水源としたフィルタ装置スクラビ

ング水補給で使用する設備は以下のとおり。 

 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・ホース・接続口 

 

備と同様である。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した各接続口までの送水で使用する設備は以下のとお

り。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

 

 

 

 

 

・燃料補給設備 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子

炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等） 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のと

おり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した第１ベントフィルタスクラバ容器への補給で使用す

る設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，水源か

ら各接続口までの送水

は，ホースを使用 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 
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     淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器下部への注水

で使用する設備は以下のとおり。 

 

 

 

     ・格納容器下部注水系（可搬型）（可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級），ホース・接続口等） 

 

     淡水貯水池を水源とした原子炉ウェルへの注水で使用

する設備は以下のとおり。 

 

     ・格納容器頂部注水系（可搬型代替注水ポンプ（A-2

級），ホース・接続口等） 

 

     淡水貯水池を水源とした使用済燃料プールへの注水/

スプレイで使用する設備は以下のとおり。 

 

     ・燃料プール代替注水系（可搬型代替注水ポンプ（A-1

級），可搬型代替注水ポンプ（A-2級），ホース・

接続口等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 淡水貯水池を水源とした対応手段（あらかじめ敷設し

てあるホースが使用できる場合）と設備 

 

     重大事故等の収束に必要となる水源として淡水貯水池

を利用する。 

     重大事故等時において，復水貯蔵槽及びサプレッショ

ン・チェンバを水源として利用できない場合は，淡水貯

水池から防火水槽の間にあらかじめ敷設してあるホース

を使用し，淡水貯水池を水源として可搬型代替注水ポン

プ（A-1 級又は A-2 級）を用いた原子炉圧力容器への注

西側淡水貯水設備を水源とした原子炉格納容器下部へ

の注水で使用する設備は以下のとおり。 

 

 

 

・格納容器下部注水系（可搬型）（可搬型代替注水中

型ポンプ，ホース・接続口等） 

 

西側淡水貯水設備を水源とした原子炉ウェルへの注水

で使用する設備は以下のとおり。 

 

・格納容器頂部注水系（可搬型）（可搬型代替注水中

型ポンプ，ホース・接続口等） 

 

西側淡水貯水設備を水源とした使用済燃料プールへの

注水／スプレイで使用する設備は以下のとおり。 

 

・代替燃料プール注水系（可搬型代替注水中型ポンプ，

ホース・接続口等） 

 

なお，上記西側淡水貯水設備を水源とした対応手段は，

淡水だけでなく海水を西側淡水貯水設備へ供給すること

により，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を

補給することが可能である。 

 

ただし，フィルタ装置へのスクラビング水の補給は西

側淡水貯水設備を水源とした淡水のみを原則利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した原子炉格納容器下部への注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等） 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した原子炉ウェルへの注水で使用する設備は以下のとお

り。 

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接

続口等） 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した燃料プールへの注水／スプレイで使用する設備は以

下のとおり。 

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続

口等） 

 

なお，上記輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

を水源とした対応手段は，淡水だけでなく海水を輪谷貯

水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ供給することに

より，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供

給することが可能である。 

ただし，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給は

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た淡水のみを利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，措置水

源及び第１ベントフィ

ルタスクラバ容器への

補給について記載 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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水，原子炉格納容器内の冷却，フィルタ装置への補給，

原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及

び使用済燃料プールへの注水/スプレイを行う手段があ

る。 

     これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，

「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順

等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷

を防止するための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための手順等」にて選定する対応手段及び設

備と同様である。 

     淡水貯水池を水源とした各接続口までの送水（あらか

じめ敷設してあるホースが使用できる場合）で使用する

設備は以下のとおり。 

     ・可搬型代替注水ポンプ（A-1級又は A-2級） 

     ・ホース・接続口 

     ・燃料補給設備 

 

     原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，淡水貯

水池を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設

備は以下のとおり。 

     ・低圧代替注水系（可搬型）（可搬型代替注水ポンプ（A-2

級），ホース・接続口等） 

 

     淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使

用する設備は以下のとおり。 

     ・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）（可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口等） 

 

     淡水貯水池を水源としたフィルタ装置への補給で使用

する設備は以下のとおり。 

     ・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

     ・ホース・接続口 

 

     淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器下部への注水
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で使用する設備は以下のとおり。 

     ・格納容器下部注水系（可搬型）（可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級），ホース・接続口等） 

 

     淡水貯水池を水源とした原子炉ウェルへの注水で使用

する設備は以下のとおり。 

     ・格納容器頂部注水系（可搬型代替注水ポンプ（A-2

級），ホース・接続口等） 

 

     淡水貯水池を水源とした使用済燃料プールへの注水/

スプレイで使用する設備は以下のとおり。 

     ・燃料プール代替注水系（可搬型代替注水ポンプ（A-1

級），可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接

続口等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 代替淡水貯槽を水源とした対応手段と設備（可搬型代

替注水大型ポンプを使用する場合） 

重大事故等の収束に必要となる水源として代替淡水貯

槽を利用する。 

重大事故等時において，代替淡水貯槽（常設低圧代替

注水系ポンプを使用する場合），サプレッション・チェ

ンバ及び西側淡水貯水設備を水源として利用できない場

合は，代替淡水貯槽を水源として可搬型代替注水大型ポ

ンプを用いた原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器

内の冷却，フィルタ装置スクラビング水補給，原子炉格

納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使用済

燃料プールへの注水／スプレイを行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手

順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を

冷却するための手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉

建屋等の損傷を防止するための手順等」及び「1.11 使用

済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対

応手段及び設備と同様である。 

代替淡水貯槽を水源とした各接続口までの送水で使用

する設備は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備構成の相違 
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・可搬型代替注水大型ポンプ 

・ホース・接続口 

・低圧代替注水系配管・弁 

・格納容器圧力逃がし装置配管・弁 

・燃料給油設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，代替淡

水貯槽を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

・低圧代替注水系（可搬型）（可搬型代替注水大型ポ

ンプ，ホース・接続口等） 

代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却で

使用する設備は以下のとおり。 

・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）（可搬型代

替注水大型ポンプ，ホース・接続口等） 

代替淡水貯槽を水源としたフィルタ装置スクラビング

水補給で使用する設備は以下のとおり。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・ホース・接続口 

代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器下部への注

水で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器下部注水系（可搬型）（可搬型代替注水大

型ポンプ，ホース・接続口等） 

代替淡水貯槽を水源とした原子炉ウェルへの注水で使

用する設備は以下のとおり。 

・格納容器頂部注水系（可搬型）（可搬型代替注水大

型ポンプ，ホース・接続口等） 

代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの注水

／スプレイで使用する設備は以下のとおり。 

・代替燃料プール注水系（可搬型代替注水大型ポンプ，

ホース・接続口等） 

なお，上記代替淡水貯槽を水源とした対応手段は，淡

水だけでなく海水を代替淡水貯槽へ供給することによ

り，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を補給

することが可能である。 

ただし，フィルタ装置へのスクラビング水の補給は代

替淡水貯槽を水源とした淡水のみを原則利用する。 

 

 (g) 淡水タンクを水源とした対応手段と設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) 純水タンクを水源とした対応手段と設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 
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重大事故等の収束に必要となる水源として淡水タンク

※２を利用する。 

※2 淡水タンク：多目的タンク，ろ過水貯蔵タンク，

原水タンク及び純水貯蔵タンクを

示す。 

重大事故等時において，代替淡水貯槽及び西側淡水貯

水設備を水源として利用できない場合は，淡水タンクを

水源として可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注

水大型ポンプを用いたフィルタ装置へのスクラビング水

の補給を行う手段がある。 

 

 

 

これらの対応手段及び設備は，「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順等」及び「1.7 原子炉格納

容器の過圧破損を防止するための手順等」にて選定する

対応手段及び設備と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淡水タンクを水源としたフィルタ装置スクラビング水

補給ライン接続口までの送水で使用する設備は以下のと

おり。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・多目的タンク配管・弁 

・ホース・接続口 

・格納容器圧力逃がし装置配管・弁 

・燃料給油設備 

 

 

重大事故等の収束に必要となる水源として純水タンク

を利用する。 

 

 

 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ，

低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）を水源として利用できない場合※１は，純水

タンクを水源として大量送水車を用いた原子炉圧力容器

への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィル

タスクラバ容器への補給，原子炉格納容器下部への注水，

原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレ

イを行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，

「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順

等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷

を防止するための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための手順等」にて選定する対応手段及び設

備と同様である。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，

土石流の発生により水源として使用できない場合

を含む。 

 

純水タンクを水源とした各接続口までの送水で使用す

る設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

・燃料補給設備 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，純水タ

ンクを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設

備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等） 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，自主の

淡水源である純水タン

クを水源とした，可搬型

設備による手順を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 
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(g) 海を水源とした対応手段と設備 

     重大事故等の収束に必要となる水源として海を利用す

る。 

     重大事故等時において，復水貯蔵槽及びサプレッショ

ン・チェンバを水源として利用できない場合は，海を水

源として大容量送水車（海水取水用）及び可搬型代替注

水ポンプ（A-1 級又は A-2 級）を用いた原子炉圧力容器

への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下

部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使用済燃料プー

ルへの注水/スプレイを行う手段がある。 

 

 

 

 

 

 

淡水タンクを水源としたフィルタ装置スクラビング水

補給で使用する設備は以下のとおり。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・ホース・接続口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h) 海を水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として海を利用す

る。 

重大事故等時において，代替淡水貯槽，サプレッショ

ン・チェンバ及び西側淡水貯水設備を水源として利用で

きない場合は，海を水源として海水取水箇所（ＳＡ用海

水ピット）から可搬型代替注水大型ポンプを用いた原子

炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉

格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使用

済燃料プールへの注水／スプレイを行う手段がある。 

 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で使

用する設備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

 

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ

容器への補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水

で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等） 

 

純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水で使用

する設備は以下のとおり。 

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接

続口等） 

 

純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレ

イで使用する設備は以下のとおり。 

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続

口等） 

 

(h) 海を水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として海を利用す

る。 

重大事故等時において，低圧原子炉代替注水槽及びサ

プレッション・チェンバを水源として利用できない場合

は，海を水源として海水取水箇所（非常用取水設備）か

ら大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）を用いた原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器

内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェル

への注水及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手段
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また，重大事故等が発生した場合は，海を水源とした

最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送，大気への放射

性物質の拡散抑制及び航空機燃料火災への泡消火を行う

手段がある。 

 

 

 

 

 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，

「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防

止するための手順等」，「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための手順等」及び「1.12 発電所外への放射性物質の

拡散を抑制するための手順等」にて選定する対応手段及

び設備と同様である。 

 

海を水源として原子炉圧力容器への注水等に用いる可

搬型代替注水ポンプ（A-1 級又は A-2 級）までの送水で

使用する設備は以下のとおり。 

・大容量送水車（海水取水用） 

・可搬型代替注水ポンプ（A-1級又は A-2級） 

・海水貯留堰 

・スクリーン室 

 

・取水路 

・ホース・接続口 

 

 

 

 

 

・燃料補給設備 

 

 

また，重大事故等時において，海を水源とした残留熱

除去系海水系による冷却水の確保，最終ヒートシンク

（海）への代替熱輸送，大気への放射性物質の拡散抑制，

航空機燃料火災への泡消火，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機海水系による冷却水の確保，２Ｃ・２Ｄ非常用ディー

ゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機海水系への代替送水及び代替燃料プール冷却系によ

る使用済燃料プールの除熱を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手

順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す

るための手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等

の損傷を防止するための手順等」，「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順等」，「1.12 発電所外への放

射性物質の拡散を抑制するための手順等」及び「1.14 電

源の確保に関する手順等」にて選定する対応手段及び設

備と同様である。 

海を水源とした各接続口までの送水で使用する設備は

以下のとおり。 

 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

 

 

 

 

・非常用取水設備 

・ホース・接続口 

・低圧代替注水系配管・弁 

 

 

 

 

・燃料給油設備 

 

がある。 

また，重大事故等時において，海を水源とした原子炉

補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による冷却水の

確保，最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送，大気へ

の放射性物質の拡散抑制及び航空機燃料火災への泡消火

を行う手段がある。 

 

 

 

 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，

「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

手順等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防

止するための手順等」，「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための手順等」及び「1.12 発電所外への放射性物質の

拡散を抑制するための手順等」にて選定する対応手段及

び設備と同様である。 

 

海を水源として原子炉圧力容器への注水等に用いる大

量送水車までの送水で使用する設備は以下のとおり。 

 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

 

 

 

・非常用取水設備 

・ホース・接続口 

 

 

 

 

 

・燃料補給設備 

・可搬型ストレーナ 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子炉

補機冷却系による海を

水源とした冷却水の確

保手順を整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩，⑪，⑫の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩，⑪，⑫の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備構成の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，水源か

ら各接続口までの送水

は，ホースを使用 

 

・設備の相違 
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原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，海を水

源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・低圧代替注水系（可搬型）（大容量送水車（海水取水

用），可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接

続口等） 

 

海を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設

備は以下のとおり。 

     ・代替格納容器スプレイ系（可搬型）（大容量送水車（海

水取水用），可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホー

ス・接続口等） 

 

     海を水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用す

る設備は以下のとおり。 

 

 

 

     ・格納容器下部注水系（可搬型）（大容量送水車（海水

取水用），可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・

接続口等） 

 

     海を水源とした原子炉ウェルへの注水で使用する設備

は以下のとおり。 

     ・格納容器頂部注水系（大容量送水車（海水取水用），

可搬型代替注水ポンプ（A-2級），ホース・接続口等） 

 

     海を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプレイ

で使用する設備は以下のとおり。 

     ・燃料プール代替注水系（大容量送水車（海水取水用），

可搬型代替注水ポンプ（A-1級），可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級），ホース・接続口等） 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，海を水

源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・低圧代替注水系（可搬型）（可搬型代替注水大型ポ

ンプ，ホース・接続口等） 

 

 

海を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設

備は以下のとおり。 

・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）（可搬型代

替注水大型ポンプ，ホース・接続口等） 

 

 

海を水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用す

る設備は以下のとおり。 

 

 

 

・格納容器下部注水系（可搬型）（可搬型代替注水大

型ポンプ，ホース・接続口等） 

 

 

海を水源とした原子炉ウェルへの注水で使用する設備

は以下のとおり。 

・格納容器頂部注水系（可搬型）（可搬型代替注水大

型ポンプ，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした使用済燃料プールへの注水／スプレイ

で使用する設備は以下のとおり。 

・代替燃料プール注水系（可搬型代替注水大型ポンプ，

ホース・接続口等） 

 

海を水源とした残留熱除去系海水系による冷却水の確

保で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系（残留熱除去系海水系ポンプ） 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，海を水

源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等） 

 

 

海を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設

備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

 

 

海を水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用す

る設備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホー

ス・接続口等） 

 

 

海を水源とした原子炉ウェルへの注水で使用する設備

は以下のとおり。 

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接

続口等） 

 

海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイで使用

する設備は以下のとおり。 

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続

口等） 

 

海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。）による冷却水の確保で使用する設備は以下のと

おり。 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）（原

【柏崎 6/7, 東海第二】 

 設備構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子炉

補機冷却系（原子炉補機
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     海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸

送で使用する設備は以下のとおり。 

 

     ・代替原子炉補機冷却系（大容量送水車（熱交換器ユ

ニット用）） 

 

     海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制で使用

する設備は以下のとおり。 

     ・大容量送水車（原子炉建屋放水設備） 

     ・放水砲 

     ・ホース 

     ・燃料補給設備 

 

     海を水源とした航空機燃料火災への泡消火で使用する

設備は以下のとおり。 

     ・大容量送水車（原子炉建屋放水設備用） 

     ・放水砲 

     ・ホース 

     ・泡原液搬送車 

     ・泡原液混合装置 

     ・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸

送で使用する設備は以下のとおり。 

・緊急用海水系（緊急用海水ポンプ） 

・代替残留熱除去系海水系（可搬型代替注水大型ポン

プ，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制で使用

する設備は以下のとおり。 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

・放水砲 

・ホース 

・燃料給油設備 

 

海を水源とした航空機燃料火災への泡消火で使用する

設備は以下のとおり。 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用） 

・放水砲 

・ホース 

・泡消火薬剤容器（大型ポンプ用） 

・泡混合器 

・燃料給油設備 

 

海を水源とした２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海

水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系に

よる冷却水の確保で使用する設備は以下のとおり。 

・２Ｃ非常用ディーゼル発電機海水系（２Ｃ非常用デ

ィーゼル発電機用海水ポンプ） 

・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系（２Ｄ非常用デ

ィーゼル発電機用海水ポンプ） 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ） 

 

海を水源とした２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海

水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系へ

の代替送水で使用する設備は以下のとおり。 

・代替２Ｃ非常用ディーゼル発電機海水系（可搬型代

子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機海水ポンプ） 

 

海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸

送で使用する設備は以下のとおり。 

 

・原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備，大

型送水ポンプ車，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制で使用

する設備は以下のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

・放水砲 

・ホース 

・燃料補給設備 

 

海を水源とした航空機燃料火災への泡消火で使用する

設備は以下のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

・放水砲 

・ホース 

・泡消火薬剤容器 

 

・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海水系含む。）による海

を水源とした冷却水の

確保手順を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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(h) ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした対応手段と設

備 

     重大事故等の収束に必要となる水源としてほう酸水注

入系貯蔵タンクを利用する。 

     重大事故等が発生した場合は，ほう酸水注入系貯蔵タ

ンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入を行

う手段がある。 

     これらの対応手段及び設備は，「1.1 緊急停止失敗時に

発電用原子炉を未臨界にするための手順等」，「1.2 原子

炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様

である。 

 

     ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器へのほう酸水注入で使用する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系（ほう酸水注入系ポンプ） 

 

(i) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     上記(a)～(h)で述べた水源のうち，復水貯蔵槽，サプ

レッション・チェンバ及びほう酸水注入系貯蔵タンクは

重大事故等対処設備として位置付ける。防火水槽及び淡

水貯水池は本条文【解釈】１b)項を満足するための代替

淡水源（措置）として位置付ける。 

 

 

 

 

替注水大型ポンプ，ホース・接続口等） 

・代替２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系（可搬型代

替注水大型ポンプ，ホース・接続口等） 

・代替高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系（可

搬型代替注水大型ポンプ，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした代替燃料プール冷却系による使用済燃

料プールの除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・代替燃料プール冷却系（代替燃料プール冷却系ポン

プ） 

 

(i) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備 

 

重大事故等の収束に必要となる水源としてほう酸水貯

蔵タンクを利用する。 

重大事故等時において，ほう酸水貯蔵タンクを水源と

した原子炉圧力容器へのほう酸水注入を行う手段があ

る。 

これらの対応手段及び設備は，「1.1 緊急停止失敗時

に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」，「1.2 原

子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶

融炉心を冷却するための手順等」にて選定する対応手段

及び設備と同様である。 

ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への

ほう酸水注入で使用する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ） 

 

(j) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

上記(a)～(h)で述べた水源のうち，代替淡水貯槽，サ

プレッション・チェンバ，西側淡水貯水設備及びほう酸

水貯蔵タンクは重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備 

 

重大事故等の収束に必要となる水源としてほう酸水貯

蔵タンクを利用する。 

重大事故等時において，ほう酸水貯蔵タンクを水源と

した原子炉圧力容器へのほう酸水注入を行う手段があ

る。 

これらの対応手段及び設備は，「1.1 緊急停止失敗時に

発電用原子炉を未臨界にするための手順等」，「1.2 原子

炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融

炉心を冷却するための手順等」にて選定する対応手段及

び設備と同様である。 

ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への

ほう酸水注入で使用する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ） 

 

(j) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

上記(a)～(i)で述べた水源のうち，低圧原子炉代替注

水槽，サプレッション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タン

クは重大事故等対処設備として位置付ける。輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文【解釈】1b)

項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付け

る。 

 

 

なお，土石流が発生するおそれがある状況において，

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑫の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

東海第二は，代替淡水

源（措置）の位置付けな

し（以下，⑯の相違） 

・設備の相違 
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     また，水源を利用した対応手段で使用する設備の整理

については，各条文の整理と同様である。 

     これらの機能喪失原因対策分析の結果から選定した設

備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて

網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

 

          以上の重大事故等対処設備と代替淡水源から，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を確保することが

できる。 

     また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

 

     ・ろ過水タンク 

 

       水を送水する設備である消火系を含め耐震性は確

保されていないが，重大事故等へ対処するために消

火系を必要とする火災が発生していない場合におい

て，重大事故等の収束に必要となる水を確保する手

段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，水源を利用した対応手段で使用する設備の整理

については，各条文の整理と同様である。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果から選定した設

備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網

羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を確保することができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

 

・ろ過水貯蔵タンク及び多目的タンク 

 

水を送水する設備である消火系を含め耐震性は確

保されていないが，重大事故等へ対処するために消

火系による消火が必要な火災が発生していない場合

において，重大事故等の収束に必要となる水を確保

する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺の土石

流発生状況を確認するための構内監視カメラ（ガスター

ビン発電機建物屋上）は重大事故等対処設備として位置

付ける。 

 

 

 

また，水源を利用した対応手段で使用する設備の整理

については，各条文の整理と同様である。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果から選定した設

備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて

網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

 

以上の重大事故等対処設備と代替淡水源から，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を確保することが

できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付け

る。併せて，その理由を示す。 

・補助消火水槽 

水を送水する設備である消火系を含め耐震性は確

保されていないが，重大事故等へ対処するために消

火系による消火が必要な火災が発生しない場合にお

いて，重大事故等の収束に必要となる水を確保する

手段として有効である。 

・ろ過水タンク（１号ろ過水タンク，２号ろ過水タン

ク及び非常用ろ過水タンク） 

水を送水する設備である消火系を含め耐震性は確

保されていないが，重大事故等へ対処するために消

火系による消火が必要な火災が発生していない場合

において，重大事故等の収束に必要となる水を確保

する手段として有効である。 

また，大量送水車を用いた重大事故等の収束に必

要となる水を確保する手段として有効である。 

 

 

 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑯の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，大量送

水車を用いた手段を整

備 
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     ・ホース（淡水貯水池から防火水槽の間にあらかじめ

敷設してあるホース） 

水を送水するホースとして耐震性は確保されてい

ないが，重大事故等の収束に必要となる水を確保す

る手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．水源へ水を補給するための対応手段と設備 

(a) 復水貯蔵槽へ水を補給するための対応手段と設備 

 

   通常時の復水貯水槽への補給は，純水補給水系にて実

 

 

 

 

・復水貯蔵タンク 

水を送水する設備である補給水系を含め耐震性は

確保されていないが，重大事故等の収束に必要とな

る水を確保する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

・補給水系配管・弁 

耐震性は確保されていないが，重大事故等の収束

に必要となる水を確保する手段として有効である。 

・淡水タンク（多目的タンク，ろ過水貯蔵タンク，原

水タンク及び純水貯蔵タンク） 

耐震性は確保されていないが，重大事故等の収束

に必要となる水を確保する手段として有効である。 

なお，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生している場合は，消火系の

水源である多目的タンク，ろ過水貯蔵タンク及び原

水タンクは使用できない。 

・多目的タンク配管・弁 

耐震性は確保されていないが，重大事故等の収束

に必要となる水を確保する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．水源へ水を補給するための対応手段と設備 

(a) 代替淡水貯槽へ水を補給するための対応手段と設備 

 

重大事故等の収束のために代替淡水貯槽を使用する場

・純水タンク 

耐震性は確保されていないが，大量送水車を用い

た重大事故等の収束に必要となる水を確保する手段

として有効である。 

・復水貯蔵タンク 

耐震性は確保されていないが，制御棒駆動水圧系

又は復水輸送系による各種注水手段として有効であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大型送水ポンプ車 

設置に時間を要するが，大量送水車による海を水

源とした対応手段が実施できない場合の代替手段と

して有効である。 

 

 

 

ｂ．水源へ水を補給するための対応手段と設備 

(a) 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手段

と設備 

重大事故等の収束のために低圧原子炉代替注水槽を使

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，海を水

源とした対応手段に自

主対策設備として大型

送水ポンプ車が使用可

能 

 

 

 

・設備の相違 
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施するが，重大事故等の復水貯水槽への補給は，可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）又は純水補給水系（仮設発電

機使用）にて実施する。 

ⅰ．可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による復水貯蔵槽

への補給（防火水槽を水源とした場合） 

防火水槽を水源とした可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）による復水貯蔵槽への補給で使用する設備は以下

のとおり。なお，防火水槽を水源とした可搬型代替注

水ポンプ（A-2 級）による復水貯蔵槽への補給は，淡

水貯水池から防火水槽へ補給した淡水を使用する手段

だけでなく，防火水槽へ補給した海水を可搬型代替注

水ポンプ（A-2級）を用いて補給する手段もある。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

・防火水槽

・ホース・接続口

・CSP外部補給配管・弁

・復水貯蔵槽

・燃料補給設備

ⅲ．可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による復水貯蔵槽

への補給（淡水貯水池を水源とし，あらかじめ敷設

してあるホースが使用できない場合） 

淡水貯水池から防火水槽の間にあらかじめ敷設して

あるホースが使用できない場合に，直接可搬型代替注

水ポンプ（A-2 級）による復水貯蔵槽への補給で使用

する設備は以下のとおり。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

合は，西側淡水貯水設備から可搬型代替注水中型ポンプ

により，淡水を補給する手段と淡水タンク（多目的タン

ク，ろ過水貯蔵タンク，原水タンク及び純水貯蔵タンク）

から可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型

ポンプにより，淡水を補給する手段がある。また，水源

の枯渇等により淡水の補給が継続できない場合において

も，海水取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から可搬型代替

注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより，

海水を補給する手段がある。 

ⅰ) 可搬型代替注水中型ポンプによる代替淡水貯槽への

補給（西側淡水貯水設備を水源とした場合） 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型

ポンプによる代替淡水貯槽への補給で使用する設備は

以下のとおり。 

・可搬型代替注水中型ポンプ

用する場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）から大量送水車により，淡水又は海水を補給する手

段とろ過水タンク及び純水タンク（以下「淡水タンク」

という。）から大量送水車により，淡水を補給する手段が

ある。また，水源の枯渇又は土石流の発生により輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できず，淡

水の補給が継続できない場合においても，海水取水箇所

から大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車

（２台）により，海水を補給する手段がある。 

ⅰ 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給

（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水

源とした場合） 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補

給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車

【柏崎 6/7】 

⑬の相違

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の補助消

火水槽から復水貯蔵タ

ンクへの補給は，復水貯

蔵タンクが自主対策設

備であること，補給手段

として淡水タンク等を

水源とした補給水源の

多様化を図っているこ

と及び補助消火水槽の

取水口がコンクリート

ハッチであるため重機

が必要であり開放等に

時間を要すことから，補

給手段を準備していな

い 

・設備の相違

【東海第二】

①の相違
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      ・淡水貯水池 

      ・ホース・接続口 

      ・CSP外部補給配管・弁 

 

 

 

 

 

 

 

      ・復水貯蔵槽 

      ・燃料補給設備 

 

 

 

ⅱ．可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による復水貯蔵

槽への補給（淡水貯水池を水源とし，あらかじめ

敷設してあるホースが使用できる場合） 

            淡水貯水池から防火水槽の間にあらかじめ敷設

してあるホースを使用し，淡水貯水池を水源とした

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）による復水貯蔵槽

への補給で使用する設備は以下のとおり。 

      ・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

      ・淡水貯水池 

      ・ホース・接続口 

      ・CSP外部補給配管・弁 

      ・復水貯蔵槽 

      ・燃料補給設備 

 

ⅴ．純水補給水系（仮設発電機使用）による復水貯蔵槽

への補給 

      純水補給水系（仮設発電機使用）による復水貯蔵槽

への補給で使用する設備は以下のとおり。 

      ・純水移送ポンプ 

      ・純水タンク 

      ・純水補給水系配管・弁 

      ・復水貯蔵槽 

      ・仮設発電機 

・西側淡水貯水設備 

・ホース 

 

 

 

 

 

 

 

 

・代替淡水貯槽 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース・接続口 

 

・低圧原子炉代替注水槽 

・燃料補給設備 

 

 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，水源か

ら各接続口までの送水

は，ホースを使用 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 
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      ・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ．可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による復水貯蔵槽

への補給（海を水源とした場合） 

 

            海を水源とした可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）に

よる復水貯蔵槽への補給で使用する設備は以下のとお

り。 

      ・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

      ・ホース・接続口 

      ・CSP外部補給配管・弁 

 

 

 

 

 

      ・復水貯蔵槽 

      ・大容量送水車（海水取水用） 

 

ⅱ) 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型

ポンプによる代替淡水貯槽への補給（淡水タンクを

水源とした場合） 

淡水タンクを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ

又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽へ

の補給で使用する設備は以下のとおり。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

・純水貯蔵タンク 

・多目的タンク 

・ろ過水貯蔵タンク 

・原水タンク 

・多目的タンク配管・弁 

 

 

 

 

・ホース 

・代替淡水貯槽 

・燃料給油設備 

 

ⅲ) 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型

ポンプによる代替淡水貯槽への補給（海を水源とし

た場合） 

海を水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬

型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給で

使用する設備は以下のとおり。 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・ホース 

 

 

 

 

 

 

・代替淡水貯槽 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

 

ⅱ 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給

（淡水タンクを水源とした場合） 

 

淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子

炉代替注水槽への補給で使用する設備は以下のとお

り。 

・大量送水車 

 

・淡水タンク 

       

 

 

 

 

 

 

 

・ホース・接続口 

・低圧原子炉代替注水槽 

・燃料補給設備 

 

ⅲ 大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車

（２台）による低圧原子炉代替注水槽への補給（海

を水源とした場合） 

海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又

は大量送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽へ

の補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水槽 

・大型送水ポンプ車 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，淡水タ

ンク（自主対策設備）か

ら重大事故等対処設備

の低圧原子炉代替注水

槽へ補給する手段を整

備 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，水源か

ら各接続口までの送水

は，ホースを使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，水源か

ら低圧原子炉代替注水

槽までの送水は，ホース

を使用 
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・海水貯留堰

・スクリーン室

・取水路

・燃料補給設備

(b) 防火水槽へ水を補給するための対応手段と設備

  重大事故等の収束のために防火水槽を使用する場合は，

淡水貯水池又は淡水タンク（ろ過水タンク，純水タンク）

から淡水を補給する手段がある。また，水源の枯渇等に

より淡水の補給が継続できない場合においても，取水路

（海水取水箇所）や護岸から海水を補給する手段がある。 

ⅰ．淡水貯水池から防火水槽への補給 

淡水貯水池から防火水槽への補給で使用する設備は

以下のとおり。 

・淡水貯水池

・ホース

・防火水槽

ⅱ．淡水タンクから防火水槽への補給 

 淡水タンクから防火水槽への補給で使用する設備は

以下のとおり。 

・非常用取水設備

・燃料給油設備

(b) 西側淡水貯水設備へ水を補給するための対応手段と設

備 

重大事故等の収束のために西側淡水貯水設備を使用す

る場合は，代替淡水貯槽又は淡水タンク（多目的タンク，

ろ過水貯蔵タンク，原水タンク及び純水貯蔵タンク）か

ら可搬型代替注水大型ポンプにより，淡水を補給する手

段がある。また，水源の枯渇等により淡水の補給が継続

できない場合においても，海水取水箇所（ＳＡ用海水ピ

ット）から可搬型代替注水大型ポンプにより，海水を補

給する手段がある。 

ⅰ) 可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備

への補給（代替淡水貯槽を水源とした場合） 

代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポン

プによる西側淡水貯水設備への補給で使用する設備は

以下のとおり。 

・可搬型代替注水大型ポンプ

・代替淡水貯槽

・ホース

・西側淡水貯水設備

・燃料給油設備

ⅱ) 可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備

への補給（淡水タンクを水源とした場合） 

淡水タンクを水源とした可搬型代替注水大型ポンプ

による西側淡水貯水設備への補給で使用する設備は以

下のとおり。 

・可搬型代替注水大型ポンプ

・非常用取水設備

・燃料補給設備

(b) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補

給するための対応手段と設備 

重大事故等の収束のために輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を使用する場合は，輪谷貯水槽（東１）

又は輪谷貯水槽（東２）から淡水を補給する手段がある。

また，水源の枯渇又は土石流の発生により輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できず，淡水の補給

が継続できない場合においても，海水取水箇所（非常用

取水設備）から海水を補給する手段がある。 

ⅰ 輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪

谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪

谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給で

使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備構成の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑭の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，高低差を
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      ・ろ過水タンク 

 

      ・純水タンク 

 

      ・ホース 

      ・防火水槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．大容量送水車（海水取水用）による防火水槽への海

水補給 

 

      大容量送水車（海水取水用）による防火水槽への海

水補給で使用する設備は以下のとおり。 

 

      ・大容量送水車（海水取水用） 

 

      ・海水貯留堰 

      ・スクリーン室 

 

 

 

・多目的タンク 

・ろ過水貯蔵タンク 

・原水タンク 

・純水貯蔵タンク 

・多目的タンク配管・弁 

・ホース 

・西側淡水貯水設備 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ) 可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備

への補給（海を水源とした場合） 

 

海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる西

側淡水貯水設備への補給で使用する設備は以下のとお

り。 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

 

 

 

 

 

 

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２） 

 

 

 

 

・ホース 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

 

 

・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

ⅱ 大型送水ポンプ車又は大量送水車による輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給（海を水

源とした場合） 

海を水源とした大型送水ポンプ車又は大量送水車に

よる輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への

補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

  

 

利用した水頭圧により

送水を行うため，ポンプ

は不要 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備構成の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，動力源が

ないため，燃料補給は不

要 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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      ・取水路 

      ・ホース 

      ・防火水槽 

 

 

      ・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ．代替原子炉補機冷却海水ポンプによる防火水槽への

海水補給 

      代替原子炉補機冷却海水ポンプによる防火水槽への

海水補給で使用する設備は以下のとおり。 

      ・代替原子炉補機冷却海水ポンプ 

      ・海水貯留堰 

      ・スクリーン室 

      ・取水路 

      ・ホース 

      ・防火水槽 

      ・可搬型代替交流電源設備 

      ・移動式変圧器 

      ・燃料補給設備 

 

ⅴ．可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による防火水槽へ

の海水補給 

      可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）による防火水槽へ

の海水補給で使用する設備は以下のとおり。 

      ・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

 

・非常用取水設備 

・ホース 

・西側淡水貯水設備 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・非常用取水設備 

・ホース 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

 

 

・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設備構成の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，大型送

水ポンプ車又は大量送

水車にて輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽（西

２）への海水補給を実施 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 
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      ・ホース 

      ・防火水槽 

      ・燃料補給設備 

      なお，「ⅰ．淡水貯水池から防火水槽への補給」及び

「ⅱ．淡水タンクから防火水槽への補給」は高低差を

利用して水を送水する手段であるため，送水用のポン

プは不要である。 

 

(c) 淡水タンクへ水を補給するための対応手段と設備 

     重大事故等の収束のために淡水タンク（ろ過水タンク

及び純水タンク）を使用する場合は，淡水貯水池から淡

水を補給する手段がある。 

ⅰ．淡水貯水池から淡水タンクへの補給で使用する設備

は以下のとおり。 

      ・淡水貯水池 

      ・ホース 

      ・ろ過水タンク 

      ・純水タンク 

なお，「ⅰ．淡水貯水池から淡水タンクへの補給」は高

低差を利用して水を送水する手段であるため，送水用の

ポンプは不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手段と設備 

重大事故等の収束のために復水貯蔵タンクを使用する

場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並

びに淡水タンクから淡水を補給する手段がある。また，

水源の枯渇又は土石流の発生により輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）が使用できず，淡水の補給が継

続できない場合においても，海水取水箇所から海水を補

給する手段がある。 

ⅰ 大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給（輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした

場合） 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

とした大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給で使

用する設備は以下のとおり。なお，輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車によ

る復水貯蔵タンクへの補給は，輪谷貯水槽（東１）又

は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，淡水補

給の実効性を考慮し，淡

水タンク（自主対策設

備）への補給より重大事

故等対処設備である低

圧原子炉代替注水槽へ

の補給又は原子炉等へ

の直接注水を選択 

 

 

 

・運用及び設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 
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谷貯水槽（西２）へ補給した淡水を使用する手段だけ

でなく，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）

へ補給した海水を大量送水車を用いて補給する手段も

ある。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース 

・復水貯蔵タンク 

・燃料補給設備 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

ⅱ 大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給（淡水タ

ンクを水源とした場合） 

淡水タンクを水源とした大量送水車による復水貯蔵

タンクへの補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・淡水タンク 

・ホース 

・復水貯蔵タンク 

・燃料補給設備 

 

ⅲ 大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給（海を水

源とした場合） 

海を水源とした大量送水車による復水貯蔵タンクへ

の補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース 

・非常用取水設備 

・復水貯蔵タンク 

・燃料補給設備 

 

ⅳ 大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給

（海を水源とした場合） 

海を水源とした大型送水ポンプ車による復水貯蔵タ

ンクへの補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 
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(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     防火水槽を水源とした可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

による復水貯蔵槽への補給で使用する設備のうち，可搬

型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口，CSP 外部

補給配管・弁，復水貯蔵槽及び燃料補給設備は重大事故

等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

     淡水貯水池を水源とし，あらかじめ敷設してあるホー

スが使用できない場合の可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

による復水貯蔵槽への補給で使用する設備のうち，可搬

型代替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口，CSP 外部

補給配管・弁，復水貯蔵槽及び燃料補給設備は重大事故

等対処設備として位置付ける。 

     海を水源とした可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）によ

る復水貯蔵槽への補給で使用する設備のうち，可搬型代

替注水ポンプ（A-2 級），ホース・接続口，CSP 外部補給

配管・弁，復水貯蔵槽，大容量送水車（海水取水用），海

水貯留堰，スクリーン室，取水路及び燃料補給設備は重

大事故等対処設備として位置付ける。 

     防火水槽への補給で使用する設備のうち，ホース，大

容量送水車（海水取水用），海水貯留堰，スクリーン室，

取水路及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位

置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポ

ンプによる代替淡水貯槽への補給で使用する設備のう

ち，可搬型代替注水中型ポンプ，西側淡水貯水設備，ホ

ース，代替淡水貯槽及び燃料給油設備は重大事故等対処

設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海を水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給で使用

する設備のうち，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代

替注水大型ポンプ，非常用取水設備，ホース，代替淡水

貯槽及び燃料給油設備は重大事故等対処設備として位置

付ける。 

代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポンプ

による西側淡水貯水設備への補給で使用する設備のう

ち，可搬型代替注水大型ポンプ，代替淡水貯槽，ホース，

西側淡水貯水設備及び燃料給油設備は重大事故等対処設

備として位置付ける。 

海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる西側

淡水貯水設備への補給で使用する設備のうち，可搬型代

替注水大型ポンプ，非常用取水設備，ホース，西側淡水

貯水設備及び燃料給油設備は重大事故等対処設備として

位置付ける。 

 

 

・ホース 

・非常用取水設備 

・復水貯蔵タンク 

・燃料補給設備 

 

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給で

使用する設備のうち，大量送水車，ホース・接続口，低

圧原子炉代替注水槽及び燃料補給設備は重大事故等対処

設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海を水源とした大量送水車（２台）による低圧原子炉

代替注水槽への補給で使用する設備のうち，大量送水車，

ホース，非常用取水設備及び燃料補給設備は重大事故等

対処設備として位置付ける。 

 

 

輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給

で使用する設備のうち，大量送水車，ホース，非常用取

水設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位

置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，補給で

使用する設備は可搬型

設備を使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

重大事故等対処設備

の水源数の相違 
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     防火水槽及び淡水貯水池は本条文【解釈】１b)項を満

足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

     これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

以上の重大事故等対処設備と代替淡水源から，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を確保することが

できる。 

     また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

     ・ホース（淡水貯水池から防火水槽の間にあらかじめ

敷設してあるホース） 

       水を送水するホースとして耐震性は確保されてい

ないが，淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）による復水貯蔵槽への補給手段及び

淡水貯水池から防火水槽への補給手段として有効で

ある。 

 

     ・純水補給水系配管・弁，仮設発電機 

       耐震性は確保されていないが，可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）による復水貯蔵槽への補給ができな

い場合において，純水を利用した復水貯蔵槽への補

給手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

以上の重大事故等対処設備により，重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を確保することができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文

【解釈】1b)項を満足するための代替淡水源（措置）とし

て位置付ける。 

なお，土石流が発生するおそれがある状況において，

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺の土石

流発生状況を確認するための構内監視カメラ（ガスター

ビン発電機建物屋上）は重大事故等対処設備として位置

付ける。 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

以上の重大事故等対処設備と代替淡水源から，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を確保することが

できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付け

る。併せて，その理由を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２） 

耐震性は確保されているものの，スロッシング等

の影響を受ける場合があるが，淡水を利用した輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給手

段として有効である。 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑯の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，淡水タ

ンク以外の淡水源から

代替淡水源への補給手

段を整備 
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     ・淡水タンク（ろ過水タンク及び純水タンク） 

 

       耐震性は確保されておらず，補給に必要な水量が

確保できない場合があるが，淡水貯水池から防火水

槽への補給ができない場合において，淡水タンクの

水を防火水槽へ補給する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・代替原子炉補機冷却海水ポンプ 

       給電設備が別に必要であり代替原子炉補機冷却海

水ポンプ単独では使用できない上，補給開始までに

時間を要するが，電源車及び移動式変圧器と組み合

わせて使用することで，大容量送水車（海水取水用）

による海水補給が実施できない場合の代替手段とし

て有効である。 

     ・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

       取水箇所が防潮堤の外で津波の影響等により使用

できない可能性がある上，補給量が小さく淡水貯水

池や大容量送水車（海水取水用）による補給と同等

の補給量を確保できない場合があるが，大容量送水

車（海水取水用）による海水補給が実施できない場

合の代替手段として有効である。 

 

ｃ．水源の切替え 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがな

いように，各水源への補給手段を整備しているが，補給が

不可能な場合は水源を切替える手段がある。 

・淡水タンク（多目的タンク，ろ過水貯蔵タンク，原

水タンク及び純水貯蔵タンク） 

耐震性は確保されておらず，補給に必要な水量が

確保できない場合があるが，西側淡水貯水設備から

代替淡水貯槽への補給又は代替淡水貯槽から西側淡

水貯水設備への補給ができない場合において，淡水

タンクの水を代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備へ

補給する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

・多目的タンク配管・弁 

耐震性は確保されていないが，西側淡水貯水設備か 

ら代替淡水貯槽への補給又は代替淡水貯槽から西側 

淡水貯水設備への補給ができない場合において，淡水 

タンクの水を代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備へ 

補給する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．水源の切替え 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがな

いように，各水源への補給手段を整備しているが，補給が

不可能な場合は水源を切り替える手段がある。 

・淡水タンク 

 

耐震性は確保されておらず，補給に必要な水量が

確保できない場合があるが，輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽へ

の補給ができない場合において，淡水タンクの水を

低圧原子炉代替注水槽へ補給する手段として有効で

ある。 

 

・復水貯蔵タンク 

耐震性は確保されていないが，淡水又は海水を利

用した原子炉圧力容器等への注水手段として有効で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大型送水ポンプ車 

設置に時間を要するが，海を水源とした大量送水

車による海水補給が実施できない場合の代替手段と

して有効である。 

 

 

 

 

ｃ．水源の切替え 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがな

いように，各水源への補給手段を整備しているが，補給が

不可能な場合は水源を切り替える手段がある。 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備構成の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，補給で

使用する設備は可搬型

設備を使用 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備構成の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，海水補

給作業の自主対策設備

として大型送水ポンプ

車が使用可能 
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(a) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の水源の切替

え

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔

離時冷却系及び高圧炉心注水系の水源は，復水貯蔵槽又

はサプレッション・チェンバであり，通常時は復水貯蔵

槽が水源として選択されている。サプレッション・チェ

ンバ・プール水の水位高の信号（原子炉隔離時冷却系の

場合は，同信号に加えて LOCA信号）が発生した場合，又

は復水貯蔵槽の水位低の信号が発生した場合は，水源が

サプレッション・チェンバへ自動で切り替わる。また，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の確実な運転継

続を確保する観点から，サプレッション・チェンバ・プ

ール水の温度が原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系

の設計温度を超える前に中央制御室からの手動操作によ

り水源を復水貯蔵槽へ切り替える。 

なお，自動及び手動操作による水源の切替えは，運転

中の原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系を停止する

ことなく水源を切り替えることが可能である。 

 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の水源の切替

えで使用する設備は以下のとおり。 

・復水貯蔵槽

・サプレッション・チェンバ

・原子炉隔離時冷却系

・高圧炉心注水系

(b) 淡水から海水への切替え

重大事故等の収束に必要な水の供給には淡水を優先し

て使用する。淡水貯水池及び淡水タンクの枯渇等により，

淡水の供給が継続できないおそれがある場合は，海水の

供給に切り替える。 

(a) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の

切替え

重大事故等対処設備である原子炉隔離時冷却系及び高

圧炉心スプレイ系の第一水源は，サプレッション・チェ

ンバであり，サプレッション・チェンバを優先して使用

するが，サプレッション・プール水枯渇，サプレッショ

ン・チェンバ破損又はサプレッション・プール水温上昇

等により使用できない場合において，復水貯蔵タンク（自

主対策設備）の水位計が健全であり，水位が確保されて

いる場合は，水源をサプレッション・チェンバから復水

貯蔵タンクへ切り替える。 

なお，水源の切替えは，運転中の原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心スプレイ系を停止することなく水源を切り

替えることが可能である。 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の

切替えで使用する設備は以下のとおり。 

・復水貯蔵タンク

・サプレッション・チェンバ

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレー

ナ

・高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ

・補給水系配管・弁

・所内常設直流電源設備

・非常用交流電源設備

・燃料給油設備

(b) 淡水から海水への切替え

重大事故等の収束に必要な水の供給には淡水を優先し

て使用する。代替淡水貯槽及び西側淡水貯水設備の枯渇

等により，淡水の供給が継続できない場合は，海水の供

給に切り替える。 

(a) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の

切替え

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔

離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の第一水源は，サプ

レッション・チェンバであり，サプレッション・チェン

バを優先して使用するが，サプレッション・プール水枯

渇，サプレッション・チェンバ破損又はサプレッション・

プール水温上昇等により使用できない場合において，復

水貯蔵タンク（自主対策設備）の水位計が健全であり，

水位が確保されている場合は，水源をサプレッション・

チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替える。

なお，水源の切替えは，運転中の原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心スプレイ系を停止することなく水源を切り

替えることが可能である。 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の

切替えで使用する設備は以下のとおり。 

・復水貯蔵タンク

・サプレッション・チェンバ

・原子炉隔離時冷却系

・高圧炉心スプレイ系

(b) 淡水から海水への切替え

重大事故等の収束に必要な水の供給には淡水を優先し

て使用する。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

並びに淡水タンクの枯渇又は土石流の発生により輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できず，淡

・設備の相違

【柏崎6,7，東海第二】 

島根２号炉は，サプレ

ッション・チェンバから

復水貯蔵タンクへ水源

切替え後，復水貯蔵タン

クが水源として使用で

きなくなる場合は，逃が

し安全弁による発電用

原子炉の減圧を実施し，

原子炉圧力容器への注

水を低圧注水系へ切り

替える 

・設備の相違

【東海第二】 

設備構成の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違
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     防火水槽から重大事故等の収束に必要な水の供給を行

っている場合は，水の供給が中断することなく淡水から

海水への切替えが可能である。 

 

 

 

 

 

     防火水槽へ補給する水源の切替えで使用する設備は以

下のとおり。 

     ・淡水貯水池 

     ・淡水タンク 

 

 

 

     ・大容量送水車（海水取水用） 

     ・代替原子炉補機冷却海水ポンプ 

     ・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

     ・防火水槽 

 

 

     ・海水貯留堰 

     ・スクリーン室 

 

     ・取水路 

 

 

 

 

 

     ・ホース 

     ・燃料補給設備 

     ・可搬型代替交流電源設備 

     ・移動式変圧器 

 

 

 

 

代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備から重大事故等の

収束に必要な水の供給を行っている場合は，水の供給が

中断することなく淡水から海水への切替えが可能であ

る。 

 

 

 

 

代替淡水貯槽へ補給する水源の切替えで使用する設備

は以下のとおり。 

・西側淡水貯水設備 

・多目的タンク 

・ろ過水貯蔵タンク 

・原水タンク 

・純水貯蔵タンク 

・可搬型代替注水中型ポンプ 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

 

・代替淡水貯槽 

 

 

 

 

 

・非常用取水設備 

・多目的タンク配管・弁 

 

 

 

 

・ホース 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

水の供給が継続できない場合は，海水の供給に切り替え

る。 

低圧原子炉代替注水槽から重大事故等の収束に必要な

水の供給を行っている場合は，水の供給が中断すること

なく淡水から海水への切替えが可能である。 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替えで使用

する設備は以下のとおり。 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・淡水タンク 

 

 

 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

 

・低圧原子炉代替注水槽 

 

 

 

 

 

・非常用取水設備 

 

 

 

 

 

・ホース 

・燃料補給設備 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，総称で

記載 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備構成の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，補給で

使用する設備は可搬型

設備を使用 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，代替原子

炉補機冷却海水ポンプ
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     淡水貯水池から重大事故等の収束に必要な水の供給を

行っている場合は，あらかじめ可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）の水源切替え準備をすることにより速やかに

淡水から海水への切替えが可能である。 

 

     水源を淡水貯水池から海への切替えで使用する設備は

以下のとおり。 

     ・淡水貯水池 

     ・大容量送水車（海水取水用） 

     ・可搬型代替注水ポンプ（A-1級又は A-2級） 

     ・海水貯留堰 

     ・スクリーン室 

 

     ・取水路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・ホース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西側淡水貯水設備へ補給する水源の切替えで使用する

設備は以下のとおり。 

・代替淡水貯槽 

・可搬型代替注水大型ポンプ 

 

 

 

 

・非常用取水設備 

・多目的タンク 

・ろ過水貯蔵タンク 

・原水タンク 

・純水貯蔵タンク 

・西側淡水貯水設備 

・多目的タンク配管・弁 

 

 

 

 

・ホース 

 

 

 

 

 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から重大

事故等の収束に必要な水の供給を行っている場合は，あ

らかじめ大型送水ポンプ車又は大量送水車の準備をする

ことにより速やかに淡水から海水への切替えが可能であ

る。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ補給す

る水源の切替えで使用する設備は以下のとおり。 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

 

 

 

・非常用取水設備 

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ホース 

を起動するために電源

が必要であり，可搬型代

替交流電源設備（高圧発

電機車）及び移動式変圧

器が必要 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，淡水か

ら海水への切替えの容

易性を説明 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備構成の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，補給で

使用する設備は可搬型

設備を使用 
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     ・燃料補給設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料給油設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料補給設備 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

復水貯蔵タンクから重大事故等の収束に必要な水の供

給を行っている場合は，水の供給が中断することなく淡

水から海水への切替えが可能である。 

復水貯蔵タンクへ補給する水源の切替えで使用する設

備は以下のとおり。 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・淡水タンク 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

・復水貯蔵タンク 

・非常用取水設備 

・ホース 

・燃料補給設備 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

 

 

 

 

(c) 海水から淡水への切替え 

重大事故等の収束に必要な水の供給において，土石流

の影響により，原子炉等へ海水の供給を行っている場合，

水の供給が中断することなく海水から淡水への切替えが

可能である。 

海水から淡水へ切り替える時に使用する設備は以下の

とおり。 

・淡水タンク 

・大量送水車 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，復水貯

蔵タンク（自主対策設

備）での淡水から海水へ

の切替え手段を整備 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の影響により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合に，海水を優先し

て原子炉等へ注水する。

海水注水後，淡水タンク
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(c) 外部水源から内部水源への切替え 

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損）で想定される事故の収束に必要な対応には，外

部水源（代替淡水貯槽）から内部水源（サプレッション・

チェンバ）への供給に切り替えて，原子炉圧力容器への

注水及び原子炉格納容器内の除熱を行う手段がある。 

 

外部水源から内部水源への切替えで使用する設備は以

下のとおり。 

・代替淡水貯槽 

・サプレッション・チェンバ 

・低圧代替注水系（常設）（常設低圧代替注水系ポン

プ） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設）（常設低圧代

替注水系ポンプ） 

・代替循環冷却系（代替循環冷却系ポンプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・非常用取水設備 

・ホース 

・燃料補給設備 

 

(d) 外部水源から内部水源への切替え 

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）で想定される事故の収束に必要な対応には，

外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サ

プレッション・チェンバ）への供給に切り替えて，原

子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱を

行う手段がある。 

外部水源から内部水源への切替えで使用する設備は

以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水槽 

・サプレッション・チェンバ 

・低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替

注水ポンプ） 

・残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

 

 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱で想定さ

れる事故の収束に必要な対応には，外部水源（輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源

（サプレッション・チェンバ）への供給に切り替えて，

原子炉格納容器下部への注水及び原子炉格納容器内の

除熱を行う手段がある。 

外部水源から内部水源への切替えで使用する設備は

以下のとおり。 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・サプレッション・チェンバ 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 

・残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

・燃料補給設備 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

が使用できる場合は，海

水から淡水に切り替え

を実施する 

 

・記載方針の相違  

【柏崎 6/7】  

⑤の相違 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ＤＣＨ

シナリオにおける，外部

水源から内部水源によ

る切り替えを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

1.13-57



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の水源の切替

えで使用する設備のうち，復水貯蔵槽及びサプレッショ

ン・チェンバは重大事故等対処設備として位置付ける。

また，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系は重大事

故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火水槽へ補給する水源の切替えで使用する設備のう

ち，大容量送水車（海水取水用），海水貯留堰，スクリー

ン室，取水路，ホース及び燃料補給設備は重大事故等対

処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淡水から海水への切替えで使用する設備のうち，大容

量送水車（海水取水用），可搬型代替注水ポンプ（A-1級），

可搬型代替注水ポンプ（A-2級），海水貯留堰，スクリー

ン室，取水路，ホース及び燃料補給設備は重大事故等対

処設備として位置付ける。 

防火水槽及び淡水貯水池は本条文【解釈】１b)項を満

足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

 

 

 

 

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の

切替えで使用する設備のうち，サプレッション・チェン

バ，原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレー

ナ，高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ，所内常

設直流電源設備，非常用交流電源設備及び燃料給油設備

は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

代替淡水貯槽へ補給する水源の切替えで使用する設備

のうち，西側淡水貯水設備，可搬型代替注水中型ポンプ，

可搬型代替注水大型ポンプ，代替淡水貯槽，非常用取水

設備，ホース及び燃料給油設備は重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

 

 

 

西側淡水貯水設備へ補給する水源の切替えで使用する

設備のうち，代替淡水貯槽，可搬型代替注水大型ポンプ，

西側淡水貯水設備，非常用取水設備，ホース及び燃料給

油設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の

切替えで使用する設備のうち，サプレッション・チェン

バは重大事故等対処設備として位置付ける。また，原子

炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系は重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替えで使用

する設備のうち，大量送水車，非常用取水設備，ホース，

低圧原子炉代替注水槽及び燃料補給設備は重大事故等対

処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ補給す

る水源の切替えで使用する設備のうち，大量送水車，非

常用取水設備，ホース及び燃料補給設備は重大事故等対

処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文

【解釈】1b)項を満足するための代替淡水源（措置）とし

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，復水貯

蔵タンクを自主対策設

備として整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

隔離時冷却系及び高圧

炉心スプレイ系を重大

事故等対処設備（設計基

準拡張）として整備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違，設備構成の

相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

重大事故等対処設備

の水源数の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，使用す

る可搬型設備の記載を

上記２項目に記載 

・設備の相違 

【東海第二】 
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これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

          以上の重大事故等対処設備及び代替淡水源により，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水を確保するこ

とができる。 

     また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

     ・淡水タンク（ろ過水タンク及び純水タンク） 

 

       耐震性は確保されておらず，補給に必要な水量が

確保できない場合があるが，淡水貯水池から防火水

槽への補給ができない場合において，淡水タンクの

水を防火水槽へ補給する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部水源から内部水源への切替えで使用する設備のう

ち，代替淡水貯槽，サプレッション・チェンバ，低圧代

替注水系（常設）（常設低圧代替注水系ポンプ），代替

格納容器スプレイ冷却系（常設）（常設低圧代替注水系

ポンプ）及び代替循環冷却系（代替循環冷却系ポンプ）

は重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

以上の重大事故等対処設備により，重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を確保することができる。 

 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付ける。

あわせて，その理由を示す。 

・淡水タンク（多目的タンク，ろ過水貯蔵タンク，原

水タンク及び純水貯蔵タンク） 

耐震性は確保されておらず，補給に必要な水量が

確保できない場合があるが，西側淡水貯水設備から

代替淡水貯槽への補給又は代替淡水貯槽から西側淡

水貯水設備への補給ができない場合において，淡水

タンクの水を代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備へ

補給する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

て位置付ける。 

なお，土石流が発生するおそれがある状況において，

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺の土石

流発生状況を確認するための構内監視カメラ（ガスター

ビン発電機建物屋上）は重大事故等対処設備として位置

付ける。 

 

 

 

外部水源から内部水源への切替えで使用する設備のう

ち，低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，

低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポ

ンプ），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び残留熱代

替除去系（残留熱代替除去ポンプ）は重大事故等対処設

備として位置付ける。 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要

求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

以上の重大事故等対処設備及び代替淡水源により，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水を確保するこ

とができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応

に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付け

る。併せて，その理由を示す。 

・淡水タンク 

 

耐震性は確保されておらず，補給に必要な水量が

確保できない場合があるが，輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽へ

の補給ができない場合において，淡水タンクの水を

低圧原子炉代替注水槽へ補給する手段として有効で

ある。 

また，淡水タンクを水源とした大量送水車による

原子炉等へ注水する手段として有効である。 

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２） 

耐震性は確保されているものの，スロッシング等

の影響を受ける場合があるが，輪谷貯水槽（東１）

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

・設備の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】  

 島根２号炉は，ＤＣＨ

シナリオにおける，外部

水源から内部水源によ

る切り替えに使用する

設備を記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑯の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，淡水貯
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     ・代替原子炉補機冷却海水ポンプ 

       給電設備が別に必要であり代替原子炉補機冷却海

水ポンプ単独では使用できない上，補給開始までに

時間を要するが，電源車及び移動式変圧器と組み合

わせて使用することで，大容量送水車（海水取水用）

による海水補給が実施できない場合の代替手段とし

て有効である。 

     ・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

       取水箇所が防潮堤の外で津波の影響等により使用

できない可能性がある上，補給量が小さく淡水貯水

池や大容量送水車（海水取水用）による補給と同等

の補給量を確保できない場合があるが，大容量送水

車（海水取水用）による海水補給が実施できない場

合の代替手段として有効である。 

 

ｄ．手順等 

上記「ａ．水源を利用した対応手段と設備」，「ｂ．水源

へ水を補給するための対応手段と設備」及び「ｃ．水源の

切替え」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応とし

 

 

 

・復水貯蔵タンク 

耐震性は確保されていないが，重大事故等の収束

に必要となる水を確保する手段として有効である。 

 

 

・補給水系配管・弁 

耐震性は確保されていないが，重大事故等の収束

に必要となる水を確保する手段として有効である。 

・多目的タンク配管・弁 

耐震性は確保されていないが，西側淡水貯水設備

から代替淡水貯槽への補給又は代替淡水貯槽から西

側淡水貯水設備への補給ができない場合において，

淡水タンクの水を代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設

備へ補給する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．手順等 

上記「ａ．水源を利用した対応手段と設備」，「ｂ．水

源へ水を補給するための対応手段と設備」及び「ｃ．水源

の切替え」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

 

これらの手順は，運転員等※３及び重大事故等対応要員の

及び輪谷貯水槽（東２）の水を輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する手段として有効

である。 

・復水貯蔵タンク 

耐震性は確保されていないが，淡水又は海水を利

用した原子炉圧力容器等への注水手段として有効で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大型送水ポンプ車 

設置に時間を要するが，海を水源とした大量送水

車による海水補給が実施できない場合の代替手段と

して有効である。 

 

 

 

 

ｄ．手順等 

上記「ａ．水源を利用した対応手段と設備」，「ｂ．水

源へ水を補給するための対応手段と設備」及び「ｃ．水

源の切替え」により選定した対応手段に係る手順を整備

する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応と

水源（自主対策設備）を

整備 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，復水貯

蔵タンクを自主対策設

備として整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備構成の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備構成の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，海水補

給作業の自主対策設備

として大型送水ポンプ

車が使用可能 
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て事故時運転操作手順書（徴候ベース）及び多様なハザー

ド対応手順に定める（第 1.13.1表）。 

 

 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が

必要となる設備についても整理する（第 1.13.2 表，第

1.13.3 表）。 

 

 

（添付資料 1.13.2） 

 

1.13.2 重大事故等時の手順 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(2) サプレッション・チェンバを水源とした対応手順 

   重大事故等時，サプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の除熱及び代替循

環冷却系による除熱を行う手順を整備する。 

 

 

 

 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水手段として

は原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応として「非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）」，「非

常時運転手順書Ⅱ（停止時徴候ベース）」，「ＡＭ設備別

操作手順書」及び「重大事故等対策要領」に定める（第 1.13

－1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が

必要となる設備についても整理する（第 1.13－2表，第 1.13

－3表）。 

※3 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対

応要員（運転操作対応）をいう。 

（添付資料 1.13.2） 

 

1.13.2 重大事故等時の手順 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(2) サプレッション・チェンバを水源とした対応手順 

重大事故等時，サプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱を行う手

順を整備する。 

 

 

 

 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水手段として

は，高圧代替注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス

プレイ系がある。 

 

(a) 高圧代替注水系によるサプレッション・チェンバを水

源とした原子炉圧力容器への注水（中央制御室操作） 

 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障によ

り使用できない場合は，中央制御室からの操作により高

圧代替注水系を起動し，サプレッション・チェンバを水

源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

して事故時操作要領書（徴候ベース），原子力災害対策手

順書及び事故時操作要領書（シビアアクシデント）に定

める（第 1.13－1表）。 

 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電

が必要となる設備についても整理する（第 1.13－2 表，

第 1.13－3表）。 

 

 

（添付資料 1.13.2） 

 

1.13.2 重大事故等時の手順 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(1) サプレッション・チェンバを水源とした対応手順 

重大事故等時，サプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の除熱並びに残留

熱代替除去系による除熱を行う手順を整備する。 

 

 

 

 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水手段として

は高圧原子炉代替注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉

心スプレイ系がある。 

 

(a) 高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェン

バを水源とした原子炉圧力容器への注水（中央制御室

操作） 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障によ

り使用できない場合は，中央制御室からの操作により高

圧原子炉代替注水系を起動し，サプレッション・チェン

バを水源とした原子圧力容器への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

格納容器内の冷却並び

に残留熱代替除去系に

よる除熱を行う手順を

整備 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

冷却材圧力バウンダリ

高圧時の注水手段とし

てサプレション・チェン

バを水源とした高圧原

子炉代替注水系を整備

（以下，⑰の相違） 
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ⅰ) 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス

プレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合 

【1.2.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

高圧代替注水系によるサプレッション・チェンバを

水源とした原子炉圧力容器への注水（中央制御室操作）

手順については，「1.2.2.1(1)ａ． 中央制御室からの

高圧代替注水系起動」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて操

作を実施した場合，作業開始を判断してから高圧代替

注水系による原子炉圧力容器への注水開始まで 10分

以内で可能である。 

 

(b) 高圧代替注水系によるサプレッション・チェンバを水

源とした原子炉圧力容器への注水（現場手動操作） 

 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障によ

り使用できない場合において，中央制御室からの操作に

より高圧代替注水系を起動できない場合は，現場での人

力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し，サプ

レッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への

注水を実施する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス

プレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合で，中央制御室からの操作によ

り高圧代替注水系を起動できない場合 

【1.2.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス

プレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合。 

【1.2.2.1 (1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェ

ンバを水源とした原子炉圧力容器への注水手順（中央

制御室操作）については，「1.2.2.1(1)ａ．中央制御室

からの高圧原子炉代替注水系起動」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実

施した場合，作業開始を判断してから高圧原子炉代替

注水系による原子炉圧力容器への注水開始まで 10分

以内で可能である。 

 

(b) 高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェン

バを水源とした原子炉圧力容器への注水（現場手動操

作） 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障によ

り使用できない場合において，中央制御室からの操作に

より高圧原子炉代替注水系を起動できない場合は，現場

での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を

起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス

プレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合で，中央制御室からの操作によ

り高圧原子炉代替注水系を起動できない場合。 

【1.2.2.1(1)ｂ．】 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑰の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

設備構成，対応する要

員数及び所要時間の相

違（以下，⑱の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑰の相違 
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(a) 原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバ

を水源とした原子炉圧力容器への注水（中央制御室操

作） 

     原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，自動起動信号（原

子炉水位低（レベル 2若しくはレベル 1.5）又はドライ

ウェル圧力高）による作動，又は中央制御室からの手動

操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，サプレッショ

ン・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実

施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

      給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

3）以上に維持できない場合。 

【1.2.2.4(1)】 

 

ⅱ．操作手順 

      原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェン

ⅱ) 操作手順 

高圧代替注水系によるサプレッション・チェンバを

水源とした原子炉圧力容器への注水（現場手動操作）

手順については，「1.2.2.1(1)ｂ． 現場手動操作によ

る高圧代替注水系起動」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運

転員）1名及び現場対応を運転員等（当直運転員及び

重大事故等対応要員）4名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから現場手動操作による高圧代替

注水系起動での原子炉圧力容器への注水開始まで 58

分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は

通常運転時と同程度である。 

 

 

 

 

(d) 原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバ

を水源とした原子炉圧力容器への注水（中央制御室操

作） 

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，自動起動信号（原

子炉水位異常低下（レベル２））による作動，又は中央

制御室からの手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動

し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力

容器への注水を実施する。 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合 

【1.2.2.4(1)】 

 

ⅱ) 操作手順 

原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェン

ⅱ 操作手順 

高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェ

ンバを水源とした原子炉圧力容器への注水手順（現場

手動操作）については，「1.2.2.1(1)ｂ．現場手動操作

による高圧原子炉代替注水系起動」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員４名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから現場手動操作による高

圧原子炉代替注水系起動での原子炉圧力容器への注水

開始まで 35分以内で可能である。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

 

 

(c) 原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバ

を水源とした原子炉圧力容器への注水（中央制御室操

作） 

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，自動起動信号（原

子炉水位低（レベル２））による作動，又は中央制御室か

らの手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，サプ

レッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への

注水を実施する。 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合。 

【1.2.2.4(1)】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェン

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，資機材

について記載 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 原子炉隔離時冷却系

起動インターロックの

相違 
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バを水源とした原子炉圧力容器への注水手順（中央制

御室操作）については「1.2.2.4(1)原子炉隔離時冷却

系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

      上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて操作を実施する。操作ス

イッチによる中央制御室からの遠隔操作であるため，

速やかに対応できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バを水源とした原子炉圧力容器への注水手順（中央制

御室操作）については，「1.2.2.4(1) 原子炉隔離時冷

却系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔

離時冷却系による原子炉圧力容器への注水開始まで 3

分以内で可能である。 

 

(c) 原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバ

を水源とした原子炉圧力容器への注水（現場手動操作） 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水ができず，中央制御室からの操

作及び現場での人力による弁の操作により高圧代替注水

系を起動できない場合，又は高圧代替注水系により原子

炉圧力容器内の水位を維持できない場合は，現場での人

力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器

への注水を実施する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り中央制御室からの操作による原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心スプレイ系での原子炉圧力容器への注水が

できない場合において，中央制御室からの操作及び現

場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起

動できない場合，又は高圧代替注水系により原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維

持できない場合 

【1.2.2.2(1)ａ．】 

ⅱ) 操作手順 

原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェン

バを水源とした原子炉圧力容器への注水（現場手動操

作）手順については，「1.2.2.2(1)ａ． 現場手動操作

による原子炉隔離時冷却系起動」にて整備する。 

 

バを水源とした原子炉圧力容器への注水手順（中央制

御室操作）については「1.2.2.4(1)原子炉隔離時冷却

系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実

施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔離時冷

却系による原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内

で可能である。 

 

(d) 原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバ

を水源とした原子炉圧力容器への注水（現場手動操作） 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水ができず，中央制御室からの操

作及び現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代

替注水系を起動できない場合，又は高圧原子炉代替注水

系により原子炉圧力容器内の水位を維持できない場合

は，現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時冷

却系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り中央制御室からの操作による原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心スプレイ系での原子炉圧力容器への注水が

できない場合において，中央制御室からの操作及び現

場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水

系を起動できない場合，又は高圧原子炉代替注水系に

より原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合。 

【1.2.2.2(1)ａ．】 

ⅱ 操作手順 

原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェン

バを水源とした原子炉圧力容器への注水（現場手動操

作）手順については「1.2.2.2(1)ａ．現場手動操作に

よる原子炉隔離時冷却系起動」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，サプレ

ッション・チェンバを水

源とした注水手順を整

備しており，柏崎 6/7

は，復水貯蔵槽を水源と

した注水手順を整備  
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(b) 高圧炉心注水系によるサプレッション・チェンバを水

源とした原子炉圧力容器への注水 

     高圧炉心注水系が健全な場合は，自動起動信号（原子

炉水位低（レベル 1.5）又はドライウェル圧力高）によ

る作動，又は中央制御室からの手動操作により高圧炉心

注水系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とし

た原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

      給水・復水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉

圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合。 

【1.2.2.4(2)】 

ⅱ．操作手順 

      高圧炉心注水系によるサプレッション・チェンバを

水源とした原子炉圧力容器への注水手順については

「1.2.2.4(2)高圧炉心注水系による原子炉圧力容器へ

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運

転員）1名及び現場対応を運転員等（当直運転員及び

重大事故等対応要員）8名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから原子炉隔離時冷却系による原

子炉圧力容器への注水開始まで 125分以内，重大事故

等対応要員による排水処理開始まで 300分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具（自給式呼吸用保護具及び耐熱服），照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度であ

る。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプ室に現場運転員が入室す

るのは原子炉隔離時冷却系起動時のみとし，その後速

やかに退室する手順とする。したがって，原子炉隔離

時冷却系タービングランド部からの蒸気漏えいに伴う

環境温度の上昇による運転員への影響はないものと考

えており，防護具（自給式呼吸用保護具及び耐熱服）

を確実に装着することにより本操作が可能である。 

 

(e) 高圧炉心スプレイ系によるサプレッション・チェンバ

を水源とした原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動信号（原

子炉水位異常低下（レベル２）又はドライウェル圧力高）

による作動，又は中央制御室からの手動操作により高圧

炉心スプレイ系を起動し，サプレッション・チェンバを

水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

給水・復水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉

圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合 

【1.2.2.4(2)】 

ⅱ) 操作手順 

高圧炉心スプレイ系によるサプレッション・チェン

バを水源とした原子炉圧力容器への注水手順について

は，「1.2.2.4(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員４名及び緊急時対策要員

４名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら原子炉隔離時冷却系起動による原子炉圧力容器への

注水開始まで１時間以内，緊急時対策要員による排水

処理開始まで１時間 45分以内で可能である。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，保護具

(酸素呼吸器及び耐熱服)，照明及び通信連絡設備を整備

する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプ室に現場運転員が入室する

のは原子炉隔離時冷却系起動時のみとし，その後速やか

に退室する手順とする。したがって，原子炉隔離時冷却

系タービングランド部からの蒸気漏えいに伴う環境温度

の上昇による運転員への影響はないものと考えており，

保護具（酸素呼吸器及び耐熱服）を確実に装着すること

により本操作が可能である。 

 

(e) 高圧炉心スプレイ系によるサプレッション・チェンバ

を水源とした原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動信号（原

子炉水位低（レベル１Ｈ）又はドライウェル圧力高）に

よる作動，又は中央制御室からの手動操作により高圧炉

心スプレイ系を起動し，サプレッション・チェンバを水

源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉

圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

【1.2.2.4(2)】 

ⅱ 操作手順 

高圧炉心スプレイ系によるサプレッション・チェン

バを水源とした原子炉圧力容器への注水手順について

は「1.2.2.4(2)高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，資機材

について記載 
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の注水」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

      上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて操作を実施する。操作ス

イッチによる中央制御室からの遠隔操作であるため，

速やかに対応できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開始まで 3

分以内で可能である。 

 

(f) 高圧代替注水系によるサプレッション・チェンバを水

源とした原子炉圧力容器への注水（溶融炉心のペデス

タル（ドライウェル部）の床面への落下遅延・防止） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉冷

却材圧力バウンダリが高圧の状態で，原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注

水ができない場合は，常設代替交流電源設備として使用

する常設代替高圧電源装置，可搬型代替交流電源設備と

して使用する可搬型代替低圧電源車，常設代替直流電源

設備として使用する緊急用 125V系蓄電池又は可搬型代

替直流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車及

び可搬型整流器により高圧代替注水系の電源を確保し，

原子炉圧力容器へ注水する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，給水・復水系，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原

子炉圧力容器への注水ができず，高圧代替注水系が使

用可能な場合※２ 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧

力容器温度で 300℃以上を確認した場合 

 

 

 

 

 

容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実

施した場合，作業開始を判断してから高圧炉心スプレ

イ系による原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内

で可能である。 

 

(f) 高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェン

バを水源とした原子炉圧力容器への注水（溶融炉心の

原子炉格納容器下部への落下遅延・防止） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉冷

却材圧力バウンダリが高圧の状態で，原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注

水ができない場合は，常設代替直流電源設備として使用

するＳＡ用 115V 系蓄電池又は可搬型直流電源設備とし

て使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系充電器より

高圧原子炉代替注水系の電源を確保し，原子炉圧力容器

へ注水する。 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水系，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原

子炉圧力容器への注水ができず，高圧原子炉代替注水

系が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超

えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧

力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑱の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，復水貯蔵

槽を水源とした原子炉

圧力容器への注水手段

を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10 倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10 倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし
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ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水手段として

は残留熱除去系がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 残留熱除去系による原子炉圧力容器への注水 

     残留熱除去系が健全な場合は，自動起動（原子炉水位

低（レベル 1）又はドライウェル圧力高）による作動，

又は中央制御室からの手動操作により残留熱除去系（低

 

※2：原子炉圧力指示値が 0.69MPa［gage］以上ある

場合において，設備に異常がなく，電源及び水

源（サプレッション・チェンバ）が確保されて

いる場合 

【1.8.2.2(1)ｆ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

高圧代替注水系によるサプレッション・チェンバを

水源とした原子炉圧力容器への注水（溶融炉心のペデ

スタル（ドライウェル部）の床面への落下遅延・防止）

手順については，「1.8.2.2(1)ｆ． 高圧代替注水系に

よる原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて操

作を実施した場合，作業開始を判断してから高圧代替

注水系による原子炉圧力容器への注水開始まで 10分

以内で可能である。 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水手段として

は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 残留熱除去系による原子炉圧力容器への注水 

残留熱除去系（低圧注水系）が健全な場合は，自動起

動（原子炉水位異常低下（レベル１）又はドライウェル

圧力高）による作動，又は中央制御室からの手動操作に

 

※２：原子炉圧力指示値が規定値以上ある場合にお

いて，設備に異常がなく，電源及び水源（サ

プレッション・チェンバ）が確保されている

場合。 

【1.8.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェ

ンバを水源とした原子炉圧力容器への注水（溶融炉心

の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止）手順につ

いては，「1.8.2.2(1)ａ． 高圧原子炉代替注水系によ

る原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は中央制御室運転員１名にて操作を実施

した場合，作業開始を判断してから高圧原子炉代替注

水系による原子炉圧力容器への注水開始まで 10分以

内で可能である。 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水手段として

は残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 残留熱除去系による原子炉圧力容器への注水 

残留熱除去系（低圧注水モード）が健全な場合は，自

動起動（原子炉水位低（レベル１）又はドライウェル圧

力高）による作動，又は中央制御室からの手動操作によ

ている 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の原子炉

圧力の規定値は添付資

料 1.8.4-1にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，低圧炉

心スプレイ系が設置さ

れており，重大事故等時

の対応において復旧す

ることを想定。 

また，設計基準拡張設

備として整備（以下，⑲

の相違） 
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圧注水モード）を起動し，サプレッション・チェンバを

水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

     また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系の

故障により常設設備による原子炉圧力容器への注水機能

が喪失した場合は，常設代替交流電源設備又は第二代替

交流電源設備を用いて非常用高圧母線へ電源を供給する

ことで，原子炉補機冷却系又は代替原子炉補機冷却系に

よる冷却水を確保後に残留熱除去系（低圧注水モード）

を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子

炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 残留熱除去系が健全な場合の原子炉圧力容器へ

の注水 

        給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉

心注水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル 3）以上に維持できない場合。 

【1.4.2.3(1)】 

（ⅱ） 残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への

注水 

        常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設

備により非常用高圧母線 C 系又は D 系の受電が完

了し，残留熱除去系（低圧注水モード）が使用可

能な状態※1に復旧された場合。 

 

 

 

        ※1：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び

水源（サプレッション・チェンバ）が確保

されている状態。 

【1.4.2.1(2)ａ．(a)】 

 

ⅱ．操作手順 

      残留熱除去系が健全な場合の原子炉圧力容器への注

水手順については，「1.4.2.3(1)残留熱除去系（低圧注

水モード）による原子炉圧力容器への注水」，残留熱除

より残留熱除去系（低圧注水系）を起動し，サプレッシ

ョン・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を

実施する。 

また，全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系の

故障により，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場

合は，常設代替交流電源設備として使用する常設代替高

圧電源装置により残留熱除去系（低圧注水系）の電源を

復旧し，残留熱除去系海水系，緊急用海水系又は代替残

留熱除去系海水系により冷却水を確保することで，残留

熱除去系（低圧注水系）にて原子炉圧力容器へ注水を実

施する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 残留熱除去系（低圧注水系）が健全な場合の原子

炉圧力容器への注水 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベ

ル３）以上に維持できない場合 

【1.4.2.3(1)】 

(ⅱ) 残留熱除去系（低圧注水系）電源復旧後の原子炉

圧力容器への注水 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替

高圧電源装置により緊急用メタルクラッド開閉装

置（以下「メタルクラッド開閉装置」を「Ｍ／Ｃ」

という。）が受電され，緊急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２

Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄの受電が完了し，残留熱除去系

（低圧注水系）が使用可能な状態※１に復旧された

場合 

※1：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源

（サプレッション・チェンバ）が確保され

ている状態 

【1.4.2.1(2)ａ．(a)】 

 

ⅱ) 操作手順 

残留熱除去系（低圧注水系）が健全な場合の原子炉

圧力容器への注水手順については，「1.4.2.3(1) 残留

熱除去系（低圧注水系）による原子炉圧力容器への注

り残留熱除去系（低圧注水モード）を起動し，サプレッ

ション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水

を実施する。 

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系（原

子炉補機海水系を含む。）の故障により残留熱除去系（低

圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉圧

力容器への注水ができない場合は，常設代替交流電源設

備として使用するガスタービン発電機により残留熱除去

系の電源を復旧し，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確

保することで，残留熱除去系（低圧注水モード）にて原

子炉圧力容器への注水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 残留熱除去系（低圧注水モード）が健全な場合

の原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉

心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水がで

きず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）以上に維持できない場合。 

【1.4.2.3(1)】 

（ⅱ） 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の

原子炉圧力容器への注水 

常設代替交流電源設備として使用するガスター

ビン発電機により緊急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急

用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除

去系（低圧注水モード）が使用可能な状態※1 に復

旧された場合。 

 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及

び水源（サプレッション・チェンバ）が

確保されている状態。 

【1.4.2.1(2)ａ．(a)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱除去系が健全な場合の原子炉圧力容器への注

水手順については，「1.4.2.3(1)残留熱除去系（低圧注

水モード）による原子炉圧力容器への注水」，残留熱除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を設置 
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去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水手順につい

ては，「1.4.2.1(2)ａ．(a)残留熱除去系電源復旧後の

原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

（ⅰ） 残留熱除去系が健全な場合の原子炉圧力容器へ

の注水 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運

転員 2名（操作者及び確認者）にて操作を実施

する。操作スイッチによる中央制御室からの遠

隔操作であるため，速やかに対応できる。 

 

 

 

 

 

（ⅱ） 残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への

注水 

        上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運

転員 2 名（操作者及び確認者）にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから残留熱除去

系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器へ

の注水開始まで 15分以内で可能である。 

 

 

         なお，プラント停止中の運転員の体制におい

ては，中央制御室対応は当直副長の指揮のもと

中央制御室運転員 1名にて作業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水」，残留熱除去系（低圧注水系）電源復旧後の原子

炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(2)ａ．

(a) 残留熱除去系（低圧注水系）電源復旧後の原子炉

圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

(ⅰ) 残留熱除去系（低圧注水系）が健全な場合の原子

炉圧力容器への注水 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから残留

熱除去系（低圧注水系）による原子炉圧力容器への

注水開始まで 3分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 残留熱除去系（低圧注水系）電源復旧後の原子炉

圧力容器への注水 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから残留

熱除去系（低圧注水系）による原子炉圧力容器への

注水開始まで 2分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

低圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動（原子

炉水位異常低下（レベル１）又はドライウェル圧力高）

去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水手順につい

ては，「1.4.2.1(2)ａ．(a)残留熱除去系（低圧注水モ

ード）電源復旧後の原子炉圧力容器への注水」にて整

備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

（ⅰ） 残留熱除去系が健全な場合の原子炉圧力容器へ

の注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱

除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器

への注水開始まで２分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，

原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原

子炉格納容器へのスプレイ開始まで 10 分以内で

可能である。 

 

（ⅱ） 残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への

注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱

除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器

への注水開始まで 10分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，

原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原

子炉格納容器へのスプレイ開始まで 10 分以内で

可能である。 

 

 

(b) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

低圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動（原子

炉水位低（レベル１）又はドライウェル圧力高）による

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

格納容器スプレイの所

要時間を記載 

 

  

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，プラ 

ント停止中の運転員の 

体制においても当該作 

業を実施する人数に変 

更はない 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

注水から格納容器スプ

レイへの切替操作に要

する時間を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑲の相違 
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による作動，又は中央制御室からの手動操作により低圧

炉心スプレイ系ポンプを起動し，サプレッション・チェ

ンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

また，全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系の

故障により，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場

合は，常設代替交流電源設備として使用する常設代替高

圧電源装置により低圧炉心スプレイ系の電源を復旧し，

残留熱除去系海水系，緊急用海水系又は代替残留熱除去

系海水系により冷却水を確保することで，低圧炉心スプ

レイ系にて原子炉圧力容器へ注水を実施する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力

容器への注水 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベ

ル３）以上に維持できない場合 

【1.4.2.3(2)】 

 

(ⅱ) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容

器への注水 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替

高圧電源装置により緊急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急

用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃの受電が完了し，残留熱

除去系（低圧注水系）が復旧できず，低圧炉心スプ

レイ系が使用可能な状態※１に復旧された場合 

 

 

※1：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源

（サプレッション・チェンバ）が確保され

ている状態 

【1.4.2.1(2)ａ．(b)】 

ⅱ) 操作手順 

低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力容器

への注水手順については，「1.4.2.3(2) 低圧炉心スプ

レイ系による原子炉圧力容器への注水」，低圧炉心ス

作動，又は中央制御室からの手動操作により低圧炉心ス

プレイ系を起動し，サプレッション・チェンバを水源と

した原子炉圧力容器への注水を実施する。  

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系（原

子炉補機海水系を含む。）の故障により残留熱除去系（低

圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉圧

力容器への注水ができない場合は，常設代替交流電源設

備として使用するガスタービン発電機により低圧炉心ス

プレイ系の電源を復旧し，原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却

水を確保することで，低圧炉心スプレイ系にて原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力

容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉

心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水がで

きず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）以上に維持できない場合。 

【1.4.2.3(3)】 

 

（ⅱ） 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容

器への注水 

常設代替交流電源設備として使用するガスター

ビン発電機により緊急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急

用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除

去系（低圧注水モード）が復旧できず，低圧炉心

スプレイ系が使用可能な状態に※１復旧された場

合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及

び水源（サプレッション・チェンバ）が

確保されている状態。 

【1.4.2.1(2)ａ．(b)】 

ⅱ 操作手順 

低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力容器

への注水手順については，「1.4.2.3(3)低圧炉心スプレ

イ系による原子炉圧力容器への注水」，低圧炉心スプレ
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ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器

内の除熱 

    サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器

内の除熱手段としては残留熱除去系がある。 

(a) 残留熱除去系による原子炉格納容器内の除熱 

 

     残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が健全

で，格納容器スプレイ起動の判断基準に到達した場合は，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）を起動し，

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器

内へのスプレイを実施する。 

     また，全交流動力電源の喪失により常設設備による原

子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合は，常設代替

交流電源設備又は第二代替交流電源設備を用いて非常用

高圧母線へ電源を供給することで，原子炉補機冷却系又

は代替原子炉補機冷却系による冷却水を確保後に残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）を起動し，サプ

レッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内へ

のスプレイを実施する。 

 

プレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水手順に

ついては，「1.4.2.1(2)ａ．(b) 低圧炉心スプレイ系

電源復旧後の原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

 

 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開始まで 2

分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器

内の除熱 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器

内の除熱手段としては，残留熱除去系がある。 

(a) 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子

炉格納容器内の除熱 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が健全な場

合は，中央制御室からの手動操作により残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却系）を起動し，サプレッション・チ

ェンバを水源とした原子炉格納容器内へのスプレイを実

施する。 

また，全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系の

故障により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合

は，常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧

電源装置により残留熱除去系の電源を復旧し，残留熱除

去系海水系，緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系

により冷却水を確保することで，残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却系）にて原子炉格納容器内にスプレイす

る。 

イ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水手順につい

ては，「1.4.2.1(2)ａ．(b)低圧炉心スプレイ系電源復

旧後の原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

（ⅰ） 低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力

容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから低圧炉

心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開始

まで２分以内で可能である。 

（ⅱ） 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容

器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから低圧炉

心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開始

まで 10分以内で可能である。 

 

ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器

内の除熱 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器

内の除熱手段としては残留熱除去系がある。 

(a) 残留熱除去系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が健全な場合は，

中央制御室からの手動操作により残留熱除去系（格納容

器冷却モード）を起動し，サプレッション・チェンバを

水源とした原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。 

 

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系（原

子炉補機海水系を含む。）の故障により，残留熱除去系（格

納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレ

イができない場合は，常設代替交流電源設備として使用

するガスタービン発電機により残留熱除去系（格納容器

冷却モード）の電源を復旧し，原子炉補機冷却系（原子

炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系により

冷却水を確保することで，残留熱除去系（格納容器冷却

モード）にて原子炉格納容器内にスプレイする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を設置 

【東海第二】 

 東海第二は，残留熱除
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     スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな

らないように，スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/

停止を行う。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内

の除熱 

        原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準

に到達した場合※1。 

 

        ※1：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，格納容器内圧力

（D/W），格納容器内圧力（S/C），ドライウ

ェル雰囲気温度，サプレッション・チェン

バ気体温度又はサプレッション・チェン

バ・プール水位指示が，原子炉格納容器内

へのスプレイ起動の判断基準に達した場

合。 

【1.6.2.3(1)】 

 

（ⅱ） 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の

除熱（炉心損傷前） 

        常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設

備により非常用高圧母線 D 系の受電が完了し，残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が使

用可能な状態※1 に復旧された場合で，原子炉格納

容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場

合※2。 

 

        ※1：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び

水源（サプレッション・チェンバ）が確保

されている状態。 

        ※2：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，格納容器内圧力

（D/W），格納容器内圧力（S/C），ドライウ

ェル雰囲気温度，サプレッション・チェン

バ気体温度又はサプレッション・チェン

バ・プール水位指示値が，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に達した

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな

らないように，スプレイの起動／停止を行う。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内

の除熱 

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準

に到達した場合※１ 

 

※1：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライウ

ェル雰囲気温度，サプレッション・チェン

バ雰囲気温度又はサプレッション・プール

水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合 

 

【1.6.2.3(1)】 

 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の

除熱（炉心損傷前） 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替

高圧電源装置により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊

急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄの受

電が完了し，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）が使用可能な状態※１に復旧された場合で，原

子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到

達した場合※２ 

※1：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源

（サプレッション・チェンバ）が確保され

ている状態 

※2：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライウ

ェル雰囲気温度，サプレッション・チェン

バ雰囲気温度又はサプレッション・プール

水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな

らないように，スプレイの起動／停止を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ）残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内

の除熱 

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準 

に到達した場合※１ 

 

※１：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に到達」とは，ドライウェル圧力，サ

プレッション・チェンバ圧力，ドライウェ

ル温度，サプレッション・チェンバ温度又

はサプレッション・プール水位指示値が，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に達した場合。 

 

【1.6.2.3(1)】 

 

（ⅱ）残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内への 

スプレイ（炉心損傷前） 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービ

ン発電機により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用

Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（格

納容器冷却モード）が使用可能な状態※1 に復旧され

た場合で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び

水源(サプレッション・チェンバ)が確保さ

れている状態。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に到達」とは，ドライウェル圧力，サ

プレッション・チェンバ圧力，ドライウェ

ル温度，サプレッション・チェンバ温度又

はサプレッション・プール水位指示値が，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に達した場合。 

去系の冷却水確保のた

めの設備として，常設の

緊急用海水系を四十八

条の重大事故等対処設

備，可搬の代替残留熱除

去系海水系を自主対策

設備として整備 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，スプレ

イ起動時に流量調整後，

停止・起動で制御を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-72



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

場合。 

【1.6.2.1(2)ａ．(a)】 

（ⅲ） 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の

除熱（炉心損傷後） 

        炉心損傷を判断した場合※1 において，常設代替

交流電源設備又は第二代替交流電源設備により非

常用高圧母線 D 系の受電が完了し，残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）が使用可能な状

態※2 に復旧された場合で，原子炉格納容器内への

スプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。 

 

 

        ※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が設

計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射

線レベル（CAMS）が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した

場合。 

        ※2：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び

水源（サプレッション・チェンバ）が確保

されている状態。 

        ※3：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，格納容器内圧力（D/W）

又は格納容器内圧力（S/C）の指示値が，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に達した場合。 

 

【1.6.2.2(2)ａ．(a)】 

 

ⅱ．操作手順 

      残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内の除

熱手順については，「1.6.2.3(1)残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプ

レイ」，残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の除

熱（炉心損傷前）手順については，「1.6.2.1(2)ａ．(a)

残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレ

イ」，残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の除熱

 

【1.6.2.1(2)ａ．(a)】 

(ⅲ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の

除熱（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，常設代替

交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装

置により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃ

からＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄの受電が完了し，

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が使用可

能な状態※２に復旧された場合で，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※３ 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合 

※2：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源

（サプレッション・チェンバ）が確保され

ている状態 

※3：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，ドライウェル圧力又

はサプレッション・チェンバ圧力指示値が，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に達した場合 

 

【1.6.2.2(2)ａ．(a)】 

 

ⅱ) 操作手順 

残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内の除

熱手順については，「1.6.2.3(1) 残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容器内へのス

プレイ」，残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器

内の除熱（炉心損傷前）手順については，「1.6.2.1(2)

ａ．(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内

へのスプレイ」，残留熱除去系電源復旧後の原子炉格

 

【1.6.2.1(2)ａ．(a)】 

（ⅲ）残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内への 

スプレイ（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※1 において，常設代替交

流電源設備として使用するガスタービン発電機によ

り緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非

常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（格納容器冷却

モード）が使用可能な状態※2 に復旧された場合で，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到

達した場合※3。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，

設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10

倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射

線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合

に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認

した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び

水源(サプレッション・チェンバ)が確保さ

れている状態。 

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に到達」とは，ドライウェル圧力，サ

プレッション・チェンバ圧力，ドライウェ

ル温度又はサプレッション・チェンバ温度

指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ

起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.2(2)ａ．(a)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内の除

熱手順については，「1.6.2.3(1)残留熱除去系（格納容

器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレ

イ」，残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の除

熱（炉心損傷前）手順については，「1.6.2.1(2)ａ．(a) 

残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプ

レイ」，残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を設置 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし

ている 
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（炉心損傷後）手順については，「1.6.2.2(2)ａ．(a)残

留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレ

イ」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

（ⅰ） 残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内

の除熱 

        上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運

転員 2 名（操作者及び確認者）にて操作を実施す

る。操作スイッチによる遠隔操作であるため，速

やかに対応できる。 

 

（ⅱ） 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の

除熱（炉心損傷前） 

        上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運

転員 2名（操作者及び確認者）にて作業を実施し，

作業開始を判断してから残留熱除去系(B)（格納容

器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内

へのスプレイ開始まで 15分以内で可能である。 

（ⅲ） 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の

除熱（炉心損傷後） 

        上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運

転員 2名（操作者及び確認者）にて作業を実施し，

作業開始を判断してから残留熱除去系(B)（格納容

器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内

へのスプレイ開始まで 15分以内で可能である。 

 

(b) 残留熱除去系によるサプレッション・チェンバ・プー

ルの除熱 

     残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水

冷却モード）が健全で，サプレッション・チェンバ・プ

ールの除熱の判断基準に到達した場合は，残留熱除去系

（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）を

起動し，サプレッション・チェンバを水源としたサプレ

ッション・チェンバ・プールの除熱を実施する。 

     また，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系によ

るサプレッション・チェンバ・プールの除熱機能が喪失

した場合は，常設代替交流電源設備又は第二代替交流電

納容器内の除熱（炉心損傷後）手順については，

「1.6.2.2(2)ａ．(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子

炉格納容器内へのスプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内

の除熱 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断した後，冷却

水を確保してから残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却系）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始

まで 7分以内で可能である。 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の

除熱（炉心損傷前） 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉

格納容器内へのスプレイ開始まで 7分以内で可能

である。 

(ⅲ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の

除熱（炉心損傷後） 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉

格納容器内へのスプレイ開始まで 7分以内で可能

である。 

 

(b) 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）によ

るサプレッション・プールの除熱 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）が健

全な場合は，中央制御室からの手動操作により残留熱除

去系を起動し，サプレッション・プールの除熱を実施す

る。 

 

 

また，全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系の

故障により，残留熱除去系（サプレッション・プール冷

却系）によるサプレッション・プールの除熱ができない

除熱（炉心損傷後）手順については，「1.6.2.2(2)ａ．

(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内への

スプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

（ⅰ）残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内

の除熱 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱

除去系（格納容器冷却モード）Ａ系による原子炉

格納容器内へのスプレイ開始まで 10分以内で可

能である。 

（ⅱ）残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へ 

   のスプレイ（炉心損傷前） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱

除去系（格納容器冷却モード）Ａ系による原子炉

格納容器内へのスプレイ開始まで 10分以内で可

能である。 

（ⅲ）残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へ  

   のスプレイ（炉心損傷後） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱

除去系（格納容器冷却モード）Ａ系による原子炉

格納容器内へのスプレイ開始まで 10分以内で可

能である。 

 

(b) 残留熱除去系によるサプレッション・プール水の除熱 

 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

が健全な場合は，中央制御室からの手動操作により残留

熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）を起

動し，サプレッション・プール水の除熱を実施する。 

 

 

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系（原

子炉補機海水系を含む。）の故障により，残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）によるサプレッシ

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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源設備を用いて非常用高圧母線へ電源を供給すること

で，原子炉補機冷却系又は代替原子炉補機冷却系による

冷却水を確保後に残留熱除去系（サプレッション・チェ

ンバ・プール水冷却モード）にてサプレッション・チェ

ンバ・プールの除熱を実施する。 

 

 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・

チェンバ・プール水の除熱 

        下記のいずれかの状態に該当した場合。 

        ・逃がし安全弁開固着 

        ・サプレッション・チェンバ・プール水の温度

が規定温度以上 

 

        ・サプレッション・チェンバの気体温度が規定

温度以上 

【1.6.2.3(2)】 

 

（ⅱ） 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・チ

ェンバ・プールの除熱（炉心損傷前） 

         常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設

備により非常用高圧母線 C 系又は D 系の受電が完

了し，残留熱除去系（S/P 冷却モード）が使用可

能な状態※1に復旧された場合。 

 

 

         ※1：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び

水源（サプレッション・チェンバ）が確保

されている状態。 

【1.6.2.1(2)ａ．(b)】 

 

（ⅲ） 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・チ

ェンバ・プールの除熱（炉心損傷後） 

        炉心損傷を判断した場合※1 において，常設代替

交流電源設備又は第二代替交流電源設備により非

常用高圧母線 C 系又は D 系の受電が完了し，残留

場合は，常設代替交流電源設備として使用する常設代替

高圧電源装置により残留熱除去系の電源を復旧し，残留

熱除去系海水系，緊急用海水系又は代替残留熱除去系海

水系より冷却水を確保することで，残留熱除去系（サプ

レッション・プール冷却系）にてサプレッション・プー

ルの除熱を実施する。 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・プ

ールの除熱 

下記のいずれかの状態に該当した場合 

・逃がし安全弁開固着 

・サプレッション・プール水温度指示値が 32℃

以上 

 

・サプレッション・チェンバ雰囲気温度指示値が

82℃以上 

【1.6.2.3(2)】 

 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プー

ルの除熱（炉心損傷前） 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替

高圧電源装置により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊

急用Ｍ／ＣからＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄの受

電が完了し，残留熱除去系（サプレッション・プー

ル冷却系）が使用可能な状態※１に復旧された場合 

 

※1：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源

（サプレッション・チェンバ）が確保され

ている状態 

【1.6.2.1(2)ａ．(b)】 

 

(ⅲ) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プー

ルの除熱（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，常設代替

交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装

置により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃ

ョン・プール水の除熱ができない場合は，常設代替交流

電源設備として使用するガスタービン発電機により残留

熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）の電

源を復旧し，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保する

ことで，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却

モード）にてサプレッション・プール水の除熱を実施す

る。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・

プール水の除熱 

以下のいずれかの状態に該当した場合。 

・逃がし安全弁開固着 

・サプレッション・プール水の温度が規定温度

以上 

 

・サプレッション・チェンバの気体温度が規定

温度以上 

【1.6.2.3(2)】 

 

（ⅱ） 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プ

ール水の除熱（炉心損傷前） 

常設代替交流電源設備として使用するガスター

ビン発電機により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊

急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除

去系（サプレッション・プール水冷却モード）が

使用可能な状態※1に復旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及

び水源（サプレッション・チェンバ）が

確保されている状態。 

【1.6.2.1(2)ａ．(b)】 

 

（ⅲ） 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プ

ール水の除熱（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※1 において，常設代替

交流電源設備として使用するガスタービン発電機

により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃ

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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熱除去系（S/P 冷却モード）が使用可能な状態※2

に復旧された場合。 

 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設

計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射

線レベル（CAMS）が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した

場合。 

        ※2：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び

水源（サプレッション・チェンバ）が確保

されている状態。 

【1.6.2.2(2)ａ．(b)】 

 

ⅱ．操作手順 

残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・チェ

ンバ・プール水の除熱手順については，「1.6.2.3(2)

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水

冷却モード）によるサプレッション・チェンバ・プー

ルの除熱」，残留熱除去系電源復旧後のサプレッショ

ン・チェンバ・プールを水源とした原子炉格納容器内

の除熱手順については，「1.6.2.1(2)ａ．(b)残留熱除

去系電源復旧後のサプレッション・チェンバ・プール

の除熱」及び「1.6.2.2(2)ａ．(b)残留熱除去系電源復

旧後のサプレッション・チェンバ・プールの除熱」に

て整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

（ⅰ） 残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・

チェンバ・プール水の除熱 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運

転員 2 名（操作者及び確認者）にて操作を実施す

る。操作スイッチによる遠隔操作であるため，速

やかに対応できる。 

 

 

からＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄの受電が完了し，

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）が

使用可能な状態※２に復旧された場合 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合 

※2：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源

（サプレッション・チェンバ）が確保され

ている状態 

【1.6.2.2(2)ａ．(b)】 

 

ⅱ) 操作手順 

残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・プー

ルの除熱手順については，「1.6.2.3(2) 残留熱除去系

（サプレッション・プール冷却系）によるサプレッシ

ョン・プールの除熱」，残留熱除去系電源復旧後のサ

プレッション・プールの除熱手順については，

「1.6.2.1(2)ａ．(b) 残留熱除去系電源復旧後のサプ

レッション・プールの除熱」及び「1.6.2.2(2)ａ．(b) 

残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プールの

除熱」にて整備する。 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・プ

ールの除熱 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断した後，冷却

水を確保してから残留熱除去系（サプレッション・

プール冷却系）によるサプレッション・プールの除

熱開始まで 2分以内で可能である。 

 

から非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）が使用可能

な状態※２に復旧された場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率

の 10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃

以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及

び水源（サプレッション・チェンバ）が

確保されている状態。 

【1.6.2.2(2)ａ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・プー

ル水の除熱手順については，「1.6.2.3(2) 残留熱除去

系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサ

プレッション・プール水の除熱」，残留熱除去系電源復

旧後のサプレッション・プールを水源とした原子炉格

納容器内の除熱手順については，「1.6.2.1(2)ａ．(b)

残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水

の除熱」及び「1.6.2.2(2)ａ．(b) 残留熱除去系電源

復旧後のサプレッション・プール水の除熱」にて整備

する。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

（ⅰ） 残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・

プール水の除熱 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作

を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱

除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

によるサプレッション・プール水の除熱開始まで

10分以内で可能である。 

 

 柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を設置 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10 倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10 倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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（ⅱ） 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・チ

ェンバ・プール水除熱（炉心損傷前） 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運

転員 2名（操作者及び確認者）にて操作を実施し，

作業開始を判断してから残留熱除去系(A)（サプレ

ッション・チェンバ・プール水冷却モード）によ

るサプレッション・チェンバ・プールの除熱開始

まで 15分以内で可能である。 

 

（ⅲ） 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・チ

ェンバ・プール水除熱（炉心損傷後） 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運

転員 2名（操作者及び確認者）にて作業を実施し，

作業開始を判断してから残留熱除去系(A)（サプレ

ッション・チェンバ・プール水冷却モード）によ

るサプレッション・チェンバ・プールの除熱開始

まで 15分以内で可能である。 

 

ｄ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器

及び原子炉格納容器内の除熱 

    サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器

及び原子炉格納容器内の除熱手段については，代替循環冷

却系がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プー

ルの除熱（炉心損傷前） 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから残留

熱除去系（サプレッション・プール冷却系）Ａ系に

よるサプレッション・プールの除熱開始まで 2分以

内で可能である。 

 

 

(ⅲ) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プー

ルの除熱（炉心損傷後） 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施し，作業開始を判断してから残留熱除去

系（サプレッション・プール冷却系）Ａ系によるサ

プレッション・プールの除熱開始まで 2分以内で可

能である。 

 

 

ｄ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器

への注水及び原子炉格納容器内の除熱 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器

への注水及び原子炉格納容器内の除熱手段としては，代替

循環冷却系がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ） 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プ

ール水の除熱（炉心損傷前） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱

除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

Ａ系によるサプレッション・プール水の除熱開始

まで 10分以内で可能である。 

 

 

（ⅲ） 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プ

ール水の除熱（炉心損傷後） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施し，作業開始を判断してから残留熱除去系

（サプレッション・プール水冷却モード）Ａ系に

よるサプレッション・プール水の除熱開始まで 10

分以内で可能である。 

 

 

ｄ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器

への注水及び原子炉格納容器内の除熱 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器

への注水及び原子炉格納容器内の除熱手段については，残

留熱代替除去系がある。 

(a) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱（炉心損傷前） 

炉心損傷前において，残留熱代替除去系の運転により，

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることで原

子炉格納容器の過圧破損を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，残留熱除去系の復旧に見込み

がなく※２原子炉格納容器内の除熱が困難な状況で，以下

の条件がすべて成立した場合。 

 

・残留熱代替除去系が使用可能※３であること。 

・原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給が可能

であること。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系を四十八条

の自主対策設備として

使用する 
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(a) 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

     炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器内

の除熱が困難な場合は，復水補給水系を用いた代替循環

冷却系により，原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施

する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

      炉心損傷を判断した場合※1 において，残留熱除去系

の復旧に見込みがなく※2 原子炉格納容器内の除熱が困

難な状況で，以下の条件がすべて成立した場合。 

 

      ・復水補給水系が使用可能※3であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，代替循環

冷却系の運転により，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させることで原子炉格納容器の過圧破損を防止す

る。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系

の復旧に見込みがなく※２原子炉格納容器内の減圧及

び除熱が困難な状況で，以下の条件が全て成立した場

合 

・代替循環冷却系が使用可能※３であること。 

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，

又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が

使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃ 

以上を確認した場合。 

※２：設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要な

電源若しくは補機冷却水が確保できない場合。 

※３：設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッシ

ョン・チェンバ）が確保されている場合。 

 

【1.5.2.1(1)ａ．(a)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱手順については，「1.5.2.1(1)ａ．(a)残留熱代替除

去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて整備

する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断した後，残留熱代

替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始ま

での必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，30分

以内で可能である。 

 

(b) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱（炉心損傷後） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱代

替除去系の運転により，原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させることで原子炉格納容器の過圧破損を防止

する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1 において，残留熱除去系

の復旧に見込みがなく※2 原子炉格納容器内の除熱が困

難な状況で，以下の条件がすべて成立した場合。 

 

・残留熱代替除去系が使用可能※3であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 配管構成の相違によ

る流路の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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      ・代替原子炉補機冷却系による冷却水供給が可能で

あること。 

 

 

 

 

 

 

      ・原子炉格納容器内の酸素濃度が 4vol%以下※4 であ

ること。 

 

 

      ※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）が

使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

      ※2：設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要な

電源若しくは補機冷却水が確保できない状態。 

 

      ※3：設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッシ

ョン・チェンバ）が確保されている場合。 

      ※4：ドライ条件の酸素濃度を確認する。格納容器内

酸素濃度（CAMS）にて 4vol%以下を確認できな

い場合は，代替格納容器スプレイを継続する

ことで，ドライウェル側とサプレッション・

チェンバ側のガス混合を促進させる。 

 

 

【1.7.2.1(1)ｂ．(a)】 

 

 

 

 

・残留熱除去系海水系，緊急用海水系又は代替残留

熱除去系海水系のいずれかにより冷却水供給が可

能であること。 

 

 

 

 

 

・原子炉格納容器内の酸素濃度が 4.3vol％以下であ

ること。 

 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧

力容器温度で 300℃以上を確認した場合 

 

 

 

※2：設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要な

電源若しくは補機冷却水が確保できない場合 

 

※3：設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッシ

ョン・チェンバ）が確保されている場合 

 

 

 

 

 

 

 

【1.7.2.1(1)ａ．】 

 

 

 

 

・原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給が可

能であること。 

 

 

 

 

 

 

・原子炉格納容器内のドライ条件の酸素濃度が

4.4vol%以下※４であること。 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超

えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧

力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

※２：設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要

な電源若しくは補機冷却水が確保できない場

合。 

※３：設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッ

ション・チェンバ）が確保されている場合。 

※４：格納容器酸素濃度にてドライ条件の酸素濃度

が 4.4vol%を超過している場合においてウェ

ット条件の酸素濃度が 1.5vol%未満の場合は，

残留熱代替除去系によるドライウェルスプレ

イを実施することで，ドライウェル側とサプ

レッション・チェンバ側のガスの混合を促進

させる。 

【1.7.2.1(1)ａ．(a)】 

 

【柏崎 6/7】 

 配管構成の相違によ

る流路の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，可搬型

の原子炉補機代替冷却

系を整備 

東海第二は，常設の緊

急用海水ポンプ・ストレ

ーナを整備 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ベント実施基準の相

違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

を含めて損傷と判断す

るため，「以上」として

いる 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，ＬＯＣ

Ａ後のブローダウン等

の影響により，ドライ条

件の酸素濃度が基準値

を超過する場合がある

ため，ウェット条件の酸

素濃度も判断基準に設
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ⅱ．操作手順 

      代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱手順については，「1.7.2.1(1)ｂ．(a)代替循環冷

却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて整

備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

      上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）及び現場運転員 4 名にて作業

を実施し，作業開始を判断してから代替循環冷却系に

よる原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約 90

分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 操作手順 

代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱手順については，「1.7.2.1(1)ａ． 代替循環冷却

系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて整備

する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断した後，冷却水を

確保してから代替循環冷却系による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱開始まで 41分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，代替循環冷却系の起動に必要な冷却水確保の

所要時間は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系ポンプ使用の場合：4分以内 

・緊急用海水ポンプ使用の場合：24分以内 

・代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代

替注水大型ポンプ使用の場合：370分以内※１ 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱手順については，「1.7.2.1(1)ａ．(a)残留熱代

替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」に

て整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから残留熱

代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開

始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

 

 

・ＳＡ電源切替盤を使用した原子炉圧力容器への注

水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する

場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，１時間５分以内で可能である。 

      ・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した原子

炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのス

プレイを実施する場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，１時間 30 分以内で可能であ

る。 

・ＳＡ電源切替盤を使用した原子炉格納容器内への

スプレイを実施する場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，45分以内で可能である。 

      ・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した原子

炉格納容器内へのスプレイを実施する場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，１時間以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

定し，ガスの混合を実施 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，注水先

により想定時間が異な

るため，注水先に応じて

想定時間を記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は, ＳＡ

電源切替盤による電源

切替え操作は，現場にて

実施 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は，代替循環

冷却系による原子炉格

納容器内の減圧及び除

熱に含む 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型

代替注水大型ポンプの現場操作は，重大事故等

対応要員 8名にて作業を実施した場合の所要

時間を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同程度である。 

 

 

 

(c) 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却

系による補機冷却水確保（炉心損傷前） 

炉心損傷前において，原子炉格納容器の過圧破損を防

止するために残留熱代替除去系の運転を実施する場合，

原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を確保し，残留

熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱交換器（Ｂ）へ

供給する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，残留熱代替除去系を使用す

る場合。ただし，原子炉注水手段がない場合は，原子

炉注水準備を優先する※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超

えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧

力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：常設設備による注水手段がない場合，又は低

圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注

水を実施している場合は大量送水車による注

水又は補給準備を実施。 

【1.5.2.1(1)ａ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷

却系による補機冷却水確保手順については，

「1.5.2.1(1)ａ．(b)残留熱代替除去系使用時における

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のＳＡ電

源切替盤による電源切

替え操作は，現場にて実

施 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系を四十八条

の自主対策設備として

使用する 
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原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保」にて整

備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから残留熱

代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系によ

る補機冷却水確保までの必要な要員数及び想定時間は

以下のとおり。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を

使用した補機冷却水確保の場合（ＳＡ電源切替盤を

使用した場合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時

対策要員15名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから運転員操作の系統構成完了まで１時間

40分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開

始まで７時間20分以内で可能である。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を

使用した補機冷却水確保の場合（非常用コントロー

ルセンタ切替盤を使用した場合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時

対策要員15名にて作業を実施した場合，運転員操作

の系統構成完了まで１時間50分以内，緊急時対策要

員操作の補機冷却水供給開始まで７時間20分以内で

可能である。 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場

合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響がある場合（ＳＡ電源切替盤を使用し

た場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時

対策要員６名にて作業を実施した場合，運転員操作

の系統構成完了まで１時間40 分以内，緊急時対策要

員操作の補機冷却水供給開始まで７時間以内で可能

である。 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場

合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響がある場合（非常用コントロールセン

タ切替盤を使用した場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 
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(b) 代替循環冷却系使用時における代替原子炉補機冷却系

による補機冷却水確保 

     炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容器の過圧破損

を防止するために代替循環冷却系の運転を実施する場合，

代替原子炉補機冷却系により補機冷却水を確保し，代替循

環冷却系で使用する残留熱除去系熱交換器(B)及び代替循

環冷却系の運転可否の判断で使用する格納容器内酸素濃度

（CAMS）へ提供する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

      炉心損傷を判断した場合※1 において，代替循環冷却

系設備を使用する場合。 

      ※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場

合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）

が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

【1.7.2.1(1)ｂ.(b)】 

 

ⅱ．操作手順 

      代替循環冷却系使用時における代替原子炉補機冷却

系による補機冷却水確保手順については，「1.7.2.1(1)

ｂ．(b)代替循環冷却系使用時における代替原子炉補機

冷却系による補機冷却水確保」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）現場運転員 2 名及び緊急時対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策要員６名にて作業を実施した場合，運転員操作

の系統構成完了まで１時間50分以内，緊急時対策要

員操作の補機冷却水供給開始まで７時間以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(d) 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却

系による補機冷却水確保（炉心損傷後） 

炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容器の過圧破

損を防止するために残留熱代替除去系の運転を実施する

場合，原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を確保し，

残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱交換器（Ｂ）

へ供給する。 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1 において，残留熱代替除

去系設備を使用する場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超

えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧

力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

【1.7.2.1(1)ａ.(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷

却系による補機冷却水確保手順については，「1.7.2.1 

(1)ａ．(b)残留熱代替除去系使用時における原子炉補

機代替冷却系による補機冷却水確保」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから残留熱

代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系によ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，残留熱

代替除去系による原子

炉格納容器内の減圧及

び除熱後，原子炉格納容

器内への窒素ガス供給

を行うこととしている。

このため，酸素濃度制御

が可能であり，酸素濃度

に関する条件を設定し

ていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 
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策要員 13名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから運転員操作の系統構成完了まで約 115 分，緊

急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで約 540 分

で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る補機冷却水確保までの必要な要員数及び想定時間は

以下のとおり。 

 

 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口

を使用した補機冷却水確保の場合（ＳＡ電源切替

盤を使用した場合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急

時対策要員15名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから運転員操作の系統構成完了まで

１時間40分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却

水供給開始まで７時間20分以内で可能である。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口

を使用した補機冷却水確保の場合（非常用コント

ロールセンタ切替盤を使用した場合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急

時対策要員15名にて作業を実施した場合，運転員

操作の系統構成完了まで１時間50分以内，緊急時

対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間20

分以内で可能である。 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の

場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響がある場合（ＳＡ電源切替盤を

使用した場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急

時対策要員６名にて作業を実施した場合，運転員

操作の系統構成完了まで１時間40 分以内，緊急時

対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間以

内で可能である。 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の

場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響がある場合（非常用コントロー

ルセンタ切替盤を使用した場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急

時対策要員６名にて作業を実施した場合，運転員

操作の系統構成完了まで１時間50分以内，緊急時

対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間以

内で可能である。 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 
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なお，炉心の著しい損傷が発生した場合において代

替原子炉補機冷却系を設置する場合，作業時の被ばく

による影響を低減するため，緊急時対策要員を 2 班体

制とし，交換して対応する。 

      円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。屋内作業の室温は通常運転時と同程

度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合において，

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系が

故障により使用できない場合には，代替循環冷却系によ

るサプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容

器への注水を実施する。 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷

却系及び低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容

器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子

炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合におい

て，代替循環冷却系が使用可能な場合※１ 

※1：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サ

プレッション・チェンバ）が確保されている場

合 

【1.4.2.1(1)ａ．(c)】 

 

ⅱ) 操作手順 

代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水手順

については，「1.4.2.1(1)ａ．(c) 代替循環冷却系に

よる原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断した後，冷却水を

確保してから代替循環冷却系による原子炉圧力容器へ

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

被ばく評価結果の相

違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，東海第

二の代替循環冷却系と

同様な設備である，残留

熱代替除去系を五十条

の重大事故等対処設備

として位置付けており，

技術的能力 1.7にて手

順を整備 
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の注水開始まで 41分以内で可能である。 

 (b) 代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，溶

融炉心が原子炉圧力容器を破損しペデスタル（ドライウ

ェル部）に落下した場合，格納容器下部注水系によりペ

デスタル（ドライウェル部）へ注水することで落下した

溶融炉心を冷却するが，原子炉圧力容器内に溶融炉心が

残存した場合は，代替循環冷却系によるサプレッショ

ン・チェンバを水源とした原子炉圧力容器内への注水を

実施することで残存溶融炉心を冷却し，原子炉圧力容器

から原子炉格納容器内への放熱を抑制する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合におい

て，低圧代替注水系（常設）が使用できず，代替循環

冷却系による原子炉圧力容器への注水が可能な場合※

２ 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計

兼デブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部

水温（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格

納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

指示値の喪失により確認する。 

※2：代替循環冷却系により原子炉格納容器内へのス

プレイに必要な流量（150m３／h）を確保し，さ

らに原子炉圧力容器への注水量（100m３／h）が

確保できる場合 

【1.4.2.1(3)ａ．(b)】 

ⅱ) 操作手順 

代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却手順につ

いては，「1.4.2.1(3)ａ．(b) 代替循環冷却系による

残存溶融炉心の冷却」にて整備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから代替循環

冷却系による原子炉圧力容器への注水開始まで 41分

以内で可能である。 
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(1) 復水貯蔵槽を水源とした対応手順 

   重大事故等時，復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器へ

 

 (d) 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水（溶融

炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下

遅延・防止） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，低圧代替

注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水ができな

い場合は，常設代替交流電源設備として使用する常設代

替高圧電源装置により代替循環冷却系の電源を確保し，

原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧代替注水

系（常設）による原子炉圧力容器への注水ができず，

代替循環冷却系が使用可能な場合※２ 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧

力容器温度で 300℃以上を確認した場合 

※2：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サ

プレッション・チェンバ）が確保されている場

合 

【1.8.2.2(1)ｃ．】 

ⅱ) 操作手順 

代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水（溶

融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落

下遅延・防止）手順については，「1.8.2.2(1)ｃ． 代

替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水」にて整

備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断した後，冷却水を

確保してから代替循環冷却系による原子炉圧力容器へ

の注水開始まで 41分以内で可能である。 

 

(4) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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の注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への

注水及び原子炉ウェルへの注水を行う手順を整備する。 

 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵槽を水源

とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵槽を水源

とした原子炉圧力容器への注水手段としては，原子炉隔離

時冷却系，高圧炉心注水系，高圧代替注水系及び制御棒駆

動系がある。 

 

(a) 原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵槽を水源とした原

子炉圧力容器への注水（中央制御室操作） 

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，自動起動信号（原

子炉水位低（レベル 2若しくはレベル 1.5）又はドライ

ウェル圧力高）による作動，又は中央制御室からの手動

操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，復水貯蔵槽を

水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ⅰ.手順着手の判断基準 

      給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）

以上に維持できない場合。 

 

【1.2.2.4(1)】 

ⅱ．操作手順 

      原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵槽を水源とした

原子炉圧力容器への注水手順（中央制御室操作）につ

いては「1.2.2.4(1)原子炉隔離時冷却系による原子炉

圧力容器への注水」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器への注水，原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器下

部への注水を行う手順を整備する。 

 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを

水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを

水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，原子炉

隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及び制御棒駆動水圧系

がある。 

 

(a) 原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とし

た原子炉圧力容器への注水 

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，中央制御室から

の手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，復水貯

蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，サプレッション・チェンバを水源として使用でき

ない場合において，原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）設定点以上に維持できない場合 

 

ⅱ) 操作手順 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉隔離時冷却系に

よる原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下のとお

り。概要図を第 1.13－2図に，タイムチャートを第 1.13

－3図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に復水貯蔵タンクを水源とした原子炉隔離時冷

却系ポンプの手動起動を指示する。 

 

 

 

②運転員等は，中央制御室にて，原子炉隔離時冷却

系復水貯蔵タンク水供給弁を開とする。 

③運転員等は，中央制御室にて，原子炉隔離時冷却

器への注水及び原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器

下部への注水を行う手順を整備する。 

 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを

水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時の復水貯蔵タンク

を水源とした原子炉圧力容器への注水としては，原子炉隔

離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及び制御棒駆動水圧系が

ある。 

 

(a) 原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とし

た原子炉圧力容器への注水 

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，中央制御室から

の手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，復水貯

蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，サプレッション・チェンバを水源として使用でき

ない場合において，原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

 

ⅱ 操作手順 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉隔離時冷却系に

よる原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下のとお

り。概要図を第 1.13－2図に，タイムチャートを第 1.13

－3図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉隔離時冷却系によ

る原子炉圧力容器への注水開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス水

位高バイパスＣＯＳを「通常」から「バイパス」に切

り替える。 

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて原子炉隔離時

冷却系のポンプ復水貯蔵水入口弁を開とする。 

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ポンプ復水

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑰の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の中央制

御室は，島根１号炉と共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当

直副長の指揮に基づき

1.13-88



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

      上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて操作を実施する。操作ス

イッチによる中央制御室からの遠隔操作であるため，

速やかに対応できる。 

 

(b) 高圧炉心注水系による復水貯蔵槽を水源とした原子炉

圧力容器への注水 

高圧炉心注水系が健全な場合は，自動起動信号（原子

炉水位低（レベル 1.5）又はドライウェル圧力高）によ

る作動，又は中央制御室からの手動操作により高圧炉心

注水系を起動し，復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容

器への注水を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

系復水貯蔵タンク水供給弁が開となったことを確

認後，原子炉隔離時冷却系サプレッション・プー

ル水供給弁を閉とする。運転員等は，中央制御室

にて，手動起動操作により，原子炉隔離時冷却系

ポンプ出口弁，原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁及

び原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁が開し，原子

炉隔離時冷却系ポンプが起動したことを確認した

後，発電長に報告する。 

④運転員等は，中央制御室にて，原子炉圧力容器へ

の注水が開始されたことを原子炉隔離時冷却系系

統流量指示値の上昇で確認し，発電長に報告する。 

 

⑤発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）設定点以上から原子炉

水位高（レベル８）設定点の間で維持するように，

指示する。 

⑥運転員等は，中央制御室にて，原子炉隔離時冷却

系タービン回転数の調整により原子炉隔離時冷却

系系統流量を調整することで，原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上か

ら原子炉水位高（レベル８）設定点の間で維持し，

発電長に報告する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔

離時冷却系による原子炉圧力容器への注水開始まで 6

分以内で可能である。 

 

(b) 高圧炉心スプレイ系による復水貯蔵タンクを水源とし

た原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，中央制御室から

の手動操作により高圧炉心スプレイ系を起動し，復水貯

蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

貯蔵水入口弁が開となったことを確認後，ポンプトー

ラス水入口弁を閉とする。 

⑤中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操

作によりタービン蒸気入口弁，ＲＣＩＣ注水弁及び復

水器冷却水入口弁が全開し，原子炉隔離時冷却系が起

動したことを確認した後，当直副長に報告する。 

 

 

⑥中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉圧力

容器への注水が開始されたことを原子炉隔離時冷却ポ

ンプ出口流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上

昇により確認し当直副長に報告する。 

⑦当直副長は，運転員に原子炉圧力容器内の水位を原子

炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）

の間で維持するように，指示する。 

 

⑧中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて原子炉隔離時

冷却系タービン回転数の調整により原子炉隔離時冷却

系系統流量を調整することで，原子炉水位低（レベル

３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持し，当

直副長に報告する。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実

施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔離時冷

却系による原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内

で可能である。 

 

(b) 高圧炉心スプレイ系による復水貯蔵タンクを水源とし

た原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，中央制御室から

の手動操作により高圧炉心スプレイ系を起動し，復水貯

蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

運転操作対応を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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      給水・復水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉

圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合。 

 

 

【1.2.2.4(2)】 

 

ⅱ．操作手順 

      高圧炉心注水系による復水貯蔵槽を水源とした原子

炉圧力容器への注水手順については「1.2.2.4(2)高圧

炉心注水系による原子炉圧力容器への注水」にて整備

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水・復水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉

圧力容器への注水ができず，サプレッション・チェン

バを水源として使用できない場合において，原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）設定点以

上に維持できない場合 

 

 

ⅱ) 操作手順 

復水貯蔵タンクを水源とした高圧炉心スプレイ系に

よる原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下のとお

り。概要図を第 1.13－4図に，タイムチャートを第 1.13

－5図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に復水貯蔵タンクを水源とした高圧炉心スプレ

イ系ポンプの手動起動を指示する。 

 

 

 

②運転員等は，中央制御室にて，高圧炉心スプレイ

系ポンプ入口弁（復水貯蔵タンク）を開とする。 

③運転員等は，中央制御室にて，高圧炉心スプレイ

系ポンプ入口弁（復水貯蔵タンク）が開となった

ことを確認後，高圧炉心スプレイ系ポンプ入口弁

（サプレッション・プール）を閉とする。 

④運転員等は，中央制御室にて，手動起動操作によ

り高圧炉心スプレイ系ポンプが起動し，高圧炉心

スプレイ系注入弁が開となったことを確認した

後，発電長に報告する。 

⑤運転員等は，中央制御室にて，原子炉圧力容器へ

の注水が開始されたことを高圧炉心スプレイ系系

統流量指示値の上昇で確認し，発電長に報告する。 

 

 

⑥発電長は，運転員等に原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）設定点以上から原子炉

水位高（レベル８）設定点の間で維持するように，

指示する。 

⑦運転員等は，中央制御室にて，高圧炉心スプレイ

復水・給水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉

圧力容器への注水ができず，サプレッション・チェン

バを水源として使用できない場合において，原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維

持できない場合。 

 

 

ⅱ 操作手順 

復水貯蔵タンクを水源とした高圧炉心スプレイ系に

よる原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下のとお

り。概要図を第 1.13－4図に，タイムチャートを第 1.13

－5図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員に復水貯蔵タンクを水源とした高圧炉心スプレ

イ・ポンプの手動起動を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラ

ス水位高バイパスＣＯＳを「通常」から「バイパ

ス」に切り替える。 

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室にてＨＰＣＳ

ポンプ復水貯蔵水入口弁を開とする。 

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室にてＨＰＣＳ

ポンプ復水貯蔵水入口弁が開となったことを確認

後，ＨＰＣＳポンプトーラス水入口弁を閉とする。 

 

⑤中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，手動起

動操作により高圧炉心スプレイ・ポンプが起動し，

ＨＰＣＳ注水弁が全開となったことを確認した

後，当直副長に報告する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉

圧力容器への注水が開始されたことを高圧炉心ス

プレイポンプ出口流量指示値の上昇及び原子炉水

位指示値の上昇により確認し，当直副長に報告す

る。 

⑦当直副長は，運転員に原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レ

ベル８）の間で維持するように，指示する。 

 

⑧中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ＨＰＣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の中央制

御室は，島根１号炉と共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 
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ⅲ．操作の成立性 

      上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて操作を実施する。操作ス

イッチによる中央制御室からの遠隔操作であるため，

速やかに対応できる。 

 

(c) 高圧代替注水系による復水貯蔵槽を水源とした原子炉

圧力容器への注水（中央制御室操作） 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系が機能喪失し

た場合，又は炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉

心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場

合に，中央制御室からの手動操作により高圧代替注水系

を起動し，復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への

注水を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 高圧注水系の機能喪失時の高圧代替注水系によ

る原子炉圧力容器への注水判断基準 

         給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉

心注水系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル 3）以上に維持できない場合。 

【1.2.2.1(1)ａ．】 

（ⅱ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための高圧代替注水系による原子

炉圧力容器への注水判断基準 

                炉心損傷を判断した場合※1 において，原子炉

圧力容器への高圧注水機能が喪失した場合におい

て，高圧代替注水系が使用可能な場合※2。 

       ※1：格納容器 内雰囲気放射線レベル（CAMS）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超

系注入弁の開閉操作により高圧炉心スプレイ系系

統流量を調整することで，原子炉圧力容器内の水

位を原子炉水位低（レベル３）設定点以上から原

子炉水位高（レベル８）設定点の間で維持し，発

電長に報告する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開始まで 7

分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ注水弁の開閉操作により高圧炉心スプレイ系系

統流量を調整することで，原子炉圧力容器内の水

位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高

（レベル８）の間で維持し，当直副長に報告する。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実

施した場合，作業開始を判断してから高圧炉心スプレ

イ系による原子炉圧力容器への注水開始まで２分以内

で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，サプレ

ッション・チェンバを水

源とした手順で整備 
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えた場合，又は格納容器内雰囲気放射線レベ

ル（CAMS）が使用できない場合に原子炉圧力

容器内温度で 300℃以上を確認した場合。 

       ※2：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵

槽）が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1) ｄ．】 

ⅱ．操作手順 

      高圧注水系が機能喪失した場合の高圧代替注水系に

よる原子炉圧力容器への注水手順については

「1.2.2.1(1)ａ．中央制御室からの高圧代替注水系起

動」，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又

は防止するための高圧代替注水系による原子炉圧力容

器への注水手順については「1.8.2.2(1)ｄ．高圧代替

注水系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

      上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて操作を実施した場合，作

業開始を判断してから高圧代替注水系による原子炉圧

力容器への注水開始まで 15 分以内で可能である。 

 

(d) 高圧代替注水系による復水貯蔵槽を水源とした原子炉

圧力容器への注水（現場手動操作） 

高圧注水系が機能喪失した場合，かつ中央制御室から

の手動操作により高圧代替注水系を起動できない場合

に，現場での弁の手動操作により高圧代替注水系を起動

し，復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を

実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

      給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注

水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に

維持できない場合で，中央制御室からの操作により高

圧代替注水系を起動できない場合。 

【1.2.2.1(1)ｂ．】 

ⅱ．操作手順 

      高圧代替注水系による復水貯蔵槽を水源と
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した原子炉圧力容器への注水手順（現場手動

操作）については「1.2.2.1(1)ｂ．現場手動

操作による高圧代替注水系起動」にて整備す

る。 

 

ⅲ．操作の成立性 

      上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 1

名及び現場運転員 4 名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから高圧代替注水系現場起動による原

子炉圧力容器への注水開始まで約 40分で可能である。 

      円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。屋内作業の室温は通常運転時と同程

度である。 

 

(e) 原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵槽を水源とした原

子炉圧力容器への注水（現場手動操作） 

高圧注水系が機能喪失した場合，かつ高圧代替注水系

が起動できない場合に，現場での弁の手動操作により原

子炉隔離時冷却系を起動し，復水貯蔵槽を水源とした原

子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

      全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り中央制御室からの操作による原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心注水系での原子炉圧力容器への注水ができ

ない場合において，中央制御室からの操作及び現場で

の人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動で

きない場合，又は高圧代替注水系により原子炉圧力容

器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持で

きない場合。 

【1.2.2.2(1)ａ．】 

ⅱ．操作手順 

      原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵槽を水源とした

原子炉圧力容器への注水手順（現場手動操作）につい

ては「1.2.2.2(1)ａ．現場手動操作による原子炉隔離

時冷却系起動」にて整備する。 
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ⅲ．操作の成立性 

      上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 1

名，現場運転員 4 名及び緊急時対策要員 4 名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔離

時冷却系による原子炉圧力容器への注水開始まで約 90

分，緊急時対策要員による排水処理開始まで約 180 分

で可能である。 

      円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具（酸素呼吸器及び耐熱服），照明及び通信連絡設備を

整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使

用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

      原子炉隔離時冷却系ポンプ室に現場運転員が入室す

るのは原子炉隔離時冷却系起動時のみとし，その後速

やかに退室する手順とする。したがって，原子炉隔離

時冷却系タービングランド部からの蒸気漏えいに伴う

環境温度の上昇による運転員への影響はないものと考

えており，防護具（酸素呼吸器及び耐熱服）を確実に

装着することにより本操作が可能である。 

 

(f) 制御棒駆動系による復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧

力容器への注水（進展抑制） 

高圧注水系又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できな

い場合，又は炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉

心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場

合に，制御棒駆動系を起動し，復水貯蔵槽を水源とした

原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 全交流動力電源喪失又は高圧炉心注水系の機能

喪失時の制御棒駆動系による原子炉圧力容器へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源

喪失時において，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却

系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベ

ル３）以上に維持できない場合は，原子炉補機冷却系に

より冷却水を確保し，復水貯蔵タンクを水源とした制御

棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 制御棒駆動水圧系による復水貯蔵タンクを水源とした

原子炉圧力容器への注水（進展抑制） 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失又は全交流動力電源喪

失時において，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時

冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

(レベル３)以上に維持できない場合は，原子炉補機冷却

系（原子炉補機海水系を含む。）により冷却水を確保し，

復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水圧系による原

子炉圧力容器への注水を実施する。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，常

設代替交流電源設備により制御棒駆動水圧系の電源を確

保し，原子炉圧力容器の下部への注水を実施することで，

原子炉圧力容器の下部に落下した溶融炉心を冷却し，原

子炉圧力容器の破損の進展を抑制する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 全交流動力電源喪失又は高圧炉心スプレイ系の

機能喪失時の制御棒駆動水圧系による原子炉圧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，炉心損

傷後も制御棒駆動水圧

系による原子炉圧力容

器への注水を実施 
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の注水 

        原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であ

り，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系によ

り原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベ

ル 3）以上に維持できない場合で，制御棒駆動系

が使用可能な場合。 

【1.2.2.3(1)ｂ．】 

 

（ⅱ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための制御棒駆動系による原子炉

圧力容器への注水 

        炉心損傷を判断した場合※1 において，原子炉圧

力容器への高圧注水機能が喪失した場合におい

て，制御棒駆動系が使用可能な場合※2。 

        ※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設

計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射

線レベル（CAMS）が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した

場合。 

        ※2：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び

水源（復水貯蔵槽）が確保されている場合。 

 

【1.8.2.2(1)ｆ．】 

ⅱ．操作手順 

      全交流動力電源喪失又は高圧炉心注水系の機能喪失

時の制御棒駆動系による原子炉圧力容器への注水手順

については「1.2.2.3(1)ｂ．制御棒駆動系による原子

炉圧力容器への注水」及び溶融炉心の原子炉格納容器

下部への落下の遅延又は防止するための制御棒駆動系

による原子炉圧力容器への注水手順については

「1.8.2.2(1)ｆ．制御棒駆動系による原子炉圧力容器

への注水」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

      上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて作業を実施した場合，作

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，高

圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替

注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）以上に維持できない場合で，制御棒駆動

水圧系が使用可能な場合 

【1.2.2.3(1)ｂ．】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 操作手順 

制御棒駆動水圧系による復水貯蔵タンクを水源とし

た原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.2.2.3(1)ｂ． 制御棒駆動水圧系による原子炉圧力

容器への注水」にて整備する。 

 

 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから制御棒駆

力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であ

り，高圧炉心スプレイ系，高圧原子炉代替注水系

及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低(レベル３)以上に維持でき

ない場合で，制御棒駆動水圧系が使用可能な場合。 

【1.2.2.3(1)ａ．】 

 

（ⅱ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための制御棒駆動水圧系による原

子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，制御棒駆

動水圧系が使用可能な場合※２。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率

の 10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃

以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及

び水源（復水貯蔵タンク）が確保されて

いる場合。 

【1.8.2.2(1)ｃ．】 

ⅱ 操作手順 

全交流動力電源喪失又は高圧炉心スプレイ系の機能

喪失時の制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への

注水手順については「1.2.2.3(1)ａ．制御棒駆動水圧

系による原子炉圧力容器への注水」及び溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための

制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水手順

については「1.8.2.2(1)ｃ．制御棒駆動水圧系による

原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は中央制御室運転員１名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから制御棒駆動水圧系

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，炉心損

傷後も制御棒駆動水圧

系による原子炉圧力容

器への注水を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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業開始を判断してから制御棒駆動系による原子炉圧力

容器への注水開始まで約 20 分で可能である。 

 

(g) 高圧炉心注水系による復水貯蔵槽を水源とした原子炉

圧力容器への緊急注水 

全交流動力電源が喪失し，高圧代替注水系及び原子炉

隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル 3）以上に維持できない場合，又は炉心の

著しい損傷が発生した場合，溶融炉心の原子炉格納容器

下部への落下を遅延又は防止する場合に，常設代替交流

電源設備又は第二代替交流電源設備により高圧炉心注水

系の電源を確保することで，高圧炉心注水系を冷却水が

ない状態で一定時間運転し，復水貯蔵槽を水源とした原

子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 全交流動力電源喪失時の高圧炉心注水系緊急注

水 

        原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であ

り，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系によ

り原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベ

ル 3）以上に維持できない場合で，常設代替交流

電源設備又は第二代替交流電源設備による非常用

高圧母線 D系への給電が可能となった場合。 

【1.2.2.3(1)ｃ． 】 

（ⅱ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための高圧炉心注水系による原子

炉圧力容器への緊急注水 

        炉心損傷を判断した場合※1 において，原子炉圧

力容器への高圧注水機能が喪失した場合におい

て，高圧炉心注水系が使用可能な場合※2。 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設

計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射

線レベル（CAMS）が使用できない場合に 原

子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した

動水圧系による原子炉圧力容器への注水開始まで 4分

以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

による原子炉圧力容器への注水開始まで 15分以内で

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑱の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設代

替交流電源設備の負荷

として考慮していない

ことから，重大事故等時

の対応手段として期待

しない 
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場合。 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯

蔵槽）が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

 

ⅱ．操作手順 

全交流動力電源喪失時の高圧炉心注水系による緊急

注水手順については「1.2.2.3(1)ｃ．高圧炉心注水系

による原子炉圧力容器への緊急注水」，溶融炉心の原子

炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための原

子 炉 圧 力 容 器 へ の 緊 急 注 水 手 順 に つ い て は

「1.8.2.2(1)ｇ．高圧炉心注水系による原子炉圧力容

器への緊急注水」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

      上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから高圧炉心注水系による原子炉圧

力容器への緊急注水開始まで約 25分で可能である。 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵槽を水源

とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵槽を水

源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧代

替注水系（常設）がある。 

(a) 低圧代替注水系（常設）による復水貯蔵槽を水源とし

た原子炉圧力容器への注水 

     常設の原子炉圧力容器への注水設備が機能喪失した場

合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格

納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子

炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，低

圧代替注水系（常設）を起動し，復水貯蔵槽を水源とし

た原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを

水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを

水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，補給水

系がある。 

(a) 補給水系による原子炉圧力容器への注水 

 

常設の原子炉圧力容器への注水設備及び低圧代替注水

系（常設）の注水機能が喪失した場合，残存溶融炉心を

冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を

抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への

落下を遅延又は防止する場合に，補給水系による復水貯

蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧代替注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを

水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを

水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，復水輸

送系がある。 

(a) 復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉

圧力容器への注水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備が機能喪失した場

合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格

納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子

炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，復

水輸送系を起動し，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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喪失時の低圧代替注水系（常設）による原子炉

圧力容器への注水 

        給水・復水系及び非常用炉心冷却系により原子

炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（3）以上に維持できない場

合において，低圧代替注水系（常設）及び注入配

管が使用可能な場合※1。 

 

 

 

 

 

 

        ※1：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯

蔵槽）が確保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(a)】 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための低圧代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水 

        原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化

※1 により原子炉圧力容器の破損を判断した場合に

おいて，低圧代替注水系（常設）による原子炉圧

力容器への注水が可能な場合※2。 

 

        ※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

変化」は，原子炉圧力指示値の低下，格納

容器内圧力指示値の上昇，ドライウェル雰

囲気温度指示値の上昇により確認する。 

 

 

 

 

        ※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及び原子炉

格納容器下部への注水に必要な流量

（140m3/h，35～70m3/h）が確保され，更に

低圧代替注水系（常設）により原子炉圧力

容器への注水に必要な流量（30m3/h）が確

保できる場合。 

水系（常設）の注水機能喪失時の補給水系による

原子炉圧力容器への注水 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心

冷却系，低圧代替注水系（常設），代替循環冷却系

及び消火系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベ

ル３）以上に維持できない場合において，補給水系

が使用可能な場合※１ 

 

 

 

 

 

※1：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯

蔵タンク）が確保されている場合 

【1.4.2.1(1)ａ．(e)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための補給水系による原

子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※

１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合にお

いて，低圧代替注水系（常設），代替循環冷却系及

び消火系が使用できず，補給水系による原子炉圧力

容器への注水が可能な場合※２ 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，格納容器下部水温（水温計兼

デブリ落下検知用）若しくは格納容器下部

水温（水温計兼デブリ堆積検知用）の上昇

又は格納容器下部水温（水温計兼デブリ落

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水

温計兼デブリ堆積検知用）指示値の喪失に

より確認する。 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及びペデス

タル（ドライウェル部）への注水に必要な

流量（130m３／h，80m３／h）が確保され，

さらに補給水系により原子炉圧力容器への

注水に必要な流量（14m３／h～50m３／h）が

確保できる場合 

炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の復水

輸送系による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉

心冷却系及び低圧原子炉代替注水系（常設）によ

る原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力

容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に

維持できない場合において，復水輸送系及び注入

配管が使用可能な場合※１。 

 

 

 

 

 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（復水

貯蔵タンク）が確保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(b)】 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための復水輸送系による

原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化

※１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合

において，低圧原子炉代替注水系（常設）が使用

できず，復水輸送系による原子炉圧力容器への注

水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，原子炉圧力指示値の低下，

ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデス

タル温度指示値の上昇，ペデスタル水温

度指示値の上昇又は喪失により確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，東海第

二の代替循環冷却系と

同様な設備である，残留

熱代替除去系を五十条

の重大事故等対処設備

として位置付けており，

技術的能力 1.7にて手

順を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，流量バ

ランスの管理性を考慮

し，同時注水は実施しな

い（以下，⑳の相違） 
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            なお，十分な注水流量が確保できない場

合は溶融炉心の冷却を優先し効果的な注

水箇所を選択する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(a)】 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧代替注水系（常設）に

よる原子炉圧力容器への注水 

        炉心損傷を判断した場合※1 において，給水・復

水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器

への注水ができない場合において，低圧代替注水

系（常設）が使用可能な場合※2。 

 

 

 

 

        ※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設

計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射

線レベル（CAMS）が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した

場合。 

 

 

 

 

 

        ※2：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯

蔵槽）が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ．操作手順 

      常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失

時の低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ

の注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(a)低圧代替

注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水」，残存

溶融炉心の冷却のための低圧代替注水系（常設）によ

なお，十分な注水流量が確保できない場合

は原子炉格納容器内へのスプレイを優先す

る。 

【1.4.2.1(3)ａ．(d)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための補給水系による原子炉圧力

容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧代替

注水系（常設），代替循環冷却系及び消火系による

原子炉圧力容器への注水ができず，補給水系が使用

可能な場合※２ 

 

 

 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯

蔵タンク）が確保されている場合 

【1.8.2.2(1)ｅ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧代替注水

系（常設）の注水機能喪失時の補給水系による原子炉

圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．

(e) 補給水系による原子炉圧力容器への注水」，残存

溶融炉心の冷却のための補給水系による原子炉圧力容

 

 

 

【1.4.2.1(3)ａ．(b)】 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための復水輸送系による原子炉圧

力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧原子

炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への

注水ができず，復水輸送系が使用可能な場合※２。 

 

 

 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率

の 10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃

以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水

貯蔵タンク）が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失

時の復水輸送系による原子炉圧力容器への注水手順に

ついては，「1.4.2.1(1)ａ．(b)復水輸送系による原子

炉圧力容器への注水」，残存溶融炉心の冷却のための復

水輸送系による原子炉圧力容器への注水手順について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，東海第

二の代替循環冷却系と

同様な設備である，残留

熱代替除去系を五十条

の重大事故等対処設備

として位置付けており，

技術的能力 1.7にて手

順を整備 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 10 倍を

超過した場合を炉心損

傷の判断としているが，

東海第二では 10 倍含め

て炉心損傷と判断する

ため，「以上」としてい

る 
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る原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(3)ａ．(a)低圧代替注水系（常設）による残

存溶融炉心の冷却」及び溶融炉心の原子炉格納容器下

部への落下を遅延又は防止するための低圧代替注水系

（常設）による原子炉圧力容器への注水手順について

は，「1.8.2.2(1)ａ.低圧代替注水系（常設）による原

子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

 

      残留熱除去系(B)又は残留熱除去系(A)の注入配管を

使用した低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容

器への注水操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転

員 2名（操作者及び確認者）にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから低圧代替注水系（常設）によ

る原子炉圧力容器への注水開始までの所要時間は以下

のとおり。 

      残留熱除去系(B)注入配管使用の場合：12分以内 

      残留熱除去系(A)注入配管使用の場合：12分以内 

      残留熱除去系(C)，高圧注水系(B)又は高圧炉心注水

系(C)の注入配管を使用した低圧代替注水系（常設）に

よる原子炉圧力容器への注水操作は，1 ユニット当た

り中央制御室運転員 2 名（操作者及び確認者）及び現

場運転員 2 名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水開始までの所要時間は以下のとおり。 

      残留熱除去系(C)注入配管使用の場合：約 40分 

      高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合：約 25分 

      高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合：約 30分 

      当該操作実施後，現場運転員 2 名にて復水移送ポン

プの水源確保操作を実施した場合，15分以内で可能で

ある。（「1.4.2.1(3)ａ．(a)低圧代替注水系（常設）に

よる残存溶融炉心の冷却」，「1.8.2.2(1)ａ．低圧代替

注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水」は炉

心損傷状態での手順のため残留熱除去系(A)と残留熱

除去系(B)注入配管のみを使用） 

器への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(d) 補

給水系による残存溶融炉心の冷却」，溶融炉心の原子

炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための補

給水系による原子炉圧力容器への注水手順について

は，「1.8.2.2(1)ｅ． 補給水系による原子炉圧力容器

への注水」にて整備する。 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧代替注

水系（常設）の注水機能喪失時の補給水系による

原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員 4名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから補給水系による原子炉圧

力容器への注水開始まで 110分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，

原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合，原

子炉格納容器内へのスプレイに必要な負荷の電源

切替え操作を実施してから原子炉格納容器内への

スプレイ開始まで 5分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，「1.4.2.1(3)ａ．(b)復水輸送系による残存溶融炉

心の冷却」及び溶融炉心の原子炉格納容器下部への落

下を遅延又は防止するための復水輸送系による原子炉

圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1)ｅ．復

水輸送系による原子炉圧力容器への注水」にて整備す

る。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

（ⅰ） 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子

炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の復水

輸送系による原子炉圧力容器への注水 

残留熱除去系（Ａ）の注入配管を使用した復水

輸送系による原子炉圧力容器への注水操作は，中

央制御室運転員 1名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから復水輸送系による原子炉

圧力容器への注水開始まで 20 分以内で可能であ

る。 

 

 

 

残留熱除去系（Ｂ）又は残留熱除去系（Ｃ）の

注入配管を使用した復水輸送系による原子炉圧

力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名，

現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力

容器への注水開始まで 30分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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      円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．復水貯蔵槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

復水貯蔵槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段と

しては，代替格納容器スプレイ（常設）がある。 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による復水貯蔵

槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放

射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室

温は通常運転時と同程度である。 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための補給水系による原

子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員 4名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから補給水系による原子炉圧

力容器への注水開始まで 110分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放

射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室

温は通常運転時と同程度である。 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための補給水系による原子炉圧力

容器への注水 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直

運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）

2名及び重大事故等対応要員 4名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから補給水系による原

子炉圧力容器への注水開始まで 110分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放

射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋

内作業の室温は通常運転時と同程度である。 

 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手

段としては，補給水系がある。 

(a) 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断

し，原子炉格納容器へのスプレイを実施する場

合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで 30 分

以内で可能である。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温

は通常運転時と同程度である。 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための復水輸送系による

原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから復水輸

送系による原子炉圧力容器への注水開始まで 20

分以内で可能である。 

 

 

 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための復水輸送系による原子炉圧

力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから復水輸

送系による原子炉圧力容器への注水開始まで 20

分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手

段としては，復水輸送系がある。 

(a) 復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉

格納容器内の冷却 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

注水から格納容器スプ

レイへの切替操作に要

する時間を記載 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，五十一

条の重大事故等対処設

備として，ペデスタル代

替注水系（常設）を新規

で設置したことから，復

水輸送系を自主対策設

備として整備（以下，㉑

の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-101



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

     残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が故障

により使用できない場合は，復水貯蔵槽を水源とした代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）により原子炉格納容

器内にスプレイする。 

 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな

らないように，スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/

停止を行う。 

 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原

子炉格納容器内へのスプレイの判断基準（炉心

損傷判断前） 

         残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

による原子炉格納容器内へのスプレイができな

い場合において，代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）が使用可能な場合※1 で，原子炉格納容

器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場

合※2。 

         ※1：設備に異常がなく，電源及び水源（復水

貯蔵槽）が確保されている場合。 

         ※2：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の

判断基準に到達」とは，格納容器内圧力

（D/W），格納容器内圧力（S/C），ドライ

ウェル雰囲気温度，サプレッション・チ

ェンバ気体温度又はサプレッション・チ

ェンバ・プール水位指示値が，原子炉格

納容器内へのスプレイ起動の判断基準

に達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(a)】 

 

（ⅱ） 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格

納容器スプレイの判断基準（炉心損傷判断時） 

         炉心損傷を判断した場合※1 において，残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による

格納容器スプレイができず，代替格納容器スプ

レイ冷却系（常設）が使用可能な場合※2 で，原

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が故障によ

り使用できず，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及

び消火系による原子炉格納容器内へのスプレイができな

い場合は，復水貯蔵タンクを水源とした補給水系により

原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は外部水源による原子炉格納容器内へ

のスプレイでのサプレッション・プール水位の上昇及び

原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプ

レイの起動／停止を行う。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ

（炉心損傷前） 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系），代替

格納容器スプレイ冷却系（常設）及び消火系による

原子炉格納容器内へのスプレイができない場合に

おいて，補給水系が使用可能な場合※１で，原子炉

格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達し

た場合※２ 

※1：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯

蔵タンク）が確保されている場合 

※2：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライウ

ェル雰囲気温度，サプレッション・チェン

バ雰囲気温度又はサプレッション・プール

水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合 

 

【1.6.2.1(1)ａ．(c)】 

 

(ⅱ) 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ

（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却系），代替格納容器ス

プレイ冷却系（常設）及び消火系による原子炉格納

容器内へのスプレイができず，補給水系が使用可能

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使

用できず，格納容器代替スプレイ系（常設）による原子

炉格納容器内へのスプレイができない場合は，復水貯蔵

タンクを水源とした復水輸送系により原子炉格納容器内

にスプレイする。 

原子炉格納容器内へのスプレイ作動後は格納容器圧力

が負圧とならないように，スプレイの起動／停止を行う。 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレ

イの判断基準（炉心損傷前） 

 

残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器

代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内

へのスプレイができない場合において，復水輸送

系が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内への

スプレイ起動の判断基準に到達した場合※２。 

 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（復水

貯蔵タンク）が確保されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，サプレッション・

チェンバ圧力，ドライウェル温度指示値

が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動

の判断基準に到達した場合。 

 

 

 

【1.6.2.1(1)ａ．(b)】 

 

（ⅱ） 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレ

イの判断基準（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除

去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレ

イ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレ

イができない場合において，復水輸送系が使用可

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，復水輸

送系によるスプレイに

時間を要する作業がな

いことから，消火系より

も優先順位が先である

（以下，㉒の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，四十九

条の重大事故等対処設

備として，格納容器代替

スプレイ系（常設）を新

規で設置したことから，

復水輸送系を自主対策

設備として整備（以下，

㉓の相違） 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

判断基準として確認

する対象パラメータの

相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

㉒の相違 
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子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に

到達した場合※3。 

                  ※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率

の 10 倍を超えた場合，又は格納容器内

雰囲気放射線レベル（CAMS）が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度300℃以

上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

         ※2：設備に異常がなく，電源及び水源（復水

貯蔵槽）が確保されている場合。 

         ※3：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の

判断基準に到達」とは，格納容器内圧力

（D/W），格納容器内圧力（S/C），ドライ

ウェル雰囲気温度又は原子炉圧力容器

下鏡部温度指示値が，原子炉格納容器内

へのスプレイ起動の判断基準に達した

場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(a)】 

 

ⅱ . 操作手順 

代替格納容器スプレイ冷却系（ 常設） による復水

貯蔵槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順につ

いては，「1.6.2.1(1)a.(a)代替格納容器スプレイ冷却

系（ 常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」及

び「1.6.2.2(1)a.(a)代替格納容器スプレイ冷却系（ 常

設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整備

する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

      上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

な場合※２で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動

の判断基準に到達した場合※３ 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯

蔵タンク）が確保されている場合 

※3：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に達した場合 

 

 

 

 

【1.6.2.2(1)ａ．(c)】 

 

ⅱ) 操作手順 

補給水系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉

格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．

(c) 補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ」

及び「1.6.2.2(1)ａ．(c) 補給水系による原子炉格納

容器内へのスプレイ」にて整備する。 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

 

 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運

能な場合※２で，原子炉格納容器内へのスプレイ起

動の判断基準に到達した場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率

の 10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃

以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水

貯蔵タンク）が確保されている場合。 

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライ

ウェル温度又は原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に到達した場合。 

 

【1.6.2.2(1)ａ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子

炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．

(b)復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ」

及び「1.6.2.2(1)ａ．(b) 復水輸送系による原子炉格

納容器内へのスプレイ」にて整備する。 

 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

（ⅰ） 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレ

イ（炉心損傷前） 

上記の操作のうち，Ａ－残留熱除去系スプレイ

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 10倍を

超過した場合を炉心損

傷の判断としているが，

東海第二では 10倍含め

て炉心損傷と判断する

ため，「以上」としてい

る 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

判断基準として確認

する対象パラメータの

相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 
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名（操作者及び確認者）にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始ま

で 25分以内で可能である。その後，現場運転員 2名に

て復水移送ポンプの水源確保を実施した場合，15分以

内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．復水貯蔵槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

 

復水貯蔵槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水手

段としては，格納容器下部注水系（常設）がある。 

(a) 格納容器下部注水系（常設）による復水貯蔵槽を水源

とした原子炉格納容器下部への注水 

     炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の損傷を防止するため，格納容器下部注水系（常設）

を起動し，復水貯蔵槽を水源とした原子炉格納容器の下

部に落下した溶融炉心の冷却を実施する。 

 

 

転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）2名及

び重大事故等対応要員 4名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから補給水系による原子炉格納容

器内へのスプレイ開始まで 111分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は

通常運転時と同程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注

水 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注

水手段としては，補給水系がある。 

(a) 補給水系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格

納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器

下部注水系（常設）及び消火系によりペデスタル（ドラ

イウェル部）の床面に落下した溶融炉心の冷却ができな

い場合に，原子炉格納容器の破損を防止するため，復水

貯蔵タンクを水源とした補給水系によりペデスタル（ド

ライウェル部）の床面に落下した溶融炉心の冷却を実施

配管を使用する場合は中央制御室運転員１名に

て，Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場

合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから

復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ

開始までの想定時間は以下のとおり。 

・Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場

合：20分以内 

・Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場

合：30分以内 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に

原子炉圧力容器への注水が必要となった場合，原

子炉圧力容器への注水開始まで 30分以内で可能

である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温

は通常運転時と同程度である。 

 

（ⅱ） 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレ

イ（炉心損傷後） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施し，作業開始を判断してから復水輸送系に

よる原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 20

分以内で可能である。 

 

ｄ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注

水 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注

水手段としては，復水輸送系がある。 

(a) 復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉

格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタ

ル代替注水系（常設）により，原子炉格納容器下部に落

下した溶融炉心の冷却ができない場合に，原子炉格納容

器の破損を防止するため，復水貯蔵タンクを水源とした

復水輸送系により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉

心の冷却を実施する。 

【東海第二】 

⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は,原子炉

格納容器内へのスプレ

イから原子炉格納容器

への注水に切り替える

操作を整備 

 

 

・記載表現の相違 

 島根２号炉は，炉心損

傷を判断した場合は，Ａ

系のみを使用する手順

を整備するため，場合分

けを行う 
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     炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     また，原子炉圧力容器の破損後は，原子炉格納容器の

下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格

納容器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，

原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッショ

ン・チェンバ・プールの水位が外部水源注水制限に到達

しないように崩壊熱相当の流量とする。 

 

 

 

する。 

炉心損傷を判断した場合において，ペデスタル（ドラ

イウェル部）の水位を確実に確保するため，水位確保操

作を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル（ドライ

ウェル部）の床面に落下した溶融炉心を冠水冷却するた

め，ペデスタル（ドライウェル部）に注水を実施する。

その際は，サプレッション・プールの水位が外部水源注

水制限に到達することを遅らせるため，ペデスタル（ド

ライウェル部）の水位を 2.25m～2.75mに維持する。 

 

 

 

 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部

に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容

器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，原子

炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・

プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩

壊熱相当に余裕をみた流量とする。 

なお，復水輸送系（スプレイ管使用）にて原子炉格納

容器下部への初期水張りを実施し，復水輸送系（ペデス

タル注水配管使用）が使用可能な場合は，原子炉圧力容

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，損傷炉

心の冷却が未達成の場

合に原子炉格納容器下

部への初期水張りを行

うこととし，原子炉圧力

容器の破損の徴候及び

破損によるパラメータ

の変化により原子炉圧

力容器の破損を判断し

た場合は，原子炉格納容

器下部への注水操作を

実施する。東海第二は，

通常運転時からペデス

タルに水を確保してお

り，炉心損傷を判断した

場合はペデスタルへの

水位確保操作，原子炉圧

力容器の破損の徴候及

び破損によるパラメー

タの変化により原子炉

圧力容器の破損を判断

した場合はペデスタル

への注水操作を行うこ

ととしていることから，

運用が異なる 

（以下，㉔の相違） 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

圧力容器破損後は崩壊

熱除去に余裕を見た流

量で注水を継続するが，

東海第二は水位管理に
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ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準 

 

        損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器

下部注水系（常設）が使用可能な場合※2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ） 原子炉圧力容器の破損後の原子炉格納容器下部

への注水操作の判断基準 

        原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損による

パラメータの変化※4 により原子炉圧力容器の破損

を判断した場合で，格納容器下部注水系（常設）

が使用可能な場合※2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ※1：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧

力容器下鏡部温度指示値が300℃に達した

場合。 

 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保操作の判断

基準】 

炉心損傷を判断した場合※１で，格納容器下部注水系

（常設）及び消火系によるペデスタル（ドライウェル

部）への注水ができず，補給水系が使用可能な場合※２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水操作の判断基準】 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び原子炉圧力容

器の破損によるパラメータの変化※４により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合で，格納容器下部注水系

（常設）及び消火系によるペデスタル（ドライウェル

部）への注水ができず，補給水系が使用可能な場合※２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

器破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる系統を

復水輸送系（スプレイ管使用）から復水輸送系（ペデス

タル注水配管使用）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［復水輸送系による原子炉格納容器下部への初期水張

りの判断基準］ 

復水輸送系（スプレイ管使用）の場合は，損傷炉心

の冷却が未達成の場合※1で，ペデスタル代替注水系（常

設）による原子炉格納容器下部への注水ができず，復

水輸送系（スプレイ管使用）が使用可能な場合※2。 

復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替

注水系（常設），復水輸送系（スプレイ管使用）及び消

火系（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部へ

の注水ができず，復水輸送系（ペデスタル注水配管使

用）が使用可能な場合※２。 

 

 

［原子炉圧力容器破損後の復水輸送系による原子炉格

納容器下部への注水操作の判断基準］ 

復水輸送系（スプレイ管使用）の場合は，原子炉圧

力容器の破損の徴候※3 及び破損によるパラメータの変

化※4 により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，

ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（ペデスタ

ル注水配管使用）及び消火系（ペデスタル注水配管使

用）による原子炉格納容器下部への注水ができず，復

水輸送系（スプレイ管使用）が使用可能な場合※2。 

復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラ

メータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判断

した場合で，ペデスタル代替注水系（常設）による原

子炉格納容器下部への注水ができず，復水輸送系（ペ

デスタル注水配管使用）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場

合。 

 

て対応 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ㉒の相違 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子炉

格納容器下部への注水

と SA時の SRV健全性確

保の観点から，スプレイ

管を使用した原子炉格

納容器下部への注水手

段を整備 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，消火系

よりも復水輸送系を優

先して使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ㉓の相違 
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        ※2：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯

蔵槽）が確保されている場合。 

        ※3：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子

炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置

表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部

温度指示値の喪失数増加により確認する。 

 

 

 

        ※4：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，原子炉圧力容器内の圧力の低

下，原子炉格納容器内の圧力の上昇，原子

炉格納容器内の温度の上昇により確認す

る。 

 

 

【1.8.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ．操作手順 

      格納容器下部注水系（常設）による復水貯蔵槽を水

源とした原子炉格納容器下部への注水手順について

は，「1.8.2.1(1)ａ．格納容器下部注水系（常設）によ

る原子炉格納容器下部への注水」にて整備する。 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

      上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）及び現場運転員 2 名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉格納

容器下部への初期水張り開始を確認するまで 35 分以

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧

力容器温度で 300℃以上を確認した場合 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タ

ンク）が確保されている場合 

※3：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下（喪失），制御棒の位置

表示の喪失数増加及び原子炉圧力容器温度（下

鏡部）指示値が 300℃到達により確認する。 

 

 

 

※4：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計

兼デブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部

水温（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格

納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

指示値の喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｄ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

補給水系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉

格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)

ｄ． 補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水」にて整備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから補給水系に

よるペデスタル（ドライウェル部）への注水開始まで

の必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

 

 

 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保の場合】 

 

・上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直

運転員）1名，現場対応を運転員等（当直運転員）

2名及び重大事故等対応要員 4名にて作業を実施

した場合，108分以内で可能である。 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵

タンク）が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉

圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示

の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度の

指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

 

 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの

変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライ

ウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指

示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇

又は喪失により確認する。   

 

 

【1.8.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子

炉格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)

ｂ．復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水」

にて整備する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから復水輸

送系による原子炉格納容器下部への注水開始までの必

要な要員数及び想定時間は，スプレイ管を使用する場

合及びペデスタル注水配管を使用する場合ともに以下

のとおり。 

 

［復水輸送系による原子炉格納容器下部への初期水張

りの場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実

施した場合，20分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損の徴候判断のマネジ

メントの相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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内で可能である。 

その後，現場運転員 2 名にて復水移送ポンプの水源

確保を実施した場合，15分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

 

ｅ．復水貯蔵槽を水源とした原子炉ウェルへの注水 

復水貯蔵槽を水源とした原子炉ウェルへの注水手段とし

ては，サプレッションプール浄化系がある。 

(a) サプレッションプール浄化系による復水貯蔵槽を水源

とした原子炉ウェルへの注水 

     炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建

屋等の水素爆発を防止するため，サプレッションプール

浄化系を起動し，復水貯蔵槽を水源とした原子炉ウェル

への注水を実施する。 

原子炉ウェルへの注水を実施することで原子炉格納容

器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子炉建屋への水

素ガス漏えいを抑制する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

      炉心損傷を判断した場合※1 において，原子炉格納容

器内の温度上昇が171℃を超えるおそれがある場合で，

サプレッションプール浄化系が使用可能な場合※2。 

 

            ※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて 

作業を実施した場合，1分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と

同程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［原子炉圧力容器破損後の復水輸送系による原子炉格

納容器下部への注水の場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実

施した場合，10分以内で可能である。 

 

［復水輸送系（スプレイ管使用）による原子炉格納容

器下部への初期水張り後に原子炉圧力容器の破損を

判断し，ペデスタル注水配管が使用可能であり，原

子炉格納容器下部への注水を復水輸送系（スプレイ

管使用）から復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）

に切り替える場合］ 

・中央制御室運転員１名にて実施した場合，10分以内

で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は,中央操

作のみのため，記載なし 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑥の相違 
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合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）

が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

      ※2：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源

（復水貯蔵槽）が確保されている場合。ただし，

7号炉のサプレッションプール浄化系ポンプ及

びモータは空冷式の設備であるため，補機冷却

水による冷却が不要である。 

【1.10.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ．操作手順 

      サプレッションプール浄化系による復水貯蔵槽を水

源とした原子炉ウェルへの注水手順については，

「1.10.2.1(1)ｂ．サプレッションプール浄化系による

原子炉ウェルへの注水」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

      上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）及び現場運転員 2 名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してからサプレッシ

ョンプール浄化系による原子炉ウェルへの注水開始ま

で約 40分で可能である。 

      円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

      なお，一度原子炉格納容器トップヘッドフランジが

冠水するまで注水した後は，蒸発による水位低下を考

慮して定期的に注水し，原子炉格納容器トップヘッド

フランジが冠水する水位を維持することにより，原子

炉格納容器トップヘッドフランジのシール部温度をシ

ールの健全性を保つことができる温度以下に抑えるこ

とが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 代替淡水貯槽を水源とした対応手順（常設低圧代替注水系

ポンプを使用する場合） 

重大事故等時，代替淡水貯槽を水源とした原子炉圧力容器

への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部へ

の注水，原子炉ウェルへの注水及び使用済燃料プールへの注

水／スプレイを行う手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手順 

 

重大事故等時，低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉

圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納

容器下部への注水を行う手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の代替淡水貯槽を水

源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の代替淡水貯槽を水

源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧代替

注水系（常設）がある。 

なお，低圧代替注水系（可搬型）である可搬型代替注水

中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる原子炉圧

力容器への注水手段は，低圧代替注水系（常設）による原

子炉圧力容器への注水手段と同時並行で準備を開始する。 

 

(a) 低圧代替注水系（常設）による代替淡水貯槽を水源と

した原子炉圧力容器への注水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備が機能喪失した場

合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格

納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子

炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，低

圧代替注水系（常設）を起動し，代替淡水貯槽を水源と

した原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能

喪失時の低圧代替注水系（常設）による原子炉圧

力容器への注水 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉

心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合において，低圧代替注

水系（常設）が使用可能な場合※１ 

 

※1：設備に異常がなく，電源及び水源（代替淡

水貯槽）が確保されている場合 

 

【1.4.2.1(1)ａ．(a)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の低圧原子炉代替注

水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の低圧原子炉代替

注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水手段として

は，低圧原子炉代替注水系（常設）がある。 

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）である，大量

送水車による原子炉圧力容器への注水手段は，低圧原子

炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水手

段と同時並行で準備を開始する。 

 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による低圧原子炉代替

注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備が機能喪失した場

合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格

納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子

炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，低

圧原子炉代替注水系（常設）を起動し，低圧原子炉代替

槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能

喪失時の低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用

炉心冷却系により原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）以上に維持できない場合において，低圧

原子炉代替注水系（常設）及び注入配管が使用可

能な場合※1。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧

原子炉代替注水槽）が確保されている場

合。 

  【1.4.2.1(1)ａ．(a)】 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注

水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化

 ⑥，⑦の相違 
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１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合にお

いて，低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容

器への注水が可能な場合※２ 

 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，格納容器下部水温（水温計兼

デブリ落下検知用）若しくは格納容器下部

水温（水温計兼デブリ堆積検知用）の上昇

又は格納容器下部水温（水温計兼デブリ落

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水

温計兼デブリ堆積検知用）指示値の喪失に

より確認する。 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及びペデス

タル（ドライウェル部）への注水に必要な

流量（130m３／h，80m３／h）が確保され，

更に低圧代替注水系（常設）により原子炉

圧力容器への注水に必要な流量（14m３／h

～50m３／h）が確保できる場合 

なお，十分な注水流量が確保できない場合

は原子炉格納容器内へのスプレイを優先す

る。 

【1.4.2.1(3)ａ．(a)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧代替注水系（常設）によ

る原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，給水・復

水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系に

よる原子炉圧力容器への注水ができず，低圧代替注

水系（常設）が使用可能な場合※２ 

 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

※１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合

において，低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，原子炉圧力指示値の低下，

ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデス

タル温度指示値の上昇，ペデスタル水温

度指示値の上昇又は喪失により確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1.4.2.1(3)ａ．(a)】 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧原子炉代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※1 において，復水・給

水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系

による原子炉圧力容器への注水ができない場合に

おいて，低圧原子炉代替注水系（常設）が使用可

能な場合※2。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率

の 10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑳の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍
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確認した場合 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（代替淡

水貯槽）が確保されている場合 

 

【1.8.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失

時の低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ

の注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(a) 低圧代

替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水」，

残存溶融炉心の冷却のための低圧代替注水系（常設）

による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(3)ａ．(a) 低圧代替注水系（常設）による

残存溶融炉心の冷却」及び溶融炉心の原子炉格納容器

下部への落下を遅延又は防止するための低圧代替注水

系（常設）による原子炉圧力容器への注水手順につい

ては，「1.8.2.2(1)ａ． 低圧代替注水系（常設）によ

る原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能

喪失時の低圧代替注水系（常設）による原子炉圧

力容器への注水 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧

代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

開始まで 9分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧

原子炉代替注水槽）が確保されている場

合。 

【1.8.2.2(1)ｄ．】 

 

ⅱ 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失

時の低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(a)低

圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ

の注水」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替

注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水手順に

ついては，「1.4.2.1(3)ａ．(a)低圧原子炉代替注水系

（常設）による残存溶融炉心の冷却」及び溶融炉心の

原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容

器への注水手順については，「1.8.2.2(1)ｄ．低圧原子

炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水」

にて整備する。 

ⅲ 操作の成立性 

（ⅰ） 常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能

喪失時の低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉圧力容器への注水 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから低

圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容

器への注水開始までの必要な要員数及び想定時間

は以下のとおり。 

       【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名に

て作業を実施した場合，20分以内で可能であ

る。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

⑱の相違 
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(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧

代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

開始まで 9分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧代替注水系（常設）によ

る原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから低圧

代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

開始まで 7分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名に

て作業を実施した場合，35分以内で可能であ

る。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，

原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原

子炉格納容器へのスプレイ開始まで 10分以内で

可能である。 

 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注

水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

上記の操作のうち作業開始を判断してから低圧

原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器

への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は

以下のとおり。 

       【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名に

て作業を実施した場合，20分以内で可能であ

る。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場

合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名に

て作業を実施した場合，35分以内で可能である。 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧原子炉代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水 

上記の操作のうち作業開始を判断してから低圧

原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器

への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は

以下のとおり。 

       【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名に

て作業を実施した場合，20分以内で可能であ

る。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場

合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名に

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

注水から格納容器スプ

レイへの切替操作に要

する時間を記載 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

⑱の相違 
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ｂ．代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

 

代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段

としては，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）がある。 

 

なお，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）である可

搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプに

よる原子炉格納容器内の冷却手段は，代替格納容器スプレ

イ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却手段と同

時並行で準備を開始する。 

 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による代替淡水

貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が故障によ

り使用できない場合は，代替淡水貯槽を水源とした代替

格納容器スプレイ冷却系（常設）により原子炉格納容器

内にスプレイする。 

スプレイ作動後は外部水源による原子炉格納容器内へ

のスプレイでのサプレッション・プール水位の上昇及び

原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプ

レイ流量の調整又はスプレイの起動／停止を行う。 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子

炉格納容器内へのスプレイの判断基準（炉心損傷

前） 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による

原子炉格納容器内へのスプレイができない場合に

おいて，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）が使

用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレ

イ起動の判断基準に到達した場合※２ 

 

※1：設備に異常がなく，電源及び水源（代替淡

て作業を実施した場合，35分以内で可能であ

る。 

 

ｂ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の

冷却 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の

冷却手段としては，格納容器代替スプレイ系（常設）があ

る。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送

水車による原子炉格納容器内の冷却手段は，格納容器代替

スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内への冷却手段

と同時並行で準備を開始する。 

 

 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による低圧原子炉代

替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使

用できない場合は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした

格納容器代替スプレイ系（常設）により原子炉格納容器

内にスプレイを実施する。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな

らないように，スプレイの起動／停止を行う。 

 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉

格納容器内へのスプレイの判断基準（炉心損傷

前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による

原子炉格納容器内へのスプレイができない場合

において，格納容器代替スプレイ系（常設）が

使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのス

プレイ起動の判断基準に到達した場合※２。 

 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（低

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，スプレ

イ開始時に流量調整後，

停止・起動で制御を実施  
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水貯槽）が確保されている場合 

 

※2：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライウ

ェル雰囲気温度，サプレッション・チェン

バ雰囲気温度又はサプレッション・プール

水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合 

【1.6.2.1(1)ａ．(a)】 

 

(ⅱ) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による格納

容器スプレイの判断基準（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納

容器内へのスプレイができず，代替格納容器スプレ

イ冷却系（常設）が使用可能な場合※２で，原子炉

格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達し

た場合※３ 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（代替淡

水貯槽）が確保されている場合 

 

※3：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に達した場合 

 

圧原子炉代替注水槽）が確保されてい

る場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の

判断基準に到達」とは，サプレッショ

ン・チェンバ圧力，ドライウェル温度

指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に到達した場合。 

 

 

【1.6.2.1(1)ａ．(a)】 

 

（ⅱ）格納容器代替スプレイ系（常設）による格納容器

スプレイの判断基準（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱

除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納

容器内へのスプレイができず，格納容器代替スプ

レイ系（常設）が使用可能な場合※２で，原子炉

格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達

した場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率

の10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で300℃

以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(低圧

原子炉代替注水槽)が確保されている場

合。 

※３：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の

判断基準に到達｣とは，ドライウェル圧

力，サプレッション・チェンバ圧力，ド

ライウェル温度又は原子炉圧力容器下

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 判断基準として確認

する対象パラメータの

相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし

ている 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

判断基準として確認
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【1.6.2.2(1)ａ．(a)】 

ⅱ) 操作手順 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による代替淡

水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順につ

いては，「1.6.2.1(1)ａ．(a) 代替格納容器スプレイ

冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」

及び「1.6.2.2(1)ａ．(a) 代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」に

て整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから代替格納

容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内

へのスプレイ開始まで 11分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鏡部温度指示値が，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に達した場

合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(a)】 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（常設）による低圧原子炉

代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順

については，「1.6.2.1(1)ａ．(a)格納容器代替スプレ

イ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」

及び「1.6.2.2(1)ａ．(a)格納容器代替スプレイ系（常

設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整備

する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格

納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから格納

容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器

内へのスプレイ開始までの操作を中央制御室運転員

１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の

想定時間は以下の通り。 

ＳＡ電源切替盤を使用した場合：30分以内 

非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場

合：45分以内 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原

子炉圧力容器への注水が必要となった場合，原子炉

圧力容器への注水開始まで 10分以内で可能である。 

 

 

 

(ⅱ) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格

納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

              上記の操作のうち，作業開始を判断してから格納

容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器

内へのスプレイ開始までの操作を，中央制御室運転

員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合

の想定時間は以下の通り。 

ＳＡ電源切替盤を使用した場合：30分以内 

する対象パラメータの

相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

注水から格納容器スプ

レイへの切替操作に要

する時間を記載 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，炉心損
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ｃ．代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

 

代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水

手段としては，格納容器下部注水系（常設）がある。 

なお，格納容器下部注水系（可搬型）である可搬型代替

注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによるペデ

スタル（ドライウェル部）への注水手段は，格納容器下部

注水系（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）への

注水手段と同時並行で準備を開始する。 

 

(a) 格納容器下部注水系（常設）による代替淡水貯槽を水

源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格

納容器の破損を防止するため，格納容器下部注水系（常

設）によりペデスタル（ドライウェル部）の床面に落下

した溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷を判断した場合において，ペデスタル（ドラ

イウェル部）の水位を確実に確保するため，水位確保操

作を実施する。 

 

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル（ドライ

ウェル部）の床面に落下した溶融炉心を冠水冷却するた

め，ペデスタル（ドライウェル部）への注水を継続する。

その際の注水量は，サプレッション・プールの水位が外

部水源注水制限に到達することを遅らせるため，崩壊熱

による蒸発量相当とする。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保操作の判断

基準】 

炉心損傷を判断した場合※１で，格納容器下部注水系

（常設）が使用可能な場合※２ 

 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水操作の判断基準】 

非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場

合：45 分以内 

 

ｃ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器下部

への注水 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器下部

への注水手段としては，ペデスタル代替注水系（常設）が

ある。 

なお，ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水

車による原子炉格納容器下部への注水手段は，ペデスタル

代替注水系（常設）による原子炉格納容器下部への注水手

段と同時並行で準備を開始する。 

 

(a) ペデスタル代替注水系（常設）による低圧原子炉代替

注水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の損傷を防止するため，ペデスタル代替注水系（常

設）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷

却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部

に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容

器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，原子

炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・

プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩

壊熱相当に余裕をみた流量とする。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容 

器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，ペデスタル代

替注水系（常設）が使用可能な場合※2。 

 

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（常

設）による原子炉格納容器下部への注水操作の判断

傷の有無により体制及

び運用が異なるため記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ㉔の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ㉔の相違 
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原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパ

ラメータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判

断した場合で，格納容器下部注水系（常設）が使用可

能な場合※２

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧

力容器温度で 300℃以上を確認した場合 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（代替淡水貯

槽）が確保されている場合 

※3：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下（喪失），制御棒の位置

表示の喪失数増加及び原子炉圧力容器温度（下

鏡部）指示値が 300℃到達により確認する。 

※4：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計

兼デブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部

水温（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格

納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

指示値の喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ａ．】 

ⅱ) 操作手順 

格納容器下部注水系（常設）による代替淡水貯槽を

水源とした原子炉格納容器下部への注水手順について

は，「1.8.2.1(1)ａ． 格納容器下部注水系（常設）に

よるペデスタル（ドライウェル部）への注水」にて整

備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器下

基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損によるパ

ラメータの変化※4 により原子炉圧力容器の破損を判断

した場合で，ペデスタル代替注水系（常設）が使用可

能な場合※2。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場

合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子

炉代替注水槽）が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉

圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示

の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指

示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度

指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの

変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライ

ウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指

示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇

又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ａ．】 

ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（常設）による低圧原子炉代

替注水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水手

順については，「1.8.2.1(1)ａ．ペデスタル代替注水系

（常設）による原子炉格納容器下部への注水」にて整

備する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してからペデス

・運用の相違

【東海第二】 

 ㉔の相違 

・運用の相違

【東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損の徴候判断のマネジ

メントの相違

・運用の相違

【東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 
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部注水系（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）

への注水開始までの必要な要員数及び所要時間は以下

のとおり。 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保の場合】 

 

 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて

作業を実施した場合，17分以内で可能である。 

 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて

作業を実施した場合，1分以内で可能である。 

 

 

 

 

ｄ．代替淡水貯槽を水源とした原子炉ウェルへの注水 

代替淡水貯槽を水源とした原子炉ウェルへの注水手段と

しては，格納容器頂部注水系（常設）がある。 

なお，格納容器頂部注水系（可搬型）である可搬型代替

注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる原子

炉ウェルへの注水手段は，格納容器頂部注水系（常設）に

よる原子炉ウェルへの注水手段と同時並行で準備を開始す

る。 

 

(a) 格納容器頂部注水系（常設）による代替淡水貯槽を水

源とした原子炉ウェルへの注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建

屋等の水素爆発を防止するため，代替淡水貯槽を水源と

して格納容器頂部注水系（常設）により原子炉ウェルに

注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格

納容器から原子炉建屋原子炉棟への水素漏えいを抑制す

る。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，ドライウェル

雰囲気温度指示値が 171℃を超えるおそれがある場合

タル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下部へ

の注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下の

とおり。 

［ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納

容器下部への初期水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，30分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場

合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，45分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（常

設）による原子炉格納容器下部への注水の場合］ 

・中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

10分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 
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で，格納容器頂部注水系（常設）による原子炉ウェル

への注水が可能な場合※２ 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧

力容器温度で 300℃以上を確認した場合 

※2：設備に異常がなく，燃料及び水源（代替淡水貯

槽）が確保されている場合 

【1.10.2.1(1)ａ．】 

ⅱ) 操作手順 

格納容器頂部注水系（常設）による代替淡水貯槽を

水源とした原子炉ウェルへの注水手順については，

「1.10.2.1(1)ａ． 格納容器頂部注水系（常設）によ

る原子炉ウェルへの注水」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器

頂部注水系（常設）による原子炉ウェルへの注水開始

まで 6分以内で可能である。 

なお，一度原子炉格納容器トップヘッドフランジが

冠水するまで注水した後は，蒸発による水位低下を考

慮して定期的に注水し，原子炉格納容器トップヘッド

フランジが冠水する水位を維持することにより，原子

炉格納容器トップヘッドフランジのシール部温度をシ

ールの健全性を保つことができる温度以下に抑えるこ

とが可能である。 

 

ｅ．代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの注水／

スプレイ 

代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの注水／

スプレイ手段としては，常設低圧代替注水系ポンプによる

代替燃料プール注水系がある。 

なお，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプを使用した代替燃料プール注水系による使用済燃

料プールへの注水／スプレイ手段は，常設低圧代替注水系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 
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ポンプを使用した代替燃料プール注水系による使用済燃料

プールへの注水／スプレイ手段と同時並行で準備を開始す

る。 

(a) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水

系（注水ライン／常設スプレイヘッダ）を使用した使

用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又

は使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場

合に，代替淡水貯槽を水源として常設低圧代替注水系ポ

ンプにより使用済燃料プールへ注水する。 

また，可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プー

ル注水系（可搬型スプレイノズル）を使用した使用済燃

料プールへのスプレイ実施のための準備作業として，原

子炉建屋廃棄物処理棟東側扉から原子炉建屋原子炉棟 6

階までのホース敷設，原子炉建屋原子炉棟 6階での可搬

型スプレイノズル設置，可搬型スプレイノズルとのホー

ス接続等を実施する。本作業は，原子炉建屋原子炉棟内

で作業を行うことから，作業環境が悪化する前に常設低

圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水

ライン／常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プ

ールへの注水と同時に本手段に係わる準備を開始する。

なお，原子炉建屋廃棄物処理棟東側扉が使用できない場

合は，原子炉建屋原子炉棟大物搬入口から原子炉建屋原

子炉棟 6階までのホース敷設を実施する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合 

・使用済燃料プール水位低警報又は使用済燃料プー

ル温度高警報が発生した場合 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合 

【1.11.2.1(1)ａ．】 

ⅱ) 操作手順 

常設低圧代替注水系ポンプを使用した代替燃料プー

ル注水系（注水ライン／常設スプレイヘッダ）による

代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの注水

手順については，「1.11.2.1(1)ａ． 常設低圧代替注

水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン

／常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プール
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への注水」にて整備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから常設低圧

代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水

ライン／常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料

プールへの注水開始まで 15分以内で可能である。 

 

(b) 常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水

系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プー

ルへのスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより，使

用済燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール代替

注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場

合に，常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール

注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プ

ールへのスプレイを実施することで使用済燃料プール内

の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止す

る。 

なお，可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プー

ル注水系（可搬型スプレイノズル）を使用した使用済燃

料プールへのスプレイ（淡水／海水）実施のための準備

作業として，原子炉建屋廃棄物処理棟東側扉から原子炉

建屋原子炉棟 6階までのホース敷設，原子炉建屋原子炉

棟 6階での可搬型スプレイノズル設置及び可搬型スプレ

イノズルとのホース接続等を実施する。本作業は，原子

炉建屋原子炉棟内で作業を行うことから，作業環境が悪

化する前に常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プ

ール注水系（注水ライン／常設スプレイヘッダ）を使用

した使用済燃料プールへの注水と同時に本手段に係わる

準備を開始する。また，原子炉建屋廃棄物処理棟東側扉

が使用できない場合は，原子炉建屋原子炉棟大物搬入口

から原子炉建屋原子炉棟 6階までのホース敷設を実施す

る。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，さらに以下のいずれかの状況に至った場合 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が
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継続する場合 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,668mmを下回る水

位低下を使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

にて確認した場合 

【1.11.2.2(1)ａ．】 

ⅱ) 操作手順 

常設低圧代替注水系ポンプを使用した代替燃料プー

ル注水系（常設スプレイヘッダ）による代替淡水貯槽

を水源とした使用済燃料プールへのスプレイ手順につ

いては，「1.11.2.2(1)ａ． 常設低圧代替注水系ポン

プによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）

を使用した使用済燃料プールへのスプレイ」にて整備

する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから常設低圧代

替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設ス

プレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへのスプ

レイ開始まで 15分以内で可能である。

(4) 補助消火水槽を水源とした対応手順

重大事故等時，補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器

への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部へ

の注水及び燃料プールへの注水を行う手順を整備する。 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の補助消火水槽を水

源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の補助消火水槽を水

源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，消火系が

ある。 

(a) 消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容

器への注水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備及び低圧原子炉代

替注水系（常設）の注水機能が喪失した場合，残存溶融

炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放

熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下

部への落下を遅延又は防止する場合に，消火系を起動し，

補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を実

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

①の相違
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施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子

炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の消火

系による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉

心冷却系及び低圧原子炉代替注水系（常設），復水

輸送系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合において，消火系及

び注入配管が使用可能な場合※１。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系に

よる消火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（補助

消火水槽）が確保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(c)】 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子

炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化

※１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合

において，低圧原子炉代替注水系（常設）及び復

水輸送系が使用できず，消火系による原子炉圧力

容器への注水が可能な場合。ただし，重大事故等

へ対処するために消火系による消火が必要な火災

が発生していない場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，原子炉圧力指示値の低下，

ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデス

タル温度指示値の上昇，ペデスタル水温

度指示値の上昇又は喪失により確認す

る。 

【1.4.2.1(3)ａ．(c)】 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための消火系による原子炉圧力容

器への注水 
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炉心損傷を判断した場合※１において，低圧原子

炉代替注水系（常設）及び復水輸送系による原子

炉圧力容器への注水ができず，消火系が使用可能

な場合※２。ただし，重大事故等へ対処するために

消火系による消火が必要な火災が発生していない

場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率

の 10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃

以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（補助

消火水槽）が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｆ．】 

ⅱ 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代

替注水系（常設）の注水機能喪失時の消火系による原

子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)

ａ．(c)消火系による原子炉圧力容器への注水」，残存

溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器

への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(c)消火系

による残存溶融炉心の冷却」，溶融炉心の原子炉格納容

器下部への落下を遅延又は防止するための消火系によ

る原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.8.2.2(1)ｆ．消火系による原子炉圧力容器への注

水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

（ⅰ） 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子

炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の消火

系による原子炉圧力容器への注水 

作業開始を判断してから，消火系による原子炉

圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び想

定時間は以下のとおり。 

残留熱除去系（Ａ）注入配管使用 

・中央制御室運転員１名にて想定時間は 25分以
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内 

残留熱除去系（Ｂ）又は（Ｃ）注入配管使用 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名に

て想定時間は 30分以内 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断

し，原子炉格納容器へのスプレイを実施する場

合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで 30分

以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室

温は通常運転時と同程度である。 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子

炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから消火系

による原子炉圧力容器への注水開始まで 25 分以

内で可能である。 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための消火系による原子炉圧力容

器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから消火系

による原子炉圧力容器への注水開始まで 25 分以

内で可能である。 

 

ｂ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段

としては，消火系がある。 

(a) 消火系による原子炉格納容器へのスプレイ 

   残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使

用できず，格納容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸

送系により原子炉格納容器内にスプレイできない場合

は，補助消火水槽を水源とした消火系により原子炉格納

容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな
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らないように，スプレイの起動／停止を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉

心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器

代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系による原

子炉格納容器内へのスプレイができず，消火系が

使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に到達した場合※２。ただし，

重大事故等へ対処するために消火系による消火が

必要な火災が発生していない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消

火水槽)が確保されている場合。 

※２：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達｣とは，サプレッション・チ

ェンバ圧力，ドライウェル温度指示値が，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(c)】 

 

（ⅱ） 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉

心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※1 において，残留熱除

去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレ

イ系（常設）及び復水輸送系による原子炉格納容

器内へのスプレイができず，消火系が使用可能な

場合※2 で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の

判断基準に到達した場合※3。ただし，重大事故等

へ対処するために消火系による消火が必要な火災

が発生していない場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率

の10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)が使用できな

い場合に原子炉圧力容器温度で300℃以

上を確認した場合。 
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※２：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消

火水槽)が確保されている場合。 

※３：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達｣とは，ドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライ

ウェル温度又は原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(c)】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉格納

容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．(c)消

火系による原子炉格納容器内へのスプレイ」及び

「1.6.2.2(1)ａ．(c)消火系による原子炉格納容器内へ

のスプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

（ⅰ）消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉

心損傷前） 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ操作に

ついて，Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場

合は中央制御室運転員１名にて，Ｂ－残留熱除去系ス

プレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名及

び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間

は以下のとおり。 

・Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場

合：25分以内 

・Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場

合：30分以内 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に

原子炉圧力容器への注水が必要となった場合，原

子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温

は通常運転時と同程度である。 
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（ⅱ） 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉

心損傷後） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施し，作業開始を判断してから消火系による

原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 25 分以

内で可能である。 

 

ｃ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水

手段としては消火系がある。 

 

(a) 消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉格納容

器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタ

ル代替注水系（常設）及び復水輸送系により原子炉格納

容器下部に落下した溶融炉心の冷却ができない場合に，

原子炉格納容器の損傷を防止するため，補助消火水槽を

水源とした消火系により原子炉格納容器下部の床面に落

下した溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部

に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容

器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，原子

炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・

プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩

壊熱相当に余裕をみた流量とする。 

なお，消火系（スプレイ管使用）にて原子炉格納容器

下部への初期水張りを実施し，消火系（ペデスタル注水

配管使用）が使用可能な場合は，原子炉圧力容器破損後

の原子炉格納容器下部への注水に用いる系統を消火系

（スプレイ管使用）から消火系（ペデスタル注水配管使

用）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［消火系による原子炉格納容器下部への初期水張りの

判断基準］ 
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消火系（スプレイ管使用）の場合は，損傷炉心の冷

却が未達成の場合※1 で，ペデスタル代替注水系（常設）

及び復水輸送系（スプレイ管使用）による原子炉格納

容器下部への注水ができず，消火系（スプレイ管使用）

が使用可能な場合※２。 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，損傷

炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水

系（常設），復水輸送系（スプレイ管使用），消火系（ス

プレイ管使用）及び復水輸送系（ペデスタル注水配管

使用）による原子炉格納容器下部への注水ができず，

消火系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※

２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合。 

 

［原子炉圧力容器破損後の消火系による原子炉格納

容器下部への注水操作の判断基準］ 

消火系（スプレイ管使用）の場合は，原子炉圧力容

器の破損の徴候※3 及び破損によるパラメータの変化※

4 により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデ

スタル代替注水系（常設）及び復水輸送系（ペデスタ

ル注水配管使用），消火系（ペデスタル注水配管使用）

及び復水輸送系（スプレイ管使用）による原子炉格納

容器下部への注水ができず，消火系（スプレイ管使用）

が使用可能な場合※2。 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，原子

炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメー

タの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判断した

場合で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（ペ

デスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部へ

の注水ができず，消火系（ペデスタル注水配管使用）

が使用可能な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容

器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火

水槽）が確保されている場合。 
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※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の

喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示

値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示

値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウ

ェル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指示

値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又

は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉格納

容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｃ．消

火系による原子炉格納容器下部への注水」にて整備す

る。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから消火系

による原子炉格納容器下部への注水開始までの必要な

要員数及び想定時間は，スプレイ管を使用する場合及

びペデスタル注水配管を使用する場合ともに以下のと

おり。 

 

［消火系による原子炉格納容器下部への初期水張りの

場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を

実施した場合， 25分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の消火系による原子炉格納容

器下部への注水の場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を

実施した場合，10分以内で可能である。 

 

［消火系（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下

部への初期水張り後に原子炉圧力容器の破損を判断

し，ペデスタル注水配管が使用可能であり，原子炉
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格納容器下部への注水を消火系（スプレイ管使用）

から消火系（ペデスタル注水配管使用）に切り替え

る場合］ 

・中央制御室運転員１名にて実施した場合，10分以

内で可能である。 

 

 

ｄ．補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水 

補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水手段とし

ては，消火系がある。 

 

(a) 消火系による燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料

プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，補助消

火水槽を水源として補助消火ポンプにより，注水用ホー

ス又は復水輸送系ラインを経由して消火系による燃料プ

ールへの注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な

場合※１。ただし，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合及び燃

料プールエリアへアクセスできる場合。  

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復

旧が見込めない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火

水槽)が確保されている場合。 

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の

場合］ 

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な

場合※２。ただし，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合及び燃

料プールエリアへアクセスできない場合。  

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報
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(3) ろ過水タンクを水源とした対応手順 

   重大事故等時，ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器

への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部へ

の注水及び使用済燃料プールへの注水を行う手順を整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源

とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，

原子炉格納容器下部への注水及び使用済燃料プールへの注水

を行う手順を整備する。 

 

 

 

 

が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復

旧が見込めない場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火

水槽)が確保されている場合。 

【1.11.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系による補助消火水槽を水源とした燃料プール

への注水手順については，「1.11.2.1(1)ａ．消火系に

よる燃料プールへの注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから消火系

による燃料プールへの注水開始までの必要な要員数及

び想定時間は以下のとおり。 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員

２名にて作業を実施した場合，40分以内で可能である。 

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の

場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから消火系による燃料プ

ールへの注水開始まで 25分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と

同程度である。 

 

(5) ろ過水タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器

への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部へ

の注水及び燃料プールへの注水を行う手順を整備する。 

また，ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉

圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフ

ィルタスクラバ容器への補給，原子炉格納容器下部への注水，

原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを

行う手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，ろ過水

タンクを水源とした大

量送水車による各種注
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ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水

源とした原子炉圧力容器への注水 

    原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水

源とした原子炉圧力容器への注水手段としては消火系があ

る。 

(a) 消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容

器への注水 

     常設の原子炉圧力容器への注水設備及び低圧代替注水

系（常設）の注水機能が喪失した場合，残存溶融炉心を

冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を

抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への

落下を遅延又は防止する場合に，消火系を起動し，ろ過

水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧代替

注水系（常設）の注水機能喪失時の消火系によ

る原子炉圧力容器への注水 

        給水・復水系，非常用炉心冷却系及び低圧代替

注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水が

できず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル 3）以上に維持できない場合において，

消火系及び注水配管が使用可能な場合※1。ただし，

重大事故等へ対処するために消火系による消火が

必要な火災が発生していない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水貯蔵タンク

又は多目的タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水貯蔵タンク

又は多目的タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水手

段としては，消火系がある。 

(a) 消火系によるろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水

源とした原子炉圧力容器への注水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備及び低圧代替注水

系（常設）の注水機能が喪失した場合，残存溶融炉心を

冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を

抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への

落下を遅延又は防止する場合に，消火系を起動し，ろ過

水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした原子炉圧力

容器への注水を実施する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧代替注

水系（常設）の注水機能喪失時の消火系による原

子炉圧力容器への注水 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心

冷却系，低圧代替注水系（常設）及び代替循環冷却

系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上

に維持できない場合において，消火系が使用可能な

場合※１。ただし，重大事故等へ対処するために消

火系による消火が必要な火災が発生していない場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水

源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水

源とした原子炉圧力容器への注水手段としては消火系があ

る。 

(a) 消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容

器への注水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備及び低圧原子炉代

替注水系（常設）の注水機能が喪失した場合，残存溶融

炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放

熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下

部への落下を遅延又は防止する場合に，消火系を起動し，

ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実

施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子

炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の消火

系による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉

心冷却系及び低圧原子炉代替注水系（常設），復水

輸送系により原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合において，消火系及

び注入配管が使用可能な場合※１。ただし，重大事

故等へ対処するために消火系による消火が必要な

火災が発生していない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水手段を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の原子炉

隔離時冷却系は非常用

炉心冷却に含めない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，四十七

条の重大事故等対処設

備として，低圧原子炉代

替注水系（常設）を新規

で設置したことから，復

水輸送系を自主対策設

備として整備（以下，㉕

の相違） 

島根２号炉は，東海第

二の代替循環冷却系と

同様な設備である，残留
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        ※1：設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水

タンク）が確保されている場合。 

 

【1.4.2.1(1)ａ．(c)】 

 

 

 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子

炉圧力容器への注水 

        原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化

※1 により原子炉圧力容器の破損を判断した場合に

おいて，低圧代替注水系（常設）が使用できず，

消火系による原子炉圧力容器への注水が可能な場

合※2。ただし，重大事故等へ対処するために消火

系による消火が必要な火災が発生していない場

合。 

 

 

 

 

 

        ※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，原子炉圧力指示値の低下，格

納容器内圧力指示値の上昇，ドライウェル

雰囲気温度指示値の上昇により確認する。 

 

 

 

 

        ※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及び原子炉

格納容器下部への注水に必要な流量

（140m3/h，35～70m3/h）が確保され，さら

 

 

 

 

 

※1：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ

過水貯蔵タンク又は多目的タンク）が確保

されている場合 

【1.4.2.1(1)ａ．(d)】 

 

 

 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子

炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※

１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合にお

いて，低圧代替注水系（常設）及び代替循環冷却系

が使用できず，消火系による原子炉圧力容器への注

水が可能な場合※２。ただし，重大事故等へ対処す

るために消火系による消火が必要な火災が発生し

ていない場合 

 

 

 

 

 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，格納容器下部水温（水温計兼

デブリ落下検知用）若しくは格納容器下部

水温（水温計兼デブリ堆積検知用）の上昇

又は格納容器下部水温（水温計兼デブリ落

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水

温計兼デブリ堆積検知用）指示値の喪失に

より確認する。 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及びペデス

タル（ドライウェル部）への注水に必要な

流量（130m３／h，80m３／h）が確保され，

 

 

 

 

 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（ろ過

水タンク）が確保されている場合。 

 

【1.4.2.1(1)ａ．(c)】 

 

 

 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子

炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化

※１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合

において，低圧原子炉代替注水系（常設）及び復

水輸送系が使用できず，消火系による原子炉圧力

容器への注水が可能な場合。ただし，重大事故等

へ対処するために消火系による消火が必要な火災

が発生していない場合。 

 

 

 

 

 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，原子炉圧力指示値の低下，

ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデス

タル温度指示値の上昇，ペデスタル水温

度指示値の上昇又は喪失により確認す

る。  

 

 

 

 

 

熱代替除去系を五十条

の重大事故等対処設備

として位置付けており，

技術的能力 1.7にて手

順を整備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

消火ポンプ駆動方式

による相違（柏崎 6/7

及び東海第二はディー

ゼル駆動，島根２号炉は

電動駆動）（以下，㉖の

相違） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

㉕の相違，島根２号炉

は，東海第二の代替循環

冷却系と同様な設備で

ある，残留熱代替除去系

を五十条の重大事故等

対処設備として位置付

けており，技術的能力

1.7にて手順を整備 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑳の相違 
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に消火系により原子炉圧力容器への注水

に必要な流量（30m3/h）が確保できる場合。 

  

           なお，十分な流量が確保できない場合には

溶融炉心の冷却を優先し効果的な注水箇

所を選択する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(b)】 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための消火系による原子炉圧力容

器への注水 

        炉心損傷を判断した場合※1 において，低圧代替

注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

ができない場合において，消火系が使用可能な

場合※2。ただし，重大事故等へ対処するために

消火系による消火が必要な火災が発生していな

い場合。 

 

 

 

 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設

計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射

線レベル（CAMS）が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した

場合。 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ

過水タンク）が確保されている場合。 

 

【1.8.2.2(1)ｃ．】 

更に消火系により原子炉圧力容器への注水

に必要な流量（14m３／h～50m３／h）が確保

できる場合 

なお，十分な注水流量が確保できない場合

は原子炉格納容器内へのスプレイを優先す

る。 

【1.4.2.1(3)ａ．(c)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための消火系による原子炉圧力容

器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧代替

注水系（常設）及び代替循環冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができず，消火系が使用可能な場合

※２。ただし，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合 

 

 

 

 

 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ

過水貯蔵タンク又は多目的タンク）が確保

されている場合 

【1.8.2.2(1)ｄ．】 

 

 

 

 

 

 

【1.4.2.1(3)ａ．(c)】 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための消火系による原子炉圧力容

器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧原子

炉代替注水系（常設）及び復水輸送系による原子

炉圧力容器への注水ができず，消火系が使用可能

な場合※２。ただし，重大事故等へ対処するために

消火系による消火が必要な火災が発生していない

場合。 

 

 

 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率

の 10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用でき

ない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃

以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ろ過

水タンク）が確保されている場合。 

 

【1.8.2.2(1)ｆ．】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

㉕の相違，島根２号炉

は，東海第二の代替循環

冷却系と同様な設備で

ある，残留熱代替除去系

を五十条の重大事故等

対処設備として位置付

けており，技術的能力

1.7にて手順を整備 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，10 倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10 倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし

ている 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

㉖の相違 
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ⅱ．操作手順 

      常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧代替注水

系（常設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧

力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(c)

消火系による原子炉圧力容器への注水」，残存溶融炉心

の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注水

手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(b)消火系による残

存溶融炉心の冷却」，溶融炉心の原子炉格納容器下部へ

の落下を遅延又は防止するための消火系による原子炉

圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1)ｃ．消

火系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

 

作業開始を判断してから，消火系による原子炉圧力

容器への注水開始までの必要な要員及び所要時間は以

下のとおり。 

      残留熱除去系(B)又は残留熱除去系(A)注入配管使用 

       ・1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名（操作

者及び確認者），現場運転員 2名及び 5号炉運転

員 2名にて所要時間は約 30分 

      残留熱除去系（C）注入配管使用 

       ・1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名（操作

者及び確認者），現場運転員 4名及び 5号炉運転

員 2名にて所要時間は約 40分 

      高圧炉心注水系(B)又は高圧炉心注水系(C)注入配管

使用 

       ・1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名（操作

者及び確認者），現場運転員 4名及び 5号炉運転

員 2名にて所要時間は約 30分 

       （「1.4.2.1(3)ａ．(b)」消火系による残存溶融炉

心の冷却），「1.8.2.2(1)ｃ．消火系による原子炉圧

力容器への注水」は炉心損傷状態での手順のため残

留熱除去系(A)と残留熱除去系(B)注入配管のみを使

 

ⅱ) 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧代替注水

系（常設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧

力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d) 

消火系による原子炉圧力容器への注水」，残存溶融炉

心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注

水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(c) 消火系によ

る残存溶融炉心の冷却」，溶融炉心の原子炉格納容器

下部への落下を遅延又は防止するための消火系による

原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1)

ｄ． 消火系による原子炉圧力容器への注水」にて整備

する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧代替注

水系（常設）の注水機能喪失時の消火系による原

子炉圧力容器への注水 

 

 

 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから消火

系による原子炉圧力容器への注水開始まで 56分以

内で可能である。 

 

 

 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，

原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合，原

子炉格納容器内へのスプレイに必要な負荷の電源

切替え操作を実施してから原子炉格納容器内への

スプレイ開始まで 5分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代

替注水系（常設）の注水機能喪失時の消火系による原

子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)

ａ．(c)消火系による原子炉圧力容器への注水」，残存

溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器

への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(c)消火系

による残存溶融炉心の冷却」，溶融炉心の原子炉格納容

器下部への落下を遅延又は防止するための消火系によ

る原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.8.2.2(1)ｆ．消火系による原子炉圧力容器への注

水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

（ⅰ） 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子

炉代替注水系（常設）の注水機能喪失時の消火

系による原子炉圧力容器への注水 

作業開始を判断してから，消火系による原子炉

圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び想

定時間は以下のとおり。 

残留熱除去系（Ａ）注入配管使用 

・中央制御室運転員１名にて想定時間は 25 分以

内 

 

残留熱除去系（Ｂ）又は（Ｃ）注入配管使用 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて想

定時間は 30分以内 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，

原子炉格納容器へのスプレイを実施する場合，原

子炉格納容器へのスプレイ開始まで 30 分以内で

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

注水から格納容器スプ

レイへの切替操作に要

する時間を記載 
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用）） 

 

      円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

 

    ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段

としては，消火系がある。 

(a) 消火系による格納容器スプレイ 

     残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容

器内の冷却機能が喪失した場合，消火系を起動し，ろ過

水タンクを水源とした原子炉格納容器へのスプレイを実

施する。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放

射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室

温は通常運転時と同程度である。 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子

炉圧力容器への注水 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから消火

系による原子炉圧力容器への注水開始まで 56分以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放

射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室

温は通常運転時と同程度である。 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための消火系による原子炉圧力容

器への注水 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直

運転員）1名及び現場対応を運転員等（当直運転員）

2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

から消火系による原子炉圧力容器への注水開始ま

で 56分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放

射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室

温は通常運転時と同程度である。 

 

ｂ．ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした原子炉

格納容器内の冷却 

ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした原子炉

格納容器内の冷却手段としては，消火系がある。 

(a) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が故障によ

り使用できず，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に

より原子炉格納容器内にスプレイできない場合は，ろ過

水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした消火系によ

り原子炉格納容器内にスプレイする。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温

は通常運転時と同程度である。 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子

炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから消火系

による原子炉圧力容器への注水開始まで 25分以

内で可能である。 

 

 

 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための消火系による原子炉圧力容

器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから消火系

による原子炉圧力容器への注水開始まで，25分以

内で可能である。 

 

 

 

 

 

ｂ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段

としては，消火系がある。 

(a) 消火系による原子炉格納容器へのスプレイ 

残留熱除去系 (格納容器冷却モード)が故障により使

用できず，格納容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸

送系により原子炉格納容器内にスプレイできない場合

は，ろ過水タンクを水源とした消火系により原子炉格納

容器内にスプレイする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は,中央操

作のみのため，記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は,中央操

作のみのため，記載なし 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

㉓の相違 
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     スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな

らないように，スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/

停止を行う。 

 

 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 消火系による格納容器スプレイ（炉心損傷前） 

 

        残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

及び代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による

原子炉格納容器内へのスプレイができず，消火系

が使用可能な場合※1 で，原子炉格納容器内へのス

プレイ起動の判断基準に到達した場合※2。ただし，

重大事故等へ対処するために消火系による消火が

必要な火災が発生していない場合。 

        ※1：設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水

タンク）が確保されている場合。 

 

        ※2：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，格納容器内圧力

（D/W），格納容器器内圧力（S/C），ドライ

ウェル雰囲気温度，サプレッション・チェ

ンバ気体温度又はサプレッション・チェン

バ・プール水位指示値が，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に達した

場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(b)】 

 

（ⅱ） 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉

心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※1 において，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び代替格

納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納

容器内へのスプレイができず，消火系が使用可能

な場合※2 で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動

の判断基準に到達した場合※3。ただし，重大事故

等へ対処するために消火系による消火が必要な火

スプレイ作動後は外部水源による原子炉格納容器内へ

のスプレイでのサプレッション・プール水位の上昇及び

原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプ

レイの起動／停止を行う。 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉

心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格

納容器内へのスプレイができず，消火系が使用可能

な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動

の判断基準に到達した場合※２。ただし，重大事故

等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合 

※1：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ

過水貯蔵タンク又は多目的タンク）が確保

されている場合 

※2：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライウ

ェル雰囲気温度，サプレッション・チェン

バ雰囲気温度又はサプレッション・プール

水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合 

 

【1.6.2.1(1)ａ．(b)】 

 

(ⅱ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉

心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却系）及び代替格納容器

スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へ

のスプレイができず，消火系が使用可能な場合※２

で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準

に到達した場合※３。ただし，重大事故等へ対処す

るために消火系による消火が必要な火災が発生し

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな

らないように，スプレイの起動／停止を行う。 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉

心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器

代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系による原

子炉格納容器内へのスプレイができず，消火系が

使用可能な場合※1 で，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に到達した場合※2。ただし，

重大事故等へ対処するために消火系による消火が

必要な火災が発生していない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水

タンク)が確保されている場合。 

 

※２：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達｣とは，サプレッション・チ

ェンバ圧力，ドライウェル温度指示値が，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に達した場合。 

 

 

 

【1.6.2.1(1)ａ．(c)】 

 

（ⅱ） 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉

心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※1 において，残留熱除

去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレ

イ系（常設）及び復水輸送系による原子炉格納容

器内へのスプレイができず，消火系が使用可能な

場合※2 で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の

判断基準に到達した場合※3。ただし，重大事故等

へ対処するために消火系による消火が必要な火災

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，スプレ

イ起動時に流量調整後，

停止・起動で制御を実施 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

㉓の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ㉖の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

判断基準として確認

する対象パラメータの

相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ㉓の相違 
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災が発生していない場合。 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設

計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射

線レベル（CAMS）が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した

場合。 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水

タンク）が確保されている場合。 

 

※3：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，格納容器内圧力

（D/W），格納容器内圧力（S/C），ドライウ

ェル雰囲気温度又は原子炉圧力容器下鏡

部温度指示値が，原子炉格納容器内へのス

プレイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(b)】 

 

ⅱ．操作手順 

      消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納

容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．(b)消

火系による原子炉格納容器内へのスプレイ」及び

「1.6.2.2(1)ａ．(b)消火系による原子炉格納容器内へ

のスプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）現場運転員 2 名及び 5 号炉運

転員 2 名にて作業を実施し，作業開始を判断してから

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで

約 30分で可能である。 

ていない場合 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ

過水貯蔵タンク又は多目的タンク）が確保

されている場合 

※3：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に達した場合 

 

 

 

【1.6.2.2(1)ａ．(b)】 

 

ⅱ) 操作手順 

消火系によるろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを

水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，

「1.6.2.1(1)ａ．(b) 消火系による原子炉格納容器内

へのスプレイ」及び「1.6.2.2(1)ａ．(b) 消火系によ

る原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運

転員）1名及び現場対応を運転員等（当直運転員）2名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから消

火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 58

分以内で可能である。 

が発生していない場合。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率

が，設計基準事故相当のガンマ線線量率

の10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)が使用できな

い場合に原子炉圧力容器温度で300℃以

上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水

タンク)が確保されている場合。 

 

※３：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達｣とは，ドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライ

ウェル温度又は原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(c)】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納

容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．(c)消

火系による原子炉格納容器内へのスプレイ」及び

「1.6.2.2(1)ａ．(c)消火系による原子炉格納容器内へ

のスプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

（ⅰ） 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉

心損傷前） 

   消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ操    

作について，Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用

する場合は中央制御室運転員１名にて，Ｂ－残留熱

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，10 倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10 倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし

ている 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ㉖の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

判断基準として確認

する対象パラメータの

相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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      円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

 

    ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水

手段としては消火系がある。 

 

(a) 消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納容

器下部への注水 

     炉心の著しい損傷が発生した場合，格納容器下部注水

系（常設）による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，消火系を起動し，ろ過水タンクを水源とし

た原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心の冷却を実

施する。 

 

 

     炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は

通常運転時と同程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした原子炉

格納容器下部への注水 

ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした原子炉

格納容器下部への注水手段としては，消火系がある。 

 

(a) 消火系によるろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水

源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器

下部注水系（常設）によりペデスタル（ドライウェル部）

の床面に落下した溶融炉心の冷却ができない場合に，原

子炉格納容器の破損を防止するため，ろ過水貯蔵タンク

又は多目的タンクを水源とした消火系によりペデスタル

（ドライウェル部）の床面に落下した溶融炉心の冷却を

実施する。 

炉心損傷を判断した場合において，ペデスタル（ドラ

除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運

転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場

合の想定時間は以下のとおり。 

・Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場

合：25分以内 

・Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場

合：30分以内 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に

原子炉圧力容器への注水が必要となった場合，原

子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以内で可能

である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温

は通常運転時と同程度である。 

 

（ⅱ） 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉

心損傷後） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業

を実施し，作業開始を判断してから消火系による

原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 25 分以

内で可能である。 

 

ｃ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水

手段としては消火系がある。 

 

(a) 消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納容

器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタ

ル代替注水系（常設）及び復水輸送系により原子炉格納

容器下部の床面に落下した溶融炉心の冷却ができない場

合に，原子炉格納容器の損傷を防止するため，ろ過水タ

ンクを水源とした消火系により原子炉格納容器下部の床

面に落下した溶融炉心の冷却を実施する。 

 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は,原子炉

格納容器内へのスプレ

イから原子炉圧力容器

への注水切り替えの操

作を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 
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能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

 

     また，原子炉圧力容器の破損後は，原子炉格納容器の

下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格

納容器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，

原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッショ

ン・チェンバ・プールの水位が外部水源注水制限に到達

しないように崩壊熱相当の流量とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準 

 

        損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器

下部注水系（常設）による原子炉格納容器下部へ

の注水ができず，消火系が使用可能な場合※2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系に

よる消火が必要な火災が発生していない場合。 

 

（ⅱ） 原子炉圧力容器の破損後の原子炉格納容器下部

イウェル部）の水位を確実に確保するため，水位確保操

作を実施する。 

 

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル（ドライ

ウェル部）の床面に落下した溶融炉心を冠水冷却するた

め，ペデスタル（ドライウェル部）に注水を継続する。

その際は，サプレッション・プールの水位が外部水源注

水制限に到達することを遅らせるため，ペデスタル（ド

ライウェル部）の水位を 2.25m～2.75mに維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保操作の判断

基準】 

炉心損傷を判断した場合※１で，格納容器下部注水系

（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水ができず，消火系が使用可能な場合※２。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合 

 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部

に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容

器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，原子

炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・

プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩

壊熱相当に余裕をみた流量とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［消火系による原子炉格納容器下部への初期水張りの

判断基準］ 

消火系（スプレイ管使用）の場合は，損傷炉心の冷

却が未達成の場合※1 で，ペデスタル代替注水系（常設）

及び復水輸送系（スプレイ管使用）による原子炉格納

容器下部への注水ができず，消火系（スプレイ管使用）

が使用可能な場合※２。 

 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，損傷

炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水

系（常設），復水輸送系（スプレイ管使用），消火系（ス

プレイ管使用）及び復水輸送系（ペデスタル注水配管

使用）による原子炉格納容器下部への注水ができず，

消火系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※

２。 

 

 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合。 

 

［原子炉圧力容器破損後の消火系による原子炉格納容

【東海第二】 

 ㉔の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

圧力容器破損後は崩壊

熱除去に余裕を見た流

量で注水を継続するが，

東海第二は，水位管理に

て対応することとして

いる 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ㉔の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉑の相違 

・設備の相違  

【柏崎 6/7,東海第二】  

島根２号炉は，原子炉

格納容器下部への注水

と SA 時の SRV 健全性確

保の観点から，スプレイ

管を使用した原子炉格

納容器下部への注水手

段を整備 
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への注水操作の判断基準 

 原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損による

パラメータの変化※4 により原子炉圧力容器の破損

を判断した場合で，格納容器下部注水系（常設）

による原子炉格納容器下部への注水ができず，消

火系が使用可能な場合※2。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系に

よる消火が必要な火災が発生していない場合。 

※1：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧

力容器下部鏡部温度指示値が300℃に達し

た場合。 

※2：設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水

タンク）が確保されている場合。

※3：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子

炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置

表示の喪失数増加及び原子炉圧力容器下

鏡部温度指示値の喪失数増加により確認

する。 

※4：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

部）への注水操作の判断基準】 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパ

ラメータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判

断した場合で，格納容器下部注水系（常設）によるペ

デスタル（ドライウェル部）への注水ができず，消火

系が使用可能な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧

力容器温度で 300℃以上を確認した場合 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過

水貯蔵タンク又は多目的タンク）が確保されて 

いる場合 

※3：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下（喪失），制御棒の位置

表示の喪失数増加及び原子炉圧力容器温度（下

鏡部）指示値が 300℃到達により確認する。 

※4：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

器下部への注水操作の判断基準］ 

消火系（スプレイ管使用）の場合は，原子炉圧力容器

の破損の徴候※3 及び破損によるパラメータの変化※4 に

より原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタ

ル代替注水系（常設）及び復水輸送系（ペデスタル注水

配管使用），消火系（ペデスタル注水配管使用）及び復

水輸送系（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部

への注水ができず，消火系（スプレイ管使用）が使用可

能な場合※2。 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，原子炉

圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの

変化※４により原子炉圧力容器の破損を判断した場合

で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（ペデ

スタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注

水ができず，消火系（ペデスタル注水配管使用）が使用

可能な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消

火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容

器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ろ過水タン

ク）が確保されている場合。

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪

失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の

喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪

失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

㉑の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器下部への注水

と SA時の SRV健全性確

保の観点から，スプレイ

管を使用した原子炉格

納容器下部への注水手

段を整備 

・運用の相違

【東海第二】 

 ㉔の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

㉖の相違 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

原子炉圧力容器の破

損の徴候判断のマネジ

メントの相違
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の変化」は，原子炉圧力容器内の圧力の低

下，原子炉格納容器内の圧力の上昇及び原

子炉格納容器内の温度の上昇により確認

する。 

 

 

【1.8.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ．操作手順 

消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納

容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)c.消火

系による原子炉格納容器下部への注水」にて整備する。 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2

名（操作者及び確認者），現場運転員2名及び5号炉運

転員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確

認するまで約30分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計

兼デブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部

水温（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格

納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

指示値の喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

消火系によるろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを

水源とした原子炉格納容器下部への注水手順について

は，「1.8.2.1(1)ｃ． 消火系によるペデスタル（ドラ

イウェル部）への注水」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系によ

るペデスタル（ドライウェル部）への注水開始までの

必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

 

 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保の場合】 

・上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直

運転員）1名及び現場対応を運転員等（当直運転

員）2名にて作業を実施した場合，54分以内で可

能である。 

 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，1分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェ

ル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指示値の

上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失

により確認する。 

 

 

【1.8.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納

容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｃ．消

火系による原子炉格納容器下部への注水」にて整備す

る。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから消火系

による原子炉格納容器下部への注水開始までの必要な

要員数及び想定時間は，スプレイ管を使用する場合及

びペデスタル注水配管を使用する場合ともに以下のと

おり。 

［消火系による原子炉格納容器下部への初期水張りの

場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を

実施した場合， 25分以内で可能である。 

 

 

［原子炉圧力容器破損後の消火系による原子炉格納容

器下部への注水の場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を

実施した場合，10分以内で可能である。 

 

［消火系（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下

部への初期水張り後に原子炉圧力容器の破損を判断

し，ペデスタル注水配管が使用可能であり，原子炉

格納容器下部への注水を消火系（スプレイ管使用）

から消火系（ペデスタル注水配管使用）に切り替え

る場合］ 

・中央制御室運転員１名にて実施した場合，10分以

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメント

の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

圧力容器破損前後で作

業時間が異なるため，場

合分けして記載 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である 

 

ｄ．ろ過水タンクを水源とした使用済燃料プールへの注水 

 

ろ過水タンクを水源とした使用済燃料プールへの注水手

段としては，消火系がある。 

 

(a) 消火系による使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールの冷却機能と注水機能の喪失，又は

使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合

に，消火系を起動し， ろ過水タンクを水源とした使用済

燃料プールへの注水を実施する。 

消火系による使用済燃料プールへの注水については，

ディーゼル駆動消火ポンプにより残留熱除去系洗浄水ラ

インから残留熱除去系最大熱負荷ラインを経由して使用

済燃料プールへの注水を実施する。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は

通常運転時と同程度である。 

 

ｄ．ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした使用済

燃料プールへの注水 

ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした使用済

燃料プールへの注水手段としては，消火系がある。 

 

(a) 消火系による使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又

は使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場

合に，ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源として

ディーゼル駆動消火ポンプにより消防用ホース又は残留

熱除去系Ｂ系ラインを経由して使用済燃料プールへ注水

する。 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

【消火栓を使用した使用済燃料プールへの注水の場

合】 

以下のいずれかの状況に至り，常設低圧代替注水系

ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン／常

設スプレイヘッダ）による使用済燃料プールへの注水

ができず，消火系が使用可能な場合※1。ただし，重大

事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合及び使用済燃料プールエリア

へアクセスできる場合 

 

・使用済燃料プール水位低警報又は使用済燃料プー

ル温度高警報が発生した場合 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合 

※1：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過

水貯蔵タンク又は多目的タンク）が確保されて

いる場合 

 

内で可能である。 

 

 

 

 

ｄ．ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水 

 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水手段とし

ては，消火系がある。 

 

(a) 消火系による燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料

プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，ろ過水

タンクを水源として消火ポンプにより，注水用ホース又

は復水輸送系ラインを経由して消火系による燃料プール

への注水を実施する。 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

 

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な

場合※１。ただし，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合及び燃

料プールエリアへアクセスできる場合。  

 

 

 

 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復

旧が見込めない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水タ

ンク)が確保されている場合。 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は,中央操

作のみのため，記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ㉖の相違，配管構成の

相違による注水経路の

相違  

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，消火栓

を使用した燃料プール

への注水手順を自主対

策として整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，五十四条

の可搬型代替注水設備

の要求に対し同等以上

の効果を有するとして，

常設低圧代替注水ポン

プを重大事故等対処設

備として位置付けてい

るが，島根２号炉は可搬

の燃料プールスプレイ

系を重大事故等対処設
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以下のいずれかの状況に至り，燃料プール代替注水

系による使用済燃料プールへの注水ができず，消火系

が使用可能な場合※1。ただし，重大事故等へ対処する

ために消火系による消火が必要な火災が発生していな

い場合。 

 

 

 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合。 

※1：設備に異常がなく，燃料及び水源(ろ過水タ

ンク)が確保されている場合 

 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ．操作手順 

消火系によるろ過水タンクを水源とした使用済燃料

プールへの注水手順については，「1.11.2.1(1)ｃ．消

火系による使用済燃料プールへの注水」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2

 

【残留熱除去系ラインを使用した使用済燃料プールへ

の注水の場合】 

以下のいずれかの状況に至り，常設低圧代替注水系

ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン／常

設スプレイヘッダ）による使用済燃料プールへの注水

ができず，消火系が使用可能な場合※２。ただし，重大

事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合及び使用済燃料プールエリア

へアクセスができない場合 

 

・使用済燃料プール水位低警報又は使用済燃料プー

ル温度高警報が発生した場合 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過

水貯蔵タンク又は多目的タンク）が確保されて

いる場合 

【1.11.2.1(1)ｄ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

消火系によるろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを

水源とした使用済燃料プールへの注水手順について

は，「1.11.2.1(1)ｄ． 消火系による使用済燃料プー

ルへの注水」にて整備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから消火系によ

る使用済燃料プールへの注水開始までの必要な要員数

及び所要時間は以下のとおり。 

【消火栓を使用した使用済燃料プールへの注水の場

合】 

 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）4名及び重

大事故等対応要員 1名にて作業を実施した場合，60分

以内で可能である。 

【残留熱除去系ラインを使用した使用済燃料プールへ

の注水の場合】 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名にて作

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の

場合］ 

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な

場合※２。ただし，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合及び燃

料プールエリアへアクセスができない場合。  

 

 

 

 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復

旧が見込めない場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水タ

ンク)が確保されている場合。 

 

【1.11.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系によるろ過水タンクを水源とした燃料プール

への注水手順については，「1.11.2.1(1)ａ．消火系に

よる燃料プールへの注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから消火系

による燃料プールへの注水開始までの必要な要員数及

び想定時間は以下のとおり。 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

 

 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員

２名にて作業を実施した場合，40分以内で可能である。 

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の

場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施

備として位置付ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ㉖の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，消火栓

を使用した燃料プール

への注水手順を自主対

策として整備 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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名（操作者及び確認者），現場運転員2名及び5号炉運転

員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら消火系による使用済燃料プールへの注水開始まで約

30分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業を実施した場合，105分以内で可能である。 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は

通常運転時と同程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した場合， 25分以内で可能である。 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と

同程度である。 

 

ｅ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水 

 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原

子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃

料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない場合に

大量送水車による各種注水を行う。 

また，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が低下し

た場合に大量送水車による補給を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源特定，大量送水車

の配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又

は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容

器接続口までのホース接続及び大量送水車による送水まで

の手順を整備し，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側

接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタス

クラバ容器接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順

については各条文にて整備する。（手順のリンク先について

は，1.13.2.1(5)ｆ．～1.13.2.1(5)ｋ．に示す。） 

水源特定，大量送水車配置，原子炉建物西側接続口，原

子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベン

トフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び送水

の一連の流れはどの対応においても同じであり，水源から

原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉

建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口

までの距離によりホース数量が決まる。 

原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択

は，重大事故等時の対応として優先度が高い原子炉圧力容

器への注水において，原子炉建物西側接続口を使用するよ

り圧力損失が小さく，必要注水流量に対して余裕を持った

流量を確保できる原子炉建物南側接続口を優先して使用す

る。なお，原子炉格納容器内へのスプレイ，原子炉格納容

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，ろ過水

タンクを水源とした大

量送水車による各種注

水手段を整備 
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器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへ

の注水／スプレイは，原子炉圧力容器への注水手順にて原

子炉建物南側に設置する送水ヘッダを介して各接続口まで

のホースを接続することで，ホース敷設長さを短くでき，

作業を効率的に実施可能であることから，原子炉圧力容器

への注水と同様，原子炉建物南側接続口を優先して使用す

る。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，

復水貯蔵タンク，補助消火水槽，輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への

注水等の各種注水ができない場合※１。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，

土石流の発生により水源として使用できない場合

を含む。 

 

(b) 操作手順 

ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水手順

の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－6 図に，タイ

ムチャートを第 1.13－7図に，ホース敷設図を第 1.13－

37図及び第 1.13－38図に示す。 

 

［大量送水車による原子炉建物西側接続口，原子炉建

物南側接続口又は原子炉建物内接続口への送水を行

う場合］ 

 

①緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて

大量送水車による各種注水を行うことを決定し，

各種注水のための原子炉建物西側接続口，原子炉

建物南側接続口又は原子炉建物内接続口の場所を

決定する。 

②緊急時対策本部は，当直長に送水のための接続口

の場所を報告する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車

によるろ過水タンクを水源とした送水準備のた

め，接続口の場所を指示する。 

④緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量
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送水車を移動させる。 

⑤緊急時対策要員は，ろ過水タンクから指示された

接続口までのホース敷設，系統構成を行う。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車

による送水準備完了を報告する。 

⑦緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送

水の開始を報告する。 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車

による送水開始を指示する。 

⑨緊急時対策要員は，接続口の弁の全閉を確認後，

大量送水車を起動し，ホースの水張り及び空気抜

きを行い，ホースに異常のないことを確認する。 

⑩緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確

認後，接続口の弁を開とし，送水を開始したこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑪緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送

水を開始したことを報告する。 

⑫緊急時対策要員は，注水中はホースの結合金具付

きの可搬型圧力計で圧力を確認しながら大量送水

車を操作する。 

 

［大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器

接続口への送水を行う場合］ 

①緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車

によるろ過水タンクを水源とした第１ベントフィ

ルタスクラバ容器への補給準備のため，第１ベン

トフィルタスクラバ容器接続口への送水準備を指

示する。 

②緊急時対策要員は，大量送水車をろ過水タンクに

配置し，大量送水車付属の水中ポンプユニットを

設置する。 

③緊急時対策要員は，ろ過水タンクから接続口まで

のホースを敷設し，第１ベントフィルタスクラバ

容器接続口の蓋を開放する。 

④緊急時対策要員は，接続口へホースの接続を行う。 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベント

フィルタスクラバ容器への補給の系統構成が完了

したことを報告する。 
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⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車

による送水準備完了を報告する。 

⑦緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送

水の開始を報告する。 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車

による送水開始を指示する。 

⑨緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ補給止め弁の全閉を

確認後，大量送水車を起動し，ホースの水張り及

び空気抜きを行い，ホースに異常のないことを確

認する。 

⑩緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確

認後，ＦＣＶＳ補給止め弁を開とし，送水を開始

したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送

水を開始したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してからろ過水タンクを水源とした

大量送水車による送水開始まで，原子炉建物西側接続口（低

圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続

口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系

接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合

において２時間 30分以内，原子炉建物南側接続口（低圧原

子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，

ペデスタル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続

口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合おい

て２時間 30分以内，原子炉建物内接続口（低圧原子炉代替

注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタ

ル代替注水系接続口）に接続した場合において３時間 10分

以内，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口に接続した

場合おいて２時間 30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホー

スの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペース

を確保していることから，容易に実施可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮してろ過水タンクか

ら送水先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 
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また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を

用いることで，暗闇における作業性についても確保してい

る。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に

待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-1） 

 

ｆ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水

源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水

源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧原子

炉代替注水系（可搬型）がある。 

 

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）によるろ過水タンク

を水源とした原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却

系による原子炉圧力容器への注水ができない場合，残存溶

融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放

熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部

への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替注水

系（可搬型）を起動し，ろ過水タンクを水源とした原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用

炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水がで

きない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉

心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場

合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源(ろ過水タン

ク)が確保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(d)】 
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（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※

１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合にお

いて，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子

炉圧力容器への注水が可能な場合。 

 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェ

ル圧力指示値の上昇及びペデスタル温度指示

値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は

喪失により確認する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(d)】 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給

水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系に

よる原子炉圧力容器への注水ができず，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準

事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過

水タンク）が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷

却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合の低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

の注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d) 低圧原子炉

代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡
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水／海水）」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代

替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順

については，「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，

溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止

するための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子

炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1)ｇ．低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

の注水（淡水／海水）」にて整備する。 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によるろ過水タンク

を水源とした原子炉圧力容器への注水操作のうち，運転

員が実施する各注入配管の系統構成を，交流電源が確保

されている場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員

２名，全交流動力電源が喪失している場合は中央制御室

運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合

の想定時間は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），低圧原子

炉代替注水系（可搬型）接続口（西）又は低圧原子炉代

替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25分以内

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：40

分以内 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）使用の場

合：50分以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）使用又は

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）使用

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る影響がある場合）の場合：40分以内 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧

力容器への注水操作のうち，緊急時対策要員が実施する

屋外での大量送水車による送水操作に必要な要員数及び

想定時間は以下のとおり。 

 [低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低
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圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する

場合] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 30 分以

内 

 

 [低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を

使用する場合（故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる影響がある場合）] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以

内 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水操作は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続

口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）

を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代

替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始

まで２時間 30分以内で可能である。また，低圧原子炉代

替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，

作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以

内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉

格納容器へのスプレイを実施する場合の想定時間は以下

のとおり。 

[交流電源が確保されている場合：10分以内] 

[全交流動力電源が喪失している場合：40分以内] 

（「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，「1.8.2.2(1)

ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水（淡水／海水）」は炉心損傷状態での手順の

ため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水

系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの

接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯
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を用いることで暗闇における作業性についても確保して

いる。室温は通常運転時と同程度である。 

 

ｇ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納

容器内の冷却 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段

としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイがある。 

 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タン

クを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用

できず，格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイができない場

合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格

納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧となら

ないように，スプレイの起動／停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大

量送水車の接続先を複数ある接続口から任意に選択できる

構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉心

損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子

炉格納容器内へのスプレイができない場合におい

て，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能

な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動

の判断基準に到達した場合※２。 

 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水タン

ク）が確保されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基

準に到達」とは，サプレッション・チェンバ圧

力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容

器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場
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合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

 

（ⅱ） 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉心

損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除

去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器

内へのスプレイができず，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）が使用可能な場合※２で，原子炉格納容

器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※

３。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭ

Ｓ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源(ろ過水タン

ク)が確保されている場合。 

※３： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基

準に到達｣とは，ドライウェル圧力，サプレッ

ション・チェンバ圧力，ドライウェル温度又は

原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格

納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達し

た場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タン

クを水源とした原子炉格納容器内の冷却手順について

は，「1.6.2.1(1)ａ．(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬

型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」

及び「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬

型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」

にて整備する。 
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ⅲ 操作の成立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タン

クを水源とした原子炉格納容器内へのスプレイ操作のう

ち，運転員が実施する各注入配管の系統構成を，交流電

源が確保されている場合は中央制御室運転員１名及び現

場運転員２名，全交流動力電源が喪失している場合は中

央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施

した場合の想定時間は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南），格納

容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）又は格納

容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使

用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25分以内

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：

40分以内 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）使用の

場合：50分以内 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）使用又

は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）

使用（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による影響がある場合）の場合：40分以内 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器内へのスプレイ操作のうち，緊急時対策要員が

実施する屋外での大量送水車による送水操作に必要な要

員数及び想定時間は以下のとおり。 

 [格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用

する場合] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 30 分以

内 

 [格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場合（故意による大型航空機の衝突その他の
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テロリズムによる影響がある場合）] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以

内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器内へのスプレイ操作は，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬

型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断して

から格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器内へのスプレイ開始まで２時間 30 分以内で可能

である。また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続

口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可能であ

る。（「1.6.2.2(1)ａ．(d) 格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海

水）」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失

時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と

同程度である。格納容器代替スプレイ系（可搬型）とし

て使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結

合金具であり，十分な作業スペースを確保していること

から，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

ｈ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による第１ベント

フィルタスクラバ容器への補給 

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ

容器への補給手段としては，大量送水車による第１ベント

フィルタスクラバ容器水位調整がある。 

 

(a) 大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水

位調整（水張り） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合，格納容器フィルタベント系
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により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下

回り，下限水位に到達する前に，大量送水車を起動し，ろ

過水タンクを水源として第１ベントフィルタスクラバ容器

へ水張りを実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が

発報した場合。 

【1.5.2.1(2)ａ．(b)】 

【1.5.2.1(3)ａ．(b)】 

【1.7.2.1(1)ｂ．(b)】 

【1.7.2.1(2)ｂ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラ

バ容器水位調整(水張り)手順について「1.5.2.1(2)ａ．

(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張

り）」及び「1.7.2.1(1)ｂ．(b) 第１ベントフィルタスク

ラバ容器水位調整（水張り）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラ

バ容器への補給操作は，中央制御室運転員１名及び緊急

時対策要員 12名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから水源と送水ルートの特定～大量送水車の配備

～送水準備～第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接

続口使用による大量送水車による注水開始まで２時間 30

分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水

張り）完了まで２時間 50分以内で可能である。 

事故発生後７日間において，第１ベントフィルタスク

ラバ容器水の蒸発による第１ベントフィルタスクラバ容

器の水位低下は評価上想定されないため，第１ベントフ

ィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操作を実施する

ことはないと考えられるが，作業時の被ばくによる影響

を低減するため，緊急時対策要員を交替して対応するこ

とで，作業が可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，
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照明及び通信連絡設備を整備する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用

の結合金具であり，十分な作業スペースを確保している

ことから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保す

る。 

 

ｉ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納

容器下部への注水 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水

手段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペ

デスタル代替注水系（可搬型）がある。 

 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タン

クを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル

代替注水系(常設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格

納容器下部への注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器

内の破損を防止するため格納容器代替スプレイ系（可搬型）

により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を実

施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能

性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下し

た溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への

注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内

の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール水位が外

部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみ

た流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格

納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口を任意に選択でき

る構成としている。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉格

納容器下部への初期水張りを実施し，ペデスタル代替注水

系（可搬型）が使用可能な場合は，原子炉圧力容器破損後
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の原子炉格納容器下部への注水に用いる系統を格納容器代

替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注水系（可搬

型）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器代替

スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作

の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパ

ラメータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判

断した場合で，ペデスタル代替注水系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水ができず，格納容器代

替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。 

 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容

器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過

水タンク）が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪

失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の

喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の

喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェ

ル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指示値の

上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失

により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｄ．】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タン

クを水源とした原子炉格納容器下部への注水手順につい
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ては，「1.8.2.1(1)ｄ．格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」にて

整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への初期水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，25分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，40分以内で可能である。 

 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への初期水張り操作のうち，緊急時対策

要員が実施する屋外での格納容器代替スプレイ系（可搬

型）による送水操作に必要な要員数及び想定時間は以下

のとおり。 

 

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又

は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）

を使用する場合】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 30

分以内 

 

【格納容器代替スプレイ系（建物内）を使用する場合

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10

分以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水操作は，格納容器代替スプレイ

系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業

開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水

張り開始を確認するまで２時間 30 分以内で可能で
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ある。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建

物内）を使用する場合，作業開始を判断してから原子炉

格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで３時間

10分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水の場

合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから 10分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大

量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

十分な作業スペースを確保していることから，容易に実

施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

(b) ペデスタル代替注水系（可搬型）によるろ過水タンク

を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル

代替注水系(常設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格

納容器下部への注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器

の破損を防止するためペデスタル代替注水系（可搬型）に

より原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を実施

する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能

性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下し

た溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への

注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内

の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール水位が外

部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみ
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た流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペ

デスタル代替注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる

構成としている。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉格

納容器下部への初期水張りを実施し，ペデスタル代替注水

系（可搬型）が使用可能な場合は，原子炉圧力容器破損後

の原子炉格納容器下部への注水に用いる系統を格納容器代

替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注水系（可搬

型）に切り替えて注水を行う。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代

替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作の判

断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパ

ラメータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判

断した場合で，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使

用可能な場合※２。 

 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容

器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過

水タンク）が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪

失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の

喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の

喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェ

ル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指示値の

上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失

により確認する。 
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【1.8.2.1(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によるろ過水タンク

を水源とした原子炉格納容器下部への注水手順について

は，「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタル代替注水系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」にて整

備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への初期水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，25分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，40分以内で可能である。 

 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水操作のうち，緊急時対策要員が実

施する屋外でのペデスタル代替注水系（可搬型）による

初期水張り操作に必要な要員数及び想定時間は以下のと

おり。 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又は

ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）を使

用する場合】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 30

分以内 

 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場合（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10

分以内 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水操作は，ペデスタル代替注水系（可搬型）
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接続口（南）又はペデスタル代替注水系（可搬型）接続

口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから原子

炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで２時

間 30分以内で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物

内）を使用する場合，作業開始を判断してから原子炉格

納容器下部への初期水張り開始を確認するまで３時間 10

分以内で可能である。 

 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への初期水張り後に原子炉圧力容器の破損を判断

し，引き続き，ペデスタル代替注水系（可搬型）による

原子炉格納容器下部への注水を実施する場合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから 10分以内で可能である。 

 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への初期水張り後に原子炉圧力容器の破損を判

断し，ペデスタル注水配管が使用可能であり，原子炉格

納容器下部への注水を格納容器代替スプレイ系（可搬型）

からペデスタル代替注水系（可搬型）に切り替える場合］  

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水操作のうち，運転員が実施する原子炉建

物での系統構成を，中央制御室運転員１名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから 10分以内で可能で

ある。 

また，緊急時対策要員が実施する屋外でのペデスタル

代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注

水操作を緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから 10分以内で可能である。 

なお，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水操作のうち運転員が実施する原子

炉建物での系統構成及び緊急時対策要員が実施する屋外

でのペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水操作は並行して実施し，作業開始を判

断してから 10分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，
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照明及び通信連絡設備を整備する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量

送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

十分な作業スペースを確保していることから，容易に実

施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

ｊ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉ウェ

ルへの注水 

ろ過水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水手段と

しては，原子炉ウェル代替注水系がある。 

 

(a) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水

（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物

の水素爆発を防止するため，ろ過水タンクを水源として原

子炉ウェル代替注水系により原子炉ウェルに注水すること

で原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子

炉建物への水素ガス漏えいを抑制する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器

内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉

ウェル代替注水系が使用可能な場合※２。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準

事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ （ＣＡ

ＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水タン

ク）が確保されている場合。 

【1.10.2.1(1)】 
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ⅱ 操作手順 

原子炉ウェル代替注水系によるろ過水タンクを水源と

し た 原 子 炉 ウ ェ ル へ の 注 水 手 順 に つ い て は ，

「1.10.2.1(1) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウ

ェルへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

ろ過水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水操作

は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12名にて

原子炉ウェル代替注水系接続口（南）又は原子炉ウェル

代替注水系接続口（西）を使用した場合，作業開始を判

断してから原子炉ウェル代替注水開始まで２時間 30 分

以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注

水系として使用する大量送水車からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。室温は通常運転時と同程度である。 

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注

水した後は，蒸発による水位低下を考慮して定期的に注

水し，ドライウェル主フランジが冠水する水位を維持す

ることにより，ドライウェル主フランジのシール部温度

をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑える

ことが可能である。 

 

ｋ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による燃料プール

への注水／スプレイ 

 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレ

イ手段としては，燃料プールスプレイ系がある。 

 

(a) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プ

ールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，ろ過水タン
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クを水源として大量送水車により，燃料プールスプレイ系

（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水を実施

する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が

発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧

が見込めない場合。 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とし

た燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて

整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプ

レイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員

12名にて燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）

接続口（南）又は燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）接続口（西）を使用した場合，作業開始を判断

してから燃料プールへの注水開始まで２時間 30 分以内

で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ

系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎

用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保してい

ることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

(b) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへの注水 
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燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プ

ールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，燃料プール

スプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

注水を優先して実施するが，燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水が実施できな

い場合は，ろ過水タンクを水源として大量送水車により，

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃

料プールへの注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，燃料プールスプレイ系

（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水がで

きない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスでき

る場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が

発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧

が見込めない場合。 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とし

た燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ｃ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレ

イノズル）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」に

て整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへの注水操作は，中央制御室運転員１名，

緊急時対策要員 12名にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから燃料プールへの注水開始までの想定時間

は以下のとおり。 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：３時間

10分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：３時間

10分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，
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照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業

が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配

備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設

置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に実施可能であ

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

(c) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの

水位が異常に低下し，燃料プール代替注水設備による注水を

実施しても水位を維持できない場合に，ろ過水タンクを水源

として大量送水車により，燃料プールスプレイ系（常設スプ

レイヘッダ）による燃料プールへのスプレイを実施すること

で燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨

界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更

に以下のいずれかの状況に至った場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する

場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を燃

料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とし

た燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」

にて整備する。 
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ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへのスプレイ操作は，中央制御室運転員１名

及び緊急時対策要員 12名にて燃料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）接続口（南）又は燃料プールスプレ

イ系（常設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用した場

合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ開

始まで２時間 30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ

系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎

用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保してい

ることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

(d) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プール

の水位が異常に低下し，燃料プール代替注水設備による注

水を実施しても水位を維持できない場合に，燃料プールス

プレイ系（常設スプレイヘッダ）を優先して使用するが，

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の機能が喪

失した場合は，ろ過水タンクを水源として大量送水車によ

り，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへのスプレイを実施することで燃料プール内

の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更

に以下のいずれかの状況に至り，燃料プールスプレイ系

（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイ

ができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセス

できる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する

場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を燃
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(4) 防火水槽を水源とした対応手順 

重大事故等時，防火水槽を水源とした原子炉圧力容器への

注水，原子炉格納容器内の冷却，フィルタ装置への補給，原

子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使用

済燃料プールへの注水/スプレイを行う手順を整備する。 

 

料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とし

た燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレ

イノズル）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへのスプレイ操作は，中央制御室運転員１

名及び緊急時対策要員 12名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから燃料プールへのスプレイまでの想

定時間は以下のとおり。 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：３時間

10分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：３時間

10分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業

が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配

備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設

置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に実施可能であ

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，代替淡

水源（措置）を水源とし

た対応手順として輪谷

貯水槽（西１）及び輪谷
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ａ．防火水槽を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は

A-2級)による送水(淡水/海水) 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原

子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使

用済燃料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない

場合に可搬型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2級)による各種

注水を行う。また，フィルタ装置の水位が低下した場合に

可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による補給を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源特定， 可搬型代替

注水ポンプ(A-1級又はA-2級)の配置，建屋及びスクラバ接

続口までのホース接続及び可搬型代替注水ポンプ(A-1級又

はA-2級)による送水までの手順を整備し，建屋及びスクラ

バ接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順について

は各条文にて整備する。(手順のリンク先については，

1.13.2.1(4)ｂ．～ 1.13.2.1(4)ｇ．に示す。) 

可搬型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2級)の水源は，防火

水槽(淡水)を優先して使用する。淡水による各種注水が枯

渇等により継続できないおそれがある場合は海水による各

種注水に切り替えるが，防火水槽を経由して注水が必要な

箇所へ送水することにより，各種注水を継続しながら淡水

から海水への切替えが可能である。ただし，フィルタ装置

への補給は淡水補給のみとする。なお， 防火水槽への淡水

補給は，「1.13.2.2(2)ａ．淡水貯水池から防火水槽への補

給」及び「1.13.2.2(2)ｂ．淡水タンクから防火水槽への補

給」の手順にて，防火水槽への海水補給は，「1.13.2.2(2)

ｃ．海から防火水槽への補給」の手順にて実施する。 

水源特定/可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2級)配置

/建屋及びスクラバ接続口までのホース接続/送水の一連の

流れはどの対応においても同じであり，水源から建屋及び

スクラバ接続口までの距離により配置，台数及びホース数

量が決まる。なお，水源と建屋及びスクラバ接続口の選択

は，水源と建屋及びスクラバ接続口の距離が最短となる組

み合わせを優先して選択する。（可搬型スプレイヘッダを使

用した使用済燃料プール代替注水については，送水先が建

屋接続口だけでなく原子炉建屋内に敷設したホースに接続

する手段もある。） 

 

(a) 手順着手の判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯水槽（西２）にて記載 
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復水貯蔵槽，サプレッション・チェンバ及びろ過水タ

ンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水

ができず，淡水貯水池及び淡水貯水池から防火水槽の間

にあらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合。ま

た，フィルタ装置の水位が通常水位を下回ると判断した

場合。 

(b) 操作手順 

可搬型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2級)による送水手

順の概略は以下のとおり。概要図を第1.13.2図に，タイ

ムチャートを第1.13.3図に，各種注水ルート図を第

1.13.35図に示す。 

①  緊急時対策本部は，プラントの被災状   況に応

じて可搬型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2級)に

よる各種注水を行うことを決定し，各種注水のた

めの建屋及びスクラバ接続口の場所及び可搬型

代替注水ポンプ(A-1級又はA-2級)の配置箇所を

決定する。 

②  緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ可

搬型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2級)を移動さ

せる。 

③  緊急時対策要員は，水源※1から建屋及びスクラ

バ接続口までのホース敷設，系統構成を行う。 

④  緊急時対策要員は，緊急時対策本部に可搬型代

替注水ポンプ(A-1級又はA-2級)による送水準備

完了を報告する。 

⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受

け，可搬型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2級)を起

動し注水/補給を実施する。注水/補給中は可搬型

代替注水ポンプ(A-1級又はA-2級)付きの圧力計

で圧力を確認しながら可搬型代替注水ポンプ

(A-1級又はA-2級)を操作する。 

※1：海水取水時には，ホース先端にストレーナを取り

付け，海面より低く着底しない位置に取水部分を

固定することにより，ホースへの異物の混入を防

止する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり可搬型代替注水ポンプ

(A-1級又はA-2級)1台又は2台を使用した場合は1ユニッ
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ト当たり緊急時対策要員2名にて，可搬型代替注水ポンプ

(A-1級又はA-2級)3台を使用した場合は1ユニット当たり

緊急時対策要員3名にて作業を実施し，作業開始を判断し

てから建屋近傍の防火水槽を水源とした送水を開始する

までの所要時間は以下のとおりである。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2級)1台を使用し

た場合（ホースの接続先：SFP接続口，スクラバ接続口，

ウェル接続口）：約110分 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又はA- 2 級)2台を使用

した場合（ホースの接続先：SFP接続口）：約125分 

可搬型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2級)3台を使用し

た場合（ホースの接続先：MUWC接続口，SFP接続口）：約

125分 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポン

プ(A-1級又はA-2級)からのホースの接続は，汎用の結合

金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して防火水槽から

送水先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

(添付資料 1.13.3-1) 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の防火水槽を水源と

した原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の防火水槽を水源と

した原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧代替注水

系（可搬型）がある。 

 

(a) 低圧代替注水系（可搬型）による防火水槽を水源とした

原子炉圧力容器への注水 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容

器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉

圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，

又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防

止する場合に，低圧代替注水系（可搬型）を起動し，防火

水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 
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ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合の低圧代替

注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低(レベル3)以上に維持でき

ない場合において，低圧代替注水系(可搬型)及び

注入配管が使用可能な場合※1。 

※1：設備に異常がなく，燃料及び水源(防火水

槽)が確保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(b)】 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための低圧代替注水系(可

搬型)による原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化

※1により原子炉圧力容器の破損を判断した場合に

おいて，低圧代替注水系(常設)及び消火系が使用

できず，低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧

力容器への注水が可能な場合※2。 

※1：｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化｣は，原子炉圧力指示値の低下，格納

容器内圧力指示値の上昇，ドライウェル雰

囲気温度指示値の上昇により確認する。 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及び原子炉

格納容器下部への注水に必要な流量

(140m3 /h，35～70m3/h)が確保され， さら

に低圧代替注水系(可搬型)により原子炉

圧力容器への注水に必要な流量(30m3/h)

が確保できる場合。 

なお，十分な注水流量が確保できない場

合は溶融炉心の冷却を優先し効果的な注

水箇所を選択する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(c)】 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※1において，低圧代替
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注水系（常設）及び消火系による原子炉圧力容

器への注水ができない場合において，低圧代替

注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設

計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍

を超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射

線レベル（CAMS）が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した

場合。 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（防

火水槽）が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)b.】 

 

ⅱ．操作手順 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができない場合の低圧代替注水系(可

搬型)による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(1)ａ．(b)低圧代替注水系(可搬型)による原

子炉圧力容器への注水(淡水/海水)」， 残存溶融炉心の

冷却のための低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧

力容器への注水手順については， 「1.4.2.1(3)ａ．(c)

低圧代替注水系(可搬型)による残存溶融炉心の冷却

(淡水/海水)」，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落

下を遅延又は防止するための低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.8.2.2(1)ｂ．低圧代替注水系（可搬型） による原

子炉圧力容器への注水(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

［交流電源が確保されている場合］ 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2

名（操作者及び確認者），現場運転員2名及び緊急時対

策要員3名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器

への注水開始まで残留熱除去系(B)，残留熱除去系(A)，

残留熱除去系(C)，高圧炉心注水系(B)及び高圧炉心注

水系(C)のいずれの注入配管を使用した場合において
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も約125分で可能である。（「1.4.2.1(3)ａ．(c)低圧代

替注水系(可 

搬型)による残存溶融炉心の冷却 (淡水/海水)」，

「1.8.2.2(1)ｂ．低圧代替注水系(可搬型) による原子

炉圧力容器への注水(淡水/海水)」は炉心損傷状態での

手順の 

ため残留熱除去系(A)と残留熱除去系(B)注入配管のみ

を使用） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員1

名，現場運転員2名及び緊急時対策要員3名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから低圧代替注水

系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水開始まで，

残留熱除去系(A)の注入配管を使用した場合において

は約150分，残留熱除去系(B)，残留熱除去系(C)，高圧

炉心注水系(B)及び高圧炉心注水系(C)のいずれの注入

配管を使用した場合においても約125分で可能である。

（「1.4.2.1(3)ａ．(c)低圧代替注水系(可搬型)による

残存溶融炉心の冷却(淡水/海水)」，「1.8.2.2(1)ｂ．低

圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水

(淡水/海水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流動

力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電
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灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

ｃ．防火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

防火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段とし

ては代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉

格納容器内へのスプレイ（淡水/海水）がある。 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による防火水

槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モード)，代替格

納容器スプレイ冷却系（常設）及び消火系による原子炉

格納容器内の冷却機能が喪失した場合，代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）を起動し，防火水槽を水源とし

た原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな

らないように，スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/

停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況により可搬型代替注水ポ

ンプ(A-2 級)の接続先を複数ある接続口から任意に選択

できる構成としている。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による

原子炉格納容器内へのスプレイ(淡水/海水)（炉

心損傷前） 

残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モード)，

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び消火系

による原子炉格納容器内へのスプレイができない

場合において，代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）が使用可能な場合※1 で，原子炉格納容器内

へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。 

※1：設備に異常がなく，燃料及び水源(防火水

槽)が確保されている場合。 

※2： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達｣とは，格納容器内圧力

(D/W)，格納容器内圧力(S/C)，ドライウェ

ル雰囲気温度，サプレッション・チェンバ

気体温度又はサプレッション・チェンバ・
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プール水位指示値が，格納容器スプレイ起

動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(c)】 

（ⅱ） 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による

原子炉格納容器内へのスプレイ(淡水/ 海水)

（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※1 において，残留熱除

去系(格納容器スプレイ冷却モード)，代替格納容

器スプレイ冷却系（常設）及び消火系による原子

炉格納容器内へのスプレイができず，代替格納容

器スプレイ冷却系（可搬型）が使用可能な場合※2

で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基

準に到達した場合※3。 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が， 設

計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射

線レベル(CAMS)が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で 300℃ 以上を確認し

た場合。 

※2：設備に異常がなく，燃料及び水源(防火水

槽)が確保されている場合。 

※3：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達｣とは，格納容器内圧力

(D/W)，格納容器内圧力(S/C)，ドライウェ

ル雰囲気温度又は原子炉圧力容器下鏡部

温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(c)】 

 

ⅱ．操作手順 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による防火

水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順につい

ては，「1.6.2.1(1)ａ．(c)代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ(淡

水/海水)」及び「1.6.2.2(1)ａ．(c)代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのス

プレイ(淡水/海水)」にて整備する。 
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ⅲ．操作の成立性 

［交流電源が確保されている場合］ 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者），現場運転員 2名及び緊急時対

策要員 3 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）によ

る原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで約 125 分で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから， 容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 1

名，現場運転員 2 名及び緊急時対策要員 3 名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのス

プレイ開始まで約 125分で可能である。 

（「1.6.2.2(1)ａ．(c)代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ(淡水/海

水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失

時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と

同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 
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ｄ．防火水槽を水源としたフィルタ装置への補給 

 

防火水槽を水源としたフィルタ装置への補給手段として

は可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）によるフィルタ装置水

位調整がある。 

 

(a) 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）によるフィルタ装置

水位調整(水張り) 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合，フィルタ装置又は代替

フィルタ装置により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸

送する。 

フィルタ装置の水位が通常水位を下回り下限水位に到

達する前に，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を起動し，

防火水槽を水源としたフィルタ装置補給水ラインからフ

ィルタ装置へ水張りを実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

フィルタ装置の水位が通常水位を下回ると判断した

場合。 

【1.5.2.1(1)ａ．(d)】 

【1.5.2.1(2)ａ．(c)】 

【1.7.2.1(1)ａ．(c)】 

【1.7.2.1(2)ａ．(c)】 

 

ⅱ．操作手順 

防火水槽を水源としたフィルタ装置のフィルタ装置

水位調整(水張り)手順については，「1.5.2.1(1)ａ．(d)

フィルタ装置水位調整(水張り)」及び「1.7.2.1(1)ａ．

(c)フィルタ装置水位調整(水張り)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

防火水槽を水源としたフィルタ装置への補給操作

は，1 ユニット当たり緊急時対策要員 2 名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ル

ートの特定，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)の配置～

送水準備及びフィルタ装置補給用接続口使用による可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-183



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による注水開始まで約 65

分，フィルタ装置水位調整(水張り)完了まで約 125 分

で可能である。 

炉心損傷をしている場合は，1 ユニット当たり中央

制御室運転員 1 名及び緊急時対策要員 6 名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ル

ートの特定，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の配置

～送水準備及びフィルタ装置補給用接続口使用による

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）による注水開始まで

約 65分，フィルタ装置水位調整（水張り）完了まで約

125 分で可能である。 

炉心損傷がない状況下での格納容器ベントを実施し

た場合は，本操作における作業エリアの被ばく線量率

は低く，作業は可能である。 

なお，炉心損傷後の屋外における本操作は，格納容

器ベント実施後の短期間において，フィルタ装置水の

蒸発によるフィルタ装置の水位低下は評価上想定され

ないため，フィルタ装置水位調整（水張り）操作を実

施することはないと考えられるが，作業時の被ばくに

よる影響を低減するため，緊急時対策要員を交替して

対応することで，作業可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

ｅ．防火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

防火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水手段

としては格納容器下部注水系(可搬型)がある。 

 

(a) 格納容器下部注水系(可搬型)による防火水槽を水源と

した原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合，格納容器下部注水

系(常設)による原子炉格納容器下部への注水機能が喪失

した場合，格納容器下部注水系(可搬型)を起動し，防火

水槽を水源とした原子炉格納容器の下部に落下した溶融

炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 
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また，原子炉圧力容器の破損後は，原子炉格納容器の

下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格

納容器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，

原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレショ

ン・チェンバ・プールの水位が外部水源注水制限に到達

しないように崩壊熱相当の流量とする。 

なお，本手順はプラント状況により復水補給水系外部

接続口及び消火系連結送水口を任意に選択できる構成と

している。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器

下部注水系(常設)及び消火系による原子炉格納容

器下部への注水ができず，格納容器下部注水系(可

搬型)が使用可能な場合※2。 

（ⅱ） 原子炉圧力容器の破損後の原子炉格納容器下部

への注水操作の判断基準 

原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損による

パラメータの変化※4 により原子炉圧力容器の破損

を判断した場合で，格納容器下部注水系(常設)，

消火系による原子炉格納容器下部への注水ができ

ず，格納容器下部注水系(可搬型)が使用可能な場

合※2。 

※1：｢損傷炉心の冷却が未達成｣は，原子炉圧

力容器下鏡部温度指示値が300℃に達した

場合。 

※2：設備に異常がなく，燃料及び水源(防火水

槽)が確保されている場合。 

※3：｢原子炉圧力容器の破損の徴候｣は，原子

炉圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置

表示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部

温度指示値の喪失数増加により確認する。 

※4：｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化｣は，原子炉圧力容器内の圧力の低

下，原子炉格納容器内の圧力の上昇及び原

子炉格納容器内の温度の上昇により確認

する。 

【1.8.2.1(1)ｂ．】 
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ⅱ．操作手順 

格納容器下部注水系(可搬型)による防火水槽を水源

とした原子炉格納容器下部への注水手順については，

「1.8.2.1(1)ｂ．格納容器下部注水系(可搬型)による

原子炉格納容器下部への注水(淡水/海水)」にて整備す

る。 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者），現場運転員 2名及び緊急時対

策要員 3 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確

認するまで約 125分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

ｆ．防火水槽を水源とした原子炉ウェルへの注水 

防火水槽を水源とした原子炉ウェルへの注水手段として

は，格納容器頂部注水系がある。 

(a) 格納容器頂部注水系による原子炉ウェル注水(淡水/海

水) 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建屋の水素

爆発を防止する場合に，格納容器頂部注水系を起動し， 

防火水槽を水源とした原子炉ウェルへの注水を実施す

る。 

原子炉ウェルへ注水することで原子炉格納容器頂部を

冷却し，原子炉格納容器から原子炉建屋への水素ガス漏

えいを抑制する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 
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炉心損傷を判断した場合※1 において，原子炉格納容

器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合で，格

納容器頂部注水系が使用可能な場合※2。 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が

使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

 

※2：設備に異常がなく，燃料及び水源（防火水槽）

が確保されている場合。 

【1.10.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ．操作手順 

格納容器頂部注水系による防火水槽を水源とした原

子炉ウェルへの注水手順については，「1.10.2.1(1)ａ．

格納容器頂部注水系による原子炉ウェル注水(淡水/海

水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1

名及び緊急時対策要員 2 名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから格納容器頂部注水系による原

子炉ウェル注水開始まで約 110分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具

及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポンプ

(A-2 級)からのホースの接続は，汎用の結合金具であ

り，十分な作業スペースを確保していることから，容

易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

なお，一度原子炉格納容器トップヘッドフランジが

冠水するまで注水した後は，蒸発による水位低下を考

慮して定期的に注水し，原子炉格納容器トップヘッド

フランジが冠水する水位を維持することにより，原子
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炉格納容器トップヘッドフランジのシール部温度をシ

ールの健全性を保つことができる温度以下に抑えるこ

とが可能である。 

 

ｇ．防火水槽を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプレ

イ 

防火水槽を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプ

レイ手段としては， 燃料プール代替注水系がある。 

 

(a) 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを使

用した使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールの冷却機能と注水機能の喪失，又は

使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合

に，燃料プール代替注水系を起動し，防火水槽を水源と

した使用済燃料プールへの注水を実施する。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級)1 台又は可搬型代替注

水ポンプ(A-2級)1台により，常設スプレイヘッダを使用

した使用済燃料プールへの注水が可能である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)で送水が可

能となるよう準備を行うが，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級)の準備ができない場合は，可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)で常設スプレイヘッダを使用した使用済燃料プール

への注水を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し， 復旧が見込めない場合。 

【1.11.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による防火水槽を水源とした

使用済燃料プールへの注水/スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ａ．燃料プール代替注水系による常設ス

プレイヘッダを使用した使用済燃料プールへの注水

(淡水/海水)」にて整備する。 
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ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1

名及び緊急時対策要員 2 名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから使用済燃料プールへの注水開

始まで 110分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注

水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(b) 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールの冷却機能と注水機能の喪失，又は

使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合

に，使用済燃料プール代替注水系を起動し，防火水槽を

水源とした使用済燃料プールへの注水を実施する。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級)1 台又は可搬型代替注

水ポンプ(A-2級)1台により，可搬型スプレイヘッダを使

用した使用済燃料プールへの注水が可能である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)で送水が可

能となるよう準備を行うが，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級)の準備ができない場合は，可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)で可搬型スプレイヘッダから使用済燃料プールへの

注水を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プールへの注水ができない場

合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し， 復旧が見込めない場合。 
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【1.11.2.1(1)ｂ．】 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による防火水槽を水源とした

使用済燃料プールへの注水/スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プール代替注水系による可搬型

スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへの注水

(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1

名，現場運転員 2 名及び緊急時対策要員 2 名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから使用済燃料

プールへの注水開始までの所要時間は以下のとおり。 

SFP可搬式接続口使用の場合:約 110分 

原子炉建屋大物搬入口からの接続の場合:約 120分 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。屋内作業の室温は通常運転時と同程

度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業ス

ペースを確保していることから，容易に実施可能であ

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(c) 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを使

用した使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの大規模な水の漏えいが発生した場

合に，燃料プール代替注水系を起動し，防火水槽を水源

とした使用済燃料プールへのスプレイを実施する。 

使用済燃料プールからの大規模な水の漏えいにより使

用済燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料プー

ル注水設備による注水を実施しても水位を維持できない

場合に，燃料プール代替注水系を起動し，常設スプレイ

ヘッダを使用したスプレイを実施することで使用済燃料
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プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界

を防止する。 

なお，可搬型代替注水ポンプは(A-2級)2台を並列に連

結し，さらに可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台を直列に

連結して使用する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，さらに以下のいずれかの状況に至った場合。 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端+6000mm を下回る水位

低下を使用済燃料貯蔵プール水位・温度にて確認

した場合。 

【1.11.2.2(1)ａ．】 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による防火水槽を水源とした

使用済燃料プールへの注水/スプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ａ．燃料プール代替注水系による常設ス

プレイヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプレ

イ(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1

名及び緊急時対策要員 3 名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから使用済燃料プールへのスプレ

イ開始まで 125分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注

水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(d) 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プールへのスプレイ 
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使用済燃料プールの大規模な水の漏えいが発生した場

合に，燃料プール代替注水系を起動し，防火水槽を水源

とした使用済燃料プールへのスプレイを実施する。 

使用済燃料プールからの大規模な水の漏えいにより，

使用済燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料プ

ール注水設備による注水を実施しても水位が維持できな

い場合に常設スプレイヘッダを優先して使用するが，外

的要因(航空機衝突又は竜巻等)により，常設スプレイヘ

ッダの機能が喪失した場合は，可搬型代替注水ポンプ

(A-1 級)1 台及び可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)1 台，又

は可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)2台により，可搬型スプ

レイヘッダを使用したスプレイを実施することで使用済

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，

臨界を防止する。 

なお，可搬型代替注水ポンプは(A-1級)1台及び可搬型

代替注水ポンプ(A-2 級)1台を直列に連結，又は可搬型代

替注水ポンプ(A-2級)2台を直列に連結して使用する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，更に以下のいずれかの状況に至り，常設スプレ

イヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプレイが

できない場合。 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端+6000mm を下回る水位

低下を使用済燃料貯蔵プール水位・温度にて確認

した場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による防火水槽を水源とした

使用済燃料プールへの注水/ スプレイ手順について

は，「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プール代替注水系による可

搬型スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへの

スプレイ(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1
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名，現場運転員 2 名及び緊急時対策要員 2 名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから使用済燃料

プールへのスプレイ開始までの所要時間は以下のとお

り。 

SFP可搬式接続口使用の場合:約 125分 

原子炉建屋大物搬入口からの接続の場合:約 135分 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また 速やかに

作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近

傍に配備する。屋内作業の室温は，事象初期に可搬型

スプレイヘッダの設置を実施するため通常運転時と同

程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業ス

ペースを確保していることから，容易に実施可能であ

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 
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 (6) 淡水貯水池を水源とした対応手順（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できない場合） 

 

重大事故等時，淡水貯水池を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水，原子炉格納容器内の冷却，フィルタ装置への補給，

原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使

用済燃料プールへの注水/スプレイを行う手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又

は A-2 級)による送水（あらかじめ敷設してあるホース

が使用できない場合） 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原

子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使

用済燃料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない

場合に，淡水貯水池から防火水槽の間にあらかじめ敷設し

てあるホースを使用せずに淡水貯水池から直接可搬型代替

注水ポンプ(A-1級又は A-2 級)による各種注水を行う。 

また，フィルタ装置の水位が低下した場合に可搬型代替

注水ポンプ(A-2級)による補給を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源の確保，可搬型代

替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)の配置，建屋及びスクラ

バ接続口までのホース接続及び可搬型代替注水ポンプ(A-1

級又は A-2 級)による送水までの手順を整備し，建屋及び

スクラバ接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順に

ついては各条文にて整備し，手順のリンク先については，

1.13.2.1(6)ｂ．～1.13.2.1(6)ｇ．に示す。 

 

 

 

 

 

 (5) 西側淡水貯水設備を水源とした対応手順 

 

 

重大事故等時，西側淡水貯水設備を水源とした原子炉圧力

容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，フィルタ装置スク

ラビング水補給，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェ

ルへの注水及び使用済燃料プールへの注水／スプレイを行う

手順を整備する。 

なお，注水等に利用する代替淡水源は，代替淡水貯槽及び

西側淡水貯水設備があるが，常設設備による注水等に利用す

る水源は，代替淡水貯槽であり，可搬設備による注水等に優

先して利用する水源は，西側淡水貯水設備である。 

 

 

 

ａ．西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポン

プによる送水（淡水／海水） 

 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原

子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使

用済燃料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない

場合に可搬型代替注水中型ポンプによる各種注水を行う。 

 

 

また，フィルタ装置スクラビング水の水位が低下した場

合に可搬型代替注水中型ポンプによる補給を行う。 

本手順では災害対策本部による水源特定，可搬型代替注

水中型ポンプの配置，高所東側接続口，高所西側接続口，

原子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口及びフィ

ルタ装置スクラビング水補給ライン接続口までのホース接

続及び可搬型代替注水中型ポンプによる送水までの手順を

整備し，高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東

側接続口又は原子炉建屋西側接続口及びフィルタ装置スク

ラビング水補給ライン接続口から注水等が必要な箇所まで

の操作手順については各条文にて整備する。（手順のリン

ク先については，「1.13.2.1(5)ｂ．～1.13.2.1(5)ｇ．」

に示す。） 

可搬型代替注水中型ポンプの水源は，西側淡水貯水設備

 (6) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした

対応手順 

 

    重大事故等時，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の

冷却，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給，原子炉格

納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プール

への注水／スプレイを行う手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た大量送水車による送水（淡水／海水） 

 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原

子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃

料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない場合に

大量送水車による各種注水を行う。 

 

 

また，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が低下し

た場合に大量送水車による補給を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源特定，大量送水車

の配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又

は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容

器接続口までのホース接続及び大量送水車による送水まで

の手順を整備し，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側

接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタス

クラバ容器接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順

については各条文にて整備する。（手順のリンク先について

は，1.13.2.1(6)ｂ．～1.13.2.1(6)ｇ．に示す。） 

 

 

大量送水車による各種注水に使用する水源は，輪谷貯水

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，水源の優

先順位を記載。島根２号

炉は，代替淡水源（措置）

からの常設設備による

注水手段はない 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

建物内接続口を使用し

た手順を整理 
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水源の確保/可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2級)配

置/建屋及びスクラバ接続口までのホース接続/送水の一連

の流れはどの対応においても同じであり，水源から建屋及

びスクラバ接続口までの距離により配置，台数及びホース

数量が決まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源の確保と建屋及びスクラバ接続口の選択は，

水源と建屋及びスクラバ接続口の距離が最短となる組み合

わせを優先して選択する。（可搬型スプレイヘッダを使用し

（淡水）を優先して使用する。淡水による各種注水が枯渇

等により継続できない場合は海水による各種注水に切り替

えるが，西側淡水貯水設備を経由して注水が必要な箇所へ

送水することにより，各種注水を継続しながら淡水から海

水への水源の切替えが可能である。 

 

ただし，フィルタ装置スクラビング水補給は原則淡水補

給のみとする。なお，西側淡水貯水設備への淡水補給及び

海水補給は，「1.13.2.2(2)ａ． 可搬型代替注水大型ポン

プによる西側淡水貯水設備への補給（淡水／海水）」の手

順にて実施する。 

 

 

水源特定，可搬型代替注水中型ポンプ配置，高所東側接

続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側接続口又は原子炉

建屋西側接続口及びフィルタ装置スクラビング水補給ライ

ン接続口までのホース接続及び送水の一連の流れはどの対

応においても同じであり，水源から高所東側接続口，高所

西側接続口，原子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接

続口及びフィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口ま

での距離によりホース数量が決まる。 

なお，水源と高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉

建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口の選択は，高所

東側接続口又は高所西側接続口を優先する。高所東側接続

口又は高所西側接続口が使用できない場合は，原子炉建屋

東側接続口又は原子炉建屋西側接続口を使用する。 

高所東側接続口又は高所西側接続口の選択は，各作業時

間（出動準備，移動，西側淡水貯水設備の蓋開放，ポンプ

設置，ホース敷設，ホース接続及び送水準備）を考慮し，

送水開始までの時間が最短となる組み合わせを優先して選

択する。西側淡水貯水設備を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部へ

の注水，原子炉ウェルへの注水及び使用済燃料プールへの

注水／スプレイを実施する場合は，送水開始までの時間が

最短となる高所西側接続口を優先して使用する。 

原子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口の選択

は，各作業時間（出動準備，移動，西側淡水貯水設備の蓋

開放，ポンプ設置，ホース敷設，原子炉建屋西側接続口の

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）（淡水）を優先して使用

する。淡水による各種注水が枯渇等により継続できない場

合は海水による各種注水に切り替えるが，輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽（西２）を経由して注水が必要な箇所

へ送水することにより，各種注水を継続しながら淡水から

海水への水源の切替えが可能である。 

ただし，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給は原

則淡水補給のみとする。なお，輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）への淡水補給及び海水補給は，「1.13.2.2(2)

ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給」及び

「1.13.2.2(2)ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）への補給」の手順にて実施する。 

水源特定，大量送水車配置，原子炉建物西側接続口，原

子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベン

トフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び送水

の一連の流れはどの対応においても同じであり，水源から

原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉

建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口

までの距離によりホース数量が決まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択

は，重大事故等時の対応として優先度が高い原子炉圧力容

器への注水において，原子炉建物西側接続口を使用するよ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，作業時
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た燃料プール代替注水については，送水先が建屋接続口だ

けでなく原子炉建屋内に敷設したホースに接続する手段も

ある。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

復水貯蔵槽，サプレッション・チェンバ，ろ過水タン

ク及び防火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等

の各種注水ができず，淡水貯水池が使用可能で，淡水貯

水池から防火水槽の間にあらかじめ敷設してあるホース

が使用できない場合。 

 

 

(b) 操作手順 

淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1級

又は A-2級)による送水（あらかじめ敷設してあるホース

が使用できない場合） 手順の概略は以下のとおり。概要

図を第 1.13.6 図に，タイムチャートを第 1.13.7図に，

各種注水ルート図を第 1.13.34 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じ

て可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)に

蓋開放，ホース接続及び送水準備）を考慮し，送水開始ま

での時間が最短となる組み合わせを優先して選択する。西

側淡水貯水設備を水源とした原子炉圧力容器への注水，原

子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原

子炉ウェルへの注水及び使用済燃料プールへの注水／スプ

レイを実施する場合は，送水開始までの時間が最短となる

原子炉建屋西側接続口を優先して使用する。 

 

 

 

 

 (a) 手順着手の判断基準 

代替淡水貯槽（常設低圧代替注水系ポンプを使用する

場合），サプレッション・チェンバ，ろ過水貯蔵タンク，

多目的タンク及び復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧

力容器への注水等の各種注水ができない場合。また，フ

ィルタ装置スクラビング水の水位が通常水位を下回ると

判断した場合。 

 

(b) 操作手順 

可搬型代替注水中型ポンプによる送水手順の概要は以

下のとおり。概要図を第 1.13－6図に，タイムチャート

を第 1.13－7図に，ホース敷設図を第 1.13－17図及び第

1.13－20図に示す。 

 

【可搬型代替注水中型ポンプ2台による高所東側接続口，

高所西側接続口，原子炉建屋東側接続口又は原子炉建

屋西側接続口への送水を行う場合】 

 

 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策

本部長代理に可搬型代替注水中型ポンプによる送水

を依頼する。 

 

 

②災害対策本部長代理は，プラントの被災状況に応じ

て可搬型代替注水中型ポンプによる各種注水を行う

り圧力損失が小さく，必要注水流量に対して余裕を持った

流量を確保できる原子炉建物南側接続口を優先して使用す

る。なお，原子炉格納容器内へのスプレイ，原子炉格納容

器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへ

の注水／スプレイは，原子炉圧力容器への注水手順にて原

子炉建物南側に設置する送水ヘッダを介して各接続口まで

のホースを接続することで，ホース敷設長さを短くでき，

作業を効率的に実施可能であることから，原子炉圧力容器

への注水と同様，原子炉建物南側接続口を優先して使用す

る。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，

復水貯蔵タンク，補助消火水槽及びろ過水タンクを水源

とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない

場合。また，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が

通常水位を下回ると判断した場合。 

 

 

(b) 操作手順 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した大量送水車による送水手順の概要は以下のとおり。

概要図を第 1.13－8 図に，タイムチャートを第 1.13－9

図に，ホース敷設図を第 1.13－39 図及び第 1.13－40 図

に示す。 

［大量送水車による原子炉建物西側接続口，原子炉建物

南側接続口又は原子炉建物内接続口への送水を行う場

合］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

①緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大

量送水車による各種注水を行うことを決定し，各種

間の観点で差がないこ

とから注水流量が多く

作業を効率的に実施可

能な南側接続口を優先

して使用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違  

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，可搬型代

替注水中型ポンプの使

用台数の違いにより手

順を分けて記載  

・体制の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，発電長が

手順着手の判断に基づ

き送水を依頼 

・設備の相違 
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よる各種注水を行うことを決定し，各種注水の

ための建屋， スクラバ接続口の場所及び可搬

型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)の配置箇

所を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ可

搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)を移動

させる。 

 

 

 

 

 

 

③ 緊急時対策要員は，水源から建屋接続口までの

ホース敷設，系統構成を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に可搬型代

替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による送水準

ことを決定し，各種注水のための高所東側接続口，

高所西側接続口，原子炉建屋東側接続口又は原子炉

建屋西側接続口の場所を決定する。 

 

③災害対策本部長代理は，発電長に送水のための接続

口の場所を連絡する。 

 

 

④災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

型代替注水中型ポンプによる西側淡水貯水設備を水

源とした送水準備のため，接続口の場所を指示する。 

 

 

 

 

⑤重大事故等対応要員は，可搬型代替注水中型ポンプ

2台を西側淡水貯水設備に配置し，西側淡水貯水設

備の蓋を開放後，可搬型代替注水中型ポンプ付属の

水中ポンプユニット 1台目を西側淡水貯水設備へ設

置する。 

⑥重大事故等対応要員は，可搬型代替注水中型ポンプ

付属の水中ポンプユニット 1台目の吐出側ホースを

可搬型代替注水中型ポンプ付属の水中ポンプユニッ

ト 2台目の吸込口に接続する。 

⑦重大事故等対応要員は，西側淡水貯水設備から指示

された接続口までのホース敷設を行う。 

 

⑧ａ高所東側接続口，高所西側接続口又は原子炉建屋東

側接続口を選択する場合 

重大事故等対応要員は，接続口へホースの接続を行

う。 

⑧ｂ原子炉建屋西側接続口を選択する場合 

重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続口の蓋

を開放し，接続口へホースの接続を行う。 

⑨発電長は，災害対策本部長代理に建屋内の系統構成

が完了したことを連絡する。 

⑩重大事故等対応要員は，災害対策本部長代理に可搬

型代替注水中型ポンプによる送水準備完了を報告す

注水のための原子炉建物西側接続口，原子炉建物南

側接続口又は原子炉建物内接続口の場所を決定する。 

 

 

②緊急時対策本部は，当直長に送水のための接続口の

場所を報告する。 

 

 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車に

よる輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を

水源とした送水準備のため，接続口の場所を指示す

る。 

 

 

 

④緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送

水車を移動させる。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）から指示された接続口までのホース敷

設，系統構成を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車に

よる送水準備完了を報告する。 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，当直長

に接続口の場所を報告 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，緊急時

対要員に接続口の場所

を指示 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，可搬型

設備１台にて対応 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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備完了を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受

け，可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)

を起動し注水/補給を実施する。 

 

 

注水/補給中は可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又

は A-2 級)付きの圧力計で圧力を確認しながら

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)を操

作する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

⑪災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替注水中

型ポンプによる送水の開始を連絡する。 

⑫災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

型代替注水中型ポンプによる送水開始を指示する。 

⑬重大事故等対応要員は，接続口の弁の全閉を確認後，

可搬型代替注水中型ポンプ 1台目を起動し，可搬型

代替注水中型ポンプ付属の水中ポンプユニット 2台

目吸込口までのホースの水張り及び空気抜きを行う。 

⑭重大事故等対応要員は，可搬型代替注水中型ポンプ

2台目を起動し，接続口までのホースの水張り及び

空気抜きを行う。 

 

 

 

⑮重大事故等対応要員は，空気抜き完了後，接続口の

弁を開とし，送水を開始したことを災害対策本部長

代理に報告する。 

⑯災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替注水中

型ポンプによる送水を開始したことを連絡する。 

⑰重大事故等対応要員は，注水中はホースの結合金具

付きの可搬型圧力計で圧力を確認しながら可搬型代

替注水中型ポンプの回転数を操作する。 

 

 

 

【可搬型代替注水中型ポンプによるフィルタ装置スクラ

ビング水補給ライン接続口への送水を行う場合】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策

本部長代理に可搬型代替注水中型ポンプによる送水

を依頼する。 

 

 

②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

型代替注水中型ポンプよる西側淡水貯水設備を水源

としたフィルタ装置スクラビング水補給準備のため，

フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口への

送水準備を指示する。 

 

⑦緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水

の開始を報告する。 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車に

よる送水開始を指示する。 

⑨緊急時対策要員は，接続口の弁の全閉を確認後，大

量送水車を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを

行い，ホースに異常のないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認

後，接続口の弁を開とし，送水を開始したことを緊

急時対策本部に報告する。 

⑪緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水

を開始したことを報告する。 

⑫緊急時対策要員は，注水中はホースの結合金具付き

の可搬型圧力計で圧力を確認しながら大量送水車を

操作する。 

 

 

 

［大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器接

続口への送水を行う場合］ 

 

 

 

 

 

①緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車に

よる輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽(西２)を水

源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給

準備のため，第１ベントフィルタスクラバ容器接続

口への送水準備を指示する。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，可搬型

設備 1台にて対応 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，注水前

にホースの水張りにより

ホースに異常のないこと

を確認 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，大量送

水車付きの圧力計では

なく，可搬の圧力計を使

用（以下，㉗の相違） 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，発電長が

手順着手の判断に基づ

き送水を依頼 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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(c) 操作の成立性 

上記の操作は，6 号及び 7 号炉の送水準備を同時に行

う運用としており，可搬型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2

級)8 台（6 号炉用 4 台，7 号炉用 4 台）の操作を緊急時

対策要員 6 名にて実施し，作業開始を判断してから送水

開始まで，建屋近傍の送水ラインと直接接続し，SFP 接

続口，スクラバ接続口，ウェル接続口及び MUWC接続口に

接続した場合において片号炉は約 330 分，もう一方の号

炉は約 345分で可能である。 

③重大事故等対応要員は，可搬型代替注水中型ポンプ

を西側淡水貯水設備に配置し，可搬型代替注水中型

ポンプ付属の水中ポンプユニットを西側淡水貯水設

備へ設置する。 

④重大事故等対応要員は，西側淡水貯水設備から接続

口までのホースを敷設，フィルタ装置スクラビング

水補給用の蓋を開放する。 

 

⑤重大事故等対応要員は，接続口へホースの接続を行

う。 

⑥発電長は，災害対策本部長代理にフィルタ装置スク

ラビング水補給の系統構成が完了したことを連絡す

る。 

⑦重大事故等対応要員は，災害対策本部長代理に可搬

型代替注水中型ポンプによる送水準備完了を報告す

る。 

⑧災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替注水中

型ポンプによる送水の開始を連絡する。 

⑨災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

型代替注水中型ポンプによる送水開始を指示する。 

⑩重大事故等対応要員は，接続口の弁の全閉を確認後，

可搬型代替注水中型ポンプを起動し，ホースの水張

り及び空気抜きを行う。 

⑪重大事故等対応要員は，空気抜き完了後，接続口の

弁を開とし，送水を開始したことを災害対策本部長

代理に報告する。 

⑫災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替注水中

型ポンプによる送水を開始したことを連絡する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，重大事故等対応要員 8名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから西側淡水貯水設備

を水源とした可搬型代替注水中型ポンプによる送水開始

まで，高所東側接続口に接続した場合において 150分以

内，高所西側接続口に接続した場合において 140分以内，

原子炉建屋東側接続口に接続した場合において 320分以

内，原子炉建屋西側接続口に接続した場合において 205

分以内，フィルタ装置スクラビング水補給ラインの接続

②緊急時対策要員は，大量送水車を輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）に配置し，大量送水車付属

の水中ポンプユニットを設置する。 

 

③緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）から接続口までのホースを敷設し，第

１ベントフィルタスクラバ容器接続口の蓋を開放す

る。 

④緊急時対策要員は，接続口へホースの接続を行う。 

 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベントフ

ィルタスクラバ容器への補給の系統構成が完了した

ことを報告する。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車に

よる送水準備完了を報告する。 

 

⑦緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水

の開始を報告する。 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車に

よる送水開始を指示する。 

⑨緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ補給止め弁の全閉を確

認後，大量送水車を起動し，ホースの水張り及び空

気抜きを行い，ホースに異常のないことを確認する。 

⑩緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認

後，ＦＣＶＳ補給止め弁を開とし，送水を開始した

ことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水

を開始したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送

水開始まで，原子炉建物西側接続口（低圧原子炉代替注

水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタ

ル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続口，原

子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合において

２時間 10分以内，原子炉建物南側接続口（低圧原子炉代

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，他号炉

とは共用しない（以下，

㉘の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 
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(添付資料 1.13.3-4) 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の淡水貯水池を水源

とした原子炉圧力容器への注水（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できない場合） 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の淡水貯水池を水源

とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧代替注

水系(可搬型)がある。 

 

(a) 低圧代替注水系(可搬型)による淡水貯水池を水源とし

た原子炉圧力容器への注水 

 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力

容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原

子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する

口に接続した場合において 175分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替

注水中型ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，

容易に操作可能である。 

 

構内のアクセスルートの状況を考慮して西側淡水貯水

設備から送水先へホースを敷設し，送水ルートを確保す

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤラ

イトを用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内

に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4） 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の西側淡水貯水設備

を水源とした原子炉圧力容器への注水 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の西側淡水貯水設備

を水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧

代替注水系（可搬型）がある。 

 

(a) 低圧代替注水系（可搬型）による西側淡水貯水設備を

水源とした原子炉圧力容器への注水 

 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力

容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原

子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する

替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデ

スタル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続口，

原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合おいて

２時間 10分以内，原子炉建物内接続口（低圧原子炉代替

注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデス

タル代替注水系接続口）に接続した場合において３時間

10分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口に接

続した場合おいて２時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペ

ースを確保していることから，容易に実施可能である。 

 

 

構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）から送水先へホースを敷設

し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内

に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-2） 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への

注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（可搬型）があ

る。 

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力

容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷

却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合，残

存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器

 ①の相違 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑱の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，屋外作

業があるため記載 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 屋外作業における判

断基準の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅

延又は防止する場合に，低圧代替注水系（可搬型）を起

動し，淡水貯水池を水源とした原子炉圧力容器への注水

を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合の低圧代替

注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水 

 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低(レベル 3)以上に維持でき

ない場合において，低圧代替注水系(可搬型)及び

注入配管が使用可能な場合※1。 

 

※1：設備に異常がなく，燃料及び水源(淡水貯

水池)が確保されている場合。 

 

【1.4.2.1(1)ａ．(b)】 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための低圧代替注水系(可

搬型)による原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※

1により原子炉圧力容器の破損を判断した場合にお

いて，低圧代替注水系(常設)及び消火系が使用で

きず，低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力

容器への注水が可能な場合※2。 

※1：｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化｣は，原子炉圧力指示値の低下，格

納容器内圧力指示値の上昇及びドライウェ

ル雰囲気温度指示値の上昇により確認す

る。 

 

 

 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及び原子炉

格納容器下部への注水に必要な流量

場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅

延又は防止する場合に，低圧代替注水系（可搬型）を起

動し，西側淡水貯水設備を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水を実施する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ)  給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉

圧力容器への注水ができない場合の低圧代替注水

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉

心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）

以上に維持できない場合において，低圧代替注水系

（可搬型）が使用可能な場合※１ 

 

※1：設備に異常がなく，燃料及び水源（西側淡

水貯水設備）が確保されている場合 

 

【1.4.2.1(1)ａ．(b)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※

１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合にお

いて，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水が可能な場合※２ 

 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，格納容器下部水温（水温計兼

デブリ落下検知用）若しくは格納容器下部

水温（水温計兼デブリ堆積検知用）の上昇

又は格納容器下部水温（水温計兼デブリ落

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水

温計兼デブリ堆積検知用）指示値の喪失に

より確認する。 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及びペデス

タル（ドライウェル部）への注水に必要な

への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子

炉代替注水系（可搬型）を起動し，輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用

炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水がで

きない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用

炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）以上に維持できない場合において，低圧

原子炉代替注水系（可搬型）及び注入配管が使用

可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源(輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）)

が確保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(d)】 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※

１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合にお

いて，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子

炉圧力容器への注水が可能な場合。 

 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ド

ライウェル圧力指示値の上昇及びペデスタ

ル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指

示値の上昇又は喪失により確認する。 

 

 

 

 

 

 島根２号炉の原子炉

隔離時冷却系は非常用

炉心冷却に含めない 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

隔離時冷却系は非常用

炉心冷却系に含めない 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメントの

相違 

 

 

・運用の相違 
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(140m3/h，35～70m3/h)が確保され， さら

に低圧代替注水系(可搬型)により原子炉

圧力容器への注水に必要な流量(30m3/h)が

確保できる場合。 

なお，十分な注水流量が確保できない場

合は溶融炉心の冷却を優先し効果的な注水

箇所を選択する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(c)】 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧代替注水系(可搬型)に

よる原子炉圧力容器への注水(淡水/海水) 

 

炉心損傷を判断した場合※1 において，低圧代替

注水系（常設）及び消火系による原子炉圧力容器

への注水ができない場合において，低圧代替注水

系（可搬型）が使用可能な場合※2。 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設

計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射

線レベル（CAMS）が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した

場合。 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（淡

水貯水池）が確保されている場合。 

 

【1.8.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ．操作手順 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができない場合の低圧代替注水系(可搬

型)による原子炉圧力容器への注水手順については，

流量（130m３／h，30m３／h～80m３／h）が確

保され，更に低圧代替注水系（可搬型）に

より原子炉圧力容器への注水に必要な流量

（14m３／h～50m３／h）が確保できる場合 

なお，十分な注水流量が確保できない場合

は原子炉格納容器内へのスプレイを優先す

る。 

【1.4.2.1(3)ａ．(e)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水 

 

炉心損傷を判断した場合※１において，給水・復

水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系に

よる原子炉圧力容器への注水ができず，低圧代替注

水系（可搬型）が使用可能な場合※２ 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（西

側淡水貯水設備）が確保されている場合 

 

【1.8.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができない場合の低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，

 

 

 

 

 

 

 

【1.4.2.1(3)ａ．(d)】 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／

海水） 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給

水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系

による原子炉圧力容器への注水ができず，低圧原

子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，

設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10

倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放

射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上

を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源

（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心

冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑳の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，低圧原

子炉代替注水系（常設）

と同時に着手 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし

ている 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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「1.4.2.1(1)ａ．(b) 低圧代替注水系(可搬型)による

原子炉圧力容器への注水(淡水/海水)」，残存溶融炉心

の冷却のための低圧代替注水系(可搬型)による原子炉

圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(c) 

低圧代替注水系(可搬型)による残存溶融炉心の冷却

(淡水/海水)」，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落

下を遅延又は防止するための低圧代替注水系(可搬型)

による原子炉圧力容器への注水手順については， 

「1.8.2.2(1)ｂ．低圧代替注水系(可搬型)による原子

炉圧力容器への注水(淡水/海水)」にて整備する。 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

［交流電源が確保されている場合］ 

低圧代替注水系(可搬型)による淡水貯水池を水源と

した原子炉圧力容器への注水（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できない場合）操作は，1 ユニット当

たり中央制御室運転員 2名（操作者及び確認者），現場

運転員 2 名及び緊急時対策要員 6 名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから低圧代替注水系(可搬

型)による原子炉圧力容器への注水開始まで残留熱除去

系(B)，残留熱除去系(A)，残留熱除去系(C)，高圧炉心

注水系(B)及び高圧炉心注水系(C)のいずれの注入配管

を使用した場合においても約 330分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

「1.4.2.1(1)ａ．(b) 低圧代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」，残存溶

融炉心の冷却のための低圧代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(3)ａ．(e) 低圧代替注水系（可搬型）によ

る残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，溶融炉心の

原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

の注水手順については，「1.8.2.2(1)ｂ． 低圧代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水

／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから，低圧代替

注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始

までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

【交流動力電源が確保されている場合】 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使

用した高所西側接続口による原子炉圧力容器への注

水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

140分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使

用した高所東側接続口による原子炉圧力容器への注

水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

150分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使

用した原子炉建屋西側接続口による原子炉圧力容器

への注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d) 低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水（淡水／海水）」，残存溶融炉心の冷却のため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の

冷却（淡水／海水）」，溶融炉心の原子炉格納容器下部

への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順に

ついては，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」

にて整備する。 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉

圧力容器への注水操作のうち，運転員が実施する原子

炉建物原子炉棟内での各注入配管の系統構成を，交流

電源が確保されている場合は中央制御室運転員１名及

び現場運転員２名，全交流動力電源が喪失している場

合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），低圧

原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）又は低圧原

子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：

40分以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 島根２号炉の原子炉

隔離時冷却系は非常用

炉心冷却に含めない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理制及び運用の相

違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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（「1.4.2.1(3)ａ．(c) 低圧代替注水系(可搬型) に

よる残存溶融炉心の冷却(淡水/海水)」， 「1.8.2.2(1)

ｂ．低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器へ

の注水(淡水/海水)」は炉心損傷状態での手順のため残

留熱除去系(B)と残留熱除去系(A)注入配管のみを使

用） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

低圧代替注水系(可搬型)による淡水貯水池を水源とし

た原子炉圧力容器への注水（あらかじめ敷設してあるホ

ースが使用できない場合）操作は，1 ユニット当たり中

央制御室運転員 1 名，現場運転員 2 名及び緊急時対策要

員 6 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注

水開始まで残留熱除去系(B)，残留熱除去系(A)，残留熱

除去系(C)，高圧炉心注水系(B)及び高圧炉心注水系(C)

のいずれの注入配管を使用した場合においても約 330 分

で可能である。 

 

 

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

205分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（低圧炉心スプレイ系配管を

使用した原子炉建屋東側接続口による原子炉圧力容

器への注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

320分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全交流動力電源が喪失している場合】 

【現場操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用した高所西

側接続口による原子炉圧力容器への注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，165分以内で可能であ

る。 

【現場操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用した高所東

側接続口による原子炉圧力容器への注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，165分以内で可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）使用

又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

使用（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響がある場合）の場合：40分以内 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子

炉圧力容器への注水操作のうち，緊急時対策要員が実

施する屋外での大量送水車による送水操作に必要な要

員数及び想定時間は以下のとおり。 

[低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は

低圧原子炉代替 注水系（可搬型）接続口（西）を

使用する場合] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 10

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，炉心損

傷前・後における使用配

管は同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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（「1.4.2.1(3)ａ．(c) 低圧代替注水系(可搬型)による

残存溶融炉心の冷却(淡水/海水)」，「1.8.2.2(1)ｂ．低圧

代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水(淡水

/海水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源

喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポン

プ(A-2 級)からのホースの接続は，汎用の結合金具であ

り，十分な作業スペースを確保していることから，容易

に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。室温は通常運転時と同程度である。 

【現場操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用した原子炉

建屋西側接続口による原子炉圧力容器への注水の場

合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，205分以内で可能であ

る。

【現場操作（低圧炉心スプレイ系配管を使用した原子

炉建屋東側接続口による原子炉圧力容器への注水の

場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，320分以内で可能であ

る。

（「1.4.2.1(3)ａ．(e) 低圧代替注水系（可搬型）

による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，

「1.8.2.2(1)ｂ． 低圧代替注水系（可搬型）による原

子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は炉心損傷状

態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できな

い。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。低圧代

替注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注水中

型ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具であ

り，十分な作業スペースを確保していることから，容

易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

分以内 

[低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を

使用する場合（故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響がある場合）]

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：３時間 10分

以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水操作は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）

接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接

続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水開始まで２時間 10分以内で可能である。ま

た，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉

代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

開始まで３時間 10分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原

子炉格納容器へのスプレイを実施する場合の想定時間

は以下のとおり。 

[交流電源が確保されている場合：10分以内] 

[全交流動力電源が喪失している場合：40分以内] 

（「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，

「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は炉心損

傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用で

きない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水

系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの

接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで暗闇における作業性についても確保して

いる。室温は通常運転時と同程度である。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 

・運用の相違

【東海第二】 

使用する資機材の相
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ｃ．淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却（あら

かじめ敷設してあるホースが使用できない場合） 

 

淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段と

しては，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイがある。 

 

(a)  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） による淡水

貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

 

残留熱除去系(代替格納容器スプレイ冷却系)，代替格

納容器スプレイ冷却系（常設）及び消火系による原子炉

格納容器内の冷却機能が喪失した場合，代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）を起動し，淡水貯水池を水源と

した原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな

らないように，スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/

停止を行う。 

 

 

 

 

なお，本手順はプラント状況により可搬型代替注水ポ

ンプ(A-2 級)の接続先を複数ある接続口から任意に選択

できる構成としている。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ）代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ(淡水/海水)（炉心

損傷前） 

残留熱除去系(代替格納容器スプレイ冷却系)，

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び消火系

による原子炉格納容器内へのスプレイができない

場合において，代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）が使用可能な場合※1 で，原子炉格納容器内

へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※2。 

※1：設備に異常がなく， 燃料及び水源(淡水貯

水池)が確保されている場合。 

 

ｃ．西側淡水貯水設備を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

 

 

西側淡水貯水設備を水源とした原子炉格納容器内の冷却

手段としては，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）に

よる原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）がある。 

 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による西側淡

水貯水設備を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が故障によ

り使用できず，代替格納容器スプレイ冷却系（常設），

消火系及び補給水系により原子炉格納容器内へのスプレ

イができない場合は，代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）により原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は外部水源による原子炉格納容器内へ

のスプレイでのサプレッション・プール水位の上昇及び

原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプ

レイ流量の調整又はスプレイの起動／停止を行う。 

 

 

 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

可搬型代替注水中型ポンプの接続先を複数ある接続口か

ら任意に選択できる構成としている。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ)  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉

心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による

原子炉格納容器内へのスプレイができない場合にお

いて，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）が使

用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレ

イ起動の判断基準に到達した場合※２ 

 

※1：設備に異常がなく，燃料及び水源（西側淡

水貯水設備）が確保されている場合 

 

ｃ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た原子炉格納容器内の冷却 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した原子炉格納容器内の冷却手段としては，格納容器代

替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのス

プレイがある。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉

格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使

用できず，格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系

及び消火系による原子炉格納容器内へのスプレイができ

ない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）により

原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな

らないように，スプレイの起動／停止を行う。 

 

 

 

 

 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

大量送水車の接続先を複数ある接続口から任意に選択で

きる構成としている。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉心

損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子

炉格納容器内へのスプレイができない場合において，

格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場

合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達した場合※２。 

 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（輪谷

貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉓の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，スプ 

レイ起動時に流量調整

後，停止・起動で制御を

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉓の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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※2： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達｣とは，格納容器内圧力

(D/W)，格納容器内圧力(S/C)，ドライウェ

ル雰囲気温度，サプレッション・チェンバ

気体温度又はサプレッション・チェンバ・

プール水位指示値が，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(c)】 

 

（ⅱ）代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ(淡水/海水)（炉心

損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※1 において，残留熱除

去系(格納容器スプレイ冷却モード)，代替格納容

器スプレイ冷却系（常設）及び消火系による原子

炉格納容器内へのスプレイができず，代替格納容

器スプレイ冷却系（可搬型）が使用可能な場合※2

で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基

準に到達した場合※3。 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を

超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射線

レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で 300℃以上を確認した場

合。 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく， 燃料及び水源(淡水貯

水池)が確保されている場合。 

 

※3： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達｣とは，格納容器内圧力

(D/W)，格納容器内圧力(S/C)，ドライウェ

 

※2：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライウ

ェル雰囲気温度，サプレッション・チェン

バ雰囲気温度又はサプレッション・プール

水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ)  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉

心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納

容器内へのスプレイができず，代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）が使用可能な場合※２で，原子

炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達し

た場合※３ 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（西

側淡水貯水設備）が確保されている場合 

 

※3：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に達した場合 

が確保されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，サプレッション・

チェンバ圧力，ドライウェル温度指示値

が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動

の判断基準に到達した場合。 

 

 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

 

（ⅱ） 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉心

損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去

系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内

へのスプレイができず，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）が使用可能な場合※2で，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，

設計基準事故相当のガンマ線線量率の10

倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放

射線モニタ(ＣＡＭＳ)が使用できない場

合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を

確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源(輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）)

が確保されている場合。 

※３： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の

判断基準に到達｣とは，ドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライ

 ①の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 判断基準として確認

する対象パラメータの相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし

ている 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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ル雰囲気温度又は原子炉圧力容器下鏡部

温度指示値が， 原子炉格納容器内へのス

プレイ起動の判断基準に達した場合。 

【「1.6.2.2(1)ａ．(c)】 

 

ⅱ．操作手順 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による淡水

貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順につ

いては，「1.6.2.1(1)ａ．(c) 代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ(淡

水/ 海水)」及び「1.6.2.2(1)ａ．(c) 代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ(淡水/海水)」にて整備する。 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

［交流電源が確保されている場合］ 

淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却（あ

らかじめ敷設してあるホースが使用できない場合）操

作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名（操作

者及び確認者），現場運転員 2名及び緊急時対策要員 6

名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉

格納容器内へのスプレイ開始まで約 330 分で可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

 

ⅱ) 操作手順 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による西側

淡水貯水設備を水源とした原子炉格納容器内の冷却手

順については，「1.6.2.1(1)ａ．(d) 代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（淡水／海水）」及び「1.6.2.2(1)ａ．(d) 代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格

納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから代替格納容

器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内

へのスプレイ開始までの必要な要員数及び所要時間は

以下のとおり。 

 

 

 

 

【交流動力電源が確保されている場合】 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使

用した高所西側接続口による原子炉格納容器内への

スプレイの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

140分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使

用した高所東側接続口による原子炉格納容器内への

スプレイの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

150分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使

ウェル温度又は原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子

炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．

(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」及び

「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子

炉格納容器内へのスプレイ操作のうち，運転員が実施

する各注入配管の系統構成を，交流電源が確保されて

いる場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名，

全交流動力電源が喪失している場合は中央制御室運転

員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の

想定時間は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南），格

納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）又は格

納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を

使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：

40分以内 

 

 

 

 

 

 

判断基準として確認

する対象パラメータの相

違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却（あ

らかじめ敷設してあるホースが使用できない場合） 操

作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 1 名，現場

運転員 2 名及び緊急時対策要員 6 名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプ

レイ開始まで約 330分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

用した原子炉建屋西側接続口による原子炉格納容器

内へのスプレイの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

205分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ａ系配管を使

用した原子炉建屋東側接続口による原子炉格納容器

内へのスプレイの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

320分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全交流動力電源が喪失している場合】 

【現場操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使用した高所西

側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場

合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，215分以内で可能であ

る。 

【現場操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使用した高所東

側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場

合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，215分以内で可能であ

る。 

【現場操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使用した原子炉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）使用

の場合：50分以内 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）又は

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）使

用（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる影響がある場合）の場合：40分以内 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ操作のうち，緊急時対策要員

が実施する屋外での大量送水車による送水操作に必要な

要員数及び想定時間は以下のとおり。 

[格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使

用する場合] 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時間 10分

以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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（「1.6.2.2(1)a.(c) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ(淡水

/海水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電

源喪失時は使用できない。） 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

ｄ．淡水貯水池を水源としたフィルタ装置への補給（あらか

じめ敷設してあるホースが使用できない場合） 

 

淡水貯水池を水源としたフィルタ装置への補給手段とし

ては，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)によるフィルタ装置

水位調整がある。 

 

(a) 可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)によるフィルタ装置水

建屋西側接続口による原子炉格納容器内へのスプレ

イの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，215分以内で可能であ

る。 

【現場操作（残留熱除去系Ａ系配管を使用した原子炉

建屋東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレ

イの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，320分以内で可能であ

る。 

（「1.6.2.2(1)ａ．(d) 代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡

水／海水）」は炉心損傷状態での手順のため全交流動

力電源喪失時は使用できない。） 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。代替格

納容器スプレイ冷却系（可搬型）として使用する可搬

型代替注水中型ポンプからのホースの接続は，汎用の

結合金具であり，十分な作業スペースを確保している

ことから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

ｄ．西側淡水貯水設備を水源としたフィルタ装置スクラビン

グ水補給 

 

西側淡水貯水設備を水源としたフィルタ装置スクラビン

グ水補給手段としては，可搬型代替注水中型ポンプによる

フィルタ装置水位調整がある。 

 

(a) 可搬型代替注水中型ポンプによるフィルタ装置スクラ

[格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場 合（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合）] 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：３時間 10分

以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器内へのスプレイ操作は，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬

型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断して

から格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器内へのスプレイ開始まで２時間 10 分以内で可能

である。また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続

口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可能であ

る。（「1.6.2.2(1)ａ．(d) 格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海

水）」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪

失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と

同程度である。格納容器代替スプレイ系（可搬型）とし

て使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結

合金具であり，十分な作業スペースを確保していること

から，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

ｄ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た第１ベントフィルタスクラバ容器への補給 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た第１ベントフィルタスクラバ容器への補給手段としては，

大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整がある。 

(a) 大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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位調整(水張り) 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合，フィルタ装置又は代替

フィルタ装置により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸

送する。 

フィルタ装置の水位が通常水位を下回り下限水位に到

達する前に，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)を起動し，

淡水貯水池を水源としたフィルタ装置補給水ラインから

フィルタ装置へ水張りを実施する。 

 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

フィルタ装置の水位が通常水位を下回ると判断した

場合。 

 

【1.5.2.1(1)ａ．(d)】 

【1.5.2.1(2)ａ．(c)】 

【1.7.2.1(1)ａ．(c)】 

【1.7.2.1(2)ａ．(c)】 

 

ⅱ．操作手順 

淡水貯水池を水源としたフィルタ装置のフィルタ装

置水位調整(水張り)手順については，「1.5.2.1(1)ａ．

(d) フィルタ装置水位調整(水張り)」及び「1.7.2.1(1)

ａ．(c) フィルタ装置水位調整(水張り)」にて整備す

る。 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

淡水貯水池を水源としたフィルタ装置への補給（あ

らかじめ敷設してあるホースが使用できない場合）操

作は，事前に他の対応手段により設置した可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級）を使用したフィルタ装置水位調

整（水張り）を実施する。 

炉心損傷していない場合は，1 ユニット当たり緊急

時対策要員 6 名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから水源と送水ルートの特定，可搬型代替注

水ポンプ(A-2 級)の配置，送水準備及びフィルタ装置

ビング水補給 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合，格納容器圧力逃がし装

置により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

 

フィルタ装置の水位が待機時水位下限である 2,530mm

を下回り，下限水位である 1,325mmに到達する前に，西

側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポンプ

によりフィルタ装置へ水張りを実施する。 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

フィルタ装置水位指示値が 1,500mm以下の場合 

 

 

【1.5.2.1(1)ａ．(b)】 

【1.5.2.1(2)ａ．(b)】 

【1.7.2.1(1)ｂ．(c)】 

【1.7.2.1(2)ａ．(c)】 

 

ⅱ) 操作手順 

西側淡水貯水設備を水源としたフィルタ装置スクラ

ビング水補給手順については，「1.5.2.1(1)ａ．(b) フ

ィルタ装置スクラビング水補給」及び「1.7.2.1(1)ｂ．

(c) フィルタ装置スクラビング水補給」にて整備する。 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してからフィルタ装

置スクラビング水補給の開始までの必要な要員数及び

所要時間は以下のとおり。 

【フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使

用したフィルタ装置スクラビング水補給】 

・上記の操作は，重大事故等対応要員 8名にて作業

を実施した場合，175分以内で可能である。 

 

 

位調整（水張り） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合，格納容器フィルタベン

ト系により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を

下回り，下限水位に到達する前に，大量送水車を起動し，

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

て第１ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施する。 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報

が発報した場合。 

 

【1.5.2.1(2)ａ．(b)】 

【1.5.2.1(3)ａ．(b)】 

【1.7.2.1(1)ｂ．(b)】 

【1.7.2.1(2)ｂ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

とした第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張

り)手順について「1.5.2.1(2)ａ．(b) 第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位調整（水張り）」及び「1.7.2.1(1)

ｂ．(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水

張り）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給操作

は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから水源

と送水ルートの特定～大量送水車の配備～送水準備～

第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口使用に

よる大量送水車による注水開始まで２時間 10分以内，

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

完了まで２時間 30分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 判断基準の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，水位低

警報を設置しており，警

報発報により着手 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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補給用接続口使用による可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)による注水開始まで約 95 分，フィルタ装置水位調

整(水張り)完了まで約 155分で可能である。 

炉心損傷している場合は，1 ユニット当たり中央制

御室運転員 1名及び緊急時対策要員 10名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルー

トの特定，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)の配置，送

水準備及びフィルタ装置補給用接続口使用による可搬

型代替注水ポンプ(A-2 級)による注水開始まで約 95

分，フィルタ装置水位調整(水張り) 完了まで約 155分

で可能である。 

炉心損傷がない状況下での格納容器ベントを実施し

た場合は，本操作における作業エリアの被ばく線量率

は低く，作業は可能である。 

なお，炉心損傷後の屋外における本操作は，格納容

器ベント実施後の短期間において，フィルタ装置水の

蒸発によるフィルタ装置の水位低下は評価上想定され

ないため，フィルタ装置水位調整（水張り）操作を実

施することはないと考えられるが，作業時の被ばくに

よる影響を低減するため，緊急時対策要員を交替して

対応することで，作業可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器下部への注水（あ

らかじめ敷設してあるホースが使用できない場合） 

 

淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器下部への注水手

段としては，格納容器下部注水系（可搬型）がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室における操作

は，フィルタ装置スクラビング水が格納容器ベント開

始後 7日間は補給操作が不要となる水量を保有してい

ることから，大気中に放出された放射性物質から受け

る放射線量は低下しているとともに，格納容器圧力逃

がし装置格納槽の遮蔽壁により作業が可能な放射線環

境である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，

ホース等の接続は速やかに作業ができるように，フィ

ルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代

替注水中型ポンプの保管場所に使用工具及びホースを

配備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライト

を用いることで，暗闇における作業性についても確保

する。 

 

ｅ．西側淡水貯水設備を水源とした原子炉格納容器下部への

注水 

 

西側淡水貯水設備を水源とした原子炉格納容器下部への

注水手段としては，格納容器下部注水系（可搬型）がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生後７日間において，第１ベントフィルタス

クラバ容器水の蒸発による第１ベントフィルタスクラ

バ容器の水位低下は評価上想定されないため，第１ベ

ントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操作を

実施することはないと考えられるが，作業時の被ばく

による影響を低減するため，緊急時対策要員を交替し

て対応することで，作業が可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎

用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保する。 

 

ｅ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た原子炉格納容器下部への注水 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た原子炉格納容器下部への注水手段としては，格納容器代

替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，炉心損

傷に係わらず，対応要員

は同様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，被ばく

の影響を考慮し，交替要

員にて実施する旨記載 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は作業性

に関する説明を記載 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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型）がある。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉

格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタ

ル代替注水系(常設)，復水輸送系及び消火系による原子

炉格納容器下部への注水機能が喪失した場合，原子炉格

納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプレイ系

（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉

心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下

した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部

への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納

容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール

水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当

に余裕をみた流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口を任意に選択

できる構成としている。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉

格納容器下部への初期水張りを実施し，ペデスタル代替

注水系（可搬型）が使用可能な場合は，原子炉圧力容器

破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる系統を格

納容器代替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注

水系（可搬型）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格 

納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器代替

スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作の判

断基準］ 

 設備構成の相違 
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原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損によるパラ

メータの変化※4 により原子炉圧力容器の破損を判断し

た場合で，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水ができず，格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。 

 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容

器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））が

確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪

失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の

喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪

失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェ

ル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指示値の

上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失

により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｄ．】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子

炉格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)

ｄ．格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への初期水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，25分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作
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業を実施した場合，40分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への初期水張り操作のうち，緊急時

対策要員が実施する屋外での格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による送水操作に必要な要員数及び想定時

間は以下のとおり。 

 

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）

又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）

を使用する場合】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間

10分以内 

 

【格納容器代替スプレイ系（建物内）を使用する場

合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間

10分以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水操作は，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を

判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始

を確認するまで２時間 10分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建

物内）を使用する場合，作業開始を判断してから原子

炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで３

時間 10分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水の場合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから 10分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する
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(a)  格納容器下部注水系（可搬型）による淡水貯水池を水

源とした原子炉格納容器下部への注水 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合，格納容器下部注水

系(常設)及び消火系による原子炉格納容器下部への注水

機能が喪失した場合，格納容器下部注水系(可搬型)を起

動し，淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器の下部に

落下した溶融炉心の冷却を実施する。 

 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器の破損後は，原子炉格納容器の

下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格

納容器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，

原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレショ

ン・チェンバ・プールの水位が外部水源注水制限に到達

しないように崩壊熱相当の流量とする。 

 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

復水補給水系外部接続口及び消火系連結送水口を任意に

選択できる構成としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 格納容器下部注水系（可搬型）による西側淡水貯水設

備を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器

下部注水系（常設），消火系及び補給水系によるペデス

タル（ドライウェル部）への注水機能が喪失した場合，

原子炉格納容器の破損を防止するため格納容器下部注水

系（可搬型）によりペデスタル（ドライウェル部）の床

面に落下した溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷を判断した場合において，ペデスタル（ドラ

イウェル部）の水位を確実に確保するため，水位確保操

作を実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル（ドライ

ウェル部）の床面に落下した溶融炉心を冠水冷却するた

め，ペデスタル（ドライウェル部）への注水を継続する。

その際は，サプレッション・プールの水位が外部水源注

水制限に到達することを遅らせるため，ペデスタル（ド

ライウェル部）の水位を 2.25m～2.75mに維持する。 

 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

原子炉建屋西側接続口，原子炉建屋東側接続口，高所西

側接続口及び高所東側接続口を任意に選択できる構成と

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具で

あり，十分な作業スペースを確保していることから，

容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 (b) ペデスタル代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納

容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタ

ル代替注水系(常設)，復水輸送系及び消火系による原子

炉格納容器下部への注水機能が喪失した場合，原子炉格

納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水系（可

搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の

冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下

した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部

への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納

容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール

水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当

に余裕をみた流量とする。 

 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口を任意に選択で

きる構成としている。 

 

 

 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉

格納容器下部への初期水張りを実施し，ペデスタル代替

注水系（可搬型）が使用可能な場合は，原子炉圧力容器

破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる系統を格

納容器代替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注

水系（可搬型）に切り替えて注水を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉑の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

圧力容器破損後は崩壊

熱除去に余裕を見た流

量で注水を継続するが，

東海第二は水位管理に

て対応 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，RPV破

損前の原子炉格納容器

下部への初期水張りの

場合においては，原子炉
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ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ）原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準 

 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器

下部注水系(常設) 及び消火系による原子炉格納

容器下部への注水ができず，格納容器下部注水系

(可搬型)が使用可能な場合※2。 

 

 

（ⅱ） 原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部へ

の注水操作の判断基準 

 

原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損による

パラメータの変化※4 により原子炉圧力容器の破損

を判断した場合で，格納容器下部注水系(常設)，

消火系による原子炉格納容器下部への注水ができ

ず，格納容器下部注水系(可搬型)が使用可能な場

合※2。 

 

※1：｢損傷炉心の冷却が未達成｣は，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値が300℃に達した場

合。 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，燃料及び水源(淡水貯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保操作の判断

基準】 

炉心損傷を判断した場合※１で，格納容器下部注水系

（可搬型）が使用可能な場合※２ 

 

 

 

 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水操作の判断基準】 

 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラ

メータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判断し

た場合で，格納容器下部注水系（常設），消火系及び

補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水ができず，格納容器下部注水系（可搬型）が使用可

能な場合※２ 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で 300℃以上を確認した場合 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（西側

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納 

容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，ペデスタル代

替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。 

 

 

 

 

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作の判

断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損によるパラ

メータの変化※4 により原子炉圧力容器の破損を判断し

た場合で，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可

能な場合※2。 

 

 

 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容

器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（輪

格納容器下部への注水

と SA 時の SRV 健全性

確保の観点から，スプレ

イ管を使用した原子炉

格納容器下部へ注水を

優先し，RPV破損後の原

子炉格納容器下部への

注水の場合においては，

ペデスタル代替注水系

（可搬型）を使用した原

子炉格納容器下部への

注水を優先する 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ㉔の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉑の相違 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉔の相違 

 

 

 

・設備の相違 
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水池)が確保されている場合。 

 

※3：｢原子炉圧力容器の破損の徴候｣は，原子炉

圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表

示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

 

 

 

 

※4：｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化｣は，原子炉圧力容器内の圧力の低

下，原子炉格納容器内の圧力の上昇及び原

子炉格納容器内の温度の上昇により確認す

る。 

 

 

【1.8.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ．操作手順 

格納容器下部注水系(可搬型)による淡水貯水池を水

源とした原子炉格納容器下部への注水手順については，

「1.8.2.1(1)ｂ．格納容器下部注水系(可搬型) による

原子炉格納容器下部への注水(淡水/海水)」にて整備す

る。 

 

ⅲ．操作の成立性 

格納容器下部注水系（可搬型）による淡水貯水池を

水源とした原子炉格納容器下部への注水（あらかじめ

敷設してあるホースが使用できない場合）操作は，1

ユニット当たり中央制御室運転員 2 名（操作者及び確

認者），現場運転員 2名及び緊急時対策要員 6名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉格

納容器下部への初期水張り開始を確認するまで約 330

分で可能である。 

 

 

 

淡水貯水設備）が確保されている場合 

 

※3：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下（喪失），制御棒の位置

表示の喪失数増加及び原子炉圧力容器温度（下

鏡部）指示値が 300℃到達により確認する。 

 

 

 

 

※4：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計

兼デブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部

水温（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格

納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

指示値の喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

格納容器下部注水系（可搬型）による西側淡水貯水

設備を水源とした原子炉格納容器下部への注水手順に

ついては，「1.8.2.1(1)ｂ． 格納容器下部注水系（可

搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水

（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器下

部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル

部）への注水開始までの必要な要員数及び所要時間は

以下のとおり。 

【高所西側接続口を使用したペデスタル（ドライウェ

ル部）水位確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

140分以内で可能である。 

【高所東側接続口を使用したペデスタル（ドライウェ

ル部）水位確保の場合】 

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））が

確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪

失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の

喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪

失数増加により確認する。 

 

 

 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェ

ル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指示値の

上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失

により確認する。 

 

 

【1.8.2.1(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉

格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)

ｅ．ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への初期水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，25分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，40分以内で可能である。 

 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水操作のうち，緊急時対策要員

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損の徴候判断のマネジ

メントの相違 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメントの

相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

150分以内で可能である。 

【原子炉建屋西側接続口を使用したペデスタル（ドラ

イウェル部）水位確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

205分以内で可能である。 

【原子炉建屋東側接続口を使用したペデスタル（ドラ

イウェル部）水位確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

320分以内で可能である。 

【高所西側接続口，高所東側接続口，原子炉建屋西側

接続口及び原子炉建屋東側接続口を使用した原子炉

圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

20分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が実施する屋外でのペデスタル代替注水系（可搬型）

による初期水張り操作に必要な要員数及び想定時間は

以下のとおり。 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又

はペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）

を使用する場合】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間

10分以内 

 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場合（故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間

10分以内 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水操作は，ペデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（南）又はペデスタル代替注水系（可搬

型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断し

てから原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認

するまで２時間 10分以内で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建

物内）を使用する場合，作業開始を判断してから原子

炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで３

時間 10分以内で可能である。 

 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への初期水張り後に原子炉圧力容器の破損を

判断し，引き続き，ペデスタル代替注水系（可搬型）

による原子炉格納容器下部への注水を実施する場合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから 10分以内で可能である。 

 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への初期水張り後に原子炉圧力容器の破損

を判断し，ペデスタル注水配管が使用可能であり，原

子炉格納容器下部への注水を格納容器代替スプレイ系

（可搬型）からペデスタル代替注水系（可搬型）に切

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

ｆ．淡水貯水池を水源とした原子炉ウェルへの注水（あらか

じめ敷設してあるホースが使用できない場合） 

 

淡水貯水池を水源とした原子炉ウェルへの注水手段とし

ては，格納容器頂部注水系がある。 

 

(a)  格納容器頂部注水系による原子炉ウェルへの注水(淡

水/海水) 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建屋等の水

素爆発を防止する場合に，格納容器頂部注水系を起動し，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）として使用する可搬

型代替注水中型ポンプからのホースの接続は，汎用の

結合金具であり，十分な作業スペースを確保している

ことから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保する。 

 

ｆ．西側淡水貯水設備を水源とした原子炉ウェルへの注水 

 

 

西側淡水貯水設備を水源とした原子炉ウェルへの注水手

段としては，格納容器頂部注水系（可搬型）がある。 

 

(a) 格納容器頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェルへ

の注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建

屋等の水素爆発を防止するため，西側淡水貯水設備を水

り替える場合］  

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水操作のうち，運転員が実施する原子

炉建物での系統構成を，中央制御室運転員１名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから 10分以内

で可能である。 

また，緊急時対策要員が実施する屋外でのペデスタ

ル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ

の注水操作を緊急時対策要員２名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから10分以内で可能である。 

なお，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水操作のうち運転員が実施する

原子炉建物での系統構成及び緊急時対策要員が実施す

る屋外でのペデスタル代替注水系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水操作は並行して実施し，作

業開始を判断してから 10分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大

量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であ

り，十分な作業スペースを確保していることから，容

易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

ｆ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た原子炉ウェルへの注水 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た原子炉ウェルへの注水手段としては，原子炉ウェル代替

注水系がある。 

(a) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水

（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建

物の水素爆発を防止するため，輪谷貯水槽（西１）及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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淡水貯水池を水源とした原子炉ウェルへの注水を実施す

る。 

原子炉ウェルへ注水することで原子炉格納容器頂部を

冷却し，原子炉格納容器から原子炉建屋への水素ガス漏

えいを抑制する。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1 において，原子炉格納容

器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合で，格

納容器頂部注水系が使用可能な場合※2。 

 

 

 

 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃

以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，燃料及び水源（淡水貯水池）

が確保されている場合。 

 

【1.10.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ．操作手順 

格納容器頂部注水系による淡水貯水池を水源とした

原子炉ウェルへの注水手順については，「1.10.2.1(1)

ａ．格納容器頂部注水系による原子炉ウェルへの注水

(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

淡水貯水池を水源とした原子炉ウェルへの注水（あ

源として格納容器頂部注水系（可搬型）により原子炉ウ

ェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原

子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟への水素漏えいを

抑制する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，ドライウェル

雰囲気温度指示値が 171℃を超えるおそれがある場合

で，格納容器頂部注水系（常設）による原子炉ウェル

への注水ができず，格納容器頂部注水系（可搬型）に

よる原子炉ウェルへの注水が可能な場合※２ 

 

 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で 300℃以上を確認した場合 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，燃料及び水源（西側淡水貯

水設備）が確保されている場合 

 

【1.10.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

格納容器頂部注水系（可搬型）による西側淡水貯水

設備を水源とした原子炉ウェルへの注水手順について

は，「1.10.2.1(1)ｂ． 格納容器頂部注水系（可搬型）

による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）」にて整

備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから，格納容器

輪谷貯水槽（西２）を水源として原子炉ウェル代替注水

系により原子炉ウェルに注水することで原子炉格納容器

頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子炉建物への水素

ガス漏えいを抑制する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1 において，原子炉格納容

器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合で，原

子炉ウェル代替注水系が使用可能な場合※2。 

 

 

 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超え

た場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ （Ｃ

ＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容

器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））が確保さ

れている場合。 

【1.10.2.1(1)】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉ウェル代替注水系による輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェルへ

の注水手順については，「1.10.2.1(1) 原子炉ウェル代

替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）」

にて整備する。 

ⅲ 操作の成立性 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

ウェル注水手段として

常設設備を有していな

い 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では，10

倍を含めて炉心損傷と

判断するため「以上」と

している 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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らかじめ敷設してあるホースが使用できない場合）操

作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 1 名及び緊

急時対策要員 6 名にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから格納容器頂部注水系による原子炉ウェ

ルへの注水開始まで約 330分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具

及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常

運転時と同程度である。可搬型代替注水ポンプ(A-2級)

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分

な作業スペースを確保していることから，容易に実施

可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

なお，一度原子炉格納容器トップヘッドフランジが

冠水するまで注水した後は，蒸発による水位低下を考

慮して定期的に注水し，原子炉格納容器トップヘッド

フランジが冠水する水位を維持することにより，原子

炉格納容器トップヘッドフランジのシール部温度をシ

ールの健全性を保つことができる温度以下に抑えるこ

頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェルへの注水開

始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【高所西側接続口を使用した原子炉ウェルへの注水の

場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

140分以内で可能である。 

【高所東側接続口を使用した原子炉ウェルへの注水の

場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

150分以内で可能である。 

【原子炉建屋西側接続口を使用した原子炉ウェルへの

注水の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

205分以内で可能である。 

【原子炉建屋東側接続口を使用した原子炉ウェルへの

注水の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

320分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。格納容

器頂部注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注

水中型ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，

容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。室温は通常運転時と同程度である。 

 

なお，一度原子炉格納容器トップヘッドフランジが

冠水するまで注水した後は，蒸発による水位低下を考

慮して定期的に注水し，原子炉格納容器トップヘッド

フランジが冠水する水位を維持することにより，原子

炉格納容器トップヘッドフランジのシール部温度をシ

ールの健全性を保つことができる温度以下に抑えるこ

とした原子炉ウェルへの注水操作は，中央制御室運転

員１名及び緊急時対策要員12名にて原子炉ウェル代替

注水系接続口（南）又は原子炉ウェル代替注水系接続

口（西）を使用した場合，作業開始を判断してから原

子炉ウェル代替注水開始まで２時間10分以内で可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。原子炉ウェル代替

注水系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。室温は通常運転時と同程度である。 

 

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで

注水した後は，蒸発による水位低下を考慮して定期的

に注水し，ドライウェル主フランジが冠水する水位を

維持することにより，ドライウェル主フランジのシー

ル部温度をシールの健全性を保つことができる温度以

下に抑えることが可能である。 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 
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とが可能である。 

 

ｇ．淡水貯水池を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプ

レイ（あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場

合） 

淡水貯水池を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプ

レイ手段としては，燃料プール代替注水系がある。 

 

(a)  燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを使

用した使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールの冷却機能と注水機能の喪失，又は

使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合

に，燃料プール代替注水系を起動し，淡水貯水池を水源

とした使用済燃料プールへの注水を実施する。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台又は可搬型代替注水

ポンプ(A-2 級)1台により，常設スプレイヘッダを使用し

た使用済燃料プールへの注水が可能である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)で送水が可

能となるよう準備を行うが，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級)の準備ができない場合は，可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)で常設スプレイヘッダから使用済燃料プールへの注水

を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とが可能である。 

 

ｇ．西側淡水貯水設備を水源とした使用済燃料プールへの注

水／スプレイ 

 

西側淡水貯水設備を水源とした使用済燃料プールへの注

水／スプレイ手段としては，代替燃料プール注水系（可搬

型）がある。 

(a) 代替燃料プール注水系による注水ライン／常設スプレ

イヘッダを使用した使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又

は使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場

合に，西側淡水貯水設備を水源として代替燃料プール注

水系（注水ライン／常設スプレイヘッダ）を使用した可

搬型代替注水中型ポンプにより使用済燃料プールへ注水

する。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，常設低圧代替注水系

ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン／常

設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの

注水及び消火系による使用済燃料プールへの注水がで

きない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た燃料プールへの注水／スプレイ 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た燃料プールへの注水／スプレイ手段としては，燃料プー

ルスプレイ系がある。 

(a) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料

プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として大量

送水車により，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プールへの注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，型式の異

なるバックアップ用の可

搬型設備での注水手段

を整備（以下，㉙の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，五十四条

の可搬型代替注水設備

の要求に対し同等以上

の効果を有するとして，

常設低圧代替注水ポン

プを重大事故等対処設

備として位置付けてい

るが，島根２号炉は可搬

の燃料プールスプレイ系

を重大事故等対処設備

として位置付ける 

・設備の相違 
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・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合。 

【1.11.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による淡水貯水池を水源とし

た使用済燃料プールへの注水/ スプレイ手順について

は，「1.11.2.1(1)ａ．燃料プール代替注水系による常

設スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへの注

水(淡水/海水)」にて整備する。 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

淡水貯水池を水源とした使用済燃料プールへの注水/

スプレイ（あらかじめ敷設してあるホースが使用でき

ない場合）操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転

員 1 名及び緊急時対策要員 6 名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してから使用済燃料プールへの注

水開始まで 330分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プール水位低警報又は使用済燃料プー

ル温度高警報が発生した場合 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

代替燃料プール注水系による西側淡水貯水設備を水

源とした使用済燃料プールへの注水手順については，

「1.11.2.1(1)ｂ． 可搬型代替注水中型ポンプ又は可

搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（注水ライン／常設スプレイヘッダ）を使用した使用

済燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから可搬型代替

注水中型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ラ

イン／常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プ

ールへの注水開始までの必要な要員数及び所要時間は

以下のとおり。 

【中央制御室からの操作（高所西側接続口を使用した

使用済燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

140分以内で可能である。 

【現場操作（高所西側接続口を使用した使用済燃料プ

ールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

140分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（高所東側接続口を使用した

使用済燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

150分以内で可能である。 

 

 

 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復

旧が見込めない場合。 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注

水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｂ．燃料

プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料

プールへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

とした燃料プールへの注水／スプレイ操作は，中央制

御室運転員１名及び緊急時対策要員12名にて燃料プー

ルスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）又

は燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続

口（西）を使用した場合，作業開始を判断してから燃

料プールへの注水開始まで２時間10分以内で可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，常設の

注水設備を優先 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注

水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

 (b) 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プールへの注水 

【現場操作（高所東側接続口を使用した使用済燃料プ

ールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

150分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（原子炉建屋西側接続口を使

用した使用済燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

205分以内で可能である。 

【現場操作（原子炉建屋西側接続口を使用した使用済

燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

205分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（原子炉建屋東側接続口を使

用した使用済燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

320分以内で可能である。 

【現場操作（原子炉建屋東側接続口を使用した使用済

燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

320分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。代替燃

料プール注水系（注水ライン／常設スプレイヘッダ）

として使用する可搬型代替注水中型ポンプからのホー

スの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペ

ースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールス

プレイ系として使用する大量送水車からのホースの接

続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

(b) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへの注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 
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使用済燃料プールの冷却機能と注水機能の喪失，又は

使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合

に，使用済燃料プール代替注水系を起動し，淡水貯水池

を水源とした使用済燃料プールへの注水を実施する。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級)1 台又は可搬型代替注

水ポンプ(A-2級)1台により，可搬型スプレイヘッダを使

用した使用済燃料プールへの注水が可能である。 

 

 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)で送水が可

能となるよう準備を行うが，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級)の準備ができない場合は，可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)で可搬型スプレイヘッダから使用済燃料プールへの注

水を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プールへの注水ができない場合。 

 

 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し， 復旧が見込めない場合。 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による淡水貯水池を水源とし

た使用済燃料プールへの注水/スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プール代替注水系による可搬型

スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへの注水

(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プールへの注水（あらかじめ敷

設してあるホースが使用できない場合）操作は，1 ユ

ニット当たり中央制御室運転員 1 名，現場運転員 2 名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料

プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，燃料プ

ールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プー

ルへの注水を優先して実施するが，燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水が

実施できない場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）を水源として大量送水車により，燃料プール

スプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プール

への注水を実施する。 

      

 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水

ができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセ

スできる場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復

旧が見込めない場合。 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注

水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｃ．燃料

プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃

料プールへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に

よる燃料プールへの注水操作は，中央制御室運転員１

名，緊急時対策要員 12名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから燃料プールへの注水開始までの

 東海第二は，可搬型代

替注水大型ポンプによ

る代替燃料プール注水

系（可搬型スプレイノズ

ル）を使用した使用済燃

料プールへの注水に記

載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉙の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 
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及び緊急時対策要員 6 名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから使用済燃料プールへの注水開始

までの所要時間は以下のとおり。 

SFP可搬式接続口使用の場合:約 330分 

 

原子炉建屋大物搬入口から接続の場合:約 340分 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ヘッダの設置を実施するため通常運転時と同程度であ

る。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業ス

ペースを確保していることから，容易に実施可能であ

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(c) 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを使

用した使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの大規模な水の漏えいが発生した場

合に，燃料プール代替注水系を起動し，淡水貯水池を水

源とした使用済燃料プールへのスプレイを実施する。 

 

使用済燃料プールからの大規模な水の漏えいにより使

用済燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料プー

ル注水設備による注水を実施しても水位を維持できない

場合に，可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台及び可搬型代

替注水ポンプ(A-2級)2台により，常設スプレイヘッダを

使用したスプレイを実施することで使用済燃料プール内

の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止す

る。 

なお，可搬型代替注水ポンプは(A-2級)2台を並列に連

結し，さらに可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台を直列に

連結して使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 代替燃料プール注水系による常設スプレイヘッダを使

用した使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより使用

済燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール代替注

水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合

に，西側淡水貯水設備を水源として可搬型代替注水中型

ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッ

ダ）を使用した使用済燃料プールへのスプレイを実施す

ることで使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の

進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

想定時間は以下のとおり。 

 

 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：２時

間 50分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：２時

間 50分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度であ

る。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車か

らのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な

作業スペースを確保していることから，容易に実施可

能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(c) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プール

の水位が異常に低下し，燃料プール代替注水設備による

注水を実施しても水位を維持できない場合に，輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として大量送

水車により，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッ

ダ）による燃料プールへのスプレイを実施することで燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨

界を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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ⅰ．手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，更に以下のいずれかの状況に至った場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端+6000mm を下回る水位

低下を使用済燃料貯蔵プール水位・温度にて確認

した場合。 

【1.11.2.2(1)ａ．】 

 

 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による淡水貯水池を水源とし

た使用済燃料プールへの注水/ スプレイ手順について

は，「1.11.2.2(1)ａ．燃料プール代替注水系による常

設スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへのス

プレイ(淡水/海水)」にて整備する。 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プールへのスプレイ（あらかじめ

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，さらに以下のいずれかの状況に至り，常設低圧

代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設

スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへのス

プレイができない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,668mmを下回る水

位低下を使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

にて確認した場合 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

 

ⅱ) 操作手順 

代替燃料プール注水系による西側淡水貯水設備を水

源とした使用済燃料プールへのスプレイ手順について

は，「1.11.2.2(1)ｂ． 可搬型代替注水中型ポンプ又

は可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注

水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プ

ールへのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから可搬型代替

注水中型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設ス

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，

更に以下のいずれかの状況に至った場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続す

る場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を

燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。 

 

【1.11.2.2(1)ａ．】 

 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注

水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ａ．燃料

プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料

プールへのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）によ

る燃料プールへのスプレイ操作は，中央制御室運転員

 柏崎 6/7は，複数の可

搬型設備を連結して使

用する手段を整備（以

下，㉚の相違） 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，五十四条

の可搬型代替注水設備

の要求に対し同等以上

の効果を有するとして，

常設低圧代替注水ポン

プを重大事故等対処設

備として位置付けてい

るが，島根２号炉は可搬

の燃料プールスプレイ系

を重大事故等対処設備

として位置付ける 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 判断基準として確認

する対象パラメータの相

違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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敷設してあるホースが使用できない場合）操作は，1

ユニット当たり中央制御室運転員 1 名及び緊急時対策

要員 6 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから使用済燃料プールへのスプレイ開始まで 330 分

以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注

水ポンプ(A-1級又はA-2級)からのホースの接続は， 汎

用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

 (d) 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの大規模な水の漏えいが発生した場

合に，燃料プール代替注水系を起動し，淡水貯水池を水

プレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへのスプ

レイ開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のと

おり。 

【高所西側接続口を使用した使用済燃料プールへのス

プレイの場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

140分以内で可能である。 

【高所東側接続口を使用した使用済燃料プールへのス

プレイの場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

150分以内で可能である。 

【原子炉建屋西側接続口を使用した使用済燃料プール

へのスプレイの場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

205分以内で可能である。 

【原子炉建屋東側接続口を使用した使用済燃料プール

へのスプレイの場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

320分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。代替燃

料プール注水系（常設スプレイヘッダ）として使用す

る可搬型代替注水中型ポンプからのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

 

 

 

 

 

１名及び緊急時対策要員12名にて燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）又は燃料プー

ルスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（西）を

使用した場合，作業開始を判断してから燃料プールへ

のスプレイ開始まで２時間 10分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールス

プレイ系として使用する大量送水車からのホースの接

続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

(d) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへのスプレイ 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，可搬型代

替注水大型ポンプによ
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源とした使用済燃料プールへのスプレイを実施する。 

 

 

 

 

使用済燃料プールからの大規模な水の漏えいにより，

使用済燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料プ

ール注水設備による注水を実施しても水位が維持できな

い場合に常設スプレイヘッダを優先して使用するが，外

的要因(航空機衝突又は竜巻等)により，常設スプレイヘ

ッダの機能が喪失した場合は，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級)1 台及び可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)1 台，又は可

搬型代替注水ポンプ(A-2級)2台により，可搬型スプレイ

ヘッダを使用したスプレイを実施することで使用済燃料

プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界

を防止する。 

 

 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，更に以下のいずれかの状況に至り，常設スプレ

イヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプレイが

できない場合。 

 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端+6000mm を下回る水位

低下を使用済燃料プール水位・温度にて確認した

場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による淡水貯水池を水源とし

た使用済燃料プールへの注水/スプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プール代替注水系による可搬型

スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プー

ルの水位が異常に低下し，燃料プール代替注水設備によ

る注水を実施しても水位を維持できない場合に，燃料プ

ールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を優先して使用

するが，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）

の機能が喪失した場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）を水源として大量送水車により，燃料プ

ールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プ

ールへのスプレイを実施することで燃料プール内の燃料

体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，

更に以下のいずれかの状況に至り，燃料プールスプレ

イ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのス

プレイができない場合。ただし，燃料プールエリアへ

アクセスできる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続す

る場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を

燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。 

 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへの注

水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ｂ．燃料

プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃

る代替燃料プール注水

系（可搬型スプレイノズ

ル）を使用した使用済燃

料プールへの注水に記

載 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉚の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 判断基準として確認

する対象パラメータの相

違 
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レイ(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プールへのスプレイ（あらかじ

め敷設してあるホースが使用できない場合）操作は，1

ユニット当たり中央制御室運転員 1 名，現場運転員 2

名及び緊急時対策要員 6 名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから使用済燃料プールへのスプレ

イ開始までの所要時間は以下のとおり。 

SFP可搬式接続口使用の場合:約 330分 

 

原子炉建屋大物搬入口からの接続の場合:約 340分 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ヘッダの設置を実施するため通常運転時と同程度であ

る。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業ス

ペースを確保していることから，容易に実施可能であ

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(5) 淡水貯水池を水源とした対応手順（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できる場合） 

重大事故等時，淡水貯水池を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水，原子炉格納容器内の冷却，フィルタ装置への補給，

原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使

用済燃料プールへの注水/スプレイを行う手順を整備する。 

 

ａ．淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1級又

は A-2級)による送水（あらかじめ敷設してあるホースが

使用できる場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料プールへのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に

よる燃料プールへのスプレイ操作は，中央制御室運転

員１名及び緊急時対策要員12名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ

までの想定時間は以下のとおり。 

 

 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：２時

間 50分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：２時

間 50分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度であ

る。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車か

らのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な

作業スペースを確保していることから，容易に実施可

能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 
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原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原

子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使

用済燃料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない

場合に，淡水貯水池から防火水槽の間にあらかじめ敷設し

てあるホースを使用し可搬型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2

級)による各種注水を行う。また，フィルタ装置の水位が低

下した場合に可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による補給を

行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源の確保，可搬型代

替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)の配置，建屋及びスクラ

バ接続口までのホース接続及び可搬型代替注水ポンプ(A-1 

級又は A-2 級)による送水までの手順を整備し，建屋及び

スクラバ接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順に

ついては各条文にて整備し，手順のリンク先については，

1.13.2.1(5)ｂ．～1.13.2.1(5)ｇ．に示す。 

水源の確保/可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2級)配

置/建屋及びスクラバ接続口までのホース接続/送水の一連

の流れはどの対応においても同じであり，水源から建屋及

びスクラバ接続口までの距離により配置，台数及びホース

数量が決まる。なお，水源の確保と建屋及びスクラバ接続

口の選択は，水源と建屋及びスクラバ接続口の距離が最短

となる組み合わせを優先して選択する。（可搬型スプレイヘ

ッダを使用した燃料プール代替注水については，送水先が

建屋接続口だけでなく原子炉建屋内に敷設したホースに接

続する手段もある。） 

 

(a) 手順着手の判断基準 

復水貯蔵槽，サプレッション・チェンバ，ろ過水タン

ク及び防火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等

の各種注水ができず，淡水貯水池及び淡水貯水池から防

火水槽の間にあらかじめ敷設してあるホースが使用でき

る場合。 

 

(b) 操作手順 

淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1級

又は A-2級)による送水（あらかじめ敷設してあるホース

が使用できる場合）手順の概略は以下のとおり。概要図

を第 1.13.4 図に，タイムチャートを第 1.13.5 図に，各
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種注水ルート図を第 1.13.35図に示す。 

 

［水源確保（淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ(A-1級

又は A-2級)への送水）］ 

①  緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

緊急時対策要員に淡水貯水池から可搬型代替注水ポ

ンプ(A-1級又は A-2 級)への送水を指示する。 

②  緊急時対策要員は，淡水貯水池大湊側第一送水ラ

イン出口弁又は淡水貯水池大湊側第二送水ライン出

口弁を全開とし，送水ラインの水張りを開始する。 

③  緊急時対策要員は，水張りしながら送水ラインの

敷設状況に異常がないことを確認する。 

④  緊急時対策要員は，送水ラインにホースとホース

接続継手を接続し，淡水貯水池大湊側第一送水ライ

ン No.14防火水槽供給弁又は淡水貯水池大湊側第二

送水ライン No.14防火水槽供給弁を全開とする。 

⑤  緊急時対策要員は，送水ライン水張り及びホース

接続継手と可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2

級)吸管の接続完了後，ホース接続継手に取付けら

れている弁を全開とし，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級又は A-2級)へ淡水貯水池の水を送る。 

［淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1級又

は A-2級)による送水］ 

①  緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による各

種注水を行うことを決定し，各種注水のための建屋，

スクラバ接続口の場所及び可搬型代替注水ポンプ

(A-1級又は A-2 級)の配置箇所を決定する。 

②  緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ可搬

型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2級)を移動させる。 

③  緊急時対策要員は，ホース接続継手から建屋及び

スクラバ接続口までのホース敷設と系統構成を行う。 

④  緊急時対策要員は，「淡水貯水池から可搬型代替注

水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)への送水」作業が完了

していることを確認する。 

⑤  緊急時対策要員は，緊急時対策本部に可搬型代替

注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による送水準備完了

を報告する。 
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⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受け，

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)を起動し

注水/補給を実施する。注水/補給中は可搬型代替注

水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)付きの圧力計で圧力を

確認しながら可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2

級)を操作する。 

 

(c) 操作の成立性 

［水源確保（淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ(A-1

級又は A-2級)への送水）］ 

上記の操作は，緊急時対策要員 2 名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから可搬型代替注水ポンプ

(A-1 級又は A-2 級)へ淡水貯水池の水を送るまでの所要

時間は以下のとおりである。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2級)1台又は 2台

を使用した場合：約 110分 

可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2級)3台を使用し

た場合：約 125分 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

なお，緊急時対策本部からフィルタ装置の使用等によ

る現場からの一時退避指示があった場合は，可搬型代替

注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)吸管が接続されているホ

ース接続継手の分岐ラインに取り付けられている弁を開

状態にした上で退避する。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水貯水池か

ら送水先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

(添付資料 1.13.3-2) 

［淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1 級

又は A-2級)による送水］ 

上記の操作は，1 ユニット当たり緊急時対策要員 2 名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからあら

かじめ敷設してあるホースを使用した淡水貯水池を水源

とした送水を開始するまでの所要時間は以下とおりであ

る。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2級)1台を使用し

た場合（ホースの接続先：SFP 接続口，スクラバ接続口，

ウェル接続口）：約 115分 
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可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2級)2台を使用し

た場合（ホースの接続先：SFP接続口）：約 125分 

可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2級)3台を使用し

た場合（ホースの接続先：MUWC接続口，SFP接続口）：約

140 分 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポン

プ(A-1 級又は A-2 級)からのホースの接続は，汎用の結

合金具であり，十分な作業スペースを確保していること

から，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水貯水池か

ら送水先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

(添付資料 1.13.3-3) 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の淡水貯水池を水源

とした原子炉圧力容器への注水（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できる場合） 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の淡水貯水池を水源

とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧代替注

水系(可搬型)がある。 

(a)  低圧代替注水系(可搬型)による淡水貯水池を水源とし

た原子炉圧力容器への注水 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力

容器への注水が場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力

容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又

は溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防

止する場合に，低圧代替注水系（可搬型）を起動し，淡

水貯水池を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合の低圧代替

注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子
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炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低(レベル 3)以上に維持でき

ない場合において，低圧代替注水系(可搬型)及び

注入配管が使用可能な場合※ 1。 

 

※1：設備に異常がなく，燃料及び水源(淡水貯

水池)が確保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(b)】 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための低圧代替注水系(可

搬型)による原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※

1により原子炉圧力容器の破損を判断した場合にお

いて，低圧代替注水系(常設)及び消火系が使用で

きず，低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力

容器への注水が可能な場合※2。 

 

※1：｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化｣は，原子炉圧力指示値の低下，格

納容器内圧力指示値の上昇及びドライウェ

ル雰囲気温度指示値の上昇により確認す

る。 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及び原子炉

格納容器下部への注水に必要な流量

(140m3/h，35 ～70m3/h) が確保され，更に

低圧代替注水系(可搬型)により原子炉圧

力容器への注水に必要な流量(30m3/h)が確

保できる場合。 

なお，十分な注水流量が確保できない場

合は溶融炉心の冷却を優先し効果的な注水

箇所を選択する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(c)】 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧代替注水系(可搬型)に

よる原子炉圧力容器への注水(淡水/海水) 

炉心損傷を判断した場合※1 において，低圧代替

注水系（常設）及び消火系による原子炉圧力容

器への注水ができない場合において，低圧代替
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注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設

計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射

線レベル（CAMS）が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した

場合。 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（淡

水貯水池）が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)b.】 

 

ⅱ．操作手順 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができない場合の低圧代替注水系(可搬

型)による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(1)a.(b) 低圧代替注水系(可搬型)による原

子炉圧力容器への注水(淡水/海水)」，残存溶融炉心の

冷却のための低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧

力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3)a.(c) 低

圧代替注水系(可搬型)による残存溶融炉心の冷却(淡

水/海水)」，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を

遅延又は防止するための低圧代替注水系(可搬型)によ

る原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.8.2.2(1)b. 低圧代替注水系(可搬型)による原子

炉圧力容器への注水(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

［交流電源が確保されている場合］ 

低圧代替注水系(可搬型)による淡水貯水池を水源と

した原子炉圧力容器への注水（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できる場合）操作は，1 ユニット当た

り中央制御室運転員 2名（操作者及び確認者），現場運

転員 2 名及び緊急時対策要員 4 名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから低圧代替注水系(可搬型)

による原子炉圧力容器への注水開始まで残留熱除去系

(B)，残留熱除去系(A)，残留熱除去系(C)，高圧炉心注
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水系(B)及び高圧炉心注水系(C)のいずれの注入配管を

使用した場合においても約 140 分で可能である。

（「1.4.2.1(3)ａ．(c) 低圧代替注水系(可搬型)による

残存溶融炉心の冷却(淡水/海水)」，「1.8.2.2(1)ｂ．低

圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水

(淡水/海水)」は炉心損傷状態での手順のため残留熱除

去系(B)と残留熱除去系(A)注入配管のみを使用） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

低圧代替注水系(可搬型)による淡水貯水池を水源と

した原子炉圧力容器への注水（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できる場合）操作は，1 ユニット当た

り中央制御室運転員 1 名，現場運転員 2 名及び緊急時

対策要員 4 名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力

容器への注水開始まで残留熱除去系(A)の注入配管を使

用した場合においては約 150 分，残留熱除去系(B)，残

留熱除去系(C)，高圧炉心注水系(B)及び高圧炉心注水

系(C)のいずれの注入配管を使用した場合においても約

140 分で可能である。 

（「1.4.2.1(3)ａ．(c) 低圧代替注水系(可搬型)によ

る残存溶融炉心の冷却(淡水/海水)」，「1.8.2.2(1)ｂ．

低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注

水(淡水/海水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流

動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続
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は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

ｃ．淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却（あら

かじめ敷設してあるホースが使用できる場合） 

淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段と

しては，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイがある 

 

(a)  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による淡水貯

水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モード)，代替格

納容器スプレイ冷却系（常設）及び消火系による原子炉

格納容器内の冷却機能が喪失した場合，代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）を起動し，淡水貯水池を水源と

した原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな

らないように，スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/

停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況により可搬型代替注水ポ

ンプ(A-2 級)の接続先を複数ある接続口から任意に選択

できる構成としている。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ）代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ(淡水/海水)（炉心

損傷前） 

残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モード)，

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び消火系

による原子炉格納容器内へのスプレイができない

場合において， 可搬型代替注水ポンプ(A-2級)が

使用可能な場合※1 で，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に到達した場合※2。 

※1：設備に異常がなく， 燃料及び水源(淡水貯

水池)確保されている場合。 
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※2： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達｣とは，格納容器内圧力

(D/W)，格納容器内圧力(S/C)，ドライウェ

ル雰囲気温度，サプレッション・チェンバ

気体温度又はサプレッション・チェンバ・

プール水位指示値が，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(c)】 

 

（ⅱ）代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ(淡水/海水)（炉心損

傷後） 

炉心損傷を判断した場合※1 において，残留熱除

去系(格納容器スプレイ冷却モード)，代替格納容

器スプレイ冷却系（常設）及び消火系による原子

炉格納容器内へのスプレイができず，代替格納容

器スプレイ冷却系（可搬型）が使用可能な場合※2

で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基

準に到達した場合※3。 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を

超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射線

レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で 300℃以上を確認した場

合。 

※2：設備に異常がなく，燃料及び水源(淡水貯

水池)が確保されている場合。 

※3： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達｣とは，格納容器内圧力

(D/W)，格納容器内圧力(S/C)，ドライウェ

ル雰囲気温度又は原子炉圧力容器下鏡部

温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合。 

【「1.6.2.2(1)ａ．(c)】 

ⅱ．操作手順 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による淡水
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貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順につ

いては，「1.6.2.1(1)ａ．(c) 代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ(淡

水/ 海水) 」及び「1.6.2.2(1)ａ．(c) 代替格納容器

スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へ

のスプレイ(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

［交流電源が確保されている場合］ 

淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却（あ

らかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）操作

は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名（操作者

及び確認者），現場運転員 2 名及び緊急時対策要員 4名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格

納容器内へのスプレイ開始まで約140分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器内の冷却（あ

らかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）操作

は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 1 名，現場運

転員 2 名及び緊急時対策要員 4 名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレ

イ開始まで約 140分で可能である。 

（「1.6.2.2(1)a.(c) 代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ(淡水

/海水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流電源喪

失時は使用できない。） 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

ｄ．淡水貯水池を水源としたフィルタ装置への補給（あらか

じめ敷設してあるホースが使用できる場合） 

淡水貯水池を水源としたフィルタ装置への補給手段とし

ては，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)によるフィルタ装置

水位調整がある。 

 

(a)  可搬型代替注水ポンプ(A-2級)によるフィルタ装置水

位調整(水張り) 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合，フィルタ装置又は代替

フィルタ装置により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸

送する。 

フィルタ装置の水位が通常水位を下回り下限水位に到

達する前に，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)を起動し，

淡水貯水池を水源としたフィルタ装置補給水ラインから

フィルタ装置へ水張りを実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

フィルタ装置の水位が通常水位を下回ると判断した

場合。 

【1.5.2.1(1)ａ．(d)】 

【1.5.2.1(2)ａ．(c)】 

【1.7.2.1(1)ａ．(c)】 

【1.7.2.1(2)ａ．(c)】 

ⅱ．操作手順 

淡水貯水池を水源としたフィルタ装置のフィルタ装

置水位調整(水張り)手順については，「1.5.2.1(1)ａ．

(d) フィルタ装置水位調整(水張り)」及び「1.7.2.1(1)
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ａ．(c) フィルタ装置水位調整(水張り)」にて整備す

る。 

 

ⅲ．操作の成立性 

淡水貯水池を水源としたフィルタ装置への補給（あ

らかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）操作

は，炉心損傷をしていない場合は，1 ユニット当たり

緊急時対策要員 6 名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから水源と送水ルートの特定，可搬型代

替注水ポンプ(A-2 級)の配置，送水準備及びフィルタ

装置補給用接続口使用による可搬型代替注水ポンプ

(A-2級)による注水開始まで約 65分，フィルタ装置水

位調整(水張り)完了まで約 125分で可能である。 

炉心損傷をしている場合は，1 ユニット当たり中央

制御室運転員 1名及び緊急時対策要員 10名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ル

ートの特定，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)の配置，

送水準備及びフィルタ装置補給用接続口使用による可

搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による注水開始まで約 65

分，フィルタ装置水位調整(水張り)完了まで約 125 分

で可能である。 

炉心損傷がない状況下での格納容器ベントを実施し

た場合は，本操作における作業エリアの被ばく線量率

は低く，作業は可能である。 

なお，炉心損傷後の屋外における本操作は，格納容

器ベント実施後の短期間において，フィルタ装置水の

蒸発によるフィルタ装置の水位低下は評価上想定され

ないため，フィルタ装置水位調整（水張り）操作を実

施することはないと考えられるが，作業時の被ばくに

よる影響を低減するため， 緊急時対策要員を交替して

対応することで，作業可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

ｅ．淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器下部への注水（あ

らかじめ敷設してあるホースが使用できる場合） 

淡水貯水池を水源とした原子炉格納容器下部への注水手

段としては，格納容器下部注水系（可搬型）がある。 
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(a)  格納容器下部注水系（可搬型）による淡水貯水池を水

源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合，格納容器下部注水

系(常設)による原子炉格納容器下部への注水機能が喪失

した場合，格納容器下部注水系  (可搬型)を起動し，淡

水貯水池を水源とした原子炉格納容器の下部に落下した

溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器の破損後は，原子炉格納容器の

下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格

納容器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，

原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレショ

ン・チェンバ・プールの水位が外部水源注水制限に到達

しないように崩壊熱相当の流量とする。 

なお，本手順はプラント状況により復水補給水系外部

接続口及び消火系連結送水口を任意に選択できる構成と

している。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ）原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器

下部注水系(常設) 及び消火系による原子炉格納

容器下部への注水ができず，格納容器下部注水系

(可搬型)が使用可能な場合※2。 

（ⅱ） 原子炉圧力容器の破損後の原子炉格納容器下部

への注水操作の判断基準 

原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損による

パラメータの変化※4により原子炉圧力容器の破損

を判断した場合で，格納容器下部注水系(常設)，

消火系による原子炉格納容器下部への注水ができ

ず，格納容器下部注水系(可搬型)が使用可能な場

合※2。 

 

※1：｢損傷炉心の冷却が未達成｣は，原子炉圧力

容器下鏡部温度 指示値が 300℃に達した
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場合。 

※2：設備に異常がなく，燃料及び水源(淡水貯

水池)が確保されている場合。 

※3：｢原子炉圧力容器の破損の徴候｣は，原子炉

圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表

示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※4：｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化｣は，原子炉圧力容器内の圧力の低

下，原子炉格納容器内の圧力の上昇及び原

子炉格納容器内の温度の上昇により確認す

る。 

【1.8.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ．操作手順 

格納容器下部注水系(可搬型)による淡水貯水池を水

源とした原子炉格納容器下部への注水手順については，

「1.8.2.1(1)ｂ．格納容器下部注水系(可搬型)による

原子炉格納容器下部への注水(淡水/海水)」にて整備す

る。 

 

ⅲ．操作の成立性 

格納容器下部注水系（可搬型）による淡水貯水池を

水源とした原子炉格納容器下部への注水（あらかじめ

敷設してあるホースが使用できる場合）操作は，1 ユ

ニット当たり中央制御室運転員 2 名（操作者及び確認

者），現場運転員 2 名及び緊急時対策要員 4名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉格納

容器下部への初期水張り開始を確認するまで約 140 分

で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確
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保している。 

 

ｆ．淡水貯水池を水源とした原子炉ウェルへの注水（あらか

じめ敷設してあるホースが使用できる場合） 

淡水貯水池を水源とした原子炉ウェルへの注水手段とし

ては，格納容器頂部注水系がある。 

 

(a)  格納容器頂部注水系による原子炉ウェル注水(淡水/

海水) 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建屋の水素

爆発を防止する場合に，格納容器頂部注水系を起動し，

淡水貯水池を水源とした原子炉ウェルへの注水を実施す

る。 

原子炉ウェルへ注水することで原子炉格納容器頂部を

冷却し，原子炉格納容器から原子炉建屋への水素ガス漏

えいを抑制する。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1 において，原子炉格納容

器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合で，格

納容器頂部注水系が使用可能な場合※2。 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃

以上を確認した場合。 

※2：設備に異常がなく，燃料及び水源（淡水貯水池）

が確保されている場合。 

 

【1.10.2.1(1)ａ．】 

ⅱ．操作手順 

格納容器頂部注水系による淡水貯水池を水源とした

原子炉ウェルへの注水手順については，「1.10.2.1(1)

ａ．格納容器頂部注水系による原子炉ウェルへの注水

(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 
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淡水貯水池を水源とした原子炉ウェルへの注水（あ

らかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）操作

は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 1 名及び緊急

時対策要員 4 名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから格納容器頂部注水系による原子炉ウェル

への注水開始まで約 115分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具

及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポンプ

(A-2 級)からのホースの接続は，汎用の結合金具であ

り，十分な作業スペースを確保していることから， 容

易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

なお，一度原子炉格納容器トップヘッドフランジが

冠水するまで注水した後は，蒸発による水位低下を考

慮して定期的に注水し，原子炉格納容器トップヘッド

フランジが冠水する水位を維持することにより，原子

炉格納容器トップヘッドフランジのシール部温度をシ

ールの健全性を保つことができる温度以下に抑えるこ

とが可能である。 

 

ｇ．淡水貯水池を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプ

レイ（あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合） 

淡水貯水池を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプ

レイ手段としては， 燃料プール代替注水系がある。 

 

(a)  燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを使

用した使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールの冷却機能と注水機能の喪失，又は

使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合

に，燃料プール代替注水系を起動し，淡水貯水池を水源

とした使用済燃料プールへの注水を実施する。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台又は可搬型代替注水

ポンプ(A-2 級)1台により，常設スプレイヘッダを使用し

た使用済燃料プールへの注水が可能である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)で送水が可

能となるよう準備を行うが，可搬型代替注水ポンプ(A-1
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級)の準備ができない場合は，可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)で常設スプレイヘッダから使用済燃料プールへの注水

を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合。 

【1.11.2.1(1)ａ．】 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による淡水貯水池を水源とし

た使用済燃料プールへの注水/ スプレイ手順について

は，「1.11.2.1(1)ａ．燃料プール代替注水系による常

設スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへの注

水(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

淡水貯水池を水源とした使用済燃料プールへの注水/

スプレイ（あらかじめ敷設してあるホースが使用でき

る場合）操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 1

名及び緊急時対策要員 4 名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから使用済燃料プールへの注水開

始まで 115分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注

水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(b) 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールの冷却機能と注水機能の喪失，又は

使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合
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に，使用済燃料プール代替注水系を起動し，淡水貯水池

を水源とした使用済燃料プールへの注水を実施する。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台又は可搬型代替注水

ポンプ(A-2 級)1台により，可搬型スプレイヘッダを使用

した使用済燃料プールへの注水が可能である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)で送水が可

能となるよう準備を行うが，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級)の準備ができない場合は，可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)で可搬型スプレイヘッダから使用済燃料プールへの注

水を実施する。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プールへの注水ができない場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合。 

 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による淡水貯水池を水源とし

た使用済燃料プールへの注水/スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プール代替注水系による可搬型

スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへの注水

(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プールへの注水（あらかじめ敷

設してあるホースが使用できる場合）操作は，1 ユニ

ット当たり中央制御室運転員 1 名，現場運転員 2 名及

び緊急時対策要員 4 名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから使用済燃料プールへの注水開始ま

での所要時間は以下のとおり。 

SFP可搬式接続口使用の場合:約 115分 

原子炉建屋大物搬入口から接続の場合:約 120分 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護
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具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。屋内作業の室温は通常運転時と同程

度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業ス

ペースを確保していることから，容易に実施可能であ

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(c) 燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを使

用した使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの大規模な水の漏えいが発生した場

合に，燃料プール代替注水系を起動し，淡水貯水池を水

源とした使用済燃料プールへのスプレイを実施する。 

使用済燃料プールからの大規模な水の漏えいにより使

用済燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料プー

ル注水設備による注水を実施しても水位を維持できない

場合に，可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台及び可搬型代

替注水ポンプ(A-2級)2台により，常設スプレイヘッダを

使用したスプレイを実施することで使用済燃料プール内

の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止す

る。 

なお，可搬型代替注水ポンプは(A-2級)2台を並列に連

結し，さらに可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台を直列に

連結して使用する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，さらに以下のいずれかの状況に至った場合。 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端+6000mm を下回る水位

低下を使用済燃料貯蔵プール水位・温度にて確認

した場合。 

【1.11.2.2(1)ａ．】 
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ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による淡水貯水池を水源とし

た使用済燃料プールへの注水/スプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ａ．燃料プール代替注水系による常設ス

プレイヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプレ

イ(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

燃料プール代替注水系による常設スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プールへのスプレイ（あらかじめ

敷設してあるホースが使用できる場合）操作は，1 ユ

ニット当たり中央制御室運転員 1 名及び緊急時対策要

員 4 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

から使用済燃料プールへのスプレイ開始まで 140 分以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注

水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(d) 燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダを

使用した使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの大規模な水の漏えいが発生した場

合に，燃料プール代替注水系を起動し，淡水貯水池を水

源とした使用済燃料プールへのスプレイを実施する。 

使用済燃料プールからの大規模な水の漏えいにより，

使用済燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料プ

ール注水設備による注水を実施しても水位が維持できな

い場合に常設スプレイヘッダを優先して使用するが，外

的要因(航空機衝突又は竜巻等)により，常設スプレイヘ

ッダの機能が喪失した場合は，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級)1 台及び可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)1 台，又は可

搬型代替注水ポンプ(A-2級)2台により，可搬型スプレイ
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ヘッダを使用したスプレイを実施することで使用済燃料

プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界

を防止する。 

なお，可搬型代替注水ポンプは(A-1 級)1 台及び(A-2

級)1 台を直列に連結，又は可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)2台を直列に連結して使用する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，更に以下のいずれかの状況に至り，常設スプレ

イヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプレイが

できない場合。 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端+6000mm を下回る水位

低下を使用済燃料プール水位・温度にて確認した

場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による淡水貯水池を水源とし

た使用済燃料プールへの注水/ スプレイ手順について

は，「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プール代替注水系による可

搬型スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへの

スプレイ(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

燃料プール代替注水系による可搬型スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プールへのスプレイ（あらかじ

め敷設してあるホースが使用できる場合）操作は，1

ユニット当たり中央制御室運転員 1 名，現場運転員 2

名及び緊急時対策要員 4 名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから使用済燃料プールへのスプレ

イ開始までの所要時間は以下のとおり。 

SFP可搬式接続口使用の場合:約 125分 

原子炉建屋大物搬入口からの接続の場合:約 135分 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護
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具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。屋内作業の室温は，事象初期に可搬

型スプレイヘッダの設置を実施するため通常運転時と

同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業ス

ペースを確保していることから，容易に実施可能であ

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 代替淡水貯槽を水源とした対応手順（可搬型代替注水大型

ポンプを使用する場合） 

重大事故等時，代替淡水貯槽を水源とした原子炉圧力容器

への注水，原子炉格納容器内の冷却，フィルタ装置スクラビ

ング水補給，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへ

の注水及び使用済燃料プールへの注水／スプレイを行う手順

を整備する。 

 

ａ．代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポンプに

よる送水（淡水／海水） 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原

子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使

用済燃料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない

場合に，可搬型代替注水大型ポンプによる各種注水を行う。

また，フィルタ装置スクラビング水の水位が低下した場合

に可搬型代替注水大型ポンプによる補給を行う。 

本手順では，災害対策本部による水源特定，可搬型代替

注水大型ポンプの配置，原子炉建屋東側接続口，原子炉建

屋西側接続口，高所東側接続口又は高所西側接続口及びフ

ィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口までのホース

接続及び可搬型代替注水大型ポンプによる送水までの手順

を整備し，原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，

高所東側接続口又は高所西側接続口及びフィルタ装置スク

ラビング水補給ライン接続口から注水等が必要な箇所まで

の操作手順については各条文にて整備する。（手順のリン

ク先については，「1.13.2.1(6)ｂ．～1.13.2.1(6)ｇ．」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 
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に示す。） 

可搬設備による注水等に使用する水源は，西側淡水貯水

設備（淡水）を優先して使用するが，西側淡水貯水設備を

水源として使用できない場合は，代替淡水貯槽（淡水）を

使用する。淡水による各種注水が枯渇等により継続できな

い場合は海水による各種注水に切り替えるが，代替淡水貯

槽を経由して注水が必要な箇所へ送水することにより，各

種注水を継続しながら淡水から海水への水源の切替えが可

能である。 

ただし，フィルタ装置スクラビング水補給は原則淡水補

給のみとする。なお，代替淡水貯槽への淡水補給及び海水

の補給は，「1.13.2.2(1)ａ． 可搬型代替注水中型ポンプ

又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補

給（淡水／海水）」の手順にて実施する。 

水源特定，可搬型代替注水大型ポンプの配置，原子炉建

屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口又

は高所西側接続口及びフィルタ装置スクラビング水補給ラ

イン接続口までのホース接続及び送水の一連の流れはどの

対応においても同じであり，水源から原子炉建屋東側接続

口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口又は高所西側

接続口及びフィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口

までの距離及び選択する接続口（送水能力）によりホース

数量が決まる。 

なお，水源と原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接

続口，高所東側接続口又は高所西側接続口の選択は，原子

炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口を優先する。

原子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口が使用で

きない場合は，高所東側接続口又は高所西側接続口を使用

する。 

原子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口の選択

は，各作業時間（出動準備，移動，代替淡水貯槽の蓋開放，

ポンプ設置，ホース敷設，原子炉建屋西側接続口の蓋開放，

ホース接続及び送水準備）を考慮し，送水開始までの時間

が最短となる組み合わせを優先して選択する。代替淡水貯

槽を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器

内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへ

の注水及び使用済燃料プールへの注水／スプレイを実施す

る場合は，送水開始までの時間が最短となる原子炉建屋西
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側接続口を優先して使用する。 

高所東側接続口又は高所西側接続口の選択は，各作業時

間（出動準備，移動，代替淡水貯槽の蓋開放，ポンプ設置，

ホース敷設，ホース接続及び送水準備）を考慮し，送水開

始までの時間が最短となる組み合わせを優先して選択する。

代替淡水貯槽を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子

炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原子

炉ウェルへの注水及び使用済燃料プールへの注水／スプレ

イを実施する場合は，送水開始までの時間が最短となる高

所西側接続口を優先して使用する。 

(a) 手順着手の判断基準 

代替淡水貯槽（常設低圧代替注水系ポンプを使用する

場合），サプレッション・チェンバ，ろ過水貯蔵タンク，

多目的タンク，復水貯蔵タンク及び西側淡水貯水設備を

水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができ

ない場合。また，フィルタ装置スクラビング水の水位が

通常水位を下回ると判断した場合 

 

(b) 操作手順 

可搬型代替注水大型ポンプによる送水手順の概要は以

下のとおり。概要図を第 1.13－6図に，タイムチャート

を第 1.13－7図に，ホース敷設図を第 1.13－18図及び第

1.13－21図に示す。 

【可搬型代替注水大型ポンプによる原子炉建屋東側接続

口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口又は高所

西側接続口への送水を行う場合】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策

本部長代理に可搬型代替注水大型ポンプによる送水

を依頼する。 

②災害対策本部長代理は，プラントの被災状況に応じ

て可搬型代替注水大型ポンプによる各種注水を行う

ことを決定し，各種注水のための原子炉建屋東側接

続口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口又は

高所西側接続口の場所を決定する。 

③災害対策本部長代理は，発電長に送水のための接続

口の場所を連絡する。 

④災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽を水源と
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した送水準備のため，接続口の場所を指示する。 

⑤重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプ

を代替淡水貯槽に配置し，代替淡水貯槽の蓋を開放

後，可搬型代替注水大型ポンプ付属の水中ポンプユ

ニットを代替淡水貯槽へ設置する。 

⑥重大事故等対応要員は，代替淡水貯槽から指示され

た接続口までのホース敷設を行う。 

⑦ａ原子炉建屋東側接続口，高所東側接続口又は高所西

側接続口を選択する場合 

重大事故等対応要員は，接続口へホースの接続を行

う。 

⑦ｂ原子炉建屋西側接続口を選択する場合 

重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続口の蓋

を開放し，接続口へホースの接続を行う。 

⑧発電長は，災害対策本部長代理に建屋内の系統構成

が完了したことを連絡する。 

⑨重大事故等対応要員は，災害対策本部長代理に可搬

型代替注水大型ポンプによる送水準備完了を報告す

る。 

⑩災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替注水大

型ポンプによる送水の開始を連絡する。 

⑪災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

型代替注水大型ポンプによる送水開始を指示する。 

⑫重大事故等対応要員は，接続口の弁の全閉を確認後，

可搬型代替注水大型ポンプを起動し，ホースの水張

り及び空気抜きを行う。 

⑬重大事故等対応要員は，空気抜き完了後，接続口の

弁を開とし，送水を開始したことを災害対策本部長

代理に報告する。 

⑭災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替注水大

型ポンプによる送水を開始したことを連絡する。 

⑮重大事故等対応要員は，注水中は可搬型代替注水大

型ポンプ付きの圧力計で圧力を確認しながら可搬型

代替注水大型ポンプの回転数を操作する。 

【可搬型代替注水大型ポンプによるフィルタ装置スクラ

ビング水補給ライン接続口への送水を行う場合】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策

本部長代理に可搬型代替注水大型ポンプによる送水
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を依頼する。 

②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

型代替注水大型ポンプよる代替淡水貯槽を水源とし

たフィルタ装置スクラビング水補給準備のため，フ

ィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口への送

水準備を指示する。 

③重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプ

を代替淡水貯槽に配置し，代替淡水貯槽の蓋を開放

後，可搬型代替注水大型ポンプ付属の水中ポンプユ

ニットを代替淡水貯槽へ設置する。 

④重大事故等対応要員は，代替淡水貯槽から接続口ま

でのホースを敷設し，フィルタ装置スクラビング水

補給用の蓋を開放する。 

⑤重大事故等対応要員は，接続口へホースの接続を行

う。 

⑥発電長は，災害対策本部長代理にフィルタ装置スク

ラビング水補給の系統構成が完了したことを連絡す

る。 

⑦重大事故等対応要員は，災害対策本部長代理に可搬

型代替注水大型ポンプによる送水準備完了を報告す

る。 

⑧災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替注水大

型ポンプによる送水の開始を連絡する。 

⑨災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

型代替注水大型ポンプによる送水開始を指示する。 

⑩重大事故等対応要員は，接続口の弁の全閉を確認後，

可搬型代替注水大型ポンプを起動し，ホースの水張

り及び空気抜きを行う。 

⑪重大事故等対応要員は，空気抜き完了後，接続口の

弁を開とし，送水を開始したことを災害対策本部長

代理に報告する。 

⑫災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替注水大

型ポンプによる送水を開始したことを連絡する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，重大事故等対応要員 8名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから代替淡水貯槽を水

源とした可搬型代替注水大型ポンプによる送水開始まで，
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原子炉建屋東側接続口に接続した場合において 535分以

内，原子炉建屋西側接続口に接続した場合において 170

分以内，高所東側接続口に接続した場合において 215分

以内，高所西側接続口に接続した場合において 175分以

内，フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口に接

続した場合において 180分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替

注水大型ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，

容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して代替淡水貯槽

から送水先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤラ

イトを用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内

に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4） 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の代替淡水貯槽を水

源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の代替淡水貯槽を水

源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧代替

注水系（可搬型）がある。 

 

(a) 低圧代替注水系（可搬型）による代替淡水貯槽を水源

とした原子炉圧力容器への注水 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力

容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原

子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する

場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅

延又は防止する場合に，低圧代替注水系（可搬型）を起

動し，代替淡水貯槽を水源とした原子炉圧力容器への注

水を実施する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ)  給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉
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圧力容器への注水ができない場合の低圧代替注水

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉

心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）

以上に維持できない場合において，低圧代替注水系

（可搬型）が使用可能な場合※１ 

※1：設備に異常がなく，燃料及び水源（代替淡

水貯槽）が確保されている場合 

【1.4.2.1(1)ａ．(b)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※

１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合にお

いて，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水が可能な場合※２ 

 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，格納容器下部水温（水温計兼

デブリ落下検知用）若しくは格納容器下部

水温（水温計兼デブリ堆積検知用）の上昇

又は格納容器下部水温（水温計兼デブリ落

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水

温計兼デブリ堆積検知用）指示値の喪失に

より確認する。 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及びペデス

タル（ドライウェル部）への注水に必要な

流量（130m３／h，30m３／h～80m３／h）が確

保され，更に低圧代替注水系（可搬型）に

より原子炉圧力容器への注水に必要な流量

（14m３／h～50m３／h）が確保できる場合 

なお，十分な注水流量が確保できない場合

は原子炉格納容器内へのスプレイを優先す

る。 

【1.4.2.1(3)ａ．(e)】 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧代替注水系（可搬型）に
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よる原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，給水・復

水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系に

よる原子炉圧力容器への注水ができず，低圧代替注

水系（可搬型）が使用可能な場合※２ 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（代

替淡水貯槽）が確保されている場合 

【1.8.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができない場合の低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(1)ａ．(b) 低圧代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」，残存溶

融炉心の冷却のための低圧代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(3)ａ．(e) 低圧代替注水系（可搬型）によ

る残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，溶融炉心の

原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

の注水手順については，「1.8.2.2(1)ｂ． 低圧代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水

／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから，低圧代替

注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始

までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【交流動力電源が確保されている場合】 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使
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用した原子炉建屋西側接続口による原子炉圧力容器

への注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

170分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（低圧炉心スプレイ系配管を

使用した原子炉建屋東側接続口による原子炉圧力容

器への注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

535分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使

用した高所西側接続口による原子炉圧力容器への注

水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

175分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使

用した高所東側接続口による原子炉圧力容器への注

水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

215分以内で可能である。 

【全交流動力電源が喪失している場合】 

【現場操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用した原子炉

建屋西側接続口による原子炉圧力容器への注水の場

合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，170分以内で可能であ

る。 

【現場操作（低圧炉心スプレイ系配管を使用した原子

炉建屋東側接続口による原子炉圧力容器への注水の

場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，535分以内で可能であ

る。 
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【現場操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用した高所西

側接続口による原子炉圧力容器への注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，175分以内で可能であ

る。 

【現場操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用した高所東

側接続口による原子炉圧力容器への注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，215分以内で可能であ

る。 

（「1.4.2.1(3)ａ．(e) 低圧代替注水系（可搬型）

による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，

「1.8.2.2(1)ｂ． 低圧代替注水系（可搬型）による原

子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は炉心損傷状

態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できな

い。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。低圧代

替注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注水大

型ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具であ

り，十分な作業スペースを確保していることから，容

易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

ｃ．代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段

としては，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による

原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）がある。 

 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による代替淡

水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が故障によ

り使用できず，代替格納容器スプレイ冷却系（常設），

消火系及び補給水系により原子炉格納容器内へのスプレ
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イができない場合は，代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）により原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は外部水源による原子炉格納容器内へ

のスプレイでのサプレッション・プール水位の上昇及び

原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプ

レイ流量の調整又はスプレイの起動／停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

可搬型代替注水大型ポンプの接続先を複数ある接続口か

ら任意に選択できる構成としている。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ)  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉

心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による

原子炉格納容器内へのスプレイができない場合にお

いて，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）が使

用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレ

イ起動の判断基準に到達した場合※２ 

 

※1：設備に異常がなく，燃料及び水源（代替淡

水貯槽）が確保されている場合 

※2：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライウ

ェル雰囲気温度，サプレッション・チェン

バ雰囲気温度又はサプレッション・プール

水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

(ⅱ)  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉

心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納

容器内へのスプレイができず，代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）が使用可能な場合※２で，原子

炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達し

た場合※３ 
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※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（代

替淡水貯槽）が確保されている場合 

※3：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に達した場合 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

 

ⅱ) 操作手順 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による代替

淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順に

ついては，「1.6.2.1(1)ａ．(d) 代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプ

レイ（淡水／海水）」及び「1.6.2.2(1)ａ．(d) 代替

格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納

容器内へのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから代替格納容

器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内

へのスプレイ開始までの必要な要員数及び所要時間は

以下のとおり。 

【交流動力電源が確保されている場合】 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使

用した原子炉建屋西側接続口による原子炉格納容器

内へのスプレイの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

170分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ａ系配管を使

用した原子炉建屋東側接続口による原子炉格納容器
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内へのスプレイの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

535分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使

用した高所西側接続口による原子炉格納容器内への

スプレイの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

175分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使

用した高所東側接続口による原子炉格納容器内への

スプレイの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

215分以内で可能である。 

【全交流動力電源が喪失している場合】 

【現場操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使用した原子炉

建屋西側接続口による原子炉格納容器内へのスプレ

イの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，195分以内で可能であ

る。 

【現場操作（残留熱除去系Ａ系配管を使用した原子炉

建屋東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレ

イの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，535分以内で可能であ

る。 

【現場操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使用した高所西

側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場

合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，195分以内で可能であ

る。 
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【現場操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使用した高所東

側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場

合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，215分以内で可能であ

る。 

（「1.6.2.2(1)ａ．(d) 代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡

水／海水）」は炉心損傷状態での手順のため全交流動

力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。代替格

納容器スプレイ冷却系（可搬型）として使用する可搬

型代替注水大型ポンプからのホースの接続は，汎用の

結合金具であり，十分な作業スペースを確保している

ことから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

ｄ．代替淡水貯槽を水源としたフィルタ装置スクラビング水

補給 

代替淡水貯槽を水源としたフィルタ装置スクラビング水

補給手段としては，可搬型代替注水大型ポンプによるフィ

ルタ装置水位調整がある。 

(a) 可搬型代替注水大型ポンプによるフィルタ装置スクラ

ビング水補給 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合，格納容器圧力逃がし装

置により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

フィルタ装置の水位が待機時水位下限である 2,530mm

を下回り，下限水位である 1,325mmに到達する前に，代

替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによ

りフィルタ装置へ水張りを実施する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

フィルタ装置水位指示値が 1,500mm以下の場合 
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【1.5.2.1(1)ａ．(b)】 

【1.5.2.1(2)ａ．(b)】 

【1.7.2.1(1)ｂ．(c)】 

【1.7.2.1(2)ａ．(c)】 

 

ⅱ) 操作手順 

代替淡水貯槽を水源としたフィルタ装置スクラビン

グ水補給手順については，「1.5.2.1(1)ａ．(b) フィ

ルタ装置スクラビング水補給」及び「1.7.2.1(1)ｂ．

(c) フィルタ装置スクラビング水補給」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してからフィルタ装

置スクラビング水補給の開始までの必要な要員数及び

所要時間は以下のとおり。 

【フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使

用したフィルタ装置スクラビング水補給】 

・上記の操作は，重大事故等対応要員 8名にて作業

を実施した場合，180分以内で可能である。 

格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室における操作

は，フィルタ装置スクラビング水が格納容器ベント開

始後 7日間は補給操作が不要となる水量を保有してい

ることから，大気中に放出された放射性物質から受け

る放射線量は低下しているとともに，格納容器圧力逃

がし装置格納槽の遮蔽壁により作業が可能な放射線環

境である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，

ホース等の接続は速やかに作業ができるように，フィ

ルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代

替注水大型ポンプの保管場所に使用工具及びホースを

配備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライト

を用いることで，暗闇における作業性についても確保

する。 

 

ｅ．代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

代替淡水貯槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-267



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手段としては，格納容器下部注水系（可搬型）がある。 

 

(a) 格納容器下部注水系（可搬型）による代替淡水貯槽を

水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器

下部注水系（常設），消火系及び補給水系によるペデス

タル（ドライウェル部）への注水機能が喪失した場合，

原子炉格納容器の破損を防止するため格納容器下部注水

系（可搬型）によりペデスタル（ドライウェル部）の床

面に落下した溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷を判断した場合において，ペデスタル（ドラ

イウェル部）の水位を確実に確保するため，水位確保操

作を実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル（ドライ

ウェル部）の床面に落下した溶融炉心を冠水冷却するた

め，ペデスタル（ドライウェル部）への注水を継続する。

その際は，サプレッション・プールの水位が外部水源注

水制限に到達することを遅らせるため，ペデスタル（ド

ライウェル部）の水位を 2.25m～2.75mに維持する。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

原子炉建屋西側接続口，原子炉建屋東側接続口，高所西

側接続口及び高所東側接続口を任意に選択できる構成と

している。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保操作の判断

基準】 

炉心損傷を判断した場合※１で，格納容器下部注水系

（可搬型）が使用可能な場合※２ 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水操作の判断基準】 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラ

メータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判断し

た場合で，格納容器下部注水系（常設），消火系及び

補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水ができず，格納容器下部注水系（可搬型）が使用可

能な場合※２ 
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※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で 300℃以上を確認した場合 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（代替

淡水貯槽）が確保されている場合 

※3：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下（喪失），制御棒の位置

表示の喪失数増加及び原子炉圧力容器温度（下

鏡部）指示値が 300℃到達により確認する。 

※4：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計

兼デブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部

水温（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格

納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

指示値の喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｂ．】 

ⅱ) 操作手順 

格納容器下部注水系（可搬型）による代替淡水貯槽

を水源とした原子炉格納容器下部への注水手順につい

ては，「1.8.2.1(1)ｂ． 格納容器下部注水系（可搬型）

によるペデスタル（ドライウェル部）への注水（淡水

／海水）」にて整備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器下

部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル

部）への注水開始までの必要な要員数及び所要時間は

以下のとおり。 

【原子炉建屋西側接続口を使用したペデスタル（ドラ

イウェル部）水位確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

170分以内で可能である。 

【原子炉建屋東側接続口を使用したペデスタル（ドラ

イウェル部）水位確保の場合】 
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・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

535分以内で可能である。 

【高所西側接続口を使用したペデスタル（ドライウェ

ル部）水位確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

175分以内で可能である。 

【高所東側接続口を使用したペデスタル（ドライウェ

ル部）水位確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

215分以内で可能である。 

【原子炉建屋西側接続口，原子炉建屋東側接続口，高

所西側接続口及び高所東側接続口を使用した原子炉

圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

20分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。格納容

器下部注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注

水大型ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，

容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保する。 

 

ｆ．代替淡水貯槽を水源とした原子炉ウェルへの注水 

代替淡水貯槽を水源とした原子炉ウェルへの注水手段と

しては，格納容器頂部注水系（可搬型）がある。 

 

(a) 格納容器頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェルへ

の注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建

屋等の水素爆発を防止するため，代替淡水貯槽を水源と
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して格納容器頂部注水系（可搬型）により原子炉ウェル

に注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉

格納容器から原子炉建屋原子炉棟への水素漏えいを抑制

する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，ドライウェル

雰囲気温度指示値が 171℃を超えるおそれがある場合

で，格納容器頂部注水系（常設）による原子炉ウェル

への注水ができず，格納容器頂部注水系（可搬型）に

よる原子炉ウェルへの注水が可能な場合※２ 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で 300℃以上を確認した場合 

※2：設備に異常がなく，燃料及び水源（代替淡水貯

槽）が確保されている場合 

【1.10.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

格納容器頂部注水系（可搬型）による代替淡水貯槽

を水源とした原子炉ウェルへの注水手順については，

「1.10.2.1(1)ｂ． 格納容器頂部注水系（可搬型）に

よる原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）」にて整備

する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから，格納容器

頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェルへの注水開

始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【原子炉建屋西側接続口を使用した原子炉ウェルへの

注水の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

170分以内で可能である。 

【原子炉建屋東側接続口を使用した原子炉ウェルへの

注水の場合】 
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・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

535分以内で可能である。 

【高所西側接続口を使用した原子炉ウェルへの注水の

場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

175分以内で可能である。 

【高所東側接続口を使用した原子炉ウェルへの注水の

場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

215分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。格納容

器頂部注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注

水大型ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，

容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。室温は通常運転時と同程度である。 

なお，一度原子炉格納容器トップヘッドフランジが

冠水するまで注水した後は，蒸発による水位低下を考

慮して定期的に注水し，原子炉格納容器トップヘッド

フランジが冠水する水位を維持することにより，原子

炉格納容器トップヘッドフランジのシール部温度をシ

ールの健全性を保つことができる温度以下に抑えるこ

とが可能である。 

 

ｇ．代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの注水／

スプレイ 

代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの注水／

スプレイ手段としては，代替燃料プール注水系（可搬型）

がある。 

 

(a) 代替燃料プール注水系による注水ライン／常設スプレ

イヘッダを使用した使用済燃料プールへの注水 
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使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又

は使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場

合に，代替淡水貯槽を水源として代替燃料プール注水系

（注水ライン／常設スプレイヘッダ）を使用した可搬型

代替注水大型ポンプにより使用済燃料プールへ注水する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，常設低圧代替注水系

ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン／常

設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの

注水及び消火系による使用済燃料プールへの注水がで

きない場合 

・使用済燃料プール水位低警報又は使用済燃料プー

ル温度高警報が発生した場合 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

ⅱ) 操作手順 

代替燃料プール注水系による代替淡水貯槽を水源と

した使用済燃料プールへの注水手順については，

「1.11.2.1(1)ｂ． 可搬型代替注水中型ポンプ又は可

搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（注水ライン／常設スプレイヘッダ）を使用した使用

済燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから可搬型代替

注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ラ

イン／常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プ

ールへの注水開始までの必要な要員数及び所要時間は

以下のとおり。 

【中央制御室からの操作（原子炉建屋西側接続口を使

用した使用済燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

170分以内で可能である。 

【現場操作（原子炉建屋西側接続口を使用した使用済

燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，
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170分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（原子炉建屋東側接続口を使

用した使用済燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

現場対応を重大事故等対応要員 8名にて作業を実

施した場合，535分以内で可能である。 

【現場操作（原子炉建屋東側接続口を使用した使用済

燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

535分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（高所西側接続口を使用した

使用済燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

現場対応を重大事故等対応要員 8名にて作業を実

施した場合，175分以内で可能である。 

【現場操作（高所西側接続口を使用した使用済燃料プ

ールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

175分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（高所東側接続口を使用した

使用済燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

現場対応を重大事故等対応要員 8名にて作業を実

施した場合，215分以内で可能である。 

【現場操作（高所東側接続口を使用した使用済燃料プ

ールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

215分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。代替燃

料プール注水系（注水ライン／常設スプレイヘッダ）

として使用する可搬型代替注水大型ポンプからのホー

スの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペ

ースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ
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ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

(b) 代替燃料プール注水系による可搬型スプレイノズルを

使用した使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又

は使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場

合に，代替燃料プール注水系（注水ライン／常設スプレ

イヘッダ）を優先して使用するが，代替燃料プール注水

系（注水ライン／常設スプレイヘッダ）の機能が喪失し

た場合は，代替淡水貯槽を水源として代替燃料プール注

水系（可搬型スプレイノズル）を使用した可搬型代替注

水大型ポンプにより使用済燃料プールへ注水する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合 

・使用済燃料プール水位低警報又は使用済燃料プー

ル温度高警報が発生した場合 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合 

ただし，使用済燃料プールエリアへアクセスできる

場合 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

代替燃料プール注水系による代替淡水貯槽を水源と

した使用済燃料プールへの注水手順については，

「1.11.2.1(1)ｃ． 可搬型代替注水大型ポンプによる

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）を使

用した使用済燃料プールへの注水（淡水／海水）」に

て整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから可搬型代替

注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型

スプレイノズル）を使用した使用済燃料プールへの注

水開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとお

り。 
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【原子炉建屋廃棄物処理棟東側扉を使用した場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

435分以内で可能である。 

【原子炉建屋原子炉棟大物搬入口を使用した場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

370分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，

速やかに作業が開始できるように，原子炉建屋内で使

用する資機材は作業場所近傍に配備する。代替燃料プ

ール注水系（可搬型スプレイノズル）として使用する

可搬型代替注水大型ポンプからのホースの接続は，汎

用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

(c) 代替燃料プール注水系による常設スプレイヘッダを使

用した使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより使用

済燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール代替注

水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合

に，代替淡水貯槽を水源として可搬型代替注水大型ポン

プによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）

を使用した使用済燃料プールへのスプレイを実施するこ

とで使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行

を緩和し，臨界を防止する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，さらに以下のいずれかの状況に至り，常設低圧

代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設

スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへのス

プレイができない場合 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-276



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続する場合 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,668mmを下回る水

位低下を使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

にて確認した場合 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

代替燃料プール注水系による代替淡水貯槽を水源と

した使用済燃料プールへのスプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ｂ． 可搬型代替注水中型ポンプ又は可

搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系

（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プール

へのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから可搬型代替

注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設ス

プレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへのスプ

レイ開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のと

おり。 

【原子炉建屋西側接続口を使用した使用済燃料プール

へのスプレイの場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

170分以内で可能である。 

【原子炉建屋東側接続口を使用した使用済燃料プール

へのスプレイの場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

535分以内で可能である。 

【高所西側接続口を使用した使用済燃料プールへのス

プレイの場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

175分以内で可能である。 

【高所東側接続口を使用した使用済燃料プールへのス

プレイの場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び
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重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

215分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。代替燃

料プール注水系（常設スプレイヘッダ）として使用す

る可搬型代替注水大型ポンプからのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

(d) 代替燃料プール注水系による可搬型スプレイノズルを

使用した使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより，使

用済燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール代替

注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場

合に，常設スプレイヘッダを優先して使用するが，常設

スプレイヘッダの機能が喪失した場合は，可搬型代替注

水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型スプ

レイノズル）を使用した使用済燃料プールへのスプレイ

を実施することで使用済燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，さらに以下のいずれかの状況に至り，常設スプ

レイヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプレイ

ができない場合。ただし，使用済燃料プールエリアへ

アクセスできる場合 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,668mmを下回る水

位低下を使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

にて確認した場合 

【1.11.2.2(1)ｃ．】 

ⅱ) 操作手順 

代替燃料プール注水系による代替淡水貯槽を水源と
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した使用済燃料プールへのスプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ｃ． 可搬型代替注水大型ポンプによる

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）を使

用した使用済燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから可搬型代替

注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型

スプレイノズル）を使用した使用済燃料プールへのス

プレイ開始までの必要な要員数及び所要時間は以下の

とおり。 

【原子炉建屋廃棄物処理棟東側扉を使用した場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

435分以内で可能である。 

【原子炉建屋原子炉棟大物搬入口を使用した場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

370分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，

速やかに作業が開始できるように，原子炉建屋内で使

用する資機材は作業場所近傍に配備する。代替燃料プ

ール注水系（可搬型スプレイノズル）として使用する

可搬型代替注水大型ポンプからのホースの接続は，汎

用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

(7) 淡水タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，淡水タンクを水源としたフィルタ装置スク

ラビング水補給を行う手順を整備する。なお，フィルタ装置

スクラビング水補給に使用する淡水タンクは，通常連絡弁を

開としている多目的タンク及びろ過水貯蔵タンクを優先し，

水位を監視しながら原水タンク及び純水貯蔵タンクの連絡弁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 純水タンクを水源とした対応手順 

   重大事故時等，純水タンクを水源とした大量送水車による

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベ

ントフィルタスクラバ容器への補給，原子炉格納容器下部へ

の注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／ス

プレイを行う手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，純水タ

ンクを水源とした可搬

型設備による原子炉等

への注水手段を整備 
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を開とする。 

ａ．淡水タンクを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は

可搬型代替注水大型ポンプによる送水 

フィルタ装置スクラビング水の水位が低下した場合に可

搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプに

よる補給を行う。 

本手順では，災害対策本部による水源の確保として可搬

型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの配

置，フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口までの

ホース接続及び可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替

注水大型ポンプによる送水までの手順を整備し，フィルタ

装置スクラビング水補給ライン接続口から補給が必要な箇

所までの操作手順については，各条文にて整備する。（手

順のリンク先については，「1.13.2.1(7)ｂ．」に示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ａ．純水タンクを水源とした大量送水車による送水 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原

子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃

料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない場合に

大量送水車による各種注水を行う。 

また，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が低下し

た場合に大量送水車による補給を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源特定，大量送水車

の配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又

は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容

器接続口までのホース接続及び大量送水車による送水まで

の手順を整備し，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側

接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタス

クラバ容器接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順

については各条文にて整備する。（手順のリンク先について

は，1.13.2.1(7)ｂ．～1.13.2.1(7)ｇ．に示す。） 

水源特定，大量送水車配置，原子炉建物西側接続口，原

子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベン

トフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び送水

の一連の流れはどの対応においても同じであり，水源から

原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉

建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口

までの距離によりホース数量が決まる。 

原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択

は，重大事故等時の対応として優先度が高い原子炉圧力容

器への注水において，原子炉建物西側接続口を使用するよ

り圧力損失が小さく，必要注水流量に対して余裕を持った

流量を確保できる原子炉建物南側接続口を優先して使用す

る。なお，原子炉格納容器内へのスプレイ，原子炉格納容

器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへ

の注水／スプレイは，原子炉圧力容器への注水手順にて原

子炉建物南側に設置する送水ヘッダを介して各接続口まで

のホースを接続することで，ホース敷設長さを短くでき，

作業を効率的に実施可能であることから，原子炉圧力容器

への注水と同様，原子炉建物南側接続口を優先して使用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-280



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

フィルタ装置スクラビング水の水位が通常水位を下回

ると判断した場合 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポ

ンプによる送水手順の概要は以下のとおり。概要図を第

1.13－6図に，タイムチャートを第 1.13－7図に，ホー

ス敷設図は第 1.13－22図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，

復水貯蔵タンク，補助消火水槽，輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への

注水等の各種注水ができない場合※１。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，

土石流の発生により水源として使用できない場合

を含む。 

 

(b) 操作手順 

純水タンクを水源とした大量送水車による送水手順の

概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－10図に，タイム

チャートを第 1.13－11 図に，ホース敷設図を第 1.13－

41図及び第 1.13－42図に示す。 

 

［大量送水車による原子炉建物西側接続口，原子炉建

物南側接続口又は原子炉建物内接続口への送水を行

う場合］ 

①緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて

大量送水車による各種注水を行うことを決定し，

各種注水のための原子炉建物西側接続口，原子炉

建物南側接続口又は原子炉建物内接続口の場所を

決定する。 

②緊急時対策本部は，当直長に送水のための接続口

の場所を報告する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車

による純水タンクを水源とした送水準備のため，

接続口の場所を指示する。 

④緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量

送水車を移動させる。 

⑤緊急時対策要員は，純水タンクから指示された接

続口までのホース敷設，系統構成を行う。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車

による送水準備完了を報告する。 

⑦緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送

水の開始を報告する。 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車

による送水開始を指示する。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 
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①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策

本部長代理に可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプによる送水を依頼する。 

②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる淡水タンクを水源としたフィルタ装置スク

ラビング水補給準備のため，フィルタ装置スクラビ

ング水補給ライン接続口への送水準備を指示する。 

③重大事故等対応要員は，可搬型代替注水中型ポンプ

又は可搬型代替注水大型ポンプを淡水タンクに配置

し，多目的タンク配管・弁の予備ノズルと可搬型代

替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプ付

属の水中ポンプユニット吸込口をホースで接続する。 

④重大事故等対応要員は，淡水タンクから接続口まで

のホースを敷設し，フィルタ装置スクラビング水補

給用の蓋を開放する。 

⑤重大事故等対応要員は，接続口へホースの接続を行

う。 

⑥発電長は，災害対策本部長代理にフィルタ装置スク

ラビング水補給の系統構成が完了したことを連絡す

る。 

⑦重大事故等対応要員は，災害対策本部長代理に可搬

型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる送水準備完了を報告する。 

⑨緊急時対策要員は，接続口の弁の全閉を確認後，

大量送水車を起動し，ホースの水張り及び空気抜

きを行い，ホースに異常のないことを確認する。 

⑩緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確

認後，接続口の弁を開とし，送水を開始したこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑪緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送

水を開始したことを報告する。 

⑫緊急時対策要員は，注水中はホースの結合金具付

きの可搬型圧力計で圧力を確認しながら大量送水

車を操作する。 

 

［大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器

接続口への送水を行う場合］ 

①緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車

による純水タンクを水源とした第１ベントフィル

タスクラバ容器への補給準備のため，第１ベント

フィルタスクラバ容器接続口への送水準備を指示

する。 

 

 

 

②緊急時対策要員は，大量送水車を純水タンクに配

置し，大量送水車付属の水中ポンプユニットを設

置する。 

 

 

③緊急時対策要員は，純水タンクから接続口までの

ホースを敷設し，第１ベントフィルタスクラバ容

器接続口の蓋を開放する。 

④緊急時対策要員は，接続口へホースの接続を行う。 

 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベント

フィルタスクラバ容器への補給の系統構成が完了

したことを報告する。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車

による送水準備完了を報告する。 
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⑧災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替注水中

型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水

の開始を連絡する。 

⑨災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる送水開始を指示する。 

⑩重大事故等対応要員は，多目的タンク配管・弁の予

備ノズル弁を全開とし，接続口の弁の全閉を確認後，

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型

ポンプを起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行

う。 

⑪重大事故等対応要員は，空気抜き完了後，接続口の

弁を開とし，送水を開始したことを災害対策本部長

代理に報告する。 

⑫災害対策本部長代理は，可搬型代替注水中型ポンプ

又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水を開始し

たことを連絡する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，重大事故等対応要員 8名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから淡水タンクを水源

とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプによるフィルタ装置スクラビング水補給ライン

接続口に接続した場合において165分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替

注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプからのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペ

ースを確保していることから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水タンクか

ら送水先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送

水の開始を報告する。 

 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車

による送水開始を指示する。 

 

⑨緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ補給止め弁の全閉を

確認後，大量送水車を起動し，ホースの水張り及

び空気抜きを行い，ホースに異常のないことを確

認する。 

 

⑩緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確

認後，ＦＣＶＳ補給止め弁を開とし，送水を開始

したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送

水を開始したことを報告する。 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから純水タンクを水源とした大

量送水車による送水開始まで，原子炉建物西側接続口（低

圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続

口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系

接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合

において２時間以内，原子炉建物南側接続口（低圧原子炉

代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデ

スタル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続口，

原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合おいて２

時間以内，原子炉建物内接続口（低圧原子炉代替注水系接

続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注

水系接続口）に接続した場合において３時間 10分以内，第

１ベントフィルタスクラバ容器接続口に接続した場合おい

て２時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホー

スの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペース

を確保していることから，容易に実施可能である。 
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また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤラ

イトを用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内

に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構内のアクセスルートの状況を考慮して純水タンクから

送水先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を

用いることで，暗闇における作業性についても確保してい

る。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に

待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-3） 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源

とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源

とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）がある。 

 

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による純水タンクを

水源とした原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却

系による原子炉圧力容器への注水ができない場合，残存溶

融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放

熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部

への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替注水

系（可搬型）を起動し，純水タンクを水源とした原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用

炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉

心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）

以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※

１。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源(純水タンク)

が確保されている場合。 
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【1.4.2.1(1)ａ．(d)】 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※

１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合にお

いて，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子

炉圧力容器への注水が可能な場合。 

 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェ

ル圧力指示値の上昇及びペデスタル温度指示値

の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪

失により確認する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(d)】 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給

水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系に

よる原子炉圧力容器への注水ができず，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準

事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（純水

タンク）が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷

却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合の低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ
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の注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d) 低圧原子炉

代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡

水／海水）」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代

替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順

については，「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，

溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止

するための低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子

炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1)ｇ．低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

の注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による純水タンクを

水源とした原子炉圧力容器への注水操作のうち，運転員

が実施する原子炉建物原子炉棟内での各注入配管の系統

構成を，交流電源が確保されている場合は中央制御室運

転員１名及び現場運転員２名，全交流動力電源が喪失し

ている場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名

にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

 

［交流電源が確保されている場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），低圧原

子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）又は低圧原子炉

代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：

40分以内 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）使用の

場合：50分以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）使用又

は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

使用（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響がある場合）の場合：40分以内 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水操作のうち，緊急時対策要員が実施す
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る屋外での大量送水車による送水操作に必要な要員数及

び想定時間は以下のとおり。 

 [低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低

圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用す

る場合] 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時間以内 

[低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を

使用する場合（故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響がある場合）]

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分

以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水操作は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接

続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口

（西）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原

子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水開始まで２時間以内で可能である。また，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，

作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水開始まで３時間10分以内

で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子

炉格納容器へのスプレイを実施する場合の想定時間は以

下のとおり。 

[交流電源が確保されている場合：10分以内] 

[全交流動力電源が喪失している場合：40分以内] 

（「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，「1.8.2.2(1)

ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水（淡水／海水）」は炉心損傷状態での手順の

ため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水

系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの

接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 
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また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで暗闇における作業性についても確保して

いる。室温は通常運転時と同程度である。 

 

ｃ．純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段と

しては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器内へのスプレイがある。 

 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンク

を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用

できず，格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイができない場

合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格

納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧となら

ないように，スプレイの起動／停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大

量送水車の接続先を複数ある接続口から任意に選択できる

構成としている。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉心

損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子

炉格納容器内へのスプレイができない場合において，

格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場

合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達した場合※２。 

 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（純水タンク）

が確保されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基

準に到達」とは，サプレッション・チェンバ圧

力，ドライウェル温度指示値が，原子炉格納容

器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場

合。 
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【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

 

（ⅱ） 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）（炉心

損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除

去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器

内へのスプレイができず，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）が使用可能な場合※２で，原子炉格納容

器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※

３。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の 10倍を超えた場合，

又は格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)が

使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源(純水タンク)

が確保されている場合。 

※３： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基

準に到達｣とは，ドライウェル圧力，サプレッシ

ョン・チェンバ圧力，ドライウェル温度又は原

子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，原子炉格納

容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場

合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンク

を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，

「1.6.2.1(1)ａ．(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」及

び「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」に

て整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 
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格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンク

を水源とした原子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち，

運転員が実施する各注入配管の系統構成を，交流電源が

確保されている場合は中央制御室運転員１名及び現場運

転員２名，全交流動力電源が喪失している場合は中央制

御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した

場合の想定時間は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南），格

納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）又は格

納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を

使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：

40分以内 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）使用

の場合：50分以内 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）使用

又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物

内）使用（故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響がある場合）の場合：40分以内 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ操作のうち，緊急時対策要員

が実施する屋外での大量送水車による送水操作に必要な

要員数及び想定時間は以下のとおり。 

 [格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使

用する場合] 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時間以内 

 [格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場合（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合）] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分

以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納

容器内へのスプレイ操作は，格納容器代替スプレイ系（可
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ｂ．淡水タンクを水源としたフィルタ装置スクラビング水補

給 

淡水タンクを水源としたフィルタ装置スクラビング水補

給手段としては，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代

替注水大型ポンプによるフィルタ装置水位調整がある。 

 

(a) 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポ

ンプによるフィルタ装置スクラビング水補給 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合，格納容器圧力逃がし装

置により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

フィルタ装置の水位が待機時水位下限である 2,530mm

を下回り，下限水位である 1,325mmに到達する前に，淡

水タンクを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可

搬型代替注水大型ポンプによりフィルタ装置へ水張りを

実施する。 

搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬

型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断して

から格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器内へのスプレイ開始まで２時間以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物

内）を使用する場合，作業開始を判断してから格納容器

代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ開始まで３時間 10分以内で可能である。 

（「1.6.2.2(1)ａ．(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」は

炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使

用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と

同程度である。格納容器代替スプレイ系（可搬型）とし

て使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結

合金具であり，十分な作業スペースを確保していること

から，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

ｄ．純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容

器への補給 

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容

器への補給手段としては，大量送水車による第１ベントフ

ィルタスクラバ容器水位調整がある。 

 

(a) 大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水

位調整（水張り） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合，格納容器フィルタベント系

により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下

回り，下限水位に到達する前に，大量送水車を起動し，純

水タンクを水源として第１ベントフィルタスクラバ容器へ

水張りを実施する。 
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ⅰ) 手順着手の判断基準 

フィルタ装置水位指示値が 1,500mm以下の場合 

 

【1.5.2.1(1)ａ．(b)】 

【1.5.2.1(2)ａ．(b)】 

【1.7.2.1(1)ｂ．(c)】 

【1.7.2.1(2)ａ．(c)】 

ⅱ) 操作手順 

淡水タンクを水源としたフィルタ装置スクラビング

水補給手順については，「1.5.2.1(1)ａ．(b) フィル

タ装置スクラビング水補給」及び「1.7.2.1(1)ｂ．(c) 

フィルタ装置スクラビング水補給」にて整備する。 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してからフィルタ装

置スクラビング水補給の開始までの必要な要員数及び

所要時間は以下のとおり。 

【フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使

用したフィルタ装置スクラビング水補給】 

・上記の操作は，重大事故等対応要員 8名にて作業

を実施した場合，165分以内で可能である。 

格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室における操作

は，フィルタ装置スクラビング水が格納容器ベント開

始後 7日間は補給操作が不要となる水量を保有してい

ることから，大気中に放出された放射性物質から受け

る放射線量は低下しているとともに，格納容器圧力逃

がし装置格納槽の遮蔽壁により作業が可能な放射線環

境である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，

ホース等の接続は速やかに作業ができるように，フィ

ルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代

替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの保

管場所に使用工具及びホースを配備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライト

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が

発報した場合。 

【1.5.2.1(2)ａ．(b)】 

【1.5.2.1(3)ａ．(b)】 

【1.7.2.1(1)ｂ．(b)】 

【1.7.2.1(2)ｂ．(b)】 

ⅱ 操作手順 

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ

容器水位調整(水張り)手順について「1.5.2.1(2)ａ．(b) 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）」及

び「1.7.2.1(1)ｂ．(b) 第１ベントフィルタスクラバ容

器水位調整（水張り）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ

容器への補給操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時

対策要員 12名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから水源と送水ルートの特定～大量送水車の配備～

送水準備～第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続

口使用による大量送水車による注水開始まで２時間以内，

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）完

了まで２時間 20分以内で可能である。 

事故発生後７日間において，第１ベントフィルタスク

ラバ容器水の蒸発による第１ベントフィルタスクラバ容

器の水位低下は評価上想定されないため，第１ベントフ

ィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操作を実施する

ことはないと考えられるが，作業時の被ばくによる影響

を低減するため，緊急時対策要員を交替して対応するこ

とで，作業が可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用

の結合金具であり，十分な作業スペースを確保している

ことから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯
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を用いることで，暗闇における作業性についても確保

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を用いることで，暗闇における作業性についても確保す

る。 

 

ｅ．純水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水手

段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデ

スタル代替注水系（可搬型）がある。 

 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンク

を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル

代替注水系(常設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格

納容器下部への注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器

内の破損を防止するため格納容器代替スプレイ系（可搬型）

により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を実

施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能

性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下し

た溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への

注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内

の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール水位が外

部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみ

た流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格

納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口を任意に選択でき

る構成としている。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉格

納容器下部への初期水張りを実施し，ペデスタル代替注水

系（可搬型）が使用可能な場合は，原子炉圧力容器破損後

の原子炉格納容器下部への注水に用いる系統を格納容器代

替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注水系（可搬

型）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への初期水張りの判断基準］ 
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損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器代替

スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作の判

断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラ

メータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判断し

た場合で，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水ができず，格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。 

 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容

器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（純水

タンク）が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪

失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の

喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪

失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェ

ル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指示値の

上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失

により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｄ．】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンク

を水源とした原子炉格納容器下部への注水手順について

は，「1.8.2.1(1)ｄ．格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」にて

整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への初期水張りの場合］ 
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【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，25分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，40分以内で可能である。 

 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への初期水張り操作のうち，緊急時対策

要員が実施する屋外での格納容器代替スプレイ系（可搬

型）による送水操作に必要な要員数及び想定時間は以下

のとおり。 

 

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又

は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）

を使用する場合】 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時間以内 

 

【格納容器代替スプレイ系（建物内）を使用する場合

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10

分以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水操作は，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬

型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断して

から原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認する

まで２時間以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建

物内）を使用する場合，作業開始を判断してから原子炉

格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで３時間

10分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水の場合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開
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始を判断してから 10分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大

量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

十分な作業スペースを確保していることから，容易に実

施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

 (b) ペデスタル代替注水系（可搬型）による純水タンクを

水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル

代替注水系(常設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格

納容器下部への注水機能が喪失した場合，原子炉格納容器

の破損を防止するためペデスタル代替注水系（可搬型）に

より原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を実施

する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能

性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下し

た溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への

注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納容器内

の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール水位が外

部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余裕をみ

た流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペ

デスタル代替注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる

構成としている。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉格

納容器下部への初期水張りを実施し，ペデスタル代替注水

系（可搬型）が使用可能な場合は，原子炉圧力容器破損後

の原子炉格納容器下部への注水に用いる系統を格納容器代

替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注水系（可搬

型）に切り替えて注水を行う。 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代

替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作の判

断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラ

メータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判断し

た場合で，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可

能な場合※２。 

 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容

器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（純

水タンク）が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪

失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の

喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示値の喪

失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェ

ル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指示値の

上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又は喪失

により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による純水タンクを

水源とした原子炉格納容器下部への注水手順については，

「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタル代替注水系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」にて整備

する。 
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ⅲ 操作の成立性 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への初期水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，25分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，40分以内で可能である。 

 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水操作のうち，緊急時対策要員が実

施する屋外でのペデスタル代替注水系（可搬型）による

初期水張り操作に必要な要員数及び想定時間は以下のと

おり。 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又は

ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）を使

用する場合】 

緊急時対策要員 12名にて実施した場合：２時間以内 

 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場合（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10

分以内 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水操作は，ペデスタル代替注水系（可搬型）

接続口（南）又はペデスタル代替注水系（可搬型）接続

口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから原子

炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで２時

間以内で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物

内）を使用する場合，作業開始を判断してから原子炉格

納容器下部への初期水張り開始を確認するまで３時間 10

分以内で可能である。 

 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への初期水張り後に原子炉圧力容器の破損を判断
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し，引き続き，原子炉格納容器下部への注水を実施する

場合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから 10分以内で可能である。 

 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への初期水張り後に原子炉圧力容器の破損を

判断し，ペデスタル注水配管が使用可能であり，原子炉

格納容器下部への注水を格納容器代替スプレイ系（可搬

型）からペデスタル代替注水系（可搬型）に切り替える

場合］  

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水操作のうち，運転員が実施する原子炉建

物での系統構成を，中央制御室運転員１名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから 10分以内で可能で

ある。 

また，緊急時対策要員が実施する屋外でのペデスタル

代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注

水操作を緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから 10分以内で可能である。 

なお，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水操作のうち運転員が実施する原子

炉建物での系統構成及び緊急時対策要員が実施する屋外

でのペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水操作は並行して実施し，作業開始を判

断してから 10分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量

送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

十分な作業スペースを確保していることから，容易に実

施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

ｆ．純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水 
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純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水手段とし

ては，原子炉ウェル代替注水系がある。 

(a) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水

（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物

の水素爆発を防止するため，純水タンクを水源として原子

炉ウェル代替注水系により原子炉ウェルに注水することで

原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子炉

建物への水素ガス漏えいを抑制する。 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器

内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉

ウェル代替注水系が使用可能な場合※２。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準

事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場

合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ （ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（純水タンク）

が確保されている場合。 

【1.10.2.1(1)】 

ⅱ 操作手順 

原子炉ウェル代替注水系による純水タンクを水源とし

た原子炉ウェルへの注水手順については，「1.10.2.1(1) 

原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡

水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水操作は，

中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員12名にて原子

炉ウェル代替注水系接続口（南）又は原子炉ウェル代替

注水系接続口（西）を使用した場合，作業開始を判断し

てから原子炉ウェル代替注水開始まで２時間以内で可能

である。 
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円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注

水系として使用する大量送水車からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。室温は通常運転時と同程度である。 

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注

水した後は，蒸発による水位低下を考慮して定期的に注

水し，ドライウェル主フランジが冠水する水位を維持す

ることにより，ドライウェル主フランジのシール部温度

をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑える

ことが可能である。 

 

ｇ．純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ 

純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ

手段としては，燃料プールスプレイ系がある。 

(a) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プ

ールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，純水タンク

を水源として大量送水車により，燃料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が

発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧

が見込めない場合。 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした

燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて
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整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレ

イ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12

名にて燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接

続口（南）又は燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）接続口（西）を使用した場合，作業開始を判断し

てから燃料プールへの注水開始まで２時間以内で可能で

ある。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ

系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎

用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保してい

ることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

(b) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プ

ールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，燃料プール

スプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

注水を優先して実施するが，燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水が実施できな

い場合は，純水タンクを水源として大量送水車により，燃

料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料

プールへの注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，燃料プールスプレイ系

（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水がで

きない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセスでき

る場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が

発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-302



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が見込めない場合。 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした

燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ｃ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレ

イノズル）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」に

て整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへの注水操作は，中央制御室運転員１名，

緊急時対策要員 12名にて作業を実施した場合，作業開始

を判断してから燃料プールへの注水開始までの想定時間

は以下のとおり。 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：２時間

50分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：２時間

50分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業

が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配

備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設

置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に実施可能であ

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

(c) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水

位が異常に低下し，燃料プール代替注水設備による注水を実

施しても水位を維持できない場合に，純水タンクを水源とし

て大量送水車により，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ
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ヘッダ）による燃料プールへのスプレイを実施することで燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を

防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更

に以下のいずれかの状況に至った場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する

場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を燃

料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ａ．】 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした

燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへのスプレイ操作は，中央制御室運転員１名

及び緊急時対策要員 12名にて燃料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）接続口（南）又は燃料プールスプレ

イ系（常設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用した場

合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ開

始まで２時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ

系として使用する大量送水車からのホースの接続は，汎

用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保してい

ることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

(d) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへのスプレイ 
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燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プール

の水位が異常に低下し，燃料プール代替注水設備による注

水を実施しても水位を維持できない場合に，燃料プールス

プレイ系（常設スプレイヘッダ）を優先して使用するが，

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の機能が喪

失した場合は，純水タンクを水源として大量送水車により，

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃

料プールへのスプレイを実施することで燃料プール内の燃

料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更

に以下のいずれかの状況に至り，燃料プールスプレイ系

（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイ

ができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセス

できる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する

場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を燃

料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした

燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレ

イノズル）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへのスプレイ操作は，中央制御室運転員１

名及び緊急時対策要員 12名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから燃料プールへのスプレイまでの想

定時間は以下のとおり。 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：２時間

50分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：２時間
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(7) 海を水源とした対応手順 

重大事故等時，海を水源とした原子炉圧力容器への注水，

原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原

子炉ウェルへの注水及び使用済燃料プールへの注水/スプレイ

を行う手順を整備する。 

重大事故等時，海を水源とした最終ヒートシンク(海)への

代替熱輸送，大気への放射性物質の拡散抑制及び航空機燃料

火災への泡消火を行う手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．海を水源とした大容量送水車（海水取水用）及び可搬型

代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2級)による送水 

 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原

子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使

用済燃料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない

場合に可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による各

種注水を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源の確保として大容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 海を水源とした対応手順 

重大事故等時，海を水源とした原子炉圧力容器への注水，

原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原

子炉ウェルへの注水及び使用済燃料プールへの注水／スプレ

イを行う手順を整備する。 

重大事故等時，海を水源とした残留熱除去系海水系による

冷却水の確保，最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送，大

気への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火，

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機海水系による冷却水の確保，２Ｃ・

２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機海水系への代替送水及び代替燃料プール冷

却系による使用済燃料プールの除熱を行う手順を整備する。 

 

 

ａ．海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる送水 

 

 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原

子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び使

用済燃料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない

場合に可搬型代替注水大型ポンプによる各種注水を行う。 

 

本手順では災害対策本部による水源の確保として可搬型

50分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業

が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配

備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイノズルの設

置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に実施可能であ

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

(8) 海を水源とした対応手順 

重大事故等時，海を水源とした原子炉圧力容器への注水，

原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原

子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイを行

う手順を整備する。 

重大事故等時，海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）による冷却水の確保，最終ヒートシンク

(海)への代替熱輸送，大気への放射性物質の拡散抑制及び航

空機燃料火災への泡消火を行う手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

ａ．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大

量送水車（２台）による送水 

 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原

子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃

料プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない場合に

大量送水車による各種注水を行う。 

 

本手順では緊急時対策要員による水源の確保として大量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

補機冷却系（原子炉補機

海水系含む。）による海

を水源とした冷却水の

確保手順を整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩，⑪，⑫の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 
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量送水車（海水取水用）の配置，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級又は A-2 級)の配置，建屋接続口までのホース接続及び

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による送水まで

の手順を整備し，建屋接続口から注水等が必要な箇所まで

の操作手順については各条文にて整備する。(手順のリンク

先については，1.13.2.1(7)ｂ．～1.13.2.1(7)ⅰ．に示す。) 

 

 

水源の確保，可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)

の配置，建屋接続口までのホース接続及び送水の一連の流

れはどの対応においても同じであり，水源から建屋接続口

までの距離により配置，台数及びホース数量が決まる。 

 

 

 

 

 

なお，水源と建屋接続口の選択は，水源と建屋接続口の

距離が最短となる組み合わせを優先して選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水大型ポンプの配置，原子炉建屋東側接続口，原子

炉建屋西側接続口，高所東側接続口又は高所西側接続口ま

でのホース接続及び可搬型代替注水大型ポンプによる送水

までの手順を整備し，原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋

西側接続口，高所東側接続口又は高所西側接続口から注水

等が必要な箇所までの操作手順については各条文にて整備

する。（手順のリンク先については，「1.13.2.1(8)ｂ．～

1.13.2.1(8)ｆ．」に示す。） 

水源の確保，可搬型代替注水大型ポンプの配置，原子炉

建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口

又は高所西側接続口までのホース接続及び送水の一連の流

れはどの対応においても同じであり，水源から原子炉建屋

東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口又は

高所西側接続口までの距離及び選択する接続口（送水能力）

によりホース数量が決まる。 

 

 

なお，水源と原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接

続口，高所東側接続口又は高所西側接続口の選択は，送水

能力がある原子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続

口を優先する。原子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側

接続口が使用できない場合は，高所東側接続口又は高所西

側接続口を使用する。 

原子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口の選択

は，各作業時間（出動準備，移動，ＳＡ用海水ピットの蓋

開放，ポンプ設置，ホース敷設，原子炉建屋西側接続口の

蓋開放，ホース接続及び送水準備）を考慮し，送水開始ま

での時間が最短となる組み合わせを優先して選択する。海

を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内

の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの

注水及び使用済燃料プールへの注水／スプレイを実施する

場合は，送水開始までの時間が最短となる原子炉建屋西側

接続口を優先して使用する。 

高所東側接続口又は高所西側接続口の選択は，各作業時

間（出動準備，移動，ＳＡ用海水ピットの蓋開放，ポンプ

設置，ホース敷設，ホース接続及び送水準備）を考慮し，

送水開始までの時間が最短となる組み合わせを優先して選

択する。海を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉

送水車又は大型送水ポンプ車の配置，原子炉建物西側接続

口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口までの

ホース接続及び大量送水車による送水までの手順を整備し，

建物接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順につい

ては各条文にて整備する。(手順のリンク先については，

1.13.2.1(8)ｂ．～1.13.2.1(8)ｆ．に示す。) 

 

 

水源の確保，大量送水車又は大型送水ポンプ車の配置，

大量送水車の配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南

側接続口又は原子炉建物内接続口までのホース接続及び送

水の一連の流れはどの対応においても同じであり，水源か

ら原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子

炉建物内接続口までの距離によりホース数量が決まる。 

 

 

 

原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択

は，重大事故等時の対応として優先度が高い原子炉圧力容

器への注水において，原子炉建物西側接続口を使用するよ

り圧力損失が小さく，必要注水流量に対して余裕を持った

流量を確保できる原子炉建物南側接続口を優先して使用す

る。なお，原子炉格納容器内へのスプレイ，原子炉格納容

器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへ

の注水／スプレイは，原子炉圧力容器への注水手順にて原

子炉建物南側に設置する送水ヘッダを介して各接続口まで

のホースを接続することで，ホース敷設長さを短くでき，

作業を効率的に実施可能であることから，原子炉圧力容器

への注水と同様，原子炉建物南側接続口を優先して使用す

る。 

原子炉建物内接続口は，故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる影響がある場合に使用する。 

 

 

 

 

 

 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，接続口

（送水能力）による数量

の差はない 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，作業時

間の観点で差がないこ

とから注水流量が多く

作業を効率的に実施可

能な南側接続口を優先

して使用する 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

建物内接続口は，故意に

よる大型航空機の衝突

その他のテロリズムによ

る影響ある場合に使用 
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(a) 手順着手の判断基準 

復水貯蔵槽，サプレッション・チェンバ，ろ過水タン

ク，淡水貯水池及び防火水槽を水源とした原子炉圧力容

器への注水等の各種注水ができない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

海を水源とした大容量送水車（海水取水用）及び可搬

型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による送水手順の

概略は以下のとおり。概要図を第 1.13.8図に，タイムチ

ャートを第 1.13.9図に示す。 

［水源確保（大容量送水車（海水取水用）による可搬型

代替注水ポンプ(A-1級又は A-2 級)への送水）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原子炉

ウェルへの注水及び使用済燃料プールへの注水／スプレイ

を実施する場合は，送水開始までの時間が最短となる高所

東側接続口を優先して使用する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

代替淡水貯槽（常設低圧代替注水系ポンプを使用する

場合），サプレッション・チェンバ，ろ過水貯蔵タンク，

多目的タンク，復水貯蔵タンク，西側淡水貯水設備及び

代替淡水貯槽（可搬型代替注水大型ポンプを使用する場

合）を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水

ができない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる送水

手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－6図に，

タイムチャートを第1.13－7図に，ホース敷設図を第1.13

－19図に示す。 

 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策

本部長代理に可搬型代替注水大型ポンプによる送水

を依頼する。 

②災害対策本部長代理は，プラントの被災状況に応じ

て可搬型代替注水大型ポンプによる各種注水を行う

ことを決定し，各種注水のための原子炉建屋東側接

続口，原子炉建屋西側接続口，高所東側接続口又は

高所西側接続口の場所を決定する。 

③災害対策本部長代理は，発電長に送水のための接続

口の場所を連絡する。 

④災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，

復水貯蔵タンク，補助消火水槽，ろ過水タンク，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子

炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合※１。 

 

 

 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，

土石流の発生により水源として使用できない場合

を含む。 

 

 

 

 

(b) 操作手順 

海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は

大量送水車（２台）による送水手順の概略は以下のとお

り。概要図を第 1.13－12図に，タイムチャートを第 1.13

－13図に，ホース敷設図を第 1.13－43図に示す。 

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大

量送水車への送水）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 
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大容量送水車（海水取水用）による可搬型代替注

水ポンプ(A-1級又は A-2 級)への送水を実施する

よう緊急時対策要員へ指示する。 

 

② 緊急時対策要員は，大容量送水車（海水取水用）

をタービン建屋近傍屋外に移動させる。 

 

 

 

③ 緊急時対策要員は，ホースの敷設及び接続を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 緊急時対策要員は，ホースに接続継手を接続する。 

 

 

 

⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大容量送水

車（海水取水用）による可搬型代替注水ポンプ(A-1

級又は A-2 級)への送水の準備完了を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受け，

大容量送水車（海水取水用）を起動し可搬型代替

注水ポンプ(A-1級又は A-2 級)への送水を実施す

る。 

 

型代替注水大型ポンプによる海を水源とした送水の

ため接続口の場所を指示する。 

 

 

⑤重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポンプ

を海水取水箇所（ＳＡ用海水ピット）に配置し，Ｓ

Ａ用海水ピットの蓋を開放後，可搬型代替注水大型

ポンプ付属の水中ポンプユニット※１を海水取水箇所

（ＳＡ用海水ピット）へ設置する。 

⑥重大事故等対応要員は，海水取水箇所（ＳＡ用海水

ピット）から指示された接続口までのホース敷設を

行う。 

⑦ａ原子炉建屋東側接続口，高所東側接続口又は高所西

側接続口を選択する場合 

重大事故等対応要員は，接続口へホースの接続を行

う。 

⑦ｂ原子炉建屋西側接続口を選択する場合 

重大事故等対応要員は，原子炉建屋西側接続口の蓋

を開放し，接続口へホースの接続を行う。 

 

 

 

 

⑧発電長は，災害対策本部長代理に建屋内の系統構成

が完了したことを連絡する。 

⑨重大事故等対応要員は，災害対策本部長代理に可搬

型代替注水大型ポンプによる送水準備完了を報告す

る。 

 

⑩災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替注水大

型ポンプによる送水の開始を連絡する。 

⑪災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬

型代替注水大型ポンプによる送水開始を指示する。 

⑫重大事故等対応要員は，接続口の弁の全閉を確認後，

可搬型代替注水大型ポンプを起動し，ホースの水張

り及び空気抜きを行う。 

⑬重大事故等対応要員は，空気抜き完了後，接続口の

弁を開とし，送水を開始したことを災害対策本部長

大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車

への送水を実施するよう緊急時対策要員へ指示する。 

 

 

②緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ

車を海水取水箇所に移動させる。 

 

 

 

③緊急時対策要員は，大量送水車による大量送水車へ

の送水の場合，海水取水箇所から中継する大量送水

車接続口までのホース等の敷設を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④緊急時対策要員は，緊急時対策本部に建物内の系統

構成が完了したことを報告する。 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車又

は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水の準

備完了を報告する。 

 

 

 

 

 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受け，

大量送水車又は大型送水ポンプ車を起動し大量送水

車への送水を実施する。 

 

 

【東海第二】 

 島根２号炉は，緊急時

対策本部が判断，⑨の相

違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備の相違に伴う作

業の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 使用する資機材の相

違 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 
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⑦ 緊急時対策要員は，大容量送水車（海水取水用）

の吐出圧力により必要流量が確保されていること

を確認する。 

⑧ 緊急時対策要員は，大容量送水車（海水取水用）

の運転状態を継続して監視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［海を水源とした大容量送水車（海水取水用）及び可搬

型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2 級)による送水］ 

① 緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて

可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2 級)による

各種注水を行うことを決定し，各種注水のための

建屋接続口の場所及び可搬型代替注水ポンプ(A-1

級又は A-2 級)の配置箇所を決定する。 

② 緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ可搬

型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2 級)を移動させ

る。 

③ 緊急時対策要員は，ホース接続継手から建屋接続

口までのホース敷設と系統構成を行う。 

 

 

 

④ 緊急時対策要員は，「大容量送水車（海水取水用）

による可搬型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2 級)

への送水」作業が完了していることを確認する。 

⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に可搬型代替

注水ポンプ(A-1級又はA-2 級)による送水準備完

了を報告する。 

⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受け，

可搬型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2 級)を起動

し注水/補給を実施する。注水/補給中は可搬型代

代理に報告する。 

⑭災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替注水大

型ポンプによる送水を開始したことを連絡する。 

 

 

 

⑮重大事故等対応要員は，注水中は可搬型代替注水大

型ポンプ付きの圧力計で圧力を確認しながら可搬型

代替注水大型ポンプの回転数を操作する。 

※1：可搬型代替注水大型ポンプ付属の水中ポンプユニ

ット吸込み部には，ストレーナを設置しており，

海面より低く着底しない位置に取水部分を固定す

ることにより，異物の混入を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ

車の吐出圧力により必要流量が確保されていること

を確認する。 

⑧緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ

車の運転状態を継続して監視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は

大量送水車（２台）による送水］ 

①緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大

量送水車による各種注水を行うことを決定し，各種

注水のための建物接続口の場所及び大量送水車の配

置箇所を決定する。 

 

②緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送

水車を移動させる。 

 

③緊急時対策要員は，ホース接続継手から建物接続口

までのホース敷設と系統構成を行う。 

④緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車による大量送

水車への送水の場合，大量送水車接続口から海水取

水箇所までのホース等の敷設を行う。 

⑤緊急時対策要員は，「大量送水車又は大型送水ポンプ

車による大量送水車への送水」作業が完了している

ことを確認する。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車に

よる送水準備完了を報告する。 

 

⑦緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受け，

大量送水車を起動し注水／補給を実施する。注水／

補給中はホースの結合金具付きの可搬型圧力計で圧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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替注水ポンプ(A-1級又は A-2 級)付きの圧力計で

圧力を確認しながら可搬型代替注水ポンプ(A-1

級又は A-2 級)を操作する。 

 

(c) 操作の成立性 

［水源確保（大容量送水車（海水取水用）による可搬型

代替注水ポンプ(A-1級又は A-2 級)への送水）］ 

上記の操作は，緊急時対策要員 8 名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから大容量送水車（海水取

水用）による可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)

への送水まで約 300分で可能である。 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。大容量送水車（海水

取水用）からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

十分な作業スペースを確保していることから，容易に操

作可能である。 

 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

 

 

 

(添付資料 1.13.3-5) 

 

［海を水源とした大容量送水車（海水取水用）及び可搬

型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2 級)による送水］ 

 

上記の操作は，1 ユニット当たり可搬型代替注水ポン

プ(A-1 級又は A-2 級)1 台の操作を緊急時対策要員 2 名

にて実施した場合，作業開始を判断してから送水開始ま

で，建屋近傍の送水ラインと直接接続し，SFP 接続口及

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

 

 

上記の操作は，重大事故等対応要員 8名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから海を水源とした可

搬型代替注水大型ポンプによる送水開始まで，原子炉建

屋東側接続口に接続した場合において 370分以内，原子

炉建屋西側接続口に接続した場合において 310 分以内，

高所東側接続口に接続した場合において 220分以内，高

所西側接続口に接続した場合において 225分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線

防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替

注水大型ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，

容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から送水先

へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤラ

イトを用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内

に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。 

 

（添付資料 1.13.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

力を確認しながら大量送水車を操作する。 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大

量送水車への送水）］ 

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから海を水源とした大量送

水車による大量送水車への送水まで２時間 10分以内，大

型送水ポンプ車による大量送水車への送水まで２時間 10

分以内で可能である。 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車又は大型

送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結合金具で

あり，十分な作業スペースを確保していることから，容

易に操作可能である。 

     構内のアクセスルートの状況を考慮して海から送水先

へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内

に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。 

 

（添付資料 1.13.4-4） 

 

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は

大量送水車（２台）による送水］ 

 

上記の操作は，大量送水車１台の操作を緊急時対策要

員６名にて実施した場合，作業開始を判断してから送水

開始まで，建物近傍の送水ラインと直接接続し，各接続

口に接続する。大量送水車又は大型送水ポンプ車による

【柏崎 6/7】 

 ㉗の相違 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 屋外作業における判

断基準の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑱の相違 
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びウェル接続口に接続した場合において約 305 分で可能

である。 

また，1 ユニット当たり可搬型代替注水ポンプ(A-1 級

又は A-2級)2台又は 3台の操作を緊急時対策要員 2名に

て実施した場合，作業開始を判断してから送水開始まで，

建屋近傍の送水ラインと直接接続し，MUWC 接続口，SFP

接続口に接続した場合において約 315分で可能である。 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポン

プ(A-1 級又は A-2 級)からのホースの接続は，汎用の結

合金具であり，十分な作業スペースを確保していること

から，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から送水先

へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

(添付資料 1.13.3-6) 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原

子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原

子炉圧力容器への注水手段としては，低圧代替注水系（可

搬型）がある。 

(a)  低圧代替注水系（可搬型）による海を水源とした原子

炉圧力容器への注水 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力

容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原

子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する

場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅

延又は防止する場合に，低圧代替注水系（可搬型）を起

動し，海を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原

子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原

子炉圧力容器への注水手段としては，低圧代替注水系（可

搬型）がある。 

(a) 低圧代替注水系（可搬型）による海を水源とした原子

炉圧力容器への注水 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力

容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原

子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する

場合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅

延又は防止する場合に，低圧代替注水系（可搬型）を起

動し，海を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

大量送水車への送水から大量送水車による送水の一連の

作業は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから「大

量送水車（２台）使用の場合」２時間 10 分以内，「大型

送水ポンプ車及び大量送水車使用の場合」２時間 10分以

内で可能である。 

大量送水車（２台）を使用し原子炉建物西側接続口又

は原子炉建物南側接続口に接続する場合，２時間 10分以

内，大型送水ポンプ車及び大量送水車を使用し原子炉建

物西側接続口又は原子炉建物南側接続口に接続する場

合，２時間 10分以内，原子炉建物内接続口に接続する場

合，３時間 10分以内である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホ

ース接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペー

スを確保していることから，容易に操作可能である。 

 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から送水先

へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

（添付資料 1.13.4-5） 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原

子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原

子炉圧力容器への注水手段としては，低圧原子炉代替注水

系（可搬型）がある。 

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による海を水源とし

た原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷

却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合，残

存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器

への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子

炉代替注水系（可搬型）を起動し，海を水源とした原子

炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

隔離時冷却系は非常用

炉心冷却系に含まない 
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ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合の低圧代替

注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低(レベル 3)以上に維持でき

ない場合において，低圧代替注水系(可搬型)及び

注入配管が使用可能な場合※1。 

 

※1：設備に異常がなく，燃料が確保されている

場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(b)】 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※

1により原子炉圧力容器の破損を判断した場合にお

いて，低圧代替注水系(常設)及び消火系が使用で

きず，低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力

容器への注水が可能な場合※2。 

 

※1：｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化｣は，原子炉圧力指示値の低下，格

納容器内圧力指示値の上昇，ドライウェル

雰囲気温度指示値の上昇により確認する。 

 

 

 

 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及び原子炉

格納容器下部への注水に必要な流量

(140m3/h，35～70m3/h) が確保され，更に

低圧代替注水系(可搬型)により原子炉圧

力容器への注水に必要な流量(30m3/h)が確

保できる場合。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ)  給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉

圧力容器への注水ができない場合の低圧代替注水

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉

心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）

以上に維持できない場合において，低圧代替注水系

（可搬型）が使用可能な場合※１ 

 

※1：設備に異常がなく，燃料が確保されている

場合 

【1.4.2.1(1)ａ．(b)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※

１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合にお

いて，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水が可能な場合※２ 

 

 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，格納容器下部水温（水温計兼

デブリ落下検知用）若しくは格納容器下部

水温（水温計兼デブリ堆積検知用）の上昇

又は格納容器下部水温（水温計兼デブリ落

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水

温計兼デブリ堆積検知用）指示値の喪失に

より確認する。 

※2：原子炉格納容器内へのスプレイ及びペデス

タル（ドライウェル部）への注水に必要な

流量（130m３／h，30m３／h～80m３／h）が確

保され，更に低圧代替注水系（可搬型）に

より原子炉圧力容器への注水に必要な流量

（14m３／h～50m３／h）が確保できる場合 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ） 復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用

炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水がで

きない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用

炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）以上に維持できない場合において，低圧

原子炉代替注水系（可搬型）及び注入配管が使用

可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料が確保されている

場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(d)】 

 

（ⅱ） 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※

１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合にお

いて，低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系

及び消火系が使用できず，低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が可能

な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化」は，原子炉圧力指示値の低下，

ドライウェル圧力指示値の上昇，ペデス

タル温度指示値の上昇，ペデスタル水温

度指示値の上昇又は喪失により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

隔離時冷却系は非常用

炉心冷却系に含まない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉕の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメントの

相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑳の相違 
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なお，十分な注水流量が確保できない場

合は溶融炉心の冷却を優先し効果的な注水

箇所を選択する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(c)】 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※1 において，低圧代替

注水系（常設）及び消火系による原子炉圧力容器

への注水ができない場合において，低圧代替注水

系（可搬型）が使用可能な場合※2。 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル（CAMS）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設

計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍

を超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射

線レベル（CAMS）が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した

場合。 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料が確保され

ている場合。 

【1.8.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ．操作手順 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができない場合の低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(1)a.(b) 低圧代替注水系(可搬型)による原

子炉圧力容器への注水(淡水/海水)」，残存溶融炉心の

冷却のための低圧代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3)a.(c) 

低圧代替注水系(可搬型)による残存溶融炉心の冷却

(淡水/海水)」，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落

なお，十分な注水流量が確保できない場合

は原子炉格納容器内へのスプレイを優先す

る。 

【1.4.2.1(3)ａ．(e)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，給水・復

水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系に

よる原子炉圧力容器への注水ができず，低圧代替注

水系（可搬型）が使用可能な場合※２ 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料が確保され

ている場合 

【1.8.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができない場合の低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(1)ａ．(b) 低圧代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」，残存溶

融炉心の冷却のための低圧代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(3)ａ．(e) 低圧代替注水系（可搬型）によ

る残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，溶融炉心の

 

 

 

【1.4.2.1(3)ａ．(d)】 

 

（ⅲ） 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するための低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給

水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系

による原子炉圧力容器への注水ができず，低圧原

子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，

設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10

倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放

射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上

を確認した場合。 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保

されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心

冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d) 低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水（淡水／海水）」，残存溶融炉心の冷却のため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし

ている 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉の原子炉

隔離時冷却系は非常用

炉心冷却に含めない 
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下を遅延又は防止するための低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.8.2.2(1)b. 低圧代替注水系(可搬型)による原子

炉圧力容器への注水(淡水/海水)」にて整備する。 

 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

［交流電源が確保されている場合］ 

 

 

 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者），現場運転員 2名及び緊急時対

策要員 10名にて作業を実施し，作業開始を判断してか

ら低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への

注水開始まで残留熱除去系(B)，残留熱除去系(A)，残

留熱除去系(C)，高圧炉心注水系(B)及び高圧炉心注水

系(C)の注入配管を使用した場合において約315分で可

能である。(「1.4.2.1(3)ａ．(c) 低圧代替注水系(可

搬型) による残存溶融炉心の冷却(淡水/海水)」，

「1.8.2.2(1)ｂ．低圧代替注水系(可搬型)による原子

炉圧力容器への注水(淡水/海水)」は炉心損傷状態での

手順のため残留熱除去系(B)と残留熱除去系(A)注入配

管のみを使用） 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

の注水手順については，「1.8.2.2(1)ｂ． 低圧代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水

／海水）」にて整備する。 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから，低圧代替

注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始

までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

 

 

 

 

【交流動力電源が確保されている場合】 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使

用した原子炉建屋西側接続口による原子炉圧力容器

への注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

310分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（低圧炉心スプレイ系配管を

使用した原子炉建屋東側接続口による原子炉圧力容

器への注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

370分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使

用した高所西側接続口による原子炉圧力容器への注

水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

225分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使

用した高所東側接続口による原子炉圧力容器への注

水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

冷却（淡水／海水）」，溶融炉心の原子炉格納容器下部

への落下を遅延又は防止するための低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順に

ついては，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水操作のうち，運転員が実施する原子炉建

物原子炉棟内での各注入配管の系統構成を，交流電源

が確保されている場合は中央制御室運転員１名及び現

場運転員２名，全交流動力電源が喪失している場合は

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を

実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

 ［交流電源が確保されている場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），低圧

原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）又は低圧原

子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：

40分以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，炉心損

傷前・後における使用配

管は同じ 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に操作可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

 

 

 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1

名，現場運転員 2名及び緊急時対策要員 10名にて作業

を実施し，作業開始を判断してから低圧代替注水系(可

搬型)による原子炉圧力容器への注水開始まで残留熱除

去系(B)，残留熱除去系(A)，残留熱除去系(C)，高圧炉

心注水系(B)及び高圧炉心注水系(C)の注入配管を使用

した場合において約 315分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

220分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全交流動力電源が喪失している場合】 

【現場操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用した原子炉

建屋西側接続口による原子炉圧力容器への注水の場

合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，310分以内で可能であ

る。 

【現場操作（低圧炉心スプレイ系配管を使用した原子

炉建屋東側接続口による原子炉圧力容器への注水の

場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，370分以内で可能であ

る。 

【現場操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用した高所西

側接続口による原子炉圧力容器への注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，225分以内で可能であ

る。 

【現場操作（残留熱除去系Ｃ系配管を使用した高所東

側接続口による原子炉圧力容器への注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）使用

の場合：50 分以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）使用又 

は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

使用（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響がある場合）の場合：40分以内 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水操作のうち，緊急時対策要員が実施

する屋外での大量送水車による送水操作に必要な要員

数及び想定時間は以下のとおり。 

 [低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使

用する場合] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 10

分以内 

[低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場合（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合）] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10

分以内 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水操作は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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(「1.4.2.1(3)ａ．(c) 低圧代替注水系(可搬型)による

残存溶融炉心の冷却(淡水/海水)」，「1.8.2.2(1)ｂ．低

圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水

(淡水/海水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流動

力電源喪失時は使用できない。） 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に操作可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

ｃ．海を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

海を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納

容器内へのスプレイがある。 

(a)  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による海を水

源とした原子炉格納容器冷却 

残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モード)，代替格

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，220分以内で可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「1.4.2.1(3)ａ．(e) 低圧代替注水系（可搬型）

による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，

「1.8.2.2(1)ｂ． 低圧代替注水系（可搬型）による原

子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は炉心損傷状

態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できな

い。） 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

低圧代替注水系（可搬型）として使用する可搬型代

替注水大型ポンプからのホースの接続は，汎用の結合

金具であり，十分な作業スペースを確保していること

から，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

ｃ．海を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

海を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納

容器内へのスプレイがある。 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による海を水

源とした原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が故障によ

接続口（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接

続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してから

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水開始まで２時間 10分以内で可能である。ま

た，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉

代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

開始まで３時間 10分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子

炉格納容器へのスプレイを実施する場合の想定時間は

以下のとおり。 

[交流電源が確保されている場合：10分以内] 

[全交流動力電源が喪失している場合：40分以内] 

（「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，

「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は炉心損

傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用で

きない。） 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同程度である。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大

量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であ

り，十分な作業スペースを確保していることから，容

易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

ｃ．海を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

海を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器

内へのスプレイがある。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源と

した原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系(格納容器冷却モード)が故障により使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 
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納容器スプレイ冷却系（常設）及び消火系による原子炉

格納容器内の冷却機能が喪失した場合，代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）を起動し，海を水源とした原子

炉格納容器内へのスプレイを実施する。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな

らないように，スプレイ流量の調整又はスプレイの起動/

停止を行う。 

 

 

 

 

なお，本手順はプラント状況により可搬型代替注水ポ

ンプ(A-2 級)の接続先を複数ある接続口から任意に選択

できる構成としている。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ）代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モード)，代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び消火系によ

る原子炉格納容器内へのスプレイができない場合に

おいて，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）が

使用可能な場合※1で，原子炉格納容器内へのスプレ

イ起動の判断基準に到達した場合※2。 

※1：設備に異常がなく，燃料が確保されている

場合。 

※2：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達｣とは，格納容器内圧力

(D/W)，格納容器内圧力(S/C)，ドライウェ

ル雰囲気温度，サプレッション・チェンバ

気体温度又はサプレッション・チェンバ・

プール水位指示値が，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(c)】 

 

（ⅱ）代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去

系(格納容器スプレイ冷却モード)，代替格納容器ス

り使用できず，代替格納容器スプレイ冷却系（常設），

消火系及び補給水系により原子炉格納容器内へのスプレ

イができない場合は，代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）により原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は外部水源による原子炉格納容器内へ

のスプレイでのサプレッション・プール水位の上昇及び

原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，スプ

レイ流量の調整又はスプレイの起動／停止を行う。 

 

 

 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

可搬型代替注水大型ポンプの接続先を複数ある接続口か

ら任意に選択できる構成としている。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ)  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による

原子炉格納容器内へのスプレイができない場合にお

いて，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）が使

用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレ

イ起動の判断基準に到達した場合※２ 

 

※1：設備に異常がなく，燃料が確保されている

場合 

※2：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，ドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライウ

ェル雰囲気温度，サプレッション・チェン

バ雰囲気温度又はサプレッション・プール

水位指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ)  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納

できず，格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及

び消火系により原子炉格納容器内にスプレイができない

場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子

炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とな

らないように，スプレイの起動／停止を行う。 

 

 

 

 

 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

大量送水車の接続先を複数ある接続口から任意に選択で

きる構成としている。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

（ⅰ）格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子

炉格納容器内へのスプレイが使用できない場合にお

いて，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可

能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起

動の判断基準に到達した場合※２。 

 

※１：設備に異常がなく，燃料が確保されてい

る場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，サプレッション・

チェンバ圧力，ドライウェル温度指示値

が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動

の判断基準に到達した場合。 

 

 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

 

（ⅱ）格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去

系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ㉓の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，スプ 

レイ起動時に流量調整

後，停止・起動で制御を

実施する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

判断基準として確認

する対象パラメータの相

違 
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プレイ冷却系（常設）及び消火系による原子炉格納

容器内へのスプレイができず，代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）が使用可能な場合※2で，原子炉

格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した

場合※3。 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を

超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射線

レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で 300℃ 以上を確認した場

合。 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，燃料が確保されている

場合。 

※3：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達｣とは，格納容器内圧力

(D/W)，格納容器内圧力(S/C)，ドライウェ

ル雰囲気温度又は原子炉圧力容器下鏡部

温度指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合。 

 

【1.6.2.2(1)ａ．(c)】 

 

ⅱ．操作手順 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による海を

水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，

「1.6.2.1(1)ａ．(c) 代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ(淡水/海

水)」及び「1.6.2.2(1)ａ．(c) 代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレ

イ(淡水/海水)」にて整備する。 

ⅲ．操作の成立性 

 

容器内へのスプレイができず，代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）が使用可能な場合※２で，原子

炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達し

た場合※３ 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェ

ル又はサプレッション・チェンバ内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10倍以上となった場合，又は格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を

確認した場合 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保さ

れている場合 

※3：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達」とは，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に達した場合 

 

 

 

 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

 

ⅱ) 操作手順 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による海を

水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，

「1.6.2.1(1)ａ．(d) 代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／

海水）」及び「1.6.2.2(1)ａ．(d) 代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのス

プレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから代替格納容

へのスプレイができず，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）が使用可能な場合※2で，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)

で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，

設計基準事故相当のガンマ線線量率の10

倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放

射線モニタ(ＣＡＭＳ)が使用できない場

合に原子炉圧力容器温度で300℃以上を

確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，燃料が確保されてい

る場合。 

※３：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達｣とは，ドライウェル圧力，

サプレッション・チェンバ圧力，ドライ

ウェル温度又は原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合。 

 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源

とした原子炉格納容器内の冷却手順については，

「1.6.2.1(1)ａ．(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬

型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海

水）」及び「1.6.2.2(1)ａ．(d) 格納容器代替スプレイ

系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡

水／海水）」にて整備する。 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし

ている 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

判断基準として確認

する対象パラメータの相

違 
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［交流電源が確保されている場合］ 

 

 

 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者），現場運転員 2名及び緊急時対

策要員 10名にて作業を実施し，作業開始を判断してか

ら代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ開始まで約 315 分で可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に操作可能である。 

器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内

へのスプレイ開始までの必要な要員数及び所要時間は

以下のとおり。 

 

 

 

 

【交流動力電源が確保されている場合】 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使

用した原子炉建屋西側接続口による原子炉格納容器

内へのスプレイの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

310分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ａ系配管を使

用した原子炉建屋東側接続口による原子炉格納容器

内へのスプレイの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

370分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使

用した高所西側接続口による原子炉格納容器内への

スプレイの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

225分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使

用した高所東側接続口による原子炉格納容器内への

スプレイの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

220分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

納容器内へのスプレイ操作のうち，運転員が実施する

各注入配管の系統構成を，交流電源が確保されている

場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名，全

交流動力電源が喪失している場合は中央制御室運転員

１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想

定時間は以下のとおり。 

 

［交流電源が確保されている場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南），格

納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）又は格

納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を

使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：

40分以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

 

 

 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1名，

現場運転員 2 名及び緊急時対策要員 10名にて作業を実施

し，作業開始を判断してから代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで

約 5 時間 15分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「1.6.2.2(1)a.(c) 代替格納容器スプレイ冷却系（可

 

 

 

 

 

【全交流動力電源が喪失している場合】 

【現場操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使用した原子炉

建屋西側接続口による原子炉格納容器内へのスプレ

イの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，310分以内で可能であ

る。 

【現場操作（残留熱除去系Ａ系配管を使用した原子炉

建屋東側接続口による原子炉格納容器内へのスプレ

イの場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，370分以内で可能であ

る。 

【現場操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使用した高所西

側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場

合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，225分以内で可能であ

る。 

【現場操作（残留熱除去系Ｂ系配管を使用した高所東

側接続口による原子炉格納容器内へのスプレイの場

合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員及び重大事

故等対応要員）6名及び重大事故等対応要員 8名

にて作業を実施した場合，220分以内で可能であ

る。 

 

 

 

（「1.6.2.2(1)ａ．(d) 代替格納容器スプレイ冷却

 

 

 

 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）使用

の場合：50分以内 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）使用

又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物

内）使用（故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響がある場合）の場合：40分以内 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ操作のうち，緊急時対策要

員が実施する屋外での大量送水車による送水操作に必

要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

 [格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使

用する場合] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 10 分

以内 

 [格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場合（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合）] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分

以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器内へのスプレイ操作は，格納容器代替スプレイ

系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ

系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始

を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 10

分以内で可能である。また，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開

始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間

10分以内で可能である。（「1.6.2.2(1)ａ．(d) 格納容

  

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 
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搬型） による原子炉格納容器内へのスプレイ(淡水/海

水)」は炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失

時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と

同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に操作可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

ｄ．海を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

海を水源とした原子炉格納容器下部への注水手段として

は格納容器下部注水系（可搬型） がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡

水／海水）」は炉心損傷状態での手順のため全交流動

力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）として使用

する可搬型代替注水大型ポンプからのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

ｄ．海を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

海を水源とした原子炉格納容器下部への注水手段として

は，格納容器下部注水系（可搬型）がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内

へのスプレイ（淡水／海水）」は炉心損傷状態での手順

のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

   円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同程度である。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具で

あり，十分な作業スペースを確保していることから，

容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

ｄ．海を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

海を水源とした原子炉格納容器下部への注水手段として

は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代

替注水系（可搬型）がある。 

 (a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源と

した原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタ

ル代替注水系(常設)，復水輸送系及び消火系による原子

炉格納容器下部への注水機能が喪失した場合，原子炉格

納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプレイ系

（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉

心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下

した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部

への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納

容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール

水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当

に余裕をみた流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口を任意に選択

できる構成としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違 
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なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉

格納容器下部への初期水張りを実施し，ペデスタル代替

注水系（可搬型）が使用可能な場合は，原子炉圧力容器

破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる系統を格

納容器代替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注

水系（可搬型）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格 

納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器代替

スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作の判

断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損によるパラ

メータの変化※4 により原子炉圧力容器の破損を判断し

た場合で，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水ができず，格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）が使用可能な場合※2。 

 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容

器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保され

ている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の

喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示

値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示

値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウ

ェル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指示

値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又

は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｄ．】 
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ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源

とした原子炉格納容器下部への注水手順については，

「1.8.2.1(1)ｄ．格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」に

て整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への初期水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，25分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，40分以内で可能である。 

 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への初期水張り操作のうち，緊急時

対策要員が実施する屋外での格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による送水操作に必要な要員数及び想定時

間は以下のとおり。 

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）

又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）

を使用する場合】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間

10分以内 

 

【格納容器代替スプレイ系（建物内）を使用する場

合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間

10分以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水操作は，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を
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(a) 格納容器下部注水系（可搬型）による海を水源とした

原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合，格納容器下部注水

系(常設)及び消火系による原子炉格納容器下部への注水

機能が喪失した場合，格納容器下部注水系(可搬型)を起

動し，海を水源とした原子炉格納容器の下部に落下した

溶融炉心の冷却を実施する。 

 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器の破損後は，原子炉格納容器下

部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納

容器下部への注水を継続する。その際の注水流量は，原

子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレション・

チェンバ・プールの水位が外部水源注水制限に到達しな

いように崩壊熱相当の流量とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 格納容器下部注水系（可搬型）による海を水源とした

原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器

下部注水系（常設），消火系及び補給水系によるペデス

タル（ドライウェル部）への注水機能が喪失した場合，

原子炉格納容器の破損を防止するため格納容器下部注水

系（可搬型）によりペデスタル（ドライウェル部）の床

面に落下した溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷を判断した場合において，ペデスタル（ドラ

イウェル部）の水位を確実に確保するため，水位確保操

作を実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，ペデスタル（ドライ

ウェル部）の床面に落下した溶融炉心を冠水冷却するた

め，ペデスタル（ドライウェル部）への注水を継続する。

その際は，サプレッション・プールの水位が外部水源注

水制限に到達することを遅らせるため，ペデスタル（ド

ライウェル部）の水位を 2.25m～2.75mに維持する。 

判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始

を確認するまで２時間 10分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建

物内）を使用する場合，作業開始を判断してから原子

炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで３

時間 10分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水の場合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具で

あり，十分な作業スペースを確保していることから，

容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(b)  ペデスタル代替注水系（可搬型）による海を水源とし

た原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタ

ル代替注水系(常設)，復水輸送系及び消火系による原子

炉格納容器下部への注水機能が喪失した場合，原子炉格

納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水系（可

搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の

冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可

能性がある場合において，あらかじめ原子炉格納容器下

部への初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下

した溶融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部

への注水を継続する。その際の注水流量は，原子炉格納

容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッション・プール

水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当

に余裕をみた流量とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ㉑の相違 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 
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なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

復水補給水系外部接続口及び消火系連結送水口を任意に

選択できる構成としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ）原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準 

 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器

下部注水系(常設) 及び消火系による原子炉格納

容器下部への注水ができず，格納容器下部注水系

(可搬型)が使用可能な場合※2。 

（ⅱ） 原子炉圧力容器の破損後の原子炉格納容器下部

への注水操作の判断基準 

 

原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損による

パラメータの変化※4 により原子炉圧力容器の破損

を判断した場合で，格納容器下部注水系(常設)，

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

原子炉建屋西側接続口，原子炉建屋東側接続口，高所西

側接続口及び高所東側接続口を任意に選択できる構成と

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

【ペデスタル（ドライウェル部）水位確保操作の判断

基準】 

炉心損傷を判断した場合※１で，格納容器下部注水系

（可搬型）が使用可能な場合※２ 

 

 

【原子炉圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル

部）への注水操作の判断基準】 

 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラ

メータの変化※４により原子炉圧力容器の破損を判断し

た場合で，格納容器下部注水系（常設），消火系及び

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により

ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口を任意に選択で

きる構成としている。 

 

 

 

 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉

格納容器下部への初期水張りを実施し，ペデスタル代替

注水系（可搬型）が使用可能な場合は，原子炉圧力容器

破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる系統を格

納容器代替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注

水系（可搬型）に切り替えて注水を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への初期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，ペデスタル代

替注水系（可搬型）が使用可能な場合※2。 

 

 

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作の判

断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損によるパラ

メータの変化※4 により原子炉圧力容器の破損を判断

した場合で，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用

島根２号炉は，原子炉

圧力容器破損後は崩壊

熱除去に余裕を見た流

量で注水を継続するが，

東海第二は，水位管理に

て対応 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，RPV破

損前の原子炉格納容器

下部への初期水張りの

場合においては，原子炉

格納容器下部への注水

と SA 時の SRV 健全性

確保の観点から，スプレ

イ管を使用した原子炉

格納容器下部へ注水を

優先し，RPV破損後の原

子炉格納容器下部への

注水の場合においては，

ペデスタル代替注水系

（可搬型）を使用した原

子炉格納容器下部への

注水を優先する 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉔の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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消火系による原子炉格納容器下部への注水ができ

ず，格納容器下部注水系(可搬型)が使用可能な場

合※2。 

※1：｢損傷炉心の冷却が未達成｣は，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値が300℃に達した場

合。 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，燃料が確保されている

場合。 

※3：｢原子炉圧力容器の破損の徴候｣は，原子炉

圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表

示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

 

 

 

 

※4：｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータ

の変化｣は，原子炉圧力容器内の圧力の低

下，原子炉格納容器内の圧力の上昇，原子

炉格納容器内の温度の上昇により確認す

る。 

 

 

【1.8.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ．操作手順 

格納容器下部注水系(可搬型)による海を水源とした

原子炉格納容器下部への注水手順については，

「1.8.2.1(1)ｂ．格納容器下部注水系(可搬型)による

原子炉格納容器下部への注水(淡水/海水)」にて整備す

る。 

 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注

水ができず，格納容器下部注水系（可搬型）が使用可

能な場合※２ 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で 300℃以上を確認した場合 

※2：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保されて

いる場合 

※3：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下（喪失），制御棒の位置

表示の喪失数増加及び原子炉圧力容器温度（下

鏡部）指示値が 300℃到達により確認する。 

 

 

 

 

※4：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部水温（水温計兼デブリ落

下検知用）若しくは格納容器下部水温（水温計

兼デブリ堆積検知用）の上昇又は格納容器下部

水温（水温計兼デブリ落下検知用）若しくは格

納容器下部水温（水温計兼デブリ堆積検知用）

指示値の喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

格納容器下部注水系（可搬型）による海を水源とし

た原子炉格納容器下部への注水手順については，

「1.8.2.1(1)ｂ． 格納容器下部注水系（可搬型）によ

るペデスタル（ドライウェル部）への注水（淡水／海

水）」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから格納容器下

部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル

可能な場合※2。 

 

 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容

器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合。 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保され

ている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の

喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示

値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温度指示

値の喪失数増加により確認する。 

 

 

 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウ

ェル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指示

値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上昇又

は喪失により確認する。 

 

 

【1.8.2.1(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による海を水源と

した原子炉格納容器下部への注水手順については，

「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタル代替注水系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」にて

整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納 

容器下部への初期水張りの場合］ 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ㉑の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ㉔の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損の徴候判断のマネジ

メントの相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 原子炉圧力容器の破

損判断のマネジメントの

相違 
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上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者），現場運転員 4名及び緊急時対

策要員 10名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから格納容器下部初期注水の開始を確認するまで

約 315 分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部）への注水開始までの必要な要員数及び所要時間は

以下のとおり。 

【原子炉建屋西側接続口を使用したペデスタル（ドラ

イウェル部）水位確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

310分以内で可能である。 

【原子炉建屋東側接続口を使用したペデスタル（ドラ

イウェル部）水位確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

370分以内で可能である。 

【高所西側接続口を使用したペデスタル（ドライウェ

ル部）水位確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

225分以内で可能である。 

【高所東側接続口を使用したペデスタル（ドライウェ

ル部）水位確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

220分以内で可能である。 

【原子炉建屋西側接続口，原子炉建屋東側接続口，高

所西側接続口及び高所東側接続口を使用した原子炉

圧力容器破損後のペデスタル（ドライウェル部）へ

の注水の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

20分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業 

を実施した場合，25分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業 

を実施した場合，40分以内で可能である。 

また， ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への初期水張り操作のうち，緊急時対

策要員が実施する屋外でのペデスタル代替注水系（可

搬型）による初期水張り操作に必要な要員数及び想定

時間は以下のとおり。 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又は

ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）を使

用する場合】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間

10分以内 

 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）

を使用する場合（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間

10分以内 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水操作は，ペデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（南）又はペデスタル代替注水系（可搬

型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断し

てから原子炉格納容器下部初期注水の開始を確認する

まで２時間 10分以内で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建

物内）を使用する場合，作業開始を判断してから原子

炉格納容器下部初期注水の開始を確認するまで３時間

10分以内で可能である。 

 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への初期水張り後に原子炉圧力容器の破損を

判断し，引き続き，ペデスタル代替注水系（可搬型）

による原子炉格納容器下部への注水を実施する場合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業

 

・体制及びの相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に操作可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

ｅ．海を水源とした原子炉ウェルへの注水 

海を水源とした原子炉ウェルへの注水手段としては格納

容器頂部注水系がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）として使用する可搬

型代替注水大型ポンプからのホースの接続は，汎用の

結合金具であり，十分な作業スペースを確保している

ことから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保する。 

 

ｅ．海を水源とした原子炉ウェルへの注水 

海を水源とした原子炉ウェルへの注水手段としては，格

納容器頂部注水系（可搬型）がある。 

開始を判断してから 10分以内で可能である。 

 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への初期水張り後に原子炉圧力容器の破損

を判断し，ペデスタル注水配管が使用可能であり，原

子炉格納容器下部への注水を格納容器代替スプレイ系

（可搬型）からペデスタル代替注水系（可搬型）に切

り替える場合］  

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納

容器下部への注水操作のうち，運転員が実施する原子

炉建物での系統構成を，中央制御室運転員１名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから 10分以内

で可能である。 

また，緊急時対策要員が実施する屋外でのペデスタ

ル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ

の注水操作を緊急時対策要員２名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから10分以内で可能である。 

なお，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水操作のうち運転員が実施する

原子炉建物での系統構成及び緊急時対策要員が実施す

る屋外でのペデスタル代替注水系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水操作は並行して実施し，作

業開始を判断してから 10分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大

量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であ

り，十分な作業スペースを確保していることから，容

易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

ｅ．海を水源とした原子炉ウェルへの注水 

海を水源とした原子炉ウェルへの注水手段としては原子

炉ウェル代替注水系がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 
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(a)  格納容器頂部注水系による海を水源とした原子炉ウェ

ルへの注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建屋の水素

爆発を防止する場合に，格納容器頂部注水系を起動し，

海を水源とした原子炉ウェルへの注水を実施する。 

原子炉ウェルに注水することで原子炉格納容器頂部を

冷却し，原子炉格納容器から原子炉建屋への水素ガス漏

えいを抑制する。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1 において，原子炉格納容

器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合で，格

納容器頂部注水系が使用可能な場合※2。 

 

 

 

 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃

以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合。 

 

【1.10.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ．操作手順 

格納容器頂部注水系による海を水源とした原子炉ウ

ェルへの注水手順については，「1.10.2.1(1)ａ．格納

容器頂部注水系による原子炉ウェルへの注水(淡水/海

水)」にて整備する。 

 

(a) 格納容器頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェルへ

の注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建

屋等の水素爆発を防止するため，海を水源として格納容

器頂部注水系（可搬型）により原子炉ウェルに注水する

ことで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器か

ら原子炉建屋原子炉棟への水素漏えいを抑制する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，ドライウェル

雰囲気温度指示値が 171℃を超えるおそれがある場合

で，格納容器頂部注水系（常設）による原子炉ウェル

への注水ができず，格納容器頂部注水系（可搬型）に

よる原子炉ウェルへの注水が可能な場合※２ 

 

 

 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で 300℃以上を確認した場合 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合 

 

【1.10.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

格納容器頂部注水系（可搬型）による海を水源とし

た原子炉ウェルへの注水手順については，「1.10.2.1(1)

ｂ． 格納容器頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェ

ルへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

(a) 原子炉ウェル代替注水系による海を水源とした原子炉

ウェルへの注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建

物の水素爆発を防止するため，海を水源として原子炉ウ

ェル代替注水系により原子炉ウェルに注水することで原

子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子炉

建物への水素ガス漏えいを抑制する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1 において，原子炉格納容

器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合で，原

子炉ウェル代替注水系が使用可能な場合※2。 

 

 

 

 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計

基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超え

た場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ (Ｃ

ＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器

温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，燃料が確保されている場

合。 

【1.10.2.1(1)】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉ウェル代替注水系による海を水源とした原子

炉ウェルへの注水手順については，「1.10.2.1(1) 原子

炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡

水／海水）」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，原子炉

ウェル注水手段として

常設設備を有していな

い 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし

ている 
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ⅲ．操作の成立性 

 

 

 

 

 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1

名及び緊急時対策要員 10名にて作業を実施した場合，

作業開始判断から格納容器頂部注水系による原子炉ウ

ェル注水開始まで約 305分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具

及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポンプ

(A-2 級)からのホースの接続は，汎用の結合金具であ

り，十分な作業スペースを確保していることから， 容

易に操作可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

なお，一度原子炉格納容器トップが冠水するまで注

水した後は，原子炉格納容器トップヘッドフランジの

シールの健全性を保つことができる温度以下に抑える

ことが可能であるが，原子炉格納容器トップヘッドフ

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから，格納容器

頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェルへの注水開

始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【原子炉建屋西側接続口を使用した原子炉ウェルへの

注水の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

310分以内で可能である。 

【原子炉建屋東側接続口を使用した原子炉ウェルへの

注水の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

370分以内で可能である。 

【高所西側接続口を使用した原子炉ウェルへの注水の

場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

225分以内で可能である。 

【高所東側接続口を使用した原子炉ウェルへの注水の

場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

220分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。格納容

器頂部注水系（可搬型）として使用する可搬型代替注

水大型ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，

容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。室温は通常運転時と同程度である。 

 

なお，一度原子炉格納容器トップヘッドフランジが

冠水するまで注水した後は，蒸発による水位低下を考

慮して定期的に注水し，原子炉格納容器トップヘッド

フランジが冠水する水位を維持することにより，原子

ⅲ 操作の成立性 

 

 

 

 

 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対

策要員 12名にて原子炉ウェル代替注水系接続口（南）

又は原子炉ウェル代替注水系接続口（西）を使用した

場合，作業開始判断から原子炉ウェル代替注水系によ

る原子炉ウェル注水開始まで２時間10分以内で可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。原子炉ウェル代替

注水系として使用する大量送水車からのホース接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで

注水した後は，蒸発による水位低下を考慮して定期的

に注水し，ドライウェル主フランジが冠水する水位を

維持することにより，ドライウェル主フランジのシー

 

 

 

 

 

 

 

・体制及びの相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 
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ランジのシール部温度が上昇傾向となった場合は，シ

ール部温度が低下するまで，格納容器頂部注水系によ

る原子炉ウェル注水を実施することにより，原子炉格

納容器トップヘッドフランジを冠水させるだけの水位

を維持する。 

 

ｆ．海を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプレイ 

海を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプレイ手段

としては，燃料プール代替注水系がある。 

(a) 海を水源とした燃料プール代替注水系による常設スプ

レイヘッダを使用した使用済燃料プールへの注水 

 

使用済燃料プールの冷却機能と注水機能の喪失，又は

使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合

に，燃料プール代替注水系を起動し，海を水源とした使

用済燃料プールへの注水を実施する。 

 

可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台又は可搬型代替注水

ポンプ(A-2 級)1台により，常設スプレイヘッダを使用し

た使用済燃料プールへの注水が可能である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)で送水が可

能となるよう準備を行うが，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級)の準備ができない場合は，可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)で常設スプレイヘッダから使用済燃料プールへの注水

を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉格納容器トップヘッドフランジのシール部温度をシ

ールの健全性を保つことができる温度以下に抑えるこ

とが可能である。 

 

 

 

ｆ．海を水源とした使用済燃料プールへの注水／スプレイ 

海を水源とした使用済燃料プールへの注水／スプレイ手

段としては，代替燃料プール注水系（可搬型）がある。 

(a) 海を水源とした代替燃料プール注水系による注水ライ

ン／常設スプレイヘッダを使用した使用済燃料プール

への注水 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又

は使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場

合に，海を水源として代替燃料プール注水系（注水ライ

ン／常設スプレイヘッダ）を使用した可搬型代替注水大

型ポンプにより使用済燃料プールへ注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，常設低圧代替注水系

ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン／常

設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの

注水及び消火系による使用済燃料プールへの注水がで

きない場合 

 

 

 

 

 

 

ル部温度をシールの健全性を保つことができる温度以

下に抑えることが可能である。 

 

 

 

 

ｆ．海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ 

海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手段とし

ては，燃料プールスプレイ系がある。 

(a) 海を水源とした燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水 

 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料

プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，海を水

源として大量送水車により，燃料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉙の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，五十四条

の可搬型代替注水設備

の要求に対し同等以上

の効果を有するとして，

常設低圧代替注水ポン

プを重大事故等対処設

備として位置付けてい

るが，島根２号炉は可搬

の燃料プールスプレイ系

1.13-332



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合。 

【1.11.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による海を水源とした使用済

燃料プールへの注水/スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ａ．燃料プール代替注水系による常設ス

プレイヘッダを使用した使用済燃料プールへの注水(淡

水/海水)」にて整備する。 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1

名及び緊急時対策要員 10名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定，可

搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)の配置，送水

準備及び使用済燃料プール注水専用接続口使用による

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による注水

まで約 305分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プール水位低警報又は使用済燃料プー

ル温度高警報が発生した場合 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

代替燃料プール注水系による海を水源とした使用済

燃料プールへの注水手順については，「1.11.2.1(1)

ｂ． 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン／

常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへ

の注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから可搬型代替

注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ラ

イン／常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プ

ールへの注水開始までの必要な要員数及び所要時間は

以下のとおり。 

【中央制御室からの操作（原子炉建屋西側接続口を使

用した使用済燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

310分以内で可能である。 

【現場操作（原子炉建屋西側接続口を使用した使用済

燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

310分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（原子炉建屋東側接続口を使

用した使用済燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

370分以内で可能である。 

【現場操作（原子炉建屋東側接続口を使用した使用済

 

 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が

発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧

が見込めない場合。 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プ

ールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)

ｂ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）に

よる燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対

策要員 12名にて燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）接続口（南）又は燃料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用した場合，作

業開始を判断してから水源と送水ルートの特定，大量

送水車の配置，送水準備及び燃料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）接続口使用による注水まで２時間

10分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

を重大事故等対処設備

として位置付ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注

水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に操作可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(b) 海を水源とした燃料プール代替注水系による可搬型ス

プレイヘッダを使用した使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールの冷却機能と注水機能の喪失，又は

使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合

燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

370分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（高所西側接続口を使用した

使用済燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

225分以内で可能である。 

【現場操作（高所西側接続口を使用した使用済燃料プ

ールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

225分以内で可能である。 

【中央制御室からの操作（高所東側接続口を使用した

使用済燃料プールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

220分以内で可能である。 

【現場操作（高所東側接続口を使用した使用済燃料プ

ールへの注水の場合）】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）3名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

220分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。代替燃

料プール注水系（注水ライン／常設スプレイヘッダ）

として使用する可搬型代替注水大型ポンプからのホー

スの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペ

ースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

(b) 海を水源とした代替燃料プール注水系による可搬型ス

プレイノズルを使用した使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又

は使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールス

プレイ系として使用する大量送水車からのホースの接

続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に操作可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(b) 海を水源とした燃料プールスプレイ系（可搬型スプレ

イノズル）による燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料

プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に，燃料プ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 
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に，燃料プール代替注水系を起動し，海を水源とした使

用済燃料プールへの注水を実施する。 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台又は可搬型代替注水

ポンプ(A-2 級)1台により，可搬型スプレイヘッダを使用

した使用済燃料プールへの注水が可能である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)で送水が可

能となるよう準備を行うが，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級)の準備ができない場合は，可搬型代替注水ポンプ(A-2 

級)で可搬型スプレイヘッダから使用済燃料プールへの注

水を実施する。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，常設スプレイヘッダ

を使用した使用済燃料プールへの注水ができない場合。 

 

 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合。 

 

 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による海を水源とした使用済

燃料プールへの注水/スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プール代替注水系による可搬型

スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへの注水

(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

 

合に，代替燃料プール注水系（注水ライン／常設スプレ

イヘッダ）を優先して使用するが，代替燃料プール注水

系（注水ライン／常設スプレイヘッダ）の機能が喪失し

た場合は，海を水源として代替燃料プール注水系（可搬

型スプレイノズル）を使用した可搬型代替注水大型ポン

プにより使用済燃料プールへ注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合 

 

 

 

・使用済燃料プール水位低警報又は使用済燃料プー

ル温度高警報が発生した場合 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合 

ただし，使用済燃料プールエリアへアクセスでき

る場合 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

代替燃料プール注水系による海を水源とした使用済

燃料プールへの注水手順については，「1.11.2.1(1)

ｃ． 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール

注水系（可搬型スプレイノズル）を使用した使用済燃

料プールへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから可搬型代替

注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型

スプレイノズル）を使用した使用済燃料プールへの注

ールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プー

ルへの注水を優先して実施するが，燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水が

実施できない場合は，海を水源として大量送水車により，

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による

燃料プールへの注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水

ができない場合。ただし，燃料プールエリアへアクセ

スできる場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復

旧が見込めない場合。 

 

 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プ

ールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)

ｃ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

による燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて整備

する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉙の相違 
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上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1

名，現場運転員 2名及び緊急時対策要員 10名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プール

代替注水系による可搬型スプレイヘッダを使用した使

用済燃料プールへの注水開始までの所要時間は下記の

とおり。 

SFP可搬式接続口使用の場合:約 305分 

 

原子炉建屋大物搬入口からの接続の場合:約 305分 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。屋内作業の室温は，事象初期に可搬

型スプレイヘッダの設置を実施するため通常運転時と

同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業ス

ペースを確保していることから，容易に操作可能であ

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(c) 海を水源とした燃料プール代替注水系による常設スプ

レイヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの大規模な水の漏えいが発生した場

合に，燃料プール代替注水系を起動し，海を水源とした

使用済燃料プールへのスプレイを実施する。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより使用

済燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料プール

注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場

合に，可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台及び可搬型代替

注水ポンプ(A-2 級)2台により，常設スプレイヘッダを使

用したスプレイを実施することで使用済燃料プール内の

水開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとお

り。 

【原子炉建屋廃棄物処理棟東側扉を使用した場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

385分以内で可能である。 

【原子炉建屋原子炉棟大物搬入口を使用した場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

335分以内で可能である。 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，

速やかに作業が開始できるように，原子炉建屋内で使

用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

 

 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）と

して使用する可搬型代替注水大型ポンプからのホース

の接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペー

スを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

(c) 海を水源とした代替燃料プール注水系による常設スプ

レイヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプレイ 

 

 

 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより使用

済燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール代替注

水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合

に，海を水源として可搬型代替注水大型ポンプによる代

替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した

使用済燃料プールへのスプレイを実施することで使用済

 

 

 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対

策要員 12名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズ

ル）による燃料プールへの注水開始までの想定時間は

以下のとおり。 

 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：２時

間 50分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：２時

間 50分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度であ

る。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車か

らのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な

作業スペースを確保していることから，容易に実施可

能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

(c) 海を水源とした燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへのスプレイ 

 

 

 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プール

の水位が異常に低下し，燃料プール代替注水設備による

注水を実施しても水位を維持できない場合に，海を水源

として大量送水車により，燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイを実施

することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉚の相違 

1.13-336



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

なお，可搬型代替注水ポンプは(A-2級)2台を並列に連

結し，さらに可搬型代替注水ポンプ(A-1級)1台を直列に

連結して使用する。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，更に以下のいずれかの状況に至った場合。 

 

 

 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端+6000mm を下回る水位

低下を使用済燃料貯蔵プール水位・温度にて確認

した場合。 

【1.11.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による海を水源とした使用済

燃料プールへの注水/ スプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ａ．燃料プール代替注水系による常設ス

プレイヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプレ

イ(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1

名及び緊急時対策要員 10名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定，可

搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)の配置，送水

準備及び使用済燃料プール注水専用接続口使用による

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)によるスプ

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，

臨界を防止する。 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，さらに以下のいずれかの状況に至り，常設低圧

代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（常設

スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへのス

プレイができない場合 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,668mmを下回る水

位低下を使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

にて確認した場合 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

代替燃料プール注水系による海を水源とした使用済

燃料プールへのスプレイ手順については，「1.11.2.2(1)

ｂ． 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイ

ヘッダ）を使用した使用済燃料プールへのスプレイ（淡

水／海水）」にて整備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから可搬型代替

注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設ス

プレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへのスプ

レイ開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のと

おり。 

【原子炉建屋西側接続口を使用した使用済燃料プール

へのスプレイの場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

310分以内で可能である。 

【原子炉建屋東側接続口を使用した使用済燃料プール

へのスプレイの場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

を緩和し，臨界を防止する。 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，

更に以下のいずれかの状況に至った場合。 

 

 

 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続す

る場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を

燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。 

 

【1.11.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プ

ールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)

ａ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）に

よる燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」にて整備

する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対

策要員 12名にて燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）接続口（南）又は燃料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用した場合，作

業開始を判断してから水源と送水ルートの特定，大量

送水車の配置，送水準備及び燃料プールスプレイ系（常

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 判断基準として確認

する対象パラメータの相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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レイまで約 315分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注

水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に操作可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(d) 海を水源とした燃料プール代替注水系による可搬型ス

プレイヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプレ

イ 

使用済燃料プールの大規模な水の漏えいが発生した場

合に，燃料プール代替注水系を起動し，海を水源とした

使用済燃料プールへのスプレイを実施する。 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより，使

用済燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料プー

ル注水設備による注水を実施しても水位が維持できない

場合に常設スプレイヘッダを優先して使用するが，外的

要因(航空機衝突又は竜巻等)により，常設スプレイヘッ

ダの機能が喪失した場合は，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級)1 台及び可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)1 台，又は可

搬型代替注水ポンプ(A-2級)2台により，可搬型スプレイ

ヘッダを使用したスプレイを実施することで使用済燃料

プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

370分以内で可能である。 

【高所西側接続口を使用した使用済燃料プールへのス

プレイの場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

225分以内で可能である。 

【高所東側接続口を使用した使用済燃料プールへのス

プレイの場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

220分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。代替燃

料プール注水系（常設スプレイヘッダ）として使用す

る可搬型代替注水大型ポンプからのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

(d) 海を水源とした代替燃料プール注水系による可搬型ス

プレイノズルを使用した使用済燃料プールへのスプレ

イ 

 

 

 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより，使

用済燃料プールの水位が異常に低下し，燃料プール代替

注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場

合に，常設スプレイヘッダを優先して使用するが，常設

スプレイヘッダの機能が喪失した場合は，可搬型代替注

水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型スプ

レイノズル）を使用した使用済燃料プールへのスプレイ

を実施することで使用済燃料プール内の燃料体等の著し

い損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

設スプレイヘッダ）接続口使用による大量送水車によ

るスプレイまで２時間 10分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。燃料プールス

プレイ系として使用する大量送水車からのホースの接

続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(d) 海を水源とした燃料プールスプレイ系（可搬型スプレ

イノズル）による燃料プールへのスプレイ 

 

 

 

 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プー

ルの水位が異常に低下し，燃料プール代替注水設備によ

る注水を実施しても水位を維持できない場合に，燃料プ

ールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を優先して使用

するが，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）

の機能が喪失した場合は，海を水源として大量送水車に

より，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

による燃料プールへのスプレイを実施することで燃料プ

ール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を

防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉚の相違 
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を防止する。 

なお，可搬型代替注水ポンプは(A-1級)1台及び可搬型

代替注水ポンプ(A-2 級)1台を直列に連結，又は可搬型代

替注水ポンプ(A-2級)2台を直列に連結して使用する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，更に以下のいずれかの状況に至り，常設スプレ

イヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプレイが

できない場合。 

 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端+6000mm を下回る水位

低下を使用済燃料貯蔵プール水位・温度にて確認

した場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ．操作手順 

燃料プール代替注水系による海を水源とした使用済

燃料プールへの注水/ スプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プール代替注水系による可搬型

スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプ

レイ(淡水/海水)」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

 

 

 

  

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1

名，現場運転員 2名及び緊急時対策要員 10名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プール

代替注水系による可搬型スプレイヘッダを使用した使

用済燃料プールへのスプレイ開始までの所要時間は下

記のとおり。 

 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，さらに以下のいずれかの状況に至り，常設スプ

レイヘッダを使用した使用済燃料プールへのスプレイ

ができない場合。ただし，使用済燃料プールエリアへ

アクセスできる場合 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,668mmを下回る水

位低下を使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域）

にて確認した場合 

【1.11.2.2(1)ｃ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

代替燃料プール注水系による海を水源とした使用済

燃料プールへのスプレイ手順については，「1.11.2.2(1)

ｃ． 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール

注水系（可搬型スプレイノズル）を使用した使用済燃

料プールへのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから可搬型代替

注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型

スプレイノズル）を使用した使用済燃料プールへのス

プレイ開始までの必要な要員数及び所要時間は以下の

とおり。 

【原子炉建屋廃棄物処理棟東側扉を使用した場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

385分以内で可能である。 

【原子炉建屋原子炉棟大物搬入口を使用した場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，

更に以下のいずれかの状況に至り，燃料プールスプレ

イ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのス

プレイができない場合。ただし，燃料プールエリアへ

アクセスできる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続す

る場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mmを下回る水位低下を

燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。 

 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プ

ールへの注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)

ｂ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

による燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」にて整

備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対

策要員 12名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズ

ル）による燃料プールへのスプレイ開始までの想定時

間は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 判断基準として確認

する対象パラメータの相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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SFP可搬式接続口使用の場合:約 315分 

 

原子炉建屋大物搬入口からの接続の場合:約 315分 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。屋内作業の室温は，事象初期に可搬

型スプレイヘッダの設置を実施するため通常運転時と

同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業ス

ペースを確保していることから，容易に操作可能であ

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335分以内で可能である。 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，

速やかに作業が開始できるように，原子炉建屋内で使

用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

 

 

代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）と

して使用する可搬型代替注水大型ポンプからのホース

の接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペー

スを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

ｇ．海を水源とした残留熱除去系海水系による冷却水の確保 

 

海を水源とした残留熱除去系海水系への冷却水を確保す

る手段としては，残留熱除去系海水系がある。 

 

 

(a) 残留熱除去系海水系による冷却水の確保 

 

残留熱除去系海水系が健全な場合は，自動起動信号に

よる作動，又は中央制御室からの手動操作により残留熱

除去系海水系を起動し，残留熱除去系海水系による冷却

水確保を行う。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

残留熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び原子

炉格納容器内の除熱が必要な場合 

【1.5.2.3(1)】 

 

ⅱ) 操作手順 

残留熱除去系海水系による冷却水の確保手順につい

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：２時

間 50分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：２時

間 50分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度であ

る。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車か

らのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な

作業スペースを確保していることから，容易に実施可

能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

ｇ．海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）による冷却水の確保 

海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。）への冷却水を確保する手段としては，原子炉補

機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）がある。 

 

(a) 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による

除熱 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）が健全

な場合は，自動起動信号による作動，又は中央制御室か

らの手動操作により原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）を起動し，原子炉補機冷却系（原子炉補機海

水系を含む。）による冷却水確保を行う。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

残留熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び原子

炉格納容器内の除熱が必要な場合。 

【1.5.2.3(1)】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）によ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

補機冷却系（原子炉補機

海水系含む。）による海

を水源とした冷却水の

確保手順を整備 
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ｇ．海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送

手段としては原子炉補機冷却系と代替原子炉補機冷却系が

ある。 

(a) 原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 

原子炉補機冷却系が健全な場合は，自動起動信号によ

る作動，又は中央制御室からの手動操作により原子炉補

機冷却系を起動し，原子炉補機冷却系による補機冷却水

確保を実施する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

残留熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び原子

炉格納容器内の除熱が必要な場合。 

【1.5.2.3(1)】 

ⅱ．操作手順 

原子炉補機冷却系による補機冷却水確保の手順につ

いては「1.5.2.3(1)原子炉補機冷却系による補機冷却

水確保」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて操作を実施する。操作ス

イッチによる中央制御室からの遠隔操作であるため，

速やかに対応できる。 

(b) 海を水源とした代替原子炉補機冷却系による補機冷却

水確保 

 

ては，「1.5.2.3(1) 残留熱除去系海水系による冷却水

確保」にて整備する。 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除

去系海水系による冷却水供給開始まで 4分以内で可能

である。 

 

 

ｈ．海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送

手段としては，緊急用海水系及び代替残留熱除去系海水系

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 海を水源とした緊急用海水系による冷却水の確保 

 

 

る冷却水の確保手順については，「1.5.2.3(1) 原子炉

補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による除熱」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから，原子炉補機冷

却系（原子炉補機海水系を含む。）による除熱開始まで

３分以内で可能である。 

 

 

ｈ．海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送

手段としては原子炉補機冷却系と原子炉補機代替冷却系が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 海を水源とした原子炉補機代替冷却系による除熱 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

補機冷却系（原子炉補機

海水系含む。）による海

を水源とした冷却水の

確保手順を海を水源と

した原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水系含

む。）による除熱に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，可搬の
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原子炉補機冷却水系又は原子炉補機冷却海水系の機能

が喪失した場合，残留熱除去系を使用した原子炉除熱，

格納容器除熱及び使用済燃料プール除熱戦略ができなく

なるため，代替原子炉補機冷却系を用いた補機冷却水確

保のため，原子炉補機冷却水系の系統構成を行い，代替

原子炉補機冷却系により補機冷却水を供給する。 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備によ

り残留熱除去系の電源が確保されている場合に，冷却水

通水確認後，残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・

プール水冷却モード，格納容器スプレイ冷却モード又は

原子炉停止時冷却モード）を起動し，最終ヒートシンク

（海）へ熱を輸送する。 

 

 

 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系の故障又は全交流動力電源喪失に

より原子炉補機冷却系を使用できない場合。 

【1.5.2.2(1)a.】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．操作手順 

代替原子炉補機冷却系による海を水源とした最終ヒ

ートシンク（海）への代替熱輸送手順については，

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系海水系の機能が喪失した場合，残留熱除

去系を使用した発電用原子炉からの除熱及び原子炉格納

容器内の除熱ができなくなるため，緊急用海水系により

冷却水を供給する。 

 

 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電

源装置により残留熱除去系の電源が確保されている場合

に，冷却水通水確認後，残留熱除去系（原子炉停止時冷

却系），残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）

及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）を起動し，

最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

残留熱除去系海水系の故障又は全交流動力電源の喪

失により残留熱除去系海水系を使用できない場合 

【1.5.2.2(1)ａ．】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 操作手順 

緊急用海水系による海を水源とした最終ヒートシン

ク（海）への代替熱輸送手順については，「1.5.2.2(1)

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合，残留熱除去

系を使用した発電用原子炉からの除熱，原子炉格納容器

内の除熱及び燃料プール水の除熱ができなくなるため，

原子炉補機代替冷却系を用いた除熱のため，原子炉補機

冷却系の系統構成を行い，原子炉補機代替冷却系により

補機冷却水を供給する。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発

電機により残留熱除去系の電源が確保されている場合に，

冷却水通水確認後，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）又は残留熱除去系（サプレッション・プール水冷

却モード）を起動し，最終ヒートシンク（海）へ熱を輸

送する。 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の故

障又は全交流動力電源喪失により原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水系を含む。）を使用できない場合。た

だし，原子炉注水手段がない場合は，原子炉注水準備

を優先する※１。 

※１：常設設備による注水手段がない場合，又は

低圧原子炉代替注水系（常設）による原子

炉注水を実施している場合は大量送水車に

よる注水又は補給準備を実施。 

【1.5.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉補機代替冷却系による海を水源とした最終ヒ

ートシンク（海）への代替熱輸送手順については，

原子炉補機代替冷却系

を四十八条の重大事故

等対処設備としている

が，東海第二は，常設設

備の緊急用海水系を重

大事故等対処設備とし

ている（以下，㉛の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 補機冷却水を供給す

る系統の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を整備 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，残留熱

除去系による格納容器

スプレイは，重大事故等

対処設備として使用し

ない  

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，格納容

器除熱と原子炉注水の

優先順位を記載 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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「1.5.2.2(1)ａ．代替原子炉補機冷却系による補機冷

却水確保」にて整備する。 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名，現場運転員 2名及び緊急時対策要員 13名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから運転員操作

の系統構成完了まで約 255 分，緊急時対策要員操作の

補機冷却水供給開始まで約 540分で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ． 緊急用海水系による冷却水確保」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから緊急用海

水系による冷却水供給開始まで 24分以内で可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱」

にて整備する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから残留熱

代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系によ

る補機冷却水確保までの必要な要員数及び想定時間は

以下のとおり。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口

を使用した補機冷却水確保の場合（ＳＡ電源切替

盤を使用した場合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急

時対策要員15名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから運転員操作の系統構成完了まで１時間40

分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始ま

で７時間20分以内で可能である。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口

を使用した補機冷却水確保の場合（非常用コント

ロールセンタ切替盤を使用した場合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急

時対策要員15名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから運転員操作の系統構成完了まで

１時間50分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却

水供給開始まで７時間20分以内で可能である。 

 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の

場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響がある場合（ＳＡ電源切替盤を

使用した場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急

時対策要員６名にて作業を実施した場合，運転員

操作の系統構成完了まで１時間40分以内，緊急時

対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間以

内で可能である。 

 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の

場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響がある場合（非常用コントロー

ルセンタ切替盤を使用した場合））】 

 ㉛の相違 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ㉛の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，建物内

接続口を使用した手順

を整理 
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なお，炉心の著しい損傷が生じた場合において代替

原子炉補機冷却系を設置する場合， 作業時の被ばくに

よる影響を低減するため，緊急時対策要員を 2 班体制

とし，交替して対応する。 

プラント停止中の運転員の体制においては，中央制

御室対応は当直副長の指揮のもと中央制御室運転員 1

名にて作業を実施する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。屋内作業の室温は通常運転時と同程

度である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

(c) 大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉

補機冷却海水ポンプによる補機冷却水確保 

 

 

 

原子炉補機冷却水系又は原子炉補機冷却海水系の機能

が喪失した場合，残留熱除去系を使用した除熱戦略がで

きなくなるため，代替原子炉補機冷却系により補機冷却

水を確保するが，代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニッ

トが機能喪失した場合は，原子炉補機冷却水系の系統構

成を行い，大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代

替原子炉補機冷却海水ポンプにより，原子炉補機冷却水

系に海水を注入することで補機冷却水を供給する。 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備によ

り残留熱除去系の電源が確保されている場合に，冷却水

通水確認後，目的に応じた運転モードで残留熱除去系（サ

プレッション・チェンバ・プール水冷却モード，格納容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 海を水源とした代替残留熱除去系海水系による冷却水

の確保 

 

 

 

残留熱除去系海水系の機能が喪失した場合，緊急用海

水系が使用できない場合は，残留熱除去系を使用した発

電用原子炉からの除熱及び原子炉格納容器内の除熱がで

きなくなるため，残留熱除去系海水系の系統構成を行い，

代替残留熱除去系海水系により冷却水を供給する。 

 

 

 

常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電

源装置により残留熱除去系の電源が確保されている場合

に，冷却水通水確認後，目的に応じた運転モードで残留

熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サプ

・中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急

時対策要員６名にて作業を実施した場合，運転員

操作の系統構成完了まで１時間50分以内，緊急時

対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間以

内で可能である。 

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。室温は通常運転時と同等である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

(b) 大型送水ポンプ車による除熱 

 

 

 

 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の機能

が喪失した場合，残留熱除去系を使用した除熱戦略がで

きなくなるため，原子炉補機代替冷却系により補機冷却

水を確保するが，移動式代替熱交換設備が機能喪失した

場合は，原子炉補機冷却系の系統構成を行い，大型送水

ポンプ車により，原子炉補機冷却系に海水を注入するこ

とで補機冷却水を供給する。 

 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発

電機により残留熱除去系の電源が確保されている場合に，

冷却水通水確認後，目的に応じた運転モードで残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）及び残留熱除去系（サ

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 被ばく評価結果の相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，自主対策

設備による手段を複数

整備（以下，㉜の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ㉛の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉜の相違 
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器スプレイ冷却モード及び原子炉停止時冷却モード）を

起動し，最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

（ⅰ） 大容量送水車（熱交換器ユニット用）使用の場

合 

代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニットが機能

喪失した場合。 

 

（ⅱ） 代替原子炉補機冷却海水ポンプ使用の場合 

代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニットが機能

喪失した場合で，大容量送水車（熱交換器ユニッ

ト用）が故障等により使用できない場合。 

【1.5.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ．操作手順 

代替原子炉補機冷却系による海を水源とした最終ヒ

ートシンク（海）への代替熱輸送手順については，

「1.5.2.2(1)ｂ．大容量送水車（熱交換器ユニット用）

又は代替原子炉補機冷却海水ポンプによる補機冷却水

確保」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

レッション・プール冷却系）及び残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却系）を起動し，最終ヒートシンク（海）

へ熱を輸送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

残留熱除去系海水系機能喪失又は全交流動力電源喪

失により残留熱除去系海水系が機能喪失した場合で，

緊急用海水系が故障等により使用できない場合 

 

 

 

 

 

 

【1.5.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

代替残留熱除去系海水系による海を水源とした最終

ヒートシンク（海）への代替熱輸送手順については，

「1.5.2.2(1)ｂ． 代替残留熱除去系海水系による冷却

水確保」にて整備する。 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから代替残留熱

除去系海水系による冷却水（海水）供給開始までの必

要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

【代替残留熱除去系海水系Ａ系東側接続口又は代替残

留熱除去系海水系Ｂ系東側接続口による冷却水（海

水）確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

プレッション・プール水冷却モード）を起動し，最終ヒ

ートシンク（海）へ熱を輸送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）機能

喪失又は全交流動力電源喪失により原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水系を含む。）が機能喪失した場合で，

移動式代替熱交換設備が故障等により使用できない場

合。 

 

 

 

 

【1.5.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉補機代替冷却系による海を水源とした最終ヒ

ートシンク（海）への代替熱輸送手順については，

「1.5.2.2(1)ｂ．大型送水ポンプ車による除熱」にて

整備する。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，自主対策

設備として第二代替交

流電源設備を整備 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，残留熱

除去系による格納容器

スプレイは，重大事故等

対処設備として使用し

ない 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ㉛の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉜の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉜の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 
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名（操作者及び確認者），現場運転員 2名及び緊急時対

策要員 8 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから運転員による系統構成完了まで約 255 分，緊

急時対策要員による大容量送水車（熱交換器ユニット

用）を使用した補機冷却水供給開始まで約 300 分で可

能である。また，代替原子炉補機冷却海水ポンプを使

用した場合は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者），現場運転員 2名及び緊急時対

策要員 11名にて作業を実施し，補機冷却水供給開始ま

で約 420分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。屋内作業の室温は通常運転時と同程

度である。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

ｈ．海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制 

海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制手段とし

ては大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放水砲に

よる大気への放射性物質の拡散抑制がある。 

(a) 海を水源とした大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格

納容器の破損を防止するため，格納容器スプレイによる

原子炉格納容器内の除熱やフィルタ装置，代替フィルタ

装置，及び代替循環冷却による原子炉格納容器の減圧及

び除熱させる手段がある。 

また，使用済燃料プールからの大量の水の漏えいによ

り使用済燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料

プール注水設備で注水しても水位が維持できない場合は，

使用済燃料プールへのスプレイにより燃料損傷を緩和す

る手段がある。 

しかし，これらの機能が喪失し，原子炉建屋から直接

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

370分以内で可能である。 

【代替残留熱除去系海水系西側接続口による冷却水

（海水）確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び

重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合，

310分以内で可能である。 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。代替残

留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型

ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

十分な作業スペースを確保していることから，容易に

実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保する。 

 

 

ｉ．海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制 

海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制手段とし

ては，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲に

よる大気への放射性物質の拡散抑制がある。 

(a) 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲によ

る大気への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格

納容器の破損を防止するため，格納容器スプレイによる

原子炉格納容器内の除熱や格納容器圧力逃がし装置及び

代替循環冷却による原子炉格納容器の減圧及び除熱させ

る手段がある。 

また，使用済燃料プールからの大量の水の漏えいによ

り使用済燃料プールの水位が異常に低下し，使用済燃料

プール注水設備で注水しても水位が維持できない場合は，

使用済燃料プールへのスプレイにより燃料損傷を緩和す

る手段がある。 

しかし，これらの機能が喪失し，原子炉建屋から直接

４名及び緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから運転員による系統構成完了ま

で１時間20分以内，緊急時対策要員による大型送水ポ

ンプ車を使用した補機冷却水供給開始まで７時間以内

で可能である。 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やか

に作業が開始できるよう，使用する資機材は作業場所

近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

ｉ．海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制 

海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制手段とし

ては大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物

質の拡散抑制がある。 

(a) 海を水源とした大型送水ポンプ車及び放水砲による大

気への放射性物質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格

納容器の破損を防止するため，格納容器スプレイによる

原子炉格納容器内の除熱や格納容器フィルタベント系及

び残留熱代替除去系による原子炉格納容器の減圧及び除

熱させる手段がある。 

また，燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料

プールの水位が異常に低下し，燃料プール注水設備で注

水しても水位が維持できない場合は，燃料プールへのス

プレイにより燃料損傷を緩和する手段がある。 

 

しかし，これらの機能が喪失し，原子炉建物から直接

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉜の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 
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放射性物質が拡散する場合を想定し，大容量送水車（原

子炉建屋放水設備用），放水砲により原子炉建屋に海水を

放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制する。 

 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

以下のいずれかが該当する場合とする。 

・炉心損傷を判断した場合※1 において，あらゆる注

水手段を講じても原子炉圧力容器への注水が確認

できない場合。 

・使用済燃料プール水位が低下した場合において，

あらゆる注水手段を講じても水位低下が継続する

場合。 

・大型航空機の衝突など，原子炉建屋外観で大きな

損傷を確認した場合。 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子

炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準

事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた

場合，又は格納容器内雰囲気放射線レベル

(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器

温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

【1.12.2.1(1)ａ．】 

 

 

 

 

ⅱ．操作手順 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放水砲

による海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制

手順については，「1.12.2.1(1)ａ．大容量送水車（原

子炉建屋放水設備用）及び放水砲による大気への放射

性物質の拡散抑制」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の現場対応は準備段階では緊急時対策要員（復

旧班員）8 名（水張りは 5 名）にて実施し，所要時間

は，複数あるホース敷設ルートのうち，敷設距離が短

放射性物質が拡散する場合を想定し，可搬型代替注水大

型ポンプ（放水用），放水砲により原子炉建屋に海水を

放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制する手順を整

備する。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

以下のいずれかが該当する場合とする。 

・炉心損傷を判断した場合※１において，あらゆる注

水手段を講じても発電用原子炉への注水が確認で

きない場合 

・使用済燃料プールの水位が低下した場合において，

あらゆる注水手段を講じても水位低下が継続する

場合 

・大型航空機の衝突等，原子炉建屋の外観で大きな

損傷を確認した場合 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で 300℃以上を確認した場合 

 

【1.12.2.1(1)ａ．】 

 

 

 

 

ⅱ) 操作手順 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲に

よる海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制手

順については，「1.12.2.1(1)ａ． 可搬型代替注水大

型ポンプ（放水用）及び放水砲による大気への放射性

物質の拡散抑制」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の現場対応は，準備段階では重大事故等対応要

員 8名（可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の起動，

ホースの水張り及び空気抜きは 4名）にて実施し，所

放射性物質が拡散する場合を想定し，大型送水ポンプ車

及び放水砲により原子炉建物に海水を放水し，大気への

放射性物質の拡散を抑制する。 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかが該当する場合とする。 

・炉心損傷を判断した場合※１において，あらゆる注

水手段を講じても発電用原子炉への注水が確認で

きない場合。 

・燃料プール水位が低下した場合において，あらゆ

る注水手段を講じても水位低下が継続する場合。 

 

・大型航空機の衝突など，原子炉建物外観で大きな

損傷を確認した場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で

原子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設

計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を

超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子

炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場

合。 

【1.12.2.1(1)ａ．】 

 

 

 

 

ⅱ 操作手順 

大型送水ポンプ車及び放水砲による海を水源とした

大気への放射性物質の拡散抑制手順については，

「1.12.2.1(1)ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による

大気への放射性物質の拡散抑制」にて整備する。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の現場対応は緊急時対策要員 12名にて実施し，

想定時間は，複数あるホース敷設ルートのうち，人力

で設置する作業がない原子炉建物西側連絡ルートを優

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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くなる 7 号炉南側からのルートを優先的に選択するこ

とで，手順着手から約 130分（7号炉の場合，6号炉の

場合は約 160 分）で大気への放射性物質の拡散抑制準

備を完了することとしている。（ホース敷設距離が長く

なる 5 号炉北側からのルートでホースを敷設した場合

は，約 190 分で大気への放射性物質の拡散抑制準備を

完了することとしている。） 

 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，

可搬型照明及び通信連絡設備を整備する。作業環境の

周囲温度は外気温と同程度である。ホース等の取付け

については速やかに作業ができるように大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用）の保管場所に使用工具及び

ホースを配備する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

緊急時対策本部からの指示を受けて，大気への放射

性物質の拡散抑制を開始する。緊急時対策要員（復旧

班員）5名にて実施し，手順着手から約 130分以降（7

号炉の場合，6 号炉の場合は約 160 分以降）放水する

ことが可能である。 

 

放水砲は可搬型設備のため，任意に敷設場所を設定

することが可能であり，風向き等の天候状況及びアク

セスルートの状況に応じて，最も効果的な方角から原

子炉建屋破損口等の放射性物質放出箇所に向けて放水

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

放水砲による放水については噴射ノズルを調整する

ことで，放水形状を直線状又は噴霧状に調整でき，放

水形状は，直線状とするとより遠くまで放水できるが，

要時間は，複数あるホース敷設ルートのうち，設置距

離が短くなる廃棄物処理建屋南側から原子炉建屋南側

エリアへのルートを選択した場合は，手順着手から 145

分で大気への放射性物質の拡散抑制の準備を完了する

こととしている（ホース敷設距離が長くなる敷地南側

の防潮堤沿いのルートでホースを敷設した場合は，210

分で大気への放射性物質の拡散抑制の準備を完了する

こととしている）。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，可搬型照明，通信連絡設備を整備する。作業環境

の周囲温度は外気温と同程度である。ホース等の取付

けについては速やかに作業ができるように可搬型代替

注水大型ポンプ（放水用）の保管場所に使用工具及び

ホースを配備する。 

 

 

 

 

災害対策本部長代理からの指示を受けて，大気への

放射性物質の拡散抑制を開始する。重大事故等対応要

員 4名にて実施し，可搬型代替注水大型ポンプ（放水

用）及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制

の実施指示から 5分で放水することが可能である。 

 

放水砲は可搬型設備のため，任意に設置場所を設定

することが可能であり，風向き等の天候状況及びアク

セス状況に応じて，最も効果的な方角から原子炉建屋

の破損口等，放射性物質の放出箇所に向けて放水する。 

 

なお，原子炉建屋への放水に当たっては，原子炉建

屋から漏えいする放射性物質や熱を検出する手段とし

て，必要に応じてガンマカメラ又はサーモカメラを活

用する。原子炉建屋の破損箇所や放射性物質の放出箇

所が確認できない場合は，原子炉建屋の中心に向けて

放水する。 

放水砲による放水は，噴射ノズルを調整することで

放水形状を直線状又は噴霧状に調整でき，放水形状は，

直線状とするとより遠くまで放水できるが，噴霧状と

先的に選択することで，作業開始を判断してから大気

への放射性物質の拡散抑制の準備完了まで４時間30分

以内で可能である。（ホースを人力で設置する排気筒南

側連絡ルートでホースを敷設した場合は，４時間 30分

以内で大気への放射性物質の拡散抑制の準備を完了す

ることとしている。） 

 

 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防

護具，照明及び通信連絡設備を整備する。作業環境の

周辺温度は外気温と同程度である。大型送水ポンプ車

からのホース接続は，速やかに作業ができるように大

型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホースを配

備する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

緊急時対策本部からの指示を受けて，大気への放射

性物質の拡散抑制を開始する。緊急時対策要員５名に

て実施し，大型送水ポンプ車及び放水砲による大気へ

の放射性物質の拡散抑制の実施指示から10分以内で放

水することが可能である。 

 

放水砲は可搬型設備のため，任意に設置場所を設定

することが可能であり，風向き等の天候状況及びアク

セス状況に応じて，最も効果的な方角から原子炉建物

破損口等の放射性物質の放出箇所に向けて放水する。 

 

なお，原子炉建物への放水に当たっては，原子炉建

物から漏えいする放射性物質や熱を検出する手段とし

て，必要に応じてガンマカメラ又はサーモカメラを活

用する。原子炉建物の破損箇所や放射性物質の放出箇

所が確認できない場合は，原子炉建物の中心に向けて

放水する。 

放水砲による放水は，噴射ノズルを調整することで，

放水形状を直線状又は噴霧状に調整でき，放水形状は，

直線状とするとより遠くまで放水できるが，噴霧状と

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉘の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉘の相違 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は 1.12の 

記載を引用 
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噴霧状とすると，直線状よりも放射性物質の拡散抑制

効果が期待できることから，なるべく噴霧状を使用す

る。 

また，直線状で放射する場合も到達点では，噴霧状

になっているため放射性物質の拡散抑制効果がある。 

なお，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水

砲の準備にあたり，プラント状況や周辺の現場状況，

ホースの敷設時間等を考慮し，複数あるホース敷設ル

ートから全対応の作業時間が短くなるよう適切なルー

トを選択する。 

 

ｉ．海を水源とした航空機燃料火災への泡消火 

海を水源とした航空機燃料火災への泡消火手段としては

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原液搬

送車及び泡原液混合装置がある。 

 

(a)  大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡

原液搬送車及び泡原液混合装置による航空機燃料火災

への泡消火 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災が発生した場合は，大容量送水車（原子炉建屋放水

設備用），放水砲，泡原液搬送車及び泡原液混合装置によ

り，海水を水源として，航空機燃料火災への泡消火を行

う手順を整備する。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

【1.12.2.2(2)ａ．】 

ⅱ．操作手順 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡

原液搬送車及び泡原液混合装置による海を水源とした

航空機燃料火災への泡消火手順については，

「1.12.2.2(2)ａ．大容量送水車（原子炉建屋放水設備

用），放水砲，泡原液搬送車及び泡原液混合装置による

航空機燃料火災への泡消火」にて整備する。 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡

すると直線状よりも放射性物質の拡散抑制効果が期待

できることから，なるべく噴霧状を使用する。 

 

また，直線状で放射する場合も到達点では，噴霧状

になっているため放射性物質の抑制効果がある。 

なお，可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水

砲の準備にあたり，プラント状況や周辺の現場状況，

ホースの敷設時間等を考慮し，複数あるホース敷設ル

ートから全対応の作業時間が短くなるよう適切なルー

トを選択する。 

 

ｊ．海を水源とした航空機燃料火災への泡消火 

海を水源とした航空機燃料火災への泡消火手段としては，

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡消火薬

剤容器（大型ポンプ用）及び泡混合器による航空機燃料火

災への泡消火がある。 

(a) 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡消火

薬剤容器（大型ポンプ用）及び泡混合器による航空機

燃料火災への泡消火 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災が発生した場合は，可搬型代替注水大型ポンプ（放

水用），放水砲，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）及び

泡混合器により，海水を水源とした航空機燃料火災への

泡消火を行う手順を整備する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合 

【1.12.2.2(2)ａ．】 

ⅱ) 操作手順 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡

消火薬剤容器（大型ポンプ用）及び泡混合器による海

を水源とした航空機燃料火災への泡消火手順について

は，「1.12.2.2(2)ａ． 可搬型代替注水大型ポンプ（放

水用），放水砲，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）及

び泡混合器による航空機燃料火災への泡消火」にて整

備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

可搬型代替注水大型ポンプ（放水用），放水砲，泡

すると，直線状よりも放射性物質の拡散抑制効果が期

待できることから，なるべく噴霧状を使用する。 

 

また，直線状で放水する場合も到達点では，噴霧状

になっているため放射性物質の抑制効果がある。 

なお，大型送水ポンプ車及び放水砲の準備にあたり，

プラント状況や周辺の現場状況，ホースの敷設時間等

を考慮し，複数あるホース敷設ルートから全対応の作

業時間が短くなるよう適切なルートを選択する。 

 

 

ｊ．海を水源とした航空機燃料火災への泡消火 

海を水源とした航空機燃料火災への泡消火手段としては

大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への泡

消火がある。 

 

(a) 大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災へ

の泡消火 

 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災が発生した場合は，大型送水ポンプ車及び放水砲に

より，海水を水源として，航空機燃料火災への泡消火を

行う手順を整備する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

【1.12.2.2(2)ａ．】 

ⅱ 操作手順 

大型送水ポンプ車及び放水砲による海を水源とした

航空機燃料火災への泡消火手順については，

「1.12.2.2(2)ａ．大型送水ポンプ車及び放水砲による

航空機燃料火災への泡消火」にて整備する。 

 

 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12名にて作業を実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違 
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原液搬送車及び泡原液混合装置による泡消火は，準備

段階では現場にて緊急時対策要員 8 名で実施する。手

順着手から約 130分（7号炉の場合，6号炉の場合は約

160 分）で準備を完了することとしている。（ホース敷

設距離が長くなる 5 号炉北側からのルートでホースを

敷設した場合は，約190分で対応することとしている。） 

 

 

 

放水段階では緊急時対策要員（復旧班員）5 名にて

実施する。1％ 濃縮用泡消火剤を 4，000L 配備し，放

水開始から約 25分の泡消火が可能である。 

泡消火剤は，放水流量（15,000L/min）の 1％濃度で

自動注入となる。 

 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，

照明，通信連絡設備を整備する。ホース等の取付けに

ついては，速やかに作業ができるように大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用）の保管場所に使用工具及び

ホースを配備する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火薬剤容器（大型ポンプ用）及び泡混合器による泡

消火は，準備段階では現場にて 8 名で実施する。所要

時間は，複数あるホース敷設ルートのうち，設置距離

が短くなる廃棄物処理建屋南側から原子炉建屋南側エ

リアへのルートを選択した場合は，手順着手から 145

分で準備を完了することとしている（ホース敷設距離

が長くなる敷地南側の防潮堤沿いのルートでホースを

敷設した場合は，210分で対応することとしている）。 

 

放水段階では，重大事故等対応要員 5名にて実施す

る。1％濃縮用泡消火薬剤を 5m３配備し，泡消火開始か

ら約 20分の泡消火が可能である。 

泡消火薬剤は，放水流量（約 1,338m３／h）の 1％濃

度で自動注入となる。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，可搬型照明，通信連絡設備を整備する。ホース等

の取付けについては，速やかに作業ができるように可

搬型代替注水大型ポンプ（放水用）の保管場所に使用

工具及びホースを配備する。 

 

 

 

ｋ．海を水源とした２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水

系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系によ

る冷却水の確保 

海を水源とした２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水

系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への冷

却水を確保する手段としては，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼ

ル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

海水系がある。 

(a) ２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機海水系による冷却水の

確保 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機（以下「非常用デ

ィーゼル発電機」を「Ｄ／Ｇ」という。）及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機（以下「ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ」

という。）が健全な場合は，自動起動信号（非常用高圧

した場合，作業開始を判断してから大型送水ポンプ車

及び放水砲による泡消火開始まで５時間10分以内で可

能である。 

 

 

 

 

 

 

放水段階では緊急時対策要員５名にて実施する。１％

水成膜泡消火薬剤を 5,000L 配備し，放水開始から約

22分の泡消火が可能である。 

泡消火薬剤は，放水流量（22,000L/min）の１％濃度

で自動注入となる。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。大型送水ポン

プ車からのホース接続は，速やかに作業ができるよう

に大型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホース

を配備する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉘の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違によ

る泡消火薬剤の配備数，

放水流量の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-350



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母線電圧低）による起動，又は中央制御室から起動し，

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ

に給電する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

外部電源が喪失した場合又はＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・Ｈ

ＰＣＳの母線電圧がないことを確認した場合 

【1.14.2.7(1)】 

ⅱ) 操作手順 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系による冷却水

の確保手順については，「1.14.2.7(1) 非常用交流電

源設備による非常用所内電気設備への給電」にて整備

する。 

ⅲ) 操作の成立性 

【２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの自動起動】 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから２Ｃ・２

Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇを起動し，受電遮断器

が投入される（Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳが給電す

る）ことの確認完了まで 1分以内で可能である。 

【２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの中央制御

室からの手動起動】 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから２Ｃ・２

Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇを起動し，受電遮断器

が投入（Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳが給電する）完

了まで 2分以内で可能である。 

中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操作

であるため，速やかに対応できる。 

なお，２Ｃ Ｄ／Ｇ又は２Ｄ Ｄ／Ｇが使用でき，常

設代替高圧電源装置及び残留熱除去系海水系ポンプの

機能が喪失している場合において，代替循環冷却系及

び緊急用海水系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱を行うために，非常用交流電源設備から代替所内電

気設備への給電を行う。 

(b) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系による冷

却水の確保 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障により，非

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-351



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が

喪失している状態で，ＨＰＣＳ Ｄ／ＧからＭ／Ｃ ＨＰ

ＣＳ及びＭ／Ｃ ２Ｅを経由して非常用所内電気設備であ

るＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）へ給電する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障により，

Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失している状態で，

常設代替高圧電源装置による給電ができない場合にお

いて，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ，Ｍ／Ｃ ２

Ｅ及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）の使用が可能であって，

さらに高圧炉心スプレイ系ポンプの停止が可能な場合 

【1.14.2.4(1)ｂ．】 

ⅱ) 操作手順 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系による

冷却水の確保手順については，「1.14.2.4(1)ｂ． 高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による非常用高圧

母線への給電」にて整備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運

転員）1名及び現場対応を運転員等（当直運転員）2名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからＨ

ＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電まで

95分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

ｌ．海を水源とした２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水

系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への

代替送水 

(a) ２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水 

外部電源喪失時に２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機

海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系

のポンプの故障等により２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ 

Ｄ／Ｇによる給電ができない場合に，可搬型代替注水大

型ポンプにより２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水

系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系に海

水を送水し，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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電源給電機能を復旧する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系のポンプ・電

動機等の故障により２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ

／Ｇによる給電ができない状態で，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ

又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの使用が可能な場合 

【1.14.2.5(1)】 

ⅱ) 操作手順 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系への代替送水

手順については，「1.14.2.5(1) 代替海水送水による

電源給電機能の復旧」にて整備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電

機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海

水系への代替送水による２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣ

Ｓ Ｄ／Ｇの電源給電機能の復旧まで300分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

ｍ．海を水源とした代替燃料プール冷却系による使用済燃料

プールの除熱 

海を水源とした使用済燃料プールの除熱手段としては，

代替燃料プール冷却系がある。 

(a) 代替燃料プール冷却系による使用済燃料プールの除熱 

設計基準対象施設である燃料プール冷却浄化系及び残

留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）によ

る使用済燃料プールの除熱ができず，使用済燃料プール

から発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及

ぼす可能性がある場合は，常設代替交流電源設備として

使用する常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源

設備として使用する可搬型代替低圧電源車により代替燃

料プール冷却系の電源を確保し，緊急用海水系又は代替

燃料プール冷却系として使用する可搬型代替注水大型ポ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑫の相違 
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ンプにより冷却水を確保することで，代替燃料プール冷

却系による使用済燃料プールの除熱を実施する。 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 代替燃料プール冷却系による使用済燃料プールの

除熱 

使用済燃料プールの冷却機能が喪失し，代替燃料

プール冷却系が使用可能な場合※１ 

※1：設備に異常がなく，電源，水源（スキマサ

ージタンク）及び緊急用海水系又は可搬型

代替注水大型ポンプによる冷却水が確保さ

れている状態 

【1.11.2.4(1)ａ．(a)】 

(ⅱ) 緊急用海水系による冷却水（海水）の確保 

使用済燃料プールの冷却機能が喪失し，使用済燃

料プールの温度が上昇していることを確認した場合 

【1.11.2.4(1)ａ．(b)】 

(ⅲ) 代替燃料プール冷却系として使用する可搬型代替

注水大型ポンプによる冷却水（海水）の確保 

使用済燃料プールの冷却機能が喪失し，使用済燃

料プールの温度が上昇していることを確認した場合

で，緊急用海水系が使用できない場合 

【1.11.2.4(1)ａ．(c)】 

ⅱ) 操作手順 

代替燃料プール冷却系による使用済燃料プールの除

熱手順については，「1.11.2.4(1)ａ．(a) 代替燃料プ

ール冷却系による使用済燃料プールの除熱」，緊急用

海水系による冷却水（海水）の確保手順については，

「1.11.2.4(1)ａ．(b) 緊急用海水系による冷却水（海

水）の確保」，代替燃料プール冷却系として使用する

可搬型代替注水大型ポンプによる冷却水（海水）の確

保手順については，「1.11.2.4(1)ａ．(c) 代替燃料プ

ール冷却系として使用する可搬型代替注水大型ポンプ

による冷却水（海水）の確保」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

(ⅰ) 代替燃料プール冷却系による使用済燃料プールの

除熱 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて
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(8) ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした原

子炉圧力容器へのほう酸水注入手順を整備する。 

ａ．ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器

作業を実施した場合，作業開始を判断してから代替

燃料プール冷却系による使用済燃料プールの除熱開

始まで 15分以内で可能である。 

(ⅱ) 緊急用海水系による冷却水（海水）の確保 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから緊急

用海水系による冷却水の供給開始まで 20分以内で

可能である。 

(ⅲ) 代替燃料プール冷却系として使用する可搬型代替

注水大型ポンプによる冷却水（海水）の確保 

上記の操作は，作業開始を判断してから代替燃料

プール冷却系として使用する可搬型代替注水大型ポ

ンプによる冷却水の供給開始までの必要な要員数及

び所要時間は以下のとおり。 

【代替燃料プール冷却系東側接続口を使用した冷却

水（海水）確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及

び重大事故等対応要員8名にて作業を実施した

場合，370分以内で可能である。 

【代替燃料プール冷却系西側接続口を使用した冷却

水（海水）確保の場合】 

・上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及

び重大事故等対応要員8名にて作業を実施した

場合，310分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放

射線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。代

替燃料プール冷却系として使用する可搬型代替注水

大型ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥ

Ｄライトを用いることで，暗闇における作業性につ

いても確保している。 

 

(9) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧

力容器へのほう酸水注入手順を整備する。 

ａ．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧

力容器へのほう酸水注入／注水手順を整備する。 

ａ．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほ
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へのほう酸水注入 

 

 

 

(a) EOP 「反応度制御」 

 

ATWS発生時に，発電用原子炉を安全に停止させる。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

EOP 「スクラム」(原子炉出力)の操作を実施しても，

ペアロッド1 組又は制御棒1 本よりも多くの制御棒が

未挿入の場合。 

 

 

なお，制御棒操作監視系の故障により，制御棒位置

が確認できない場合も ATWS と判断する。 

【1.1.2.1(2)】 

 

ⅱ．操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水注入系貯蔵タンクを

水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入手順につ

いては，「1.1.2.1(2)EOP「反応度制御」」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから，ほう酸水注入開始まで 1 分以

内で対応可能である。 

円滑に作業できるように，照明及び通信連絡設備を

整備する。 

 

(b) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心注水系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失

時において，高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系によ

り原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以

上に維持できない場合は，ほう酸水注入系貯蔵タンクを水

源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸

水注入を実施する。 

う酸水注入 

ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入手段としては，ほう酸水注入系がある。 

 

(a) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応

度制御」 

ＡＴＷＳ発生時に，発電用原子炉を安全に停止させる。 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「ス

クラム」（原子炉出力）の操作を実施しても，制御棒

1本よりも多くの制御棒が未挿入の場合 

 

 

なお，制御棒操作監視系の故障により，制御棒の位

置が確認できない場合もＡＴＷＳと判断する。 

【1.1.2.1(2)】 

 

ⅱ) 操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源と

した原子炉圧力容器へのほう酸水注入手順については，

「1.1.2.1(2) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子

炉制御「反応度制御」」にて整備する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）2名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してからの各操作

の所要時間は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系の起動操作完了：4分以内 

 

 

 

(b) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源

喪失時において，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却

系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベ

ル３）以上に維持できない場合は，ほう酸水貯蔵タンク

を水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容器への

ほう酸水注入を実施する。 

う酸水注入 

ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入手段としては，ほう酸水注入系がある。 

 

(a) 事故時操作要領書（徴候ベース）「反応度制御」 

 

ＡＴＷＳ発生時に，発電用原子炉を安全に停止させる。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

事故時操作要領書（徴候ベース）「スクラム」（原子

炉出力）の操作を実施しても，制御棒 1 本よりも多く

の制御棒が未挿入の場合。 

 

 

なお，制御棒手動操作・監視系の故障により，制御

棒の位置が確認できない場合もＡＴＷＳと判断する。 

【1.1.2.1(2)】 

 

ⅱ 操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源と

した原子炉圧力容器へのほう酸水注入手順については，

「1.1.2.1(2)ＥＯＰ「反応度制御」」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員２名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから，ほう酸水注入

系起動操作完了まで５分 30秒以内で対応可能である。 

 

 

 

 

(b) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源

喪失において，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時

冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）以上に維持できない場合は，ほう酸水貯蔵タン

クを水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容器へ

のほう酸水注入を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，ペアロ

ッドなし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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さらに，復水補給水系等を水源としてほう酸水注入系貯

蔵タンクに補給することで，ほう酸水注入系貯蔵タンクを

使用したほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水を

継続する。 

 

 

また，復水補給水系等を水源としてほう酸水注入系テス

トタンクに補給することで，ほう酸水注入系テストタンク

を使用したほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水

も可能である。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，

高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低(レベル 3)以上に維

持できない場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合。 

【1.2.2.3(1)ａ．】 

 

 

ⅱ．操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水注入系貯蔵タンクを

水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入手順につ

いては，「1.2.2.3(1)ａ．ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入及び注水」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作のうち，ほう酸水注入系貯蔵タンクを水

源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入は，1 ユニ

ット当たり中央制御室運転員 2 名（操作者及び確認者）

及び現場運転員 2 名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから原子炉圧力容器へのほう酸水注入開

始まで約 20分で可能である。 

さらに，復水補給水系等を水源としてほう酸水注入

系貯蔵タンクに補給し，原子炉圧力容器へ継続注水す

る場合は，1 ユニット当たり現場運転員 2 名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉圧力

容器への継続注水準備完了まで約 65分で可能である。 

 

さらに，純水系を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補

給することで，ほう酸水貯蔵タンクを使用したほう酸水

注入系による原子炉圧力容器への注水を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，

高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代

替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）以上に維持できない場合で，ほう酸水

注入系が使用可能な場合 

【1.2.2.3(1)ａ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源と

した原子炉圧力容器へのほう酸水注水手順については，

「1.2.2.3(1)ａ． ほう酸水注入系による原子炉圧力容

器へのほう酸水注入及び注水」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作のうち，ほう酸水貯蔵タンクを水源とし

た原子炉圧力容器へのほう酸水注入は，中央制御室対

応を運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入開始まで 2分以内で可能である。 

 

さらに，純水系を水源としてほう酸水貯蔵タンクに

補給し，原子炉圧力容器へ継続注水する場合は，現場

対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから原子炉圧力容器への

継続注水準備完了まで 60分以内で可能である。 

 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タン

クに補給することで，ほう酸水貯蔵タンクを使用したほ

う酸水注入系による原子炉圧力容器への注水を継続する。 

 

 

 

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テス

トタンクに補給することで，ほう酸水注入テストタンク

を使用したほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注

水も可能である。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，

高圧炉心スプレイ系，高圧原子炉代替注水系及び原子

炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子

炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合で，ほ

う酸水注入系が使用可能な場合。 

【1.2.2.3(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源と

した原子炉圧力容器へのほう酸水注水手順については，

「1.2.2.3(1)ｂ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容

器へのほう酸水注入及び注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，ほう酸水貯蔵タンクを水源とし

た原子炉圧力容器へのほう酸水注入は，中央制御室運

転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから原子炉圧力容器へのほう酸水注入開始まで10分

以内で可能である。 

 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タ

ンクに補給し，原子炉圧力容器へ継続注水を行う場合

は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉圧

力容器への継続注水準備完了まで１時間以内で可能で

ある。 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ほう酸

水貯蔵タンクへの水張

りが補給水系，消火系及

び復水輸送系で可能 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，テスト

タンクを使用した原子

炉注水手順を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ほう酸

水貯蔵タンクへの水張

りが補給水系，消火系及

び復水輸送系で可能 
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また，復水補給水系等を水源としたほう酸水注入系

テストタンクに補給し，原子炉圧力容器への注水する

場合は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名（操

作者及び確認者）及び現場運転員 4 名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから原子炉圧力容器へ

の注水開始まで約 75分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

 

(c) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入 

炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心の原子炉

格納容器下部への落下を遅延又は防止するため原子炉圧

力容器へ注水する。また，十分な炉心の冷却ができず原

子炉圧力容器下部へ溶融炉心が移動した場合でも原子炉

圧力容器への注水により原子炉圧力容器の破損防止又は

遅延を図る。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

炉心が損傷した場合※ 1において，損傷炉心へ注水す

る場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合※ 2。 

※1：格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で300℃

以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（ほう酸水注

入系貯蔵タンク）が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｅ．】 

 

ⅱ．操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水注入系貯蔵タンクを

 

 

 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は

通常運転時と同程度である。 

 

(c) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入 

損傷炉心へ注水する場合，ほう酸水注入系によるほう

酸水の注入を並行して実施する。 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，損傷炉心へ注

水する場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合※２ 

※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又

はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量

率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10倍以上となった場合，又は格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で 300℃以上を確認した場合 

 

 

 

 

 

※2：設備に異常がなく，電源及び水源（ほう酸水貯

蔵タンク）が確保されている場合 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

ⅱ) 操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源と

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テ

ストタンクに補給し，原子炉圧力容器へ注水を行う場

合は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉

圧力容器への注水開始まで１時間15分以内で可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運

転時と同程度である。 

 

(c) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入 

損傷炉心へ注水する場合，ほう酸水注入系によるほう

酸水の注入を並行して実施する。 

 

 

 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※ 1において，損傷炉心へ注

水する場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合※ 2。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原

子炉格納容器内のガンマ線線量率が，設計基

準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた

場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡ

ＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ほう酸水

貯蔵タンク）が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，10倍

を超過した場合を炉心

損傷の判断としている

が，東海第二では 10倍

含めて炉心損傷と判断

するため，「以上」とし

ている 
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水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入手順につ

いては，「1.8.2.2(1)ｅ．ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入」にて整備する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）及び現場運転員 2 名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してからほう酸水注

入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入開始まで

約 20分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1) 復水貯蔵槽へ水を補給するための対応手順 

 

ａ．可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による復水貯蔵槽への補

給(淡水/海水) 

 

復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の対

応を実施している場合に，復水貯蔵槽への補給手段がない

と復水貯蔵槽水位は低下し，水源が枯渇するため，可搬型

代替注水ポンプ(A-2 級)による復水貯蔵槽への補給を実施

する。 

 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)の水源は，防火水槽を優

先して使用する。淡水による復水貯蔵槽への補給が枯渇等

により継続できないおそれがある場合は，海水による復水

貯蔵槽への補給に切り替えるが，防火水槽を経由して復水

貯蔵槽へ補給することにより，復水貯蔵槽への補給を継続

しながら淡水から海水への切り替えが可能である。なお，

防火水槽への淡水補給は，「1.13.2.2(2)ａ．淡水貯水池か

ら防火水槽への補給」及び「1.13.2.2(2)ｂ．淡水タンクか

ら防火水槽への補給」の手順にて，防火水槽への海水補給

は，「1.13.2.2(2)ｃ．海から防火水槽への補給」の手順に

て実施する。 

 

した原子炉圧力容器へのほう酸水注入手順については，

「1.8.2.2(1)ｇ． ほう酸水注入系による原子炉圧力容

器へのほう酸水注入」にて整備する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してからほう酸水

注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入開始ま

で 2分以内で可能である。 

 

 

 

 

 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1) 代替淡水貯槽へ水を補給するための対応手順 

 

ａ．可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる代替淡水貯槽への補給（淡水／海水） 

 

代替淡水貯槽を水源とした常設低圧代替注水系ポンプ又

は可搬型代替注水大型ポンプによる原子炉圧力容器への注

水等の対応を実施している場合に，代替淡水貯槽への補給

手段がないと代替淡水貯槽水位は低下し，水源が枯渇する

ため，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型

ポンプによる代替淡水貯槽への補給を実施する。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プの水源は，西側淡水貯水設備を優先して使用する。淡水

による代替淡水貯槽への補給が枯渇等により継続できない

場合は，海水による代替淡水貯槽への補給に切り替えるが，

海水を直接代替淡水貯槽へ補給することにより，代替淡水

貯槽への補給を継続しながら淡水から海水への切替えが可

能である。 

 

 

 

 

 

した原子炉圧力容器へのほう酸水注入手順については，

「1.8.2.2(1)ｂ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容

器へのほう酸水注入」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してからほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入開始まで10分

以内で可能である。 

 

 

 

 

 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1) 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手順 

 

ａ．大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水

／海水） 

 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への

注水等の対応を実施している場合に，低圧原子炉代替注水

槽への補給手段がないと低圧原子炉代替注水槽水位は低下

し，水源が枯渇するため，大量送水車による低圧原子炉代

替注水槽への補給を実施する。 

 

大量送水車の水源は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）を優先して使用する。淡水による低圧原子炉代

替注水槽への補給が枯渇等により継続できない場合は，海

水による低圧原子炉代替注水槽への補給に切り替えるが，

輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を経由して低

圧原子炉代替注水槽へ補給することにより，低圧原子炉代

替注水槽への補給を継続しながら淡水から海水への切替え

が可能である。なお，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽

（西２）への淡水補給は，「1.13.2.2(2)ａ．輪谷貯水槽（東

１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は

輪谷貯水槽（西２）への補給」の手順にて，輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給は，「1.13.2.2(2)

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，中央制

御室での操作のみ 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，低圧原

子炉代替注水槽への海

水補給は直接及び代替

淡水源（措置）を経由し

ての補給手段を整備 

・運用の相違 
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また，淡水貯水池を水源として復水貯蔵槽へ補給（あら

かじめ敷設してあるホースが使用できる場合）している場

合は，あらかじめ可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)の水源切

替え準備をすることにより速やかに淡水から海水への切替

えが可能である。淡水から海水への切替えは，「1.13.2.3(2)

淡水から海水への切替え」の手順にて実施する。 

 

(c)  淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-2 

級)による復水貯蔵槽への補給（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できない場合） 

ⅰ．手順着手の判断基準 

復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等

の各種注水が開始され，淡水貯水池が使用可能で，淡

水貯水池から防火水槽の間にあらかじめ敷設してある

ホースが使用できない場合。 

 

ⅱ．操作手順 

淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-2 

級)による復水貯蔵槽への補給手順（あらかじめ敷設し

てあるホースが使用できない場合）の概要は以下のと

おり。概要図を第 1.13.14 図に，タイムチャートを第

1.13.15 図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員に可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による復水貯

蔵槽への補給の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による

復水貯蔵槽への補給の準備のため，可搬型代替注

水ポンプ(A-2 級)の配置及びホース接続を依頼す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポ

ンプによる代替淡水貯槽への補給 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

代替淡水貯槽を水源とした常設低圧代替注水系ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプによる原子炉圧力容

器への注水等の各種注水が開始された場合 

 

 

ⅱ) 操作手順 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型

ポンプによる代替淡水貯槽への補給手順の概要は以下

のとおり。概要図を第 1.13－8図に，タイムチャート

を第 1.13－9図に，ホース敷設図を第 1.13－23図に示

す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に可搬型代替注水中型ポンプによる代替淡水貯

槽への補給の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

②発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

中型ポンプによる代替淡水貯槽への補給の準備の

ため，可搬型代替注水中型ポンプの配置及びホー

ス接続を依頼する。 

 

③災害対策本部長代理は，プラントの被災状況の結

ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ

の補給」の手順にて実施する。 

また，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水

源として低圧原子炉代替注水槽へ補給している場合は，あ

らかじめ大量送水車又は大型送水ポンプ車の水源切替え準

備をすることにより速やかに淡水から海水への切替えが可

能である。淡水から海水への切替えは，「1.13.2.3(2)淡水

から海水への切替え」の手順にて実施する。 

 

(a)  輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器

への注水等の各種注水が必要で，輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）が使用可能な場合。 

 

 

ⅱ 操作手順 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補

給手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.13－14図，

タイムチャートを第 1.13－15図に，ホース敷設図を第

1.13－44図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に大量送水車による低圧原子炉代替注

水槽への補給の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽

への補給の準備のため，大量送水車の配置及びホー

ス接続を依頼する。 

 

③緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，代替淡

水源（措置）使用時に淡

水から海水の切替えが

速やかに実施可能 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の中央制

御室は，島根１号炉と共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当直

副長の指揮に基づき運

転操作対応を実施（以

下，㉝の相違） 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 
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③ 中央制御室運転員 A は，可搬型代替注水ポンプ

(A-2 級)による復水貯蔵槽への補給に必要な監視

計器の電源が確保されていることを状態表示にて

確認する。 

④ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2 

級)の配置及びホース接続を行い，可搬型代替注

水ポンプ(A-2 級)による送水準備完了を緊急時対

策本部に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑤ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による

復水貯蔵槽への補給開始を依頼する。 

⑥ 当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵槽水位

の監視を指示する。 

 

 

 

⑦ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2 

級)起動後，CSP 外部注水ライン西側/東側注水弁

(A)，(B)を全開し，補給開始したことを緊急時対

策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直

長に報告する。 

⑧ 中央制御室運転員 Aは，復水貯蔵槽への補給が開

始されたことを復水貯蔵槽水位指示上昇により確

認し，当直副長に報告する。 

⑨ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，可搬型

代替注水ポンプ(A-2 級)による復水貯蔵槽への補

果から水源を西側淡水貯水設備に決定し，重大事

故等対応要員に可搬型代替注水中型ポンプによる

代替淡水貯槽への補給の準備を指示する。 

④重大事故等対応要員は，可搬型代替注水中型ポン

プを西側淡水貯水設備に配置し，西側淡水貯水設

備の蓋を開放後，可搬型代替注水中型ポンプ付属

の水中ポンプユニットを西側淡水貯水設備へ設置

する。 

⑤重大事故等対応要員は，西側淡水貯水設備から代

替淡水貯槽までのホース敷設を行う。 

 

⑥運転員等は，可搬型代替注水中型ポンプによる代

替淡水貯槽への補給に必要な監視計器の電源が確

保されていることを状態表示等にて確認する。 

 

⑦重大事故等対応要員は，可搬型代替注水中型ポン

プの配置，代替淡水貯槽の蓋開放及びホースの挿

入を行い，可搬型代替注水中型ポンプによる送水

準備完了を災害対策本部長代理に報告する。また，

災害対策本部長代理は発電長に報告する。 

⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

中型ポンプによる代替淡水貯槽への補給開始を依

頼する。 

⑨発電長は，運転員等に代替淡水貯槽水位の監視を

指示する。 

⑩災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可

搬型代替注水中型ポンプによる代替淡水貯槽への

補給開始を指示する。 

⑪重大事故等対応要員は，可搬型代替注水中型ポン

プ起動後，補給開始したことを災害対策本部長代

理に報告する。また，災害対策本部長代理は発電

長に報告する。 

 

⑫運転員等は，代替淡水貯槽への補給が開始された

ことを代替淡水貯槽水位指示上昇により確認し，

発電長に報告する。 

⑬発電長は，可搬型代替注水中型ポンプによる代替

淡水貯槽への補給が開始されたことを災害対策本

水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

に決定し，緊急時対策要員に大量送水車による低圧

原子炉代替注水槽への補給の準備を指示する。 

④緊急時対策要員は，大量送水車を輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）に配置し，輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）の蓋を開放後，大量送

水車付属の水中ポンプユニットを設置する。 

 

⑤緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽までのホー

ス敷設を行う。 

⑥中央制御室運転員Ａは，大量送水車による低圧原子

炉代替注水槽への補給に必要な監視計器の電源が確

保されていることを状態表示にて確認する。 

 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車の配置，低圧原子炉

代替注水槽の蓋開放及びホースの挿入を行い，大量

送水車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告

する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽

への補給開始を依頼する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に低圧原子炉代替注

水槽水位の監視を指示する。 

⑩緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車に

よる低圧原子炉代替注水槽への補給開始を指示す

る。 

⑪緊急時対策要員は，大量送水車の起動後，補給開始

したことを緊急時対策本部に報告する。また，緊急

時対策本部は，当直長に報告する。 

 

 

⑫中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽への

補給が開始されたことを低圧原子炉代替注水槽水位

指示上昇により確認し，当直副長に報告する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水

車による低圧原子炉代替注水槽への補給が開始され

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 
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給が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑩ 中央制御室運転員 Aは，復水貯蔵槽の水位が規定

水位に到達したことを当直副長に報告する。 

 

⑪ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯

蔵槽への補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，6 号炉及び 7 号炉の補給準備を同時

に行う運用としており，可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）8台（6号炉用 4台，7号炉用 4台）の操作を，各

中央制御室運転員 1 名及び緊急時対策要員 6 名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから可搬型代

替注水ポンプ(A-2 級)による復水貯蔵槽への補給開始

まで片号炉は 340 分，もう一方の号炉は 355 分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注

水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続は，汎用の結合

金具であり，十分な作業スペースを確保していること

から，容易に操作可能である。 

 

構内のアクセスルートの状況を考慮して可搬型代替

注水ポンプ(A-2 級)から復水貯蔵槽へホースを敷設し，

送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

部長代理に報告する。 

 

⑭運転員等は，代替淡水貯槽の水位が規定水位に到

達したことを発電長に報告する。 

 

⑮発電長は，代替淡水貯槽への補給停止を災害対策

本部長代理に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから可搬型代替注水中型ポンプによる

西側淡水貯水設備から代替淡水貯槽への補給開始まで

160分以内で可能である。 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作

業の室温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水中型ポンプからのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して西側淡水貯

水設備から代替淡水貯槽へホースを敷設し，送水ルー

トを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋

たことを緊急時対策本部に報告する。 

 

⑭中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽の水

位が規定水位に到達したことを当直副長に報告す

る。 

⑮当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子

炉代替注水槽への補給停止を緊急時対策本部に依

頼する。 

また，緊急時対策本部は，緊急時対策要員に低圧原

子炉代替注水槽への補給停止を指示する。 

⑯緊急時対策要員は，大量送水車を停止し，低圧原子

炉代替注水槽への補給停止について緊急時対策本部

に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対

策要員 12名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから大量送水車による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽への補給

開始まで２時間 10分以内で可能である。 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車か

らのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な

作業スペースを確保していることから，容易に操作可

能である。 

 

構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替

注水槽へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

 ㉝の相違 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑱の相違 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7】 

①，㉘の相違  

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

・運用の相違 
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 (添付資料 1.13.3-7) 

 

(b) 淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-2級)

による復水貯蔵槽への補給（あらかじめ敷設してある

ホースが使用できる場合） 

ⅰ．手順着手の判断基準 

復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等

の各種注水が開始され，淡水貯水池及び淡水貯水池か

ら防火水槽の間にあらかじめ敷設してあるホースが使

用可能で，防火水槽が使用できない場合。 

 

ⅱ．操作手順 

淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)による復水貯蔵槽への補給（あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できる場合）手順の概要は以下のとお

り。概要図を第 1.13.12 図に，タイムチャートを第

1.13.13 図に示す。 

 

［水源確保（淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)への送水）］ 

「1.13.2.1(5)ａ．淡水貯水池を水源とした可搬型代

替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による送水（あらか

じめ敷設してあるホースが使用できる場合）」の操作手

順と同様である。 

  

［淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-2級)

による送水］ 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による復水貯蔵槽への

補給の準備開始を指示する。 

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施す

る。また，有効性評価において想定する事故シーケン

スグループ等である格納容器破損モード「雰囲気圧力・

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」発

生時は，炉心損傷が早く，被ばく線量の観点で最も厳

しくなるが，代替淡水貯槽への補給作業が問題なくで

きることを確認している。 

（添付資料 1.13.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料 1.13.4-6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東海第二】 

 被ばく評価結果の相

違 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 
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本部に可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による復水貯蔵

槽への補給の準備のため，可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)の配置及びホース接続を依頼する。 

③ 中央制御室運転員 Aは，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)

による復水貯蔵槽への補給に必要な監視計器の電源が

確保されていることを状態表示にて確認する。 

④ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)の

配置及びホース接続を行う。 

⑤ 緊急時対策要員は，「淡水貯水池から可搬型代替注水ポ

ンプ(A-2 級)への送水準備」作業が完了していること

を確認し，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による送水

準備完了を緊急時対策本部に報告する。また，緊急時

対策本部は当直長に報告する。 

⑥ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策

本部に可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による復水貯蔵

槽への補給開始を依頼する。 

⑦ 当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵槽水位の監

視を指示する。 

⑧ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)起

動後，CSP外部注水ライン西側/東側注水弁(A)，(B)を

全開し，補給開始したことを緊急時対策本部に連絡す

る。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑨ 中央制御室運転員 A は，復水貯蔵槽への補給が開始さ

れたことを復水貯蔵槽水位指示上昇により確認し，当

直副長に報告する。 

⑩ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，可搬型代替

注水ポンプ(A-2 級)による復水貯蔵槽への補給が開始

されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪ 中央制御室運転員 A は，復水貯蔵槽の水位が規定水位

に到達したことを当直副長に報告する。 

⑫ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯蔵槽

への補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

［水源確保（淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)への送水）］ 

上記の操作は，1 ユニット当たり緊急時対策要員 2

名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから
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可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)へ淡水貯水池の水を送

るまで約 125分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

また，構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水

貯水池から送水先へホースを敷設し，送水ルートを確

保する。 

なお，緊急時対策本部からフィルタ装置の使用等に

よる現場からの一時退避指示があった場合は，可搬型

代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)吸管が接続されて

いるホース接続継手の分岐ラインに取り付けられてい

る弁を開状態にした上で退避する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

(添付資料 1.13.3-2) 

 

［淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)による送水］ 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1

名及び緊急時対策要員 2 名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから可搬型代替注水ポンプ(A-2級)

による復水貯蔵槽への補給開始まで 150 分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して可搬型代替

注水ポンプ(A-2級)から復水貯蔵槽へホースを敷設し，

送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

(添付資料 1.13.3-7) 

 

(a) 防火水槽を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)
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による復水貯蔵槽への補給 

ⅰ．手順着手の判断基準 

復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等

の各種注水が開始され，防火水槽に淡水又は海水が補

給されている場合。 

 

ⅱ．操作手順 

防火水槽を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-2 

級)による復水貯蔵槽への補給手順の概要は以下のとお

り。概要図を第 1.13.10 図に，タイムチャートを第

1.13.11 図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員に可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による復水貯

蔵槽への補給の準備開始を指示する。 

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による

復水貯蔵槽への補給の準備のため，可搬型代替注

水ポンプ(A-2 級)の配置及びホース接続を依頼す

る。 

③ 中央制御室運転員 A は，可搬型代替注水ポンプ

(A-2 級)による復水貯蔵槽への補給に必要な監視

計器の電源が確保されていることを状態表示にて

確認する。 

④ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2 

級)の配置及びホース接続を行い，可搬型代替注

水ポンプ(A-2 級)による送水準備完了を緊急時対

策本部に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑤ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による

復水貯蔵槽への補給開始を依頼する。 

⑥ 当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵槽水位

の監視を指示する。 

⑦ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)起動後，CSP 外部注水ライン西側/東側注水弁

(A)，(B)を全開し，補給開始したことを緊急時対

策本部に連絡する。また，緊急時対策本部は当直

長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の補助消

火水槽から復水貯蔵タ

ンクへの補給は，復水貯

蔵タンクが自主対策設

備であること，補給手段

として淡水タンク等を水

源とした補給水源の多

様化を図っていること及

び補助消火水槽の取水

口がコンクリートハッチ

であるため重機が必要

であり開放等に時間を

要すことから，補給手段

を準備していない 
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⑧ 中央制御室運転員 Aは，復水貯蔵槽への補給が開

始されたことを復水貯蔵槽水位指示上昇により確

認し，当直副長に報告する。 

⑨ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，可搬型

代替注水ポンプ(A-2 級)による復水貯蔵槽への補

給が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑩ 中央制御室運転員 Aは，復水貯蔵槽の水位が規定

水位に到達したことを当直副長に報告する。 

⑪ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯

蔵槽への補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員 1

名及び緊急時対策要員 3 名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから可搬型代替注水ポンプ(A-2 

級)による復水貯蔵槽への補給開始まで145分以内で可

能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室

温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して防火水槽か

ら復水貯蔵槽へホースを敷設し，送水ルートを確保す

る。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

(添付資料 1.13.3-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 淡水タンクを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又

は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への

補給 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

代替淡水貯槽を水源とした常設低圧代替注水系ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプによる原子炉圧力容

器への注水等の各種注水が開始された場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子炉

代替注水槽への補給 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器

への注水等の各種注水が必要となった場合で，淡水タ

ンクが使用可能で，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽への補給ができ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，代替淡

水源（措置）以外の淡水

補給の手段を整備 
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ⅱ) 操作手順 

淡水タンクを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ

又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽へ

の補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－

8図に，タイムチャートを第 1.13－9図に，ホース敷

設図を第 1.13－24図に示す。 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注

水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給の準備

開始を指示する。 

②発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる

代替淡水貯槽への補給の準備のため，可搬型代替

注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの

配置及びホース接続を依頼する。 

③災害対策本部長代理は，プラントの被災状況の結

果から水源を淡水タンクに決定し，重大事故等対

応要員に可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代

替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給の

準備を指示する。 

④重大事故等対応要員は，可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプを淡水タンクに

配置し，多目的タンク配管・弁の予備ノズルと可

搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型

ポンプ付属の水中ポンプユニット吸込口をホース

で接続する。 

⑤重大事故等対応要員は，淡水タンクから代替淡水

貯槽までのホース敷設を行う。 

⑥運転員等は，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬

型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補

給に必要な監視計器の電源が確保されていること

を状態表示等にて確認する。 

⑦重大事故等対応要員は，可搬型代替注水中型ポン

ない場合※１。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，

土石流の発生により水源として使用できない場

合を含む。 

ⅱ 操作手順 

淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子

炉代替注水槽への補給手順の概要は以下のとおり。概

要図を第 1.13－16 図，タイムチャートを第 1.13－17

図に，ホース敷設図を第 1.13－45図に示す。 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に大量送水車による低圧原子炉代替注

水槽への補給の準備開始を指示する。 

 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽

への補給の準備のため，大量送水車の配備及びホー

ス接続を依頼する。 

 

③緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から

水源を淡水タンクに決定し，緊急時対策要員に大量

送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備

を指示する。 

 

④緊急時対策要員は，大量送水車を淡水タンクに配置

し，淡水タンク接続口から大量送水車吸入口へホー

スを接続する。 

 

 

 

⑤緊急時対策要員は，淡水タンクから低圧原子炉代替

注水槽までのホース敷設を行う。 

⑥中央制御室運転員Ａは，大量送水車による低圧原子

炉代替注水槽への補給に必要な監視計器の電源が確

保されていることを状態表示にて確認する。 

 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車の配置，低圧原子炉

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 
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プ又は可搬型代替注水大型ポンプの配置，代替淡

水貯槽の蓋開放及びホースの挿入を行い，可搬型

代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる送水準備完了を災害対策本部長代理へ報

告する。また，災害対策本部長代理は発電長に報

告する。 

⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる

代替淡水貯槽への補給開始を依頼する。 

⑨発電長は，運転員等に代替淡水貯槽水位の監視を

指示する。 

⑩災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可

搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型

ポンプによる代替淡水貯槽への補給開始を指示す

る。 

⑪重大事故等対応要員は，多目的タンク配管・弁の

予備ノズル弁を全開後，可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプ起動後，補給開

始したことを災害対策本部長代理に報告する。ま

た，災害対策本部長代理は発電長に報告する。 

⑫運転員等は，代替淡水貯槽への補給が開始された

ことを代替淡水貯槽水位指示上昇により確認し，

発電長に報告する。 

⑬発電長は，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給

が開始されたことを災害対策本部長代理に報告す

る。 

⑭運転員等は，代替淡水貯槽の水位が規定水位に到

達したことを発電長に報告する。 

 

⑮発電長は，代替淡水貯槽への補給停止を災害対策

本部長代理に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

代替注水槽の蓋開放及びホースの挿入を行い，大量

送水車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告

する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽

への補給開始を依頼する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に低圧原子炉代替注

水槽水位の監視を指示する。 

⑩緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車に

よる低圧原子炉代替注水槽への補給開始を指示す

る。 

 

⑪緊急時対策要員は，淡水タンクの弁を全開後，大量

送水車の起動操作を行い，補給開始したことを緊急

時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当

直長に報告する。 

 

⑫中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽への

補給が開始されたことを低圧原子炉代替注水槽水位

指示上昇により確認し，当直副長に報告する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水

車による淡水タンクから低圧原子炉代替注水槽への

補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑭中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽の水

位が規定水位に到達したことを当直副長に報告す

る。 

⑮当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子

炉代替注水槽への補給停止を緊急時対策本部に依

頼する。 

また，緊急時対策本部は，緊急時対策要員に低圧原

子炉代替注水槽への補給停止を指示する。 

⑯緊急時対策要員は，大量送水車を停止し，低圧原子

炉代替注水槽への補給停止について緊急時対策本部

に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 
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(d) 海を水源とした大容量送水車（海水取水用）及び可搬

型代替注水ポンプ(A-2級)による復水貯蔵槽への補給 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等

の各種注水が開始され，防火水槽及び淡水貯水池が使

用できない場合。 

 

 

 

 

 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから可搬型代替注水中型ポンプ又は可

搬型代替注水大型ポンプによる淡水タンクから代替淡

水貯槽への補給開始まで 165分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作

業の室温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型

ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

十分な作業スペースを確保していることから，容易に

操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水タンク

から代替淡水貯槽へホースを敷設し，送水ルートを確

保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋

内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施す

る。 

（添付資料 1.13.4） 

 

(c) 海を水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

代替淡水貯槽を水源とした常設低圧代替注水系ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプによる原子炉圧力容

器への注水等の各種注水が開始され，淡水を水源とし

た補給ができない場合 

 

 

 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策

要員 12名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから大量送水車による淡水タンクから低圧原子炉代

替注水槽への補給開始まで２時間30分以内で可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，

容易に操作可能である。 

 

構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水タンク

から低圧原子炉代替注水槽へホースを敷設し，送水ル

ートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋

内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施す

る。 

（添付資料 1.13.4-6） 

 

(c) 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は

大量送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽への

補給 

ⅰ 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器

への注水等の各種注水が必要で，輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクが使用でき

ない場合※１。 

 

 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【東海第二】 

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 被ばく評価結果の相

違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 海を水源とした補給

する水源の相違 

・設備の相違 
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ⅱ．操作手順 

海を水源とした大容量送水車（海水取水用）及び可

搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による復水貯蔵槽への補

給手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13.16 図

に，タイムチャートを第 1.13.17図に示す。 

 

［水源確保（大容量送水車（海水取水用）による可搬

型代替注水ポンプ(A-2級)への送水）］ 

「1.13.2.1(7)ａ．海を水源とした大容量送水車（海

水取水用）及び可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2

級)による送水」の操作手順と同様である。 

 

［海を水源とした大容量送水車（海水取水用）及び可

搬型代替注水ポンプ(A-2級)による送水］ 

 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員に可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による復水貯蔵

槽への補給の準備開始を指示する。 

 

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による復

水貯蔵槽への補給の準備のため，可搬型代替注水

ポンプ(A-2 級)の配置及びホース接続を依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 操作手順 

海を水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬

型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給手

順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－8図に，

タイムチャートを第 1.13－9図に，ホース敷設図を第

1.13－25図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注

水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給の準備

開始を指示する。 

②発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる

代替淡水貯槽への補給の準備のため，可搬型代替

注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの

配置及びホース接続を依頼する。 

 

③災害対策本部長代理は，プラントの被災状況の結

果から水源を海に決定し，重大事故等対応要員に

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプによる代替淡水貯槽への補給の準備を指

示する。 

④重大事故等対応要員は，可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプを海水取水箇所

土石流の発生により水源として使用できない場

合を含む。 

 

 

 

 

ⅱ 操作手順 

海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又

は大量送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽へ

の補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－

18 図に，タイムチャートを第 1.13－19 図に，ホース

敷設図を第 1.13－46図に示す。 

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による

大量送水車への送水）］ 

「1.13.2.1(8)ａ．海を水源とした大量送水車及び大

型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水」

の操作手順と同様である。 

 

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又

は大量送水車（２台）による送水］ 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に大量送水車による低圧原子炉代替注

水槽への補給の準備開始を指示する。 

 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量

送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽への補

給の準備のため，大量送水車及び大型送水ポンプ車

又は大量送水車（２台）の配置とホースの接続を依

頼する。 

③緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から

水源を海に決定し，緊急時対策要員に大量送水車及

び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による

低圧原子炉代替注水槽への補給準備を指示する。 

 

④緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ

車を海水取水箇所に配置し，大量送水車又は大型送

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 
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③ 中央制御室運転員 Aは，可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)による復水貯蔵槽への補給に必要な監視計器の

電源が確保されていることを状態表示にて確認す

る。 

④ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)

の配置及びホース接続を行う。 

⑤ 緊急時対策要員は，「大容量送水車（海水取水用）

による可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)への送水準

備」作業が完了していることを確認し，可搬型代

替注水ポンプ(A-2級)による送水準備完了を緊急時

対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当

直長に報告する。 

⑥ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による復

水貯蔵槽への補給開始を依頼する。 

⑦ 当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵槽水位

の監視を指示する。 

 

 

 

 

⑧ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)

起動後，CSP外部注水ライン西側/東側注水弁(A)，

(B)を全開し，補給開始したことを緊急時対策本部

に連絡する。また，緊急時対策本部は当直長に報

告する。 

⑨ 中央制御室運転員 A は，復水貯蔵槽への補給が開

始されたことを復水貯蔵槽水位指示上昇により確

認し，当直副長に報告する。 

 

（ＳＡ用海水ピット）に配置し，ＳＡ用海水ピッ

トの蓋を開放後，可搬型代替注水中型ポンプ又は

可搬型代替注水大型ポンプ付属の水中ポンプユニ

ット※１を海水取水箇所（ＳＡ用海水ピット）へ設

置する。 

⑤重大事故等対応要員は，海水取水箇所（ＳＡ用海

水ピット）から代替淡水貯槽までのホース敷設を

行う。 

⑥運転員等は，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬

型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補

給に必要な監視計器の電源が確保されていること

を状態表示等にて確認する。 

⑦重大事故等対応要員は，可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプの配置，代替淡

水貯槽の蓋開放及びホースの挿入を行い，可搬型

代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる送水準備完了を災害対策本部長代理に報

告する。また，災害対策本部長代理は発電長に報

告する。 

 

⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる

代替淡水貯槽への補給開始を依頼する。 

⑨発電長は，運転員等に代替淡水貯槽水位の監視を

指示する。 

⑩災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可

搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型

ポンプによる代替淡水貯槽への補給開始を指示す

る。 

⑪重大事故等対応要員は，可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプ起動後，補給開

始したことを災害対策本部長代理に報告する。ま

た，災害対策本部長代理は発電長に報告する。 

 

⑫運転員等は，代替淡水貯槽への補給が開始された

ことを代替淡水貯槽水位指示上昇により確認し，

発電長に報告する。 

 

水ポンプ車付属の水中ポンプユニットを海水取水箇

所へ設置する。 

 

 

 

⑤緊急時対策要員は，海水取水箇所から低圧原子炉代

替注水槽までのホース敷設を行う。 

 

⑥中央制御室運転員Ａは，大量送水車による低圧原子

炉代替注水槽への補給に必要な監視計器の電源が確

保されていることを状態表示にて確認する。 

 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車の配置，低圧原子炉

代替注水槽の蓋開放及びホースの挿入を行う。 

⑧緊急時対策要員は，「大量送水車又は大型送水ポン

プ車による大量送水車への送水準備」作業が完了し

ていることを確認し，大量送水車による送水準備完

了を緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策

本部は当直長に報告する。 

 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽

への補給開始を依頼する。 

⑩当直副長は，中央制御室運転員に低圧原子炉代替注

水槽水位の監視を指示する。 

⑪緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車に

よる低圧原子炉代替注水槽への補給開始を指示す

る。 

 

⑫緊急時対策要員は，大量送水車の起動操作を行い，

補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。ま

た，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

 

⑬中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽への

補給が開始されたことを低圧原子炉代替注水槽水位

指示上昇により確認し，当直副長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 
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⑩ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，可搬型

代替注水ポンプ(A-2級)による復水貯蔵槽への補給

が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

 

⑪ 中央制御室運転員 A は，復水貯蔵槽の水位が規定

水位に到達したことを当直副長に報告する。 

 

⑫ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯

蔵槽への補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

［水源確保（大容量送水車（海水取水用）による可搬

型代替注水ポンプ(A-2級)への送水）］ 

上記の操作は，緊急時対策要員 8 名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから大容量送水車（海

水取水用）による可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)への

送水まで約 300分で可能である。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。大容量送水車

（海水取水用）からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に操作可能である。 

 

 

⑬発電長は，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給

が開始されたことを災害対策本部長代理に報告す

る。 

⑭運転員等は，代替淡水貯槽の水位が規定水位に到

達したことを発電長に報告する。 

 

⑮発電長は，代替淡水貯槽への補給停止を災害対策

本部長代理に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

※1：可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水

大型ポンプ付属の水中ポンプユニット吸込み部

には，ストレーナを設置しており，海面より低

く着底しない位置に取水部分を固定することに

より，異物の混入を防止する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

 

 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから可搬型代替注水中型ポンプ又は可

搬型代替注水大型ポンプによる海水取水箇所（ＳＡ用

海水ピット）から代替淡水貯槽への補給開始まで 160

分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作

業の室温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型

ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

十分な作業スペースを確保していることから，容易に

 

⑭当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水

車による低圧原子炉代替注水槽への補給が開始され

たことを緊急時対策本部に報告する。  

 

⑮中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽の水

位が規定水位に到達したことを当直副長に報告す

る。 

⑯当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子

炉代替注水槽への補給停止を緊急時対策本部に依

頼する。 

また，緊急時対策本部は，緊急時対策要員に低圧原

子炉代替注水槽への補給停止を指示する。 

⑰緊急時対策要員は，大量送水車を停止し，低圧原子

炉代替注水槽への補給停止について緊急時対策本部

に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による

大量送水車への送水）］ 

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから大量送水車による

大量送水車への送水まで２時間 10分以内，大型送水ポ

ンプ車による大量送水車への送水まで２時間10分以内

で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車又

は大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結

合金具であり，十分な作業スペースを確保しているこ

とから，容易に操作可能である。 

 

 ㉝の相違 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 
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構内のアクセスルートの状況を考慮して海から送水

先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

 

 

(添付資料 1.13.3-5) 

 

［海を水源とした大容量送水車（海水取水用）及び可

搬型代替注水ポンプ(A-2級)による送水］ 

 

上記の操作は，1 ユニット当たり緊急時対策要員 2

名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)の準備まで

約 135分で可能である。 

 

大容量送水車（海水取水用）による可搬型代替注水

ポンプ(A-2級)への送水から可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)による復水貯蔵槽への補給の一連の作業は，中央制

御室運転員 1名及び緊急時対策要員 10名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから約 325 分で可能

である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注

水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続は，汎用の結合

金具であり，十分な作業スペースを確保していること

から，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して可搬型代替

注水ポンプ(A-2級)から復水貯蔵槽へホースを敷設し，

送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海水取水箇

所（ＳＡ用海水ピット）から代替淡水貯槽へホースを

敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋

内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施す

る。 

（添付資料 1.13.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海水取水箇

所から中継する大量送水車へホースを敷設し，送水ル

ートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋

内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施す

る。 

（添付資料 1.13.4-4） 

 

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又

は大量送水車（２台）による送水］ 

 

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから大量送水車（２台）

を使用する場合，２時間 10分以内，大型送水ポンプ車

及び大量送水車を使用する場合，２時間 10分以内で可

能である。 

大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車

への送水から大量送水車による低圧原子炉代替注水槽

への補給の一連の作業は，中央制御室運転員１名及び

緊急時対策要員 12名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから「大量送水車（２台）使用の場合」

２時間 10 分以内，「大型送水ポンプ車及び大量送水車

使用の場合」２時間 10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車か

らのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な

作業スペースを確保していることから，容易に操作可

能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して大量送水車

から低圧原子炉代替注水槽へホースを敷設し，送水ル

ートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 被ばく評価結果の相

違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑱の相違 
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保している。 

(添付資料 1.13.3-7) 

 

ｂ．純水補給水系(仮設発電機使用)による復水貯蔵槽への補

給 

復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等を実

施している場合に，復水貯蔵槽への補給手段がないと復水

貯蔵槽水位は低下し，水源が枯渇するため， 純水移送ポン

プの電源を仮設発電機により確保し，純水タンクから復水

貯蔵槽への補給を実施する。 

純水移送ポンプ 4 台のうち，1 台のポンプを選定し，仮

設発電機を接続し起動する。 

(a) 手順着手の判断基準 

復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の

各種注水が開始された場合で，可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)による復水貯蔵槽への補給ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

純水補給水系(仮設発電機使用)による復水貯蔵槽への

補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13.18 図

に，タイムチャートを第 1.13.19図に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員に純水補給水系(仮設発電機使用)による復水貯

蔵槽への補給の準備開始を指示する。 

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に純水補給水系による復水貯蔵槽への補

給の準備のため，仮設発電機の移動及び系統構成

を依頼する。 

③ 中央制御室運転員 Aは，純水補給水系による復水

貯蔵槽補給に必要な監視計器の電源が確保されて

いることを状態表示にて確認する。 

④ 現場運転員 C及び Dは，純水補給水系による復水

貯蔵槽への系統構成として，復水貯蔵槽純水バイ

パス弁の全開操作を実施し，当直副長に純水補給

水系による復水貯蔵槽への補給準備完了を報告す

る。 

⑤ 緊急時対策要員は，純水移送ポンプ起動のための

仮設発電機を給水建屋まで移動し，純水移送ポン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保している。 

 (添付資料 1.13.4-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 
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プ吐出弁の全閉操作を実施する。操作完了後，緊

急時対策本部に純水補給水系による復水貯蔵槽へ

の補給準備完了を報告する。 

⑥ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時

対策本部に純水補給水系による復水貯蔵槽への補

給開始を依頼する。 

⑦ 当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵槽水位

の監視を指示する。 

⑧ 緊急時対策要員は，仮設発電機及び純水移送ポン

プを起動後，純水移送ポンプ吐出弁にて，純水移

送ポンプの吐出圧力を調整し，純水補給水系によ

る復水貯蔵槽への補給開始について緊急時対策本

部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に

報告する。 

⑨ 中央制御室運転員 Aは，復水貯蔵槽への補給が開

始されたことを復水貯蔵槽水位指示上昇により確

認し，当直副長に報告する。 

⑩ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，純水補

給水系による復水貯蔵槽への補給が開始されたこ

とを緊急時対策本部に報告する。 

⑪ 中央制御室運転員 Aは，復水貯蔵槽の水位が規定

水位に到達したことを当直副長に報告する。 

⑫ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯

蔵槽への補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，１ユニット当たり中央制御室運転員 1

名，現場運転員 2 名及び緊急時対策要員 6 名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから現場運転員によ

る系統構成完了まで約 15分，緊急時対策要員による純水

移送ポンプを使用した復水貯蔵槽への補給開始まで約185

分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通

常運転時と同程度である。 

(添付資料 1.13.3-8) 

 

(2) 防火水槽へ水を補給するための対応手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 西側淡水貯水設備へ水を補給するための対応手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給す
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ａ．淡水貯水池から防火水槽への補給 

 

防火水槽を水源として可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は

A-2級)による原子炉圧力容器への注水等の各種注水を行う

場合に防火水槽の水が枯渇する前に淡水貯水池の水を防火

水槽へ補給する。 

(a) 手順着手の判断基準 

防火水槽を水源として可搬型代替注水ポンプ(A-1級又

はA-2級)による原子炉圧力容器への注水等の各種注水を

行う場合。 

 

(b) 操作手順 

淡水貯水池から防火水槽への補給手順の概要は以下の

とおり。概要図を第 1.13.20 図に，タイムチャートを第

1.13.21 図に示す。 

 

 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

緊急時対策要員に淡水貯水池から防火水槽への補

給を指示する。 

② 緊急時対策要員は，淡水貯水池大湊側第一送水ラ

 

 

ａ．可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への

補給（淡水／海水） 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポン

プによる原子炉圧力容器への注水等の対応を実施している

場合に，西側淡水貯水設備への補給手段がないと西側淡水

貯水設備の水位は低下し，水源が枯渇するため，可搬型代

替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給を実施

する。 

可搬型代替注水大型ポンプの水源は，代替淡水貯槽を優

先して使用する。淡水による西側淡水貯水設備への補給が

枯渇等により継続できない場合は，海水による西側淡水貯

水設備への補給に切り替えるが，海水を直接西側淡水貯水

設備へ補給することにより，西側淡水貯水設備への補給を

継続しながら淡水から海水への水源の切替えが可能である。 

 

(a) 代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポンプ

による西側淡水貯水設備への補給 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型

ポンプによる原子炉圧力容器への注水等の各種注水が

開始された場合 

 

ⅱ) 操作手順 

代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポン

プによる西側淡水貯水設備への補給手順の概要は以下

のとおり。概要図を第 1.13－10図に，タイムチャート

を第 1.13－11図に，ホース敷設図を第 1.13－26図に

示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯

水設備への補給の準備開始を指示する。 

②発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

るための対応手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東海第二】 

 ①の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑭の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 
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イン出口弁又は淡水貯水池大湊側第二送水ライン

出口弁を開けて，送水ラインの水張りを開始する。 

③ 緊急時対策要員は，送水ラインに漏えい等の異常

がないことを確認する。 

④ 緊急時対策要員は，防火水槽の送水ラインにホー

スを接続する。 

⑤ 緊急時対策要員は，送水ライン水張り完了後，ホ

ースの先を防火水槽マンホールへ入れて，淡水貯

水池大湊側第一送水ライン防火水槽供給弁又は淡

水貯水池大湊側第二送水ライン防火水槽供給弁

を開けて防火水槽へ淡水貯水池の水を補給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給の準

備のため，可搬型代替注水大型ポンプの配置及び

ホース接続を依頼する。 

③災害対策本部長代理は，プラントの被災状況の結

果から水源を代替淡水貯槽に決定し，重大事故等

対応要員に可搬型代替注水大型ポンプによる西側

淡水貯水設備への補給の準備を指示する。 

④重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポン

プを代替淡水貯槽に配置し，代替淡水貯槽の蓋を

開放後，可搬型代替注水大型ポンプ付属の水中ポ

ンプユニットを代替淡水貯槽へ設置する。 

⑤重大事故等対応要員は，代替淡水貯槽から西側淡

水貯水設備までのホース敷設を行う。 

⑥運転員等は，可搬型代替注水大型ポンプによる西

側淡水貯水設備への補給に必要な監視計器の電源

が確保されていることを状態表示等にて確認する。 

⑦重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポン

プの配置，西側淡水貯水設備の蓋開放及びホース

の挿入を行い，可搬型代替注水大型ポンプによる

送水準備完了を災害対策本部長代理へ報告する。

また，災害対策本部長代理は発電長に報告する。 

⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給開始

を依頼する。 

⑨発電長は，運転員等に西側淡水貯水設備水位の監

視を指示する。 

⑩災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可

搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備

への補給開始を指示する。 

⑪重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポン

プ起動後，補給開始したことを災害対策本部長代

理に報告する。また，災害対策本部長代理は発電

長に報告する。 

⑫運転員等は，西側淡水貯水設備への補給が開始さ

れたことを西側淡水貯水設備水位指示上昇により

確認し，発電長に報告する。 

⑬発電長は，可搬型代替注水大型ポンプによる西側

淡水貯水設備への補給が開始されたことを災害対
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(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 2 名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから防火水槽へ淡水貯水池

の水を補給するまで 85分以内で可能である。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

また，構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水貯

水池から防火水槽へホースを敷設し，送水ルートを確保

する。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，緊急時対策本部からフィルタ装置の使用等によ

る現場からの一時退避指示があった場合は，防火水槽か

らの送水量（可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)

による原子炉圧力容器等への注水で使用する量）を上回

る量で水を補給する必要があるため，防火水槽の水位が

目視で緩やかに上昇するよう送水ライン出口弁開度を調

整した上で退避する。 

(添付資料 1.13.3-9) 

 

ｂ．淡水タンクから防火水槽への補給 

 

防火水槽を水源として可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は

A-2級)による原子炉圧力容器への注水等の各種注水を行う

場合に防火水槽の水が枯渇する前に淡水タンク(純水タンク

又はろ過水タンク)の水を防火水槽へ補給する。 

策本部長代理に報告する。 

⑭運転員等は，西側淡水貯水設備の水位が規定水位

に到達したことを発電長に報告する。 

⑮発電長は，西側淡水貯水設備への補給停止を災害

対策本部長代理に依頼する。 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから可搬型代替注水大型ポンプによる

代替淡水貯槽から西側淡水貯水設備への補給開始まで

165分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作

業の室温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水大型ポンプからのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して代替淡水貯

槽から西側淡水貯水設備へホースを敷設し，送水ルー

トを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋

内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施す

る。 

 

 

 

 

（添付資料 1.13.4） 

 

(b) 淡水タンクを水源とした可搬型代替注水大型ポンプに

よる西側淡水貯水設備への補給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯

水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た大量送水車による原子炉圧力容器への注水等の各種注水

を行う場合に輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

の水が枯渇する前に輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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(a) 手順着手の判断基準 

防火水槽を水源として可搬型代替注水ポンプ(A-1級又

はA-2級)による原子炉圧力容器への注水等の各種注水を

行う場合で，淡水貯水池の水が枯渇するおそれがある場

合。 

 

(b) 操作手順 

淡水タンク(純水タンク又はろ過水タンク)から防火水

槽への補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第

1.13.22 図に，タイムチャートを第 1.13.23図に示す。 

 

 

 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

緊急時対策要員に淡水タンク(純水タンク又はろ

過水タンク)から防火水槽への補給を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 緊急時対策要員は，淡水貯水池からの淡水貯水池

大湊側第一送水ライン供給止め弁を全閉する。 

 

 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型

ポンプによる原子炉圧力容器への注水等の各種注水が

開始された場合 

 

 

ⅱ) 操作手順 

淡水タンクを水源とした可搬型代替注水大型ポンプ

による西側淡水貯水設備への補給手順の概要は以下の

とおり。概要図を第 1.13－10図に，タイムチャートを

第 1.13－11図に，ホース敷設図を第 1.13－27図に示

す。 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯

水設備への補給の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給の準

備のため，可搬型代替注水大型ポンプの配置及び

ホース接続を依頼する。 

③災害対策本部長代理は，プラントの被災状況の結

果から水源を淡水タンクに決定し，重大事故等対

応要員に可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡

水貯水設備への補給の準備を指示する。 

④重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポン

プを淡水タンクに配置し，多目的タンク配管・弁

の予備ノズルと可搬型代替注水大型ポンプ付属の

２）の水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ

補給する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した大量送水車による原子炉圧力容器への注水等の各種

注水を行う場合で，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）の水が枯渇するおそれがある場合。 

 

(b) 操作手順 

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給手順の

概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－20図に，タイム

チャートを第 1.13－21 図に，ホース敷設図を第 1.13－

47図に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

緊急時対策要員に輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水

槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽

（西２）への補給を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②緊急時対策要員は，大量送水車の配置及びホース等

の接続を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，手順着手

の判断に基づき，発電長

から運転員等へ指示。島

根２号炉は，緊急時対策

本部から緊急時対策要

員へ指示 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違 
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③ 緊急時対策要員は，指定された淡水タンク(純水

タンク又はろ過水タンク)の送水ラインにホース

を接続する。 

 

 

 

 

④ 緊急時対策要員は，No.4純水タンク工事用水用隔

離弁及び淡水貯水池大湊側第一送水ライン No.4

純水タンク供給弁，又は No.3 ろ過水タンク工事

用水用隔離弁及び淡水貯水池大湊側第一送水ラ

イン No.3 ろ過水タンク供給弁を開けて，送水ラ

インの水張りを開始する。 

⑤ 緊急時対策要員は，送水ラインに漏えい等の異常

がないことを確認する。 

⑥ 緊急時対策要員は，指定された防火水槽への送水

ラインにホースを接続する。 

⑦ 緊急時対策要員は，送水ライン水張り完了後，ホ

ースの先を防火水槽マンホールへ入れ，淡水貯水

池大湊側第一送水ライン防火水槽供給弁を開けて

防火水槽へ淡水タンクの水を補給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水中ポンプユニット吸込口をホースで接続する。 

⑤重大事故等対応要員は，淡水タンクから西側淡水

貯水設備までのホース敷設を行う。 

 

⑥運転員等は，可搬型代替注水大型ポンプによる西

側淡水貯水設備への補給に必要な監視計器の電源

が確保されていることを状態表示等にて確認する。 

 

⑦重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポン

プの配置，西側淡水貯水設備の蓋開放及びホース

の挿入を行い，可搬型代替注水大型ポンプによる

送水準備完了を災害対策本部長代理へ報告する。

また，災害対策本部長代理は発電長に報告する。 

⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給開始

を依頼する。 

⑨発電長は，運転員等に西側淡水貯水設備水位の監

視を指示する。 

⑩災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可

搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備

への補給開始を指示する。 

 

⑪重大事故等対応要員は，多目的タンク配管・弁の

予備ノズル弁を全開後，可搬型代替注水大型ポン

プ起動後，補給開始したことを災害対策本部長代

理に報告する。また，災害対策本部長代理は発電

長に報告する。 

⑫運転員等は，西側淡水貯水設備への補給が開始さ

れたことを西側淡水貯水設備水位指示上昇により

確認し，発電長に報告する。 

 

⑬発電長は，可搬型代替注水大型ポンプによる西側

淡水貯水設備への補給が開始されたことを災害対

策本部長代理に報告する。 

 

 

⑭運転員等は，西側淡水貯水設備の水位が規定水位

に到達したことを発電長に報告する。 

 

③緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯

水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）までのホース敷設を行う。 

 

 

 

 

④緊急時対策要員は，大量送水車の配置，輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の蓋開放並びにホ

ース挿入を行い，大量送水車による送水準備完了を

緊急時対策本部へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

⑤緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車に

よる輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ

の補給開始を指示する。 

 

⑥緊急時対策要員は，大量送水車を起動後，輪谷貯水

槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給開始したこ

とを緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

 

 

⑦緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯

水槽（西２）及び輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水

槽（東２）の水位を目視により確認し，補給が開始

されたことを緊急時対策本部へ報告する。また，緊

急時対策本部は当直長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，緊急時

対策要員のみの対応 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違，設備構成の

相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，緊急時

対策要員のみの対応 
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(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 2 名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから防火水槽に水を補給す

るまで約 70分で可能である。 

 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

 

 

 

また，構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水タ

ンクから防火水槽へホースを敷設し，送水ルートを確保

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．海から防火水槽への補給 

 

(a) 可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による防火水槽への海

水補給の場合 

淡水貯水池及び淡水タンク(純水タンク及びろ過水タン

ク)の水が枯渇により防火水槽への補給ができなくなるお

それがある場合に，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)によ

り海水を防火水槽へ補給する。 

 

⑮発電長は，西側淡水貯水設備への補給停止を災害

対策本部長代理に依頼する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから可搬型代替注水大型ポンプによる

淡水タンクから西側淡水貯水設備への補給開始まで150

分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作

業の室温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水大型ポンプからのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水タンク

から西側淡水貯水設備へホースを敷設し，送水ルート

を確保する。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋

内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施す

る。 

（添付資料 1.13.4） 

 

 (c) 海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる西側

淡水貯水設備への補給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから大量送水車による輪谷

貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）に水を補給するまで１

時間 20分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホ

ース接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペー

スを確保していることから，容易に操作可能である。 

 

 

構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（東

１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又

は輪谷貯水槽（西２）へホースを敷設し，送水ルートを

確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内

に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施する。 

 

（添付資料 1.13.4-7） 

 

ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への

補給 

(a) 大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷

貯水槽（西２）への海水補給 

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）の水が枯

渇により輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ

の補給ができなくなるおそれがある場合に，大型送水ポ

ンプ車により海水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽

（西２）へ補給する。 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 被ばく評価結果の相

違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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ⅰ．手順着手の判断基準 

防火水槽を水源として可搬型代替注水ポンプ(A-1級

又はA-2級)による原子炉圧力容器への注水等の各種注

水を行う場合で，淡水貯水池及び淡水タンク(純水タン

ク及びろ過水タンク)の水が枯渇するおそれがある場合。 

 

ⅱ．操作手順 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による防火水槽への

海水補給手順の概略は以下のとおり。概要図を第

1.13.24 図に，タイムチャートを第 1.13.25図に示す。 

 

 

 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による防火水槽へ

の海水補給を実施するよう緊急時対策要員へ指示

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 緊急時対策要員は，当該号炉の護岸へ可搬型代替

注水ポンプ(A-2 級)を移動させる。 

 

 

 

③ 緊急時対策要員は，当該号炉の護岸から防火水槽

までのホース敷設※1を行う。 

 

 

ⅰ) 手順着手の判断基準 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型

ポンプによる原子炉圧力容器への注水等の各種注水が

開始され，淡水を水源とした補給ができない場合 

 

 

ⅱ) 操作手順 

海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる西

側淡水貯水設備への補給手順の概要は以下のとおり。

概要図を第 1.13－10図に，タイムチャートを第 1.13

－11図に，ホース敷設図を第 1.13－28図に示す。 

 

 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員

等に可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯

水設備への補給の準備開始を指示する。 

 

 

 

 

 

②発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給の準

備のため，可搬型代替注水大型ポンプの配置及び

ホース接続を依頼する。 

③災害対策本部長代理は，プラントの被災状況の結

果から水源を海に決定し，重大事故等対応要員に

可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設

備への補給の準備を指示する。 

④重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポン

プを海水取水箇所（ＳＡ用海水ピット）に配置し，

ＳＡ用海水ピットの蓋を開放後，可搬型代替注水

大型ポンプ付属の水中ポンプユニット※１を海水取

水箇所（ＳＡ用海水ピット）に設置する。 

⑤重大事故等対応要員は，海水取水箇所（ＳＡ用海

水ピット）から西側淡水貯水設備までのホース敷

設を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水等の

各種注水が開始され，輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯

水槽（東２）を水源とした補給ができない場合。 

 

ⅱ 操作手順 

海を水源とした大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給手順の概略

は以下のとおり。概略図を第 1.13－22図に，タイムチ

ャートを第 1.13－23 図に，ホース敷設図を第 1.13－

48図に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）への海水補給を実施するよう緊急

時対策要員へ指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を海水取水箇

所に配置し，大型送水ポンプ車付属の水中ポンプユ

ニットを海水取水箇所に設置する。 

 

 

③緊急時対策要員は，海水取水箇所から輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）までのホース敷設

を行う。 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，緊急時

対策本部から緊急時対

策要員へ指示 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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④ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に可搬型代替

注水ポンプ(A-2 級)による防火水槽への海水補給

の準備完了を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤  緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受

け，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)を起動し防火

水槽への補給を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：海水取水時には， ホース先端にストレーナを

取り付け，海面より低く着底しない位置に取

水部分を固定することにより，ホースへの異

物の混入を防止する。 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり可搬型代替注水ポ

⑥運転員等は，可搬型代替注水大型ポンプによる西

側淡水貯水設備への補給に必要な監視計器の電源

が確保されていることを状態表示等にて確認する。 

 

⑦重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポン

プの配置，西側淡水貯水設備の蓋開放及びホース

の挿入を行い，可搬型代替注水大型ポンプによる

送水準備完了を災害対策本部長代理へ報告する。

また，災害対策本部長代理は発電長に報告する。 

⑧発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替注水

大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給開始

を依頼する。 

⑨発電長は，運転員等に西側淡水貯水設備水位の監

視を指示する。 

⑩災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可

搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備

への補給開始を指示する。 

⑪重大事故等対応要員は，可搬型代替注水大型ポン

プ起動後，補給開始したことを災害対策本部長代

理に報告する。また，災害対策本部長代理は発電

長に報告する。 

⑫運転員等は，西側淡水貯水設備への補給が開始さ

れたことを西側淡水貯水設備水位指示上昇により

確認し，発電長に報告する。 

⑬発電長は，可搬型代替注水大型ポンプによる西側

淡水貯水設備への補給が開始されたことを災害対

策本部長代理に報告する。 

⑭運転員等は，西側淡水貯水設備の水位が規定水位

に到達したことを発電長に報告する。 

⑮発電長は，西側淡水貯水設備への補給停止を災害

対策本部長代理に依頼する。 

※1：可搬型代替注水大型ポンプ付属の水中ポンプユ

ニット吸込み部には，ストレーナを設置してお

り，海面より低く着底しない位置に取水部分を

固定することにより，異物の混入を防止する。 

 

ⅲ) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1名及び重

 

 

 

 

④緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の配置，輪谷

貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の蓋開放並

びにホースの挿入を行い，大型送水ポンプ車による

送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

 

 

 

 

 

 

⑤緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大型送水ポン

プ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）への補給開始を指示する。 

⑥緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を起動後，補

給開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

 

 

⑦緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯

水槽（西２）の水位を目視により確認し，補給が開

始されたことを緊急時対策本部へ報告する。また，

緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12名にて作業を実施

・体制の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，緊急時

対策要員のみの対応 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 
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ンプ(A-2 級)の操作を緊急時対策要員 3 名にて実施し

た場合，作業開始を判断してから送水開始まで約 190

分で可能である。 

 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注

水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続は，汎用の結合

金具であり，十分な作業スペースを確保していること

から，容易に操作可能である。 

 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から防火

水槽へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

 

 

 

 

(添付資料 1.13.3-10) 

 

(b) 大容量送水車(海水取水用)による防火水槽への海水補

給の場合 

 

淡水貯水池及び淡水タンク(純水タンク及びろ過水タン

ク)の水が枯渇により防火水槽への補給ができなくなるお

それがある場合に，大容量送水車(海水取水用)により海

水を防火水槽へ補給する。 

 

ⅰ．手順着手の判断基準 

防火水槽を水源として可搬型代替注水ポンプ(A-1級

又はA-2級)による原子炉圧力容器への注水等の各種注

水を行う場合で，淡水貯水池及び淡水タンク(純水タン

ク及びろ過水タンク)の水が枯渇するおそれがあり，可

搬型代替注水ポンプ(A-2 級)により海水を防火水槽へ

大事故等対応要員 8名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから可搬型代替注水大型ポンプによる

海水取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から西側淡水貯水

設備への補給開始まで 220分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射

線防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作

業の室温は通常運転時と同程度である。 

可搬型代替注水大型ポンプからのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海水取水箇

所（ＳＡ用海水ピット）から西側淡水貯水設備へホー

スを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤ

ライトを用いることで，暗闇における作業性について

も確保している。 

 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋

内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施す

る。 

 

（添付資料 1.13.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した場合，作業開始を判断してから大型送水ポンプ車

による海水取水箇所から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷

貯水槽（西２）への補給開始まで３時間 20分以内で可

能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。大型送水ポン

プ車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

十分な作業スペースを確保していることから，容易に

操作可能である。 

 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へホースを敷

設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋

内に待機し，モニタ指示を確認しながら作業を実施す

る。 

 

（添付資料 1.13.4-8） 

 

(b) 大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽

（西２）への海水補給 

 

輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）の水が枯

渇により輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ

の補給ができなくなるおそれがある場合に，大量送水車

により海水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）

へ補給する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水等の

各種注水が開始され，淡水を水源とした補給ができな

い場合。 

 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

 使用する資機材の相

違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 被ばく評価結果の相

違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑯の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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補給できない場合。 

 

ⅱ．操作手順 

大容量送水車(海水取水用)による防火水槽への海水

補給手順の概略は以下のとおり。概要図を第 1.13.26

図に，タイムチャートを第 1.13.27図に示す。 

 

 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

大容量送水車(海水取水用)による防火水槽への海

水補給を実施するよう緊急時対策要員へ指示す

る。 

② 緊急時対策要員は，大容量送水車(海水取水用)を

タービン建屋近傍屋外に移動させる。 

 

③ 緊急時対策要員は，ホースの敷設及び接続を行う。 

 

 

④ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大容量送水

車(海水取水用)による防火水槽への海水補給の準

備完了を報告する。 

 

⑤ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受け，

大容量送水車(海水取水用)を起動し防火水槽へ

の補給を実施する。 

⑥ 緊急時対策要員は，大容量送水車（海水取水用）

の吐出圧力により必要流量が確保されていること

を確認する。 

 

 

 

 

 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 8 名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから大容量送水車(海水

取水用)による防火水槽への海水補給開始まで約300分

で可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ 操作手順 

海を水源とした大量送水車による輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給手順の概略は以

下のとおり。概略図を第 1.13－24図に，タイムチャー

トを第 1.13－25 図に，ホース敷設図を第 1.13－48 図

に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）への海水補給を実施するよう緊急時対策

要員へ指示する。 

②緊急時対策要員は，大量送水車を海水取水箇所に配

置し，大量送水車付属の水中ポンプユニットを海水

取水箇所に設置する。 

③緊急時対策要員は，海水取水箇所から輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）までのホース敷設

を行う。 

④緊急時対策要員は，大量送水車の配置，輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の蓋開放並びにホ

ースの挿入を行い，大量送水車による送水準備完了

を緊急時対策本部に報告する。 

⑤緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車に

よる輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ

の補給開始を指示する。 

⑥緊急時対策要員は，大量送水車を起動後，補給開始

したことを緊急時対策本部に報告する。 

 

⑦緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯

水槽（西２）の水位を目視により確認し，補給が開

始されたことを緊急時対策本部へ報告する。また，

緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから大量送水車による

海水取水箇所から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽

（西２）への補給開始まで２時間 30分以内で可能であ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑱の相違 

 

1.13-386



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

 

 

また，構内のアクセスルートの状況を考慮して海か

ら防火水槽へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

 

 

 

 

(添付資料 1.13.3-11) 

 

 (c) 代替原子炉補機冷却海水ポンプによる防火水槽への海

水補給の場合 

淡水貯水池及び淡水タンク(純水タンク及びろ過水タン

ク)の水が枯渇により防火水槽への補給ができなくなるお

それがある場合に，代替原子炉補機冷却海水ポンプによ

り海水を防火水槽へ補給する。 

ⅰ．手順着手の判断基準 

防火水槽を水源として可搬型代替注水ポンプ(A-1級

又はA-2級)による原子炉圧力容器への注水等の各種注

水を行う場合で，淡水貯水池及び淡水タンク(純水タン

ク及びろ過水タンク)の水が枯渇するおそれがあり，大

容量送水車(海水取水用)及び可搬型代替注水ポンプ

(A-2級)により海水を防火水槽へ補給できない場合。 

ⅱ．操作手順 

代替原子炉補機冷却海水ポンプによる防火水槽への

海水補給手順の概略は以下のとおり。概要図を第

1.13.28 図に，タイムチャートを第 1.13.29図に示す。 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

代替原子炉補機冷却海水ポンプによる防火水槽へ

の海水補給を実施するよう緊急時対策要員へ指示

する。 

② 緊急時対策要員は，可搬型代替交流電源設備，代

替原子炉補機冷却海水ポンプをタービン建屋近傍

屋外に移動させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車か

らのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な

作業スペースを確保していることから，容易に操作可

能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へホースを敷

設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電

灯を用いることで，暗闇における作業性についても確

保している。 

（添付資料 1.13.4-9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，海水取

水に使用する可搬型設

備として，大量送水車又

は大型送水ポンプ車を

配備 
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③ 緊急時対策要員は，代替原子炉補機冷却海水ポン

プ，ホースや電源ケーブルの敷設及び接続を行う。 

④ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部に代替原子炉

補機冷却海水ポンプによる防火水槽への海水補給

の準備完了を報告する。 

⑤ 緊急時対策要員は，可搬型代替交流電源設備を起

動後，緊急時対策本部の指示を受け，代替原子炉

補機冷却海水ポンプを起動し防火水槽への補給を

実施する。 

ⅲ．操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 11名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから代替原子炉補機冷

却海水ポンプの設置による防火水槽への補給開始まで

の所要時間は以下のとおり。 

・海水取水箇所(6 号炉)から 7 号炉建屋南側を経由

して No.15 防火水槽へ補給した場合:約 420分 

・海水取水箇所(7 号炉)から 7 号炉建屋南側を経由

して No.14防火水槽へ補給した場合:約 330分 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

また，構内のアクセスルートの状況を考慮して海か

ら防火水槽へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

(添付資料 1.13.3-12) 

 

(3) 淡水タンクへ水を補給するための対応手順 

ａ．淡水貯水池から淡水タンクへの補給 

淡水タンク(純水タンク又はろ過水タンク)を水源として，

各種注水を行う場合で，淡水タンクの水が枯渇するおそれ

がある場合は，淡水貯水池の水を淡水タンクへ補給する。 

(a) 手順着手の判断基準 

淡水タンク(純水タンク又はろ過水タンク)を水源とし

て，原子炉圧力容器への注水等の各種注水を行う場合で，

淡水貯水池及び淡水貯水池から防火水槽の間にあらかじ

め敷設してあるホースが使用できる場合。 

(b) 操作手順 

淡水貯水池から淡水タンク(純水タンク又はろ過水タン

ク) への補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第

1.13.30 図に，タイムチャートを第 1.13.31図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，淡水補

給の実効性を考慮し，淡

水タンクへの補給より，

直接注水を選択 
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① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

緊急時対策要員に淡水貯水池から淡水タンクへの

補給を指示する。 

② 緊急時対策要員は，淡水貯水池大湊側第一送水ラ

イン出口弁を開けて，送水ラインの水張りを開始

する。 

③ 緊急時対策要員は，水張りしながら送水ラインの

敷設状況に異常がないことを確認する。 

④ 緊急時対策要員は，指定された淡水タンク(純水

タンク又はろ過水タンク)への送水ラインにホー

スを接続する。 

⑤ 送水ライン水張り完了後，No.4純水タンク工事用

水用隔離弁及び淡水貯水池大湊側第一送水ライ

ン No.4 純水タンク供給弁，又は No.3ろ過水タン

ク工事用水用隔離弁及び淡水貯水池大湊側第一

送水ライン No.3 ろ過水タンク供給弁を開けて淡

水タンクへ淡水貯水池の水を補給する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 2 名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから指定された淡水タンク

(純水タンク又はろ過水タンク)に補給するまで約85分で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。 

また，構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水貯

水池から淡水タンクへホースを敷設し，送水ルートを確

保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順 

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯

蔵タンクへの補給  

復水貯蔵タンクを水源として，各種注水を行う場合で，

復水貯蔵タンクの水が枯渇するおそれがある場合は，輪谷

貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水を復水貯蔵タ

ンクへ補給する。 

(a) 手順着手の判断基準 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

等の各種注水が開始され，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・運用及び設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 
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貯水槽（西２）が使用可能な場合。 

(b) 操作手順 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給手順の概

要は以下のとおり。概要図は第 1.13－26図に，タイムチ

ャートを第 1.13－27 図に，ホース敷設図を第 1.13－49

図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に大量送水車による復水貯蔵タンクへの

補給の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給

の準備のため，大量送水車の配置及びホース接続を

依頼する。 

③緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から

水源を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

に決定し，緊急時対策要員に大量送水車による復水

貯蔵タンクへの補給の準備を指示する。 

④緊急時対策要員は，大量送水車を輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）に配置し，輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）の蓋を開放後，大量送

水車付属の水中ポンプユニットを設置する。 

⑤緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）から復水貯蔵タンクまでのホース敷設

を行う。 

⑥中央制御室運転員Ａは，大量送水車による復水貯蔵

タンクへの補給に必要な監視計器の電源が確保され

ていることを状態表示にて確認する。 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車の配置及び復水貯蔵

タンクへのホース接続を行い，大量送水車による送

水準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給

開始を依頼する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵タンク水

位の監視を指示する。 

⑩緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車に
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よる復水貯蔵タンクへの補給開始を指示する。 

⑪緊急時対策要員は，大量送水車を起動し，復水貯蔵

タンク接続口元弁を全開にし，補給開始したことを

緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部

は，当直長に報告する。 

⑫ 中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクへの補給

が開始されたことを復水貯蔵タンク水位指示上昇に

より確認し，当直副長に報告する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水

車による復水貯蔵タンクへの補給が開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑭中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクの水位が規

定水位に到達したことを当直副長に報告する。 

⑮当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯蔵

タンクへの補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

また，緊急時対策本部は，緊急時対策要員に復水貯

蔵タンクへの補給停止を指示する。 

⑯緊急時対策要員は，復水貯蔵タンク接続口元弁の全

閉操作を実施し，復水貯蔵タンクへの補給停止につ

いて緊急時対策本部に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策

要員 12名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

から大量送水車による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給開始まで２時間

10分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペ

ースを確保していることから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへホー

スを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 
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ｂ．淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給 

(a) 手順着手の判断基準 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

等の各種注水が開始され，淡水タンクが使用可能で，輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵

タンクへの補給ができない場合※１。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，

土石流の発生により水源として使用できない場合

を含む。 

 

(b) 操作手順 

淡水タンクを水源とした大量送水車による復水貯蔵タ

ンクへの補給手順の概要は以下のとおり。概要図は第1.13

－28 図，タイムチャートを第 1.13－29 図に，ホース敷

設図を第 1.13－50図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に大量送水車による復水貯蔵タンクへの

補給の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給

の準備のため，大量送水車の配置及びホース接続を

依頼する。 

③緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から

水源を淡水タンクに決定し，緊急時対策要員に大量

送水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備を指示

する。 

④緊急時対策要員は，大量送水車を淡水タンクに配置

し，淡水タンク接続口から大量送水車吸入口へホー

スを接続する。 

⑤緊急時対策要員は，淡水タンクから復水貯蔵タンク

までのホース敷設を行う。 

⑥中央制御室運転員Ａは，大量送水車による復水貯蔵

タンクへの補給に必要な監視計器の電源が確保され

ていることを状態表示にて確認する。 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車の配置及び復水貯蔵

タンクへのホース接続を行い，大量送水車による送

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 
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水準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給

開始を依頼する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵タンク水

位の監視を指示する。 

⑩緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車に

よる復水貯蔵タンクへの補給開始を指示する。 

⑪緊急時対策要員は，淡水タンクの弁及び復水貯蔵タ

ンク接続口元弁を全開にし，大量送水車の起動操作

を行い，補給開始したことを緊急時対策本部に報告

する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクへの補給が

開始されたことを復水貯蔵タンク水位指示上昇によ

り確認し，当直副長に報告する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水

車による復水貯蔵タンクへの補給が開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑭中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクの水位が規

定水位に到達したことを当直副長に報告する。 

⑮当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯蔵

タンクへの補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

また，緊急時対策本部は，緊急時対策要員に復水貯

蔵タンクへの補給停止を指示する。 

⑯緊急時対策要員は，復水貯蔵タンク接続口元弁の全

閉操作を実施し，復水貯蔵タンクへの補給停止につ

いて緊急時対策本部に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策

要員 12名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

から大量送水車による淡水タンクから復水貯蔵タンクへ

の補給開始まで２時間 30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペ
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ースを確保していることから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水タンクか

ら復水貯蔵タンクへホースを敷設し，送水ルートを確保

する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

ｃ．海から復水貯蔵タンクへの補給 

(a) 手順着手の判断基準 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水

等の各種注水が開始され，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）並びに淡水タンクから復水貯蔵タンクへ

の補給ができない場合※１。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，

土石流の発生により水源として使用できない場合

を含む。 

(b) 操作手順 

海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車によ

る復水貯蔵タンクへの補給手順の概要は以下のとおり。

概要図は第 1.13－30 図，タイムチャートを第 1.13－31

図に，ホース敷設図を第 1.13－51図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に大量送水車又は大型送水ポンプ車によ

る復水貯蔵タンクへの海水補給の準備開始を指示す

る。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に大量送水車又は大型送水ポンプ車による復

水貯蔵タンクへの海水補給の準備のため，大量送水

車又は大型送水ポンプ車の配置及びホース接続を依

頼する。 

③緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から

水源を海に決定し，緊急時対策要員に大量送水車又

は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給

の準備を指示する。 

④緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ

車を海水取水箇所に配置し，大量送水車又は大型送

水ポンプ車付属の水中ポンプユニットを海水取水箇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 
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所へ設置する。 

⑤緊急時対策要員は，海水取水箇所から復水貯蔵タン

クまでのホース敷設を行う。 

⑥中央制御室運転員Ａは，大量送水車又は大型送水ポ

ンプ車による復水貯蔵タンクへの海水補給に必要な

監視計器の電源が確保されていることを状態表示に

て確認する。 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ

車の配置及び復水貯蔵タンクへのホース接続を行

い，大量送水車又は大型送水ポンプ車による送水準

備完了を緊急時対策本部に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対

策本部に大量送水車又は大型送水ポンプ車による復

水貯蔵タンクへの補給開始を依頼する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵タンク水

位の監視を指示する。 

⑩緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車又

は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給

開始を指示する。 

⑪緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ

車を起動し，復水貯蔵タンク接続口元弁を全開にし，

補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。ま

た，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクへの補給が

開始されたことを復水貯蔵タンク水位指示上昇によ

り確認し，当直副長に報告する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水

車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの

補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑭中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクの水位が規

定水位に到達したことを当直副長に報告する。 

⑮当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯蔵

タンクへの補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

また，緊急時対策本部は，緊急時対策要員に復水貯

蔵タンクへの補給停止を指示する。 

⑯緊急時対策要員は，復水貯蔵タンク接続口元弁の全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-395



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の水源切替え 

 

 

 

 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよ

う，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の水源を切り替え

る。 

 

 

 

 

ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替

え 

サプレッション・プール水枯渇，サプレッション・チェン

バ破損又はサプレッション・プール水温上昇等により使用で

きない場合において，復水貯蔵タンクの水位計が健全であり，

水位が確保されている場合は，重大事故等の収束に必要な水

の供給が中断することがないよう，原子炉隔離時冷却系及び

高圧炉心スプレイ系の水源を切り替える。 

なお，水源の切替えにおいては，運転中の原子炉隔離時冷

却系ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ポンプを停止することな

く水源を切り替えることが可能である。 

 

ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の

水源の切替え 

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時に

おいて，復水貯蔵タンクが使用可能な場合は，サプレッシ

閉操作を実施し，復水貯蔵タンクへの補給停止につ

いて緊急時対策本部に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策

要員 12名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

から「大量送水車使用の場合」２時間 10 分以内，「大型

送水ポンプ車使用の場合」３時間20分以内で可能である。  

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。大量送水車又は大型

送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の結合金具で

あり，十分な作業スペースを確保していることから，容

易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して大量送水車又

は大型送水ポンプ車から復水貯蔵タンクへホースを敷設

し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え 

 

サプレッション・プール水枯渇，サプレッション・チェンバ

破損又はサプレッション・プール水温上昇等によりサプレッシ

ョン・チェンバが使用できない場合において，復水貯蔵タンク

の水位計が健全であり，水位が確保されている場合は，重大事

故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよう，原子

炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源を切り替える。 

なお，水源切替えにおいては，運転中の原子炉隔離時冷却ポ

ンプ及び高圧炉心スプレイ・ポンプを停止することなく水源を

切り替えることが可能である。 

 

ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の

水源の切替え 

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時に

おいて，復水貯蔵タンクが使用可能な場合は，サプレッシ
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(a) 手順着手の判断基準 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバ・プール水の温度が原子炉

隔離時冷却系の設計温度を超える場合。 

【1.2.2.4(1)】 

 

(b) 操作手順 

原子炉隔離時冷却系の水源切替え手順については，

「1.2.2.4(1)原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器

への注水」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて操作を実施する。操作スイ

ョン・チェンバから復水貯蔵タンクへ水源を切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準 

サプレッション・チェンバが以下のいずれかの状態と

なり，復水貯蔵タンクの水位が確保されている場合 

・サプレッション・プール水位が，－50cm以下となっ

た場合 

・サプレッション・プール水温度が，原子炉隔離時冷

却系の設計温度を超えるおそれがある場合 

 

 

(b) 操作手順 

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時

の水源の切替え手順の概要は以下のとおり。概要図を第

1.13－12図に，タイムチャートを第 1.13－13 図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

にサプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ

の水源の切替えを指示する。 

 

 

 

 

 

②運転員等は，中央制御室にて，原子炉隔離時冷却系

復水貯蔵タンク水供給弁を開とする。 

 

③運転員等は，中央制御室にて，原子炉隔離時冷却系

復水貯蔵タンク水供給弁が開となったことを確認後，

原子炉隔離時冷却系サプレッション・プール水供給

弁を閉とする。 

 

④運転員等は，中央制御室にて，水源の切替え後，原

子炉隔離時冷却系の運転状態に異常がないことを確

認し，発電長に水源の切替えが完了したことを報告

する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1 名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから水源をサプレ

ョン・チェンバから復水貯蔵タンクへ水源を切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準 

サプレッション・チェンバが以下のいずれかの状態と

なり，復水貯蔵タンクの水位が確保されている場合。 

・サプレッション・プール水位指示値が，通常水位－50cm

以下となった場合。 

・サプレッション・プール水温度が，原子炉隔離時冷却

系の設計温度を超えるおそれがある場合。 

 

 

(b) 操作手順 

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時

の水源の切替え手順の概要は以下のとおり。概要図を第

1.13－32図に，タイムチャートを第 1.13－33図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員にサプレッション・チェンバから復水貯

蔵タンクへの水源の切替え，その後の原子炉隔離時

冷却系の運転状態に異常がないことを確認するよう

指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス

水位高バイパスＣＯＳを「通常」から「バイパス」

に切り替える。 

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉隔

離時冷却系のポンプ復水貯蔵水入口弁を全開操作す

る。 

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉隔

離時冷却系のポンプ復水貯蔵水入口弁が全開となっ

たことを確認後，ポンプトーラス水入口弁を全閉操

作し，水源がサプレッション・チェンバから復水貯

蔵タンクへ切り替わることを確認する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，水源切替

え後における原子炉隔離時冷却系の運転状態に異常

がないことを確認し，当直副長に水源切替えが完了

したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施

した場合，作業開始を判断してから水源をサプレッショ

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 判断基準として確認

する対象パラメータの相

違 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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ッチによる中央制御室からの遠隔操作であるため，速や

かに対応できる。 

 

 

 

 

ｂ．高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への注水 

 

 

 

 

(a) 手順着手の判断基準 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバ・プール水の温度が高圧炉

心注水系の設計温度を超える場合。 

【1.2.2.4(2)】 

 

(b) 操作手順 

高圧炉心注水系の水源切替え手順については，

「1.2.2.4(2) 高圧炉心注水系による原子炉圧力容器へ

の注水」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替えるま

で 3分以内で可能である。中央制御室に設置されている

操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。

屋内作業の室温は通常運転時と同程度である。 

 

 

ｂ．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の

水源の切替え 

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時に

おいて，復水貯蔵タンクが使用可能な場合は，サプレッシ

ョン・チェンバから復水貯蔵タンクへ水源を切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準 

サプレッション・チェンバが以下のいずれかの状態と

なり，復水貯蔵タンクの水位が確保されている場合 

・サプレッション・プール水位が，－50cm以下となっ

た場合 

・サプレッション・プール水温度が，高圧炉心スプレ

イ系の設計温度を超えるおそれがある場合 

 

 

(b) 操作手順 

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時

の水源の切替え手順の概要は以下のとおり。概要図を第

1.13－14図に，タイムチャートを第 1.13－15 図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

にサプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ

の水源の切替えを指示する。 

 

 

 

 

 

②運転員等は，中央制御室にて，高圧炉心スプレイ系

ポンプ入口弁（復水貯蔵タンク）を開とする。 

 

③運転員等は，中央制御室にて，高圧炉心スプレイ系

ポンプ入口弁（復水貯蔵タンク）が開となったこと

を確認後，高圧炉心スプレイ系ポンプ入口弁（サプ

ン・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替えるまで５分

以内で可能である。中央制御室に設置されている操作盤

からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。屋内

作業の室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.13.4-10） 

 

ｂ．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の

水源の切替え 

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時に

おいて，サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ

水源を切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準 

サプレッション・チェンバが以下のいずれかの状態と

なり，復水貯蔵タンクの水位が確保されている場合。 

・サプレッション・プール水位指示値が，通常水位－50cm

以下となった場合。 

・サプレッション・プール水温度が，高圧炉心スプレイ

系の設計温度を超えるおそれがある場合。 

 

 

(b) 操作手順 

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時

の水源の切替え手順の概要は以下のとおり。概要図を第

1.13－34図に，タイムチャートを第 1.13－35図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に高圧炉心スプレイ系の水源をサプレッ

ション・チェンバから復水貯蔵タンクへ切替え，そ

の後の高圧炉心スプレイ系の運転状態に異常がない

ことを確認するよう指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス

水位高バイパスＣＯＳを「通常」から「バイパス」

に切り替える。 

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，高圧炉心

スプレイ系のＨＰＣＳポンプ復水貯蔵水入口弁を全

開操作する。 

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ＨＰＣＳ

ポンプ復水貯蔵水入口弁が全開となったことを確認

後，ＨＰＣＳポンプトーラス水入口弁を全閉操作し，

 ⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 判断基準として確認

する対象パラメータの相

違 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 
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(c) 操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2

名（操作者及び確認者）にて操作を実施する。操作スイ

ッチによる中央制御室からの遠隔操作であるため，速や

かに対応できる。 

 

 

 

 

(2) 淡水から海水への切替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．防火水槽を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は

A-2級)による送水中の場合 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがな

いよう，防火水槽への淡水の供給が継続できないおそれが

ある場合は淡水補給から海水補給へ切り替える。 

 

防火水槽への淡水補給は，「1.13.2.2(2)ａ．淡水貯水池

レッション・プール）を閉とする。 

 

④運転員等は，中央制御室にて，水源の切替え後，高

圧炉心スプレイ系の運転状態に異常がないことを確

認し，発電長に水源の切替えが完了したことを報告

する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，運転員等（当直運転員）1 名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから水源をサプレ

ッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替えるま

で 4分以内で可能である。中央制御室に設置されている

操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。

屋内作業の室温は通常運転時と同程度である。 

 

 

(2) 淡水から海水への切替え 

ａ．代替淡水貯槽へ補給する水源の切替え 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがな

いよう，代替淡水貯槽への淡水の供給が継続できない場合

は淡水補給から海水補給へ切り替える。 

代替淡水貯槽への可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型

代替注水大型ポンプによる淡水補給から海水補給への水源

の切替えは，「1.13.2.2(1)ａ． 可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への

補給（淡水／海水）」の手順にて整備する。 

 

 

 

 

 

ｂ．西側淡水貯水設備へ補給する水源の切替え 

 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがな

いよう，西側淡水貯水設備への淡水の供給が継続できない

場合は淡水補給から海水補給へ切り替える。 

 

西側淡水貯水設備への可搬型代替注水大型ポンプによる

水源がサプレッション・チェンバから復水貯蔵タン

クへ切り替わることを確認する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて水源切替え

後における高圧炉心スプレイ系の運転状態に異常が

ないことを確認し，当直副長に水源切替えが完了し

たことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施

した場合，作業開始を判断してから水源をサプレッショ

ン・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替えるまで５分

以内で可能である。中央制御室に設置されている操作盤

からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。屋内

作業の室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.13.4-10） 

 

(2) 淡水から海水への切替え 

ａ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中の場合 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがな

いよう，低圧原子炉代替注水槽への淡水供給が継続できな

い場合※１は淡水補給から海水補給へ切り替える。 

低圧原子炉代替注水槽への補給は，「1.13.2.2(1)ａ．大

量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水／海

水）」の手順にて整備する。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土

石流の発生により水源として使用できない場合を含

む。 

(添付資料 1.13.4-11) 

 

 

 

ｂ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た大量送水車による送水中の場合 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがな

いよう，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への

淡水供給が継続できない場合は淡水補給から海水補給へ切

り替える。 

輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑱の相違 

 

  

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，水の供

給を中断せず，淡水補給

から海水補給への切替

えが可能  

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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から防火水槽への補給」及び「1.13.2.2(2)ｂ．淡水タンク

から防火水槽への補給」の手順にて，防火水槽への海水補

給は，「1.13.2.2(2)ｃ．海から防火水槽への補給」の手順

にて整備する。 

 

ｂ．淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1級又

は A-2級)による送水中の場合（あらかじめ敷設してある

ホースが使用できる場合） 

淡水貯水池から重大事故等の収束に必要な水の供給を行

っている場合は，あらかじめ可搬型代替注水ポンプ(A-1級

又はA-2級)の水源切替え準備をすることにより速やかに淡

水から海水への切替えを可能とする。 

(a) 手順着手の判断基準 

淡水貯水池及び防火水槽を水源とした可搬型代替注水

ポンプ(A-1級又は A-2級)による送水ができない場合で，

大容量送水車（海水取水用）による可搬型代替注水ポン

プ(A-1級又は A-2級)への送水準備が完了している場合。 

(b) 操作手順 

淡水貯水池から海を水源とした可搬型代替注水ポンプ

(A-1 級又は A-2 級)への送水の切替え手順の概略は以下

のとおり。タイムチャートを第 1.13.32図に示す。 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，

緊急時対策要員に淡水貯水池から海を水源とした

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2級)への送

水の切替えを指示する。 

② 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級又は A-2級)を停止する。 

③ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級又は A-2 級)吸管のホース接続継手に取り付け

られている弁を全閉とし，可搬型代替注水ポンプ

(A-1級又は A-2 級)への淡水貯水池の送水を停止

する。 

④ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-1

級又は A-2 級)吸管のホースを大容量送水車（海

水取水用）吐出管に取り付けられているホース接

続継手に敷設し，接続継手に取り付けられている

弁を全開とする。 

⑤ 緊急時対策要員は，大容量送水車（海水取水用）

淡水補給から海水補給への水源の切替えは，「1.13.2.2(2)

ａ． 可搬型代替注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備へ

の補給（淡水／海水）」の手順にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給は，「1.13.2.2(2)ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）への補給」の手順にて整備する。 

 

(添付資料 1.13.4-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 
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を起動し，可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は A-2

級)の水源を確保する。 

⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受け，

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2級)を起動

し注水/補給を実施する。注水/補給中は可搬型代

替注水ポンプ(A-1級又は A-2 級)付きの圧力計で

圧力を確認しながら可搬型代替注水ポンプ(A-1

級又は A-2級)を操作する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 4 名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから淡水貯水池から海を水

源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)への

送水の切替えまで 40 分以内で可能である。（大容量送水

車（海水取水用）の準備から切替えを実施した場合は，

約 325分で対応可能である。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，

照明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポン

プ(A-1 級又は A-2 級)からのホースの接続は，汎用の結

合金具であり，十分な作業スペースを確保していること

から，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯

を用いることで，暗闇における作業性についても確保し

ている。 

(添付資料 1.13.3-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした送水中の場合 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがな

いよう，復水貯蔵タンクへの淡水供給が継続できない場合※

１は淡水補給から海水補給へ切り替える。 

復水貯蔵タンクへの海水補給は，「1.13.2.2(3)ｃ．海か

ら復水貯蔵タンクへの補給」の手順にて整備する。 

 

 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土

石流の発生により水源として使用できない場合を含

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）を経由する

ことで，注水中断なく淡

水から海水に切替え可

能  

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな
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(3) 外部水源から内部水源への切替え 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に内部水源（サプレッ

ション・チェンバ）を水源とした高圧注水系による原子炉圧

力容器への注水ができない場合は，逃がし安全弁による発電

用原子炉の減圧を実施し，外部水源（代替淡水貯槽）を水源

とした低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への各

種注水を行うが，その後，事故収束に必要な対応として，外

部水源（代替淡水貯槽）から内部水源（サプレッション・チ

ェンバ）への切替えを行う。 

 

 

 

ａ．外部水源（代替淡水貯槽）から内部水源（サプレッショ

ン・チェンバ）への切替え 

有効性評価において想定する事故シーケンスグループ等

である格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的

負荷（格納容器過圧・過温破損）」発生時の事故の収束に

必要な対応として，外部水源（代替淡水貯槽）から内部水

源（サプレッション・チェンバ）へ水源を切り替える。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷時，外部水源（代替淡水貯槽）を使用した低

圧代替注水系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納

 

(3) 海水から淡水への切替え 

土石流の発生により，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）を水源とした原子炉圧力容器等への注水ができない

場合は，海を水源とした原子炉圧力容器等への注水を実施す

るが，その後，淡水タンクが使用可能であることを確認でき

た場合は，海水から淡水へ水源を切り替える。 

ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容

器等への注水は， 1.13.2.1.(5)ｅ．～ ｋ．の手順にて整備

する。 

純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器

等への注水は， 1.13.2.1.(7)ａ．～ ｇ．の手順にて整備す

る。 

 

(4) 外部水源から内部水源への切替え 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に内部水源（サプレッ

ション・チェンバ）を水源とした高圧注水系による原子炉圧

力容器への注水ができない場合は，逃がし安全弁による発電

用原子炉の減圧を実施し，外部水源（低圧原子炉代替注水槽）

を水源とした低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧

力容器への注水又は外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２））を水源としたペデスタル代替注水系（可搬

型）による原子炉格納容器下部への注水を行うが，その後，

事故収束に必要な対応として，外部水源（低圧原子炉代替注

水槽又は輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から

内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替えを行う。 

ａ．外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプ

レッション・チェンバ）への切替え 

有効性評価において想定する事故シーケンスグループ等

である格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的

負荷（格納容器過圧・過温破損）」発生時の事故の収束に

必要な対応として，外部水源（低圧原子炉代替注水槽）か

ら内部水源（サプレッション・チェンバ）へ水源を切り替

える。 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷時，外部水源（低圧原子炉代替注水槽）を使

用した低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水を実施している状態にて，原子炉水位がＬ

い場合を記載 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

発生時に，海を水源とし

た対応を実施するが，そ

の後，淡水源が使用可能

であれば，水源を海水か

ら淡水に切り替える 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

・運用の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】  

 島根２号炉は，ＤＣＨ

シナリオにおける，外部

水源から内部水源によ

る切替えを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，有効性

評価において格納容器
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容器内の冷却を実施している状態にて，原子炉水位がＬ

０以上と判断され，かつ，代替循環冷却系が使用可能な

場合※１ 

 

※1：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サプ

レッション・チェンバ）が確保されている場合 

 

(b) 操作手順 

外部水源（代替淡水貯槽）から内部水源（サプレッシ

ョン・チェンバ）への切替え手順の概要は以下のとおり。 

 

なお，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用

した代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水及び

原子炉格納容器内の除熱手順については，「1.4.2.1(3)

ａ．(b) 代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却」，

「1.7.2.1(1)ａ． 代替循環冷却系による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱」及び「1.8.2.2(1)ｃ． 代替循環冷却

系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。また，

外部水源（代替淡水貯槽）を使用した代替格納容器スプ

レイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却手順

については，「1.6.2.2(1)ａ．(a) 代替格納容器スプレ

イ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」

にて整備する。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等

に外部水源（代替淡水貯槽）を使用した低圧代替注

水系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納

容器内の冷却手段から，内部水源（サプレッション・

チェンバ）を使用した代替循環冷却系による原子炉

圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱手段

へ切り替えるため，代替循環冷却系ポンプの起動を

指示する。 

②運転員等は，中央制御室にて，内部水源（サプレッ

ション・チェンバ）を使用した代替循環冷却系によ

る原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の

除熱が開始されたことを確認し，発電長に報告する。 

 

③発電長は，内部水源（サプレッション・チェンバ）

０以上と判断され，かつ，残留熱代替除去系が使用可能

な場合※１。 

 

 

※１：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源

（サプレッション・チェンバ）が確保され

ている場合。 

(b) 操作手順 

外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サ

プレッション・チェンバ）への切替え手順の概要は以下

のとおり。 

なお，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用

した残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水及

び原子炉格納容器内の除熱手順については，「1.7.2.1(1)

ａ． 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱」にて整備する。また，外部水源（低圧原子炉代

替注水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系（常設）に

よる原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(1)a.(a)低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に外部水源（低圧原子炉代替注水槽）を

使用した低圧原子炉代替注水系（常設）による原子

炉圧力容器への注水手段から，内部水源（サプレッ

ション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系に

よる原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内

の除熱手段へ切り替えるため，残留熱代替除去ポン

プの起動を指示する。 

 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，内部水源

（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代

替除去系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉

格納容器内の除熱が開始されたことを確認し，当直

副長に報告する。 

③当直副長は，内部水源（サプレッション・チェンバ）

スプレイ実施の判断基

準に到達しないため実

施しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 配管構成の相違によ

る手順の相違 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 
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を使用した代替循環冷却系による原子炉圧力容器へ

の注水及び原子炉格納容器内の除熱開始を確認後，

運転員等に外部水源（代替淡水貯槽）を使用した低

圧代替注水系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷

却系（常設）の停止操作を行うため，常設低圧代替

注水系ポンプ停止を指示する。 

④運転員等は，中央制御室にて，常設低圧代替注水系

ポンプを停止する。 

⑤運転員等は，発電長に常設低圧代替注水系ポンプが

停止したことを報告する。 

 

⑥発電長は，内部水源（サプレッション・チェンバ）

を使用した代替循環冷却系による原子炉圧力容器へ

の注水及び原子炉格納容器内の除熱を開始後，原子

炉格納容器内の圧力及び温度が上昇することを確認

した場合は，外部水源（代替淡水貯槽）を使用した

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉

格納容器内の冷却を行うため，運転員等に常設低圧

代替注水系ポンプの起動を指示する。 

 

 (c) 操作の成立性 

内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した代

替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉

格納容器内の除熱操作の成立性については，「1.13.2.1(2)

ｄ．(b) 代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却」，

「1.13.2.1(2)ｄ．(c) 代替循環冷却系による原子炉格納

容器内の減圧及び除熱」及び「1.13.2.1(2)ｄ．(d) 代替

循環冷却系による原子炉圧力容器への注水（溶融炉心の

ペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下遅延・防

止）」にて整理する。 

外部水源（代替淡水貯槽）を使用した代替格納容器ス

プレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却操

作の成立性については，「1.13.2.1(1)ｂ．(a) 代替格納

容器スプレイ冷却系（常設）による代替淡水貯槽を水源

とした原子炉格納容器内の冷却」にて整理する。 

 

 

 

を使用した残留熱代替除去系による原子炉圧力容器

への注水及び原子炉格納容器内の除熱開始を確認

後，中央制御室運転員に外部水源（低圧原子炉代替

注水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系の停止操

作を行うため，低圧原子炉代替注水ポンプ停止を指

示する。 

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，低圧原子

炉代替注水ポンプを停止する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，当直副長に低圧原子炉代替

注水ポンプが停止したことを報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) 操作の成立性 

内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残

留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水及び原子

炉格納容器内の除熱操作の成立性については，

「1.13.2.1(3)ｄ．(b) 残留熱代替除去系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱」にて整理する。 

 

 

 

 

外部水源（低圧原子炉代替注水槽）を使用した低圧原

子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器内の注水

操作の成立性については，「1.13.2.1(1)ａ．(a) 低圧原

子炉代替注水系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を

水源とした原子炉圧力容器への注水」にて整理する。 

 

ｂ．外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

 ㉝の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の大LOCA

（残留熱代替除去系を

使用する場合）シナリオ

では，格納容器代替スプ

レイ実施基準に到達し

ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】  
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有効性評価において想定する事故シーケンスグループ等

である格納容器破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰

囲気直接加熱」発生時の事故の収束に必要な対応として，

外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））か

ら内部水源（サプレッション・チェンバ）へ水源を切り替

える。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器破損後，外部水源（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２））を使用したペデスタル代替注水

系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水を実施

している状態にて，残留熱代替除去系が使用可能な場合※

１。 

※１：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サ

プレッション・チェンバ）が確保されている場

合。 

(b)  操作手順 

外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え

手順の概要は以下のとおり。 

なお，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用

した残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱手

順については，「1.7.2.1(1)ａ． 残留熱代替除去系によ

る原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて整備する。 

また，外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２））を使用したペデスタル代替注水系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水手順については，

「1.8.2.1(1)e.ペデスタル代替注水系（可搬型）による

原子炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」にて整備す

る。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制

御室運転員に外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２））を使用したペデスタル代替注水

系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水手

段から，内部水源（サプレッション・チェンバ）を

使用した残留熱代替除去系による原子炉格納容器内

の除熱手段へ切り替えるため，残留熱代替除去ポン

プの起動を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，内部水源

 島根２号炉は，ＤＣＨ

シナリオにおける，外部

水源から内部水源によ

る切替えを記載 
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1.13.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)による各接続口か

ら注水等が必要な箇所までの送水手順については，「1.4原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

手順等｣，「1.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」，

「1.6原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，「1.7原子炉

格納容器の過圧破損を防止するための手順等｣，「1.8 原子炉格

納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，「1.10水素爆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによ

る各接続口から注水等が必要な箇所までの送水手順については，

「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めの手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」，

「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」，「1.8 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，「1.10 

（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代

替除去系による原子炉格納容器内の除熱が開始され

たことを確認し，当直副長に報告する。 

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ペデスタ

ル代替注水系（可搬型）の停止基準である，格納容

器圧力 384kPa[gage]以下及びドライウェル水位が

ベント管下端位置（ドライウェル床面＋1m）に到達

したことを当直副長へ報告する。 

④当直副長は，ペデスタル代替注水系（可搬型）の停

止基準到達を確認後，中央制御室運転員に外部水源

（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を

使用したペデスタル代替注水系（可搬型）の停止操

作を行うため，原子炉格納容器下部への注水停止を

指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ＭＵＷ Ｐ

ＣＶ代替冷却外側隔離弁の全閉操作を実施する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，当直副長に原子炉格納容器

下部への注水が停止したことを報告する。 

(c) 操作の成立性 

内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残

留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱操作の成

立性については，「1.13.2.1(3)ｄ．(b)残留熱代替除去系

による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて整理する。 

外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

を使用したペデスタル代替注水系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水操作の成立性については，

「1.13.2.1(6)ｅ．(b)ペデスタル代替注水系（可搬型）

による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水

源とした原子炉格納容器下部への注水」にて整理する。 

 

1.13.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

大量送水車による各接続口から注水等が必要な箇所までの送

水手順については，「1.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための手順等｣，「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷

却等のための手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止

するための手順等｣，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷

却するための手順等」，「1.10水素爆発による原子炉建屋等の損
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発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及び

「1.11使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて，それ

ぞれ整備する。 

海を水源とした設備への送水手順については，「1.5最終ヒー

トシンクへ熱を輸送するための手順等」及び「1.12発電所外へ

の放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて，それぞれ

整備する。 

 

中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに第一ガスター

ビン発電機，第二ガスタービン発電機，電源車，可搬型代替注

水ポンプ(A-1 級及び A-2 級)及び仮設発電機への燃料補給手順

については，「1.14電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.2.5 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手

段の選択フローチャートを第 1.13.33図に示す。 

(1) 水源を利用した対応手段 

 

重大事故等時には，原子炉圧力容器への注水，格納容器ス

プレイ，燃料プールへの注水等の復水貯蔵槽又はサプレッシ

ョン・チェンバを水源とした注水をするため，必要となる十

分な量の水を復水貯蔵槽又はサプレッション・チェンバに確

保する。 

 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及

び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて，そ

れぞれ整備する。 

海を水源とした設備への送水手順については，「1.5 最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送するための手順等」，「1.12 発電所外へ

の放射性物質の拡散を抑制するための手順等」及び「1.14 電源

の確保に関する手順等」にて，それぞれ整備する。 

 

中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流

電源設備，可搬型代替交流電源設備，可搬型代替直流電源設備，

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプへの燃

料給油手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」に

て整備する。 

 

 

 

 

 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故

時の計装に関する手順等」にて整備する。 

なお，可搬型代替注水中型ポンプによる送水に使用するホース

結合金具付きの可搬型圧力計及び可搬型代替注水大型ポンプによ

る送水に使用する可搬型代替注水大型ポンプ付き圧力計で圧力を

確認しながら可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型

ポンプの回転数を操作し，送水圧力の調整を実施するため，使用

する圧力計は健全性が確認されたものを使用する。 

 

1.13.2.5 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段

の選択フローチャートを第 1.13－16図に示す。 

(1) 水源を利用した対応手段 

【原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合】 

重大事故等時には，サプレッション・チェンバを水源とし

た原子炉圧力容器への注水をするため，必要となる十分な量

の水をサプレッション・チェンバに確保する。 

【原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合】 

重大事故等時には，原子炉圧力容器への注水，格納容器ス

プレイ，燃料プールへの注水等の代替淡水貯槽（常設低圧代

傷を防止するための手順等」及び「1.11使用済燃料貯蔵槽の冷

却等のための手順等」にて，それぞれ整備する。 

 

海を水源とした設備への送水手順については，「1.5最終ヒー

トシンクへ熱を輸送するための手順等」及び「1.12発電所外へ

の放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて，それぞれ

整備する。 

 

中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流

電源設備，大量送水車及び大型送水ポンプ車への燃料補給手順

については，「1.14電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故

時の計装に関する手順等」にて整備する。 

なお，大量送水車による送水に使用するホース結合金具付き

の可搬型圧力計は，送水時に圧力を確認しながらポンプの回転

数を操作し，送水圧力の調整を実施するため，使用する圧力計

は健全性が確認されたものを使用する。 

 

 

 

1.13.2.5 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手

段の選択フローチャートを第 1.13－36図に示す。 

(1) 水源を利用した対応手段 

 

重大事故等時には，原子炉圧力容器への注水，原子炉格納

容器内の冷却，原子炉格納容器内の減圧及び除熱等のサプレ

ッション・チェンバ又は復水貯蔵タンクを水源とした注水を

するため，必要となる十分な量の水をサプレッション・チェ

ンバ又は復水貯蔵タンクに確保する。 

サプレッション・チェンバ及び復水貯蔵タンクを水源とし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，海を水

源とした設備の送水手

順の中に電源を確保す

る手段なし 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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復水貯蔵槽又はサプレッション・チェンバを水源とした注

水が実施できず，さらに重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合は，ろ過水タ

ンクを水源として消火系による原子炉圧力容器等への注水を

実施する。 

 

 

 

 

 

ろ過水タンクを水源として利用できない場合は，防火水槽

を水源として可搬型代替注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)によ

り原子炉圧力容器等へ注水するため，必要となる十分な量の

水を防火水槽に確保する。 

 

 

 

 

 

 

防火水槽を水源として利用できない場合は，淡水貯水池を

水源として，淡水貯水池から防火水槽の間にあらかじめ敷設

してあるホースを用いて可搬型代替注水ポンプ(A-1級又はA-2

級)に水を供給することで原子炉圧力容器等へ注水する。 

淡水貯水池から防火水槽の間にあらかじめ敷設してあるホ

ースが使用できない場合は，淡水貯水池から直接可搬型代替

注水ポンプ(A-1 級又は A-2 級)により原子炉圧力容器等へ注

水する。 

 

 

 

替注水系ポンプを使用する場合）を水源とした注水をするた

め，必要となる十分な量の水を代替淡水貯槽に確保する。 

 

 

 

 

 

代替淡水貯槽（常設低圧代替注水系ポンプを使用する場合）

を水源とした注水ができない場合は，サプレッション・チェ

ンバを水源として代替循環冷却系による原子炉圧力容器等へ

の注水をするため，必要となる十分な量の水をサプレッショ

ン・チェンバに確保する。 

サプレッション・チェンバを水源とした注水が実施できず，

さらに重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要

な火災が発生していない場合は，ろ過水貯蔵タンク又は多目

的タンクを水源として消火系による原子炉圧力容器等への注

水を実施する。 

ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源として利用でき

ない場合は，復水貯蔵タンクを水源として補給水系による原

子炉圧力容器等への注水を実施する。 

 

 

復水貯蔵タンクを水源として利用できない場合は，西側淡

水貯水設備を水源として可搬型代替注水中型ポンプにより原

子炉圧力容器等へ注水するため，必要となる十分な量の水を

西側淡水貯水設備に確保する。 

 

西側淡水貯水設備を水源として利用できない場合は，代替

淡水貯槽を水源として可搬型代替注水大型ポンプにより原子

炉圧力容器等へ注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

た注水ができない場合は，低圧原子炉代替注水槽を水源とし

た原子炉圧力容器等への各種注水を実施する。 

 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク及び低圧原子

炉代替注水槽を水源とした注水が実施できず，さらに重大事

故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生

していない場合は，補助消火水槽又はろ過水タンクを水源と

して消火系による原子炉圧力容器等への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

補助消火水槽及びろ過水タンクを水源として利用できない

場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

として大量送水車により原子炉圧力容器等へ注水するため，

必要となる十分な量の水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）に確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として

利用できない場合※１は，純水タンクを水源とした大量送水車

により原子炉圧力容器等への注水を実施する。 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，サプレ

ッション・チェンバ及び

復水貯蔵タンクが使用

できない場合は，低圧原

子炉代替注水槽を使用

する 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，常設設

備での注水ができない場

合は，代替淡水源（措置）

を水源とした可搬型設

備での注水に移行する 
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淡水貯水池を水源として利用できない場合は，海を利用し

て大容量送水車（海水取水用）及び可搬型代替注水ポンプ(A-1

級又はA-2級)により原子炉圧力容器等へ注水することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替淡水貯槽を水源として利用できない場合は，海を利用

して可搬型代替注水大型ポンプにより原子炉圧力容器等へ注

水することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽又は海を水源とし

た可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプ

による注水等の手段は，代替淡水貯槽を水源とした常設低圧

代替注水系ポンプによる注水等の手段と同時並行で準備を開

始する。なお，注水等の手段における水源と可搬型ポンプの

組み合わせは，以下のようにする。 

・西側淡水貯水設備を水源とする場合は，可搬型代替注水

中型ポンプを使用する。 

・代替淡水貯槽を水源とする場合は，可搬型代替注水大型

ポンプを使用する。 

・海を水源とする場合は，可搬型代替注水大型ポンプを使

用する。 

そのほかに，重大事故等時には，格納容器圧力逃がし装置

を使用した格納容器ベントにてスクラビング水が低下した場

合に，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポ

ンプにより，フィルタ装置へスクラビング水の補給を実施す

る。なお，補給手段における水源と可搬型ポンプの組み合わ

せは，以下のようにする。 

・西側淡水貯水設備を水源とする場合は，可搬型代替注水

中型ポンプを使用する。 

・代替淡水貯槽を水源とする場合は，可搬型代替注水大型

ポンプを使用する。 

・淡水タンクを水源とする場合は，可搬型代替注水中型ポ

ンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを使用する。 

 

ａ．送水に利用する水源の優先順位 

純水タンクを水源として使用できない場合は，海を利用し

て大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）

により原子炉圧力容器等へ注水することとなる。 

 

 

 

 

 

 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石

流の発生により水源として使用できない場合を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．送水に利用する水源の優先順位 

・設備の相違 

【東海第二】 

①，⑨の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，低圧原

子炉代替注水槽を水源

とした可搬型設備によ

る注水手順はない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 
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(a) 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポ

ンプによる送水（注水等）に利用する水源の優先順位 

重大事故等時，常設設備による注水等ができない場合

は，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型

ポンプによる注水等を実施する。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポ

ンプによる送水には，複数の水源から選択する必要があ

ることから，送水に利用する水源の優先順位の考え方を

以下に示す。 

水源の優先順位を決定するに当たっては，注水継続性

（可搬設備による送水時の有効水源容量）及び水質によ

る機器への影響（淡水／海水）を考慮する。なお，淡水

タンクは給水処理設備からの補給以外に現実的な水源補

給の手段がなく，継続的な注水確保の観点からは有効な

注水源でないことから，補給用水源と位置付ける。 

 

可搬設備による送水（注水等）に利用する水源は，代

替淡水貯槽よりも注水継続性がある西側淡水貯水設備を

優先することから，西側淡水貯水設備を水源とした可搬

型代替注水中型ポンプによる原子炉圧力容器への注水，

原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水

及び使用済燃料プールへの注水／スプレイを実施するた

め，必要となる十分な量の水を西側淡水貯水設備に確保

する。 

 

西側淡水貯水設備を水源として利用できない場合は，

淡水（代替淡水貯槽）又は海水の選択となることから，

水質による機器への影響を考慮し，代替淡水貯槽を水源

とした可搬型代替注水大型ポンプによる原子炉圧力容器

への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下

部への注水及び使用済燃料プールへの注水／スプレイを

実施するため，必要となる十分な量の水を代替淡水貯槽

に確保する。 

代替淡水貯槽を水源として利用できない場合は，最終

的な水源である海を水源とした可搬型代替注水大型ポン

プによる原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の

冷却，原子炉格納容器下部への注水及び使用済燃料プー

ルへの注水／スプレイを実施する。 

(a) 大量送水車による送水（注水等）に利用する水源の優

先順位 

     重大事故等時，常設設備による注水等ができない場合

は，大量送水車による送水（注水等）を実施する。 

 

     大量送水車による送水（注水等）には，複数の水源か

ら選択する必要があることから，送水（注水等）に利用

する水源の優先順位の考え方を以下に示す。 

 

     水源の優先順位を決定するに当たっては，注水継続性

（可搬型設備による送水時の有効水源容量）及び水質に

よる機器への影響（淡水／海水）を考慮する。なお，淡

水タンクは湧水等を水源とする輪谷貯水槽（東１）及び

輪谷貯水槽（東２）からの補給以外に現実的な水源補給

の手段がなく，継続的な注水確保の観点からは有効な水

源でないことから，補給用水源として位置付ける。 

     可搬型設備による送水（注水等）に利用する水源は，

低圧原子炉代替注水槽よりも注水継続性がある輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を優先することから，

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た大量送水車による原子炉圧力容器への注水，原子炉格

納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水及び燃料

プールへの注水／スプレイを実施するため，必要となる

十分な量の水を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）に確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

して利用できない場合※１は，最終的な水源である海を水

源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水

車（２台）による原子炉圧力容器への注水，原子炉格納

容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水及び燃料プ

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，送水に

利用する水源の優先順

位を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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(b) 可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポ

ンプによる送水（フィルタ装置スクラビング水補給）

に利用する水源の優先順位 

重大事故等時，格納容器圧力逃がし装置を使用した格

納容器ベントにてスクラビング水が低下した場合は，可

搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプ

によるフィルタ装置へのスクラビング水の補給を実施す

る。 

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポ

ンプによる送水には，複数の水源から選択する必要があ

ることから，送水に利用する水源の優先順位の考え方を

以下に示す。 

水源の優先順位を決定するに当たっては，注水等に使

用する水源の優先度及び水質による機器への影響（淡水

／海水）を考慮する。また，淡水タンクは消火系の水源

であることを考慮する。なお，スクラビング水は上下限

水位差で 45m３未満であること，スクラビング水は実質 7

日間以上補給不要であることから，補給継続性（水源容

量）及びホース敷設距離（準備作業時間，漏えいリスク,

アクセス性阻害）については，優先的に考慮すべき事項

とはしない。また，フィルタ装置スクラビング水補給は，

原則淡水のみを利用する。 

フィルタ装置スクラビング水補給において，代替淡水

貯槽は注水等に使用する常設の低圧代替注水系の第一水

源であるため，西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代

替注水中型ポンプによる送水を実施する。 

西側淡水貯水設備から送水ができない場合は，淡水タ

ンクは消火系の水源として確保する必要があることから，

代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポンプに

よる送水を実施する。 

ールへの注水／スプレイを実施する。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，

土石流の発生により水源として使用できない場合

を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，可搬型

設備による第１ベントフ

ィルタスクラバ容器への

補給に用いる水源は輪

谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）のみで

あるため，補給水源の優

先順位はない 
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(2) 水源へ水を補給するための対応手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．復水貯蔵槽への補給 

 

復水貯蔵槽を水源として，原子炉圧力容器への注水等の

各種注水時において，外部電源により交流電源が確保でき

た場合は，純水補給水系により純水タンクから復水貯蔵槽

へ補給する。 

外部電源喪失により交流電源が確保できない場合で可搬

代替淡水貯槽から送水ができない場合は，淡水（淡水

タンク）又は海水の選択となるが，水質による機器への

影響を考慮し，原則淡水のみを利用することから，淡水

タンクを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬

型代替注水大型ポンプによる送水を実施する。 

 

(2) 水源へ水を補給するための対応手段 

重大事故等時には，注水等に使用している水源が枯渇しな

いように，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大

型ポンプにより，注水等に使用している水源への補給を実施

する。なお，補給手段における水源と可搬型ポンプの組み合

わせは，以下のようにする。 

 

・西側淡水貯水設備を水源とする場合は，可搬型代替注水

中型ポンプを使用する。 

・代替淡水貯槽を水源とする場合は，可搬型代替注水大型

ポンプを使用する。 

・淡水タンクを水源とする場合は，可搬型代替注水中型ポ

ンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを使用する。 

・海を水源とする場合は，可搬型代替注水中型ポンプ又は

可搬型代替注水大型ポンプを使用する。 

ａ．補給に利用する水源の優先順位 

重大事故等時，注水等に使用している水源への補給には，

複数の水源から選択する必要があることから，可搬型代替

注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる補給

に利用する水源の優先順位の考え方を以下に示す。 

水源の優先順位を決定するに当たっては，信頼性（耐震

性）及び水質による機器への影響（淡水／海水）を考慮す

る。また，淡水タンクにおいては，消火系の水源であるこ

とを考慮する。 

 

(a) 代替淡水貯槽への補給に利用する水源の優先順位 

 

代替淡水貯槽を水源とした常設低圧代替注水系ポンプ

又は可搬型代替注水大型ポンプによる原子炉圧力容器へ

の注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部

への注水及び使用済燃料プールへの注水／スプレイにお

いて，代替淡水貯槽が枯渇しないように，可搬型代替注

 

 

 

 

 

 

(2) 水源へ水を補給するための対応手段 

重大事故等時には，注水等に使用している水源が枯渇しな

いように，大量送水車又は大型送水ポンプ車により，注水等

に使用している水源への補給を実施する。なお，補給手段に

おける水源と可搬型設備の組み合わせは，以下のようにする。 

 

 

・輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とす

る場合は，大量送水車を使用する。 

・輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）を水源とす

る場合は，大量送水車を使用する。 

・淡水タンクを水源とする場合は，大量送水車を使用する。 

 

・海を水源とする場合は，大量送水車又は大型送水ポンプ

車を使用する。 

ａ．補給に利用する水源の優先順位 

重大事故等時，注水等に使用している水源への補給には，

複数の水源から選択する必要があることから，大量送水車

又は大型送水ポンプ車による補給に利用する水源の優先順

位の考え方を以下に示す。 

水源の優先順位を決定するに当たっては，信頼性（耐震

性）及び水質による機器への影響（淡水／海水）を考慮す

る。また，淡水タンクにおいては，消火系の水源であるこ

とを考慮する。 

 

(a) 低圧原子炉代替注水槽への補給に利用する水源の優先

順位 

低圧原子炉代替注水槽を水源として，原子炉圧力容器

への注水等の各種注水時において，大量送水車が使用可

能な場合は，大量送水車により輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２）又は淡水タンクから低圧原子炉代替

注水槽へ補給する。 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，補給手

段に使用する水源と可

搬型設備の組合わせを

記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，補給に

利用する水源の優先順

位を記載 

 

 

 

 

 

 

  

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・設備の相違 
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型代替注水ポンプ(A-2 級)が使用可能な場合は，可搬型代

替注水ポンプ(A-2 級)により防火水槽から復水貯蔵槽へ補

給する。 

 

 

 

 

防火水槽を水源として利用できない場合は，淡水貯水池

を水源として，淡水貯水池から防火水槽の間にあらかじめ

敷設してあるホースを用いて可搬型代替注水ポンプ(A-2級) 

により復水貯蔵槽へ補給する。 

淡水貯水池から防火水槽の間にあらかじめ敷設してある

ホースが使用できない場合は，淡水貯水池から直接可搬型

代替注水ポンプ(A-2級)により復水貯蔵槽へ補給する。 

 

淡水貯水池を水源として利用できない場合は，海を利用

した補給手段よりも短時間で補給を開始できる純水補給水

系（仮設発電機を使用）により純水タンクから復水貯蔵槽

へ補給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純水補給水系（仮設発電機を使用）により純水タンクか

ら復水貯蔵槽へ補給ができない場合は，海を利用して大容

量送水車（海水取水用）及び可搬型代替注水ポンプ(A-2級)

により復水貯蔵槽へ補給する。 

 

ｂ．防火水槽への補給 

 

 

水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより，各

水源からの補給を実施する。 

 

 

 

 

 

代替淡水貯槽を水源として，常設低圧代替注水系ポン

プによる原子炉圧力容器への注水等の各種注水時又は可

搬型代替注水大型ポンプによる送水時において，淡水タ

ンクは消火系の水源として確保する必要があり，西側淡

水貯水設備は淡水タンクより信頼性が高いことから，可

搬型代替注水中型ポンプにより西側淡水貯水設備から代

替淡水貯槽へ補給する。 

 

西側淡水貯水設備を水源として利用できない場合は，

淡水（淡水タンク）又は海水の選択となることから，水

質による機器への影響を考慮し，淡水タンクを水源とし

て，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型

ポンプにより代替淡水貯槽へ補給する。 

淡水タンクから代替淡水貯槽へ補給ができない場合は，

海を利用して可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替

注水大型ポンプにより代替淡水貯槽へ補給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 西側淡水貯水設備への補給に利用する水源の優先順位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水槽を水源として，低圧原子炉代替

注水ポンプによる原子炉圧力容器への注水等の各種注水

時において，淡水タンクは消火系の水源として確保する

必要があり，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

は淡水タンクより信頼性が高いことから，大量送水車に

より輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低

圧原子炉代替注水槽へ補給する。 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡

水タンクを水源として利用できない場合※１は，海を利用

して大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）により低圧原子炉代替注水槽へ補給する。 

 

 

 

 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，

土石流の発生により水源として使用できない場合

を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給

に利用する水源の優先順位 

 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）又は淡水タ

ンクから低圧原子炉代

替注水槽への補給手段

を整備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 
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防火水槽を水源とした可搬型代替注水ポンプ(A-1級又は

A-2級)による送水時において，淡水貯水池から防火水槽へ

補給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淡水貯水池から補給ができない場合は，淡水タンクから

防火水槽へ補給する。淡水タンクから補給ができない場合

は，大容量送水車（海水取水用），代替原子炉補機冷却海水

ポンプ又は可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)により海から防

火水槽へ補給する。なお，大容量送水車(海水取水用)及び

代替原子炉補機冷却海水ポンプによる海水の補給は，補給

開始までに時間を要することから可搬型代替注水ポンプ(A-2

級)による海水の補給を優先する。 

 

c．淡水タンクへの補給 

淡水タンク(純水タンク又はろ過水タンク)を水源として

いる場合は，淡水貯水池から淡水タンクへ補給する。 

 

 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポ

ンプによる原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内

の冷却，原子炉格納容器下部への注水及び使用済燃料プ

ールへの注水／スプレイにおいて，西側淡水貯水設備が

枯渇しないように，可搬型代替注水大型ポンプにより，

各水源からの補給を実施する。 

 

 

 

 

 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替注水中型ポ

ンプによる送水時において，淡水タンクは消火系の水源

として確保する必要があり，代替淡水貯槽は淡水タンク

より信頼性が高いことから，可搬型代替注水大型ポンプ

により代替淡水貯槽から西側淡水貯水設備へ補給する。 

 

代替淡水貯槽を水源として利用できない場合は，淡水

（淡水タンク）又は海水の選択となることから，水質に

よる機器への影響を考慮し，淡水タンクを水源として，

可搬型代替注水大型ポンプにより西側淡水貯水設備へ補

給する。 

淡水タンクから西側淡水貯水設備へ補給ができない場

合は，海を利用して可搬型代替注水大型ポンプにより西

側淡水貯水設備へ補給する。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と

した大量送水車による原子炉圧力容器への注水，原子炉

格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水及び燃

料プールへの注水／スプレイにおいて，輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）が枯渇しないように，大量

送水車又は大型送水ポンプ車により，各水源からの補給

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）から輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給できない

場合は，海を利用して大量送水車又は大型送水ポンプ車

により補給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，淡水源

（自主対策設備）から代

替淡水源（措置）への補

給手段を整備 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑭の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，代替淡水

貯槽から西側淡水貯水

設備へ補給する手段を

整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，海水補

給を短時間で実施でき

る送水流量の多い可搬

型設備を優先して使用 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，淡水補

給の実効性を考慮し，自

主水源である淡水タン

クへの補給より低圧原

子炉代替注水槽への補

給又は原子炉等への直

接注水を選択 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，復水貯蔵

1.13-414



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

(c) 復水貯蔵タンクへの補給に利用する水源の優先順位 

復水貯蔵タンクを水源として，原子炉圧力容器への注

水等の各種注水時において，外部電源喪失により交流電

源が確保できない場合で大量送水車が使用可能な場合は，

大量送水車により輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）又は淡水タンクから復水貯蔵タンクへ補給する。輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タ

ンクを水源として利用できない場合※１は，海を利用して

大量送水車又は大型送水ポンプ車により復水貯蔵タンク

へ補給する。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，

土石流の発生により水源として使用できない場合

を含む。 

 

槽への補給に記載 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，復水貯蔵

タンクへの補給手順なし 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，土石流

の発生により輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が使用できな

い場合を記載 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

第 1.13.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（1/15） 

 

第 1.13－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.13－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(１／１５) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-416



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 対応手段，対処設備，手順書一覧（9／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・運用の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-417



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備，手順書一覧（10／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-418



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 対応手段，対処設備，手順書一覧（5／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(２／１５) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備，手順書一覧（6／21） 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(３／１５) 

 

 

1.13-420



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（2/15） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(４／１５) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，代替循環

冷却系による原子炉圧

力容器への注水手段を

整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-421



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／21） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，代替循環

冷却系による残存溶融

炉心の冷却，原子炉圧力

容器への注水並びに原

子炉圧力容器への注水

（溶融炉心のペデスタ

ル（ドライウェル部）の

床面への落下の遅延・防

止）を整備 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，対応手

段，対処設備及び手順書

一覧（４／１５）「1.7 原

子炉格納容器の過圧破

損を防止するための手

順等」を記載 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(５／１５) 

 
 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ①の相違 

1.13-423



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（3/15） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／21） 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(６／１５) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

1.13-424



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（4/15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

1.13-425



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（5/15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-426



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（8/15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（7／21） 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(７／１５) 

  

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，フィルタ

装置への補給，原子炉格

納容器下部への注水，原

子炉ウェルへの注水及

び使用済燃料プールへ

の注水／スプレイは対

応手段，対処設備及び手

順書一覧（9/15）にて記

載 

【東海第二】 

 東海第二は，原子炉冷

却材圧力バウンダリ低

圧時の原子炉圧力容器

への注水，原子炉格納容

器内の冷却，フィルタ装

置スクラビング水補給，

原子炉格納容器下部へ

の注水，原子炉ウェルへ

の注水及び使用済燃料

プールへの注水／スプ

レイは対応手段，対処設

備，手順書一覧（8/21）

にて記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 

1.13-427



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（9/15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（8／21） 

 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(８／１５) 

 

 

1.13-428



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（6/15） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

1.13-429



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（7/15） 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（11／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，淡水補

給の実効性を考慮し，淡

水タンクへの補給より，

直接注水を選択   

1.13-431



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（10/15） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（12／21） 

 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(９／１５) 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 海を水源とした対応

手段に使用する対処設

備の相違 

1.13-432



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（11/15） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（13／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(１０／１５) 

  

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，ほう酸水

貯蔵タンクを水源とし

た対応について，対応手

段，対処設備，手順書一

覧（15/21）にて記載 

1.13-433



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 対応手段，対処設備，手順書一覧（14／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13-434



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備，手順書一覧（15／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑪，⑫の相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ほう酸

水貯蔵タンクを水源と

したに対応ついて，対応

手段，対処設備及び手順

書一覧(１０／１５)に

て記載 

1.13-435



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（12/15） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（16／21） 

 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(１１／１５) 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

【東海第二】 

 ⑯の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 

1.13-436



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（13/15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，代替淡

水源（措置）を水源とし

た補給及び海を水源と

した補給手段において，

対応手段，対処設備及び

手順書一覧（１２／１

５）にて記載 

1.13-437



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 対応手段，対処設備，手順書一覧（17／21） 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，海を水

源とした低圧原子炉代

替注水槽への補給手段

について，対応手段，対

処設備及び手順書一覧

（１１／１５）にて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，重大事故

等対処設備の水源間の

補給手段を整備 

1.13-438



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対応手段，対処設備及び手順書一覧（14/15） 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（18／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(１２／１５) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，淡水タ

ンク以外の淡水源から

代替淡水源への補給手

段を整備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ①の相違 

・記載の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，復水貯

蔵タンクへ水を補給す

るための手段を自主対

策設備として整備。 

 柏崎 6/7は，復水貯蔵

槽へ水を補給するため

の手段を重大事故対処

設備として整備。 

 東海第二は，復水貯蔵

タンクへの補給手順は

ない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧（15/15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（19／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(１３／１５) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑭の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，重大事故

等対処設備の水源間の

補給手段を整備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，淡水タ

ンク以外の淡水源から

代替淡水源への補給手

段を整備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（20／21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，重大事故

等対処設備の水源間の

補給手段を整備 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，淡水タ

ンクから低圧原子炉代

替注水槽への補給手段

について，対応手段，対

処設備及び手順書一覧

（１３／１５）にて記載 
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 対応手段，対処設備，手順書一覧（21／21） 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(１４／１５) 

 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(１５／１５) 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，復水貯

蔵タンクへ補給する水

源の切替え手段を整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑯の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

・記載方針の相違  

【東海第二】  

 島根２号炉は，ＤＣＨ

シナリオにおける，外部

水源から内部水源によ

る切替えを記載 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 代替淡水源（措置）の

切替えについて，対応手

段，対処設備及び手順書

一覧（15/15）にて記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）周辺を監視

するため，構内監視カメ

ラ（ガスタービン発電機

建物屋上）を設置 
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 第 1.13－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧（1／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

 対応手段における監

視計器の相違 
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 監視計器一覧（2／6） 
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